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神戸市立地域交流センター条例を次のように公布する。

神戸市条例第 2 2号

神戸市立地域交流センター条例

（設置） 

第１条 神戸市民による地域活動の推進に関する条例（平成16年３月条例第58号）

の理念の実現に向け、同条例第12条第１項の規定に基づき、地域活動（多様な地

域活動主体による同条例第２条第７号の地域活動をいう。以下同じ。）の場とし

て、地域社会に貢献する人材の育成や集積を行い、これらの人材やその他の人々

との間において交流や連携を図ることにより、さらなる地域活動の促進及び地

域社会の課題解決に寄与することを目的とする拠点として、神戸市立地域交流

センター（以下「センター」という。）を設置する。

（位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。

（事業） 

第３条 センターにおいては、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を

行う。

(1) 地域活動、社会貢献活動及び住民交流に関すること。 

(2) 各種地域団体等の健全な育成を図ること。 

(3) 地域活動及び社会貢献活動に係る情報を集積し、及び発信すること。 

(4) 地域活動及び社会貢献活動に係る人々の間における連携及び交流に関する

こと。

(5) 地域における諸会合並びに研修及び活動の場として施設を利用させること。 

(6) 活動を通じた地域社会の課題解決並びに社会貢献に係る調査、研究、実践

及びこれらに対する支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事業。

（施設） 
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第４条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 地域活動コーナー 

(2) 調理室 

(3) 洋室  

(4) 和室   

(5) 多目的ホール 

(6) フリースペース（共用使用を原則とする施設をいい、これに類するものを

含む。）

（使用の許可） 

第５条 施設等（前条に規定する施設及びその附属設備をいう。以下同じ。）を

使用する者（以下「使用者」という。）は、前条第１号から第５号までの施設の

使用について、あらかじめ、申請により、センターの管理について地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定による市長の指定を受けたも

の（以下「指定管理者」という。）の許可を受けなければならない。 

２  使用者は、前条第６号の施設を占用して行う使用について、あらかじめ、申

請により、指定管理者の許可を受けなければならない。 

３  指定管理者は、前２項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付し、及

びこれを変更することができる。 

４  指定管理者は、前３項に規定する事務の執行に当たっては、地域活動の場の

提供その他のセンターの設置の目的を踏まえ、当該目的が効果的に達成される

よう努めなければならない。 

（使用の許可に係る期間の単位） 

第６条 前条第１項の許可は、別表第２に掲げる区分により行うものとする。た

だし、指定管理者が特に認める場合は、この区分によることなく、時間を単位と

して許可を行うことができる。 

２  別表第２に掲げる夜間の使用の許可に係る申請は、あらかじめ指定管理者が

定める期限までにしなければならない。

（使用の許可に係る区画の単位） 

第７条 第５条第１項の許可は、その部屋ごとに与えるものとする。
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２ 前項の規定にかかわらず、第５条第１項の許可は、使用しようとする者の申

請により、部屋の一部又は指定管理者が指定する区画を単位として許可するこ

とができる。指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認めるときも、

同様とする。 

（対価の収受等に係る申告） 

第８条 使用者は、入場料、受講料その他の対価の収受を伴う施設等の使用又は

飲食等を伴う施設等の使用をしようとするときは、規則で定めるところにより

第５条第１項及び第２項の申請の際に、申告しなければならない。 

（許可の基準） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第５条第１項及

び第２項の許可をしてはならない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的として使用するとき。 

(4) 第４条第６号の施設の占用が、センターの公衆の利用に支障を及ぼすおそ

れがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認め

るとき。 

２  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第５条第１項及び第

２項の許可をしないことができる。

(1) センターの管理運営上支障があると認められるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

（使用期間） 

第 10条  施設等に係る使用期間は、市その他公共団体が公用、公共用又は公益事

業の用に供するために使用する場合を除き、引き続き５日を超えることはでき

ない。ただし、指定管理者が第１条の目的を達成するため特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。 

（利用料金等） 

第 11条  指定管理者にセンターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）
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を指定管理者の収入として収受させる。 

２  第５条第１項の許可を受けた者は、別表第２に定める額の範囲内においてあ

らかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支

払わなければならない。 

３  前項に定めるもののほか、住民の利用に供する目的で設置する設備を使用す

る者は、設備当たり500円を上限としてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者

が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。 

４  市長は、前２項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公表す

るものとする。 

５  指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、利用料金を免除する

ことができる。 

６  指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しく

は一部を返還することができる。 

７  市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付

金として徴収することができる。

（特別の設備の設置等） 

第 12条  使用者は、特別の設備又は器具を設置し、又は使用しようとするときは、

あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

２ 第５条第３項及び第９条の規定は、前項の許可について準用する。

（権利譲渡等の禁止） 

第 13条  第５条第１項及び第２項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は

転貸してはならない。

（許可の取消し等） 

第 14条  指定管理者は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は施設等の使用の制限をし、若

しくは使用の停止を命ずることができる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反し

たとき。 

(2) 許可された使用目的と異なった目的に施設等を使用したとき。
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(3) 許可に付した条件に違反したとき。 

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

(5) 第９条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

２ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定によ

る許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。 

(1) センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

（入館の制限等） 

第 15条  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センター

への入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者 

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物

を携帯する者 

(4) 施設等及び次の各号に掲げるもの（これらに類するものを含む。）を汚損

し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

ア センターにおいて展示されている資料

イ センターにおいて閲覧することができる資料

ウ センターにおいて所蔵する資料

(5) 次条の規定に違反した者

（行為の禁止） 

第 16条  何人も、センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為 

(2) 騒音又は大声を発する行為、暴力を用いる行為、その他他人の迷惑になる

行為 

(3) センター内の施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失する行為又はこれら

のおそれのある行為 

(4) 喫煙又は所定の場所以外の場所での飲食

(5) 所定の場所以外の場所への立入り 
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(6) 個人的な占有利用（特に必要があるものとして市長が別に定める場合を除

く。）  

(7) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的

とする活動 

(8) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的と

する活動 

(9) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号 )第３条に規定する公職を

いう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若し

くは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを

目的とする活動 

(10) 許可を受けない広告類を掲出し、又はまき散らす行為 

(11) 許可を受けない寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の

販売若しくは提供 

(12) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理運営上支障が

あると認める行為 

（立入り等） 

第 17条  指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許

可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。 

（原状回復の義務） 

第 18条  使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第５条第１項及び第２項、

第12条第１項の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなけ

ればならない。 

２  指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必

要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（損害の賠償等） 

第 19条  センター内において、第15条第４号に規定するものを汚損し、損傷し、

又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければなら

ない。 

（指定管理者の指定等） 
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第20条  市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせ

るものとする。 

(1) 第３条に規定する事業に係る業務 

(2) センターの利用及びその制限に関する業務 

(3) センターの維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

２  市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨

を公表するものとする。 

（施行細目の委任） 

第 21条  センターの利用可能時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、令和８年１月１日から起算して４月を超えない範囲において規

則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

(1) 別表第１（神戸市立雲中地域交流センターに係る部分を除く。）の規定 

令和８年４月１日 

(2) 次項及び附則第９項の規定 公布の日 

(3) 附則第５項の規定 令和８年１月１日から令和８年４月１日までの範囲

内において規則で定める日 

（準備行為） 

２  この条例を施行するために必要な指定管理者の指定、許可その他の準備行為

は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 （ふれあいのまちづくり条例の廃止） 

３  神戸市ふれあいのまちづくり条例（平成２年３月条例第40号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

４  この条例第２条及び別表第１の規定に基づきセンターが設置されたときは、

設置されたセンターに相当する神戸市ふれあいのまちづくり条例別表中神戸市
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立地域福祉センターの名称及び位置の規定は、センターが設置された日の前日

限り、その効力を失う。 

（神戸市民による地域活動の推進に関する条例の一部改正） 

５  神戸市民による地域活動の推進に関する条例（平成16年３月条例第58号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（定義） （定義） 

第２条 [略 ] 

(1)、 (2) [略 ] 

第２条 [略 ] 

(1)、 (2) [略 ] 

(3) ふれあいのまちづくり協議会

第２号のうち地域福祉活動及び住

民 間 の 交 流 活 動 の 促 進 を 図 る た

め、地域の公共的団体の代表者及

び地域の住民により自主的に組織

する団体をいう。

(4) [略 ] (3) [略 ] 

(5) 地域組織等 地域組織、ふれあ

いのまちづくり協議会、ＮＰＯ、事

業者その他の団体をいう。

(6)～ (8) [略 ] (4)～ (6) [略 ] 
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 （地域組織、ふれあいのまちづくり

協議会及びＮＰＯの役割） 

（地域組織及びＮＰＯの役割） 

第４条 地域組織、ふれあいのまちづ

くり協議会及びＮＰＯは、地域社会

でその一員として自己の責任の下に

活動し、広く地域住民から理解され、

及 び 支 持 さ れ る よ う 努 め る と と も

に、必要に応じて、他の地域組織等

及び市と連携して地域活動の推進に

努めるものとする。 

第４条 地域組織及びＮＰＯは、地域

社会でその一員として自己の責任の

下に活動し、広く地域住民から理解

され、及び支持されるよう努めると

ともに、必要に応じて、他の地域組

織、ＮＰＯ、事業者その他の団体（以

下「地域組織等」という。）及び市と

連携して地域活動の推進に努めるも

のとする。 

（指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務） 

６  市長が、指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管

理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、

その時（以下「指定管理者不在等開始時」という。）からその直後に指定管理者

を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間（以下「指定管理者不在等

期間」という。）における第５条から第７条まで、第９条、第10条、第12条第１

項、第14条、第15条、第16条第 12号、第17条及び第18条第２項の規定の適用につ

いては、第５条第１項中「センターの管理について地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条の２第３項の規定による市長の指定を受けたもの（以下「指定管

理者」という。）」とあるのは「市長」と、第５条第２項から第４項まで、第６

条、第７条、第９条、第10条、第12条第１項、第14条、第15条、第16条第 12号、

第17条及び第18条第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。 

（指定管理者不在等期間の使用料） 

７  市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前

の第11条第２項から第６項までの承認に係る利用料金の額を使用料として、使

用者から徴収することができる。 

８  前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第11条第５項及び第６項

の基準により全部若しくは一部を返還し、又は免除をすることができる。 
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 （規則への委任） 

９  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、

規則で定める。 

別表第１（第２条関係）

名称 位置

神戸市立魚崎南地域交流センター 神戸市東灘区魚崎南町２丁目９番４号 

神戸市立向洋地域交流センター 神戸市東灘区向洋町中６丁目３番地の

２ 

神戸市立渦が森地域交流センター 神戸市東灘区渦森台１丁目２番１号 

神戸市立本山南地域交流センター 神戸市東灘区本山南町７丁目１番20号  

神戸市立浜御影地域交流センター 神戸市東灘区御影本町６丁目２番14号  

神戸市立魚崎地域交流センター 神戸市東灘区魚崎中町４丁目３番16号  

神戸市立本山地域交流センター 神戸市東灘区岡本１丁目７番３号 

神戸市立本山西地域交流センター 神戸市東灘区西岡本４丁目８番12号  

神戸市立本庄地域交流センター 神戸市東灘区本庄町２丁目５番１号 

神戸市立青木南地域交流センター 神戸市東灘区青木４丁目２番20号  

神戸市立本山東地域交流センター 神戸市東灘区森南町２丁目８番28号  

神 戸 市 立 六 甲 ア イ ラ ン ド 地 域 交 流 セ ン

ター

神戸市東灘区向洋町中３丁目１番地の

６ 

神戸市立福池地域交流センター 神戸市東灘区本山南町５丁目４番11号  

神戸市立御影北地域交流センター 神戸市東灘区御影２丁目28番 13号  

神戸市立住吉地域交流センター 神戸市東灘区住吉宮町３丁目２番18号  

神戸市立深江南地域交流センター 神戸市東灘区深江南町３丁目４番24号  

神戸市立高羽地域交流センター 神戸市灘区楠丘町４丁目１番16号  

神戸市立岩屋地域交流センター 神戸市灘区岩屋北町２丁目５番３号 

神戸市立鶴甲地域交流センター 神戸市灘区鶴甲２丁目10番１号 

神戸市立六甲山地域交流センター 神戸市灘区六甲山 町字西谷山 1878番地

の133 
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神戸市立新在家地域交流センター 神戸市灘区新在家南町３丁目２番25号

神戸市立西郷地域交流センター 神戸市灘区大石北町８番１号 

神戸市立王子地域交流センター 神戸市灘区中原通７丁目５番１号 

神戸市立篠原地域交流センター 神戸市灘区篠原北町２丁目２番37号  

神戸市立成徳地域交流センター 神戸市灘区備後町１丁目３番１号 

神戸市立稗田地域交流センター 神戸市灘区倉石通４丁目１番10号  

神戸市立摩耶地域交流センター 神戸市灘区天城通３丁目３番７号 

神戸市立なぎさ地域交流センター 神戸市灘区摩耶海岸通２丁目３番４号

神戸市立灘地域交流センター 神戸市灘区千旦通１丁目５番２号 

神戸市立六甲地域交流センター 神戸市灘区八幡町４丁目８番28号  

神戸市立雲中地域交流センター 神戸市中央区旗塚通４丁目340番３  

神戸市立東川崎地域交流センター 神戸市中央区東川崎町５丁目１番１号

神戸市立籠池地域交流センター 神戸市中央区籠池通２丁目１番５号 

神戸市立小野柄地域交流センター 神戸市中央区旭通２丁目４番９号 

神戸市立宮本地域交流センター 神戸市中央区宮本通３丁目１番５号 

神戸市立神戸諏訪山地域交流センター 神戸市中央区北長狭通４丁目９番５号 

神戸市立下山手地域交流センター 神戸市中央区北長狭通７丁目３番13号  

神戸市立若菜地域交流センター 神戸市中央区神若通２丁目３番７号 

神戸市立北野地域交流センター 神戸市中央区中山手通２丁目17番 18号  

神戸市立春日野地域交流センター 神戸市中央区八雲通１丁目１番７号 

神戸市立吾妻地域交流センター 神戸市中央区吾妻通５丁目１番12号  

神戸市立橘地域交流センター 神戸市中央区橘通３丁目４番１号 

神戸市立脇の浜地域交流センター 神戸市中央区脇浜海岸通３丁目２番７

号 

神戸市立二宮地域交流センター 神戸市中央区二宮町３丁目12番１号  

神戸市立港島地域交流センター 神戸市中央区港島中町２丁目３番地の

３ 

神戸市立山手地域交流センター 神戸市中央区中山手通６丁目１番40号  

神戸市立和田岬地域交流センター 神戸市兵庫区浜山通１丁目１番５号 
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神戸市立川池地域交流センター 神戸市兵庫区松本通５丁目２番６号 

神戸市立湊山地域交流センター 神戸市兵庫区大同町２丁目２番８号 

神戸市立ひよどり地域交流センター 神戸市兵庫区菊水町10丁目12番地の１

神戸市立浜山地域交流センター 神戸市兵庫区御崎町１丁目２番４号 

神戸市立中道地域交流センター 神戸市兵庫区中道通４丁目２番８号 

神戸市立熊野地域交流センター 神戸市兵庫区鵯越町１番20号  

神戸市立菊水地域交流センター 神戸市兵庫区菊水町２丁目１番２号 

神戸市立明親地域交流センター 神戸市兵庫区須佐野通４丁目１番43号

神戸市立夢野地区地域交流センター 神戸市兵庫区湊川町７丁目６番５号

神戸市立水木地域交流センター 神戸市兵庫区駅前通３丁目２番26号

神戸市立荒田地域交流センター 神戸市兵庫区荒田町４丁目17番６号

神戸市立兵庫大開地域交流センター 神戸市兵庫区永沢町４丁目４番28号

神戸市立小部地域交流センター 神戸市北区鈴蘭台北町４丁目９番９号 

神戸市立有馬地域交流センター 神 戸 市 北 区 有 馬 町 字 中 ノ 畑 241番 地 の

３ 

神戸市立花山地域交流センター 神戸市北区花山東町３番３号 

神戸市立有野台地域交流センター 神戸市北区有野台２丁目１番地 

神戸市立大沢地域交流センター 神 戸 市 北 区 大 沢 町 中 大 沢 字 泓 996番 地

の１  

神戸市立泉台地域交流センター 神戸市北区泉台３丁目13番地の１  

神戸市立君影地域交流センター 神戸市北区君影町１丁目２番10号  

神戸市立小部東地域交流センター 神戸市北区鈴蘭台東町６丁目２番６号 

神戸市立唐櫃地域交流センター 神戸市北区唐櫃台３丁目27番１号  

神戸市立鈴蘭台地域交流センター 神戸市北区鈴蘭台南町２丁目14番 24号  

神戸市立長尾地域交流センター 神 戸 市 北 区 長 尾 町 上 津 字 大 江 ノ 前 194

番地の１  

神戸市立筑紫が丘地域交流センター 神戸市北区筑紫が丘３丁目２番地の９ 

神戸市立箕谷地域交流センター 神戸市北区緑町４丁目６番３号 

神戸市立淡河地域交流センター 神戸市北区淡河町 萩原字桶屋垣内 1383
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番地 

神戸市立南五葉地域交流センター 神戸市北区南五葉５丁目１番１号 

神戸市立藤原台地域交流センター 神戸市北区藤原台中町７丁目14番 16号  

神戸市立有野地域交流センター 神戸市北区有野中町２丁目20番 19号  

神戸市立桜の宮地域交流センター 神戸市北区甲栄台２丁目２番20号  

神戸市立大池地域交流センター 神戸市北区東大池２丁目３番13号  

神戸市立道場地域交流センター 神戸市北区道場町 塩田字西川原 1439番

地の３  

神戸市立八多地域交流センター 神 戸 市 北 区 八 多 町 附 物 字 下 殿 関 393番

地の１  

神戸市立北五葉地域交流センター 神戸市北区北五葉３丁目７番１号 

神戸市立有野台第２地域交流センター 神戸市北区有野台６丁目22番地の１  

神戸市立山田地域交流センター 神戸市北区山田町福地字ガケノ上 18番

地の３  

神戸市立ひよどり台地域交流センター 神戸市北区ひよどり台３丁目８番地 

神戸市立星和台鳴子地域交流センター 神戸市北区鳴子２丁目11番地の１  

神戸市立鹿の子台地域交流センター 神戸市北区鹿の子台北町６丁目 34番３

号 

神戸市立上淡河地域交流センター 神 戸 市 北 区 淡 河 町 野 瀬 字 新 田 459番 地

の２  

神戸市立広陵地域交流センター 神戸市北区小倉台２丁目15番地の３  

神戸市立谷上地域交流センター 神戸市北区谷上西町７番３号 

神戸市立大原桂木地域交流センター 神戸市北区大原３丁目21番地 

神戸市立甲緑地域交流センター 神戸市北区緑町２丁目７番28号  

神戸市立西山地域交流センター 神戸市北区菖蒲が丘１丁目14番地の３  

神戸市立藍那小河地域交流センター 神戸市北区山田町藍那字下ノ町 77番地

の８  

神戸市立箕谷地域交流センター分館 神戸市北区日の峰１丁目19番地 

神戸市立重池地域交流センター 神戸市長田区重池町２丁目３番５号 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

13



神戸市立高取山地域交流センター 神戸市長田区高取山町１丁目２番３号

神戸市立みすが地域交流センター 神戸市長田区御蔵通４丁目５番地の１

神戸市立志里池地域交流センター 神戸市長田区東尻池町１丁目14番４号

神戸市立大日丘地域交流センター 神戸市長田区大日丘町３丁目８番10号

神戸市立宮川地域交流センター 神 戸 市 長 田 区 長 田 町 ２ 丁 目 ２ 番 １ ―

501号  

神戸市立会陽地域交流センター 神戸市長田区六番町２丁目７番地の１ 

神戸市立真陽地域交流センター 神戸市長田区久保町３丁目９番６号

神戸市立北町地域交流センター 神戸市長田区北町３丁目４番地の１

神戸市立長田地域交流センター 神戸市長田区西山町２丁目４番１号

神戸市立若松地域交流センター 神戸市長田区若松町８丁目２番13号

神戸市立細田地域交流センター 神戸市長田区細田町７丁目１番30号

神戸市立長田庄山地域交流センター 神戸市長田区庄山町２丁目１番６号

神戸市立真野地域交流センター 神戸市長田区東尻池町６丁目３番19号

神戸市立長田東地域交流センター 神戸市長田区四番町４丁目54番地  

神戸市立丸山地域交流センター 神戸市長田区丸山町２丁目３番50号  

神戸市立池田地域交流センター 神戸市長田区蓮宮通４丁目11番地  

神戸市立長楽地域交流センター 神戸市長田区海運町７丁目１番23号  

神戸市立名倉地域交流センター 神戸市長田区房王寺町４丁目７番15号

神戸市立二葉地域交流センター 神戸市長田区二葉町６丁目５番１号

神戸市立高倉台地域交流センター 神戸市須磨区高倉台４丁目１番４号

神戸市立南須磨地域交流センター 神戸市須磨区松風町５丁目２番１号

神戸市立多井畑地域交流センター 神戸市須磨区多井畑字筋替道 21番地の

３ 

神戸市立神の谷地域交流センター 神戸市須磨区神の谷５丁目２番１号 

神戸市立須磨の浦地域交流センター 神戸市須磨区千守町１丁目１番20号  

神戸市立西落合地域交流センター 神戸市須磨区西落合５丁目13番 20号  

神戸市立白川台地域交流センター 神戸市須磨区白川台７丁目３番地の８ 

神戸市立菅の台地域交流センター 神戸市須磨区菅の台４丁目５番地 
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神戸市立板宿地域交流センター 神戸市須磨区禅昌寺町２丁目１番５号 

神戸市立竜が台地域交流センター 神戸市須磨区竜が台５丁目20番地  

神戸市立妙法寺地域交流センター 神 戸 市 須 磨 区 妙 法 寺 字 桜 ノ 界 地 106番

地の１  

神戸市立松尾地域交流センター 神戸市須磨区北落合３丁目２番１号 

神戸市立横尾地域交流センター 神戸市須磨区横尾２丁目１番地の１ 

神戸市立東落合地域交流センター 神戸市須磨区東落合３丁目33番 12号  

神戸市立南落合地域交流センター 神戸市須磨区南落合３丁目11番２号  

神戸市立大黒地域交流センター 神戸市須磨区大黒町２丁目２番12号  

神戸市立東須磨地域交流センター 神戸市須磨区若木町３丁目５番９号 

神戸市立若草地域交流センター 神戸市須磨区若草町３丁目14番地の９  

神戸市立花谷地域交流センター 神戸市須磨区中落合１丁目１番25号  

神戸市立北須磨地域交流センター 神戸市須磨区離宮前町２丁目７番24号  

神戸市立桃山台地域交流センター 神戸市垂水区桃山台３丁目25番地  

神戸市立霞ケ丘地域交流センター 神戸市垂水区五色山４丁目15番８号  

神戸市立塩屋地域交流センター 神戸市垂水区塩屋町４丁目３番９号 

神戸市立つつじが丘地域交流センター 神戸市垂水区つつじが丘４丁目６番地

の７ 

神戸市立高丸地域交流センター 神戸市垂水区坂上５丁目１番２号 

神戸市立神陵台地域交流センター 神戸市垂水区南多聞台１丁目８番８号 

神戸市立舞子地域交流センター 神戸市垂水区西舞子７丁目30番１号  

神戸市立多聞東地域交流センター 神戸市垂水区学が丘４丁目３番７号 

神戸市立上高丸地域交流センター 神戸市垂水区千鳥が丘３丁目20番 15号  

神戸市立西高丸地域交流センター 神戸市垂水区高丸６丁目３番１号 

神戸市立垂水地域交流センター 神戸市垂水区平磯１丁目２番５号 

神戸市立小束山地域交流センター 神戸市垂水区学が丘７丁目１番29号  

神戸市立狩口台地域交流センター 神戸市垂水区狩口台２丁目31番１号  

神戸市立東垂水地域交流センター 神戸市垂水区王居殿２丁目５番25号  

神戸市立多聞台地域交流センター 神戸市垂水区多聞台４丁目14番９号  
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神戸市立多聞南地域交流センター 神戸市垂水区本多聞６丁目８番12号

神戸市立本多聞地域交流センター 神戸市垂水区本多聞４丁目１番２号

神戸市立千代が丘地域交流センター 神戸市垂水区旭が丘３丁目12番３号

神戸市立西脇地域交流センター 神戸市垂水区本多聞１丁目５番４号

神戸市立星陵台地域交流センター 神戸市垂水区星陵台７丁目５番３号

神戸市立名谷地域交流センター 神 戸 市 垂 水 区 名 谷 町 宇 中 坊 487番 地 の

３ 

神戸市立福田地域交流センター 神戸市垂水区乙木３丁目３番２号 

神戸市立塩屋北地域交流センター 神戸市垂水区塩屋北町１丁目11番３号  

神戸市立乙木地域交流センター 神戸市垂水区美山台１丁目９番40号  

神戸市立舞多聞地域交流センター 神戸市垂水区舞多聞西５丁目11番５号  

神戸市立神出地域交流センター 神戸市西区神出町田井字長原 34番地の

２ 

神戸市立学園西町地域交流センター 神戸市西区学園西町５丁目２番地の３ 

神戸市立高和地域交流センター 神 戸 市 西 区 押 部 谷 町 高 和 字 大 坪 774番

地  

神戸市立春日台地域交流センター 神戸市西区春日台４丁目５番地 

神戸市立糀台地域交流センター 神戸市西区糀台３丁目32番地の６  

神戸市立枝吉地域交流センター 神戸市西区枝吉４丁目48番地の４  

神戸市立平野地域交流センター 神戸市西区平野町宮前字上松148番地  

神戸市立狩場台地域交流センター 神戸市西区狩場台３丁目６番地の２ 

神戸市立竹の台地域交流センター 神戸市西区竹の台２丁目20番地の１  

神戸市立北山地域交流センター 神戸市西区北山台３丁目26番１号  

神戸市立学園東地域交流センター 神戸市西区学園東町５丁目４番地 

神戸市立岩岡第１地域交流センター 神 戸 市 西 区 岩 岡 町 岩 岡 字 西 場 922番 地

の１  

神戸市立樫野台地域交流センター 神戸市西区樫野台５丁目４番地の２ 

神戸市立美賀多台地域交流センター 神戸市西区美賀多台３丁目13番地の４  

神戸市立玉津地域交流センター 神 戸 市 西 区 玉 津 町 小 山 字 川 端 180番 地
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の３ 

神戸市立桜が丘地域交流センター 神戸市西区桜が丘東町１丁目３番地の

１ 

神戸市立岩岡第２地域交流センター 神戸市西区竜が岡２丁目15番地の12 

神戸市立櫨谷地域交流センター 神戸市西区櫨谷町長谷字佃井ノ上 75番

地 

神戸市立出合地域交流センター 神戸市西区王塚台５丁目73番地 

神戸市立月が丘地域交流センター 神戸市西区月が丘５丁目１番地の12 

神戸市立井吹東地域交流センター 神戸市西区井吹台東町４丁目 21番地の

２ 

神戸市立井吹西地域交流センター 神戸市西区井吹台西町４丁目４番地 

神戸市立高津橋地域交流センター 神 戸 市 西 区 玉 津 町 高 津 橋 字 澤 町 188番

地  

神戸市立押部谷地域交流センター 神 戸 市 西 区 押 部 谷 町 西 盛 字 老 ノ 本 313

番地  

神戸市立有瀬地域交流センター 神戸市西区伊川谷 町有瀬字金井場 1137

番地の30 

神戸市立伊川谷地域交流センター 神戸市西区伊川谷 町別府字セシゲ 1337

番地の１  

神戸市立長坂地域交流センター 神 戸 市 西 区 伊 川 谷 町 有 瀬 字 栗 林 603番

地の２  

神戸市立太山寺地域交流センター 神戸市西区前開南町２丁目１番20号  

神戸市立井吹北地域交流センター 神戸市西区井吹台北町２丁目 17番地の

７ 

神戸市立押部谷東地域交流センター 神戸市西区秋葉台２丁目１番地の133 

別表第２（第６条及び第11条関係）  

施設等  使用許可に係る期間の単位及び利用料金 

午前  午後  午前・午後 夜間  
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(午前９時から

午前12時まで) 

(午後１時から

午後４時まで) 

(午前９時から

午後４時まで) 

（ 午 後 ５ 時 か

ら 午 後 ９ 時 の

う ち ２ 時 間 ご

と) 

地域活動コーナー 3,000円 3,000円 6,000円 3,000円

調理室 1,000円 1,000円 2,000円 2,000円

地 域 活 動 コ ー ナ ー

及び調理室 

4,000円 4,000円 7,000円 4,000円

洋室 2,000円 2,000円 4,000円 2,000円

和室 2,000円 2,000円 4,000円 2,000円

多目的ホール 6,000円 6,000円 12,000円 6,000円

附属設備 １設備１回につき 5,000円

備考

１ 時間を単位として許可する場合は、１時間当たり次に掲げる額とし、１時

間未満の端数が生じたときは、１時間として計算する。 

(1) 地域活動コーナー 1,000円  

(2) 調理室 400円  

(3) 地域活動コーナー及び調理室 1,400円

(4) 洋室 700円

(5) 和室 700円

(6) 多目的ホール 2,000円

２  夜間の利用料金は２時間単位の利用を原則とし、２時間未満の端数が生

じたときは、２時間として計算する。 

３ 許可を得た時間内に利用を終えても、返金は行わないものとする。
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神戸市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第23号

神戸市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例

 神戸市民のくらしをまもる条例（平成17年４月条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

神戸市消費生活条例 神戸市民のくらしをまもる条例

目次 目次

第１章 ［略］ 第１章 ［略］

第２章 消費者の権利保護 第２章 消費者の権利保護

第１節 ［略］ 第１節 ［略］ 

第２節 事業活動の適正化（第15

条―第20条）  

第２節 広告、計量及び表示の適

正化（第15条―第22条）  

第３節 取引の適正化（第 21条―

第23条） 

第３節 取引の適正化（第 23条―

第25条） 

第４節 消費者包装の適正化（第

26条―第30条）
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第４節 苦情処理体制（第 24条―

第28条） 

第５節 苦情処理体制（第 31条―

第34条の２） 

第５節 消費者教育、情報の提供

等（第29条―第32条） 

第６節 消費者教育、情報の提供

等（第35条―第38条） 

第３章 生活必需物資の安定供給の

確保（第33条―第35条） 

第３章 物価の安定

第１節 情報の収集と公開（第 39

条―第41条）  

第２節 生活必需物資の確保（第

42条―第45条）

第 ３ 節 不 当 な 事 業 活 動 の 排 除

（第46条―第50条） 

第４章 市民意見の反映（第36条・第

37条）  

第４章 市民意見の反映（第 51条―

第54条） 

第５章 神戸市消費生活審議会（第

38条）  

第６章 補則（第39条） 第５章 補則（第55条）

附則 附則

（目的） （目的）

第１条 この条例は、日常の経済上の

生活において情報の質及び量並びに

交渉力等について事業者との間に格

差のある消費者の利益を擁護し、及

び増進し、消費者の自立を支援する

ため、消費者主権の理念にのっとり、

市、事業者及び消費者それぞれの果

たすべき責務を明らかにし、消費者

第１条 この条例は、日常の経済上の

生活において情報の収集、交渉その

他これらに類するものに係る能力に

おいて事業者との間に格差のある消

費者の利益を擁護し、及び増進し、消

費者の自立を支援するため、消費者

主権の理念にのっとり、市、事業者及

び消費者それぞれの果たすべき責務
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の利益の擁護及び増進に関する施策

の基本となる事項その他必要な事項

を定めることにより、市民の消費生

活の安定及び向上を確保することを

目的とする。 

を明らかにし、消費者のくらしをま

もるための施策の基本となる事項そ

の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ

り、当該施策についての新たな消費

者問題に関連する施策との調整を行

う等総合的な推進を図り、もって市

民の消費生活の安定及び向上を確保

することを目的とする。 

（基本理念） （基本理念）

第２条 市民の消費生活の安定及び向

上の確保は、消費者の次に掲げる権

利（以下「消費者の権利」という。）

の実現に努めることを基本として行

われなければならない。 

第２条 市民の消費生活の安定及び向

上の確保は、消費者の次に掲げる権

利（以下「消費者の権利」という。）

の実現に努めることを基本として行

われなければならない。 

(1) 事業者が提供する商品（第10条

第１項を除き、以下単に「商品」と

いう。）、事業者が提供する役務（同

項を除き、以下単に「役務」とい

う。）又は事業者が行う訪問購入

（以下単に「訪問購入」という。）

によって、生命、健康又は財産を侵

されない権利 

(1) 市民の消費生活において事業者

が提供する商品（第 10条第１項を

除き、以下単に「商品」という。）、

市民の消費生活において事業者が

提供する役務（同項を除き、以下単

に「役務」という。）又は市民の消

費生活において事業者が行う訪問

購入（次号及び第３号、第４条、第

23条第１項第１号、第24条、第25条

第２項並びに第 31条第１項におい

て「訪問購入」という。）によって、

生命、健康又は財産を侵されない

権利 

(2)～ (7) ［略］ (2)～ (7) ［略］
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２ ［略］ ２ ［略］

（市の責務） （市の責務）

第３条 市は、消費者の健康で安全な

生活を確保し、及び向上させるため、

消費者の利益の擁護及び増進並びに

消費者の権利の実現及び自立の支援

に関し、基本的及び総合的な施策を

策定し、並びにこれを実施しなけれ

ばならない。

第３条 市は、消費者の健康で安全な

生活を確保し、及び向上させるため、

消費者の利益の擁護及び増進、消費

者の権利の実現及び自立の支援並び

に物価の安定に関し、基本的、総合的

及び計画的な施策を策定し、並びに

これを実施しなければならない。

２ 市は、消費者を取り巻く環境の変

化を注視し、必要な施策を迅速かつ

柔軟に実施するよう努めなければな

らない。 

３  市は、前２項の規定により施策を

策定し、又は実施する場合には、前条

第１項及び第２項の基本理念を尊重

するとともに、地域住民、事業者団体

及び消費者団体と協力するよう努め

なければならない。 

２  市は、前項の規定により施策を策

定し、又は実施する場合には、前条第

１項及び第２項の基本理念を尊重す

るとともに、地域住民、事業者団体及

び消費者団体と協力するよう努めな

ければならない。 

第９条 削除

（消費者基本計画） 

第９条 市長は、市民の消費生活の安

定及び向上を確保するための施策を

総合的及び計画的に推進するための

基本的な計画（以下「消費者基本計

画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。
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(1) 中期的又は長期的に講ずべき市

民の消費生活の安定及び向上に関

する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、市民

の消費生活の安定及び向上に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 市長は、消費者基本計画を策定す

るに当たっては、第 54条第１項に規

定する神戸市消費生活会議の意見を

聴くものとする。 

４ 市長は、消費者基本計画を策定し

たときは、遅滞なく、これを公表する

ものとする。 

５ 前２項の規定は、消費者基本計画

の変更について準用する。

第２節 事業活動の適正化 第２節 広告、計量及び表示

の適正化 

（広告及び包装の適正化） （広告の適正化）

第15条 ［略］ 第15条 ［略］

２ 事業者は、消費者の適切な商品選

択に資するため、及び環境への負荷

の低減のため、商品について、次の各

号に掲げる包装をしてはならない。 

(1) 内容を誇張した包装 

(2) 内容品の保護又は品質保全上の

必要を超えた過大な包装 

(3) 廃棄物となった場合においてそ
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の適正な処理が困難になる包装 

 （商品及び役務の表示の適正化）  （商品及び役務の表示事項等） 

第 17条  事業者は、法令に別の定めが

あるもののほか、商品が誤って選択

され、使用され、保存されること等に

より、消費者の利益が損なわれるこ

とのないようにするため、その商品

の成分、性能、用途その他の必要な事

項 を 適 正 に 表 示 し な け れ ば な ら な

い。 

第 17条  事業者は、法令に別の定めが

あるもののほか、商品が誤って選択

され、使用され、保存されること等に

より、消費者の利益が損なわれるこ

とのないようにするため、その商品

の成分、性能、用途その他の規則で定

める必要な事項を適正に表示しなけ

ればならない。 

２  役務を提供する事業者は、役務が

誤って選択されることにより、消費

者の利益が損なわれることのないよ

うにするため、役務の取引条件、内

容、解約条件その他の必要な事項を

適正に表示しなければならない。 

２  役務を提供する事業者で規則で定

めるものは、役務が誤って選択され

ることにより、消費者の利益が損な

われることのないようにするため、

規則で定める役務の取引条件又は内

容について、規則で定める必要な事

項 を 適 正 に 表 示 し な け れ ば な ら な

い。 

 ３  前２項の規定による表示の方法そ

の他表示に際して事業者が遵守すべ

き事項は、規則で定める。 

 （価格表示及び単位価格表示等）  （価格表示及び単位価格表示等） 

第 18条  事業者は、消費者が商品の購

入又は役務の利用に際し、その選択

を誤ることがないようにするため、

その商品又は役務の価格及び質量、

容積、時間、回数等の単位当たりの価

格を見やすい箇所に表示するように

第 18条  事業者は、消費者が商品の購

入又は役務の利用に際し、その選択

を誤ることがないようにするため、

その商品又は役務の販売単位又は提

供単位及び価格を見やすい箇所に表

示 す る よ う に 努 め な け れ ば な ら な
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努めなければならない。 い。

２ 小売業を営む事業者で規則で定め

るものは、消費者の商品選択に資す

るため、規則で定める商品について、

その価格及び長さ、質量又は体積を

表示するとともに規則で定める基準

量及びその価格を表示しなければな

らない。

３ 役務を提供する事業者で規則で定

めるものは、消費者の役務選択に資

するため、規則で定める役務につい

て、その提供単位及び価格を店頭そ

の他の見やすい箇所に表示しなけれ

ばならない。 

（保証表示） 

第 20条  事業者が、商品（規則で定める

ものに限る。）について品質、性能そ

の他の事項を保証する旨を表示する

ときは、規則で定める事項を表示し

なければならない。 

（金銭消費貸借契約書等の交付） 

第 21条  金融業を営む事業者は、消費

者に融資する際、規則で定めるとこ

ろにより、金銭消費貸借に関する契

約書を消費者に交付し、又は金銭消

費貸借に関する差入れ証等の写しに

当該事業者の確認印を押印したもの

を 消 費 者 に 交 付 し な け れ ば な ら な
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い。

２ 前項の事業者は、消費者から金銭

消費貸借に関する弁済を受けたとき

は、受取書、領収書等それを証する書

面を消費者に交付しなければならな

い。ただし、規則で定める場合は、こ

の限りでない。 

（指導、勧告及び公表） （指導、勧告及び公表）

第 20条  市長は、第 15条、第 16条第１

項、第17条又は前条の規定に違反し、

商品又は役務を提供している者に対

して、その違反を是正するために必

要な措置をとるべきことを指導し、

又は勧告することができる。

第 22条  市長は、第 15条、第 16条第１

項、第17条第１項若しくは第２項、第

18条第２項若しくは第３項又は前３

条の規定に違反し、商品又は役務を

提供している者に対して、その違反

を是正するために必要な措置をとる

べきことを指導し、又は勧告するこ

とができる。 

２  ［略］ ２ ［略］  

第 21条～第23条 ［略］ 第23条～第25条 ［略］ 

第４節 消費者包装の適正化

（過大包装の禁止）

第26条 事業者は、消費者包装（消費者

が直接手にしたときの商品の包装を

いい、容器を用いた包装を含む。以下

同じ。）について、消費者に内容を誇

張した包装その他の内容品の保護又

は品質保全上の必要を超えた過大な

包装（以下「過大包装」という。）を

してはならない。 
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２ 過大包装の基準は、規則で定める。 

（消費者包装に係る資源の節約等）

第 27条 事業者は、消費者包装につい

て、その包装に係る資源を節約し、及

びその包装が廃棄物となった場合に

おいてその適正な処理が困難になる

ことのないようにしなければならな

い。 

（消費者包装の安全性の確保） 

第 28条  事業者は、消費者に危害を及

ぼすことのないようにするため、消

費者包装の安全性を確保しなければ

ならない。 

（内容及び価格の表示等） 

第 29条  事業者は、消費者包装が二次

使用又は商品の詰合せ若しくは抱合

せを目的としたものであるときは、

内容についてそれぞれの品名、数量

及 び 価 格 を 表 示 し な け れ ば な ら な

い。この場合において、事業者は、内

容品のみの販売も併せて行わなけれ

ばならない。 

（指導、勧告及び公表） 

第 30条  市長は、第 26条第１項又は前

３条の規定に違反し、商品を提供し

ている者に対して、その違反を是正

するために必要な措置をとるべきこ

とを指導し、又は勧告することがで
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きる。

２ 市長は、事業者が前項の規定によ

る勧告に従わないときは、その事業

者の氏名又は名称、商品名その他必

要な事項を公表することができる。 

第４節 苦情処理体制  第５節 苦情処理体制 

第 24条 ［略］ 第31条 ［略］

（あっせん又は調停） （あっせん又は調停）

第 25条  市長は、前条第１項に規定す

る苦情相談の処理を円滑に行うため

必要があると認めるときは、第５章

に定める神戸市消費生活審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴き、

又は審議会のあっせん若しくは調停

に付するものとする。 

第 32条  市長は、前条第１項に規定す

る苦情相談の処理を円滑に行うため

必要があると認めるときは、神戸市

消費者苦情処理審議会（以下この節

において「苦情処理審議会」という。）

の意見を聴き、又は苦情処理審議会

のあっせん若しくは調停に付するも

のとする。 

２  審議会は、あっせん又は調停のた

め必要があると認めるときは、当事

者の出席を求め、その意見を聴き、又

は関係書類若しくは物件の提出を求

めることができる。 

２  苦情処理審議会は、あっせん又は

調停のため必要があると認めるとき

は、当事者の出席を求め、その意見を

聴き、又は関係書類若しくは物件の

提出を求めることができる。 

３ ［略］ ３ ［略］

４  審議会は、当事者間に合意が成立

する見込みがないと認めるときは、

あっせん又は調停を打ち切ることが

できる。 

４  苦情処理審議会は、当事者間に合

意が成立する見込みがないと認める

ときは、あっせん又は調停を打ち切

ることができる。 

５ 審議会は、あっせん若しくは調停 ５ 苦情処理審議会は、あっせん若し
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が終了したとき、又はあっせん若し

くは調停を打ち切ったときは、その

旨を市長に報告するものとする。 

くは調停が終了したとき、又はあっ

せん若しくは調停を打ち切ったとき

は、その旨を市長に報告するものと

する。 

６  前各項に定めるもののほか、審議

会のあっせん又は調停に関し必要な

事項は、規則で定める。 

６  前各項に定めるもののほか、苦情

処理審議会のあっせん又は調停に関

し必要な事項は、規則で定める。 

（あっせん又は調停の打切りの公表） （あっせん又は調停の打切りの公表） 

第 26条  市長は、苦情相談に係る事業

者が審議会の呼出し、関係書類又は

物件の提出の要求その他指示に不当

に従わないため、あっせん又は調停

が打ち切られたときは、その事業者

の氏名又は名称、苦情相談の内容、あ

っせん又は調停が打切りとなった事

実その他必要な事項を公表すること

ができる。 

第 33条  市長は、苦情相談に係る事業

者が苦情処理審議会の呼出し、関係

書類又は物件の提出の要求その他指

示に不当に従わないため、あっせん

又は調停が打ち切られたときは、そ

の事業者の氏名又は名称、苦情相談

の内容、あっせん又は調停が打切り

となった事実その他必要な事項を公

表することができる。 

（消費者訴訟の援助） （消費者訴訟の援助）

第 27条  市長は、消費生活上の被害を

受けた消費者（以下「被害者」とい

う。）が事業者に対して提起する訴え

又は事業者から提起された訴え（以

下これらを「消費者訴訟」という。）

を援助を受けずに提起し、又は応訴

することが困難であり、かつ、同一又

は同種の原因による被害者が多数存

在し、又は多数発生するおそれがあ

る場合において、被害者に対して消

第 34条  市長は、消費生活上の被害を

受けた消費者（以下「被害者」とい

う。）が事業者に対して提起する訴え

又は事業者から提起された訴え（以

下これらを「消費者訴訟」という。）

を援助を受けずに提起し、又は応訴

することが困難であり、かつ、同一又

は同種の原因による被害者が多数存

在し、又は多数発生するおそれがあ

る場合において、被害者に対して消
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費者訴訟に係る援助を行うことが妥

当であると審議会が認めたときは、

被害者の権利を守り、その被害を救

済するとともに事業者の社会的責任

を追及するため、必要な援助を行う

ものとする。 

費者訴訟に係る援助を行うことが妥

当であると苦情処理審議会が認めた

ときは、被害者の権利を守り、その被

害を救済するとともに事業者の社会

的責任を追及するため、必要な援助

を行うものとする。 

２  ［略］ ２ ［略］  

３  市長は、第１項の援助を審議会の

意見に基づき行うものとする。 

３  市長は、第１項の援助を苦情処理

審議会の意見に基づき行うものとす

る。 

第 28条  ［略］  第 34条の２ ［略］  

    第５節  消費者教育、情報の

提供等 

    第６節  消費者教育、情報の

提供等 

第 29条～第32条  ［略］ 第 35条～第38条  ［略］ 

第３章  生活必需物資の安定供

給の確保 

   第３章 物価の安定 

     第１節 情報の収集と公開 

 （情報の収集）  （情報の収集） 

第 33条  市長は、緊急時（風水害などに

よる災害やその他社会情勢などによ

り一時的に流通が阻害され、消費者

に 混 乱 が 生 じ る と 予 測 さ れ る 場 合

で、市長が認めたときをいう。以下同

じ。）において、生活必需物資（消費

者 の 日 常 生 活 に 不 可 欠 な 物 資 を い

う。以下同じ。）の生産、流通等の営

業活動の実態について、明らかにす

第 39条  市長は、消費者の日常生活に

不可欠な物資（以下「生活必需物資」

という。）の生産、流通等の事業活動

（以下「事業活動」という。）の実態

について、明らかにするよう努める

ものとする。 
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るよう努めるものとする。

２ 市長は、事業活動の実態を明らか

にするため、生活必需物資の価格、需

給の動向等に関する情報を収集する

ものとする。 

（情報収集への協力） 

第 40条  事業者は、市長の行う前条第

２項の情報収集に協力しなければな

らない。 

（情報の公開） 

第 41条  市長は、第 39条第２項の情報

収集の結果を消費者に明らかにする

ものとする。 

第２節 生活必需物資の確保

（流通機構の整備）

第 42条 市長は、生活必需物資の円滑

な流通を確保するため流通機構の整

備に努めるものとする。 

（市内生産者の優先出荷） 

第 43条  生活必需物資を市内で生産す

る事業者は、その事業活動が地域社

会と密接な関連があることにかんが

み、生活必需物資を市内の消費者へ

優先的に供給するよう努めるものと

する。 

２ 市長は、前項の優先的供給を推進

するために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 
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（生活必需物資の確保） （生活必需物資の確保）

第34条 市長は、緊急時において、生活

必需物資が不足し、若しくは価格が

著しく高騰し、又はこれらのおそれ

があるときは、当該生活必需物資の

確保その他必要な措置を講ずるもの

とする。 

第 44条  市長は、生活必需物資が不足

し、若しくは価格が著しく高騰し、又

はこれらのおそれがあるときは、当

該生活必需物資の確保その他必要な

措置を講ずるものとする。 

 （事業者の協力） （事業者の協力）

第35条  ［略］  第 45条 ［略］

２ 事業者は、前項の規定による要請

があったときは、これに応じなけれ

ばならない。 

第３節  不当な事業活動の排

除 

（重要物資の指定）

第 46条 市長は、市民生活の安定を図

るため、特に円滑な流通を確保し、又

は不適正な利得を排除する必要があ

る生活必需物資を重要物資として指

定するものとする。 

（調査） 

第 47条  市長は、前条の規定により指

定された物資（以下「指定物資」とい

う。）が不足し、若しくは物価が著し

く高騰し、又はこれらのおそれがあ

る場合において、事業者が当該指定

物資の円滑な流通を不当に妨げ、又

は適正な利得を著しく超える価格で

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

32



販売する行為（以下「不当な事業活

動」という。）を行っている疑いがあ

ると認めるときは、その実態を調査

しなければならない。 

（資料の提出及び立入調査等） 

第 48条  市長は、前条に規定する調査

のため必要があると認めるときは、

当該事業者に対して、その協力を得

て、期限を定めて当該指定物資の在

庫量及び原価等に係る資料の提出を

求めることができる。 

２ 市長は、前条に規定する調査のた

め必要があると認めるときは、当該

事業者の協力を得て、当該職員に、そ

の事務所、営業所その他の事業所に

立ち入らせ、当該指定物資に関し、帳

簿、書類その他の物件を検査させ、又

は 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き

る。 

３ 市長は、当該事業者が前２項の規

定による資料の提出又は立入調査を

拒んだときは、その理由を書面によ

り提出させることができる。 

（勧告） 

第 49条  市長は、前２条の規定による

調査等により、不当な事業活動が行

われたと認めるときは、当該事業者

に対し、不当な事業活動を是正する
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よう勧告することができる。

（公表） 

第 50条 市長は、当該事業者が、第48条

第１項の資料の提出を拒んだとき、

若しくは同条第２項の立入調査を拒

んだとき、又は前条の規定による勧

告に従わなかったときは、その経過

及び事実を公表することができる。 

第 36条  ［略］ 第51条  ［略］

（市民意見の反映） （情報交換等の機会の提供）

第37条 市長は、広く消費者の意見、要

望等を把握し、市の消費生活に関す

る施策に反映させるよう努めなけれ

ばならない。

第52条 市長は、市長、事業者及び消費

者が相互の情報を交換し、相互に意

見を表明し、及び対話を行うための

機会を提供するよう努めなければな

らない。 

（市民の合意の形成への支援）

第 53条 市民が安全で安心な消費生活

及び物価の安定を確保し、より豊か

な消費生活の実現を目指して、市民

の合意の形成を図るための活動を行

う自主的な会議を設け、又はその活

動を行うに当たり、市長が必要があ

ると認めるときは、これらを支援す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は、前項の会議の活動に協

力するよう努めなければならない。

第５章 神戸市消費生活審議会
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 （附属機関の設置）  （附属機関の設置） 

第 38条  市長の行う消費生活の安定及

び向上の確保に関する施策について

市民の意見を反映させ、関連する施

策との総合的な推進を図るため、審

議会を置く。 

第 54条  市長の行う消費生活の安定及

び向上の確保に関する施策について

市民の意見を反映させ、関連する施

策との総合的な推進を図るため、次

の表の左欄に掲げる市長の附属機関

を置き、その所掌事務は、それぞれ同

表の右欄に掲げるとおりとする。 

 市 長 の 附

属機関 

所掌事務 

神 戸 市 消

費 生 活 会

議 

消 費 者 行 政 に 関 す る 基 本

的事項、重要事項その他新

た に 対 応 す べ き 事 項 に つ

いて調査審議すること。 

神 戸 市 消

費 者 苦 情

処 理 審 議

会 

１  第 ２ 章 第 １ 節 の 危 害

等の防止、同章第２節の

広告、計量及び表示の適

正化、同章第３節の取引

の 適 正 化 及 び 同 章 第 ４

節 の 消 費 者 包 装 の 適 正

化 に 関 す る 施 策 に 関 し

意見を述べること。 

２  第 3 2条 第 １ 項 に 規 定

する意見を述べ、及び同

条 に 規 定 す る あ っ せ ん

又 は 調 停 に 関 す る 事 務

を行うこと。 

３  第 3 4条 第 １ 項 の 規 定
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による認定を行い、及び

同 条 第 ３ 項 に 規 定 す る

意見を述べること。 

４  第 3 7条 に 規 定 す る 市

長 の 情 報 の 提 供 に 関 し

意見を述べること。 
 

２  審議会が所掌する事項は、次の各

号のとおりとする。 

２  前 項 の 表 に 規 定 す る 附 属 機 関 に

は、部会を置くことができる。 

 (1) 消 費 者 行 政 に 関 す る 基 本 的 事

項、重要事項その他新たに対応す

べき事項について調査審議するこ

と。 

 

 (2) 第２章第１節の危害等の防止、

同章第２節の事業活動の適正化及

び同章第３節の取引の適正化に関

す る 施 策 に 関 し 意 見 を 述 べ る こ

と。 

 

 (3) 第 25条第１項に規定する意見を

述べ、及び同条に規定するあっせ

ん又は調停に関する事務を行うこ

と。 

 

 (4) 第 27条第１項の規定による認定

を行い、及び同条第３項に規定す

る意見を述べること。 

 

 (5) 第 31条に規定する市長の情報の

提供に関し意見を述べること。 

 

３  審議会に、必要に応じ部会を置く

ことができる。 
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４  前２項に定めるもののほか、第１

項に規定する附属機関の組織及び運

営その他附属機関に関し必要な事項

は、規則で定める。 

３  前項に定めるもののほか、第１項

の表に規定する附属機関の組織及び

運営その他附属機関に関し必要な事

項は、規則で定める。 

第６章 補則 第５章 補則

第39条 ［略］ 第55条 ［略］

 附  則  

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月 1 日から施行する。

（経過措置） 

２  この条例の施行前に改正前の神戸市民のくらしをまもる条例の規定によって

した処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合

には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次の

ように公布する。 

神戸市条例第2 4号

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（職員退職手当金条例の一部改正） 

第１条  神戸市職員退職手当金条例（昭和 24年９月条例第 147号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第 11条の３  退職をした者が次の各号

のいずれかに該当 するときは、当該

退職に係る退職手 当管理機関は、当

該退職をした者に 対し、当該退職に

係る一般の退職手 当等の額の支払を

差し止める処分を行うものとする。 

第 11条の３  退職をした者が次の各号

のいずれかに該当 するときは、当該

退職に係る退職手 当管理機関は、当

該退職をした者に 対し、当該退職に

係る一般の退職手 当等の額の支払を

差し止める処分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当

該 起 訴 に 係 る 犯 罪 に つ い て 拘 禁 刑

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当

該起訴に係る犯罪について禁錮以
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以 上 の 刑 が 定 め ら れ て い る も の に

限 り 、 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 23年 法 律

第131号）第６編に規定する略式手

続 に よ る も の を 除 く 。 以 下 同

じ 。 ） を さ れ た 場 合 に お い て 、 そ

の 判 決 の 確 定 前 に 退 職 を し た と

き。 

(2) ［略］

上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法（昭和 23年法律第

131号 ） 第 ６ 編 に 規 定 す る 略 式 手

続 に よ る も の を 除 く 。 以 下 同

じ。）をされた場合において、そ

の 判 決 の 確 定 前 に 退 職 を し た と

き。 

(2) ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 第１項又は第２項の規定による支

払差止処分を行つ た退職手当管理機

関は、次の各号の いずれかに該当す

るに至つた場合に は、速やかに当該

支払差止処分を取 り消さなければな

らない。ただし、 第３号に該当する

場合において、当 該支払差止処分を

受けた者がその者 の基礎在職期間中

の行為に係る刑事 事件に関し現に逮

捕されているとき その他これを取り

消すことが支払差 止処分の目的に明

らかに反すると認 めるときは、この

限りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支

払差止処分を行つ た退職手当管理機

関は、次の各号の いずれかに該当す

るに至つた場合に は、速やかに当該

支払差止処分を取 り消さなければな

らない。ただし、 第３号に該当する

場合において、当 該支払差止処分を

受けた者がその者 の基礎在職期間中

の行為に係る刑事 事件に関し現に逮

捕されているとき その他これを取り

消すことが支払差 止処分の目的に明

らかに反すると認 めるときは、この

限りでない。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 当該支払差止処分を受けた者に

ついて、当該支払差止処分の理由

となつた起訴又は行為に係る刑事

事件につき、判決が確定した場合

（拘禁刑以上の刑に処せられた場

(2) 当該支払差止処分を受けた者に

ついて、当該支払差止処分の理由

となつた起訴又は行為に係る刑事

事件につき、判決が確定した場合

（禁錮以上の刑に処せられた場合
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合及び無罪の判決が確定した場合

を除く。）又は公訴を提起しない

処分があつた場合であつて、次条

第１項の規定による処分を受ける

ことなく、当該判決が確定した日

又は当該公訴を提起しない処分が

あつた日から６月を経過した場合 

及び無罪の判決が確定した場合を

除く。）又は公訴を提起しない処

分があつた場合であつて、次条第

１項の規定による処分を受けるこ

となく、当該判決が確定した日又

は当該公訴を提起しない処分があ

つた日から６月を経過した場合 

(3) ［略］  

６～10 ［略］

(3) ［略］  

６～10 ［略］

（退職後拘禁刑以 上の刑に処せられ

た場合等の退職手当の支給制限） 

（退職後禁錮以上 の刑に処せられた

場合等の退職手当の支給制限） 

第 12条  退職をした者に対しまだ当該

退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において、次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職をした者（第１号又

は第２号に該当する場合において、

当 該 退 職 を し た 者 が 死 亡 し た と き

は、当該一般の退職手当等の額の支

払を受ける権利を承継した者）に対

し、第 11条の２第１項の規定により

勘案するものとされている事情及び

同項各号に規定する退職をした場合

の一般の退職手当等の額との権衡を

勘案して、当該一般の退職手当等の

全部又は一部を支給しないこととす

る処分を行うことができる。 

第 12条  退職をした者に対しまだ当該

退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において、次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職をした者（第１号又

は第２号に該当する場合において、

当 該 退 職 を し た 者 が 死 亡 し た と き

は、当該一般の退職手当等の額の支

払を受ける権利を承継した者）に対

し、第 11条の２第１項の規定により

勘案するものとされている事情及び

同項各号に規定する退職をした場合

の一般の退職手当等の額との権衡を

勘案して、当該一般の退職手当等の

全部又は一部を支給しないこととす

る処分を行うことができる。 
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( 1 )  当 該 退 職 を し た 者 が 刑 事 事 件

（ 当 該 退 職 後 に 起 訴 を さ れ た 場 合

に あ つ て は 、 基 礎 在 職 期 間 中 の 行

為 に 係 る 刑 事 事 件 に 限 る 。 ） に 関

し 当 該 退 職 後 に 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に

処せられたとき。 

( 1 )  当 該 退 職 を し た 者 が 刑 事 事 件

（ 当 該 退 職 後 に 起 訴 を さ れ た 場 合

に あ つ て は 、 基 礎 在 職 期 間 中 の 行

為 に 係 る 刑 事 事 件 に 限 る 。 ） に 関

し 当 該 退 職 後 に 禁 錮 以 上 の 刑 に 処

せられたとき。 

(2)、 (3) ［略］

２～６ ［略］  

(2)、 (3) ［略］

２～６ ［略］  

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第 13条  退職をした者に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいず

れかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職

をした者に対し、第 11条の２第１項

の規定により勘案するものとされて

いる事情のほか、当該退職をした者

の生計の状況を勘案して、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした

者が当該一般の退職手当等の支給を

受けていなければ第 17条第２号の規

定による退職手当（規則で定めるも

のに限る。）（次項において「失業

手当」という。）の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第 15条にお

い て 「 失 業 手 当 受 給 可 能 者 」 と い

う。）であつた場合には、第 17条第

２号の規定（当該規定に基づく規則

第 13条  退職をした者に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいず

れかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職

をした者に対し、第 11条の２第１項

の規定により勘案するものとされて

いる事情のほか、当該退職をした者

の生計の状況を勘案して、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした

者が当該一般の退職手当等の支給を

受けていなければ第 17条第２号の規

定による退職手当（規則で定めるも

のに限る。）（次項において「失業

手当」という。）の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第 15条にお

い て 「 失 業 手 当 受 給 可 能 者 」 と い

う。）であつた場合には、第 17条第

２号の規定（当該規定に基づく規則

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

41



の規定を含む。）により算出される

金額（次条及び第 15条において「失

業 者 退 職 手 当 額 」 と い う 。 ） を 除

く。）の全部又は一部の返納を命ず

る処分を行うことができる。 

の規定を含む。）により算出される

金額（次条及び第 15条において「失

業 者 退 職 手 当 額 」 と い う 。 ） を 除

く。）の全部又は一部の返納を命ず

る処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期

間 中 の行 為 に 係 る 刑 事 事件 に 関 し

拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た と

き。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期

間 中 の行 為 に 係 る 刑 事 事件 に 関 し

禁錮以上の刑に処せられたとき。 

(2)、 (3) ［略］

２～６ ［略］  

(2)、 (3) ［略］

２～６ ［略］  

（退職手当受給者 の相続人からの退

職手当相当額の納付）

（退職手当受給者 の相続人からの退

職手当相当額の納付）

第15条 ［略］

２、３ ［略］

第15条 ［略］

２、３ ［略］

４ 退職手当の受給者が、当該退職の

日から６月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をさ

れた場合において、当該刑事事件に

関し拘禁刑以上の刑に処せられた後

において第 13条第１項の規定による

処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職

手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられたことを

４ 退職手当の受給者が、当該退職の

日から６月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をさ

れた場合において、当該刑事事件に

関し禁錮以上の刑に処せられた後に

おいて第 13条第１項の規定による処

分 を 受 け る こ と な く 死 亡 し た と き

は、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職

手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられたことを理
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理由として、当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が失業手当

受給可能者であつた場合には、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

５～８ ［略］

由として、当該一般の退職手当等の

額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であつた場合には、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。 

５～８ ［略］

 （集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の一部改正） 

第２条 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例（昭和25年 12月条例第21

7号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第５条  第２条の規定による許可申請

書に虚偽の事実を記載して提出した

主催者、及び第１条の規定、第２条

の規定による記載事項、第３条第１

項但し書の規定による条件又は同条

第３項に基く処分に違反して行われ

た集会、集団行進又は集団示威運動

の主催者、指導者又は煽動者は、こ

れを１年以下の拘禁刑又は５万円以

第５条  第２条の規定による許可申請

書に虚偽の事実を記載して提出した

主催者、及び第１条の規定、第２条

の規定による記載事項、第３条第１

項但し書の規定による条件又は同条

第３項に基く処分に違反して行われ

た集会、集団行進又は集団示威運動

の主催者、指導者又は煽動者は、こ

れを１年以下の懲役若しくは禁錮又
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下の罰金に処する。 は５万円以下の罰金に処する。 

（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部改正） 

第３条 神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和28年６月条例

第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第２条の２  前条第１項及び第２条の

４の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する者には、当該各

号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあつては、その支給を

一時差し止めた期末手当）は、支給

しない。 

 (1)、 (2) ［略］  

第２条の２  前条第１項及び第２条の

４の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する者には、当該各

号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあつては、その支給を

一時差し止めた期末手当）は、支給

しない。 

 (1)、 (2) ［略］  

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日

から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職をした職員

（ 前 ２ 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）

で、その離職をした日から当該支

給日の前日までの間に拘禁刑以上

の刑に処せられたもの 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日

から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職をした職員

（ 前 ２ 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）

で、その離職をした日から当該支

給日の前日までの間に禁錮以上の

刑に処せられたもの 
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(4) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消され

た者を除く。）で、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関

し拘禁刑以上の刑に処せられたも

の 

(4) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消され

た者を除く。）で、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関

し禁錮以上の刑に処せられたもの 

第２条の３  任命権者（特別職に属す

る者及び消防長にあつては、市長。

以下この条において同じ。）は、支

給日に期末手当を支給することとさ

れていた職員で当該支給日の前日ま

でに離職をしたものが次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該期末

手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

第２条の３  任命権者（特別職に属す

る者及び消防長にあつては、市長。

以下この条において同じ。）は、支

給日に期末手当を支給することとさ

れていた職員で当該支給日の前日ま

でに離職をしたものが次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該期末

手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

(1) 離職をした日から当該支給日の

前日までの間に、その者の在職期

間中又は公益的法人等（公益的法

人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成 12年法律

第 50号）第２条第１項に規定する

公 益 的 法 人 等 を い う 。 以 下 同

じ。）への派遣の期間中若しくは

特定法人（同法第 10条第１項に規

定 す る 特 定 法 人 を い う 。 以 下 同

じ。）若しくは公共施設等運営権

者（民間資金等の活用による公共

(1) 離職をした日から当該支給日の

前日までの間に、その者の在職期

間中又は公益的法人等（公益的法

人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成 12年法律

第 50号）第２条第１項に規定する

公 益 的 法 人 等 を い う 。 以 下 同

じ。）への派遣の期間中若しくは

特定法人（同法第 10条第１項に規

定 す る 特 定 法 人 を い う 。 以 下 同

じ。）若しくは公共施設等運営権

者（民間資金等の活用による公共
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施設等の整備等の促進に関する法

律 （ 平 成 11年 法 律 第 117号 ） 第 ９

条第４号に規定する公共施設等運

営権者をいう。以下同じ。）の業

務に従事していた期間中の行為に

係る刑事事件に関して、その者が

起訴（当該起訴に係る犯罪につい

て拘禁刑以上の刑が定められてい

るものに限り、刑事訴訟法（昭和

23年 法 律 第 131号 ） 第 ６ 編 に 規 定

する略式手続によるものを除く。

第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合 

施設等の整備等の促進に関する法

律 （ 平 成 11年 法 律 第 117号 ） 第 ９

条第４号に規定する公共施設等運

営権者をいう。以下同じ。）の業

務に従事していた期間中の行為に

係る刑事事件に関して、その者が

起訴（当該起訴に係る犯罪につい

て禁錮以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和 23

年 法 律 第 131号 ） 第 ６ 編 に 規 定 す

る略式手続によるものを除く。第

３項において同じ。）をされ、そ

の判決が確定していない場合 

(2) ［略］ (2) ［略］

２ ［略］

３  任命権者は、一時差止処分につい

て、次の各号のいずれかに該当する

に至つた場合には、速やかに当該一

時差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場

合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中又は公益的

法人等への派遣の期間中若しくは特

定法人若しくは公共施設等運営権者

の業務に従事していた期間中の行為

に係る刑事事件に関し現に逮捕され

ているときその他これを取り消すこ

とが一時差止処分の目的に明らかに

２ ［略］

３  任命権者は、一時差止処分につい

て、次の各号のいずれかに該当する

に至つた場合には、速やかに当該一

時差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場

合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中又は公益的

法人等への派遣の期間中若しくは特

定法人若しくは公共施設等運営権者

の業務に従事していた期間中の行為

に係る刑事事件に関し現に逮捕され

ているときその他これを取り消すこ

とが一時差止処分の目的に明らかに
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反すると認めるときは、この限りで

ない。 

反すると認めるときは、この限りで

ない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該

一 時 差 止 処 分 の 理 由 と な つ た 行 為

に 係 る 刑 事 事 件 に 関 し 拘 禁 刑 以 上

の刑に処せられなかつた場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該

一 時 差 止 処 分 の 理 由 と な つ た 行 為

に 係 る 刑 事 事 件 に 関 し 禁 錮 以 上 の

刑に処せられなかつた場合 

 (2)、 (3) ［略］

４～６ ［略］  

(2)、 (3) ［略］

４～６ ［略］  

（消防団員退職報償金支給条例の一部改正） 

第４条 神戸市消防団員退職報償金支給条例（昭和39年６月条例第６号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 

第７条  退職報償金は、次の各号の一

に 該 当 す る 者 に 対 し て は 支 給 し な

い。 

第７条  退職報償金は、次の各号の一

に 該 当 す る 者 に 対 し て は 支 給 し な

い。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 (1) 禁錮以上の刑に処せられた者 

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

（心身障害者扶養共済制度条例の一部改正）

第５条 神戸市心身障害者扶養共済制度条例（昭和45年７月条例第42号）の一部
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を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（年金給付の停止） （年金給付の停止） 

第 10条  第８条第１項の規定により年

金の 給付 を 受け る 障害 者（ 以 下「 年

金受 給権 者 」と い う。 ）が 次 の各 号

のい ずれ か に該 当 する とき は 、そ の

事由 の生 じ た日 の 属す る月 の 翌月 か

らそ の事 由 の消 滅 した 日の 属 する 月

の前 月ま で 、年 金 の給 付を 停 止す る

ことができる。 

第 10条  第８条第１項の規定により年

金の 給付 を 受け る 障害 者（ 以 下「 年

金受 給権 者 」と い う。 ）が 次 の各 号

のい ずれ か に該 当 する とき は 、そ の

事由 の生 じ た日 の 属す る月 の 翌月 か

らそ の事 由 の消 滅 した 日の 属 する 月

の前 月ま で 、年 金 の給 付を 停 止す る

ことができる。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑

の執行を受けているとき。 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、刑の

執行を受けているとき。 

(3) ［略］  (3) ［略］  

（下水道条例の一部改正） 

第６条 神戸市下水道条例（昭和50年 10月条例第40号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線
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又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（工事に係る指定の基準） （工事に係る指定の基準） 

第８条の２  市長は、前条第１項又は

第３項の指定（以 下この条から第８

条 の ４ ま で に お い て 「 指 定 」 と い

う。）の申請が次 の各号に適合して

いると認めるとき でなければ、指定

をしてはならない。 

第８条の２  市長は、前条第１項又は

第３項の指定（以 下この条から第８

条 の ４ ま で に お い て 「 指 定 」 と い

う。）の申請が次 の各号に適合して

いると認めるとき でなければ、指定

をしてはならない。 

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 指定の申請をする者（法人にあ

つ て は 、 役 員 （ 業 務 を 執 行 す る 社

員 、 取 締 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ） が そ の 営

業 に 関 し 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら

れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行

を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら

２年を経過していること。 

(4) 指定の申請をする者（法人にあ

つ て は 、 役 員 （ 業 務 を 執 行 す る 社

員 、 取 締 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ） が そ の 営

業 に 関 し 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら

れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行

を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら

２年を経過していること。 

(5)～ (8) ［略］  (5)～ (8) ［略］  

（責任技術者に係る指定の基準） （責任技術者に係る指定の基準） 

第８条の９  市長は、前条第１項（同

条第３項において準用する場合を含

む。以下同じ。）の指定（以下この

第８条の９  市長は、前条第１項（同

条第３項において準用する場合を含

む。以下同じ。）の指定（以下この
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条から第８条の 11までにおいて「指

定」という。）の申請が次の各号に

適合していると認めるときでなけれ

ば、指定をしてはならない。 

条から第８条の 11までにおいて「指

定」という。）の申請が次の各号に

適合していると認めるときでなけれ

ば、指定をしてはならない。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 指定の申請をする者がその職務

に 関 し 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら

れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行

を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら

２年を経過していること。 

(2) 指定の申請をする者がその職務

に 関 し 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、

そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受

け る こ と が な く な つ た 日 か ら ２ 年

を経過していること。 

(3)～ (6) ［略］ (3)～ (6) ［略］

（神戸国際港都建設事業第一種市街地再開発事業施行規程の一部改正） 

第７条 神戸国際港都建設事業第一種市街地再開発事業施行規程（昭和56年 12月

条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（委員の欠格事由等） （委員の欠格事由等） 

第 13条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 委 員 と な る こ と が で き な

い。 

第 13条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 委 員 と な る こ と が で き な

い。 

(1) ［略］ (1) ［略］
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(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、そ

の 執 行を 終 わ る ま で 又 はそ の 執 行

を受けることがなくなるまでの者 

２、３ ［略］  

(2) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その

執 行 を終 わ る ま で 又 は その 執 行 を

受けることがなくなるまでの者 

２、３ ［略］  

（消防団条例の一部改正） 

第８条 神戸市消防団条例（昭和58年 10月条例第23号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（欠格条項） （欠格条項） 

第６条  次の各号のいずれかに該当す

る者は、消防団員 となることができ

ない。 

第６条  次の各号のいずれかに該当す

る者は、消防団員 となることができ

ない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、そ

の 執 行を 終 わ る ま で 又 はそ の 執 行

を受けることがなくなるまでの者 

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その

執 行 を終 わ る ま で 又 は その 執 行 を

受けることがなくなるまでの者 

(2)、 (3) ［略］  (2)、 (3) ［略］  

（浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正） 

第９条 神戸市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年 10月条例第16

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及
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び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（罰則） （罰則） 

第 1 7条  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者

は、１ 年以下 の拘 禁刑又 は 10万円以

下の罰金に処する。 

第 1 7条  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者

は、１ 年以下 の懲 役又は 10万 円以下

の罰金に処する。 

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

（神戸国際港都建設事業第二種市街地再開発事業施行規程の一部改正） 

第 10条  神戸国際港都建設事業第二種市街地再開発事業施行規程（昭和61年６月

条例第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（委員の欠格事由等） （委員の欠格事由等） 

第 13条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 委 員 と な る こ と が で き な

第 13条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 委 員 と な る こ と が で き な
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い。 い。

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、そ

の執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者

２、３ ［略］  

(2) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その

執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者

２、３ ［略］  

（緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例の一部改正）

第11条 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例（平成３年４月条例第２号）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第 19条  第９条第２項の規定による命

令に違反した者は、６月以下の拘禁

刑又は50万円以下の罰金に処する。 

第 19条  第９条第２項の規定による命

令に違反した者は、６月以下の懲役

又は50万円以下の罰金に処する。 

第 20条  次の各号のいずれかに該当す

る者は、３月以下の拘禁刑又は 30万

円以下の罰金に処する。 

第 20条  次の各号のいずれかに該当す

る者は、３月以下の懲役又は 30万円

以下の罰金に処する。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

（廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部改正）

第12条 神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例（平成５年

３月条例第57号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第54条  第 18条の７第１項又は第18条

の８の規定による 命令に違反した者

は 、 ２ 年 以 下 の 拘 禁 刑 又 は 10 0万 円

以下の罰金に処する。 

第 54条  第 18条の７第１項又は第18条

の８の規定による 命令に違反した者

は 、 ２ 年 以 下 の 懲 役 又 は 10 0万 円 以

下の罰金に処する。 

第 55条  第 18条の６第１項の規定によ

る命令に違反した 者は、６月以下の

拘禁刑又は 50万円以下の罰金に処す

る。

第55条  第 18条の６第１項の規定によ

る命令に違反した 者は、６月以下の

懲 役 又 は 5 0万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る。

（中央卸売市場業務条例の一部改正） 

第 13条  神戸市中央卸売市場業務条例（令和２年４月条例第１号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後 改正前  

（卸売業務の許可） （卸売業務の許可） 

第９条 ［略］  

２～４ ［略］  

第９条 ［略］  

２～４ ［略］  

５  市長は第１項の許可の申請が次の

各号のいずれかに 該当するときは、

同項の許可をしてはならない。 

５  市長は第１項の許可の申請が次の

各号のいずれかに 該当するときは、

同項の許可をしてはならない。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 申請者の業務を執行する役員の

う ち に 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者

があるとき。 

(3) 申請者の業務を執行する役員の

う ち に 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者

があるとき。 

ア  ［略］  ア  ［略］  

イ  拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た

者又は法の規定により罰金の刑

に処せられた者で、その刑の執

行を終わり、又はその刑の執行

を受けることがなくなった日か

ら起算して３年を経過しないも

の 

イ  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 者

又は法の規定により罰金の刑に

処せられた者で、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を

受けることがなくなった日から

起算して３年を経過しないもの 

ウ  ［略］  ウ  ［略］  

(4)～ (6) ［略］  (4)～ (6) ［略］  

（仲卸業務の許可） （仲卸業務の許可） 

第 22条  ［略］  

２～４ ［略］  

第 22条  ［略］  

２～４ ［略］  

５  市長は、第１項の許可の申請が次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は、同項の許可をしてはならない。 

５  市長は、第１項の許可の申請が次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は、同項の許可をしてはならない。 
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(1) 申請者が次のいずれかに該当す

る者であるとき。 

(1) 申請者が次のいずれかに該当す

る者であるとき。 

ア  ［略］  ア  ［略］  

イ  拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た

者で、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から起算して３

年を経過しないもの 

イ  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 者

で、その刑の執行を終わり、又

はその刑の執行を受けることが

なくなった日から起算して３年

を経過しないもの 

ウ～オ ［略］  ウ～オ ［略］  

(2)、 (3) ［略］  (2)、 (3) ［略］  

（関連事業の許可） （関連事業の許可） 

第 32条  ［略］  

２  ［略］  

第 32条  ［略］  

２  ［略］  

３  市長は、前項の申請者が次の各号

のいずれかに該当するときは、第１

項 の 許 可 を し て は な ら な い 。 た だ

し、市場の利用者に便益を提供する

業務にあっては第４号に該当する場

合を除き、許可することができる。 

３  市長は、前項の申請者が次の各号

のいずれかに該当するときは、第１

項 の 許 可 を し て は な ら な い 。 た だ

し、市場の利用者に便益を提供する

業務にあっては第４号に該当する場

合を除き、許可することができる。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

で、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過

しないものであるとき。 

( 2 )  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 者

で、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過

しないものであるとき。 

(3)～ (5) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

（土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例の一部改正） 

第 14条  神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例（令和２
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年６月条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（罰則） （罰則） 

第 44条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 ２ 年 以 下 の 拘 禁 刑 又 は 10 0

万円以下の罰金に処する。 

第 44条  次の各号のいずれかに該当す

る 者 は 、 ２ 年 以 下 の 懲 役 又 は 10 0万

円以下の罰金に処する。 

(1)～ (7) ［略］  (1)～ (7) ［略］  

第 45条  第 36条第２項の規定による命

令に違反した者は、６月以下の拘禁

刑又は50万円以下の罰金に処する。 

第 45条  第 36条第２項の規定による命

令に違反した者は、６月以下の懲役

又は50万円以下の罰金に処する。 

附  則  

（施行期日）

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の

条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に

定める刑に旧刑法（刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）第２

条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号）をいう。以下同じ。）第
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12条に規定する懲役又は旧刑法第13条に規定する禁錮が含まれるときは、当該

懲役又は禁錮は、それぞれの刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。 

４  拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によること

とされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期

拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた

者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

５  刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第68号）並びにこの条例の施行

前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をさ

れた者は、第１条の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例第11条の３

第１項第１号の規定及び第３条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末

手当等の支給に関する条例第２条の３第１項第１号の規定の適用については、

拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

６  刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前に犯した事件につき禁

錮以上の刑（死刑を除く。）に処せられなかった者は、第３条の規定による改

正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第２条の３第３項第

１号の規定の適用については、拘禁刑以上の刑に処せられなかった者とみなす。 

（施行の細目） 

７  この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、規則で定める。 
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神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第25号

神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例

（事務分掌条例の一部改正） 

第１条  神戸市事務分掌条例（平成 15年 10月条例第 19号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（局の設置並びに分掌事務）  （局及び室の設置並びに分掌事務）  

第１条  地方自治法（昭和 22年法律第

67号）第 158条第１項後段の規定によ

り設置する局及びその分掌する事務

は、次のとおりとする。  

第１条  地方自治法（昭和 22年法律第

67号）第 158条第１項後段の規定によ

り設置する局及び室並びにその分掌

する事務は、次のとおりとする。  

市長室

(1) 秘書に関する事項

(2) 国際化の推進に関する事項

(3) 広聴及び広報に関する事項

危機管理局 危機管理室
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［略］ ［略］

企画調整局  企画調整局  

(1)～ (3) ［略］ (1)～ (3) ［略］

(4) 秘書に関する事項

(5) 広聴及び広報に関する事項

(6)、 (7) ［略］ (4)、 (5) ［略］

地域協働局 ［略］ 地域協働局 ［略］

行財政局 行財政局

(1)～ (4) ［略］ (1)～ (4) ［略］

(5) 他の局の所管に属しない事項 (5) 他の局及び室の所管に属しない

事項  

文化スポーツ局～環境局 ［略］ 文化スポーツ局～環境局 ［略］

経済観光局  経済観光局  

(1) 商業、工業及び農林水産業に関

する事項

(1) 商業、工業、貿易、観光及び企

業誘致に関する事項

(2) 貿易、観光及び企業誘致に関す

る事項

(2) 農林水産業に関する事項

(3) 戦略的な国際交流に関する事項

建設局 ［略］ 建設局 ［略］

都市局 都市局

(1) 都市計画に関する事項 (1) 都市計画に関する事項

(2) 産業団地整備に関する事項 (2) 新都市整備に関する事項

建築住宅局、港湾局 ［略］ 建築住宅局、港湾局 ［略］

（執行機関の附属機関に関する条例の一部改正）  

第２条  執行機関の附属機関に関する条例（昭和 31年 11月条例第 36号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

60



び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

(1) 市長の附属機関（次号及び第３

号の表に規定する附属機関を除

く。）  

(1) 市長の附属機関（次号及び第３

号の表に規定する附属機関を除

く。）  

附属機関 担任する事務

［略］ ［略］

神戸市企画調

整局指定管理

者選定評価委

員会  

地方自治法第 244条

の２第３項に規定す

る指定管理者（以下

「指定管理者」とい

う。）の候補者の選

定及び指定管理者の

行った公の施設の管

理に係る評価に関す

る事務  

［略］

附属機関 担任する事務

［略］ ［略］

神戸市市長室

指定管理者選

定評価委員会

地方自治法第 244条

の２第３項に規定す

る指定管理者（以下

「指定管理者」とい

う。）の候補者の選

定及び指定管理者の

行った公の施設の管

理に係る評価に関す

る事務  

神戸市企画調

整局指定管理

者選定評価委

員会  

［略］
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［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(2)～ (4) ［略］ (2)～ (4) ［略］

（手数料条例の一部改正）  

第３条  神戸市手数料条例（平成 12年３月条例第 77号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第６条  市長は、健康局健康科学研究

所に検査を依頼する者に対し、別表

第 16に定める額の範囲内で規則で定

める額の手数料を徴収する。  

第６条  市長は、健康局保健所健康科

学 研 究 所 に 検 査 を 依 頼 す る 者 に 対

し、別表第 16に定める額の範囲内で

規 則 で 定 め る 額 の 手 数 料 を 徴 収 す

る。  

附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（防災会議条例の一部改正）  

２  神戸市防災会議条例（昭和 38年４月条例第２号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）
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については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第８条 防災会議の庶務は、危機管理

局において処理する。

第８条 防災会議の庶務は、危機管理

室において処理する。

（国民保護協議会条例の一部改正）

３  神戸市国民保護協議会条例（平成 18年３月条例第 64号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第７条 協議会の庶務は、危機管理局

において処理する。

第７条 協議会の庶務は、危機管理室

において処理する。
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神戸市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第26号

神戸市職員定数条例の一部を改正する条例

神戸市職員定数条例（昭和 24年９月条例第 146号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（職員の定数） （職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げると

おりとする。

第２条 職員の定数は、次に掲げると

おりとする。

(1) 市長の事務部局及び市長の所管

に属する教育機関の職員 7,920人

（うち福祉事務所職員 964人）

(1) 市長の事務部局及び市長の所管

に属する教育機関の職員 7,930人

（うち福祉事務所職員 975人）

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

(5) 教育委員会の事務部局及び教育

委員会の所管に属する学校その他

の教育機関の職員 9,210人（うち

教育職員 8,479人）

(5) 教育委員会の事務部局及び教育

委員会の所管に属する学校その他

の教育機関の職員 9,125人（うち

教育職員 8,375人）

(6) 消防職員 1,494人 (6) 消防職員 1,473人
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(7) ［略］ (7) ［略］

(8) 農業委員会の事務部局の職員

14人

(8) 農業委員会の事務部局の職員

11人

(9) ［略］ (9) ［略］

(10) 水道局の職員 568人 (10) 水道局の職員 573人

(11) 合計 20,273人 (11) 合計 20,179人

２ ［略］ ２ ［略］

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例を次のように公布する。  

神戸市条例第 27号

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成 13年 12月条例第 49号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与を支給することができる派遣

職員に係る派遣先団体）  

（給与を支給することができる派遣

職員に係る派遣先団体）  

第８条の２  法第６条第２項の規定に

より給与を支給することができる派

遣職員に係る派遣先団体は、別表第

１第１号から第５号まで、第７号、

第 10号から第 14号まで、第 16号、第

20号、第 24号、第 25号、第 28号、第

33号、第 34号、第 36号から第 38号ま

で及び第 41号に掲げる団体とする。

第８条の２  法第６条第２項の規定に

より給与を支給することができる派

遣職員に係る派遣先団体は、別表第

１第１号から第６号まで、第８号、

第 11号から第 15号まで、第 17号、第

21号、第 25号、第 26号、第 29号、第

32号から第 40号まで、第 43号、第 44

号、第 46号から第 48号まで及び第 51

号に掲げる団体とする。
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別表第１（第２条、第８条の２関係） 別表第１（第２条、第８条の２関係）

(1)～ (3) ［略］ (1)～ (3) ［略］

(4) 公益財団法人神戸いきいき勤労

財団  

(4)～ (10) ［略］  (5)～ (11) ［略］  

( 1 1 )  公 益財 団 法 人 こ う べ 産 業 ・ 就

労支援財団  

( 1 2 )  公 益 財 団 法 人 神 戸 市 産 業 振 興

財団  

(12)～ (30) ［略］ (13)～ (31) ［略］  

( 3 2 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 東 灘 区 社

会福祉協議会  

( 3 3 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 灘 区 社 会

福祉協議会  

( 3 4 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 中 央 区 社

会福祉協議会  

( 3 5 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 兵 庫 区 社

会福祉協議会  

( 3 6 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 北 区 社 会

福祉協議会  

( 3 7 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 長 田 区 社

会福祉協議会  

( 3 8 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 須 磨 区 社

会福祉協議会  

( 3 9 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 垂 水 区 社

会福祉協議会  

( 4 0 )  社 会 福 祉 法 人 神 戸 市 西 区 社 会

福祉協議会

 (31)～ (41) ［略］  (41)～ (51) ［略］  

別表第２（第 10条関係） 別表第２（第 10条関係）

(1)～ (7) ［略］ (1)～ (7) ［略］
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(8) 神戸航空貨物ターミナル株式会

 社  

(8)～ (16) ［略］ (9)～ (17) ［略］

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例及び神戸市

職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように公布する。  

神戸市条例第28号

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例及び神

戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一

部を改正する条例  

（特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例の一部改

正）  

第１条  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例（平

成 14年 12月条例第 37号）の一部を次のように改正する。

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

令和７年４月分から令和８年３月分

までの市長及び副市長の給料月額に係

る特別職の職員で常勤のものの給与に

令和６年４月分から令和７年３月分

までの市長及び副市長の給料月額に係

る特別職の職員で常勤のものの給与に
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関する条例（昭和 26年３月条例第９号）

第２条第１項第１号及び第２号の規定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 １ 号 中

「 1,410,000円」とあるのは「 1,128,000

円」と、同項第２号中「 1,110,000円」

とあるのは「 943,500円」とする。  

関する条例（昭和 26年３月条例第９号）

第２条第１項第１号及び第２号の規定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 １ 号 中

「 1,410,000円」とあるのは「 1,128,000

円」と、同項第２号中「 1,110,000円」

とあるのは「 943,500円」とする。  

附 則 附 則

１、２ ［略］ １、２ ［略］

（この条例の失効） （この条例の失効）

３  この条例は、令和８年３月 31日限

り、その効力を失う。  

３  この条例は、令和７年３月 31日限

り、その効力を失う。  

（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部改正） 

第２条  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例

（平成 11年 10月条例第 36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

特別職の職員で常勤のものの給与に

関する条例（昭和 26年３月条例第９号）

第１条に規定する者（教育長及び常勤

の監査委員並びに公営企業の管理者を

除く。）に限り、令和７年度の６月１日

特別職の職員で常勤のものの給与に

関する条例（昭和 26年３月条例第９号）

第１条に規定する者（教育長及び常勤

の監査委員並びに公営企業の管理者を

除く。）に限り、令和６年度の６月１日
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及び 12月１日を基準日とする期末手当

に関する神戸市職員に対する期末手当

等の支給に関する条例（昭和 28年６月

条例第 23号）第２条第２項の規定の適

用については、同項中「（特別職に属す

る者にあつては 100分の 227.5（」とある

のは、「（特別職に属する者にあつては

100分の 227.5（市長にあつては 100分の

227.5に 100分の 70を乗じて得た割合、

副 市 長 に あ つ て は 100分 の 227.5に 100

分の 85を乗じて得た割合、」とする。  

及び 12月１日を基準日とする期末手当

に関する神戸市職員に対する期末手当

等の支給に関する条例（昭和 28年６月

条例第 23号）第２条第２項の規定の適

用については、同項中「（特別職に属す

る者にあつては 100分の 232.5（」とある

のは、「（特別職に属する者にあつては

100分の 232.5（市長にあつては 100分の

232.5に 100分の 70を乗じて得た割合、

副 市 長 に あ つ て は 100分 の 232.5に 100

分の 85を乗じて得た割合、」とする。  

附  則  附  則  

１  ［略］  １  ［略］  

（この条例の失効）  （この条例の失効）  

２  この条例は、令和８年３月 31日限

り、その効力を失う。  

２  この条例は、令和７年３月 31日限

り、その効力を失う。  

３  ［略］  ３  ［略］  

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１条中特別職の職員

で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例附則第３項の改正規定及び

第２条中神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例

附則第２項の改正規定は、公布の日から施行する。  
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神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布す

る。 

神戸市条例第 29号

神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

 （職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 神戸市職員の給与等に関する条例（昭和26年３月条例第８号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （給料表）  （給料表） 

第３条  給料表の種類は、次に掲げる

とおりとし、各給料表の適用範囲は、

それぞれ当該給料表に定めるところ

による。 

第３条  給料表の種類は、次に掲げる

とおりとし、各給料表の適用範囲は、

それぞれ当該給料表に定めるところ

による。 

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

(6) 特定任期付職員給料表（別表第

６）

２ 前項の給料表（以下単に「給料表」

という。）は、第20条の２に規定する

２ 前項の給料表（以下単に「給料表」

という。）は、第３条の３及び第20条
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職員以外の全ての職員に適用するも

のとする。 

の２に規定する職員以外の全ての職

員に適用するものとする。 

３  職員（指定職給料表の適用を受け

る職員及び地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律（平

成14年法律第48号。以下「任期付職員

法」という。）第３条第１項の規定に

より採用された職員（以下「特定任期

付職員」という。）を除く。）の職務

は、その複雑、困難及び責任の度に基

づきこれを給料表に定める職務の級

に分類するものとし、その分類の基

準となるべき職務の内容は、別表第

７に定める級別基準職務表に定める

とおりとする。この場合において、同

表に掲げる職務とその複雑、困難及

び責任の度が同程度の職務で人事委

員会規則で定めるものは、それぞれ

の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ る も の と す

る。 

３  職員（指定職給料表の適用を受け

る職員を除く。）の職務は、その複雑、

困難及び責任の度に基づきこれを給

料表に定める職務の級に分類するも

のとし、その分類の基準となるべき

職務の内容は、別表第６に定める級

別 基 準 職 務 表 に 定 め る と お り と す

る。この場合において、同表に掲げる

職務とその複雑、困難及び責任の度

が同程度の職務で人事委員会規則で

定めるものは、それぞれの職務の級

に分類されるものとする。 

４  ［略］  ４  ［略］  

第３条の３  任命権者は、特定任期付

職員の号給を、特定任期付職員が従

事する業務に応じて人事委員会規則

で定める基準に従い決定する。 

第３条の３  地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律（平

成14年法律第48号。以下「任期付職員

法」という。）第３条第１項の規定に

より採用された職員（以下「特定任期

付職員」という。）の給料月額は、別

表第５に定める給料月額を超えない

範囲内で任命権者が定める。 
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２ 任命権者は、特定任期付職員につ

いて、特別の事情により別表第６に

掲げる号給により難いときは、前項

の規定にかかわらず、人事委員会の

承認を得て、その給料月額を同表に

掲げる７号給の給料月額にその額と

同表に掲げる６号給の給料月額との

差額に１からの各整数を順次乗じて

得られる額を加えた額のいずれかに

相当する額（別表第５の８号給の額

未満の額に限る。）又は別表第５の８

号給の額に相当する額に決定するこ

とができる。

３ 第１項の規定による号給の決定及

び前項の規定による給料月額の決定

は、予算の範囲内で行わなければな

らない。 

（昇給等の基準） （昇給等の基準）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 次の各号に掲げる職員の第６項の

規定によ る昇給 は 、同項に 規定する

期間にお ける当 該 職員の勤 務成績が

極めて良 好であ る 場合又は 特に良好

である場 合に限 り 行うもの とし、昇

給させる 場合の 昇 給の号給 数は、勤

務成績に 応じて 人 事委員会 規則で定

め る 基 準 に 従 い 決 定 す る も の と す

る。 

８ 前項の規定にかかわらず、55歳 (人

事委員会 規則で 定 める職員 にあつ て

は、 56歳以上の 年 齢で人事 委員会 規

則 で 定 め る も の )以 上 の 職 員 に 関 す

る当該年 齢に達 し た日後の 最初の ４

月１日以 後にお け る第６項 の規定 に

よる昇給 は、同 項 に規定す る期間 に

おける当 該職員 の 勤務成績 が極め て

良好であ る場合 又 は特に良 好であ る
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場合に限 り行う も のとし、 昇給さ せ

る場合の 昇給の 号 給数は、 勤務成 績

に応じて 人事委 員 会規則で 定める 基

準に従い決定するものとする。 

(1) 55歳（人事委員会規則で定める

職員にあつては、 56歳以上の年齢

で人事委員会規則で定めるもの）

に達した日後の最初の４月１日以

後に在職する職員（次号に掲げる

職員を除く。） 

(2) 行政職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が８級であるも

の及び同表以外の各給料表の適用

を受ける職員でその職務の級がこ

れに相当するものとして人事委員

会規則で定める職員 

９～12 [略 ] ９～ 12 [略 ]  

13 地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号）第６条

第１項第１号により採用された職員

（以下「育児休業代替任期付職員」と

いう。）及び任期付職員法第４条の規

定により採用された職員（以下「任期

付フルタイム勤務職員」という。）の

職務の級は、別表第８の左欄に掲げ

る給料表の種類に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる職務の級に限る。 

13 地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号）第６条

第１項第１号により採用された職員

（以下「育児休業代替任期付職員」と

いう。）及び任期付職員法第４条の規

定により採用された職員（以下「任期

付フルタイム勤務職員」という。）の

職務の級は、別表第７の左欄に掲げ

る給料表の種類に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる職務の級に限る。 

14 法第 22条の２第１項第２号に掲げ

る職員（以下「フルタイム会計年度任

14 法第 22条の２第１項第２号に掲げ

る職員（以下「フルタイム会計年度任

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

75



用職員」という。）の職務の級は、人

事委員会規則で定める者を除き、別

表第９の左欄に掲げる給料表の種類

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る職務の級に限る。 

用職員」という。）の職務の級は、人

事委員会規則で定める者を除き、別

表第８の左欄に掲げる給料表の種類

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る職務の級に限る。 

（扶養手当） （扶養手当） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げ

る者で他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものを

いう。 

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げ

る者で他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものを

いう。 

(1) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）

(1)～ (5) ［略］ (2)～ (6) ［略］  

３  扶養手当の月額は、前項第２号か

ら第５号までのいずれかに該当する

扶養親族については6,500円、同項第

１号に該当する扶養親族（以下「扶養

親族たる子」という。）については１

人につき14,500円とする。 

３  扶養手当の月額は、前項第１号及

び第３号から第６号までのいずれか

に 該 当 す る 扶 養 親 族 に つ い て は

6,500円、同項第２号に該当する扶養

親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき12,000円

とする。 

４  前項の規定にかかわらず、扶養親

族たる子のうちに 15歳に達する日後

の最初の４月１日から 22歳に達する

日以後の最初の３月 31日までの間に

ある子がいる場合における扶養手当

の月額は、同項の額に、5,000円に当

該期間にある当該扶養親族たる子の

４  前項の規定にかかわらず、扶養親

族たる子のうちに 15歳に達する日後

の最初の４月１日から 22歳に達する

日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31日 ま で の 間

（以下「特定期間」という。）にある

子がいる場合における扶養手当の月

額は、同項の額に、5,000円に特定期
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数を乗じて得た額を加算した額とす

る。 

間にある当該扶養親族たる子の数を

乗じて得た額を加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶

養親族の数の変更に伴う支給額の改

定その他扶養手当の支給に関し必要

な事項は、人事委員会規則で定める。 

第８条 削除  第８条 新たに職員となつた者に扶養

親族がある場合又は職員に次の各号

のいずれかに該当する事実が生じた

場合においては、その職員は、直ちに

その旨を任命権者に届け出なければ

ならない。 

(1) 新たに扶養親族としての要件を

具備するに至つた者がある場合 

(2) 扶養親族としての要件を欠くに

至つた者がある場合（前条第２項

第２号、第３号又は第５号に該当

する扶養親族が、 22歳に達した日

以後の最初の３月 31日の経過によ

り、扶養親族としての要件を欠く

に至つた場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員と

なつた者に扶養親族がある場合にお

いてはその者が職員となつた日、扶

養親族がない職員に前項第１号に掲

げる事実が生じた場合においてはそ

の事実が生じた日の属する月の翌月

（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）から開始し、
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扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 が 退 職

し、又は死亡した場合においてはそ

れぞれその者の退職又は死亡の日、

扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るも

ののすべてが扶養親族としての要件

を欠くに至つた場合においてはその

事実が生じた日の属する月（これら

の日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）をもつて終わ

る。ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、同項の規定による届出が、

これに係る事実の生じた日から 15日

を経過した後にされたときは、その

届出を受理した日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものと

する。

３ 扶養手当は、これを受けている職

員に更に第１項第１号に掲げる事実

が生じた場合、扶養手当を受けてい

る職員の扶養親族で同項の規定によ

る届出に係るものの一部が扶養親族

としての要件を欠くに至つた場合又

は職員の扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るもののうち特定

期間にある子でなかつた者が特定期

間 に あ る 子 と な つ た 場 合 に お い て

は、これらの事実が生じた日の属す
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る月の翌月（これらの日が月の初日

であるときは、その日の属する月）か

らその支給額を改定する。前項ただ

し書の規定は、扶養手当を受けてい

る職員に更に第１項第１号に掲げる

事実が生じた場合における扶養手当

の支給額の改定について準用する。

（通勤手当） （通勤手当） 

第９条 [略 ] 第９条 [略 ] 

２ 前項第１号に掲げる職員に支給す

る通勤手当の額は、支給単位期間に

つき、人事委員会規則で定めるとこ

ろにより算出したその者の支給単位

期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額（以下「運賃等相当額」とい

う。）とする。ただし、運賃等相当額

を支給単位期間の月数で除して得た

額（以下「１箇月当たりの運賃等相当

額」という。）が150,000円を超える

と き は 、 支 給 単 位 期 間 に つ き 、

150,000円 に 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を

乗じて得た額（その者が２以上の交

通機関等を利用するものとして当該

運 賃 等 の 額 を 算 出 す る 場 合 に お い

て、１箇月当たりの運賃等相当額の

合計額が150,000円を超えるときは、

その者の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間につ

き、150,000円に当該支給単位期間の

２ 前項第１号に掲げる職員に支給す

る通勤手当の額は、支給単位期間に

つき、人事委員会規則で定めるとこ

ろにより算出したその者の支給単位

期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額（以下「運賃等相当額」とい

う。）とする。ただし、運賃等相当額

を支給単位期間の月数で除して得た

額（以下「１箇月当たりの運賃等相当

額」という。）が55,000円を超えると

きは、支給単位期間につき、55,000円

に支給単位期間の月数を乗じて得た

額（その者が２以上の交通機関等を

利用するものとして当該運賃等の額

を算出する場合において、１箇月当

た り の 運 賃 等 相 当 額 の 合 計 額 が

55,000円を超えるときは、その者の

通勤手当に係る支給単位期間のうち

最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、

55,000円に当該支給単位期間の月数

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

79



月数を乗じて得た額）とする。 を乗じて得た額）とする。

３～10 [略 ] ３～ 10 [略 ] 

（単身赴任手当） （単身赴任手当） 

第９条の２  公署を異にする異動又は

在勤する 公署の 移 転に伴い 、住居を

移転し、 父母の 疾 病その他 の人事委

員会規則 で定め る やむを得 ない事情

により、同居していた配偶者（届出を

しないが 事実上 婚 姻関係と 同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）と別

居するこ ととな つ た職員で 、当該異

動又は公 署の移 転 の直前の 住居から

当該異動 又は公 署 の移転の 直後に在

勤する公 署に通 勤 すること が通勤距

離等を考 慮して 人 事委員会 規則で定

める基準 に照ら し て困難で あると認

められる ものの う ち、単身 で生活す

ることを 常況と す る職員に は、単身

赴任手当を支給する。ただし、配偶者

の住居か ら在勤 す る公署に 通勤する

ことが、 通勤距 離 等を考慮 して人事

委員会規 則で定 め る基準に 照らして

困難であ ると認 め られない 場合は、

この限りでない。 

第９条の２  公署を異にする異動又は

在勤する公署の移転に伴い、住居を

移転し、父母の疾病その他の人事委

員会規則で定めるやむを得ない事情

により、同居していた配偶者と別居

することとなつた職員で、当該異動

又は公署の移転の直前の住居から当

該異動又は公署の移転の直後に在勤

する公署に通勤することが通勤距離

等を考慮して人事委員会規則で定め

る基準に照らして困難であると認め

られるもののうち、単身で生活する

ことを常況とする職員には、単身赴

任手当を支給する。ただし、配偶者の

住居から在勤する公署に通勤するこ

とが、通勤距離等を考慮して人事委

員会規則で定める基準に照らして困

難であると認められない場合は、こ

の限りでない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

（給与の減額） （給与の減額） 

第 12条  職員（会計年度任用職員（法第

22条の２ 第１項 に 規定する 会計年度

任用職員をいう。以下同じ。）を除く。

第12条  職員（会計年度任用職員（法第

22条の２第１項に規定する会計年度

任用職員をいう。以下同じ。）を除く。
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以下この条において同じ。）が勤務し

ないとき （次項 に 規定する ときを除

く。）は、勤務時間条例第８条第１項

に規定する職員の休日（以下単に「休

日」という。）である場合、休暇（勤

務時間条 例第 13条 に規定す る介護休

暇及び勤 務時間 条 例第 13条の２に規

定する介 護時間 並 びに人事 委員会規

則で定める特別休暇を除く。）による

場合その 他その 勤 務しない ことにつ

き任命権 者の承 認 （神戸市 職員の育

児休業等 に関す る 条例（平 成４年３

月条例第 71号） 第 16条に規定す る部

分休業の 承認並 び に勤務時 間条例第

14条に規 定する 介 護休暇及 び介護時

間の承認を除く。）があつた場合を除

くほか、 その勤 務 しない１ 時間につ

き、第 17条に規 定 する勤務 １時間当

たりの給 与額を 減 額して給 与を支給

する。 

以下この条において同じ。）が勤務し

ないとき（次項に規定するときを除

く。）は、勤務時間条例第８条第１項

に規定する職員の休日（以下単に「休

日」という。）である場合、休暇（勤

務時間条例第 13条に規定する介護休

暇及び勤務時間条例第 13条の２に規

定する介護時間を除く。）による場合

その他その勤務しないことにつき任

命権者の承認（神戸市職員の育児休

業等に関する条例（平成４年３月条

例第 71号）第 16条に規定する部分休

業の承認並びに勤務時間条例第 14条

に規定する介護休暇及び介護時間の

承認を除く。）があつた場合を除くほ

か、その勤務しない１時間につき、第

17条に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額して給与を支給する。 

２～４ [略 ] ２～４ [略 ] 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当）

第16条の２ [略 ] 第 16条の２ [略 ] 

２ 前項に規定する場合のほか、管理

職員が災 害への 対 処その他 の臨時又

は緊急の 必要に よ り週休日 等以外の

日の午後 10時か ら 午前５時 までの間

であつて 正規の 勤 務時間以 外に勤務

した場合は、当該職員には、管理職員

２ 前項に規定する場合のほか、管理

職員が災害への対処その他の臨時又

は緊急の必要により週休日等以外の

日の午前０時から午前５時までの間

であつて正規の勤務時間以外に勤務

した場合は、当該職員には、管理職員

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

81



特別勤務 手当を 支 給するこ とができ

る。 

特別勤務手当を支給することができ

る。 

３、４ [略 ] ３、４ [略 ] 

（特定の職員についての適用除外及

び特例） 

（特定の職員についての適用除外及

び特例） 

第 16条の３ [略 ] 第 16条の３ [略 ] 

２ [略 ] ２ [略 ] 

３ 指定職給料表の適用を受ける職員

については、第４条、第７条、第８条

の３から第10条の７まで、第13条、第

14条第２ 項、第 15条及び第 16条の規

定は適用しない。 

３ 指定職給料表の適用を受ける職員

については、第４条、第７条、第８条、

第８条の３から第 10条の７まで、第

13条、第14条第２項、第15条及び第16

条の規定は適用しない。 

４ [略 ] ４ [略 ] 

５ 特定任期付職員については、第４

条、第７条、第８条の３、第10条の２

から第10条の７まで、第13条、第14条

第２項及 び第 15条 の規定は 、適用し

ない。 

５ 特定任期付職員については、第４

条、第７条、第８条、第８条の３、第

10条の２から第 10条の７まで、第 13

条、第 14条第２項及び第 15条の規定

は、適用しない。 

６、７ [略 ] ６、７ [略 ] 

（特定任期付職員業績手当） 

第 19条の２  特定任期付職員のうち、

特に顕著な業績を挙げたと認められ

る職員に対し、当該職員の給料月額

に相当する額を特定任期付職員業績

手当として支給することができる。

２ 前項の特定任期付職員業績手当の

支給方法については、人事委員会が

定める。 

（給与からの控除） （給与からの控除）
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第 23条 次に掲げるものについては、

給与から控除することができる。

第 23条  次に掲げるものについては、

給与から控除することができる。 

(1)～ (3) [略 ] (1)～ (3) [略 ] 

(4) 神戸市立学校教職員共済会の掛

金及び償還金 

(4)～ (9) [略 ] (5)～ (10) [略 ] 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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別表第１　行政職給料表（第３条関係） 別表第１　行政職給料表（第３条関係）

職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号給 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 給料月額 給料月額 号給 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 給料月額 給料月額
[略] [略] [略] [略] [略] [略]      円      円 [略] [略] [略] [略] [略] [略]      円      円

370,600 537,800 370,600 480,600
373,100 548,300 373,100 484,200
375,600 558,500 375,600 487,800
378,100 567,900 378,100 491,300
380,500 576,500 380,500 494,800
383,700 583,900 383,700 498,400
386,900 591,000 386,900 502,000
390,100 598,100 390,100 505,600
393,300 604,600 393,300 509,000
396,700 610,200 396,700 512,600
400,100 614,700 400,100 516,200
403,500 618,200 403,500 519,800
406,800 621,200 406,800 523,100
410,200 623,700 410,200 526,800
413,600 625,700 413,600 530,500
417,000 627,200 417,000 534,200
420,300 628,200 420,300 537,800
423,800 629,200 423,800 541,300
427,300 427,300 544,800
430,700 430,700 548,300
434,100 434,100 551,800
437,600 437,600 555,200
441,100 441,100 558,500
444,600 444,600 561,800
448,000 448,000 564,900
451,400 451,400 567,900
454,700 454,700 570,800
458,000 458,000 573,700
461,200 461,200 576,500
464,400 464,400 578,400
467,500 467,500 580,300
470,600 470,600 582,200
473,700 473,700 583,900
476,700 476,700 585,700
479,700 479,700 587,500
482,700 482,700 589,300
485,700 485,700 591,000
488,700 488,700 592,200
491,700 491,700 593,400
494,600 494,600 594,600
497,500 497,500 595,700
499,800 499,800 596,900
502,100 502,100 598,100
504,300 504,300 599,300
506,200 506,200 600,400
507,700 507,700 601,300
509,200 509,200 602,200
510,700 510,700 603,100
512,100 512,100 603,800
512,900 512,900 604,600
513,700 513,700 605,400
514,500 514,500 606,200
515,400 515,400 607,000
516,100 516,100 607,800
516,800 516,800 608,600
517,500 517,500 609,400

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19

8
9
10
11
12
13

26
27
28
29
30
31

20
21
22
23
24
25

38
39
40
41
42
43

32
33
34
35
36
37

50
51
52
53
54
55

44
45
46
47
48
49

56

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

1
2
3
4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20

9
10
11
12
13
14

27
28
29
30
31
32

21
22
23
24
25
26

39
40
41
42
43
44

33
34
35
36
37
38

51
52
53
54
55
56

45
46
47
48
49
50

改正後 改正前
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518,300 518,300 610,200
519,000 519,000 611,000
519,700 519,700 611,800
520,400 520,400 612,600
521,000 521,000 613,400
521,700 521,700
522,400 522,400
523,100 523,100
523,700 523,700
524,400 524,400
525,100 525,100
525,800 525,800
526,400 526,400
527,500 527,500
528,600 528,600
529,700 529,700
530,600 530,600
531,700 531,700
532,800 532,800
533,900 533,900
535,000 535,000

536,200
537,300
538,400
539,400

62
63
64
65
66
67

57
58
59
60
61

74
75
76
77
78
79

68
69
70
71
72
73

86
87
88
89
90
91

80
81
82
83
84
85

100
101
102
103

92
93
94
95
96
97

116
117
118
119

110
111
112
113
114
115

104
105
106
107
108
109

98
99

63
64
65
66
67
68

57
58
59
60
61
62

75
76
77
78
79
80

69
70
71
72
73
74

87
88
89
90
91
92

81
82
83
84
85
86

99
100
101
102
103
104

93
94
95
96
97
98

112
113
114
115
116

105
106
107
108
109
110

117
118
119

111
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円 円 円 円 円 円 円 円

187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 416,700 450,700 187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 416,700 450,700
（332,400） （332,400）
（386,400） （386,400）

　備考 　備考

　　１　［略］ 　　１　［略］

　　３　［略］ 　　３　［略］

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の給
料月額は、この表の額に8,800円をそれぞれ加算した額とする。

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の給
料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

定年前再
任用短時
間勤務職
員

定年前再
任用短時
間勤務職
員

137

128
129
130
131
132
133

122
123
124
125
126
127

120

134
135
136

121

135
136
137

129
130
131
132
133
134

123
124
125
126
127
128

120
121
122

[略] [略] [略] [略] [略] [略]
基準給料月
額

基準給料月
額[略] [略] [略] [略] [略] [略]

基準給料月
額

基準給料月
額

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

86



別表第２　消防職給料表（第３条関係） 別表第２　消防職給料表（第３条関係）

職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 給料月額 号給 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 給料月額
[略] [略] [略] [略] [略] [略]      円 [略] [略] [略] [略] [略] [略]      円

370,600 370,600
373,100 373,100
375,600 375,600
378,100 378,100
380,500 380,500
383,700 383,700
386,900 386,900
390,100 390,100
393,300 393,300
396,700 396,700
400,100 400,100
403,500 403,500
406,800 406,800
410,200 410,200
413,600 413,600
417,000 417,000
420,300 420,300
423,800 423,800
427,300 427,300
430,700 430,700
434,100 434,100
437,600 437,600
441,100 441,100
444,600 444,600
448,000 448,000
451,400 451,400
454,700 454,700
458,000 458,000
461,200 461,200
464,400 464,400
467,500 467,500
470,600 470,600
473,700 473,700
476,700 476,700
479,700 479,700
482,700 482,700
485,700 485,700
488,700 488,700
491,700 491,700
494,600 494,600
497,500 497,500
499,800 499,800
502,100 502,100
504,300 504,300
506,200 506,200
507,700 507,700
509,200 509,200
510,700 510,700
512,100 512,100
512,900 512,900
513,700 513,700
514,500 514,500
515,400 515,400
516,100 516,100
516,800 516,800
517,500 517,500
518,300 518,300
519,000 519,000

職員の区
分

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

1 1

5 5
6 6
7 7

2 2
3 3
4 4

11 11
12 12
13 13

8 8
9 9
10 10

17 17
18 18
19 19

14 14
15 15
16 16

23 23
24 24
25 25

20 20
21 21
22 22

29 29
30 30
31 31

26 26
27 27
28 28

35 35
36 36
37 37

32 32
33 33
34 34

41 41
42 42
43 43

38 38
39 39
40 40

47 47
48 48
49 49

44 44
45 45
46 46

53 53
54 54
55 55

50 50
51 51
52 52

56 56
57 57
58 58
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519,700 519,700
520,400 520,400
521,000 521,000
521,700 521,700
522,400 522,400
523,100 523,100
523,700 523,700
524,400 524,400
525,100 525,100
525,800 525,800
526,400 526,400
527,500 527,500
528,600 528,600
529,700 529,700
530,600 530,600
531,700 531,700
532,800 532,800
533,900 533,900
535,000 535,000

536,200
537,300
538,400
539,400

59 59
60 60
61 61

65 65
66 66
67 67

62 62
63 63
64 64

71 71
72 72
73 73

68 68
69 69
70 70

77 77
78 78
79 79

74 74
75 75
76 76

83 83
84 84
85 85

80 80
81 81
82 82

89 89
90 90
91 91

86 86
87 87
88 88

95 95
96 96
97 97

92 92
93 93
94 94

101 101
102 102
103 103

98 98
99 99
100 100

107 107
108 108
109 109

104 104
105 105
106 106

113 113
114 114
115 115

110 110
111 111
112 112

119 119
120 120
121 121

116 116
117 117
118 118
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[略] [略] [略] [略] [略] [略] 基準給料月額 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 基準給料月額

円 円 円 円 円 円 円

187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 416,700 187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 416,700
（332,400） （332,400）
（386,400） （386,400）

　備考 　備考

　　１　［略］ 　　１　［略］

　　３　［略］ 　　３　［略］

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の給
料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の給
料月額は、この表の額に8,800円をそれぞれ加算した額とする。

125 125
126 126
127 127

122 122
123 123
124 124

131 131
132 132
133 133

128 128
129 129
130 130

137 137
定年前再
任用短時
間勤務職
員

定年前再
任用短時
間勤務職
員

134 134
135 135
136 136
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別表第３ 教育職給料表（第３条関係） 別表第３ 教育職給料表（第３条関係） 

ア ［略］ ア ［略］

イ 教育職給料表(2) イ 教育職給料表(2)

職員の区

分 

職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円

236,000 

円

283,900 

円

318,700 

（338,300） 

（357,900） 

（386,400） 

円

353,400 

円 

429,400 

職員の区

分 

職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

236,000 283,900 318,700 

（338,300） 

（357,900） 

（386,400） 

353,400 429,400 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

ウ 教育職給料表(3) ウ 教育職給料表(3)

職員の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円

職員の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 
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間勤務職

員 

224,300 278,300 345,500 間勤務職

員 

224,300 278,300 345,500 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

エ ［略］ エ ［略］

オ 教育職給料表(5) オ 教育職給料表(5)

職員の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円

229,300 

円

275,700 

円

302,900 

（329,300） 

（357,700） 

（386,200） 

円

329,400 

円 

410,500 

職員の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

229,300 275,700 302,900 

（329,300） 

（357,700） 

（386,200） 

329,400 410,500 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 
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別表第４　医療職給料表（第３条関係） 別表第４　医療職給料表（第３条関係）

ア 医療職給料表(1) ア 医療職給料表（１）

職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級
職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級

号給 [略] [略] [略] [略] 給料月額 号給 [略] [略] [略] [略]
[略] [略] [略] [略]      円 [略] [略] [略] [略]

598,100
604,600
610,200
614,700
618,200
621,200
623,700
625,700
627,200
628,200
629,200

職員の区
分

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

1 1

5 5
6 6
7 7

2 2
3 3
4 4

11 11
12 12
13 13

8 8
9 9
10 10

17 17
18 18
19 19

14 14
15 15
16 16

23 23
24 24
25 25

20 20
21 21
22 22

29 29
30 30
31 31

26 26
27 27
28 28

35 35
36 36
37 37

32 32
33 33
34 34

41 41
42 42
43 43

38 38
39 39
40 40

47 47
48 48
49 49

44 44
45 45
46 46

53 53
54 54
55 55

50 50
51 51
52 52

56 56
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基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 - 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円
289,700 342,600 383,800 450,600 - 289,700 342,600 383,800 450,600

　備考　［略］ 　備考　［略］

59 59
60 60
61 61

57 57
58 58

65 65
66 66
67 67

62 62
63 63
64 64

71 71
72 72
73 73

68 68
69 69
70 70

77 77
78 78
79 79

74 74
75 75
76 76

83 83
84 84
85 85

80 80
81 81
82 82

定年前再
任用短時
間勤務職
員

定年前再
任用短時
間勤務職
員

89 89

86 86
87 87
88 88
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イ 医療職給料表(2) イ 医療職給料表（２）

職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

号給 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 号給 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円 円
187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200

（332,400） （332,400）

（386,400） （386,400）

　備考 　備考

　　１　［略］ 　　１　［略］

　　３　［略］ 　　３　［略］

定年前再
任用短時
間勤務職
員

定年前再
任用短時
間勤務職
員

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の給
料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）の給
料月額は、この表の額に8,800円をそれぞれ加算した額とする。

職員の区
分

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

［略］ 定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

［略］
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表第６ 特定任期付職員給料表（第

３条関係）

号給 給料月額

１

２

３

４

５

６

７

円

392,000 

440,000 

492,000 

555,000 

634,000 

740,000 

864,000 

備考 この表は、特定任期付職員に

適用する。

別表第７ 級別基準職務表（第３条関

係） 

別表第６ 級別基準職務表（第３条関

係） 

(1)～ (7) ［略］  (1)～ (7) ［略］  

(8) 医療職給料表(1)級別基準職務

表

(8) 医療職給料表(1)級別基準職務

表

職務

の級

基準となる職務 職務

の級

基準となる職務
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［略］ ［略］

４級 ［略］

５級 局長の職務

［略］ ［略］

４級 ［略］

(9) ［略］ (9) ［略］

別表第８ ［略］ 別表第７ ［略］

別表第９ ［略］ 別表第８ ［略］

（職員退職手当金条例の一部改正） 

第２条 神戸市職員退職手当金条例（昭和24年９月条例第147号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（退職手当からの控除） （退職手当からの控除） 

第 20条  神戸市職員の給与等に関する

条例第 23条第１号から第３号まで及

び第５号から第７号までに掲げるも

のについては、退職手当から控除す

ることができる。 

第 20条  神戸市職員の給与等に関する

条例第 23条第１号から第４号まで及

び第６号から第８号までに掲げるも

のについては、退職手当から控除す

ることができる。 

（市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和28年３月条

例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及
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び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与の種類） （給与の種類）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 手当の種類は、管理職手当、初任給

調整手当、地域手当、扶養手当、住居

手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊

勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管

理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉

手当及び退職手当とする。 

２ 手当の種類は、管理職手当、初任給

調整手当、地域手当、扶養手当、住居

手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊

勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管

理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉

手当、特定任期付職員業績手当及び

退職手当とする。 

（特定任期付職員業績手当） 

第 11条の３  特定任期付職員のうち、

特に顕著な業績を挙げたと認められ

る職員に対し、当該職員の給料月額

に相当する額を特定任期付職員業績

手当として支給することができる。

（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部改正） 

第４条 神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和28年６月条例

第23号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

97



又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 期末手当の額は、算定基礎額に100

分の 125（特別職に属する者にあつて

は 100分 の 227.5（ 公 営企 業 の 管理 者

にあつては100分の 230）、管理職手当

の支給を 受ける 職 員で規則 で定める

もの及び 指定職 の 職員（神 戸市職員

の給与等 に関す る 条例（昭 和 26年３

月条例第 ８号） 第 ３条第１ 項第５号

に規定す る指定 職 給料表の 適用を受

ける職員をいう。）（以下これらを「特

定幹部職員」という。）にあつては100

分の 105）を乗じて得た額に、基準日

以前６箇 月以内 の 期間にお けるその

者の在職 期間の 次 の各号に 掲げる区

分に応じ 、当該 各 号に定め る割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、算定基礎額に100

分の 125（特別職に属する者にあつて

は 100分 の 227.5（ 公 営企 業 の 管 理 者

にあつては100分の 230）、管理職手当

の支給を 受ける 職 員で規則 で定め る

もの及び 指定職 の 職員（神 戸市職 員

の給与等 に関す る 条例（昭 和 26年３

月条例第 ８号） 第 ３条第１ 項第５ 号

に規定す る指定 職 給料表の 適用を 受

ける職員をいう。）（以下これらを「特

定幹部職員」という。）にあつては100

分の 105、特定任期付職員（地方公共

団体の一 般職の 任 期付職員 の採用 に

関する法律（平成14年法律第48号）第

３条第１ 項の規 定 により採 用され た

職員をいう。以下同じ。）にあつては

100分の 230）を乗じて得た額に、基準

日以前６ 箇月以 内 の期間に おける そ

の者の在 職期間 の 次の各号 に掲げ る

区分に応 じ、当 該 各号に定 める割 合
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を乗じて得た額とする。

 (1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］

３～５ ［略］  ３～５ ［略］  

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第３条  勤勉手当は、６月１日又は 12

月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員（特別職に属する者

を除く。以下この項において同じ。）

に対し、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の勤務成績に応じ

て支給する。これらの基準日前１箇

月以内に退職をし、又は死亡をした

職員についても、同様とする。

第３条  勤勉手当は、６月１日又は 12

月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員（特別職に属する者

及び特定任期付職員を除く。以下こ

の項において同じ。）に対し、基準日

以前６箇月以内の期間におけるその

者の勤務成績に応じて支給する。こ

れらの基準日前１箇月以内に退職を

し、又は死亡をした職員についても、

同様とする。 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31

年 10月条例第25号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）
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区分 報酬の額 旅費の額

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

投 票 所

の 投 票

管理者

日 額 17,300

円。ただし、公

職 選 挙 法 ( 昭

和 25年 法 律 第

100号 )第 40条

第 1 項 た だ し

書 の 規 定 に よ

り 投 票 所 を 開

く 時 刻 を 繰 り

下 げ 、 又 は 閉

じ る 時 刻 を 繰

り 上 げ た こ と

に よ り 職 務 時

間 を 短 縮 す る

場 合 、 職 務 時

間 内 に 交 替 す

る 場 合 そ の 他

職 務 時 間 を 短

縮 す る 場 合

は 、 任 命 権 者

が 定 め る 額 を

減額した額

期 日 前

投 票 所

の 投 票

日 額 15,300

円。ただし、職

務 時 間 内 に 交

区分 報酬の額 旅費の額

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

投 票 所

の 投 票

管理者

日 額 12,800

円。ただし、公

職 選 挙 法 ( 昭

和 25年 法 律 第

100号 )第 40条

第 1 項 た だ し

書 の 規 定 に よ

り 投 票 所 を 開

く 時 刻 を 繰 り

下 げ 、 又 は 閉

じ る 時 刻 を 繰

り 上 げ た こ と

に よ り 職 務 時

間 を 短 縮 す る

場 合 、 職 務 時

間 内 に 交 替 す

る 場 合 そ の 他

職 務 時 間 を 短

縮 す る 場 合

は 、 任 命 権 者

が 定 め る 額 を

減額した額

期 日 前

投 票 所

の 投 票

日 額 11,300

円。ただし、職

務 時 間 内 に 交
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管理者 替 す る 場 合 そ

の 他 職 務 時 間

を 短 縮 す る 場

合 は 、 任 命 権

者 が 定 め る 額

を減額した額

［略］ ［略］

投 票 所

の 投 票

立会人

日 額 15,700

円。ただし、公

職 選 挙 法 第 40

条 第 1 項 た だ

し 書 の 規 定 に

よ り 投 票 所 を

開 く 時 刻 を 繰

り 下 げ 、 又 は

閉 じ る 時 刻 を

繰 り 上 げ た こ

と に よ り 職 務

時 間 を 短 縮 す

る 場 合 、 立 会

時 間 内 に 交 替

す る 場 合 そ の

他 立 会 時 間 を

短 縮 す る 場 合

は 、 任 命 権 者

が 定 め る 額 を

減額した額

期 日 前 日 額 13,900

管理者 替 す る 場 合 そ

の 他 職 務 時 間

を 短 縮 す る 場

合 は 、 任 命 権

者 が 定 め る 額

を減額した額

［略］ ［略］

投 票 所

の 投 票

立会人

日 額 10,900

円。ただし、公

職 選 挙 法 第 40

条 第 1 項 た だ

し 書 の 規 定 に

よ り 投 票 所 を

開 く 時 刻 を 繰

り 下 げ 、 又 は

閉 じ る 時 刻 を

繰 り 上 げ た こ

と に よ り 職 務

時 間 を 短 縮 す

る 場 合 、 立 会

時 間 内 に 交 替

す る 場 合 そ の

他 立 会 時 間 を

短 縮 す る 場 合

は 、 任 命 権 者

が 定 め る 額 を

減額した額

期 日 前 日 額 9,600
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投 票 所

の 投 票

立会人

円。ただし、立

会 時 間 内 に 交

替 す る 場 合 そ

の 他 立 会 時 間

を 短 縮 す る 場

合 は 、 任 命 権

者 が 定 め る 額

を減額した額

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

前 各 項

以 外 の

附 属 機

関 の 構

成 員 そ

の 他 の

非 常 勤

の職員

勤 務 １ 日 に つ

き 34,700円 を

超 え な い 範 囲

内 で 任 命 権 者

が 定 め る 額 。

た だ し 、 任 命

権 者 が 特 に 必

要 が あ る と 認

め た 場 合 は 、

勤 務 １ 月 に つ

き 給 与 条 例 別

表 第 ５ に 定 め

る 給 料 月 額 を

報 酬 の 基 準 額

と し 当 該 基 準

額 を 超 え な い

範 囲 内 で 任 命

権 者 が 定 め る

［略］

投 票 所

の 投 票

立会人

円。ただし、立

会 時 間 内 に 交

替 す る 場 合 そ

の 他 立 会 時 間

を 短 縮 す る 場

合 は 、 任 命 権

者 が 定 め る 額

を減額した額

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

前 各 項

以 外 の

附 属 機

関 の 構

成 員 そ

の 他 の

非 常 勤

の職員

勤 務 １ 日 に つ

き 34,300円 を

超 え な い 範 囲

内 で 任 命 権 者

が 定 め る 額 。

た だ し 、 任 命

権 者 が 特 に 必

要 が あ る と 認

め た 場 合 は 、

勤 務 １ 月 に つ

き 給 与 条 例 別

表 第 ５ に 定 め

る 給 料 月 額 を

報 酬 の 基 準 額

と し 当 該 基 準

額 を 超 え な い

範 囲 内 で 任 命

権 者 が 定 め る

［略］
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額 額

備考 ［略］ 備考 ［略］

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例） 

第６条 神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成18年１月条例第38号）の

一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（特殊勤務手当の種類）

第３条 特殊勤務手当の種類は、次の

とおりとする。 

（特殊勤務手当の種類） 

第３条  特殊勤務手当の種類は、次の

とおりとする。 

(1)～ (11) ［略］  (1)～ (11) ［略］  

(12) 山間部等業務手当 (12) 鳥獣捕獲業務手当 

(13)～ (20) [略 ] (13)～ (20) [略 ] 

(21) 夏季作業手当 (21) 削除  

(22)～ (30) ［略］  (22)～ (30) ［略］  

(31) 緊急対応待機手当 (31) 児 童 保 護 業 務 緊 急 対 応 待 機 手

当 

(32)～ (36) ［略］ (32)～ (36) ［略］

（ケースワーク業務手当） （ケースワーク業務手当）

第６条  ケースワーク業務手当は、福

祉局相談支援課若 しくはくらし支援

第６条  ケースワーク業務手当は、福

祉局くらし支援課 更生センター、健
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課更生センター、 健康局保健所保健

課若しくは精神保 健福祉センター、

こども家庭局総合 療育センター、東

部療育センター若 しくは西部療育セ

ンター又は区役所 保健福祉部（北神

区役所保健福祉課 並びに区役所支所

保健福祉課及び生 活支援課を含む。

以下同じ。）に勤務する職員でケース

ワーク業務のうち 規則で定めるもの

に従事するものに 対して支給し、そ

の額は、日額500円とする。 

康局保健所保健課 若しくは精神保健

福祉センター、こ ども家庭局総合療

育センター、東部 療育センター若し

くは西部療育セン ター又は区役所保

健福祉部（北神区 役所保健福祉課及

び区役所支所保健 福祉課を含む。以

下同じ。）に勤務する職員でケースワ

ーク業務のうち規 則で定めるものに

従事するものに対 して支給し、その

額は、日額500円とする。 

（夏季作業手当） 

第 24条  夏季作業手当は、規則で定め

る温度の高い環境下における業務に

１日当たり１時間以上従事したもの

に対して支給し、その額は、日額200

円（当該業務に従事する時間が１日

当たり３時間以上となるものに対し

ては日額500円）とする。

第24条 削除

（船長等業務手当） （船長等業務手当） 

第 27条  船長等業務手当は、港湾局海

務課に勤務する職員で港湾局に所属

する船舶における船長又は機関長の

業 務 に 従 事 す る も の に 対 し て 支 給

し、その額は、日額150円とする。 

第 27条  船長等業務手当は、港湾局海

務課に勤務する船長、機関長、航海士

又は機関士で港湾局に所属する船舶

における船長又は機関長の業務に従

事するものに対して支給し、その額

は、日額150円とする。 

（緊急対応待機手当） （児童保護業務緊急対応待機手当） 

第 34条 緊急対応待機手当は、規則で 第34条  児童保護業務緊急対応待機手
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定める業務に係る 緊急対応のために

待機を命ぜられた ものに対して支給

し、その額は、１回につき700円を超

えない範囲内にお いて規則で定める

額とする。

当は、こども家庭 局こども家庭セン

ターに勤務する職 員で児童保護業務

に係る緊急対応の ために待機を命ぜ

られたものに対し て支給し、その額

は、１回につき700円とする。

（消防職員手当） （消防職員手当） 

第 36条  消防職員手当は、次の各号に

掲げる業務に従事する職員に対して

支給し、その額は、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

第 36条  消防職員手当は、次の各号に

掲げる業務に従事する職員に対して

支給し、その額は、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

(1)～ (7) ［略］  (1)～ (7) ［略］  

(8) 消防組織法（昭和22年法律第226

号）第 45条第１項に規定する緊急

消防援助隊として出動して行う業

務等であって次に掲げるもの 日

額 1,080円 を 超 え な い 範 囲 内 に お

いて消防長が定める額

ア 緊 急 消 防 援 助 隊 と し て 出 動 し

て行う、消防組織法第 44条第１

項に規定する消防の応援等

イ 災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第23条第１項又は第23

条の２第１項の規定に基づき災

害対策本部が設置された本市の

区域外の地域に、消防組織法第

39条第２項の規定による協定に

基づき出動して行う消防の応援 

(9) 国際緊急援助隊の派遣に関する
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法律（昭和62年法律第93号）に規定

する国際緊急援助隊として派遣さ

れて行う、同法第２条に規定する

国 際 緊 急 援 助 活 動 日 額 4,000円

を超えない範囲内において消防長

が定める額

２～４ [略 ] ２～４ [略 ] 

５ 第１項第８号に定める業務に従事

する職員のうち、消防長が定める時

間帯又は区域において消防長が定め

る業務に従事する職員に対しては、

日 額 1,080円 を 超 え な い 範 囲 内 に お

いて消防長が定める額を第１項第８

号に定める額に加算して支給する。

６ 第１項第９号に定める業務に従事

する職員のうち、心身に著しい負担

等を与えるものとして消防長が定め

る業務に従事する職員に対しては、

日 額 4,000円 を 超 え な い 範 囲 内 に お

いて消防長が定める額を第１項第９

号に定める額に加算して支給する。

（災害応急対応等派遣手当） （災害応急対応等派遣手当） 

第 38条  災害応急対応等派遣手当は、

災害対策基本法第２条第１号に規定

する災害が発生した本市の区域外の

地域（国内に限る。）に派遣され、災

害応急対応又は災害復旧対応の業務

に従事する職員（規則で定める者を

第 38条  災害応急対応等派遣手当は、

災害対策基本法（昭和36年法律第223

号）第２条第１号に規定する災害が

発生した本市の区域外の地域（国内

に限る。）に派遣され、災害応急対応

又は災害復旧対応の業務に従事する
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除く。）に対して支給し、その額は、

日額1,080円とする。 

職員（規則で定める者を除く。）に対

して支給し、その額は、日額1,000円

とする。 

２  前項に規定する手当の額は、前項

の規定にかかわらず、規則に定める

時間帯又は区域において前項に掲げ

る業務に従事する場合にあっては、

日 額 2,160円 を 超 え な い 範 囲 内 に お

いて規則で定める額とする。

２  前項に規定する手当の額は、前項

の規定にかかわらず、災害対策基本

法第 63条第１項に規定する警戒区域

その他これに類する区域において前

項に掲げる業務に従事する場合にあ

っては、日額2,000円とする。

（海外派遣手当） （海外派遣手当） 

第 39条 ［略］ 第39条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前項第３号に掲げるもののほか、

教育に関し特別の事情が認められる

ことにより年少子女が学校教育その

他の教育を受けるのに相当な経費を

要すると市長が認める勤務地に係る

外国勤務者に対しては、年少子女１

人につき、次に掲げる額のうちいず

れか少ない額から法第 15条第２項に

規 定 す る 自 己 負 担 額 を 控 除 し た 額

（当該年少子女が学校教育法（昭和

22年法律第 26号）に規定する幼稚園

に相当するものとして市長が認める

教育施設において教育を受ける場合

に あ っ て は 、 51,000 円 を 限 度 と す

る。）を加算した額を、規則で定める

換算率により外国通貨に換算した額

３ 前項第３号に掲げるもののほか、

教育に関し特別の事情が認められる

ことにより年少子女が学校教育その

他の教育を受けるのに相当な経費を

要すると市長が認める勤務地に係る

外国勤務者に対しては、年少子女１

人につき、次に掲げる額のうちいず

れか少ない額から法第 15条の２第２

項に規定する自己負担額を控除した

額（当該年少子女が学校教育法（昭和

22年法律第 26号）に規定する幼稚園

に相当するものとして市長が認める

教育施設において教育を受ける場合

に あ っ て は 、 51,000 円 を 限 度 と す

る。）を加算した額を、規則で定める

換算率により外国通貨に換算した額
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（市長が特に必要があると認める外

国勤務者については、当該年少子女

１人につき、当該加算した額）を支給

する。 

（市長が特に必要があると認める外

国勤務者については、当該年少子女

１人につき、当該加算した額）を支給

する。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

（支給方法） （支給方法） 

第 41条 ［略］ 第41条 ［略］

２、３ ［略］ ２、３ ［略］

４ 第 39条の規定による海外派遣手当

に外国通貨の最低単位に満たない端

数を生じたときは、その端数を切り

捨てるものとする。 

４ 第 39条の規定により外国通貨に換

算した額に当該外国通貨の最低単位

に満たない端数を生じたときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

附  則

（施行期日等） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

２  第６条の規定による改正後の神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例第36条

の規定は、令和７年１月１日から適用する。 

（令和８年３月31日までの間における扶養手当に関する経過措置）

第２条 施行日から令和８年３月31日までの間における第１条の規定による改正

後の神戸市職員の給与等に関する条例第７条の規定の適用については、同条第

２項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」と、同

条第３項中「14,500円」とあるのは「13,500円」と、「とする」とあるのは、

「、前項第６号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。 

（号給の切替え） 

第３条 施行日の前日において神戸市職員の給与等に関する条例第３条第１項第

１号又は第２号の給料表の適用を受けていた職員のうち、その職務の級が７級
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又は８級である職員の施行日における号給（以下「新号給」という。）は、施

行日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給

（以下「旧号給」という。）に応じて附則別表に定める号給とする。 

（適用区分） 

第４条 第５条中別表投票所の投票管理者の項、期日前投票所の投票管理者の項、

投票所の投票立会人の項及び期日前投票所の投票立会人の項の規定は、施行日

以後その期日を公示又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本

国憲法第 95 条の規定による投票（以下「選挙等」という。）について適用し、

施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙等については、なお従

前の例による。 

（施行細則の委任） 

第５条 第１条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定め、第２

条及び第６条の規定の施行に関し必要な事項は、任命権者が定め、第３条の規

定の施行に関し必要な事項は、管理者が定め、第４条及び第５条の規定の施行

に関し必要な事項は、市長が定める。 

附則別表（附則第３条関係）

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

７級 ８級

１ １ １

２ ２ １

３ ３ １

４ ４ １

５ ５ １

６ ６ １

７ ７ １

８ ８ １

９ ９ １

10 10 １
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11 11 １

12 12 １

13 13 １

14 14 １

15 15 １

16 16 １

17 17 １

18 18 ２

19 19 ２

20 20 ２

21 21 ３

22 22 ３

23 23 ３

24 24 ４

25 25 ４

26 26 ４

27 27 ５

28 28 ５

29 29 ５

30 30 ６

31 31 ６

32 32 ６

33 33 ６

34 34 ７

35 35 ７

36 36 ７

37 37 ７

38 38 ８
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39 39 ８

40 40 ８

41 41 ８

42 42 ８

43 43 ８

44 44 ９

45 45 ９

46 46 ９

47 47 ９

48 48 ９

49 49 ９

50 50 ９

51 51 10 

52 52 10 

53 53 10 

54 54 10 

55 55 10 

56 56 10 

57 57 10 

58 58 11 

59 59 11 

60 60 11 

61 61 11 

62 62 

63 63 

64 64 

65 65 

66 66 
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67 67 

68 68 

69 69 

70 70 

71 71 

72 72 

73 73 

74 74 

75 75 

76 76 

77 77 

78 77 

79 77 

80 77 

81 77 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

７級

１ １

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

10 10 
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11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 

25 25 

26 26 

27 27 

28 28 

29 29 

30 30 

31 31 

32 32 

33 33 

34 34 

35 35 

36 36 

37 37 

38 38 
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39 39 

40 40 

41 41 

42 42 

43 43 

44 44 

45 45 

46 46 

47 47 

48 48 

49 49 

50 50 

51 51 

52 52 

53 53 

54 54 

55 55 

56 56 

57 57 

58 58 

59 59 

60 60 

61 61 

62 62 

63 63 

64 64 

65 65 

66 66 
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67 67 

68 68 

69 69 

70 70 

71 71 

72 72 

73 73 

74 74 

75 75 

76 76 

77 77 

78 77 

79 77 

80 77 

81 77 
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神戸市都市整備等基金条例等の一部を改正する等の条例を次のように公布する。 

神戸市条例第30号

神戸市都市整備等基金条例等の一部を改正する等の条例

 （都市整備等基金条例の一部改正） 

第１条 神戸市都市整備等基金条例（平成元年３月条例第 50号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （設置）  

第１条  次に掲げる目的を達成するた

め、神戸市都市整備等基金（以下「基

金」という。）を設置する。  

(1) 公用若しくは公共用に供する土

地又は公益のために必要とする土

地の先行取得に資すること。  

(2) 公共施設の整備並びに都市計画

事業及び都市景観事業等の推進に

資すること。

 （設置）  

第１条  次に掲げる目的を達成するた

め、神戸市都市整備等基金（以下「基

金」という。）を設置する。  

(1) 公用若しくは公共用に供する土

地又は公益のために必要とする土

地の先行取得により、都市の円滑

な整備等に資すること。  

(2) 公共施設の整備に資すること。

（置塩こども育成基金条例の一部改正）
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第２条  神戸市置塩こども育成基金条例（平成 23年３月条例第 36号）の一部を次

のように改正する。

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（施行細目の委任） （施行細目の委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。

第７条 この条例の施行に関し必要な

事項は、教育委員会規則で定める。

（勤労者福祉事業基金条例の廃止）

第３条 神戸市勤労者福祉事業基金条例（昭和 46年４月条例第 17号）は、廃止す

る。  

（民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金条例の廃止）

第４条 神戸市民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金条例（昭和 49年３月条例

第 56号）は、廃止する。  

（奨学金返還支援基金条例の廃止）

第５条 神戸市奨学金返還支援基金条例（平成 29年３月条例第 46号）は、廃止す

る。

附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（まちづくり等基金条例の廃止）  

２  神戸市まちづくり等基金条例（平成２年３月条例第 53号）は、廃止する。

（まちづくり等基金条例の廃止に伴う経過措置）  
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３  この条例の施行の際前項の規定による廃止前の神戸市まちづくり等基金条例

に基づく基金に属していた財産は、第１条の規定による改正後の神戸市都市整

備等基金条例に基づく基金に属する財産とする。  

（勤労者福祉事業基金条例の廃止に伴う経過措置）  

４  この条例の施行の際第３条の規定による廃止前の神戸市勤労者福祉事業基金

条例に基づく基金に属していた財産は、神戸市市民文化振興基金条例（平成 18

年３月条例第 80号）に基づく基金に属する財産とする。  

（民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金条例の廃止に伴う経過措置）  

５  この条例の施行の際第４条の規定による廃止前の神戸市民間社会福祉事業従

事職員福利厚生基金条例に基づく基金に属していた財産は、神戸市市民福祉振

興等基金条例（昭和 52年４月条例第１号）に基づく基金に属する財産とする。  
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神戸市立体育施設条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第31号

神戸市立体育施設条例の一部を改正する条例

 神戸市立体育施設条例（平成８年３月条例第 53号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（名称等） （名称等）

第２条 体育施設の名称及び位置は、

次のとおりとする。

第２条 体育施設の名称及び位置は、

次のとおりとする。

名称 位置

［略］ ［略］

神 戸 市 立 西

体育館  

［略］

神 戸 市 立 小

野 浜 公 園 球

技場  

神 戸 市 中 央 区 小 野 浜 町

131番地  

［略］ ［略］

名称 位置

［略］ ［略］

神 戸 市 立 西

体育館  

［略］

［略］ ［略］
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（事業）  （事業）  

第３条  ［略］  第３条  ［略］  

２  神戸市立東灘体育館、神戸市立磯

上体育館、神戸市立須磨体育館、神戸

市立垂水体育館、神戸市立小野浜公

園球技場及び神戸市立港島南球技場

は、市民のスポーツ等の利用に供す

る。  

２  神戸市立東灘体育館、神戸市立磯

上体育館、神戸市立須磨体育館、神戸

市立垂水体育館及び神戸市立港島南

球技場は、市民のスポーツ等の利用

に供する。  

別表第７  神戸市立小野浜公園球技場

及び神戸市立港島南球技場の使用料

（第６条関係）  

別表第７  神戸市立港島南球技場の使

用料（第６条関係）  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 駐車場の使用料  (2) 駐車場の使用料  

［略］  
 

［略］  
 

備考   

１  この表は神戸市立港島南球技

場のみに適用する。  

２  使用時間に１時間未満の端数

が生じたときは、１時間として

計算する。  

備考  使用時間に１時間未満の端数

が生じたときは、１時間として計

算する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。  

（準備行為）  

２  改正後の神戸市立体育施設条例（以下この項において「新条例」という。）

を施行するために必要な神戸市立小野浜公園球技場に係る新条例第４条の許可、

新条例第６条の使用料の収受、新条例第 16条の指定管理者の指定その他必要な
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行為は、新条例の施行の日前においても、新条例の規定の例によりすることが

できる。  

（都市公園条例の一部改正）  

３  神戸市都市公園条例（昭和 33年３月条例第 54号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線  

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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改正後 改正前

別表第１（第２条関係）

(1) 附属設備を除く有料公園施設

都市公園名 有料公園施設

［略］ ［略］

布引公園 ［略］

［略］ ［略］

(2) ［略］

別表第２（第 14条関係）

(1)～ (5) ［略］

(6) 有料公園施設（附属設備を除く。）を利用する場合

別表第１（第２条関係）

(1) 附属設備を除く有料公園施設

都市公園名 有料公園施設

［略］ ［略］

布引公園 ［略］

小野浜公園 球技場

［略］ ［略］

(2) ［略］

別表第２（第 14条関係）

(1)～ (5) ［略］

(6) 有料公園施設（附属設備を除く。）を利用する場合

種類 都市公園名 区分 独占利用 個人利

用

団体利

用午前  午後  夜間  午前・

午後

午後・

夜間

終日  時間利

用

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］

球技場  瀬戸公園

海浜公園

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］

種類 都市公園名 区分 独占利用 個人利

用

団体利

用午前  午後  夜間  午前・

午後

午後・

夜間

終日  時間利

用

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］

球技場  瀬戸公園  

小野浜公園

海浜公園

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］

(7)、 (8) ［略］

備考 ［略］

(7)、 (8) ［略］

備考 ［略］
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神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。  

神戸市条例第32号

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例の一部を改正する条例

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例（平成６年１月条例第 35号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（使用の許可）  （使用の許可）  

第５条  前条第１項第２号若しくは第

４号に規定する施設又はそれらの附

属設備（以下「研修室等」という。）

を使用しようとする者は、市長の許

可を受けなければならない。  

第５条  前条第１項第２号若しくは第

４号に規定する施設又はそれらの附

属設備（以下「研修室等」という。）

を使用しようとする者は、規則で定

めるところにより、市長の許可を受

けなければならない。

２  ［略］ ２  ［略］

（使用料の減免）  （使用料の減免）  

第 10条  市長は、規則で定める特別の

理由があるときは、規則で定めると

第 10条  市長は、規則で定める特別の

理由があるとき、規則で定めるとこ
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ころにより、使用料を減額し、又は

免除することができる。  

ろにより、使用料を減額し、又は免

除することができる。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後  改正前  

別表（第８条関係）  別表（第８条関係）  

(1) センターの研修室及び実習室の使用料  (1) センターの研修室及び実習室の使用料  

施設  使用料（１室につき）  

名称  面積の

概数

（単位

 平方

メート

ル）  

定員

（単

位  

人）  

午前

（午前

９時か

ら正午

まで）  

午後

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で）  

夜間

（午後

６時か

ら午後

９時ま

で）  

午前・

午後

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で）  

午後・

夜間

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で）  

終日

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で）  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

実

習

室  

介護  

（ベ

ッド

を使

用す

る場

合）  

123 30 7,600円  10,100円  7,600円  16,000円  16,000円  21,600円  

介護  

（ベ

ッド

を使

用し

ない

場

合）  

39 30 2,000円  2,800円  2,000円  4,300円  4,300円  5,700円  

 

施設  使用料（１室につき）  

名称  面積の

概数

（単位

 平方

メート

ル）  

定員

（単

位  

人）  

午前

（午前

９時か

ら正午

まで）  

午後

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で）  

夜間

（午後

６時か

ら午後

９時ま

で）  

午前・

午後

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で）  

午後・

夜間

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で）  

終日

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で）  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

実

習

室  

介護  123 30 7,600円  10,100円  7,600円  16,000円  16,000円  21,600円  

調理  96 40 5,900円  7,800円  5,900円  12,400円  12,400円  16,700円  

 

備考  ［略］  

(2)～ (4) ［略］  

備考  ［略］  

(2)～ (4) ［略］  
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 附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和７年６月１日から施行する。

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市立こうべ市民福祉交

流センター条例第５条第１項の許可を受けている者が納付すべき使用料につい

ては、なお従前の例による。  
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神戸市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第33号

神戸市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

 神戸市公衆浴場法施行条例（平成 24年 12月条例第 43号）の一部を次のように改

正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定 の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（公衆浴場について講ずべき措置の

基準）  

（公衆浴場について講ずべき措置の

基準）  

第４条  法第３条第２項の規定による

条例で定める一般公衆浴場について

営業者が講じなければならない措置

の基準は、次のとおりとする。  

第４条  法第３条第２項の規定による

条例で定める一般公衆浴場について

営業者が講じなければならない措置

の基準は、次のとおりとする。  

(1)～ (17) ［略］  (1)～ (17) ［略］  

(18) 入浴設備の清掃及び消毒につ

いては、第 15号及び前号に掲げる

基準のほか、次に掲げる基準に従

い、適切な方法で行うこと。  

( 1 8)  入浴設備の清掃及び消毒につ

いては、第 15号及び第 17号に掲げる

基準のほか、次に掲げる基準に従

い、適切な方法で行うこと。  
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ア～カ ［略］ ア～カ ［略］

(19) ［略］ (19) ［略］

(20) 浴用の水及び湯は、次に掲げ

る基準を保つこと。ただし、水道

法（昭和 32年法律第 177号）第３条

第 ２ 項 に 規 定 す る 水 道 事 業 の 用

に 供 す る 水 道 又 は 同 条 第 ６ 項 に

規 定 す る 専 用 水 道 若 し く は 特 設

水道条例（昭和 39年兵庫県条例第

62号）第２条第１項に規定する特

設水道から供給を受ける水（以下

「水道水」という。）を使用する場

合にあってはアの基準について、

温 泉 等 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て

はア及びイの基準（大腸菌及びレ

ジ オ ネ ラ 属 菌 に 係 る 基 準 を 除

く。）について、適用しないことが

できる。  

(20) 浴用の水及び湯は、次に掲げ

る基準を保つこと。ただし、水道

法（昭和 32年法律第 177号）第３条

第 ２ 項 に 規 定 す る 水 道 事 業 の 用

に 供 す る 水 道 又 は 同 条 第 ６ 項 に

規 定 す る 専 用 水 道 若 し く は 特 設

水道条例（昭和 39年兵庫県条例第

62号）第２条第１項に規定する特

設水道から供給を受ける水（以下

「水道水」という。）を使用する場

合にあってはアの基準について、

温 泉 等 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て

はア及びイの基準（大腸菌、大腸

菌 群 及 び レ ジ オ ネ ラ 属 菌 に 係 る

基準を除く。）について、適用しな

いことができる。  

ア ［略］ ア ［略］

イ 浴槽水 イ 浴槽水

［略］ ［略］

大腸菌 ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

大腸菌群 ［略］

［略］ ［略］

(21)～ (33) ［略］ (21)～ (33) ［略］

２～５  ［略］  ２～５ ［略］

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市立墓園条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第34号

神戸市立墓園条例の一部を改正する条例

神戸市立墓園条例（昭和 41年３月条例第 45号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（墓園の施設） （墓園の施設）

第３条 墓園に次に掲げる施設（以下

「墓園施設」という。）を置く。

第３条 墓園に次に掲げる施設（以下

「墓園施設」という。）を置く。

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 期限付墓地（使用許可期間満了

後、埋蔵された焼骨を前号の合葬施

設へ改葬することを条件とする墓

地の区画をいう。）

（使用許可）  （使用許可）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ 墓園施設又は附属施設を使用しよ

うとする者は、次の各号のいずれに

２ 墓園施設又は附属施設を使用しよ

うとする者は、次の各号のいずれに
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も該当する者でなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。  

も該当する者でなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 一般の墓地及び期限付墓地を使

用しようとする場合にあっては、祭

祀
し

を主宰すべき者であること。

(2) 一般の墓地を使用しようとする

場合にあっては、祭祀
し

を主宰すべき

者であること。  

(3) ［略］ (3) ［略］

(4) 一般の墓地、区画型合葬式墳墓

若しくは期限付墓地又は附属施設

を使用しようとする場合にあって

は、本市に引き続き６月以上住所を

有する者であること。  

(4) 一般の墓地若しくは区画型合葬

式墳墓又は附属施設を使用しよう

とする場合にあっては、本市に引き

続き６月以上住所を有する者であ

ること。  

(5) ［略］ (5) ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

４  次に掲げる施設の使用許可の期間

は、当該各号に定める期間とする。  

４  次に掲げる施設の使用許可の期間

は、当該各号に定める期間とする。  

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 期限付墓地 使用許可の日から

15年  

（使用の制限） （使用の制限）

第５条 ［略］ 第５条  ［略］  

２ ［略］ ２  ［略］  

３ 期限付墓地の使用許可は、埋蔵さ

れた焼骨を前条第４項に定める期間

満了後に合葬施設へ改葬することを

条件として付すものとする。
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４  ［略］ ３  ［略］

（使用終了時等の取扱い） （使用終了時等の取扱い）

第 12条 ［略］ 第 12条 ［略］

２、３ ［略］ ２、３ ［略］

４ 市長は、個別安置施設に収蔵して

いる焼骨について使用許可の期間が

満了したときは、合葬施設の使用料

を徴収することなく、その焼骨を合

葬施設に埋蔵するものとする。  

４ 市長は、個別安置施設に収蔵して

いる焼骨について使用許可の期間が

経過したときは、合葬施設の使用料

を徴収することなく、その焼骨を合

葬施設に埋蔵するものとする。  

５  第４条第２項第５号ウに該当する

として個別安置施設の使用許可を受

けた者が、その使用許可の期間が満

了した後に死亡したときは、合葬施

設の使用料を徴収することなくその

者の焼骨を合葬施設に埋蔵するもの

とする。  

５  第４条第２項第４号ウに該当する

として個別安置施設の使用許可を受

けた者が、その使用許可の期間が経

過した後に死亡したときは、合葬施

設の使用料を徴収することなくその

者の焼骨を合葬施設に埋蔵するもの

とする。  

６ 市長は、期限付墓地の使用許可の

期間が満了したときは、合葬施設の

使用料を徴収することなく、当該期

限付墓地に埋蔵された焼骨を合葬施

設に改葬するものとする。

７ 期限付墓地の使用許可の期間が満

了した時点において、当該期限付墓

地に墓石が設置されているときは、

当該墓石に係る所有権は、市に帰属

するものとする。  

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

(1) 墓園使用料 (1) 墓園使用料
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ア 許可の際納付すべき使用料 ア 許可の際納付すべき使用料

種別 面積 金額

［略］ ［略］ ［略］

合

葬

式

墓

地

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

期限付墓地  1 . 6 平 方

メ ー ト

ル

１ 箇 所 に

つき  

300,000円

埋 蔵 す る

焼 骨 １ 体

につき  

50,000円

種別 面積 金額

［略］ ［略］ ［略］

合

葬

式

墓

地

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

イ ［略］ イ ［略］

附  則

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。  
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神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように公布する。  

神戸市条例第35号

神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改

正する条例

神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例（平成 30年 12月

条例第 14号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

神戸市太陽光発電施設等の適正

な設置及び維持管理に関する条

例  

神戸市太陽光発電施設の適正な

設置及び維持管理に関する条例  

（目的）  （目的）  

第１条  この条例は、太陽光発電施設

等の適正な設置及び維持管理に関し

て必要な事項を定めることにより、

災害の発生を防止するとともに、良

好な自然環境及び生活環境を保全す

第１条  この条例は、太陽光発電施設

の適正な設置及び維持管理に関して

必要な事項を定めることにより、災

害の発生を防止するとともに、良好

な自然環境及び生活環境を保全する
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ることを目的とする。 ことを目的とする。

（定義）  （定義）  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 蓄電所 電気設備に関する技術

基準を定める省令（平成９年通商

産業省令第 52号）第１条第４号に

規定する蓄電所をいう。

(3) 特定施設  次のいずれかに該当

する施設をいう。

(2) 特定施設 発電出力が 10キロワ

ット以上の太陽光発電施設（次の

い ず れ か に 該 当 す る も の を 除

く。）をいう。

ア 発電出力が 10キロワット以上

の太陽光発電施設（次のいずれ

かに該当するものを除く。）

(ｱ) 建築物（建築基準法（昭和

25年 法 律 第 201号 ） 第 ２ 条 第

１ 号 に 規 定 す る 建 築 物 を い

う。）の屋根、壁面又は屋上

のいずれかに設置するもの

(ｲ) 電気事業者その他の者に電

気を供給しないもの

ア 建築物（建築基準法（昭和 25

年 法 律 第 2 0 1号 ） 第 ２ 条 第 １ 号

に規定する建築物をいう。）の

屋根、壁面又は屋上のいずれか

に設置するもの

イ 出力１万キロワット以上又は

容量８万キロワット時以上の蓄

イ 電気事業者その他の者に電気

を供給しないもの
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電所  

(4)～ (6) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

 (6) 大規模特定事業  特定事業のう

ち、事業区域の面積が５ヘクター

ル以上のものをいう。  

（事業区域として禁止される区域）  （事業区域として禁止される区域）  

第６条  ［略］  第６条  ［略］  

２  事業者は、農業用ため池の管理及

び保全に関する法律（平成 31年法律

第 17号）第７条第１項の規定に基づ

き指定された特定農業用ため池及び

ため池の保全等に関する条例（平成

27年兵庫県条例第 18号）第 17条第１

項の規定に基づき指定された「特定

ため池」（以下「特定農業用ため池

等」という。）のうち、規則で定め

る特定農業用ため池等を事業区域と

してはならない。  

 

（関係法令等の手続）  

第６条の２  事業者は、特定施設の設

置予定場所に係る規則で定める法令

等の手続を要する場合は、当該手続

を行った後でなければ、第８条第１

項の規定に基づく許可の申請をする

ことができない。  

 

（事前協議）  

第６条の３  事業者は、第８条第１項

の規定に基づく特定事業の実施に係
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る許可を受けようとする場合は、同

条第２項に規定する許可申請書を提

出する前に、次に掲げる事項を記載

した書類（以下「事前協議書」とい

う。）に規則で定める書類を添付し

て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。

(1) 第８条第１項の規定に基づく特

定事業の実施に係る許可を受けよ

うとする者の氏名、住所（法人に

あっては、その名称及び代表者の

氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 の 所 在

地）及び連絡先並びに現場責任者

の氏名、住所及び連絡先

(2) 特定事業の事業区域の所在地、

土地の地目及び面積

(3) 設置しようとする特定施設の種

類及び規模

(4) 特定事業の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市

長が必要と認める事項  

２ 事業者は、前項各号に掲げる事項

に変更が生じた場合は、その旨を記

載した書類（以下「変更協議書」と

いう。）に規則で定める書類を添付

して、市長に提出しなければならな

い。ただし、軽微な変更として規則

で定めるものに該当する場合は、こ
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の限りではない。  

３  市長は、第１項の事前協議書又は

前項の変更協議書の提出を受けたと

きは、事業者に対し、特定施設の設

置等に係る意見等を書面で通知する

ものとする。  

（近隣関係者への説明）  （近隣関係者への説明）  

第７条  事業者は、次に掲げる行為を

する前に、特定施設の設置予定場所

の周辺地域の住民に対し、実施しよ

うとする特定事業に係る計画（以下

「事業計画」という。）の内容等を

周知させるための措置として規則で

定める措置を実施しなければならな

い。  

第７条  事業者は、次に掲げる行為を

する前に、特定施設の設置に伴い生

活環境に著しい影響を受けるおそれ

がある者として規則で定める者（以

下 「 近 隣 関 係 者 」 と い う 。 ） に 対

し、実施しようとする特定事業に係

る 計 画 （ 以 下 「 事 業 計 画 」 と い

う。）の内容について、説明会の開

催その他の方法により説明を行わな

ければならない。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

(5) 第 18条第３項の規定に基づく特

定事業の承継の届出  

 

２  前項の措置を行うに当たっては、

事業者は、事業計画の内容について

近隣関係者の理解が得られるよう努

めなければならない。  

２  前項の説明を行うに当たっては、

事業者は、事業計画の内容について

近隣関係者の理解が得られるよう努

めなければならない。  

（特定事業の実施に係る許可）  （特定事業の実施に係る許可）  

第 ８ 条  事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 区 域

（当該区域に事業区域の一部が含ま

れる場合における当該事業区域の全

第 ８ 条  事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 区 域

（第１号から第 10号までに掲げる区

域にあっては、当該区域に事業区域
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部を含む。）において特定事業を実

施しようとするとき（第６条ただし

書の規定により禁止区域を事業区域

とすることが認められて特定事業を

実 施 し よ う と す る と き を 含 む 。 ）

は 、 特 定 施 設 の 設 置 に 着 手 す る 前

に、市長の許可を受けなければなら

ない。  

の一部が含まれる場合における当該

事業区域の全部を含む。）において

特 定 事 業 を 実 施 し よ う と す る と き

（第６条ただし書の規定により禁止

区域を事業区域とすることが認めら

れて特定事業を実施しようとすると

きを含む。）は、特定施設の設置に

着手する前に、市長の許可を受けな

ければならない。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43年 法 律 第

100号 ） 第 ７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る

市街化調整区域

(3) 都市計画法第９条第１項に規定

する第１種低層住居専用地域

(2) 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43年 法 律 第

100号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

第１種低層住居専用地域

(4)～ (9) ［略］ (3)～ (8) ［略］  

(10) 第３号から前号までに掲げる

区域（以下この号において「第１

種 低 層 住 居 専 用 地 域 等 」 と い

う。）以外の区域であって、第１

種低層住居専用地域等と類するも

のとして市長が特に必要と認める

区域  

(9) 第２号から前号までに掲げる区

域（以下この号において「第１種

低層住居専用地域等」という。）

以外の区域であって、第１種低層

住居専用地域等と類するものとし

て規則で定める区域  

(11) ［略］ (10) ［略］

(11) 事業区域が都市計画法第７条

第３項に規定する市街化調整区域

を 1 , 0 0 0平方 メ ート ル以 上 含む 場
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合における当該事業区域  

２ ［略］ ２ ［略］  

３  事業計画書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。  

３ 事業計画書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

(5) 特定施設における有害物質とし

て規則で定めるものの使用状況並

びに使用されている場合はその物

質の種類及びその量

(6) ［略］ (5) ［略］

(7) 特定事業に係る資本費（特定施

設の設置に係る工事費の総額をい

う。）及び第 23条に規定する損害

賠償責任保険への加入に関する事

項  

(6) 特定事業に係る資本費（特定施

設の設置に係る工事費の総額をい

う。）及び第 23条に規定する損害

賠償責任保険への加入に関する事

項（いずれも大規模特定事業に係

る事業計画書に限る。）  

(8) ［略］ (7) ［略］

（許可の基準等）  （許可の基準等）  

第９条  市長は、前条第１項の許可に

係る申請があった場合において、当

該申請に係る事業が次の各号のいず

れにも該当していると認めるときで

なければ、同項の許可をしてはなら

ない。  

第９条  市長は、前条第１項の許可に

係る申請があった場合において、当

該申請に係る事業が次の各号のいず

れにも該当していると認めるときで

なければ、同項の許可をしてはなら

ない。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 第６条の２に規定する規則で定

める法令等の手続を要する場合、
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当該手続が行われていること。

(3) 当該申請の日が第６条の３第３

項に規定する通知を受けた日の翌

日から起算して３年を経過してい

ないこと。

(4) 第７条第１項に規定する措置が

実施されていること。

(5) 第 19条第１項に規定する保証金

の預入がされ、同条第３項に規定

する市との質権設定契約が締結さ

れていること。  

(2) 大規模特定事業にあっては、第

19条第１項に規定する保証金の預

入がされ、同条第３項に規定する

市との質権設定契約が締結されて

いること。  

２、３  ［略］ ２、３  ［略］

（事業計画の変更の許可等） （事業計画の変更の許可等）

第 10条 ［略］ 第 10条 ［略］

２ ［略］  ２ ［略］  

３ 第６条の２、第６条の３、第８条

第２項及び第３項並びに前条の規定

は 、 第 １ 項 の 許 可 に つ い て 準 用 す

る。  

３ 第８条第２項及び第３項並びに前

条の規定は、第１項の許可について

準用する。  

（許可の取消し）  （許可の取消し）  

第 12条  市長は、許可事業者が次のい

ずれかに該当するときは、第８条第

１項及び第 10条第１項の許可を取り

消すことができる。  

第 12条  市長は、許可事業者が次のい

ずれかに該当するときは、第８条第

１項及び第 10条第１項の許可を取り

消すことができる。  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 第 19条第１項の規定による保証 (7) 第 19条第１項の規定による保証
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金の預入をせず、又は同条第３項

の規定による質権設定契約の締結

を せ ず に 特 定 事 業 を 実 施 し た と

き。  

金の預入をせず、又は同条第３項

の規定による質権設定契約の締結

をせずに大規模特定事業を実施し

たとき。  

(8) 第 23条の規定による損害賠償責

任保険（特定施設の設置に係る期

間中において、当該特定施設の設

置を請け負う者が加入をする損害

賠償責任保険を含む。）への加入

を せ ず に 特 定 事 業 を 実 施 し た と

き。  

(8) 第 23条の規定による損害賠償責

任保険（特定施設の設置に係る期

間中において、当該特定施設の設

置を請け負う者が加入をする損害

賠償責任保険を含む。）への加入

をせずに大規模特定事業を実施し

たとき。  

（第８条第１項各号に掲げる区域の

外における特定事業の実施に係る届

出）  

（第８条第１項各号に掲げる区域の

外における特定事業の実施に係る届

出）  

第 13条  事業者は、第８条第１項各号

に掲げる区域（当該区域に事業区域

の一部が含まれる場合における当該

事業区域の全部を含む。）の外にお

いて特定事業を実施しようとすると

き（第６条第１項ただし書の規定に

より禁止区域を事業区域とすること

が認められて特定事業を実施しよう

とするときを含む。）は、特定施設

の 設 置 に 着 手 す る 日 の 6 0日 前 ま で

に 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い。  

第 13条  事業者は、第８条第１項各号

に掲げる区域（同項第１号から第 10

号までに掲げる区域にあっては、当

該区域に事業区域の一部が含まれる

場合における当該事業区域の全部を

含む。）の外において特定事業を実

施しようとするとき（第６条ただし

書の規定により禁止区域を事業区域

とすることが認められて特定事業を

実 施 し よ う と す る と き を 含 む 。 ）

は、特定施設の設置に着手する日の

60日前までに、市長に届け出なけれ

ばならない。  

２、３ ［略］ ２、３  ［略］
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４ 第６条の２の規定は、第１項の規

定による届出について準用する。

５ 第 １ 項 の 届 出 を 行 お う と す る 者

は、第６条の３第１項に規定する事

前協議書を市長に提出するよう努め

るものとする。

６ 第 １ 項 の 届 出 を 行 お う と す る 者

は、前項の規定により事前協議書を

市長に提出した場合において、第６

条の３第１項各号に掲げる事項に変

更が生じた場合は、同条第２項に規

定する変更協議書を市長に提出する

よう努めるものとする。ただし、軽

微な変更として規則で定めるものに

該当する場合は、この限りでない。  

（第８条第１項各号に掲げる区域の

外における事業計画の変更に係る届

出等）  

（第８条第１項各号に掲げる区域の

外における事業計画の変更に係る届

出等）  

第 14条 ［略］ 第 14条 ［略］

２ 前条第２項から第６項までの規定

は、前項本文の規定による届出につ

いて準用する。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、

第１項の規定による届出について準

用する。  

３  前２項の規定にかかわらず、届出

事業者が当該届出に係る事業計画を

変更しようとした場合において変更

後の事業計画に従えば第８条第１項

各号に掲げる区域（当該区域に事業

区域の一部が含まれる場合における

３  前２項の規定にかかわらず、届出

事業者が当該届出に係る事業計画を

変更しようとした場合において変更

後の事業計画に従えば第８条第１項

各号に掲げる区域（同項第１号から

第 1 0号 ま で に 掲 げ る 区 域 に あ っ て
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当該事業区域の全部を含む。）にお

いて特定事業を実施することになる

ときは、当該届出事業者は、同項の

規定による市長の許可を受けなけれ

ばならない。この場合における同項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「特定施設の設置に着手する前」と

あるのは、「特定施設の設置に係る

変 更 後 の 工 事 に 着 手 す る 前 」 と す

る。  

は、当該区域に事業区域の一部が含

まれる場合における当該事業区域の

全部を含む。）において特定事業を

実施することになるときは、当該届

出事業者は、同項の規定による市長

の許可を受けなければならない。こ

の場合における同項の規定の適用に

ついては、同項中「特定施設の設置

に着手する前」とあるのは、「特定

施設の設置に係る変更後の工事に着

手する前」とする。  

（特定施設設置完了後の定期報告）  （特定施設設置完了後の定期報告）  

第 16条  事業者は、特定施設の設置が

完了した後は、毎年度、次に掲げる

事項について、規則で定めるところ

により、市長に報告しなければなら

ない。  

第 16条  事業者は、特定施設の設置が

完了した後は、毎年度、次に掲げる

事項について、規則で定めるところ

により、市長に報告しなければなら

ない。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) その他市長が必要と認める事項

２  事 業 者 は 、 前 項 の 報 告 を 行 う 際

に、併せて規則で定める財務計算に

関する諸表及び第 23条に規定する損

害賠償責任保険への加入を示す書類

を市長に提出しなければならない。  

２  大規模特定事業を実施する事業者

は、前項の報告を行う際に、併せて

規則で定める財務計算に関する諸表

及び第 23条に規定する損害賠償責任

保険への加入を示す書類を市長に提

出しなければならない。  

３  ［略］  ３  ［略］  

（廃棄等費用の確保及び管理） （大規模特定事業に係る廃棄等費用

の確保及び管理）  
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第 19条  事業者は、適切に廃棄等費用

を 確 保 し て い る こ と を 保 証 す る た

め、あらかじめ当該事業に係る廃棄

等費用に係る現金（以下「保証金」

という。）を金融機関に預入しなけ

ればならない。  

第 19条  事業者（第 10条第１項又は第

14条第１項の規定に基づき変更後の

事業計画が大規模特定事業に該当す

ることとなる事業者及び第 18条第１

項又は第２項の規定に基づき事業者

の地位を承継した者を含む。以下こ

の 条 か ら 第 2 3 条 ま で に お い て 同

じ。）は、大規模特定事業の実施に

当たっては、適切に廃棄等費用を確

保していることを保証するため、あ

らかじめ当該事業に係る廃棄等費用

に 係 る 現 金 （ 以 下 「 保 証 金 」 と い

う。）を金融機関に預入しなければ

ならない。  

２  前項の規定による保証金の額は、

次に掲げる額のうちいずれか高い額

とする。  

２  前項の規定による保証金の額は、

次に掲げる額のうちいずれか高い額

とする。  

(1) 事業者が設置しようとする特定

施設（太陽光発電施設に限る。以

下この項において同じ。）の発電

出力に、発電出力１キロワット当

たりの資本費（電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法（平成 23年法律

第 1 0 8号） 第 6 7条に 規定 さ れる 調

達価格等算定委員会において示さ

れる調達価格（電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に

(1) 事業者が設置しようとする特定

施設の発電出力に、発電出力１キ

ロワット当たりの資本費（電気事

業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法（平

成 23年 法 律 第 108号 ） 第 67条 に 規

定される調達価格等算定委員会に

おいて示される調達価格（電気事

業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法第３

条第１項に規定する調達価格をい
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関する特別措置法第３条第１項に

規定する調達価格をいい、事業者

が実施しようとする特定事業に適

用されることとなる年度のものを

いう。以下同じ。）の算定に用い

た も の を い う 。 ） の 1 0 0 分 の ６

（第８条第１項の規定に基づく許

可を受ける場合であって、特定事

業の事業区域に同条第１項第１号

の規定に該当する区域が含まれる

場 合 は 1 0 0分 の ７ ） に 相 当 す る 額

を乗じて得た額。ただし、令和２

年度以後の調達価格の適用を受け

ることとなる特定事業を実施しよ

うとする場合にあっては、事業者

が設置しようとする特定施設の発

電出力に１キロワット当たり１万

円を乗じて得た額とする。  

い、事業者が実施しようとする特

定事業に適用されることとなる年

度のものをいう。以下同じ。）の

算 定 に 用 い た も の を い う 。 ） の

100分 の ５ に 相 当 す る 額 を 乗 じ て

得た額。ただし、令和２年度以後

の調達価格の適用を受けることと

なる特定事業を実施しようとする

場合にあっては、事業者が設置し

ようとする特定施設の発電出力に

１キロワット当たり１万円を乗じ

て得た額とする。  

(2) 事業者が実施しようとする特定

事業に係る資本費（第８条第３項

第７号に規定するものをいう。）

の 1 0 0分 の ６ （ 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定に基づく許可を受ける場合であ

って、特定事業の事業区域に同条

第１項第１号の規定に該当する区

域 が 含 ま れ る 場 合 は 1 0 0分 の ７ ）

に相当する額又は当該特定事業に

係る廃棄等費用の見積額  

(2) 事業者が実施しようとする特定

事業に係る資本費（第８条第３項

第６号に規定するものをいう。）

の 1 0 0分 の ５ に 相 当 す る 額 又 は 当

該特定事業に係る廃棄等費用の見

積額  
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３ ［略］ ３ ［略］  

４ 第 10条第１項又は第 14条第１項の

規定に基づき変更後の事業計画が大

規模特定事業に該当することとなる

事業者に係る前項の規定の適用につ

いては、同項中「第８条第１項」と

あるのは「第 10条第１項」と、「第

13条第１項」とあるのは「第 14条第

１項」と、「特定施設の設置」とあ

るのは「特定施設の設置に係る事業

計画の変更に伴い生じる工事」と読

み替えるものとする。

４  前条第１項の規定に基づき事業者

の地位を承継した者に係る前項の規

定の適用については、同項中「第８

条第１項の規定に基づく市長の許可

を受けようとする者にあっては当該

許可を受けるまでに、第 13条第１項

の規定に基づく届出を行おうとする

者にあっては特定施設の設置に着手

するまでに」とあるのは、「前条第

１項の規定により事業者の地位を承

継した際に、特定施設の設置に着手

していない場合にあっては特定施設

の設置に着手するまでに、特定施設

の設置に着手している場合にあって

は前条第３項の規定に基づく市長へ

の届出を行った後速やかに」と読み

５  第 18条第１項の規定に基づき事業

者の地位を承継した者に係る第３項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「第８条第１項の規定に基づく市長

の許可を受けようとする者にあって

は当該許可を受けるまでに、第 13条

第１項の規定に基づく届出を行おう

とする者にあっては特定施設の設置

に 着 手 す る ま で に 」 と あ る の は 、

「第 18条第１項の規定により事業者

の地位を承継した際に、特定施設の

設置に着手していない場合にあって

は 特 定 施 設 の 設 置 に 着 手 す る ま で

に、特定施設の設置に着手している

場合にあっては第 18条第３項の規定

に基づく市長への届出を行った後速
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替えるものとする。  やかに」と読み替えるものとする。  

５  第１項から第３項までの規定は、

既に特定事業を実施している事業者

が新たに事業計画の変更（第 10条第

１項ただし書及び第 14条第１項ただ

し書に規定する変更を含む。）をす

ることにより預入をすべき保証金の

額が増加する場合の当該増加する額

の預入について準用する。  

６  第１項から第４項までの規定は、

既に大規模特定事業を実施している

事業者が新たに事業計画の変更（第

10条第１項ただし書及び第 14条第１

項 た だ し 書 に 規 定 す る 変 更 を 含

む。）をすることにより預入をすべ

き保証金の額が増加する場合の当該

増 加 す る 額 の 預 入 に つ い て 準 用 す

る。  

（廃棄等費用の確保等に係る公表）  （大規模特定事業に係る廃棄等費用

の確保等に係る公表）  

第 20条  ［略］  第 20条  ［略］  

（質権設定契約の解除等）  （質権設定契約の解除等）  

第 22条  市は、次に掲げる場合には、

第 19条第３項の規定により締結した

質 権 設 定 契 約 を 解 除 す る も の と す

る。  

第 22条  市は、次に掲げる場合には、

第 19条第３項の規定により締結した

質 権 設 定 契 約 を 解 除 す る も の と す

る。  

(1) 第９条第３項（第 10条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の

規定に基づき、許可の申請に対し

て許可をしない決定をし、それを

通知したとき。  

(1) 第９条第３項（第 10条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の

規定に基づき、許可の申請に対し

て許可をしない決定をし、それを

通知したとき。ただし、大規模特

定事業を実施していない場合に限

る。  

(2) 第 10条第１項又は第 14条第１項

の規定に基づく事業計画の変更に

より、変更後の特定事業が大規模
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特定事業に該当しないこととなっ

たとき。ただし、大規模特定事業

を実施している場合にあっては、

災害発生の防止のために必要な措

置等がとられていると市長が認め

るときに限る。

(2) 第 12条の規定に基づき、特定事

業の実施に係る許可を取り消した

とき。ただし、特定事業を実施し

ていない場合に限る。  

(3) 第 12条の規定に基づき、特定事

業の実施に係る許可を取り消した

とき。ただし、大規模特定事業を

実施していない場合に限る。  

(3) 第 18条第１項の規定による事業

者の地位の承継があった場合にお

いて、同項の規定により事業者の

地位を承継した者と新たに第 19条

第４項の規定により読み替えて適

用する同条第３項の規定に基づく

質権設定契約を締結したとき。  

(4) 第 18条第１項の規定による事業

者の地位の承継があった場合にお

いて、同項の規定により事業者の

地位を承継した者と新たに第 19条

第５項の規定により読み替えて適

用する同条第３項の規定に基づく

質権設定契約を締結したとき。  

(4) ［略］ (5) ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

（損害賠償責任保険への加入） （大規模特定事業に係る損害賠償責

任保険への加入）  

第 23条  事業者は特定施設の設置に着

手する日から特定施設を廃止する日

までの間、当該特定事業の実施に起

因して生じた他人の生命又は身体及

び財産に係る損害を填補する保険又

は共済（以下「損害賠償責任保険」

という。）への加入をしなければな

第 23条  事業者は、大規模特定事業の

実施に当たっては、特定施設の設置

に着手する日から特定施設を廃止す

る日までの間、当該大規模特定事業

の実施に起因して生じた他人の生命

又は身体及び財産に係る損害を填補

する保険又は共済（以下「損害賠償
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らない。ただし、特定施設の設置に

係る期間中の損害賠償責任保険への

加入にあっては、当該特定施設の設

置を請け負う者が、損害賠償責任保

険への加入をすることで足りるもの

とする。  

責任保険」という。）への加入をし

なければならない。ただし、特定施

設の設置に係る期間中の損害賠償責

任保険への加入にあっては、当該特

定施設の設置を請け負う者が、損害

賠償責任保険への加入をすることで

足りるものとする。  

 ２  第 10条第１項又は第 14条第１項の

規定に基づき変更後の事業計画によ

り当該特定事業が大規模特定事業に

該当することとなる事業者に係る前

項の規定の適用については、同項中

「特定施設の設置」とあるのは「特

定施設の設置に係る事業計画の変更

に伴い生じる工事」と読み替えるも

のとする。  

２  ［略］  ３  ［略］  

（勧告）  （勧告）  

第 2 6条  市 長 は 、 次 に 掲 げ る 者 に 対

し、期限を定めて、災害の発生の防

止のために、又は良好な自然環境若

しくは生活環境の保全のために必要

な措置その他の措置をとるべき旨の

勧告をすることができる。  

第 2 6条  市 長 は 、 次 に 掲 げ る 者 に 対

し、期限を定めて、災害の発生の防

止のために、又は良好な自然環境若

しくは生活環境の保全のために必要

な措置その他の措置をとるべき旨の

勧告をすることができる。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 第８条第１項又は第 10条第１項

の許可を受けないで、第８条第１

項各号に掲げる区域（当該区域に

(3) 第８条第１項又は第 10条第１項

の許可を受けないで、第８条第１

項各号に掲げる区域（同項第１号
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事業区域の一部が含まれる場合に

お け る 当 該 事 業 区 域 の 全 部 を 含

む。）において、特定事業を実施

している者  

から第 10号までに掲げる区域にあ

っては、当該区域に事業区域の一

部が含まれる場合における当該事

業 区 域 の 全 部 を 含 む 。 ） に お い

て、特定事業を実施している者  

(4) 第 12条の規定により許可の取消

しを受けた後も、第８条第１項各

号に掲げる区域（当該区域に事業

区域の一部が含まれる場合におけ

る当該事業区域の全部を含む。）

において、特定事業を実施してい

る者  

(4) 第 12条の規定により許可の取消

しを受けた後も、第８条第１項各

号に掲げる区域（同項第１号から

第 10号までに掲げる区域にあって

は、当該区域に事業区域の一部が

含まれる場合における当該事業区

域の全部を含む。）において、特

定事業を実施している者  

(5) ［略］ (5) ［略］

(6) 第 19条第１項の規定に違反して

保証金の預入をせず、又は同条第

３項の規定に違反して市と質権設

定契約を締結せずに特定事業を実

施している者  

(6) 第 19条第１項の規定に違反して

保証金の預入をせず、又は同条第

３項の規定に違反して市と質権設

定契約を締結せずに大規模特定事

業を実施している者  

(7) 第 23条の規定に違反して、損害

賠償責任保険（特定施設の設置に

係る期間中において、当該特定施

設の設置を請け負う者が加入をす

る損害賠償責任保険を含む。）へ

の加入をせずに特定事業を実施し

ている者  

(7) 第 23条の規定に違反して、損害

賠償責任保険（特定施設の設置に

係る期間中において、当該特定施

設の設置を請け負う者が加入をす

る損害賠償責任保険を含む。）へ

の加入をせずに大規模特定事業を

実施している者  

(8)～ (10) ［略］ (8)～ (10) ［略］

附  則 附  則
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（施行期日）  （施行期日）  

第１条  この条例は、令和元年７月１

日から施行する。  

第１条  この条例は、平成 31年７月１

日から施行する。  

（第４条第２項の施設基準の遵守に

係る経過措置）  

（第４条第２項の施設基準の遵守に

係る経過措置）  

第 ２ 条  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下

「施行日」という。）前に特定施設

の設置に着手している特定事業（特

定施設の設置を完了している特定事

業 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て

は、令和元年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 10条第１項ただし書及

び第 14条第１項ただし書の規定の適

用を受けるものを除く。）が行われ

るまでの間は、第４条第２項の規定

は、適用しない。  

第 ２ 条  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下

「施行日」という。）前に特定施設

の設置に着手している特定事業（特

定施設の設置を完了している特定事

業 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て

は、平成 31年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 10条第１項ただし書及

び第 14条第１項ただし書の規定の適

用を受けるものを除く。）が行われ

るまでの間は、第４条第２項の規定

は、適用しない。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長

は、施行日以後は、第４条第２項に

規 定 す る 施 設 基 準 の 趣 旨 を 考 慮 し

て、前項の規定の適用を受ける特定

事業について、第 25条の規定に基づ

く指導及び助言を行うことができる

ものとする。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長

は、施行日以後は、第４条第２項に

規 定 す る 施 設 基 準 の 趣 旨 を 考 慮 し

て、前項の規定の適用を受ける特定

事業について、第 19条の規定に基づ

く指導及び助言を行うことができる

ものとする。  

（ 第 ６ 条 の 禁 止 区 域 に 係 る 経 過 措

置）  

（ 第 ６ 条 の 禁 止 区 域 に 係 る 経 過 措

置）  

第４条  施行日前に特定施設の設置に

着手している特定事業については、

令和元年 10月１日以後に事業計画の

第４条  施行日前に特定施設の設置に

着手している特定事業については、

平成 31年 10月１日以後に事業計画の

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

151



変更（第 10条第１項ただし書及び第

14条第１項ただし書の規定の適用を

受けるものを除く。）が行われるま

での間は、第６条の規定は、適用し

ない。  

変更（第 10条第１項ただし書及び第

14条第１項ただし書の規定の適用を

受けるものを除く。）が行われるま

での間は、第６条の規定は、適用し

ない。  

（第７条第１項の事業計画に係る経

過措置）  

（第７条第１項の事業計画に係る経

過措置）  

第５条  次条第２項又は附則第７条第

２項の規定の適用を受ける特定事業

については、令和元年 10月１日時点

において実際に事業者が有していた

事業計画を第７条第１項に規定する

事業計画であるとみなして、この条

例の規定を適用する。  

第５条  次条第２項又は附則第７条第

２項の規定の適用を受ける特定事業

については、平成 31年 10月１日時点

において実際に事業者が有していた

事業計画を第７条第１項に規定する

事業計画であるとみなして、この条

例の規定を適用する。  

２  市長は、前項の令和元年 10月１日

時点において実際に事業者が有して

い た 事 業 計 画 の 内 容 を 把 握 す る た

め、第 24条第１項の規定に基づく報

告若しくは資料の提出の求め又は立

入調査の権限を適切に行使するもの

とする。  

２  市長は、前項の平成 31年 10月１日

時点において実際に事業者が有して

い た 事 業 計 画 の 内 容 を 把 握 す る た

め、第 18条第１項の規定に基づく報

告若しくは資料の提出の求め又は立

入調査の権限を適切に行使するもの

とする。  

（第８条第１項の特定事業の実施に

係る許可についての経過措置）  

（第８条第１項の特定事業の実施に

係る許可についての経過措置）  

第６条  第８条第１項の規定に基づく

許可は、令和元年 10月１日以後に特

定施設の設置に着手する特定事業に

ついて要するものとする。  

第６条  第８条第１項の規定に基づく

許可は、平成 31年 10月１日以後に特

定施設の設置に着手する特定事業に

ついて要するものとする。  

２  令和元年 10月１日前に特定施設の ２  平成 31年 10月１日前に特定施設の
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設置に着手している特定事業につい

ては、その事業区域が第８条第１項

各号に掲げる区域（当該区域に事業

区域の一部が含まれる場合における

当該事業区域の全部を含む。以下同

じ。）に属する場合であっても、同

項の許可を受けていないことをもっ

てこの条例に違反しているものとは

扱わないものとする。  

設置に着手している特定事業につい

ては、その事業区域が第８条第１項

各号に掲げる区域（同項第１号から

第 1 0号 ま で に 掲 げ る 区 域 に あ っ て

は、当該区域に事業区域の一部が含

まれる場合における当該事業区域の

全部を含む。以下同じ。）に属する

場合であっても、同項の許可を受け

ていないことをもってこの条例に違

反しているものとは扱わないものと

する。  

３  前項の規定により第８条第１項の

許可を受けていないことをもってこ

の条例に違反しているものとは扱わ

な い も の と さ れ た 特 定 事 業 に つ い

て、令和元年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 10条第１項各号に掲げ

る変更を除く。）が行われるときは

第 10条第１項の規定による事業計画

の変更の許可を受けなければならな

いものとする。  

３  前項の規定により第８条第１項の

許可を受けていないことをもってこ

の条例に違反しているものとは扱わ

な い も の と さ れ た 特 定 事 業 に つ い

て、平成 31年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 10条第１項各号に掲げ

る変更を除く。）が行われるときは

第 10条第１項の規定による事業計画

の変更の許可を受けなければならな

いものとする。  

４  第２項の規定により第８条第１項

の許可を受けていないことをもって

この条例に違反しているものとは扱

わないものとされた特定事業につい

て、令和元年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 10条第１項各号に掲げ

る 変 更 に 限 る 。 ） が 行 わ れ る と き

４  第２項の規定により第８条第１項

の許可を受けていないことをもって

この条例に違反しているものとは扱

わないものとされた特定事業につい

て、平成 31年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 10条第１項各号に掲げ

る 変 更 に 限 る 。 ） が 行 わ れ る と き
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は、第 10条第２項の規定による届出

は要しないものとする。  

は、第 10条第２項の規定による届出

は要しないものとする。  

５  ［略］  ５  ［略］  

（第 13条の特定事業の実施に係る届

出についての経過措置）  

（第 13条の特定事業の実施に係る届

出についての経過措置）  

第７条  第 13条第１項の規定に基づく

届出は、令和元年 10月１日以後に特

定施設の設置に着手する特定事業に

ついて要するものとする。  

第７条  第 13条第１項の規定に基づく

届出は、平成 31年 10月１日以後に特

定施設の設置に着手する特定事業に

ついて要するものとする。  

２  令和元年 10月１日前に特定施設の

設置に着手している特定事業（その

事業区域が第８条第１項各号に掲げ

る区域に属さないものに限る。）に

ついては、第 13条第１項の届出がな

されていないことをもってこの条例

に違反しているものとは扱わないも

のとする。  

２  平成 31年 10月１日前に特定施設の

設置に着手している特定事業（その

事業区域が第８条第１項各号に掲げ

る区域に属さないものに限る。）に

ついては、第 13条第１項の届出がな

されていないことをもってこの条例

に違反しているものとは扱わないも

のとする。  

３  前項の規定により第 13条第１項の

届出がなされていないことをもって

この条例に違反しているものとは扱

わないものとされた特定事業につい

て、令和元年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 14条第１項各号に掲げ

る 変 更 を 除 く 。 ） が 行 わ れ る と き

は、第 14条第１項本文の規定による

事業計画の変更の届出を行わなけれ

ばならないものとする。  

３  前項の規定により第 13条第１項の

届出がなされていないことをもって

この条例に違反しているものとは扱

わないものとされた特定事業につい

て、平成 31年 10月１日以後に事業計

画の変更（第 14条第１項各号に掲げ

る 変 更 を 除 く 。 ） が 行 わ れ る と き

は、第 14条第１項本文の規定による

事業計画の変更の届出を行わなけれ

ばならないものとする。  

４  第２項の規定により第 13条第１項 ４  第２項の規定により第 13条第１項
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の届出がなされていないことをもっ

てこの条例に違反しているものとは

扱わないものとされた特定事業につ

いて、令和元年 10月１日以後に事業

計画の変更（第 14条第１項各号に掲

げる変更に限る。）が行われるとき

は、第 14条第１項ただし書の規定に

よる届出は要しないものとする。  

の届出がなされていないことをもっ

てこの条例に違反しているものとは

扱わないものとされた特定事業につ

いて、平成 31年 10月１日以後に事業

計画の変更（第 14条第１項各号に掲

げる変更に限る。）が行われるとき

は、第 14条第１項ただし書の規定に

よる届出は要しないものとする。  

５  第３項の規定にかかわらず、第２

項の規定により第 13条第１項の届出

がなされていないことをもってこの

条例に違反しているものとは扱わな

いものとされた特定事業について、

令和元年 10月１日以後に事業計画の

変更が行われ、かつ、変更後の事業

計画に従えば第８条第１項各号に掲

げる区域において特定事業を実施す

ることとなるときは、第 14条第３項

の規定に基づき、市長の許可を受け

なければならないものとする。  

５  第３項の規定にかかわらず、第２

項の規定により第 13条第１項の届出

がなされていないことをもってこの

条例に違反しているものとは扱わな

いものとされた特定事業について、

平成 31年 10月１日以後に事業計画の

変更が行われ、かつ、変更後の事業

計画に従えば第８条第１項各号に掲

げる区域において特定事業を実施す

ることとなるときは、第 14条第３項

の規定に基づき、市長の許可を受け

なければならないものとする。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和７年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

第２条  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改

正前の神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例（以下

「旧条例」という。）第８条第２項の規定に基づく許可申請書が提出された特

定事業、旧条例第 13条第１項の規定に基づく届出書が提出された特定事業又は
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令和元年 10月１日前に特定施設の設置に着手している事業（それぞれ特定施設

の設置を完了している特定事業を含む。以下同じ。）については、施行日以後

にこの条例による改正後の神戸市太陽光発電施設等の適正な設置及び維持管理

に関する条例（以下「新条例」という。）第 10条第１項又は第 14条第１項の規

定に基づく事業計画の変更（第 10条第１項ただし書及び第 14条第１項ただし書

の規定の適用を受けるもの並びに施行日において現に旧条例第 10条本文の許可

に係る申請がなされているものを除く。以下同じ。）が行われるまでの間は、

新条例第６条第２項の規定は、適用しない。  

２  新条例第６条の２及び第６条の３（第 10条第３項で準用する場合を含む。）

の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用する。  

３  新条例第 13条第４項から第６項まで（第 14条第２項で準用する場合を含む。）

の規定は、施行日以後にされる届出について適用する。  

４  施行日において現に旧条例第８条第２項の規定に基づく許可申請書が提出さ

れ、又は旧条例第 10条本文の許可に係る申請がなされている事業計画について

の新条例第７条第１項の規定の適用については、「実施しなければならない」

とあるのは「実施するよう努めるものとする」とする。  

５  施行日前に旧条例第 13条第１項の規定に基づく届出がされた特定事業又は旧

条例附則第７条第３項の規定による事業計画の変更の届出がされた特定事業は、

新条例第８条第１項第２号に掲げる区域に事業区域の一部が含まれる場合であ

っても、施行日以後に事業計画の変更が行われるまでの間は、新条例第８条第

１項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わ

ないものとする。

６  新条例第９条第１項の規定（第 10条第３項で準用する場合を含む。）は、施

行日以後にされる申請について適用し、施行日において現にされている申請に

ついては、なお従前の例による。  

７  新条例第 12条、第 19条及び第 23条の規定の適用については、施行日以後に事

業計画の変更が行われるまでの間は、なお従前の例による。  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、

規則で定める。  
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（手数料条例の一部改正）  

第３条  神戸市手数料条例（平成 12年３月条例第 77号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （手数料）   （手数料）  

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。  

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。  

(1)～ (72の 7) ［略］  (1)～ (72の 7) ［略］  

(73) 神戸市太陽光発電施設等の適

正な設置及び維持管理に関する条

例（平成 30年 12月条例第 14号）第

８条第１項の規定に基づく特定事

業の実施に係る許可の申請に対す

る審査  

(73) 神戸市太陽光発電施設の適正

な設置及び維持管理に関する条例

（平成 30年 12月条例第 14号）第８

条第１項の規定に基づく特定事業

の実施に係る許可の申請に対する

審査  

１件につき、特定事業の用に供

す る 土 地 の 区 域 の 面 積 が 1,000平

方メートル未満のものにあっては

８万 2,000円、 1,000平方メートル

以 上 の も の に あ っ て は 15万 1,000

１件につき、特定事業の用に供

す る 土 地 の 区 域 の 面 積 が 1,000平

方メートル未満のものにあっては

８万 2,000円、 1,000平方メートル

以 上 の も の に あ っ て は 15万 1,000
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円  円  

(73の 2) 神戸市太陽光発電施設等の

適正な設置及び維持管理に関する

条例第 10条第１項の規定に基づく

事業計画の変更の許可の申請に対

する審査  

(73の 2) 神戸市太陽光発電施設の適

正な設置及び維持管理に関する条

例第 10条第１項の規定に基づく事

業計画の変更の許可の申請に対す

る審査  

１件につき、特定事業の用に供

す る 土 地 の 区 域 の 面 積 が 1,000平

方メートル未満のものにあっては

５万 9,000円、 1,000平方メートル

以 上 の も の に あ っ て は 12万 8,000

円  

１件につき、特定事業の用に供

す る 土 地 の 区 域 の 面 積 が 1,000平

方メートル未満のものにあっては

５万 9,000円、 1,000平方メートル

以 上 の も の に あ っ て は 12万 8,000

円  

(74)～ (158) ［略］ (74)～ (158) ［略］
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 神戸市国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例を廃止する条例を次のように

公布する。 

神 戸 市 条 例第36号

神 戸 市 国 営東 播 用 水土 地 改良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 を 廃 止す る 条 例

 神 戸 市 国営 東 播 用水 土 地改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 （ 平成 ３ 年 １ 月 条 例 第 20号 ）

は 、 廃 止 する 。 

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市産業振興センター条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第37号

神戸市産業振興センター条例の一部を改正する条例

神戸市産業振興センター条例（平成４年 10月条例第 30号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後 改正前

別表（第８条関係）

(1) 施設の使用料

ア ［略］

イ 会議室の使用料

部屋番号 使用料

午前  

（午前９時から正

午まで）  

午後  

（午後１時から午

後５時まで）  

夜間  

（午後６時から午

後９時まで）  

901 ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

801 

905 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

802 

803 

904 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

902 

903 

906 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

804 ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

別表（第８条関係）

(1) 施設の使用料

ア ［略］

イ 会議室の使用料

区分 使用料

午前  

（午前９時から正

午まで）  

午後  

（午後１時から午

後５時まで）  

夜間  

（午後６時から午

後９時まで）  

特別会議室 6,000円 7,500円 7,500円

17,000円 23,000円 23,000円

会議室 901 ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

801 

905 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

802 

803 

904 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

902 

903 

906 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

804 ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］

(2) ［略］

備考 ［略］

(2) ［略］
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附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市立路外駐車場条例及び道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐車料金

を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部を改正する等の条例を次のように公

布する。  

神戸市条例第38号

神戸市立路外駐車場条例及び道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐車

料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部を改正する等の条例

（道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に

関する条例の一部改正）  

第１条  道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車

場に関する条例（平成５年 10月条例第 30号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 位置 使用の対象となる自動車の

種類  

神戸市神戸駅南駐車場 ［略］ ［略］

神戸市荒田公園駐車場  神戸市兵庫 区荒田 町２丁目大 倉

山線路面下  

普 通 自 動 車 及 び 自 動 二 輪

車  

［略］ ［略］ ［略］

神戸市長田北町駐車場 ［略］ 普通自動車及び自動二輪車

［略］ ［略］ ［略］

名称 位置 使用の対象となる自動車の

種類  

神戸市神戸駅南駐車場 ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

神戸市長田北町駐車場 ［略］ 普通自動車

［略］ ［略］ ［略］

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

名称 駐車を開始できる時間 駐車を終了できる時間

神戸市神戸駅南駐車場 ［略］ ［略］

神戸市荒田公園駐車場  午前５時から午後 11時まで 午前５時から午後 12時まで

神 戸 市 和 田 岬 駅 前 駐 車

場  

午前６時 30分から午後 11時ま

で  

午前６時 30分から午後 12時ま

で  

神戸市長田北町駐車場 午前７時から午後 10時まで 午前７時から午後 11時まで

［略］ ［略］ ［略］

名称 駐車を開始できる時間 駐車を終了できる時間

神戸市神戸駅南駐車場 ［略］ ［略］

神戸市和 田岬駅前 駐車

場  

午前７時から午後 11時まで 午前７時から午後 12時まで

神戸市長田北町駐車場

［略］ ［略］ ［略］

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係）

名称 駐車料金 １ 日 当 た り の 上 限

額  区分 駐車料金の単位となる時間及び金額

神戸市神戸

駅南駐車場  

［略］ ［略］ ［略］

神 戸 市 荒

田 公 園 駐

車場  

入車の時から 30分を経過するまでにあっては

150円、入車から 30分を経過した後にあっては

10分につき 50円  

810円

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

名称 駐車料金 １日当たりの上限

額  区分 駐車料金の単位となる時間及び金額

神戸市神戸

駅南駐車場  

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］
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別表第４（第５条関係） 別表第４（第５条関係）

名称 回数駐車券の料金  定期駐車券の種類、利用できる曜日及び時間並びに

１月当たりの料金  

昼間 平日昼間 夜間 全日

神 戸 市 神 戸

駅南駐車場  

［略］ ［略］ ［略］

神 戸 市 荒 田

公園駐車場  

1 , 6 5 0 円 相

当 の 回 数 駐

車 券  1 , 5 0

0円  

午 前 ７ 時 か

ら 午 後 1 0時

まで  1 7 , 3

10円  

月 曜 日 か ら 金

曜 日 ま で の 午

前 ７ 時 か ら 午

後 10時まで  

14,260円  

午 前 ０ 時 か ら

午 前 ８ 時 ま で

及 び 午 後 ８ 時

か ら 午 後 1 2時

まで  9,170円  

19,350円

［略］

名称 回数駐車券の料金  定期駐車券の種類、利用できる曜日及び時間並びに

１月当たりの料金  

昼間 平日昼間 夜間 全日

神 戸 市 神 戸

駅南駐車場  

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］
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（路外駐車場条例の一部改正）  

第２条  神戸市立路外駐車場条例（昭和 42年３月条例第 53号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後 改正前

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係）

名称 位置 使用の対象

［略］ ［略］ ［略］

神戸市立花隈駐車場 ［略］ 普通自動車及び自動二輪車

［略］ ［略］ ［略］

名称 位置 使用の対象

［略］ ［略］ ［略］

神戸市立花隈駐車場 ［略］ 普通自動車

［略］ ［略］ ［略］

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係）

名称 駐車料金 １ 日 当 た

り の 上 限

額

区分 駐車料金の単位となる時間及び金額

神 戸 市

立 三 宮

駐車場  

北 ブ ロ

ック、南

ブ ロ ッ

ク

月 曜 日 か ら 金

曜日まで（休日

を除く。）  

午前０時から午前７時まで及び午後 10時

から午後 12時までにあっては 60分につき

100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 15分につき 100円  

1,530円

日 曜 日 及 び 土

曜 日 並 び に 休

日  

午前０時から午前７時まで及び午後 10時

から午後 12時までにあっては 60分につき

100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 25分につき 200円  

2,040円

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

名称 駐車料金 １ 日 当 た

り の 上 限

額

区分 駐車料金の単位となる時間及び金額

神 戸 市

立 三 宮

駐車場

北 ブ ロ

ック

月 曜 日 か ら 金

曜日まで（休日

を除く。）  

午前０時から午前７時まで及び午後 10時

から午後 12時までにあっては 60分につき

100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 15分につき 100円  

1,530円

日 曜 日 及 び 土

曜 日 並 び に 休

日  

午前０時から午前７時まで及び午後 10時

から午後 12時までにあっては 60分につき

100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 25分につき 200円  

2,040円

南 ブ ロ

ック

月 曜 日 か ら 金

曜日まで（休日

を除く。）  

午前０時から午前７時まで及び午後 10時

から午後 12時までにあっては 60分につき

100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 15分につき 100円  

1,020円

日 曜 日 及 び 土

曜 日 並 び に 休

日  

1,530円

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］
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 （路外駐車場条例の一部改正）  

第３条  神戸市立路外駐車場条例の一部を次のように改正する。

次の表の第３条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第３条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

第３条による改正後 第３条による改正前

神戸市駐車場条例 神戸市立路外駐車場条例

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  この条例は、道路交通の円滑

化を図るため、本市が設置する駐車

場法（昭和 32年法律第 106号）第２条

第２号に規定される路外駐車場及び

道路法（昭和 27年法律第 180号）第 24

条の２第１項の規定に基づき駐車料

金を徴収する自動車駐車場（以下単

に「駐車場」という。）の設置及び管

理に関し必要な事項を定めるものと

する。  

第１条  この条例は、本市が設置する

路外駐車場（以下「駐車場」という。）

の設置及び管理に関し必要な事項を

定めるものとする。  

（設置）  （設置）  

第２条  駐車場法に基づき、路外駐車

場を設置し、その名称及び位置は別

表１のとおりとする。  

第 ２ 条  道 路 交 通 の 円 滑 化 を 図 る た

め、駐車場法（昭和 32年法律第 106号）

に基づき、駐車場を設置する。  

２  道路法第 24条の２第１項に基づき ２  駐車場の名称及び位置は、別表第
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駐車料金を徴収する自動車駐車場を

設置し、その名称及び位置は、別表第

２のとおりとする。

１のとおりとする。

（使用の対象）  （使用の対象）

第３条  駐車場の使用の対象となる自

動車は、普通自動車（道路交通法（昭

和 35年法律第 105号）第３条に規定す

る普通自動車をいう。以下同じ。）及

び自動二輪車（同条に規定する大型

自動二輪車及び普通自動二輪車をい

う。以下同じ。）とし、各駐車場での

対象は別表第１及び別表第２のとお

りとする。  

第３条 駐車場の使用の対象となる自

動車は、別表第１のとおりとする。

（駐車場の供用等）  

第４条  駐車場の供用日は１月１日か

ら 12月 31日までとする。

２ 駐車場の入庫及び出庫の受付時間

は、第 12条の規定により駐車場の管

理を行うもの（以下「指定管理者」と

いう。）があらかじめ市長の承認を得

て定める。これらを変更するときも、

同様とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、指定

管理者は駐車場の設備の補修、点検

又は整備、天災その他やむを得ない

事由があるときは、あらかじめ市長

の承認を得て、第１項の規定による

（駐車の開始及び終了の時間）

第４条 駐車を開始できる時間及び駐

車を終了できる時間は、別表第２の

とおりとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、

特に必要があると認めるときは、同

項の時間を変更することができる。
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供用日若しくはその時間（以下「供用

時間」という。）又は前項の規定によ

る 受 付 時 間 を 変 更 す る こ と が で き

る。

４ 市長は、前２項の承認を行ったと

きは、速やかに当該承認を行った内

容を公表するものとする。

（使用の期間及び駐車の制限）  （使用の期間）  

第５条  駐車場の１回の使用は、駐車

を開始した日から起算して７日目の

供用時間終了時までを限度とする。  

２  ［略］

第５条  駐車場の１回の使用は、駐車

を開始した日から起算して７日目の

駐車を終了できる時間までを限度と

する。  

２  ［略］

（利用料金）

第６条 市長は、指定管理者に駐車場

の利用に係る利用料金（次項に規定

する一時駐車料金並びに第５項に規

定する回数駐車券及び第７項に規定

する定期駐車券の料金を言う。以下

同じ。）を当該指定管理者の収入とし

て収受させるものとする。

（駐車料金の額等）

第６条 駐車場の駐車料金の額は、普

通自動車（道路交通法（昭和 35年法律

第 105号）第３条に規定する普通自動

車をいう。以下同じ。）にあっては別

表第３のとおりとし、自動二輪車（同

条に規定する大型自動二輪車及び普

通自動二輪車をいう。以下同じ。）に

あっては１日１回（駐車が２日以上

にわたる場合にあっては、駐車を開

始した日から駐車を終了した日まで

の日数につきそれぞれ１回とみなし

た回数）につき 410円とする。

２ 一時駐車料金の額は、普通自動車

及び自動二輪車については別表第３

２ 普通自動車の１回の駐車に係る１

日の駐車料金の額が別表第３に規定
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に規定する額の範囲内において、指

定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定める。これを変更しようとす

るときも、同様とする。

する１日当たりの上限額（以下この

項において「上限額」という。）を超

える場合は、前項の規定にかかわら

ず、当該上限額を超える日の駐車料

金は、当該上限額とする。この場合に

おいて、１回の駐車が２日以上にわ

たるときは、駐車を開始した日から

駐車を終了した日までの日をそれぞ

れ１日として計算する。

３ 指定管理者は、普通自動車及び自

動二輪車の１回の駐車に係る１日の

一時駐車料金の１日当たりの上限額

（以下この項において「上限額」とい

う。）を定め、一時駐車料金が１日の

上限額を超える場合は、前項の規定

にかかわらず、当該上限額を駐車料

金とする。

３ 市長は、必要があると認めるとき

は、別表第４に規定する額の回数駐

車券を発行することができる。

４ 前項の上限額は、別表第３に規定

する額の範囲内において、指定管理

者があらかじめ市長の承認を得て定

める。これを変更しようとするとき

も、同様とする。

４ 市長は、必要があると認めるとき

は、第１項の規定にかかわらず、１月

につき、普通自動車にあっては別表

第４に規定する額の、自動二輪車に

あっては 6 , 1 1 0円の 定期駐車券 を発

行することができる。

５ 指定管理者は、必要があると認め

るときは、回数駐車券を発行するこ

とができる。

５ 前項の定期駐車券の発行に当たっ

ては、駐車の場所を特定し、又は優先

して駐車することができる旨を特約

することはできない。

６ 前項の回数駐車券の額は、普通自 ６ 前各項の規定にかかわらず、駐車
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動車及び自動二輪車の一時駐車料金

の額に 11分の 10を乗じて得た額の範

囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める。これ

を変更しようとするときも、同様と

する。

場を有効に活用するために必要があ

ると市長が認めるときは、当該駐車

場における駐車料金、回数駐車券に

係る料金又は定期駐車券に係る料金

の額は、前各項に規定する額を超え

ない範囲内において規則で定める。

７ 指定管理者は、必要があると認め

るときは、定期駐車券を発行するこ

とができる。

８ 前項の定期駐車券の額は、１月に

つき、普通自動車及び自動二輪車に

あっては別表４に規定する額の範囲

内において、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て定める。これを

変更しようとするときも、同様とす

る。

９ 指定管理者は、前項の定期駐車券

の発行に当たつては、駐車の場所を

特定し、又は優先して駐車すること

ができる旨を特約することはできな

い。  

10 市長は、第２項、第４項、第６項及

び第８項の承認を行ったときは、速

やかに当該承認を行った利用料金の

額を公表するものとする。

（駐車料金の徴収）

第７条 駐車料金は、自動車を駐車し

た者から駐車を終了した時に徴収す
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る。ただし、前条第３項の回数駐車券

又は同条第４項の定期駐車券による

料金については、その発行の時に徴

収する。  

（利用料金の減免） （駐車料金の減免）

第７条 指定管理者は、次に掲げる普

通 自 動 車 を 駐 車 す る 場 合 に お い て

は、当該各号に定めるところにより、

利用料金を減額し、又は免除するこ

とができる。  

第８条 次に掲げる自動車を駐車する

場合においては、当該各号に定める

ところにより、駐車料金を減額し、又

は免除することができる。  

(1) 次のいずれかに該当する普通自

動車 免除

(1) 次のいずれかに該当する自動車

免除

ア 駐車場の付近において国又は

地方公共団体の職員が防疫活動

その他の緊急を要する公務を行

うため使用する普通自動車  

ア 駐車場の付近において国又は

地方公共団体の職員が防疫活動

その他の緊急を要する公務を行

うため使用する自動車  

イ 駐車場の管理業務に携わる者

が当該業務を遂行する上で必要

な普通自動車  

イ 駐 車 場 の 管 理 業 務 に 携 わ る 者

が 当 該 業 務 を 遂 行 す る 上 で 必 要

な自動車  

ウ 地方公共団体の職員が駐車場

の施設その他の公共施設を調査

研究するため使用する普通自動

車  

ウ 地方公共団体の職員が駐車場の

施設その他の公共施設を調査研究

するため使用する自動車  

エ 次 号 に 掲 げ る 普 通 自 動 車 で

あって、定期的な治療若しくは

リハビリテーション又は障害者

基本法（昭和 45年法律第 84号）第

２条に規定する障害者の会合そ

エ 次号に掲げる自動車であって、

定 期 的 な 治 療 若 し く は リ ハ ビ リ

テーション又は障害者基本法（昭

和 45年法律第 84号）第２条に規定

する障害者の会合その他の活動へ
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の他の活動への定期的な参加の

ため、３時間を超える駐車の必

要があると市長が認めたもの  

の定期的な参加のため、３時間を

超える駐車の必要があると市長が

認めたもの  

(2) 次のいずれかに該当する普通自

動車 利用料金のうち駐車時間３

時間以下に係る部分の減額

(2) 次のいずれかに該当する自動車

駐車料金のうち駐車時間３時間

以下に係る部分の減額

ア 身体障害者福祉法（昭和 24年

法律第 283号）第 15条第４項の規

定により交付を受けている身体

障害者手帳（以下単に「身体障害

者手帳」という。）に身体上の障

害の程度が１級から４級までで

ある者として記載されている者

であって神戸市に住所を有する

ものが自ら運転する普通自動車  

ア 身体障害者福祉法（昭和 24年

法律第 283号）第 15条第４項の規

定により交付を受けている身体

障害者手帳（以下単に「身体障害

者手帳」という。）に身体上の障

害の程度が１級から４級までで

ある者として記載されている者

であって神戸市に住所を有する

ものが自ら運転する自動車  

イ 神戸市に住所を有する次に掲

げる者が同乗する普通自動車で

あってその介護者が運転するも

の  

イ 神戸市に住所を有する次に掲

げる者が同乗する自動車であっ

てその介護者が運転するもの  

(ア )～ (ウ ) ［略］ (ア )～ (ウ ) ［略］

２  前項第１号エの規定による利用料

金の免除又は前項第２号の規定によ

る利用料金の減額を受けようとする

者は、あらかじめ市長が発行する証

票を提示しなければならない。  

２  前項第１号エの規定による駐車料

金の免除又は前項第２号の規定によ

る駐車料金の減額を受けようとする

者は、あらかじめ市長が発行する証

票を提示しなければならない。  

（利用料金の返還）  （駐車料金の返還）  

第８条  指定管理者は、既納の利用料

金を返還しない。ただし、定期駐車券

第９条  既納の駐車料金は、返還しな

い。ただし、定期駐車券又は回数駐車
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又 は 回 数 駐 車 券 に 係 る 料 金 に つ い

て、駐車場の休止又は廃止その他特

別の理由があるときは、市長の承認

を得て定める基準により、その全部

又は一部を返還することができる。  

券に係る料金について、駐車場の休

止又は廃止その他特別の理由がある

ときは、規則で定めるところにより、

その全部又は一部を返還することが

できる。  

（駐車の拒否）  （駐車の拒否）

第９条  指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当する場合においては、

駐車を拒否することができる。  

第 10条  市長は、次の各号のいずれか

に該当する場合においては、駐車を

拒否することができる。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

第 10条  ［略］ 第 11条  ［略］

（引取りの請求等）  （供用の休止）

第 11条  市長は、第５条第１項の規定

に違反し、又は同条第２項の規定に

より承認を受けた期間を超えて駐車

場に駐車されている普通自動車及び

自動二輪車（以下この条において「自

動車」という。）があるときは、当該

自動車の所有者または当該自動車に

係る使用者（以下「所有者等」とい

う。）に対し、当該自動車の引取りを

請求することができる。

第 12条 市長は、補修をするときその

他必要があると認めるときは、駐車

場の全部又は一部の供用を休止する

ことができる。

２ 市長及び指定管理者は、前項の請

求 を 行 う た め に 必 要 な 限 度 に お い

て、駐車場に駐車されている自動車

について、必要な調査を行うことが

できる。  

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等）
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第 12条 市長は、次に掲げる駐車場の

管理に関する業務を駐車場の管理に

ついて地方自治法（昭和 22年法律第 6

7号）第 244条の２第３項の規定によ

る市長の指定を受けた指定管理者に

行わせるものとする。  

第 13条 市長は、次に掲げる駐車場の

管理に関する業務を駐車場の管理に

ついて地方自治法（昭和 22年法律第 6

7号）第 244条の２第３項の規定によ

る市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせること

ができる。

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 駐車料金の徴収、減額及び免除

に関する業務

(2) ［略］ (3) ［略］

(3) 前２号に掲げるもののほか、市

長が定める業務

(4) 前３号に掲げるもののほか、市

長が定める業務

２～４  ［略］  ２～４ ［略］

５ 指定管理者に第１項の業務を行わ

せ て い る 場 合 に お け る 第 ４ 条 第 ２

項、第６条第３項及び第４項、第 10条

並 び に 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は、これらの規定（前条を除く。）中

「市長」とあるのは「第 13条第１項に

規定する指定管理者」と、前条中「市

長」とあるのは「次条第１項に規定す

る指定管理者」とする。

第 13条  ［略］ 第 14条 ［略］

附  則  附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、市長の定める日

から施行する。

この条例は、市長の定める日から施

行する。
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（指定管理者不在の場合における市

長による管理）

第２条 市長は、市長が指定管理者の

指定を取り消し、指定管理者が解散

し、その他指定管理者がいなくなっ

た場合又は市長が指定管理者の業務

の停止を命じた場合は、その時（以下

「 指 定 管 理 者 不 在 等 開 始 時 」 と い

う。）からその直後に指定管理者を指

定し、又は当該停止の期間が終了す

る時までの間（以下「指定管理者不在

等期間」という。）における第４条第

２項及び第３項、第９条、第 11条第２

項の規定の適用については、第４条

第２項中「第 12条の規定により駐車

場の管理を行うもの（以下「指定管理

者」という。）があらかじめ市長の承

認を得て」とあるのは「市長が」と、

同条第３項中「指定管理者は駐車場

の設備の補修、点検若しくは整備、天

災その他やむを得ない事由があると

きは、あらかじめ市長の承認を得て」

とあるのは「市長は駐車場の設備の

補修、点検若しくは整備、天災その他

やむを得ない事由があるときは」と、

第９条中「指定管理者」とあるのは

「市長」と、第 11条第２項中「市長及

び指定管理者」とあるのは「市長」と
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する。

２ 前項の規定により市長が駐車場の

管理を行うときは、駐車場を利用す

る者は、指定管理者不在時等開始時

の直前の第６条第２項、第４項、第６

項及び第８項の承認に係る利用料金

の額を、使用料として市に納付しな

ければならない。

３ 前項の使用料については、指定管

理者不在時等期間は、第７条の規定

を準用する。この場合において、同条

中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、「利用料金」とあるのは「使用料」

とする。

４ 第２項の使用料は、指定管理者不

在等期間は、規則に定めるところに

より、全部又は一部を返還すること

ができる。

次の表の第３条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第３条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

178



第３条による改正後 第３条による改正前

別表第２（第２条、第３条関係） 別表第２（第４条関係）

名称 位置 使用の対象

神戸市神戸駅南駐

車場  

神戸市中央区東川崎町１丁目市道神戸駅

裏線路面下  

普通自動車及び自動二

輪車  

神戸市荒田公園駐

車場  

神戸市兵庫区荒田町２丁目大倉山線路面

下  

普通自動車及び自動二

輪車  

神戸市和田岬駅前

駐車場  

神戸市兵庫区和田宮通５丁目市道西出高

松前池線路面下  

普通自動車及び自動二

輪車  

神戸市長田北町駐

車場  

神戸市長田区北町３丁目県道神戸明石線

路面下  

普通自動車及び自動二

輪車  

神戸市新長田駅前

駐車場  

神戸市長田区若松町４丁目市道若松線路

面下  

普通自動車及び自動二

輪車  

神戸市舞子駅前駐

車場  

神戸市垂水区東舞子町市道舞子駅北線路

面下  

普通自動車及び自動二

輪車  

名称 駐車を開始できる時間 駐車を終了できる時間

神 戸 市 立 三 宮 駐 車

場  

北 ブ ロ ッ

ク  

終日 終日

南 ブ ロ ッ

ク  

神戸市立花隈駐車場 午前 ７時 か ら午 後 1 1時ま

で  

午前 ７時 か ら午 後 1 2時ま

で  神戸市立湊川公園駐車場

神戸市立鈴蘭台駐車場

神戸市立細田駐車場 終日 終日

神戸市立新長田駐車場

別表第３（第６条関係） 別表第３（第５条関係）

名称 駐車料金 １ 日 当 た り

の上限額  

自動二輪車  

（１日１回）区分 駐 車 料 金 の 単 位 と

なる時間及び金額  

神 戸 市

立 三 宮

駐車場

北 ブ ロッ ク 、

南ブロック  

月 曜 日 か ら

金 曜 日 ま で

（ 休 日 を 除

く。）  

30分につき 250円 1,530円 南ブロック

410円

日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に休日  

1,830円

神戸市立花隈駐車場 月 曜 日 か ら

金 曜 日 ま で

（ 休 日 を 除

30分につき 250円 1,300円 410円

名称 駐車料金 １ 日 当

た り の

上限額

区分  駐車料金の単位となる時間及び金額

神

戸

市

立

三

宮

駐

車

場

北ブ

ロッ

ク、

南ブ

ロッ

ク

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。）

午前０時から午前７時まで及び午後 10時から午後 12時までに

あっては 60分につき 100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 15分につき 100円  

1,530円

日曜日

及び土

曜日並

びに休

午前０時から午前７時まで及び午後 10時から午後 12時までに

あっては 60分につき 100円、午前７時から午後 10時までにあっ

ては 25分につき 200円  

2,040円
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く。）

日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に休日  

1,400円

神戸市立湊川公園駐車

場  

30分につき 200円 1,020円 410円

神戸市立鈴蘭台駐車場  １時間につき 225円 1,020円

神戸市立細田駐車場 30分につき 100円 810円

神戸市立新長田駐車場 30分につき 100円 810円

神戸市神戸駅南駐車場  月 曜 日 か ら

金 曜 日 ま で

（ 休 日 を 除

く。）  

30分につき 200円 1,220円 310円

日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に休日  

1,530円

神戸市荒田公園駐車場 30分につき 150円 810円 310円

神戸市和田岬駅前駐車

場  

特 定 日 以 外

の日  

30分につき 150円 1,020円 310円

特定日 1,500円

神戸市長田北町駐車場  月 曜 日 か ら

金 曜 日 ま で

（ 休 日 を 除

く。）  

30分につき 150円 1,020円 310円

日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に休日  

510円

神戸市新長田駅前駐車

場  

30分につき 150円 1,020円 310円

神戸市舞子駅前駐車場 30分につき 150円 810円 310円

日

神戸市

立花隈

駐車場  

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。）

15分につき 100円 1,020円

日曜日

及び土

曜日並

びに休

日

午前０時から午前７時までにあっては 1,020円、午前７時から

午後 12時までにあっては 15分につき 100円  

神戸市

立湊川

公園駐

車場

15分につき 100円 1,020円

神戸市

立鈴蘭

台駐車

場

駐車を開始した時から 45分を経過するまでにあっては 150円、

駐車を開始した時から 45分を経過した後にあっては 10分につ

き 50円  

1,020円

神戸市

立細田

駐車場

午前０時から午前７時まで及び午後８時から午後 12時までに

あっては 60分につき 100円、午前７時から午後８時までにあっ

ては 30分につき 100円  

810円

神戸市

立新長

田駐車

場

午前０時から午前７時まで及び午後８時から午後 12時までに

あっては 60分につき 100円、午前７時から午後８時までにあっ

ては 30分につき 100円  

810円
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備考 備考

１、２ ［略］ １、２ ［略］

３ この表において「特定日」とは、御崎公園催事時で指定管理者が市長の承認

を得て定める日をいう。

別表第４（第６条関係）  別表第４（第５条関係）

名称 普通自動車定期駐車券  

１月当たりの駐車料金  

自動二輪車定期駐車券

１月当たりの駐車料金

神 戸 市 立 三 宮 駐

車場  

北ブロック、南ブ

ロック

44,500円 6,110円

神戸市立花隈駐車場 43,200円 6,110円

神戸市立湊川公園駐車場 27,500円 6,110円

神戸市立鈴蘭台駐車場 20,370円

神戸市立細田駐車場 12,220円

神戸市立新長田駐車場 15,280円

神戸市神戸駅南駐車場 30,560円 4,580円

神戸市荒田公園駐車場 19,350円 4,580円

神戸市和田岬駅前駐車場 20,370円 4,580円

神戸市長田北町駐車場 19,350円 4,580円

神戸市新長田駅前駐車場 20,370円 4,580円

神戸市舞子駅前駐車場 15,280円 4,580円

名称 回数駐車券の料金  定期駐車券の種類、利用できる曜日及び時間並び

に１月当たりの料金  

昼間 平日昼間 夜間 全日

神 戸 市

立 三 宮

駐車場  

北 ブ

ロ ッ

ク

3 , 3 0 0円相

当 の 回 数

駐車券  

3,000円  

5 , 5 0 0円相

当 の 回 数

駐車券  

5,000円  

27 ,5 00円

相 当 の 回

数駐車券  

25,000円  

（普通自

動車に限

る。）

午 前 ７ 時 か

ら 午 後 1 0 時

まで  

30,560円  

月 曜 日 か ら 金

曜 日 ま で の 午

前 ７ 時 か ら 午

後 10時まで  

22,410円  

35,650円

南 ブ

ロ ッ

ク

午 前 ７ 時 か

ら 午 後 1 0 時

まで  

30,560円  

月 曜 日 か ら 金

曜 日 ま で の 午

前 ７ 時 か ら 午

後 10時まで  

22,410円  

35,650円

神 戸 市 立 花

隈駐車場  

22 ,0 00円

相 当 の 回

数駐車券  

20,000円  

午 前 ７ 時 か

ら 午 後 1 2 時

まで  

20,370円  

月 曜 日 か ら 金

曜 日 ま で の 午

前 ７ 時 か ら 午

後 12時まで  

14,260円  

午 前 ０ 時 か

ら 午 前 ８ 時

ま で 及 び 午

後 ８ 時 か ら

午 後 1 2時 ま

で  

14,770円  

34,630円

神 戸 市 立 湊

川 公 園 駐 車

場  

午 前 ７ 時 か

ら 午 後 ８ 時

まで  

23,430円  

月 曜 日 か ら 金

曜 日 ま で の 午

前 ７ 時 か ら 午

後８時まで  

15,280円  

午 前 ０ 時 か

ら 午 前 ８ 時

ま で 及 び 午

後 ８ 時 か ら

午 後 1 2時 ま

27,500円
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で

12,220円

神 戸 市 立 鈴

蘭台駐車場  

16 ,5 00円

相 当 の 回

数駐車券  

15,000円  

午 前 ８ 時 か

ら 午 後 ８ 時

まで  

17,310円  

午 前 ０ 時 か

ら 午 前 ８ 時

ま で 及 び 午

後 ８ 時 か ら

午 後 1 2時 ま

で  

11,200円  

20,370円  

（ 月 曜 日

か ら 金 曜

日 ま で の

日 の み 使

用 で き る

も の に

あっては、

14,260円） 

神 戸 市 立 細

田駐車場  

11 ,0 00円

相 当 の 回

数駐車券  

10,000円  

午 前 ８ 時 か

ら 午 後 ８ 時

まで  

10,190円  

月 曜 日 か ら 金

曜 日 ま で の 午

前 ８ 時 か ら 午

後８時まで  

8,150円  

12,220円

神 戸 市 立 新

長田駐車場  

15,280円

備考 ［略］ 備考 ［略］
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（道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に

関する条例の廃止）  

第４条  道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車

場に関する条例は、廃止する。

附  則

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第１条の規定及び附則第３条第１項  令和７年８月１日

(2) 第２条の規定  公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則

で定める日

(3) 次条の規定 公布の日

（準備行為）  

第２条  第１条の規定による改正後の道路法第 24条の２第１項の規定に基づき駐

車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例（以下「新条例」という。）を施

行するために必要な神戸市荒田公園駐車場に係る指定管理者の指定その他の準

備行為は、施行日前においても、新条例の例によりすることができる。  

２  第３条の規定による改正後の神戸市駐車場条例（以下「第３条新条例」とい

う。）の規定を施行するために必要な利用料金の収受、その他必要な行為は、

第３条新条例の施行前においても、第３条新条例の例によりすることができる。 

（経過措置）  

第３条  附則第１条第１号の規定による施行日前に神戸市道路公社により発行さ

れた回数駐車券及び定期駐車券については、なお従前の例により使用すること

ができるものとする。この場合における駐車料金については、当該回数駐車券

及び定期駐車券の発行の時に徴収したものとみなす。  

２  第３条新条例の規定は、施行日以後に駐車を開始した自動車に係る使用の期

間及び駐車料金について適用し、同日前に駐車を開始した自動車に係る使用の

期間及び駐車料金については、なお従前の例による。  

３  この条例の施行日前に神戸市により発行された回数駐車券については、施行
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日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
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神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改

正する条例を次のように公布する。  

神戸市条例第39号

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部

を改正する条例 

第１条  神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭

和 58年４月条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（自転車等の放置の禁止） （自転車等放置禁止区域における自

転車等の放置の禁止）

第 10条 ［略］ 第 10条  ［略］  

２ 自転車等の利用者等は、自転車等

放置禁止区域外の公共の場所におい

て、自転車等を放置することにより

当該公共の場所の機能の低下を生じ

させてはならない。
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（自転車等放置禁止区域における自

転車等の放置に対する措置）  

（自転車等の放置等に対する措置）

第 11条  市長は、自転車等放置禁止区

域内において自転車等が放置されて

いるときは、当該自転車等の撤去（自

転車等を当該場所に固定する器具の

破壊その他の移動のために必要な措

置をとり、自転車等を当該場所から

移動させることをいう。以下同じ。）

及び保管をすることができる。

第 11条  市長は、自転車等放置禁止区

域内において自転車等が放置されて

いるときは、当該自転車等の利用者

等に対し、当該自転車等を自転車駐

車場その他の適切な場所に移動する

ことを命ずることができる。

２ 市長は、自転車等放置禁止区域内

において自転車等が放置され、かつ、

当該放置の場所の周辺に当該自転車

等の利用者等がいないと認められる

ときは、当該自転車等の撤去（自転車

等を当該場所に固定する器具の破壊

その他の移動のために必要な措置を

とり、自転車等を当該場所から移動

させることをいう。以下同じ。）及び

保管をしなければならない。

（公共の場所における自転車等の放

置に対する措置）

第 12条 ［略］ 第 12条 ［略］

２ 市長は、前項の規定により注意札

を取り付けた自転車等が、市が管理

する公共の場所又は当該管理者から

措置の要請のあつた公共の場所にお

いて、当該公共の場所の機能を阻害

２  前条の規定は、市が管理する公共

の場所又は当該管理者から措置の要

請のあつた公共の場所において自転

車等が規則で定める相当の期間継続

して置かれ、又は放置されていると
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するものとして規則で定める態様で

放置されているときは、当該自転車

等の撤去及び保管をすることができ

る。  

認められるときについて準用する。  

３  市長は、市が管理する公共の場所

又は管理者から措置の要請のあつた

公共の場所において、自転車等が放

置されていることにより公共の場所

の機能が著しく阻害され、早急な対

応が必要と認められるときは、前２

項の規定にかかわらず当該自転車等

の 撤 去 及 び 保 管 を す る こ と が で き

る。  

 

（保管した自転車等に係る措置）  （保管した自転車等に係る措置）  

第 13条  市長は、法第６条第２項の規

定 に よ り 公 示 を し よ う と す る と き

は、自転車等の保管及び返還の場所

その他規則で定める事項を公示する

ものとする。  

第 13条  市長は、法第６条第２項の規

定 に よ り 公 示 を し よ う と す る と き

は、自転車等の保管及び返還の場所

その他規則で定める事項を告示する

ものとする。  

２  前項に規定する公示は、神戸市公

告式条例 （昭 和 2 5年８月条 例第 1 9 8

号）に規定する方法又は撤去した自

転車等が放置されていた場所若しく

はその付近に掲示する方法で、行う

ものとする。  

 

３  市長は、第 11条、前条第２項及び第

３項の規定により保管した自転車等

につき、第１項の規定による公示の

２  市長は、第 11条第２項（前条第２項

において準用する場合を含む。）及び

第 23条の２の規定により保管した自
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日から規則で定める相当の期間を経

過してもなお当該自転車等を返還す

ることができない場合においてその

保 管 に 不 相 当 な 費 用 を 要 す る と き

は、当該自転車等を売却し、その売却

した代金を保管することができる。

この場合において、当該自転車等に

つき、買受人がないとき又は売却す

ることができないと認められるとき

は、市長は、当該自転車等につき廃棄

等の処分をすることができる。  

転車等につき、前項の規定による告

示の日から規則で定める相当の期間

を経過してもなお当該自転車等を返

還することができない場合において

その保管に不相当な費用を要すると

きは、当該自転車等を売却し、その売

却 し た 代 金 を 保 管 す る こ と が で き

る。この場合において、当該自転車等

につき、買受人がないとき又は売却

することができないと認められると

きは、市長は、当該自転車等につき廃

棄等の処分をすることができる。  

（市立自転車駐車場の設置） （市立自転車駐車場の設置）  

第 15条 ［略］ 第 15条  ［略］

２ 市立自転車駐車場は、次に掲げる

種別とし、別表第１に掲げるとおり

とする。

(1) 有料市立自転車駐車場

(2) 無料市立自転車駐車場

３～５  ［略］ ２～４  ［略］

（使用の範囲）  （使用の範囲）

第 16条  市立自転車駐車場の使用の対

象は、自転車等及び道路交通法第３

条に規定する普通自動二輪車（側車

付きのものを除く。以下同じ。）のう

ち総排気 量が 0 . 0 5 0リットル を超え

0.125リットル以下のもの（以下「小

型自動二輪車」という。）とする。

第 16条 市立自転車駐車場の使用の対

象は、自転車等とする。
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２ ［略］  ２ ［略］

３ 小型自動二輪車は、原動機付自転

車とみなして、この章の規定を準用

する。  

（使用の種別） （使用の種別）

第 18条 有料市立自転車駐車場の使用

の種別は、次のとおりとする。

第 18条 市立自転車駐車場の使用の種

別は、次のとおりとする。

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

（駐車料）  （駐車料）  

第 19条  有料市立自転車駐車場を使用

しようとする者は、規則で定める場

合を除くほか、別表第２に定める額

の範囲内において規則で定める額の

駐車料を納付しなければならない。  

第 19条  市立自転車駐車場を使用しよ

うとする者は、規則で定める場合を

除くほか、別表第２に定める額の範

囲内において規則で定める額の駐車

料を納付しなければならない。  

（駐車料を納付していない自転車等

に対する措置）  

（駐車料を納付していない自転車等

に対する措置）  

第 23条の２  市長は、駐車料を納付し

ないで有料市立自転車駐車場に自転

車等が駐車されていることにより、

当該有料市立自転車駐車場周辺の公

共の場所に自転車等が放置され、歩

行者等の通行に支障を及ぼすおそれ

があると認めるときは、自転車等放

置禁止区域内において放置されてい

る自転車等の例により、当該駐車に

係る自転車等の撤去、保管、公示、売

却その他の措置を講ずることができ

る。  

第 23条の２  市長は、駐車料を納付し

ないで市立自転車駐車場に自転車等

が駐車されていることにより、当該

市立自転車駐車場周辺の公共の場所

に自転車等が放置され、歩行者等の

通行に支障を及ぼすおそれがあると

認めるときは、自転車等放置禁止区

域内において放置されている自転車

等の例により、当該駐車に係る自転

車等の撤去、保管、告示、売却その他

の措置を講ずることができる。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

189



（市立自転車駐車場における自転車

等の残置に対する措置）  

（市立自転車駐車場における自転車

等の残置に対する措置）  

第 23条の３  市長は、市立自転車駐車

場において、規則で定める相当の期

間継続して自転車等が置かれている

場合であつて、第 23条第２号の規定

に該当すると認めるときは、市が管

理する公共の場所の機能を阻害する

ものとして規則で定める態様で放置

されていると認められる自転車等の

例により、撤去、保管、公示、売却そ

の他の措置を講ずることができる。  

第 23条の３  市立自転車駐車場におい

て、規則で定める相当の期間継続し

て自転車等が置かれている場合であ

つて、第 23条第２号の規定に該当す

ると認めるときは、市が管理する公

共の場所において規則で定める相当

の期間継続して置かれていると認め

られる自転車等の例により、撤去、保

管、告示、売却その他の措置を講ずる

ことができる。  

（市立自転車駐車場に放置されてい

る 自 動 車 及 び 原 動 機 付 自 転 車 の 調

査）  

第 23条の４ 市長は、市立自転車駐車

場において放置されている道路交通

法第２条第１項第９号に規定する自

動車及び同項第 10号に規定する原動

機付自転車について、公務所又は公

私の団体に照会し必要な事項を調査

することができる。

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等）

第 26条 ［略］ 第 26条 ［略］

２、３ ［略］ ２、３ ［略］

４ 市長は、指定管理者の指定をし、又

はその指定を取り消したときは、そ

の旨を公表するものとする。  

４ 市長は、指定管理者の指定をし、又

はその指定を取り消したときは、そ

の旨を告示するものとする。  
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５ ［略］ ５  ［略］

第 38条 削除

（告示の方法）

第 38条 第９条第２項（同条第４項に

おいて準用する場合を含む。）及び第

13条第１項の規定による告示の方法

は、神戸市公告式条例（昭和 25年８月

条例第 198号）に規定するところによ

るほか、当該自転車等放置禁止区域

内又はその周辺の適当な場所に掲示

して行うものとする。

別表第１

(1) 有料市立自転車駐車場の名称及

び位置の指定を行うことができる

区域（第 15条関係）

別表第１ 市立自転車駐車場の名称及

び位置の指定を行うことができる区

域（第 15条関係）

名称 区域

［略］ ［略］

神 戸 市 立 三

宮 駅 前 自 転

車駐車場  

中央区旭通３丁目、旭通

４丁目、旭通５丁目、琴ノ

緒町２丁目、琴ノ緒町３

丁目、琴ノ緒町４丁目、琴

ノ緒町５丁目、雲井通３

丁目、雲井通４丁目、雲井

通５丁目、雲井通６丁目、

雲井通７丁目、雲井通８

丁目、小野柄通３丁目、小

野柄通４丁目、小野柄通

５丁目、小野柄通６丁目、

小野柄通７丁目、小野柄

名称 区域

［略］ ［略］

神 戸 市 立 三

宮 駅 前 自 転

車駐車場  

中央区旭通３丁目、旭通

４丁目、旭通５丁目、琴ノ

緒町２丁目、琴ノ緒町３

丁目、琴ノ緒町４丁目、琴

ノ緒町５丁目、雲井通３

丁目、雲井通４丁目、雲井

通５丁目、雲井通６丁目、

雲井通７丁目、雲井通８

丁目、小野柄通３丁目、小

野柄通４丁目、小野柄通

５丁目、小野柄通６丁目、

小野柄通７丁目、小野柄
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通８丁目、御幸通４丁目、

御幸通５丁目、御幸通６

丁目、御幸通７丁目、御幸

通８丁目、磯上通４丁目、

磯上通５丁目、磯上通６

丁目、磯上通７丁目、磯上

通８丁目、三宮町１丁目、

三宮町２丁目、加納町４

丁目、加納町５丁目、加納

町６丁目、北長狭通１丁

目、北長狭通２丁目、中山

手通１丁目、布引町４丁

目、磯辺通２丁目及び浜

辺通４丁目  

神 戸 市 立 元

町 駅 前 自 転

車駐車場  

中央区三宮町２丁目、三

宮町３丁目、元町通１丁

目、元町通２丁目、北長狭

通２丁目、北長狭通３丁

目、北長狭通４丁目、北長

狭通５丁目、北長狭通６

丁目、花隈町及び元町高

架通  

神 戸 市 立 神

戸 駅 前 自 転

車駐車場  

中央区多聞通１丁目、多

聞通２丁目、多聞通３丁

目、多聞通４丁目、多聞通

５丁目、相生町１丁目、相

生町２丁目、相生町３丁

目、相生町４丁目、東川崎

通８丁目、御幸通４丁目、

御幸通５丁目、御幸通６

丁目、御幸通７丁目、御幸

通８丁目、磯上通４丁目、

磯上通５丁目、磯上通６

丁目、磯上通７丁目、磯上

通８丁目、三宮町１丁目、

三宮町２丁目、加納町４

丁目、加納町５丁目、加納

町６丁目、北長狭通１丁

目、北長狭通２丁目、中山

手通１丁目及び布引町４

丁目  

 

神 戸 市 立 元

町 駅 前 自 転

車駐車場  

中央区三宮町２丁目、三

宮町３丁目、元町通１丁

目、元町通２丁目、北長狭

通２丁目、北長狭通３丁

目、北長狭通４丁目、北長

狭通５丁目及び元町高架

通  

 

神 戸 市 立 神

戸 駅 前 自 転

車駐車場  

中央区多聞通１丁目、多

聞通２丁目、多聞通３丁

目、多聞通４丁目、多聞通

５丁目、相生町１丁目、相

生町２丁目、相生町３丁

目、相生町４丁目、東川崎
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町１丁目、中町通２丁目、

中町通３丁目、古湊通１

丁目、元町通７丁目及び

元町高架通

［略］ ［略］

神 戸 市 立 湊

川 駅 前 自 転

車駐車場  

兵庫区荒田町１丁目、荒

田町２丁目、荒田町４丁

目、東山町１丁目、福原

町、新開地１丁目、上沢通

１丁目、松本通１丁目、下

沢通１丁目及び中道通１

丁目

［略］ ［略］

神 戸 市 立 和

田 岬 駅 前 自

転車駐車場  

［略］

［略］ ［略］

神 戸 市 立 鈴

蘭 台 駅 前 自

転車駐車場  

［略］

町１丁目、中町通２丁目、

中町通３丁目及び古湊通

１丁目  

［略］ ［略］

神 戸 市 立 湊

川 駅 前 自 転

車駐車場  

兵庫区荒田町１丁目、荒

田町２丁目、福原町、新開

地１丁目、上沢通１丁目、

松本通１丁目、下沢通１

丁目及び中道通１丁目

［略］ ［略］

神 戸 市 立 和

田 岬 駅 前 自

転車駐車場  

［略］

神戸市立山

の街駅前自

転車駐車場  

北区山田町下谷上、緑町

１丁目、緑町２丁目、緑

町３丁目、緑町６丁目及

び緑町７丁目  

［略］ ［略］

神 戸 市 立 鈴

蘭 台 駅 前 自

転車駐車場  

［略］

神戸市立西

鈴蘭台駅前

自転車駐車

場  

北区北五葉１丁目、北五

葉２丁目、南五葉１丁目、

南五葉２丁目及び鳴子１

丁目
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［略］ ［略］

神 戸 市 立 舞

子 駅 前 自 転

車駐車場  

［略］

［略］ ［略］

神戸市立西

神中央駅前

自転車駐車

［略］

神戸市立田

尾寺駅前自

転車駐車場  

北区有野中町３丁目、有

野町中町４丁目、藤原台

北町６丁目、藤原台北町

７丁目、有野町有野及び

有野町二郎  

神戸市立神

鉄道場駅前

自転車駐車

場  

北 区 鹿 の 子 台 北 町 １ 丁

目、鹿の子台北町２丁目、

鹿の子台北町５丁目及び

道場町日下部  

神戸市立岡

場駅前自転

車駐車場  

北区藤原台北町１丁目、

藤原台北町２丁目、藤原

台中町１丁目、藤原台中

町２丁目、藤原台中町３

丁目、有野中町１丁目及

び有野町有野

［略］ ［略］

神 戸 市 立 舞

子 駅 前 自 転

車駐車場  

［略］

神戸市立西

舞子駅前自

転車駐車場  

垂水区舞子台５丁目、舞

子台６丁目、舞子台８丁

目、西舞子２丁目、西舞

子３丁目、西舞子５丁目

及び狩口台７丁目  

［略］ ［略］

神 戸 市 立 西

神 中 央 駅 前

自 転 車 駐 車

［略］
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場  
 

場  

神戸市立木

幡駅前自転

車駐車場  

西区押部谷町木津及び押

部谷町木幡  

神戸市立栄

駅前自転車

駐車場  

西区押部谷町栄  

 

(2) 無料市立自転車駐車場の名称及  

び位置の指定を行うことができる  

区域（第 15条関係）  

 

名称  区域  

神 戸 市 立

阪 神 住 吉

駅 前 自 転

車駐車場  

東灘区住吉宮町５丁目  

神 戸 市 立

石 屋 川 駅

前 自 転 車

駐車場  

東灘区御影石町２丁目  

神 戸 市 立

西 灘 駅 前

自 転 車 駐

車場  

灘区都通５丁目  

神 戸 市 立

阪 神 春 日

道 駅 前 自

転 車 駐 車

場   

中央区吾妻通１丁目、北

本町通１丁目、北本町通

２丁目、脇浜町３丁目及

び脇浜海岸通２丁目  
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神 戸 市 立

新 神 戸 駅

前 自 転 車

駐車場  

中央区加納町１丁目、生

田町１丁目及び熊内町７

丁目

神 戸 市 立

大 倉 山 駅

前 自 転 車

駐車場  

中央区楠町４丁目、楠町

７丁目及び楠町８丁目  

神 戸 市 立

み な と じ

ま 駅 前 自

転 車 駐 車

場  

中央区港島中町４丁目

神 戸 市 立

市 民 広 場

駅 前 自 転

車駐車場  

中央区港島中町６丁目

神 戸 市 立

大 開 駅 前

自 転 車 駐

車場  

兵庫区水木通７丁目、水

木通８丁目、大開通７丁

目及び大開通８丁目  

神 戸 市 立

上 沢 駅 前

自 転 車 駐

車場  

兵庫区上沢通８丁目及び

下沢通８丁目並びに長田

区四番町１丁目及び五番

町１丁目  

神 戸 市 立

中 央 市 場

前 駅 前 自

兵庫区中之島１丁目及び

中之島２丁目  
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転 車 駐 車

場  

神 戸 市 立

御 崎 公 園

駅 前 自 転

車駐車場  

兵庫区浜中町１丁目及び

金平町１丁目  

神 戸 市 立

山 の 街 駅

前 自 転 車

駐車場  

北区山田町下谷上、緑町

１丁目、緑町２丁目、緑

町３丁目、緑町６丁目及

び緑町７丁目  

神 戸 市 立

西 鈴 蘭 台

駅 前 自 転

車駐車場  

北区北五葉１丁目、北五

葉２丁目、南五葉１丁目、

南五葉２丁目及び鳴子１

丁目  

神 戸 市 立

田 尾 寺 駅

前 自 転 車

駐車場  

北区有野中町３丁目、有

野町中町４丁目、藤原台

北町６丁目、藤原台北町

７丁目、有野町有野及び

有野町二郎  

神 戸 市 立

神 鉄 道 場

駅 前 自 転

車駐車場  

北 区 鹿 の 子 台 北 町 １ 丁

目、鹿の子台北町２丁目、

鹿の子台北町５丁目及び

道場町日下部  

神 戸 市 立

岡 場 駅 前

自 転 車 駐

車場  

北区藤原台北町１丁目、

藤原台北町２丁目、藤原

台中町１丁目、藤原台中

町２丁目、藤原台中町３

丁目、有野中町１丁目及
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び有野町有野

神 戸 市 立

Ｊ Ｒ 道 場

駅 前 自 転

車駐車場  

北区道場町生野

神 戸 市 立

箕 谷 駅 前

自 転 車 駐

車場  

北区山田町下谷上、松が

枝町１丁目及び松が枝町

３丁目  

神 戸 市 立

花 山 駅 前

自 転 車 駐

車場  

北区山田町上谷上

神 戸 市 立

大 池 駅 前

自 転 車 駐

車場  

北区西大池１丁目

神 戸 市 立

唐 櫃 台 駅

前 自 転 車

駐車場  

北区唐櫃台２丁目

神 戸 市 立

五 社 駅 前

自 転 車 駐

車場  

北区有野町有野

神 戸 市 立

道 場 南 口

駅 前 自 転

北区道場町日下部
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車駐車場  

神 戸 市 立

苅 藻 駅 前

自 転 車 駐

車場  

長田区浜添町５丁目  

神 戸 市 立

駒 ヶ 林 駅

前 自 転 車

駐車場  

長田区二葉町５丁目及び

南駒栄町  

神 戸 市 立

東 須 磨 駅

前 自 転 車

駐車場  

須磨区堀池町１丁目及び

若木町１丁目  

神 戸 市 立

月 見 山 駅

前 自 転 車

駐車場  

須磨区離宮前町２丁目  

神 戸 市 立

須 磨 寺 駅

前 自 転 車

駐車場  

須磨区天神町５丁目  

神 戸 市 立

総 合 運 動

公 園 駅 前

自 転 車 駐

車場  

須磨区弥栄台２丁目  

神 戸 市 立

西 舞 子 駅

垂水区舞子台５丁目、舞

子台６丁目、舞子台８丁
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前 自 転 車

駐車場  

目、西舞子２丁目、西舞

子３丁目、西舞子５丁目

及び狩口台７丁目  

神 戸 市 立

木 幡 駅 前

自 転 車 駐

車場  

西区押部谷町木津及び押

部谷町木幡  

神 戸 市 立

栄 駅 前 自

転 車 駐 車

場  

西区押部谷町栄

神 戸 市 立

押 部 谷 駅

前 自 転 車

駐車場  

西区押部谷町福住

第２条  神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一

部を次のように改正する。

次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

第２条による改正後 第２条による改正前

別表第１

(1) 有料市立自転車駐車場の名称及

別表第１

(1) 有料市立自転車駐車場の名称及
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び位置の指定を行うことができる

区域（第 15条関係）  

び位置の指定を行うことができる

区域（第 15条関係）  

名称  区域  

［略］  ［略］  

神戸市立鷹

取駅前南自

転車駐車場  

長田区浪松町２丁目、浪

松町３丁目、浪松町４丁

目、長楽町２丁目、長楽

町３丁目、長楽町４丁目、

本庄町２丁目、本庄町３

丁目、本庄町４丁目、海

運町２丁目及び海運町３

丁目  

神戸市立鷹

取駅前北自

転車駐車場  

須磨区行平町１丁目、行

平町２丁目、行平町３丁

目、青葉町１丁目、青葉

町２丁目及び大池町５丁

目  

［略］  ［略］  

(2)  ［略］  

名称  区域  

［略］  ［略］  

神戸市立鷹

取駅前自転

車駐車場  

長田区浪松町２丁目、浪

松町３丁目、浪松町４丁

目、長楽町２丁目、長楽

町３丁目、長楽町４丁目、

本庄町２丁目、本庄町３

丁目、本庄町４丁目、海

運町２丁目及び海運町３

丁目並びに須磨区行平町

１丁目、行平町２丁目、

行平町３丁目、青葉町１

丁目、青葉町２丁目及び

大池町５丁目  

 

［略］  ［略］  

(2)  ［略］  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年 10月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第２条の規定  令和８年４月１日  

(2) 第１条中神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条

例第 15条、第 23条の４、第 26条及び別表第１の改正規定並びに次項の規定  令

和７年４月１日  

（準備行為）  
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２  この条例による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（以下「新条例」という。）を施行するために必要な神戸市立

鷹取駅前南自転車駐車場及び神戸市立鷹取駅前北自転車駐車場に係る指定管理

者の指定その他の準備行為は、第２条の規定の施行の日前においても、新条例

の例によりすることができる。  
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神戸市ニュータウン活性化基金条例を次のように公布する。

神戸市条例第40号

神戸市ニュータウン活性化基金条例

（設置） 

第１条 神戸市が開発した住宅団地及び産業団地において、引き続きまちの維持、

管理及び更新を行うため、神戸市ニュータウン活性化基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。  

（積立て）  

第２条  基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額。ただし、第５条第２項ただし書の規定に

より基金として積み立てる場合に限る。

（管理）  

第３条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。  

２  基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。

（繰替運用）

第４条  市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用

することができる。  

（運用益金の処理）  

第５条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上しなければならない。

２ 前項の収益は、神戸市が開発した住宅団地及び産業団地において、まちの維

持、管理及び更新に必要な経費に充てるものとする。ただし、基金として積み

立てることを妨げない。  
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（処分）  

第６条  市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、

予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部又は全部を処分すること

ができる。  

（施行細目の委任）  

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市特別会計設置条例及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の設

置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。  

神戸市条例第41号

神戸市特別会計設置条例及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例

 （特別会計設置条例の一部改正）  

第１条  神戸市特別会計設置条例（昭和 39年３月条例第 121号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 209条 第２ 項 の 規 定に よ り 、次 の表

の左欄に掲げる特別会計を、同表の右

欄に掲げる目的のため設置する。  

［略］ ［略］

神戸市港湾事業

会計  

［略］

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 209条第 ２ 項 の規 定に よ り 、次 の表

の左欄に掲げる特別会計を、同表の右

欄に掲げる目的のため設置する。  

［略］ ［略］

神戸市港湾事業

会計  

［略］
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神 戸 市 産 業 団

地 整 備 事 業 会

計  

内陸土地造成事業

［略］ ［略］

神 戸 市 新 都 市

整備事業会計  

臨海土地造成事業及

び内陸土地造成事業  

［略］ ［略］

（地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の設置等に関する条例の一部改

正）  

第２条  地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の設置等に関する条例（昭

和 41年 12月条例第 36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（ 事 業 の 設 置 及 び 財 務 規 定 等 の 適

用）  

（ 事 業 の 設 置 及 び 財 務 規 定 等 の 適

用）  

第２条  本市に次に掲げる事業を設置

する。

第２条  本市に次に掲げる事業を設置

する。

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 産業団地整備事業

(3) 新都市整備事業

２ ［略］ ２ ［略］
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第５条  港湾事業の規模は、次のとお

りとする。  

第５条  港湾事業の規模は、次のとお

りとする。  

(1) 区域  本市の港湾法（昭和 25年

法律第 218号）第２条第３項の港湾

区 域 及 び 同 条 第 ４ 項 の 臨 港 地 区

（同条第６項の施設に係る区域を

含 む 。 ） 並 び に 神 戸 空 港 島 全 域

（空港法（昭和 31年法律第 8 0号）

第２条に規定する空港の区域その

他市長が指定する区域を除く。）  

(1) 区域  本市の港湾法（昭和 25年

法 律 第 2 1 8号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 の 港

湾区域及び同条第４項の臨港地区

（同条第６項の施設に係る区域を

含む。）  

(2) 施設  本市の管理する港湾法第

２条第５項の港湾施設（同条第６

項の施設を含む。）及び神戸空港

島全域の施設（空港法第２条に規

定する空港の施設その他市長が指

定する施設を除く。）

(2) 施設  本市の管理する港湾法第

２条第５項の港湾施設（同条第６

項の施設を含む。）  

第６条 新都市整備事業の規模は、次

のとおりとする。

(1) 臨海土地造成事業

港湾法による港湾区域内

(2) 内陸土地造成事業

東灘区、灘区、兵庫区、北区、

長田区、須磨区、垂水区及び西

区の一部  

２ 事業量については、市長が別に定

め告示する。

第６条 産業団地整備事業の規模は、

北 区 及 び 西 区 の 産 業 団 地 の う ち 市

長が指定するものとする。
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附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置）

２  この条例の施行の際第１条の規定による改正前の神戸市特別会計設置条例に

基づく神戸市新都市整備事業会計に係る特別会計に属する権利及び義務は、市

長が別に定めるところにより、同条による改正後の神戸市特別会計設置条例に

基づく神戸市空港整備事業費に係る特別会計、神戸市港湾事業会計若しくは神

戸市産業団地整備事業会計又は一般会計にそれぞれ帰属するものとする。   
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神戸市手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第 42号

神戸市手数料条例の一部を改正する条例

神戸市手数料条例（平成 12年３月条例第 77号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（手数料）  （手数料）  

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。  

(1)～ (65) ［略］  

(66) 毒物及び劇物取締法（昭和 25

年 法 律 第 303号 ） 第 ４ 条 第 ２ 項 の

規定に基づく毒物又は劇物の販売

業の登録の申請に対する審査  １

件につき  １万 4,700円  

(67) 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 第 ４ 条 第

３項の規定に基づく毒物又は劇物

の販売業の登録の更新の申請に対

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。  

(1)～ (65) ［略］  

(66) 毒物及び劇物取締法（昭和 25

年 法 律 第 303号 ） 第 ４ 条 第 ３ 項 の

規定に基づく毒物又は劇物の販売

業の登録の申請に対する審査  １

件につき  １万 4,700円  

(67) 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 第 ４ 条 第

４項の規定に基づく毒物又は劇物

の販売業の登録の更新の申請に対
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する審査  １件につき  6,400円  

(68)～ (158) ［略］  

する審査  １件につき  6,400円  

(68)～ (158) ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び  

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は  

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ  

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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改正後 改正前

別表第９（第５条関係） 別表第９（第５条関係）

種別 区分 手数料（１

件につき）

１  法第６条第１項（法第

87条第１項において準用

する場合を含む。）の規

定に基づく確認の申請又

は法第 18条第２項（法第

87条第１項において準用

する場合を含む。）の規

定に基づく通知に対する

審査  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

６万 9,000円

200平方メートルを超え 300平方

メートル以内

７万 4,000円

300平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

２  １の項の審査のうち、

法第６条の３第１項ただ

し書又は法第 18条第５項

ただし書の規定に基づ

き、構造計算に関する高

度の専門的知識及び技術

を有する者として規則第

３条の 13第１項で定める

要件を備える者である建

築主事が特定構造計算基

準又は特定増改築構造計

算基準に適合するかどう

かを審査する場合に１の

項の手数料に加算する額

［略］ 1,000平方メートル以内 21万 8,000円

1,000平方メートルを超え 2,000

平方メートル以内  

26万 6,000円

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え １ 万

平方メートル以内  

29万円

１万平方メートルを超え５万平

方メートル以内  

36万 4,000円

５万平方メートルを超えるもの 60万 9,000円

３ １の項の審査のうち、当該審査に 200平方メートル未満 １万 9,000円

種別 区分 手数料（１

件につき）

１  法第６条第１項（法第

87条第１項において準用

する場合を含む。）の規

定に基づく確認の申請又

は法第 18条第２項（法第

87条第１項において準用

する場合を含む。）の規

定に基づく通知に対する

審査  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

４万 7,000円

200平方メートルを超え 500平方

メートル以内

６万円

500平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

２  １の項の審査のうち、

法第６条の３第１項ただ

し書又は法第 18条第５項

ただし書の規定に基づ

き、構造計算に関する高

度の専門的知識及び技術

を有する者として規則第

３条の 13第１項各号で定

める要件を備える者であ

る建築主事が令第９条の

３に定める特定構造計算

基準又は特定増改築構造

計算基準に適合するかど

うかを審査する場合に１

の項の手数料に加算する

額

［略］ 1,000平方メートル以内 16万 7,000円

1,000平方メートルを超え 2,000

平方メートル以内  

21万 5,000円

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え １ 万

平方メートル以内  

24万 8,000円

１万平方メートルを超え５万平

方メートル以内  

32万 4,000円

５万平方メートルを超えるもの 59万円
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建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律施行規則（平成 28年国

土交通省令第５号）第２

条第１項第１号に掲げる

基準に適合するかどうか

を審査する場合に１の項

の手数料に加算する額  

係る一戸建

ての住宅の

住宅部分の

床面積の合

計  

200平方メートル以上 ２万 1,000円

当該審査に

係る共同住

宅等の住宅

部分の床面

積の合計  

300平方メートル未満 ３万 4,000円

300平方メートル以上 2,000平方

メートル未満

６万 2,000円

2,000平方メートル以上 5,000平

方メートル未満  

11万 9,000円

5,000平方メートル以上１万平

方メートル未満  

17万円

１万平方メートル以上２万

5,000平方メートル未満  

30万 8,000円

２万 5,000平方メートル以上５

万平方メートル未満  

50万円

５万平方メートル以上 88万 1,000円

４ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

５ ［略］ ［略］ ［略］

６  法第７条第４項又は法

第 18条第 21項の規定に基

づく完了検査（ 10の項に

規定する検査を除く。）  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

３万 9,000円

200平方メートルを超え 300平方

メートル以内

４万 9,000円

300平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

７  ６の項の完了検査のう

ち、当該建築行為が建築

物省エネルギー法第 11条

非住宅建築

物の場合

非住宅

部分の

床面積

300平方メートル未満 9,000円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

［略］

３ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

４ ［略］ ［略］ ［略］

５  法第７条第４項又は法

第 18条第 21項の規定に基

づく完了検査（９の項に

規定する検査を除く。）  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

３万 6,000円

200平方メートルを超え 500平方

メートル以内

４万 5,000円

500平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

６  ５の項の完了検査のう

ち、建築物が建築物省エ

ネルギー法第 11条第１項

非住宅部分

の床面積の

合計

300平方メートル以上 1,000平方

メートル未満

［略］
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第１項に規定する特定建

築行為である場合に６の

項の手数料に加算する額

の合計 ［略］ ［略］

住宅の場合 一戸建ての住宅の部分 4,500円

共同住

宅等の

住宅部

分の床

面積の

合計

300平方メートル未満 9,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

１万 9,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

４万 3,000円

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

７万 8,000円

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未

満  

12万 5,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル未

満  

18万 9,000円

５万平方メートル以上 28万 6,000円

８ ［略］ ［略］ ［略］

９ ［略］ ［略］

10 法第７条第４項又は法

第 18条第 21項の規定に基

づく完了検査のうち法第

７条の３第１項に規定す

る特定工程に係る建築物

に関するもの  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

３万 8,000円

200平方メートルを超え 300平方

メートル以内

４万 8,000円

300平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

11 10の項の完了検査のう 非住宅建築 非住宅 300平方メートル未満 9,000円

の適用を受けるものであ

る場合に５の項の手数料

に加算する額  

［略］ ［略］

７ ［略］ ［略］ ［略］

８ ［略］ ［略］

９  法第７条第４項又は法

第 18条第 21項の規定に基

づく完了検査のうち法第

７条の３第１項に規定す

る特定工程に係る建築物

に関するもの  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

３万 5,000円

200平方メートルを超え 500平方

メートル以内

４万 4,000円

500平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

10 ９の項の完了検査のう 非住宅部分 300平方メートル以上 1,000平方 ［略］

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

213



ち、当該建築行為が建築

物省エネルギー法第 11条

第１項に規定する特定建

築行為である場合に 10の

項の手数料に加算する額

物の場合 部分の

床面積

の合計

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

［略］

［略］ ［略］

住宅の場合 一戸建ての住宅の部分 4,500円

共同住

宅等の

住宅部

分の床

面積の

合計

300平方メートル未満 9,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

１万 9,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

４万 3,000円

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

７万 8,000円

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未

満  

12万 5,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル未

満  

18万 9,000円

５万平方メートル以上 28万 6,000円

12 法第７条の３第４項又

は法第 18条第 29項に規定

する検査  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

３万 2,000円

200平方メートルを超え 300平方

メートル以内

４万 2,000円

300平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

13、 14 ［略］ ［略］

ち、建築物が建築物省エ

ネルギー法第 11条第１項

の適用を受けるものであ

る場合に９の項の手数料

に加算する額  

の床面積の

合計

メートル未満

［略］ ［略］

11 法第７条の３第４項又

は法第 18条第 29項に規定

する検査  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

３万 1,000円

200平方メートルを超え 500平方

メートル以内

４万円

500平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

12、 13 ［略］ ［略］
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15 法第 43条第２項第１号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係

における建築物の認定の申請に対する審査  

［略］  

16 法第 43条第２項第２号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係

における建築物の許可の申請に対する審査  

［略］  

17 法第 44条第１項第２号の規定に基づく道路内の公衆便所等の許可の

申請に対する審査  

［略］  

18 法第 44条第１項第３号の規定に基づく道路内の建築物の認定の申請

に対する審査  

［略］  

19 法第 44条第１項第４号の規定に基づく道路内の公共用歩廊等の許可

の申請に対する審査  

［略］  

20 法第 47条ただし書の規定に基づく壁面線を超える建築物の許可の申

請に対する審査  

［略］  

21 法第 48条第１項から第 14項までのただし書（法第 87条第２項若しく

は第３項又は第 88条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定に基づく用途地域の特例許可の申請に対する審査  

［略］  

22 法第 51条ただし書（法第 87条第２項若しくは第３項又は第 88条第２

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特殊建築物等の敷

地の位置の許可の申請に対する審査  

［略］  

23～ 28 ［略］  ［略］  

29 法第 55条第２項又は地域再生法（平成 17年法律第 24号）第 17条の 44

の規定により読み替えて適用する法第 55条第４項第２号の規定に基づ

く建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審

査  

［略］  

30～ 32 ［略］  ［略］  

33 法第 58条第２項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの最

高限度に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査  

 

［略］  

14 法第 43条第２項第１号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係

の建築の認定の申請に対する審査  

［略］  

15 法第 43条第２項第２号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係

の建築の許可の申請に対する審査  

［略］  

16 法第 44条第１項第２号の規定に基づく公衆便所等の道路内における

建築の許可の申請に対する審査  

［略］  

17 法第 44条第１項第３号の規定に基づく道路内における建築の認定の

申請に対する審査  

［略］  

18 法第 44条第１項第４号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内におけ

る建築の許可の申請に対する審査  

［略］  

19 法第 47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申

請に対する審査  

［略］  

20 法第 48条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、第４

項ただし書、第５項ただし書、第６項ただし書、第７項ただし書、第

８項ただし書、第９項ただし書、第 10項ただし書、第 11項ただし書、

第 12項ただし書又は第 13項ただし書（法第 87条第２項若しくは第３項

又は第 88条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の

規定に基づく用途地域における建築等の許可の申請に対する審査  

［略］  

21 法第 51条ただし書（法第 87条第２項若しくは第３項又は第 88条第２

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特殊建築物等の敷

地の許可の申請に対する審査  

［略］  

22～ 27 ［略］  ［略］  

28 法第 55条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除

外に係る認定の申請に対する審査  

［略］  

29～ 31 ［略］  ［略］  

32 法第 58条第２項の規定に基づく同条第１項の都市計画において建築

物の高さの最高限度が定められた高度地区における当該最高限度に関

する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査  

［略］  
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34～ 63 ［略］ ［略］ 33～ 62 ［略］ ［略］

備考

１ ［略］

２  １及び３の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりと

する。  

(1)～ (4) ［略］  

３ ６及び 10の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりと

する。  

(1)～ (2) ［略］

４ ［略］  

５ 非住宅部分、非住宅建築物及び複合建築物とは、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省

令」という。）第１条第１項第１号に規定する非住宅部分、非住宅建築物及び複

合建築物を、住宅とは、同項第２号に規定する住宅を、住宅部分とは同条第２項

に規定する住宅部分をいう。  

６ 一戸建ての住宅とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅をいい、共同住宅等と

は、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。

備考

１ ［略］  

２ １の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)～ (4) ［略］

３  ５及び９の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりと

する。  

(1)～ (2) ［略］  

４ ［略］  

５ ６及び 10の項において、非住宅部分とは、建築物省エネルギー法第 11条第１項

に規定する非住宅部分をいう。

６ ６及び 10の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりと

する。

(1) 当該建築物について一次エネルギー消費量（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準

省令」という。）第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量をいう。）に

係る計算を要しない既存部分がある場合  当該既存部分の床面積を除いた床面

積

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84号。以下「低炭素

化促進法」という。）第 55条第１項の規定に基づく変更の認定を受け、かつ、

同条第２項の規定において準用する低炭素化促進法第 54条第８項の規定により

建築物省エネルギー法第 12条第３項の規定による通知書の交付を受けたものと

みなした場合  当該変更に係る部分の床面積（低炭素化促進法第 54条第１項第

１号に規定する建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国

土交通大臣及び環境大臣が定める基準（以下「誘導基準」という。）に適合す

るかどうかの判断のための計算の方法を変更する場合にあっては、当該変更す
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７ ３、７及び 11の項の手数料の算定において、住宅部分に一戸建ての住宅と共同

住宅等の両方を含む場合は、一戸建ての住宅に係る部分の床面積に応じた額に共

同住宅等に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。  

８ ７及び 11の項において、申請に係る建築物が複合建築物の場合は、非住宅部分

の申請に係る床面積に応じた額に住宅部分の申請に係る床面積に応じた額を加算

した額とする。この場合において、住宅部分の一棟の建築物の単位住戸（住宅部

分の一の住戸をいう。）の数が一である場合は、当該住宅部分は一戸建ての住宅

の住宅部分とみなし、それ以外の場合は共同住宅等の住宅部分とみなす。  

９  50の項において、建築等とは、法第 86条第１項に規定する建築等をいう。

10 53から 55までの項において、増築等とは、法第 86条の２第１項に規定する増築

等をいう。  

る部分の床面積を含む。）

(3) 建築物省エネルギー法第 36条第１項の規定に基づく変更の認定を受け、か

つ、同条第２項の規定において準用する建築物省エネルギー法第 12条第３項の

規定による通知書の交付を受けたものとみなした場合  当該変更に係る部分の

床面積（基準省令第 10条第１号又は第２号に規定する基準（国土交通大臣がエ

ネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。）の適用を変

更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。）

７ 49の項において、建築等とは、法第 86条第１項に規定する建築等をいう。

８ 52から 54までの項において、増築等とは、法第 86条の２第１項に規定する増築

等をいう。  

別表第 10（第５条の２関係）

種別 区分 手数料（１件に

つき）  

１ 法第 17条第４項

の規定に基づく申

出に係る計画の通

知に対する審査  

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え

200平方メートル以内  

６万 9,000円

200平方メートルを超え

300平方メートル以内  

７万 4,000円

300平方メートルを超え

1,000平方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

２ １の項の審査の 当該審査に係る 1,000平方メートル以内 21万 8,000円

別表第 10（第５条の２関係）

種別 区分 手数料（１件に

つき）  

法第 17条第４項の

規定に基づく申出

に係る計画の通知

に対する審査

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え

200平方メートル以内  

４万 7,000円

200平方メートルを超え

500平方メートル以内  

６万円

500平方メートルを超え

1,000平方メートル以内

［略］

［略］ ［略］
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うち、建築基準法

第６条の３第１項

ただし書又は同法

第 18条第５項ただ

し書の規定に基づ

き、構造計算に関

する高度の専門的

知識及び技術を有

する者として建築

基準法施行規則第

３条の 13第１項で

定める要件を備え

る者である建築主

事が特定構造計算

基準又は特定増改

築構造計算基準に

適合するかどうか

を審査する場合に

１の項の手数料に

加算する額  

一の建築物ごと

の床面積（一の

建築物がエキス

パンションジョ

イントその他の

相互に応力を伝

えない構造方法

により他の部分

と構造的に分離

されている場合

にあっては、そ

れぞれの部分ご

との床面積）  

1,000平方メートルを超え

2,000平方メートル以内  

26万 6,000円

2,000平方メートルを超え

１万平方メートル以内  

29万円

１万平方メートルを超え

５万平方メートル以内  

36万 4,000円

５万平方メートルを超え

るもの  

60万 9,000円

３  １の項の審査の

うち、建築物のエ

ネルギー消費性能

の向上等に関する

法律施行規則第２

条第１項第１号に

掲げる基準に適合

するかどうかを審

査する場合に１の

項の手数料に加算

当該審査に係る

一戸建ての住宅

の住宅部分の床

面積の合計  

200平方メートル未満 １万 9,000円

200平方メートル以上 ２万 1,000円

当該審査に係る

共同住宅等の住

宅部分の床面積

の合計  

300平方メートル未満 ３万 4,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

６万 2,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

11万 9,000円

5,000平方メートル以上１ 17万円
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する額 万平方メートル未満

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未満

30万 8,000円

２万 5,000平方メートル以

上５万平方メートル未満  

50万円

５万平方メートル以上 88万 1,000円

備考

１及び３の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとす

る。

(1)～ (4) ［略］  

別表第 11（第５条の３関係）

種別 区分 手数料（１件に

つき）  

［略］ ［略］ ［略］

３  法第６条第２項

（法第８条第２項にお

いて準用する場合を含

む。）の規定に基づく

申出に係る長期優良住

宅建築等計画に対する

審査（１及び２の項の

手数料に加算する額）

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200

平方メートル以内  

６万 9,000円

200平方メートルを超え 300

平方メートル以内  

７万 4,000円

300平方メートルを超え

1,000平方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

４  ３の項の審査のう

ち、建築基準法第６

条の３第１項ただし

書又は同法第 18条第

５項ただし書の規定

に基づき、構造計算

に関する高度の専門

当該審査に係

る一の建築物

ごとの床面積

（一の建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

1,000平方メートル以内 21万 8,000円

1,000平方メートルを超え

2,000平方メートル以内  

26万 6,000円

2,000平方メートルを超え

１万平方メートル以内  

29万円

１万平方メートルを超え５

万平方メートル以内  

36万 4,000円

備考

床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)～ (4) ［略］  

別表第 11（第５条の３関係）

種別 区分 手数料（１件に

つき）  

［略］ ［略］ ［略］

３  法第６条第２項

（法第８条第２項にお

いて準用する場合を含

む。）の規定に基づく

申出に係る長期優良住

宅建築等計画に対する

審査（１及び２の項の

手数料に加算する額）

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200

平方メートル以内  

４万 7,000円

200平方メートルを超え 500

平方メートル以内  

６万円

500平方メートルを超え

1,000平方メートル以内  

［略］

［略］ ［略］
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的知識及び技術を有

する者として建築基

準法施行規則第３条

の 13第１項で定める

要件を備える者であ

る建築主事が特定構

造計算基準又は特定

増改築構造計算基準

に適合するかどうか

を審査する場合に３

の項の手数料に加算

する額  

相互に応力を

伝えない構造

方法により他

の部分と構造

的に分離され

ている場合に

あっては、そ

れぞれの部分

ごとの床面

積）  

５万平方メートルを超える

もの  

60万 9,000円

５  ３の項の審査のう

ち、建築物のエネル

ギー消費性能の向上

等に関する法律施行

規則第２条第１項第

１号に掲げる基準に

適合するかどうかを

審査する場合に３の

項の手数料に加算す

る額  

当該審査に係

る一戸建ての

住宅の住宅部

分の床面積の

合計  

200平方メートル未満 １万 9,000円

200平方メートル以上 ２万 1,000円

当該審査に係

る共同住宅等

の住宅部分の

床面積の合計  

300平方メートル未満 ３万 4,000円

300平方メートル以上 2,000

平方メートル未満  

６万 2,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

11万 9,000円

5,000平方メートル以上１

万平方メートル未満  

17万円

１万平方メートル以上２万

5,000平方メートル未満  

30万 8,000円

２万 5,000平方メートル以

上５万平方メートル未満  

50万円

５万平方メートル以上 88万 1,000円

６～８ ［略］ ［略］ ４～６ ［略］ ［略］
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備考  

１、２  ［略］  

３  ３及び５の項に掲げる床面積は、次の各号に定める面積とする。  

(1)～ (3) ［略］  

備考  

１、２  ［略］  

３  ３の項に掲げる床面積は、次の各号に定める面積とする。  

(1)～ (3) ［略］  

別表第 12（第５条の４関係）  

種別  区分  手数料（１件につき）  

適合書

あり  

適合書なし  

ア  イ  ウ  

１  法第 53条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査  

非

住

宅

建

築

物

の

場

合  

非住宅

部分の

床面積

の合計  

300平方メートル未満  ［略］  ９万

5,000円  

24万円   

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満  

［略］  12万

2,000円  

30万

2,000円  

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満  

［略］  16万円  39万円  

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満  

［略］  26万

6,000円  

56万

5,000円  

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

［略］  34万

1,000円  

69万

1,000円  

１万平方メートル以上

２万 5,000平方メートル

未満  

［略］  41万

7,000円  

82万

5,000円  

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル

未満  

［略］  48万

4,000円  

93万

7,000円  

５万平方メートル以上  ［略］  64万

6,000円  

118万

9,000円  

 住

宅

一戸建

ての住

200平方メートル未満  ［略］  ２万 9,000円  ３万

9,000円  

別表第 12（第５条の４関係）  

種別  区分  手数料（１件につき）  

適合書

あり  

適合書なし  

ア  イ  

１  法第 53条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査  

非住宅の

場合  

床面積の合計が 300平方メートル

未満  

［略］  ９万

5,000円  

24万円  

床面積の合計が 300平方メートル

以上 1,000平方メートル未満  

［略］  12万

2,000円  

30万

2,000円  

床面積の合計が 1,000平方メート

ル以上 2,000平方メートル未満  

［略］  16万円  39万円  

床面積の合計が 2,000平方メート

ル以上 5,000平方メートル未満  

［略］  26万

6,000円  

56万

5,000円  

床面積の合計が 5,000平方メート

ル以上１万平方メートル未満  

［略］  34万

1,000円  

69万

1,000円  

床面積の合計が１万平方メート

ル以上２万 5,000平方メートル未

満  

［略］  41万

7,000円  

82万

5,000円  

床面積の合計が２万 5,000平方メ

ートル以上５万平方メートル未

満  

［略］  48万

4,000円  

93万

7,000円  

床面積の合計が５万平方メート

ル以上  

［略］  64万

6,000円  

118万

9,000円  

住

宅

一戸建

ての住

床面積の合計が 200平方メートル

未満  

［略］  ３万 9,000円  
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の

場

合  

宅の住

宅部分

の床面

積の合

計

200平方メートル以上 ［略］ ３万 2,000円 ４万

4,000円

共同住

宅等の

住宅部

分の床

面積の

合計

300平方メートル未満 ［略］ ３万

9,000円

５万

4,000円  

７万

6,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

［略］ ６万

8,000円

９万

2,000円  

12万

8,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

［略］ 12万

8,000円

16万

6,000円  

22万

5,000円

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

［略］ 18万

3,000円

23万

2,000円  

31万

2,000円

１万平方メートル以上

２万 5,000平方メートル

未満  

［略］ 33万円 43万

9,000円  

60万

6,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル

未満  

［略］ 53万

5,000円

74万円 104万

7,000円

５万平方メートル以上 ［略］ 94万

2,000円

134万

2,000円  

192万

5,000円

２ 法第 10条第

３項（法第 11

条第２項にお

いて準用する

場合を含

む。）又は法

第 54条第２項

（法第 55条第

２項において

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え

200平方メートル以内  

６万 9,000円

200平方メートルを超え

300平方メートル以内  

７万 4,000円

300平方メートルを超え

1,000平方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

の

場

合

宅 床面積の合計が 200平方メートル

以上

［略］ ４万 4,000円

共同住

宅、長

屋その

他の一

戸建て

の住宅

以外の

住宅

床面積の合計が 300平方メートル

未満

［略］ ３万

9,000円  

７万

6,000円

床面積の合計が 300平方メートル

以上 2,000平方メートル未満  

［略］ ６万

8,000円  

12万

8,000円

床面積の合計が 2,000平方メート

ル以上 5,000平方メートル未満

［略］ 12万

8,000円  

22万

5,000円

床面積の合計が 5,000平方メート

ル以上１万平方メートル未満

［略］ 18万

3,000円  

31万

2,000円

床面積の合計が１万平方メート

ル以上２万 5,000平方メートル未

満

［略］ 33万円 60万

6,000円

床面積の合計が２万 5,000平方メ

ートル以上５万平方メートル未

満  

［略］ 53万

5,000円  

104万

7,000円

床面積の合計が５万平方メート

ル以上

［略］ 94万

2,000円  

192万

5,000円

２  法第 54条第

２項（法第 55

条第２項にお

いて準用する

場合を含

む。）の規定

に基づく申出

に係る低炭素

建築物新築等

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方

メートル以内

４万 7,000円

200平方メートルを超え 500平方

メートル以内

６万円

500平方メートルを超え 1,000平

方メートル以内

［略］

［略］ ［略］
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準用する場合

を含む。）の

規定に基づく

申出に係る低

炭素建築物新

築等計画に対

する審査（１

及び５の項の

手数料に加算

する額）  

３  ２の項の審

査のうち、建

築基準法第６

条の３第１項

ただし書又は

同法第 18条第

５項ただし書

の規定に基づ

き、構造計算

に関する高度

の専門的知識

及び技術を有

する者として

建築基準法施

行規則第３条

の 13第１項で

定める要件を

備える者であ

る建築主事が

特定構造計算

当該審査

に係る一

の建築物

ごとの床

面積（一

の建築物

がエキス

パンショ

ンジョイ

ントその

他の相互

に応力を

伝えない

構造方法

により他

の部分と

構造的に

分離され

ている場

合にあっ

1,000平方メートル以内 21万 8,000円

1,000平方メートルを超

え 2,000平方メートル以

内  

26万 6,000円

2,000平方メートルを超

え１万平方メートル以

内  

29万円

１万平方メートルを超

え５万平方メートル以

内  

36万 4,000円

５万平方メートルを超

えるもの  

60万 9,000円

計画に対する

審査（１及び

３の項の手数

料に加算する

額）  
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基準又は特定

増改築構造計

算基準に適合

するかどうか

を審査する場

合に２の項の

手数料に加算

する額  

ては、そ

れぞれの

部分ごと

の床面

積）

４  ２の項の審

査のうち、建

築物のエネル

ギー消費性能

の向上等に関

する法律施行

規則第２条第

１項第１号に

掲げる基準に

適合するかど

うかを審査す

る場合に２の

項の手数料に

加算する額  

当該審査

に係る一

戸建ての

住宅の住

宅部分の

床面積の

合計

200平方メートル未満 １万 9,000円

200平方メートル以上 ２万 1,000円

当該審査

に係る共

同住宅等

の住宅部

分の床面

積の合計

300平方メートル未満 ３万 4,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

６万 2,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

11万 9,000円

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

17万円

１万平方メートル以上

２万 5,000平方メートル

未満  

30万 8,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル

未満  

50万円

５万平方メートル以上 88万 1,000円
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５、６ ［略］ ［略］

備考

１ 適合書とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27年法

律第 53号）第 14条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号）第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機関が、法第 54条第１項１号に規定する基準に適合する

ことを証する書面をいう。  

２ 非住宅部分、非住宅建築物及び複合建築物とは、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省

令」という。）第１条第１項第１号に規定する非住宅部分、非住宅建築物及び複

合建築物を、住宅とは、同項第２号に規定する住宅を、住宅部分とは同条第２項

に規定する住宅部分をいう。  

３ 一戸建ての住宅とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅をいい、共同住宅等と

は、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。

４ 認定の申請に係る建築物の非住宅部分において、適合書ありの欄は１項の書面

を認定の申請書に添付した場合に、適合書なしの欄は、適合書あり以外の場合に

ついて、それぞれ適用する。  

５ 認定の申請に係る建築物の非住宅部分において、アの欄は基準省令第 10条第１

号イ (2)及び同号ロ (2)に規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合につい

て、それぞれ適用する。  

６ 認定の申請に係る建築物の住宅部分において、アの欄は基準省令第 10条第２号

イ (2)及び同号ロ (2)に規定する基準による場合、イの欄は次の各号のいずれかに

該当する場合、ウの欄はア及びイ以外の場合について、それぞれ適用する。

(1) 基準省令第 10条第２号イ (2)及び同号ロ (1)に規定する基準による場合

(2) 基準省令第 10条第２号イ (1)及び同号ロ (2)に規定する基準による場合

７ 認定の申請に係る建築物が複合建築物の場合は、非住宅部分の認定の申請に係

る床面積に応じた額に住宅部分の申請に係る床面積に応じた額を加算した額とす

る。この場合において、住宅部分の一棟の建築物の単位住戸（住宅部分の一の住

３、４ ［略］ ［略］

備考

１ 適合書とは低炭素建築物新築等計画が法第 54条第１項各号に掲げる基準に適

合することを証する書面をいう。

２ 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経

済産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。

３ １の項において、住宅とは一戸建ての住宅又は共同住宅、長屋その他の一戸

建ての住宅以外の住宅を、非住宅とは住宅以外の用途に係るものをいう。

４ 申請に係る建築物が非住宅のみからなる建築物の場合において、アの欄は基

準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場

合について、申請に係る建築物が住宅のみからなる建築物の場合において、ア

の欄は基準省令第 10条第２号イ (2)及びロ (2)に規定する基準による場合、イの

欄はア以外の場合について、それぞれ適用する。  

５ 住宅と非住宅の複合建築物の場合は、住宅の用途の新築等に係る部分の床面

積に応じた額に非住宅の用途の新築等に係る部分の床面積に応じた額を加算し

た額とする。  
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戸をいう。）の数が一である場合は、当該住宅部分は一戸建ての住宅の住宅部分

とみなし、それ以外の場合は共同住宅等の住宅部分とみなす。  

８  １の項の床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計に

より算定する。  

９  ２及び４の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりと

する。  

(1)～ (3) ［略］  

10 ５及び６の項の床面積の算定にあたっては、基準省令第 10条に規定する基準

（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含

む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。  

 

 

６  １の項の床面積の算定にあたっては、新築等に係る部分の床面積の合計によ

り算定する。  

７  ２の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとす

る。  

(1)～ (3) ［略］  

別表第 13（第５条の５関係）  

 (1) 法第 11条、第 12条及び規則第 13条の規定に基づく事務（省エネ基準適合性判

定）  

種別  区分  手数料（１件につき）  

ア  イ  ウ  

工場等

の場合  

工場等

以外の

場合  

工場等

の場合  

工場等

以外の

場合  

１  省エ

ネ性能

確保計

画の適

合性判

定に対

する審

査  

非

住

宅

建

築

物

の

場

合  

非住宅部

分の床面

積の合計  

300平方メートル未満  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

5,000平方メートル以上１

万平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

別表第 13（第５条の５関係）  

 (1) 法第 12条及び第 13条の規定に基づく事務（省エネ基準適合性判定）  

 

種別  区分  手数料（１件につき）  

ア  イ  

工場等  工場等以

外  

工場等  工場等以

外  

１  省エネ性

能確保計画

の適合性判

定に対する

審査のう

ち、２の項

以外の場合  

非

住

宅

部

分

の

床

面

積

の

合

300平方メートル未満  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

300平方メートル以上 1,000平

方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

1,000平方メートル以上 2,000

平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

2,000平方メートル以上 5,000

平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

5,000平方メートル以上１万

平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

１万平方メートル以上２万

5,000平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
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２万 5,000平方メートル以

上５万平方メートル未満  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］

５万平方メートル以上 ［略］  ［略］  ［略］  ［略］

住

宅

の

場

合  

一戸建て

の住宅の

住宅部分

の床面積

の合計

200平方メートル未満 １万 9,000円 ２万 7,000円 ３万

5,000円

200平方メートル以上 ２万 1,000円 ３万円 ３万

9,000円

共同住宅

等の住宅

部分の床

面積の合

計

300平方メートル未満 ３万 4,000円 ５万 2,000円 ６万

9,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

６万 2,000円 ９万円 11万

8,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

11万 9,000円 16万 4,000円 20万

9,000円

5,000平方メートル以上１

万平方メートル未満  

17万円 23万円 29万

1,000円

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未満

30万 8,000円 43万 7,000円 56万

6,000円

２万 5,000平方メートル以

上５万平方メートル未満  

50万円 73万 8,000円 97万

7,000円

５万平方メートル以上 88万 1,000円 134万円 179万

8,000円

２ 省エ

ネ性能

確保計

画の適

合性判

定に対

する審

非

住

宅

建

築

物

の

非住宅部

分の床面

積の合計  

300平方メートル未満 ［略］

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

［略］

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

［略］

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

［略］

計  ２万 5,000平方メートル以上

５万平方メートル未満  

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

５万平方メートル以上 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

２ 省エネ性

能確保計画

の適合性判

定に対する

審査のう

ち、複数棟

申請の他の

非

住

宅

部

分

の

床

300平方メートル未満 ［略］

300平方メートル以上 1,000平

方メートル未満  

［略］

1,000平方メートル以上 2,000

平方メートル未満  

［略］

2,000平方メートル以上 5,000

平方メートル未満  

［略］
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査のう

ち、複

数棟申

請の他

の建築

物に係

る審査

を行う

場合

場

合  

5,000平方メートル以上１

万平方メートル未満  

［略］

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未満

［略］

２万 5,000平方メートル以

上５万平方メートル未満  

［略］

５万平方メートル以上 ［略］

住

宅

の

場

合  

一戸建て

の住宅の

住宅部分

の床面積

の合計

200平方メートル未満 6,600円

200平方メートル以上 7,100円

共同住宅

等の住宅

部分の床

面積の合

計

300平方メートル未満 １万 2,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

２万 6,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

６万 3,000円

5,000平方メートル以上１

万平方メートル未満  

９万 7,000円

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未満

15万 6,000円

２万 5,000平方メートル以

上５万平方メートル未満  

22万円

５万平方メートル以上 34万 7,000円

３  法第 11条第２項又は第 12条第３項の規定に

基づく省エネ性能確保計画の変更の適合性判

定に対する審査  

１及び２の項の規定を準用して得ら

れる額。この場合において、法第 11

条第２項又は第 12条第３項の規定に

基づく変更に係る部分の床面積に基

づき手数料を算定する。

建築物に係

る審査を行

う場合  

面

積

の

合

計  

5,000平方メートル以上１万

平方メートル未満  

［略］

１万平方メートル以上２万

5,000平方メートル未満  

［略］

２万 5,000平方メートル以上

５万平方メートル未満  

［略］

５万平方メートル以上 ［略］

３  省エネ性能確保計画の変更の適合性判定に

対する審査  

１及び２の項の規定を準用して得られ

る額  
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４  規則第 13条の規定に基づく軽微な変更に該

当していることを証する書面の交付  

１の項の規定を準用して得られる

額。この場合において、軽微な変更

に係る部分の床面積に基づき手数料

を算定する。

４  規則第 11条の規定に基づく軽微な変更に該

当していることを証する書面の交付  

１及び２の項の規定を準用して得られ

る額  

備考 備考

１  省エネ性能確保計画とは法第 11条第１項又は第 12条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画を、適合性判定とは建築物エネルギー消費性能適

合性判定をいう。  

２ 非住宅部分、非住宅建築物及び複合建築物とは、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省

令」という。）第１条第１項第１号に規定する非住宅部分、非住宅建築物及び複

合建築物を、住宅とは、同項第２号に規定する住宅を、住宅部分とは、同条第２

項に規定する住宅部分いう。  

３ 一戸建ての住宅とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅をいい、共同住宅等と

は、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。

４ 工場等 とは、 非住宅部分の全部を基準省令第 10条第 1号に規定する 工 場等の用

途に供する建築物をいう。

５ 審査に係る建築物の非住宅部分において、アの欄は基準省令第１条第１項第１

号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、それぞれ適用

する。  

６ 審査に係る建築物の住宅部分において、アの欄は基準省令第１条第１項第２号

イ (2)及び同号ロ (2)に規定する基準による場合（同号イただし書の国土交通大臣

が定める基準に適合する住宅にあっては、同号ロ（ 2）に規定する基準に限

る。）、イの欄は次の各号のいずれかに該当する場合、ウの欄はア及びイ以外の

場合について、それぞれ適用する。  

(1) 基準省令第１条第１項第２号イ (2)及び同号ロ (1)に規定する基準による場

合

(2) 基準省令第１条第１項第２号イ (1)及び同号ロ (2)に規定する基準による場

合  

７ 審査に係る建築物が複合建築物の場合は、非住宅部分の審査に係る床面積に応

１  省エネ性能確保計画とは法第 12条第１項又は第 13条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画を、適合性判定とは建築物エネルギー消費性能適

合性判定をいう。  

２ 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済

産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。

３ アの欄は基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄は

ア以外の場合について、それぞれ適用する。

４ 工場等とは、工場、倉庫、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

５ 非住宅部分とは、法第 11条第１項に規定する非住宅部分をいう。

６ １の項の床面積の算定にあたっては、基準省令第１条第１項第１号ただし書に

規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方

法により設計一次エネルギー消費量（同号イの設計一次エネルギー消費量をい

う。）及び基準一次エネルギー消費量（同号イの基準一次エネルギー消費量をい

う。）の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。
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じた額に住宅部分の審査に係る床面積に応じた額を加算した額とする。この場合

において、住宅部分の一棟の建築物の単位住戸（住宅部分の一の住戸をいう。）

の数が一である場合は、当該住宅部分は一戸建ての住宅の住宅部分とみなし、そ

れ以外の場合は共同住宅等の住宅部分とみなす。  

８  ２の項における複数棟申請の他の建築物とは、法第 29条第３項に規定する他の

建築物をいう。  

９  ２の項に掲げる審査とは、省エネ性能確保計画に係る評価方法と法第 29条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が同一である場

合に限る。  

10 ３及び４の項の床面積の算定にあたっては、基準省令第１条第１項各号に規定

する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める

方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を

含む。

７  ２の項における複数棟申請の他の建築物とは、法第 34条第３項に規定する他の

建築物をいう。  

８  ２の項に掲げる審査とは、省エネ性能確保計画に係る評価方法と法第 34条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が同一である場

合に限る。  

９ ３の項の手数料算定にあたっては、１及び２の項の「非住宅部分の床面積」と

あるのは、「法第 12条第２項又は第 13条第３項の規定に基づく変更に係る部分の

床面積（基準省令第１条第１項第１号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギ

ー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。）の適用を変更する場

合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。）」と読み替えるものとす

る。  

10 ４の項の手数料算定にあたっては、１及び２の項の「非住宅部分の床面積」と

あるのは、「軽微な変更に係る部分の床面積（基準省令第１条第１項第１号に規

定する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認め

る方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積

を含む。）」と読み替えるものとする。

(2) 法第 29条から第 31条まで及び規則第 28条の規定に基づく事務（省エネ性能向上

計画の認定）

種別 区分 手数料（１件につき）

適合書

あり

適合書なし

ア イ ウ

１  省エネ性

能向上計画の

認定の申請に

対する審査  

非

住

宅

建

非住宅

部分の

床面積

の合計

300平方メートル未満 ［略］ ９万

3,000円

23万

8,000円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

［略］ 11万

9,000円

30万円

(2) 法第 34条から第 36条まで及び規則第 29条の規定に基づく事務（省エネ性能向上

計画の認定）

種別 区分 手数料（１件につき）

適合書

あり

適合書なし

ア イ

１  省エネ性

能向上計画の

認定の申請に

対する審査  

申請に

係る建

築物が

非住宅

床面積の合計が 300平方メートル未

満

［略］ ９万

3,000円

23万

8,000円

床面積の合計が 300平方メートル以

上 1,000平方メートル未満  

［略］ 11万

9,000円

30万円
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築

物

の

場

合  

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

［略］ 15万

8,000円

38万

8,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

［略］ 26万

4,000円

56万

3,000円

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

［略］ 33万

9,000円

68万

9,000円

１万平方メートル以上

２万 5,000平方メートル

未満  

［略］ 41万

5,000円

82万

3,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル

未満  

［略］ 48万

2,000円

93万

5,000円

５万平方メートル以上 ［略］ 64万

4,000円

118万

7,000円

住

宅

の

場

合  

一戸建

ての住

宅の住

宅部分

の床面

積の合

計

200平方メートル未満 ［略］ ２万円 ２万

7,000円

３万

7,000円

200平方メートル以上 ［略］ ２万

2,000円

３万円 ４万

2,000円

共同住

宅等の

住宅部

分の床

面積の

合計

300平方メートル未満 ［略］ ３万

7,000円

５万

2,000円

７万

4,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

［略］ ６万

6,000円

９万円 12万

6,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

［略］ 12万

6,000円

16万

4,000円

22万

2,000円

部分の

みから

なる建

築物の

場合

床面積の合計が 1,000平方メートル

以上 2,000平方メートル未満  

［略］ 15万

8,000円

38万

8,000円

床面積の合計が 2,000平方メートル

以上 5,000平方メートル未満  

［略］ 26万

4,000円

56万

3,000円

床面積の合計が 5,000平方メートル

以上１万平方メートル未満  

［略］ 33万

9,000円

68万

9,000円

床面積の合計が１万平方メートル

以上２万 5,000平方メートル未満  

［略］ 41万

5,000円

82万

3,000円

床面積の合計が２万 5,000平方メー

トル以上５万平方メートル未満

［略］ 48万

2,000円

93万

5,000円

床面積の合計が５万平方メートル

以上

［略］ 64万

4,000円

118万

7,000円

申請に

係る建

築物が

住宅部

分のみ

からな

る建築

物の場

合

一戸建て

の住宅の

場合

床面積の合計が 200平方メ

ートル未満

［略］ ２万円 ３万

7,000円

床面積の合計が 200平方メ

ートル以上

［略］ ２万

2,000円

４万

2,000円

共同住

宅、長屋

その他の

一戸建て

の住宅以

外の住宅

の場合

床面積の合計が 300平方メ

ートル未満

［略］ ３万

7,000円

７万

4,000円

床面積の合計が 300平方メ

ートル以上 2,000平方メー

トル未満

［略］ ６万

6,000円

12万

6,000円

床面積の合計が 2,000平方

メートル以上 5,000平方メ

ートル未満

［略］ 12万

6,000円

22万

2,000円
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5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

［略］ 18万

1,000円

23万円 31万円

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未

満  

［略］ 32万

8,000円

43万

7,000円

60万

4,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル未

満  

［略］ 53万

3,000円

73万

8,000円

104万

5,000円

５万平方メートル以上 ［略］ 94万円 134万円 192万

3,000円

２  法第 30条

第２項（法第

31条第２項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

に基づく申出

に対する審査

（１及び５の

項の手数料に

加算する額）

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え

200平方メートル以内  

６万 9,000円

200平方メートルを超え

300平方メートル以内  

７万 4,000円

300平方メートルを超え

1,000平方メートル以内

［略］

［略］ ［略］

３  ２の項の

審査のう

ち、建築基

準法第６条

の３第１項

ただし書又

は同法第 18

条第５項た

当該審査

に係る一

の建築物

ごとの床

面積（一

の建築物

がエキス

パンショ

1,000平方メートル以内 21万 8,000円

1,000平方メートルを超

え 2,000平方メートル以

内  

26万 6,000円

2,000平方メートルを超

え１万平方メートル以内

29万円

１万平方メートルを超え

５万平方メートル以内  

36万 4,000円

床面積の合計が 5,000平方

メートル以上１万平方メ

ートル未満

［略］ 18万

1,000円

31万円

床面積の合計が１万平方

メートル以上２万 5,000平

方メートル未満

［略］ 32万

8,000円

60万

4,000円

床面積の合計が２万 5,000

平方メートル以上５万平

方メートル未満  

［略］ 53万

3,000円

104万

5,000円

床面積の合計が５万平方

メートル以上

［略］ 94万円 192万

3,000円

２  法第 35条

第２項（法第

36条第２項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

に基づく申出

に対する審査

（１及び３の

項の手数料に

加算する額）

［略］ ［略］ ［略］

100平方メートルを超え 200平方メ

ートル以内  

４万 7,000円

200平方メートルを超え 500平方メ

ートル以内  

６万円

500平方メートルを超え 1,000平方

メートル以内

［略］

［略］ ［略］
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だし書の規

定に基づ

き、構造計

算に関する

高度の専門

的知識及び

技術を有す

る者として

建築基準法

施行規則第

３条の 13第

１項で定め

る要件を備

える者であ

る建築主事

が特定構造

計算基準又

は特定増改

築構造計算

基準に適合

するかどう

かを審査す

る場合に２

の項の手数

料に加算す

る額  

ンジョイ

ントその

他の相互

に応力を

伝えない

構造方法

により他

の部分と

構造的に

分離され

ている場

合にあっ

ては、そ

れぞれの

部分ごと

の床面

積）

５万平方メートルを超え

るもの  

60万 9,000円

４  ２の項の

審査のう

ち、建築物

のエネルギ

当該審査

に係る一

戸建ての

住宅の住

200平方メートル未満 １万 9,000円

200平方メートル以上 ２万 1,000円
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ー消費性能

の向上等に

関する法律

施行規則第

２条第１項

第１号に掲

げる基準に

適合するか

どうかを審

査する場合

に２の項の

手数料に加

算する額  

宅部分の

床面積の

合計

当該審査

に係る共

同住宅等

の住宅部

分の床面

積の合計

300平方メートル未満 ３万 4,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

６万 2,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

11万 9,000円

5,000平方メートル以上

１万平方メートル未満  

17万円

１万平方メートル以上２

万 5,000平方メートル未

満  

30万 8,000円

２万 5,000平方メートル

以上５万平方メートル未

満  

50万円

５万平方メートル以上 88万 1,000円

５  法第 31条第１項の規定に基づく省エネ性能向

上計画の変更の認定の申請に対する審査  

１及び２の項の規定を準用して

得られる額。この場合におい

て、法第 31条第１項の規定に基

づく変更に係る部分の床面積に

基づき手数料を算定する。

６  規則第 28条の規定に基づく軽微な変更に該当

していることを証する書面の交付  

１の項の規定を準用して得られ

る額。この場合において、軽微

な変更に係る部分の床面積に基

づき手数料を算定する。

３  法第 36条第１項の規定に基づく省エネ性能向上計画

の変更の認定の申請に対する審査  

１件につき、１の項の規定

を準用して得られる額

４  規則第 29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明

書の交付  

当該証明書の交付を受けよ

うとする１の建築物につ

き、１の項の規定を準用し

て得られる額

備考 備考

１  省エネ性能向上計画とは、法第 29条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能向上計画をいう。  

１ 省エネ性能向上計画とは、法第 34条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能向上計画をいう。
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２  適合書とは、法第 14条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機

関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号）第５条第１

項に規定する登録住宅性能評価機関が、法第 30条第１項第１号に規定する基準に

適合することを証する書面をいう。

３ 非住宅部分、非住宅建築物及び複合建築物とは、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省

令」という。）第１条第１項第１号に規定する非住宅部分、非住宅建築物及び複

合建築物を、住宅とは、同項第２号に規定する住宅を、住宅部分とは、同条第２

項に規定する住宅部分いう。  

４ 一戸建ての住宅とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅をいい、共同住宅等と

は、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。

５ 認定の申請に係る建築物の非住宅部分において、適合書ありの欄は２項の書面

を認定の申請書に添付した場合に、適合書なしの欄は、適合書あり以外の場合に

ついて、それぞれ適用する。  

６ 認定の申請に係る建築物の非住宅部分において、アの欄は基準省令第 10条第１

号イ（ 2）及び同号ロ（ 2）に規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合に

ついて、それぞれ適用する。  

７ 認定の申請に係る建築物の住宅部分において、アの欄は基準省令第 10条第２号

イ (2)及び同号ロ (2)に規定する基準による場合、イの欄は次の各号のいずれかに

該当する場合、ウの欄はア及びイ以外の場合について、それぞれ適用する。

(1) 基準省令第 10条第２号イ (2)及び同号ロ (1)に規定する基準による場合

(2) 基準省令第 10条第２号イ (1)及び同号ロ (2)に規定する基準による場合

８  認定の申請に係る建築物が複合建築物の場合は、非住宅部分の認定の申請に係

る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた

額を加算した額とする。この場合において、住宅部分の一棟の建築物の単位住戸

（住宅部分の一の住戸という。）の数が一である場合は、当該住宅部分は一戸建

２ 適合書とは、申請に係る建築物が法第 35条第１項第１号に規定する基準に適合

することを証する書面をいう。

３ 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済

産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。

４ 非住宅部分とは、法第 11条第１項に規定する非住宅部分を、住宅部分とは、法

第 11条第１項に規定する住宅部分をいう。

５ 申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は

基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場

合について、申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合において、

アの欄は基準省令第 10条第２号イ (2)及びロ (2)に規定する基準による場合、イの

欄はア以外の場合について、それぞれ適用する。

６ １の項の床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計に

より算定する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の床

面積は、基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値

とする場合にあっては、当該住宅部分の共用部分（同項第１号の共用部分をい

う。）の床面積を除く。  

７ 申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第１号に規定する複合建築物の場合

は、非住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の

申請に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。  
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ての住宅の住宅部分とみなし、それ以外の場合は共同住宅等の住宅部分とみな

す。  

９  １及び３の項について、法第 29条第３項の規定により、同条第１項の規定によ

る認定の申請に係る建築物以外の建築物に関する事項を省エネ性能向上計画に記

載する場合は、１の建築物ごとに１件とする。  

10 ２及び４の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりと

する。

(1)～ (3) ［略］  

11 ５及び６の項の手数料算定にあたっては、基準省令第 10条各号に規定する基準

（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含

む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。  

８ １及び３の項について、法第 34条第３項の規定により、同条第１項の規定によ

る認定の申請に係る建築物以外の建築物に関する事項を省エネ性能向上計画に記

載する場合は、１の建築物ごとに１件とする。ただし、３の項の手数料算定にあ

たっては、第６項の「認定の申請に係る部分の床面積」とあるのは、「法第 36条

第１項の規定に基づく変更に係る部分の床面積（基準省令第 10条第１号又は第２

号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法

と認める方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の

床面積を含む。）」と読み替えるものとする。  

９ ２の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)～ (3) ［略］  

10 ４の項の手数料算定にあたっては、第６項の「認定の申請に係る部分の床面

積」とあるのは、「軽微な変更に係る部分の床面積（基準省令第 10条第１号又は

第２号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる

方法と認める方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部

分の床面積を含む。）」と読み替えるものとする。  

(3) 法第 41条の規定に基づく事務（省エネ基準適合認定）

種別 区分 手数料（１件につき）

適合書あ

り

適合書なし

ア イ

１ 省エネ

基準適合

認定の申

請に対す

る審査

申請に係

る建築物

が非住宅

部分のみ

からなる

建築物の

場合

床面積の合計が 300平方メートル

未満  

１万

2,000円

９万

3,000円  

23万

8,000円

床面積の合計が 300平方メートル

以上 1,000平方メートル未満  

２万

2,000円

11万

9,000円

30万円

床面積の合計が 1,000平方メート

ル以上 2,000平方メートル未満

３万

5,000円

15万

8,000円  

38万

8,000円

床面積の合計が 2,000平方メート

ル以上 5,000平方メートル未満

10万

3,000円

26万

4,000円  

56万

3,000円
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床面積の合計が 5,000平方メート

ル以上１万平方メートル未満

15万

1,000円

33万

9,000円  

68万

9,000円

床面積の合計が１万平方メートル

以上２万 5,000平方メートル未満  

19万

8,000円

41万

5,000円  

82万

3,000円

床面積の合計が２万 5,000平方メ

ートル以上５万平方メートル未満

23万

9,000円

48万

2,000円  

93万

5,000円

５万平方メートル以上  35万

2,000円

64万

4,000円  

118万

7,000円

申請に係

る建築物

が住宅部

分のみか

らなる建

築物の場

合

一戸建

ての住

宅の場

合

床面積の合計が 200平方メ

ートル未満  

6,900円 ２万円 ３万

7,000円

床面積の合計が 200平方メ

ートル以上  

7,400円 ２万

2,000円  

４万

2,000円

共同住

宅、長

屋その

他の一

戸建て

の住宅

以外の

住宅の

場合

床面積の合計が 300平方メ

ートル未満  

１万

2,000円

３万

7,000円  

７万

4,000円

床面積の合計が 300平方メ

ートル以上 2,000平方メー

トル未満

２万

8,000円

６万

6,000円  

12万

6,000円

床面積の合計が 2,000平方

メートル以上 5,000平方メ

ートル未満

６万

6,000円

12万

6,000円  

22万

2,000円

床面積の合計が 5,000平方

メートル以上１万平方メー

トル未満

10万

3,000円

18万

1,000円

31万円

床面積の合計が１万平方メ

ートル以上２万 5,000平方

メートル未満

16万

5,000円

32万

8,000円  

60万

4,000円

床面積の合計が２万 5,000

平方メートル以上５万平方

メートル未満

23万

4,000円

53万

3,000円  

104万

5,000円
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床面積の合計が５万平方メ

ートル以上  

36万

8,000円

94万円 192万

3,000円

備考

１ 省エネ基準適合認定とは、法第 41条第１項の規定に基づく認定をいう。

２ 適合書とは、申請に係る建築物が法第２条第１項第３号に規定する基準に適

合することを証する書面をいう。

３ 非住宅部分とは法第 11条第１項に規定する非住宅部分を、住宅部分とは法第

11条第１項に規定する住宅部分をいう。

４ 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経

済産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。

５ 申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄

は基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外

の場合について、それぞれ適用する。  

６ 申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は

基準省令第１条第１項第２号に規定する基準による場合（イに掲げる場合を除

く。）の申請について、イの欄は基準省令第１条第１項第２号イ (2)(i)及び同

号ロ (2) 、同号イ (2)(ii)及び同号ロ (2)又は同号イ (3)及び同号ロ (3)に規定す

る基準による場合（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅にあっ

ては全ての住戸が同基準による場合に限る。）について、それぞれ適用する。  

７  床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計により算

定する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の床面積

は、基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値と

する場合にあっては、当該住宅部分の共用部分（同項第１号の共用部分をい

う。）の床面積を除く。  

８ 申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第１号に規定する複合建築物の場合

は、非住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の

申請に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。  
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附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）  

２  この条例による改正後の神戸市手数料条例の規定（別表第９の 15から 22まで

の項、 29の項及び 33の項を除く。）は、この条例の施行の日以後にその工事に

着手する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替について適用する。
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神戸市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸 市 条例第4 3号

神戸市営住宅条例の一部を改正する条例

神戸市営住宅条例（平成９年４月条例第 12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（用語の定義）  （用語の定義）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る。  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る。  

( 1 )  市 営 住 宅  本 市 が 建 設 し 、 買

い 取 り 、 又 は 借 り 上 げ 、 そ の 住

民 等 に 賃 貸 し 、 又 は 転 貸 す る た

め の 住 宅 で あ っ て こ の 条 例 の 規

定 に よ り 設 置 す る も の 及 び そ の

附 帯 施 設 （ 改 良 住 宅 及 び 都 市 再

生 住 宅 の 店 舗 、 作 業 所 、 倉 庫 及

び 車 庫 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） を い

( 1 )  市 営 住 宅  本 市 が 建 設 し 、 買

い 取 り 、 又 は 借 り 上 げ 、 そ の 住

民 等 に 賃 貸 し 、 又 は 転 貸 す る た

め の 住 宅 で あ っ て こ の 条 例 の 規

定 に よ り 設 置 す る も の 及 び そ の

附帯施設をいう。  
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う。  

(2)～ (10) ［略］ (2)～ (10) ［略］

（改良住宅の入居者資格等）

第７条  ［略］  

（改良住宅の入居者資格等）

第７条 ［略］

２ 市 長 は 、 改 良 法 第 1 8条 の 規 定 に

よ り 改 良 住 宅 に 入 居 さ せ る べ き 者

が 入 居 せ ず 、 又 は 居 住 し な く な っ

た 場 合 に お い て は 、 前 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 第 ５ 条 第 １ 項 第 １

号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 に

掲 げ る 条 件 （ 高 齢 者 等 に あ っ て

は 、 同 項 第 １ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５

号 に 掲 げ る 条 件 ） を 具 備 し 、 並 び

に 独 立 の 生 計 を 営 み 、 そ の 者 の 収

入 が 、 入 居 の 申 込 み を し た 日 に お

い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 金

額 を 超 え な い 者 を 当 該 改 良 住 宅 に

入居させることができる。  

(1) 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 ア に 掲 げ

る場合 158,000円

(2) 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 イ に 掲 げ

る場合 139,000円

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場

合 114,000円

３ 前 項 の 改 良 住 宅 は 、 公 営 住 宅 と

み な し て 、 第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３

項 、 前 条 、 第 13 条 か ら 第 15 条 ま

で 、 第 16条 第 １ 項 並 び に 第 17条 の
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第 ７ 条 の ２ 市 長 は 、 改 良 法 第 18条

の 規 定 に よ り 改 良 住 宅 （ 附 帯 施 設

を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） に 入 居 さ せ る べ き 者 が 入 居

せ ず 、 又 は 居 住 し な く な っ た 場 合

に お い て は 、 前 条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ２

号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る 条

件 （ 高 齢 者 等 に あ っ て は 、 同 項 第

１ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る

条 件 ） を 具 備 し 、 並 び に 独 立 の 生

計 を 営 み 、 そ の 者 の 収 入 が 、 入 居

の 申 込 み を し た 日 に お い て 次 の 各

号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 掲 げ る 金 額 を 超 え な い

者 を 当 該 改 良 住 宅 に 入 居 さ せ る こ

とができる。  

(1) 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 ア に 掲 げ

る場合 158,000円

(2) 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 イ に 掲 げ

る場合 139,000円

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場

合 114,000円

２ 前 項 の 改 良 住 宅 は 、 公 営 住 宅 と

み な し て 、 第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３

項 、 第 ６ 条 、 第 13条 か ら 第 15条 ま

で 、 第 16条 第 １ 項 並 び に 第 17条 の

規定を準用する。

規定を準用する。
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（ 改 良 住 宅 の 附 帯 施 設 の 入 居 者 資

格等）  

第 ７ 条 の ３ 市 長 は 、 改 良 法 第 18条

の 規 定 に よ り 改 良 住 宅 の 附 帯 施 設

に 入 居 さ せ る べ き 者 が 入 居 せ ず 、

又 は 使 用 し な く な っ た 場 合 に お い

て は 、 第 ７ 条 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 次 に 掲 げ る 条 件 を 具 備 す る 者

を 当 該 改 良 住 宅 の 附 帯 施 設 に 公 募

により入居させることができる。

(1) 現 に 本 市 の 区 域 内 に 居 住 、 在

勤 又 は 事 業 所 を 有 す る 者 で あ る

こと。

(2) 入 居 し よ う と す る 者 が 暴 力 団

員 で な い こ と （ 法 人 等 で あ る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 法 人 等 に つ

い て 暴 力 団 員 が 役 員 と し て 又 は

実 質 的 に 運 営 に 関 与 し て い な い

こと。）。  

(3) 当 該 附 帯 施 設 を 使 用 す る 用 途

が 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 に 反

せ ず 、 か つ 、 騒 音 、 振 動 、 悪 臭

等 を 発 生 さ せ な い も の で あ る こ

と。  

２ 店 舗 又 は 作 業 所 へ の 入 居 に つ い

て は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、

速 や か に 営 業 を 開 始 し 、 当 該 営 業

を 継 続 す る に 必 要 な 能 力 を 備 え て

いることを条件とする 。
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３ 市 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 前 ２ 項 に 掲 げ る 条 件 以

外の条件を定めることができる 。

（都市再生住宅の入居者資格等 ) 

第８条  ［略］  

２  ［略］  

（都市再生住宅の入居者資格等 ) 

第８条 ［略］

２ ［略］  

３ 都 市 再 生 住 宅 に 入 居 す る こ と が

で き る 者 が 入 居 せ ず 、 又 は 居 住 し

な く な っ た と き は 、 当 該 都 市 再 生

住宅を公営住宅とみなす。

第 ９ 条 市 長 は 、 都 市 再 生 住 宅 （ 附

帯 施 設 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ 。 ） に 入 居 す る こ と が で き

る 者 が 入 居 せ ず 、 又 は 居 住 し な く

な っ た 場 合 に お い て は 、 前 条 の 規

定 に か か わ ら ず 、 当 該 都 市 再 生 住

宅 を 公 営 住 宅 と み な し て 第 ５ 条 、

第 ６ 条 、 第 13条 か ら 第 15条 ま で 、

第 16条 第 １ 項 並 び に 第 17条 の 規 定

を準用する。  

第９条及び第 10条  削除  

（ 都 市 再 生 住 宅 の 附 帯 施 設 の 入 居

者資格等）

第 10条 市 長 は 、 都 市 再 生 住 宅 の 附

帯 施 設 に 入 居 す る こ と が で き る 者

が 入 居 せ ず 、 又 は 使 用 し な く な っ

た 場 合 に お い て は 、 第 ８ 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 条 件 を

具 備 す る 者 を 当 該 都 市 再 生 住 宅 の

附 帯 施 設 に 公 募 に よ り 入 居 さ せ る
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ことができる。

(1) 現 に 本 市 の 区 域 内 に 居 住 、 在

勤 又 は 事 業 所 を 有 す る 者 で あ る

こと。  

(2) 入 居 し よ う と す る 者 が 暴 力 団

員 で な い こ と （ 法 人 等 で あ る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 法 人 等 に つ

い て 暴 力 団 員 が 役 員 と し て 又 は

実 質 的 に 運 営 に 関 与 し て い な い

こと。）。  

(3) 当 該 附 帯 施 設 を 使 用 す る 用 途

が 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 に 反

せ ず 、 か つ 、 騒 音 、 振 動 、 悪 臭

等 を 発 生 さ せ な い も の で あ る こ

と。  

２ 店 舗 又 は 作 業 所 へ の 入 居 に つ い

て は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、

速 や か に 営 業 を 開 始 し 、 当 該 営 業

を 継 続 す る に 必 要 な 能 力 を 備 え て

いることを条件とする。

３ 市 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 前 ２ 項 に 掲 げ る 条 件 以

外の条件を定めることができる。

（収入超過者に関する認定）  

第 3 8条  市 長 は 、 毎 年 度 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 市 営 住 宅 の 入 居 者 が 当 該

市 営 住 宅 に 引 き 続 き ３ 年 以 上 入 居

し て い る 場 合 に お い て 当 該 入 居 者

の 収 入 が 当 該 各 号 に 掲 げ る 金 額 を

（収入超過者に関する認定）  

第 3 8条  市 長 は 、 毎 年 度 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 市 営 住 宅 の 入 居 者 が 当 該

市 営 住 宅 に 引 き 続 き ３ 年 以 上 入 居

し て い る 場 合 に お い て 当 該 入 居 者

の 収 入 が 当 該 各 号 に 掲 げ る 金 額 を
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超 え る と き は 、 当 該 入 居 者 を 収 入

超 過 者 と し て 認 定 し 、 そ の 旨 を 当

該入居者に通知する。  

(1) ［略］

( 2 ) 改 良 住 宅 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項

各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 そ れぞ

れ当該各号に掲げる金額  

(3) ［略］

２  ［略］

超 え る と き は 、 当 該 入 居 者 を 収 入

超 過 者 と し て 認 定 し 、 そ の 旨 を 当

該入居者に通知する。  

(1) ［略］

( 2 ) 改 良 住 宅 第 ７ 条 第 ２ 項 各 号

に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当

該各号に掲げる金額  

(3) ［略］

２  ［略］

（ 公 営 住 宅 建 替 事 業 等 に 係 る 家 賃

の特例）  

（ 公 営 住 宅 建 替 事 業 等 に 係 る 家 賃

の特例等）  

第 5 2条  市 長 は 、 公 営 住 宅 建 替 事 業

に よ り 公 営 住 宅 の 入 居 者 を 新 た に

整 備 さ れ た 公 営 住 宅 に 入 居 さ せ る

場 合 、 法 第 4 4条 第 ３ 項 の 規 定 に よ

る 公 営 住 宅 の 用 途 の 廃 止 に よ る 公

営 住 宅 の 除 却 に 伴 い 当 該 公 営 住 宅

の 入 居 者 を 他 の 公 営 住 宅 に 入 居 さ

せ る 場 合 又 は 公 営 住 宅 の 計 画 的 な

改 善 の た め 昇 降 機 の 設 置 を 伴 う 改

修 工 事 を 行 っ た こ と に よ り 第 2 9条

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 家 賃 の 変 更 を

行 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 入 居 者

の 入 居 す る 公 営 住 宅 の 家 賃 が 従 前

の 公 営 住 宅 の 最 終 の 家 賃 を 超 え る

こ と と な り 、 当 該 入 居 者 の 居 住 の

安 定 を 図 る た め 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 第 2 5条 第 １ 項 若 し く は

第 ３ 項 、 第 4 0条 第 １ 項 若 し く は 第

第 5 2条  市 長 は 、 公 営 住 宅 建 替 事 業

に よ り 公 営 住 宅 の 入 居 者 を 新 た に

整 備 さ れ た 公 営 住 宅 に 入 居 さ せ る

場 合 又 は 法 第 4 4条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ る 公 営 住 宅 の 用 途 の 廃 止 に よ る

公 営 住 宅 の 除 却 に 伴 い 当 該 公 営 住

宅 の 入 居 者 を 他 の 公 営 住 宅 に 入 居

さ せ る 場 合 に お い て 、 当 該 入 居 者

の 新 た に 入 居 す る 公 営 住 宅 の 家 賃

が 従 前 の 公 営 住 宅 の 最 終 の 家 賃 を

超 え る こ と と な り 、 当 該 入 居 者 の

居 住 の 安 定 を 図 る た め 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 第 2 5条 第 １ 項 若

し く は 第 ３ 項 、 第 4 0条 第 １ 項 若 し

く は 第 ２ 項 又 は 第 4 4条 第 １ 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 当 該 入 居 者 の 新

た に 入 居 す る 公 営 住 宅 の 家 賃 の 額

か ら 従 前 の 公 営 住 宅 の 最 終 の 家 賃
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２ 項 又 は 第 4 4条 第 １ 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 当 該 入 居 者 の 新 た に 定

め ら れ た 公 営 住 宅 の 家 賃 の 額 か ら

従 前 の 公 営 住 宅 の 最 終 の 家 賃 の 額

を 控 除 し た 額 に 次 の 表 の 左 欄 各 項

に 定 め る 入 居 期 間 の 区 分 に 応 じ て

そ れ ぞ れ 右 欄 各 項 に 定 め る 率 を 乗

じた額を減額するものとする。  

の 額 を 控 除 し た 額 に 次 の 表 の 左 欄

各 項 に 定 め る 入 居 期 間 の 区 分 に 応

じ て そ れ ぞ れ 右 欄 各 項 に 定 め る 率

を 乗 じ た 額 を 減 額 す る も の と す

る。  

［略］  
 

［略］  
 

第 5 2条 の ２  前 条 の 規 定 は 、 次 に 掲

げ る 事 由 に よ り 当 該 公 営 住 宅 の 入

居 者 を 他 の 公 営 住 宅 に 入 居 さ せ る

場合等について準用する。  

第 5 2条 の ２  前 条 の 規 定 は 、 次 に 掲

げ る 事 由 に よ り 当 該 公 営 住 宅 の 入

居 者 を 他 の 公 営 住 宅 に 入 居 さ せ る

場合について準用する。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

( 3 )  厚 生 年 金 住 宅 条 例 第 1 6条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 公 営 住 宅 と み な

さ れ る 厚 生 年 金 住 宅 の 用 途 の 廃

止 及 び 計 画 的 な 改 善 の た め 昇 降

機の設置を伴う改修工事  

( 3 )  厚 生 年 金 住 宅 条 例 第 1 6条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 公 営 住 宅 と み な

さ れ る 厚 生 年 金 住 宅 の 用 途 の 廃

止  

別表第１（第４条関係）  別表第１（第４条関係）  

(1) 公営住宅  (1) 公営住宅  

ア  国の補助に係る公営住宅  ア  国の補助に係る公営住宅  

名 称 位 置 

［略］ ［略］ 

神戸市営唐櫃 

住宅 

 

 

［略］ 

名 称 位 置 

［略］ ［略］ 

神戸市営唐櫃 

住宅 

［略］ 

神戸市営桜の 

宮住宅 

神戸市北区甲栄台１丁

目、甲栄台２丁目、甲
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［略］ ［略］ 

栄台３丁目及び甲栄台

４丁目 

［略］ ［略］ 

イ 国の補助に係らない公営住宅 イ 国の補助に係らない公営住宅

名 称 位 置 

神戸市営唐櫃 

住宅 

［略］ 

［略］ ［略］ 

名 称 位 置 

神戸市営唐櫃 

住宅 

［略］ 

神戸市営桜の 

宮住宅 

神戸市北区甲栄台３丁

目及び甲栄台４丁目 

［略］ ［略］ 

(2)～(4) ［略］ (2)～(4) ［略］ 

別表第５（第62条関係） 別表第５（第62条関係） 

(1) 公営住宅の共同施設として設置され

た駐車場 

(1) 公営住宅の共同施設として設置され

た駐車場 

ア 国の補助に係る公営住宅の共同施設

として設置されたもの 

ア 国の補助に係る公営住宅の共同施設

として設置されたもの 

公営住 

宅の名 

称  

駐車場の名称 駐車場の位置 

［略］ ［略］ ［略］ 

神戸市 

営唐櫃 

住宅 

［略］ ［略］ 

公営住 

宅の名 

称  

駐車場の名称 駐車場の位置 

［略］ ［略］ ［略］ 

神戸市 

営唐櫃 

住宅 

［略］ ［略］ 

神戸市 

営桜の 

宮住宅 

神戸市営住宅 

桜の宮第１駐 

車場 

神戸市北区甲 

栄台１丁目 

神戸市営住宅 

桜の宮第２駐 

神戸市北区甲 

栄台２丁目 
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［略］ ［略］ ［略］ 

車場 

神戸市営住宅 

桜の宮第３駐 

車場 

神戸市北区甲 

栄台３丁目 

神戸市営住宅 

桜の宮第４駐 

車場 

神戸市北区甲 

栄台２丁目及 

び甲栄台３丁 

目 

神戸市営住宅 

桜の宮第５駐 

車場 

神戸市北区甲 

栄台４丁目 

神戸市営住宅 

桜の宮第６駐 

車場 

神戸市北区甲 

栄台４丁目 

［略］ ［略］ ［略］ 

イ 国の補助に係らない公営住宅の共同

施設として設置されたもの 

イ 国の補助に係らない公営住宅の共同

施設として設置されたもの 

公営住 

宅の名 

称  

駐車場の名称 駐車場の位置 

神戸市 

営唐櫃 

住宅 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

(2)～(4) ［略］ 

公営住 

宅の名 

称  

駐車場の名称 駐車場の位置 

神戸市 

営唐櫃 

住宅 

［略］ ［略］ 

神戸市 

営桜の 

宮住宅 

神戸市営住宅 

桜の宮第１駐 

車場 

神戸市北区甲 

栄台１丁目 

［略］ ［略］ ［略］ 

(2)～(4) ［略］ 
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附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市船舶給水条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第44号

神戸市船舶給水条例の一部を改正する条例

神戸市船舶給水条例（昭和 36年４月条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

給 水 の

種別

料金

運 搬 給

水

１ 外航船舶  

１隻１回につき、次の料

金の合計額  

(1) 基本料

ア 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルまで 18,450円

イ 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルを超える分

水量１立方メートルに

給 水 の

種別

料金

運 搬 給

水

１ 外航船舶  

１隻１回につき、次の料

金の合計額  

(1) 基本料

ア 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルまで 17,700円

イ 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルを超える分

水量１立方メートルに
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 つき 615円

(2) ［略］

２ １以外の船舶  

１隻１回につき、次の料

金の合計額  

(1) 基本料

ア 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルまで 20,295円

イ 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルを超える分

水量１立方メートルに

つき  676円 50銭  

(2) ［略］

一 般 岸

壁給水

１  外航船舶

( 1 )  ( 2 )に 掲 げ る 者 以 外

の者

１隻１回につき、次の

料金の合計額  

ア 基本料

（ア） 水量 30立方メー

トルまで 18,450円

（イ） 水量 30立方メー

トルを超える分

水 量 １ 立 方 メ ー

トルにつき 615

円

イ ［略］

(2) 第４条の２第２項の

  つき 590円

(2) ［略］

２ １以外の船舶  

１隻１回につき、次の料

金の合計額  

(1) 基本料

ア 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルまで 19,470円

イ 水 量 3 0立 方 メ ー ト

ルを超える分

水量１立方メートルに

つき  649円  

(2) ［略］

一 般 岸

壁給水

１  外航船舶  

( 1 )  ( 2 )に 掲 げ る 者 以 外

の者

１隻１回につき、次の

料金の合計額  

ア 基本料

（ア） 水量 30立方メー

トルまで 17,700円

（イ） 水量 30立方メー

トルを超える分

水 量 １ 立 方 メ ー

トルにつき 590

円

イ ［略］

(2) 第４条の２第２項の
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承認を受けた者

水量１立方メートルに

つき  515円

２  １以外の船舶  

( 1 )  ( 2 )に 掲 げ る 者 以 外

の者

１隻１回につき、次の

料金の合計額  

ア 基本料

（ア） 水量 30立方メー

トルまで 20,295円

（イ） 水量 30立方メー

トルを超える分

水 量 １ 立 方 メ ー

トルにつき 676

円 50銭

イ ［略］

(2) 第４条の２第２項の

承認を受けた者

水量１立方メートルに

つき  566円 50銭  

特 定 岸

壁給水

１ 外航船舶

(1) １月につき水量 30立

方メートルまで

17,250円  

(2) 水量 30立方メートル

を超える分  

水量１立方メートルに

承認を受けた者

水量１立方メートルに

つき  490円

２  １以外の船舶  

( 1 )  ( 2 )に 掲 げ る 者 以 外

の者

１隻１回につき、次の

料金の合計額  

ア 基本料

（ア） 水量 30立方メー

トルまで 19,470円

（イ） 水量 30立方メー

トルを超える分

水 量 １ 立 方 メ ー

トルにつき 649

円

イ ［略］

(2) 第４条の２第２項の

承認を受けた者

水量１立方メートルに

つき  539円  

特 定 岸

壁給水

１ 外航船舶

(1) １月につき水量 30立

方メートルまで

16,500円  

(2) 水量 30立方メートル

を超える分  

水量１立方メートルに
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つき  575円

２ １以外の船舶

(1) １月につき水量 30立

方メートルまで

18,975円  

(2) 水量 30立方メートル

を超える分

水量１立方メートルに

つき  632円 50銭  

自 動 販

売 機 給

水

水 量 １ 立 方 メ ー ト ル に つ き

467円 50銭

自 用 船

舶給水

１ 外航船舶

水 量 １ 立 方 メ ー ト ル に

つき 375円

２ １以外の船舶

水 量 １ 立 方 メ ー ト ル に

つき 412円 50銭

つき  550円

２ １以外の船舶

(1) １月につき水量 30立

方メートルまで

18,150円  

(2) 水量 30立方メートル

を超える分

水量１立方メートルに

つき  605円  

自 動 販

売 機 給

水

水 量 １ 立 方 メ ー ト ル に つ き

440円

自 用 船

舶給水

１ 外航船舶  

水 量 １ 立 方 メ ー ト ル に

つき  350円  

２ １以外の船舶  

水 量 １ 立 方 メ ー ト ル に

つき  385円  

備考 ［略］ 備考 ［略］

附  則  

この条例は、令和７年５月１日から施行する。
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神戸空港条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第45号

神戸空港条例の一部を改正する条例

神戸空港条例（平成 17年４月条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（重量の制限）

第６条 前条第１項又は第３項の規定

により空港の施設を使用しようとす

る者（以下「施設使用者」という。）

は、国際民間航空条約（以下「条約」

という。）の附属書 14に規定するとこ

ろにより決定された航空機等級番号

が 63を超える航空機を使用してはな

らない。ただし、規則で定めるところ

により、市長の許可を受けたときは、

この限りでない。

（停留等の制限） （停留等の制限）

第６条 前条第１項又は第３項の規定 第７条 施設使用者は、規則で定める
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により空港の施設を使用しようとす

る者（以下「施設使用者」という。）

は、規則で定める場所以外の場所に

おいて航空機を停留させ、又は航空

機に旅客を乗降させ、若しくは貨物

の積卸しをしてはならない。  

場所以外の場所において航空機を停

留させ、又は航空機に旅客を乗降さ

せ、若しくは貨物の積卸しをしては

ならない。  

第７条～第 11条  ［略］ 第８条～第 12条  ［略］

（土地等の使用）  （土地等の使用）

第 12条  空港内の土地、建物その他の

施設（以下「土地等」という。）を使

用しようとする者（施設使用者、当該

土地等が神戸市港湾施設条例（昭和  

48年４月条例第 13号）第２条第１項

の港湾施設でもある場合においてそ

の使用について同条例第３条の許可

を受けた者及び土地等について地方

自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238

条の４第７項の規定による許可を受

けた者を除く。）は、規則で定めると

ころにより、市長の許可を受けなけ

ればならない。許可を受けた事項を

変更しようとするときも、同様とす

る。  

第 13条 空港内の土地、建物その他の

施設（以下「土地等」という。）を使

用しようとする者（施設使用者及び

当 該 土 地 等 が 神 戸 市 港 湾 施 設 条 例

（昭和 48年４月条例第 13号）第２条

第１項の港湾施設でもある場合にお

いて、その使用について同条例第３

条の許可を受けた者を除く。）は、規

則で定めるところにより、市長の許

可を受けなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとするとき

も、同様とする。  

第 13条  ［略］ 第 14条  ［略］

（権利譲渡の禁止） （権利譲渡の禁止）

第 14条 第 12条又は前条第１項の許可

（以下「土地使用等許可」という。）

を受けた者（以下「土地使用者等」と

第 15条 第 13条又は前条第１項の許可

（以下「土地使用等許可」という。）

を受けた者（以下「土地使用者等」と
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いう。）は、その権利を譲渡し、若し

くは担保に供し、又は転貸をしては

ならない。  

いう。）は、その権利を譲渡し、若し

くは担保に供し、又は転貸をしては

ならない。  

第 15条～第 18条  ［略］ 第 16条～第 19条  ［略］

（使用料の額及び納付方法）  （使用料）

第 19条  第 12条の許可又は土地等につ

い て の 地 方 自 治 法 第 2 3 8条 の ４ 第 ７

項の規定による許可を受けた者は、

規則で定めるところにより、別表第

２に定める使用料を納付しなければ

ならない。  

第 20条 第 13条の許可を受けた者は、

規則で定めるところにより、別表第

２に定める使用料を納付しなければ

ならない。  

２ 使用料は、前納しなければならな

い。ただし、相当の理由があるものと

して規則に定めるときは後納するこ

とができる。  

（着陸料等及び使用料の減免） （着陸料等及び使用料の減免）

第 20条 市長は、次の各号に掲げると

きは、規則で定めるところにより、着

陸料等又は使用料を減額し、又は免

除することができる。

第 21条 市長は、次の各号に掲げると

きは、規則で定めるところにより、着

陸料等又は使用料を減額し、又は免

除することができる。

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

( 4 )  離 陸 後 や む を 得 な い 事 由 に よ

り、他の飛行場（国際民間航空条約

の附属書 14に規定する飛行場をい

う。）に着陸することなく再び空港

に着陸するとき。  

( 4 )  離 陸 後 や む を 得 な い 事 由 に よ

り、他の飛行場（条約の附属書 14に

規定する飛行場をいう。）に着陸す

ることなく再び空港に着陸すると

き。  

(5)～ (9) ［略］  (5)～ (9) ［略］  

第 21条～第 23条  ［略］ 第 22条～第 24条  ［略］
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（違反者に対する措置） （違反者に対する措置）

第 24条 市長は、次の各号のいずれか

に該当する者に対し、当該行為を制

止し、又は空港からの退去その他必

要な措置を命ずることができる。  

第 25条 市長は、次の各号のいずれか

に該当する者に対し、当該行為を制

止し、又は空港からの退去その他必

要な措置を命ずることができる。  

(1) 第５条第１項又は第３項の規定

に違反して空港の施設を使用した

者  

(1) 第５条第１項若しくは第３項又

は第６条の規定に違反して空港の

施設を使用した者  

(2) ［略］ (2) ［略］

(3) 第６条の規定に違反して航空機

を停留させ、又は航空機に旅客を乗

降させ、若しくは貨物の積卸しをし

た者  

(3) 第７条の規定に違反して航空機

を停留させ、又は航空機に旅客を乗

降させ、若しくは貨物の積卸しをし

た者  

(4) 第７条の規定に違反して給油又

は排油を行った者

(4) 第８条の規定に違反して給油又

は排油を行った者

(5) 第８条の規定に違反して空港に

入場し、又は同条の規定による行為

の制限に違反した者  

(5) 第９条の規定に違反して空港に

入場し、又は同条の規定による行為

の制限に違反した者  

(6) 第９条の規定に違反して制限区

域に立ち入った者

(6) 第 10条の規定に違反して制限区

域に立ち入った者

(7) 第 10条第１項の規定に違反して

車両を運転し、同条第２項の規定に

違反して車両を運行の用に供し、又

は同条第３項の規定に違反して車

両を駐車し、修理し、若しくは清掃

した者  

(7) 第 11条第１項の規定に違反して

車両を運転し、同条第２項の規定に

違反して車両を運行の用に供し、又

は同条第３項の規定に違反して車

両を駐車し、修理し、若しくは清掃

した者  

(8) 第 11条の規定に違反して同条各

号に掲げる行為をした者

(8) 第 12条の規定に違反して同条各

号に掲げる行為をした者

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

258



(9) 第 12条の規定に違反して土地等

を使用した者  

(9) 第 13条の規定に違反して土地等

を使用した者  

(1 0 ) 第 1 3条第１項の規定に違反し

て営業をした者

(1 0 ) 第 1 4条第１項の規定に違反し

て営業をした者

(11) ［略］ (11) ［略］

（公共施設等運営権の設定等） （公共施設等運営権の設定等）

第 25条  ［略］  第 26条  ［略］  

２ ［略］ ２ ［略］

３ 空港機能施設事業についての必要

な規制は、次条第２項から第４項ま

でに定めるもののほか、空港法施行

令（昭和 31年政令第 232号）第７条の

基準に従い、規則で定める。  

３ 空港機能施設事業についての必要

な規制は、第 27条第２項から第４項

までに定めるもののほか、空港法施

行令（昭和 31年政令第 232号）第７条

の基準に従い、規則で定める。  

４、５  ［略］  ４、５  ［略］  

第 26条～第 28条  ［略］ 第 27条～第 29条  ［略］

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等）  

第 29条 市長は、次に掲げる空港の管

理に関する業務（第 25条第４項の規

定 に よ り 運 営 権 者 が 行 う 業 務 を 除

く。）を地方自治法第 244条の２第３

項の規定による市長の指定を受けた

もの（以下「指定管理者」という。）

に行わせることができる。  

第 30条  市長は、次に掲げる空港の管

理に関する業務（第 26条第４項の規

定 に よ り 運 営 権 者 が 行 う 業 務 を 除

く。）を地方自治法（昭和 22年法律第

67号）第 244条の２第３項の規定によ

る市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせること

ができる。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 施設の着陸料等及び使用料の徴

収並びに返還に関する業務

(2) 施設の使用料の徴収及び返還に

関する業務
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(3)、 (4) ［略］ (3)、 (4) ［略］

２、３ ［略］ ２、３  ［略］  

４ 指定管理者に第１項の業務を行わ

せている場合における第８条、第 11

条、第 12条、第 15条、第 23条及び第  

24条の規定の適用については、指定

管理者が行う同項の業務について適

用される場合に限り、これらの規定

中「市長」とあるのは、「第 29条第１

項に規定する指定管理者」とする。  

４  指定管理者に第１項の業務を行わ

せている場合における第９条、第 12

条、第 13条、第 16条、第 24条及び第  

25条の規定の適用については、指定

管理者が行う同項の業務について適

用される場合に限り、これらの規定

中「市長」とあるのは、「第 30条第１

項に規定する指定管理者」とする。  

第 30条  ［略］ 第 31条  ［略］

（過料） （過料）

第 31条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、５万円以下の過料に処する。 

第 32条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、５万円以下の過料に処する。 

(1) 第 17条第１項の規定による報告

をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同条第２項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若

しくは同項の規定による質問に対

して陳述をせず、若しくは虚偽の陳

述をした者

(1) 第 18条第１項の規定による報告

をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同条第２項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若

しくは同項の規定による質問に対

して陳述をせず、若しくは虚偽の陳

述をした者

(2) 第 24条の規定による制止又は命

令に従わなかった者  

(2) 第 25条の規定による制止又は命

令に従わなかった者  

２  ［略］  ２  ［略］  

別表第１（第 18条関係） ［略］ 別表第１（第 19条関係） ［略］

別表第２（第 19条関係） 別表第２（第 20条関係）

(1) 一般使用  
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ア 国際線（出発便に限る）

区分 金額

ターミナ

ル利用料

大人 旅 客 １ 人 に

つき  2,290

円  

小人 旅 客 １ 人 に

つき  1,150

円  

保安検査

施設利用

料

大人 旅 客 １ 人 に

つき  550円  

小人 旅 客 １ 人 に

つき  550円  

備考

１ この表において「大人」と

は 12歳以上の者を、「小人」

とは２歳以上 12歳未満の者

をいう。

２ ２ 歳 未 満 の 者 に つ い て

は、無料とする。

イ 国内線

区分 金額

ターミナ

ル利用料

大人 旅 客 １ 人 に

つき  300円  

小人 旅 客 １ 人 に

つき  150円  

保安検査

施設利用

大人 旅 客 １ 人 に

つき  250円  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

261



料（出発

便 に 限

る）

小人 旅 客 １ 人 に

つき  250円  

備考

１ この表において「大人」と

は 12歳以上の者を、「小人」

とは３歳以上 12歳未満の者

をいう。

２ ３ 歳 未 満 の 者 に つ い て

は、無料とする。

(2) 専用使用

区分 金額

１ ２ の 項

か ら ４ の

項 ま で に

規 定 す る

場 合 以 外

の場合

行政財産の許可使

用に関する使用料

条例（昭和 39年３

月条例第 80号。以

下「使用料条例」と

いう。）の規定の例

により算出して得

た金額  

[略 ] [略 ] 

４ 第 ２ タ

ー ミ ナ ル

ビ ル の 施

設 を 使 用

する場合

１ 事務所その他

(1) 業務用施設

１平方メート

ル１月につき

8,320円

(2) 商業用施設

１平方メート

区分 金額

１ ２ の 項

及 び ３ の

項 に 規 定

す る 場 合

以 外 の 場

合

行政財産の許可使

用に関する使用料

条例（昭和 39年３

月条例第 80号）の

規定の例により算

出して得た金額  

[略 ] [略 ] 
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ル１月につき

9,240円

(3) 特別待合室

１時間につき

8,800円

ただし、１時

間を超える場

合は、 15分に

つ き 2 , 2 0 0円

を加算する。  

(4) 専用駐車場

１台１月につ

き  33,000円  

(5) チェックイ

ンカウンター

ア 国際線

１カウン タ

ー 3 0分につ

き  370円  

イ 国内線

１カウン タ

ー 3 0分につ

き  120円  

２ 占用使用

物販及び飲食の

ための出店、催

物、金融並びに

手荷物受託その
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他これらに類す

る行為をすると

き  １平方メー

トル１日につき

310円

３ １及び２に定

めるもの以外の

もの  使用料条

例の規定の例に

より算出して得

た金額  

備考

１ 使用料の額に１円未満の端

数があるときは、その端数金

額を切り捨てる。

２ １月未満の端数は日割りに

より計算する。この場合にお

いて１月は 30日として計算す

る。

３ 15分未満、 30分未満及び１

時間未満の端数は、それぞれ、

15分、 30分及び１時間として

計算する。

４ 建物の壁面を使用する場合

にあっては、壁面の占有面積

を使用面積とみなす。

(3) 一般駐車場

区分 金額 24時
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間毎

の上

限額

一

般

搭

乗

者

入庫の

時から

出庫の

時まで

に経過

した利

用時間

（以下

「利用

時間」

とい

う。）

が 24時

間以内

のとき

無料

利用時

間が 24

時間を

経過し

たとき

１台

１時

間に

つき

150

円

1,530

円

搭

乗

者

以

利用時

間が 24

時間以

内のと

１台

１時

間に

つき

1,530

円
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外  き   150

円  

ただ

し、

利用

時間

が 30

分以

内の

とき

は無

料と

す

る。  

利用時

間が 24

時間を

経過し

たとき  

１台

１時

間に

つき

 150

円  

1,530

円  

 

障

害

者  

搭

乗

者  

利用時

間が 24

時間以

内のと

き  

無料   

利用時

間が 24

時間を

１台

１時

間に

760円  
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経過し

たとき

つき

75

円

搭

乗

者

以

外

利用時

間が 24

時間以

内のと

き

１台

１時

間に

つき

75

円

ただ

し、

利用

時間

が 30

分以

内の

とき

は無

料と

す

る。

760円

利用時

間が 24

時間を

経過し

たとき

１台

１時

間に

つき

75

円

760円

備考
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１ １時間未満の端数は、１時

間として計算する。

２ 使用料の額に 10円未満の端

数があるときは、その端数金

額を切り捨てる。  

３ この表における障害者の項

は、身体障害者福祉法（昭和

第 24年法律第 283号）第 15条

第４項の規定により交付され

る身体障害者手帳（以下単に

「身体障害者手帳」という。）

の交付を受けている者、精神

保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和 25年法律第

123号）第 45条第２項の規定

により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者又は

療育手帳の交付を受けている

者が自ら若しくはその介助者

が運転する自動車であって、

身体障害者手帳、精神障害者

保健福祉手帳又は療育手帳の

提示があったものについて適

用し、一般の項はその他の自

動車に適用する。  

４ この表において搭乗者の項

は、施設使用者の旅客に適用

する。  
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附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（この条例の施行の日前に行われた指定の手続の特例）

２  この条例の施行の日前に行われた神戸空港に係る改正後の神戸空港条例第 29

条に規定する指定管理者の指定の手続は、同条例の規定により行われた手続と

みなす。  
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神戸市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第 4 6号

 神戸市火災予防条例の一部を改正する条例

神戸市火災予防条例（昭和37年４月条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（百貨店等の収容人員）

第48条の２ 百貨店等の関係者は、収

容人員の適正化に 努めなければなら

ない。 

（防火対象物の安全避難） （防火対象物の安全避難）

第49条 ［略］ 第49条 ［略］

２ 令別表第１(5)項及び (6)項に掲げ

る防火対象物並びに同表 (16)項に掲

げ る 防 火 対 象 物 の う ち 同 表 (5 )項 又

は (6 )項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 の 用 途

に供される部分の新築、増築、改築、

移転、大規模の修 繕又は大規模の模

２ 令別表第１(5)項及び (6)項に掲げ

る防火対象物並びに同表 (16)項に掲

げ る 防 火 対 象 物 の う ち 同 表 (5 )項 又

は (6 )項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 の 用 途

に供される部分の新築、増築、改築、

移転、大規模の修 繕又は大規模の模
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様替えをする者は 、二方向避難経路

（就寝の用に供す る居室から出入口

等を経由して避難 することができる

主たる経路のほか バルコニー等を経

由して避難するこ とができる経路を

いう。）を確保しなければならない。

ただし、消防長が 火災予防上支障が

ないと認める措置 を講じたときは、

この限りでない。

様替えをする者は 、二方向避難経路

（居室から出入口 等を経由して避難

することができる 主たる経路のほか

バルコニー等を経 由して避難するこ

とができる経路を いう。）を確保し

なければならない 。ただし、次の各

号のいずれかに該 当するときは、こ

の限りでない。

(1)  延 べ 面 積 が 6,0 0 0平 方 メ ー ト ル

未 満 の 防 火 対 象 物 に つ い て 有 効 に

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 設 置 す る と

き。 

(2 )  令 別 表 第 １ (5)項 ロ に 掲 げ る 防

火対象物（高齢者専用部分又は身体

障 害 者 専 用 部 分 を 含 む も の を 除

く。）で次のいずれかに該当するも

のを設置するとき。

ア 令第21条に規定する基準を満た

す自動火災報知設備（防火対象物

の階数が２であるときに限る。） 

イ 屋外の階段（防火対象物の延べ

面積が150平方メートル未満であ

るときに限る。）

３ ［略］ ３ ［略］  

（一時的に劇場等 又は展示場の用途

に供する防火対象物への準用） 

（一時的に劇場等 又は展示場の用途

に供する防火対象物への準用） 

第 50条  第 43条から第 44条の３まで、 第50条  第 43条から第 44条の３まで、
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第 46条、第 48条及び第 49条の２第１

項の規定は、体育 館、講堂その他の

防火対象物を一時 的に劇場等、展示

場又はディスコ等 の用途に供する場

合について準用する。 

第 46条、第48条、第48条の２及び第 

49条の２第１項の規定は、体育館、

講堂その他の防火対象物を一時的に

劇場等、展示場又はディスコ等の用

途に供する場合について準用する。 

 （防火管理者等の講習） 

第 50条の７及び第50条の８ 削除  第 50条の７  防火対象物の管理につい

て権原を有する者 は、次の各号に掲

げる者に対して、 消防長又は消防署

長が行う防火管理 に関する講習を受

けさせなければならない。 

 (1) 法第８条の規定により選任した

防火管理者 

 (2) 法第８条の２の規定により選任

した統括防火管理者 

 第 50条の８ 削除  

（消防用設備等の設置計画の届出） （消防用設備等の設置計画の届出） 

第 56条の２ ［略］  第 56条の２ ［略］  

２  前項の規定による届出は、建築基

準法第６条第１項 若しくは第６条の

２第１項（これらの規定を同法第 87

条第１項において 準用する場合を含

む。）の規定によ る確認の申請又は

同 法 第 1 8条 第 ２ 項 若 し く は 第 ４ 項

（これらの規定を同法第 87条第１項

において準用する 場合を含む。）の

規定による通知の 際に行わなければ

ならない。 

２  前項の規定による届出は、建築基

準法第６条第１項 若しくは第６条の

２第１項（これらの規定を同法第 87

条第１項において 準用する場合を含

む。）の規定によ る確認の申請又は

同法第 18条第２項（同法第 87条第１

項において準用す る場合を含む。）

の規定による通知 の際に行わなけれ

ばならない。 
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附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第4 7号

 神戸市立学校設置条例の一部を改正する条例

神戸市立学校設置条例（昭和39年３月条例第87号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表１（第３条関係） 幼稚園 別表１（第３条関係） 幼稚園

名称 位置

［略］ ［略］ ［略］

神 戸 市 立

灘 す ず か

け幼稚園 

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

名称 位置

［略］ ［略］ ［略］

神 戸 市 立

灘 す ず か

け幼稚園 

［略］ ［略］

神 戸 市 立

六 甲 山 幼

稚園 

六 甲 山 町 北 六 甲

4512番  

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］
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神 戸 市 立

道 場 幼 稚

園 

［略］

［略］ ［略］

神 戸 市 立

淡 河 好 徳

幼稚園 

［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

神 戸 市 立

平 野 幼 稚

園 

［略］

［略］ ［略］

別表３（第３条関係） 中学校

名称 位置

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

神戸市立湊

翔楠中学校

楠 町 ４ 丁 目 ２ 番

５号 

神 戸 市 立

道 場 幼 稚

園 

［略］

神 戸 市 立

八 多 幼 稚

園 

八多町附物 383の

１  

［略］ ［略］

神 戸 市 立

淡 河 好 徳

幼稚園 

［略］

神 戸 市 立

西 野 幼 稚

園 

神 戸 市

長田区

重 池 町 １ 丁 目 1 0

番８号  

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

神 戸 市 立

平 野 幼 稚

園 

［略］

神 戸 市 立

神 出 幼 稚

園 

神 出 町 田 井 字 田

井前425番地の２  

［略］ ［略］

別表３（第３条関係） 中学校

名称 位置

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

神戸市立湊

翔楠中学校

楠 町 ４ 丁 目 ２ 番

５号 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

275



分校 橘 通 ３ 丁 目 ４ 番

３号

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第 4 8号

神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例

神戸市国民健康保険条例（昭和35年 10月条例第24号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第 15条の５  第 13条の基礎賦課額は、

66万円を超えることができない。

第 15条の５  第 13条の基礎賦課額は、

65万円を超えることができない。

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第 15条の 14 第 15条の７の後期高齢者

支援金等賦課額は、 26万円を超える

ことができない。 

第 15条の 14 第 15条の７の後期高齢者

支援金等賦課額は、 24万円を超える

ことができない。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第 18条の４  当該年度において、世帯

に出産被保険者（令第 29条の７第５

項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合におけ

第 18条の４  当該年度において、世帯

に出産被保険者（令第 29条の７第５

項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合におけ
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る当該世帯の納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第13条の基礎賦課額から、次の

各号の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が 66万円を超える

場合には、66万円）とする（第５項に

掲げる場合を除く）。 

る当該世帯の納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第13条の基礎賦課額から、次の

各号の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が 65万円を超える

場合には、65万円）とする（第５項に

掲げる場合を除く）。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

２ ［略］ ２ ［略］

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第１項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、「66万円」と

あるのは「26万円」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。 

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第１項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、「65万円」と

あるのは「24万円」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「出

産被保険者をいう。以下同じ。」とあ

るのは「出産被保険者（介護納付金賦

課被保険者である者に限る。）をい

う。以下この項において同じ。」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第13条」とあるのは

「第15条の16」と、「66万円」とある

４ 第１項及び第２項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「出

産被保険者をいう。以下同じ。」とあ

るのは「出産被保険者（介護納付金賦

課被保険者である者に限る。）をい

う。以下この項において同じ。」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第13条」とあるのは

「第15条の16」と、「65万円」とある
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のは「17万円」と、第２項中「前項に

規定する額」とあるのは「第４項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。 

のは「17万円」と、第２項中「前項に

規定する額」とあるのは「第４項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。 

５  当該年度において、第 18条の２に

規定する基準に従い保険料を減額す

るものとした納付義務者の世帯に出

産被保険者がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保

険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

当該減額後の第 13条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が 66万円

を超える場合には、66万円）とする。 

５  当該年度において、第 18条の２に

規定する基準に従い保険料を減額す

るものとした納付義務者の世帯に出

産被保険者がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保

険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

当該減額後の第 13条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が 65万円

を超える場合には、65万円）とする。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

６ ［略］ ６ ［略］

７  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第５項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、「66万円」と

あるのは「26万円」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。 

７  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第５項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、「65万円」と

あるのは「24万円」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「出

８ 第５項及び第６項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「出
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産被保険者」とあるのは「出産被保険

者（介護納付金賦課被保険者である

者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。）」と、「基礎賦課額」とあるの

は「介護納付金賦課額」と、「第13条」

とあるのは「第15条の16」と、「66万

円」とあるのは「17万円」と、第６項

中「前項に規定する額」とあるのは

「第８項の規定により準用する前項

に規定する額」と読み替えるものと

する。 

産被保険者」とあるのは「出産被保険

者（介護納付金賦課被保険者である

者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。）」と、「基礎賦課額」とあるの

は「介護納付金賦課額」と、「第13条」

とあるのは「第15条の16」と、「65万

円」とあるのは「17万円」と、第６項

中「前項に規定する額」とあるのは

「第８項の規定により準用する前項

に規定する額」と読み替えるものと

する。 
  

附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この条例による改正後の神戸市国民健康保険条例は、令和７年度以降の年度

分の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 
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神戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を次のように公布する。 

神戸市条例第 4 9号

神戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例

神戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成26

年 10月条例第20号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

神戸市家庭的保育事業等及び乳

児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準等を定める条例

神戸市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準等を定め

る条例 

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 家庭的保育事業等に関する

基準等（第２条―第11条）  

第３章 乳児等通園支援事業に関す

る基準等（第12条―第19条） 
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附則

第１章 総則

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和

22年法律第164号。以下「法」という。）

第 34条の 16第１項の規定に基づき、

家庭的保育事業等 及び乳児等通園支

援事業の設備及び 運営に関する基準

等を定めるものとする。

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和

22年法律第164号。以下「法」という。）

第 34条の 16第１項の規定に基づき、

家庭的保育事業等 の設備及び運営に

関する基準等を定めるものとする。 

第２章  家庭的保育事業等に関

する基準等

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

（家庭的保育事業等に係る法第 34条

の 16第２項第２号の事項に関する基

準） 

（法第 34条の 16第２項第２号の事項

に関する基準） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

（家庭的保育事業者等に係る法第 34

条の 16第２項第１号及び第２号に掲

げる事項以外の事項に関する基準） 

（法第 34条の 16第２項第１号及び第

２号に掲げる事項以外の事項に関す

る基準） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］

第11条 ［略］ 第11条 ［略］

第３章 乳児等通園支援事業に

関する基準等 

（乳児等通園支援 事業に従事する者

及びその員数に関する基準）

第12条 乳児等通園支援事業について

法第 34条の 16第１項の規定に基づき
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条例で定める基準 （同条第２項第１

号に係るものに限る。）は、次条及び

第 15条に定めるもののほか、乳児等

通園支援事業の設 備及び運営に関す

る基準（令和７年内閣府令第１号。以

下「基準府令」という。）第１条第１

項第１号に定める 基準に定めるとこ

ろによる。 

（乳児等通園支援 事業の職員に関す

る基準）

第13条 前条の規定に基づき基準府令

第 22条第１項を適用する場合におい

ては、同項中「保育士（国家戦略特別

区域法（平成25年法律第107号）第12

条の５第５項に規 定する事業実施区

域内にある一般型 乳児等通園支援事

業所にあっては、 保育士又は当該事

業実施区域に係る 国家戦略特別区域

限定保育士。以下 この条において同

じ。）その他乳児等通園支援に従事す

る 職 員 と し て 市 町 村 長 が 行 う 研 修

（市町村長が指定 する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。）を

修了した者」とあるのは、「保育士」

とする。

２ 前条の規定に基づき基準府令第22

条 第 ２ 項 を 適 用 す る 場 合 に お い て

は、同項中「とし、そのうち半数以上
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は保育士とする」とあるのは、「とす

る」とする。

３ 前条の規定に基づき基準府令第22

条第３項第１号を 適用する場合にお

いては、同号中「当該保育所等の職員

（保育その他の子 育て支援に従事す

る職員に限る。）による支援」とある

のは、「当該保育所等の保育士による

支援」とする。

４ 前条の規定に基づき基準府令第22

条第３項第２号を 適用する場合にお

いては、同号中「かつ、当該一般型乳

児等通園支援事業 を行うに当たって

当該保育所等の保 育士による支援を

受けることができ るとき」とあるの

は、「当該一般型乳児等通園支援事業

を行うに当たって 当該保育所等の保

育 士 に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で

き、かつ、専ら当該一般型乳児等通園

支援事業に従事す る職員が保育士で

あるとき」とする。 

（乳児等通園支援事業に係る法第 34

条の 16第２項第２号の事項に関する

基準）

第14条 乳児等通園支援事業について

法第 34条の 16第１項の規定に基づき

条例で定める基準 （同条第２項第２

号に係るものに限る。）は、次条に定
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めるもののほか、 基準府令第１条第

１項第２号に定め る基準に定めると

ころによる。 

（余裕活用型乳児 等通園支援事業に

関する基準）

第15条 第 12条又は第 14条の規定に基

づき基準府令第 25条の規定を適用す

る場合においては 、同条中各号に定

める基準のほか、 次の各号に掲げる

区分に応じ、それ ぞれ当該各号に定

めるところによる。

(1) 保育所 神戸市保育所等の設備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る

条例（平成25年３月条例第75号）  

(2) 幼保連携型認定こども園以外の

認 定 こ ど も 園 神 戸 市 幼 保 連 携 型

認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園

の認定の要件等を定める条例（平成

30年３月条例第35号）  

(3) 幼保連携型認定こども園 神戸

市 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級

の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成26年 10

月条例第19号）  

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所

この条例（家庭的保育事業等に係

るものに限る。） 

（乳児等通園支援事業に係る法第 34
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条の 16第２項第１号及び第２号に掲

げる事項以外の事項に関する基準）

第16条 乳児等通園支援事業について

法第 34条の 16第１項の規定に基づき

条例で定める基準 （同条第２項第１

号及び第２号に掲 げる事項以外の事

項に限る。）は、次条から第19条まで

に定めるもののほ か、基準府令第１

条第１項第３号に 定める基準に定め

るところによる。 

（乳児等通園支援 事業の設備に関す

る基準）

第17条 前条の規定に基づき基準府令

第 21条第２号を適用する場合におい

ては、同号中「 1.65平方メートル以

上」とあるのは、「3.3平方メートル

以上」とする。 

（乳児等通園支援 事業の認可に係る

基準）

第18条 法第 34条の 15第２項の規定に

基づき乳児等通園 支援事業を行う者

は、暴力団員若し くは暴力団員でな

くなった日から５ 年を経過しない者

又はこれらの者が その事業活動を支

配する者であってはならない。 

（乳児等通園支援 事業の設備及び運

営に係る水準の向上）

第19条 法第 34条の 15第２項の規定に
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基づき乳児等通園 支援事業を行う者

は、法第 34条の 16第３項に基づきこ

の 条 例 で 定 め る 基 準 を 遵 守 す る ほ

か、乳児等通園支 援事業の設備及び

運営についての水 準の向上を図るこ

とに努めるものとする。 

附  則  附  則  

１  ［略］  １  ［略］  

（基準省令又は基 準府令の附則等に

より特例が定めら れている場合の取

扱い） 

（基準省令の附則 等により特例が定

められている場合の取扱い） 

２  次に掲げる規定（以下「附則特例規

定」という。）において基準省令又は

基準府令の規定の 特例が定められて

いる場合において は、この条例の規

定の適用により適 用されることとな

る基準省令又は基 準府令の規定につ

いて、附則特例規定を準用する。ただ

し、この条例に別 段の定めがある場

合は、この限りでない。 

２  次に掲げる規定（以下「附則特例規

定」という。）において基準省令の規

定の特例が定めら れている場合にお

いては、この条例 の規定の適用によ

り適用されること となる基準省令の

規定について、附 則特例規定を準用

する。ただし、この条例に別段の定め

がある場合は、この限りでない。 

(1) 基準省令又は基準府令の附則の

規定 

(1) 基準省令の附則の規定 

(2) 基準省令又は基準府令の一部を

改 正 す る 内 容 を 含 む 省 令 又 は 府 令

の附則の規定 

(2) 基準省令の一部を改正する内容

を含む省令の附則の規定 

３～８ ［略］  ３～８ ［略］  

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第50号

神戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例

神戸市屋外広告物条例（平成 12年１月条例第 50号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（適用除外） （適用除外）

第 11条 ［略］ 第 11条 ［略］

２ 次に掲げる広告物等については、

第２条、第３条及び第５条の規定は

適用しない。  

２ 公益上必要な施設又は物件に規則

で定める基準に適合して寄贈者の名

称 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 表 示

し、又は設置する場合においては、

第２条、第３条及び第５条の規定は

適用しない。  

(1) 公益上必要な施設又は物件に規

則で定める基準に適合して寄贈者

の名称その他これに類するものを

表示し、又は設置する広告物等
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(2) 地域における祭礼等のため、一

時的に表示し、又は設置する広告物

等

３  次に掲げる広告物等については、

第２条及び第５条の規定は適用しな

い。  

３  次に掲げる広告物等については、

第２条及び第５条の規定は適用しな

い。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時

的に表示し、又は設置する広告物等

(4) ［略］ (5) ［略］

(5) 電車（軌道事業の用に供する車

両及び索道事業の用に供する搬器

を含む。第７号及び次項第２号にお

いて同じ。）又は自動車に表示し、

又は設置する広告物等で規則で定

める基準に適合するもの

(6) 電車（軌道事業の用に供する車

両及び索道事業の用に供する搬器

を含む。第８号及び次項第２号にお

いて同じ。）又は自動車に表示し、

又は設置する広告物等で規則で定

める基準に適合するもの

(6)～ (10) ［略］ (7)～ (11) ［略］

４  ［略］ ４  ［略］

（広告物等を保管した場合の公示の

方法等）  

第 17条の３  法第８条第２項の規定に

よる公示は、次に掲げる方法により

行うものとする。  

(1) 前条各号に掲げる事項を、広告

物等の保管を始めた日から起算し

て２週間（法第８条第３項第１号

に掲げる広告物にあっては、２日

間）、公衆の見やすい場所に掲示

（広告物等を保管した場合の公示の

方法等）  

第 17条の３  法第８条第２項の規定に

よる公示は、次に掲げる方法により

行うものとする。  

(1) 前項各号に掲げる事項を、広告

物等の保管を始めた日から起算し

て２週間（法第８条第３項第１号

に掲げる広告物にあっては、２日

間）、公衆の見やすい場所に掲示
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すること。  

(2) ［略］  

すること。  

(2) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

290



神戸市議会基本条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第 51号

神戸市議会基本条例の一部を改正する条例

神戸市議会基本条例（平成 24年６月条例第４号）の一部を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

日本国憲法は、地方公共団体におい

て、議会の議員と長をそれぞれ住民が

直接選挙し、議事機関としての合議制

の議会と執行機関としての独任制の長

という２つの代表機関を設置するとい

う、二元代表制を採用している。  

こ の ２ つ の 代 表 機 関 は 、 相 互 に 独

立・対等の立場で、互いに尊重し、抑

制と均衡を保ちながら、それぞれの特

性を生かすことにより、その役割を果

たすことが求められている。  

一方、社会情勢に目を転じると、人

口減少・少子高齢化社会の到来、家族

日本国憲法は、地方公共団体におい

て、議会の議員と長をそれぞれ住民が

直接選挙し、議事機関としての合議制

の議会と執行機関としての独任制の長

という２つの代表機関を設置するとい

う、二元代表制を採用している。  

こ の ２ つ の 代 表 機 関 は 、 相 互 に 独

立・対等の立場で、互いに尊重し、抑

制と均衡を保ちながら、それぞれの特

性を生かすことにより、その役割を果

たすことが求められている。  

一方、社会情勢に目を転じると、人

口減少・少子高齢化社会の到来、家族
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やコミュニティの機能の変容を始めと

する時代潮流の中で、住民に身近な行

政の果たすべき役割は従来にも増して

大きくなってきており、地方公共団体

は、これまで以上に住民の信託に応え

られる存在に進化を遂げなければなら

ない。  

このような中、平成 23年には、国の

法令による地方公共団体への「義務付

け・枠付けの見直し」が行われ、条例

制定権の自主性及び自由度を高めるこ

とを狙いとした「地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図る

た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律

（ 平 成 23年 法 律 第 37号 ）」 が 成 立 す る

など、近年、地域のことは地域が決め

るという住民による行政を実現しよう

と す る 方 向 へ の 転 換 が 進 め ら れ て お

り、このような住民の信託に応えるた

めには、住民に身近な存在であるとと

もに、多様な意見を反映することがで

きる議会の更なる充実・強化が求めら

れている。  

さらに、令和５年には、地方自治法

（昭和 22年法律第 67号）が改正され、

議会の位置付けとして、議事機関とし

て住民が選挙した議員をもって組織さ

れること、役割として、議決により地

方公共団体の重要な意思を決定するこ

やコミュニティの機能の変容を始めと

する時代潮流の中で、住民に身近な行

政の果たすべき役割は従来にも増して

大きくなってきており、地方公共団体

は、これまで以上に住民の信託に応え

られる存在に進化を遂げなければなら

ない。  

このような中、平成 23年には、国の

法令による地方公共団体への「義務付

け・枠付けの見直し」が行われ、条例

制定権の自主性及び自由度を高めるこ

とを狙いとした「地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図る

た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律

（ 平 成 23年 法 律 第 37号 ）」 が 成 立 す る

など、近年、地域のことは地域が決め

るという住民による行政を実現しよう

と す る 方 向 へ の 転 換 が 進 め ら れ て お

り、このような住民の信託に応えるた

めには、住民に身近な存在であるとと

もに、多様な意見を反映することがで

きる議会の更なる充実・強化が求めら

れている。  
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と並びに検査及び調査その他の権限を

行使すること、議員の職務として、住

民の負託を受け、誠実にその職務を行

うことが明文化された。この法改正を

踏まえて、多様な層の住民の議会への

参画を促すため、議会の重要な役割に

ついて、広く住民に理解が得られるよ

う取り組んでいかなければならない。  

平成７年の阪神・淡路大震災の発生

時には、即座に行動を起こし、国会又

は関係行政庁への強力な働きかけを行

うなどして、未曽有の難局を市民と共

に乗り越えてきた本市会は、この貴重

な経験を生かし、市民の積極的な参加

を 得 な が ら 、 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関

（ 以 下 「 市 長 等 」 と い う 。） と は 緊 張

感がある関係を保ち、独立・対等の立

場において、多様な観点から政策決定

を行い、並びに市長等の事務の執行に

対する監視及び評価を行うとともに、

政策立案に努め、独自の政策提案・提

言を行うことにより、これらの責務を

果たそうとするものである。  

ここに、本市会は、日本国憲法に定

める二元代表制の下、多元的な利益を

反映することができる合議制である議

会と、行政分野において専門性の高い

独任制である市長が、それぞれの特性

を生かし、お互い補完し合いながら、

 

 

 

 

 

 

 

 

平成７年の阪神・淡路大震災の発生

時には、即座に行動を起こし、国会又

は関係行政庁への強力な働きかけを行

うなどして、未曽有の難局を市民と共

に乗り越えてきた本市会は、この貴重

な経験を生かし、市民の積極的な参加

を 得 な が ら 、 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関

（ 以 下 「 市 長 等 」 と い う 。） と は 緊 張

感がある関係を保ち、独立・対等の立

場において、多様な観点から政策決定

を行い、並びに市長等の事務の執行に

対する監視及び評価を行うとともに、

政策立案に努め、独自の政策提案・提

言を行うことにより、これらの責務を

果たそうとするものである。  

ここに、本市会は、日本国憲法に定

める二元代表制の下、多元的な利益を

反映することができる合議制である議

会と、行政分野において専門性の高い

独任制である市長が、それぞれの特性

を生かし、お互い補完し合いながら、
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切磋琢磨することにより、地方自治の

本旨に基づく市民の信託に全力で応え

ていくことを決意し、この条例を制定

するものである。  

（議決事件）  

第８条  地方自治法第 96条第２項に規

定する条例で定める議会の議決すべ

き事件は、次に掲げるものとする。  

 

(1)、（ 2）  ［略］  

（主権者教育）  

第 16条の２  議会は、主権者教育に係

る取組として、市の区域内の学校そ

の他の教育機関と連携し、及び協働

しながら、児童及び生徒に対し、議

会及び議員の活動を伝え、理解を深

めるための機会を積極的に提供する

よう努めるものとする。  

切磋琢磨することにより、地方自治の

本旨に基づく市民の信託に全力で応え

ていくことを決意し、この条例を制定

するものである。  

（議決事件）  

第８条  地方自治法（昭和 22年法律第

67号）第 96条第２項に規定する条例

で定める議会の議決すべき事件は、

次に掲げるものとする。  

(1)、（ 2）  ［略］  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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神戸市会委員会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第 52号

神戸市会委員会条例の一部を改正する条例

神戸市会委員会条例（昭和 31年 10月条例第 32号）の一部を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（常任委員の所属 並びに常任委員会

の名称、所管事項及び委員の定数）  

（常任委員の所属並びに常任委員会

の名称、所管事項及び委員の定数）  

第２条  [略 ] 第２条  [略 ] 

２  常 任 委 員 会 の 名 称 及 び 所 管 事 項

は、次のとおりとする。

２  常 任 委 員 会 の 名 称 及 び 所 管 事 項

は、次のとおりとする。

(1) 総務財政委員会 (1) 総務財政委員会

会計室、企画調整局、地域協働局、

行財政局、選挙管理委員会、人事委

員会 及 び 監 査 委 員 の 所 管 に 属 する

事項 並 び に 他 の 常 任 委 員 会 の 所管

に属しない事項  

市長室、会計室、企画調整局、地

域協働局、行財政局、選挙管理委員

会、人事委員会及び監査委員の所管

に属 す る事 項 並 び に他 の 常任 委員

会の所管に属しない事項  

(2)、 (3) [略 ] (2)、 (3) [略 ]
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(4) 建設防災委員会  (4) 建設防災委員会  

危機管理局、建設局、消防局及び

水道局の所管に属する事項  

危機管理室、建設局、消防局及び

水道局の所管に属する事項  

(5)、 (6) [略 ] (5)、 (6) [略 ] 

３、４  [略 ] ３、４  [略 ] 

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市市税条例の一部を改正する条例を次のように公布する。  

 

神戸市条例第 53号  

神戸市市税条例の一部を改正する条例  

神戸市市税条例（昭和 25年８月条例第 199号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。 ）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。 ）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（市民税に関する用語の意義）  （市民税に関する用語の意義）  

第 18条  市民税について、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

第 18条  市民税について、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

( 4 )  法 人 税 額  次 に 掲 げ る 法 人 の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

をいう。  

( 4 )  法 人 税 額  次 に 掲 げ る 法 人 の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

をいう。  

ア  内国法人  法人税法その他の

法 人 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ

り計算した法人税額（各対象会計

年度（法人税法第 15条の２に規定

ア  内国法人  法人税法その他の

法 人 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ

り計算した法人税額（各対象会計

年度（法人税法第 15条の２に規定
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する対象会計年度をいう。）の国

際最低課税額（同法第 82条の２第

１ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税 額

をいう。）に対する法人税の額を

除く。）で、法人税法第 68条（租

税特別措置法第３条の３第５項、

第 ６ 条 第 ３ 項 、 第 ８ 条 の ３ 第 ５

項、第９条の２第４項、第９条の

３ の ２ 第 ７ 項 、 第 4 1条 の ９ 第 ４

項、第 41条の 12第４項及び第 41条

の 1 2の ２ 第 ７ 項 の 規 定 に よ り 読

み替えて適用する場合を含む。）、

第 69条（租税特別措置法第 66条の

７ 第 １ 項 及 び 第 6 6条 の ９ の ３ 第

１ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用する場合を含む。）、第 69条の

２（租税特別措置法第９条の３の

２第７項、第９条の６第４項、第

９条の６の２第４項、第９条の６

の ３ 第 ４ 項 及 び 第 ９ 条 の ６ の ４

第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適用する場合を含む。）及び第 70

条 並 び に 租 税 特 別 措 置 法 第 4 2条

の４、第 42条の 10（第１項、第３

項、第４項及び第７項を除く。）、

第 42条の 11（第１項、第３項から

第５項まで及び第８項を除く。）、

第 42条の 11の２（第１項、第３項、

する対象会計年度をいう。）の国

際最低課税額（同法第 82条の２第

１ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税 額

をいう。）に対する法人税の額を

除く。）で、法人税法第 68条（租

税特別措置法第３条の３第５項、

第 ６ 条 第 ３ 項 、 第 ８ 条 の ３ 第 ５

項、第９条の２第４項、第９条の

３ の ２ 第 ７ 項 、 第 4 1条 の ９ 第 ４

項、第 41条の 12第４項及び第 41条

の 1 2の ２ 第 ７ 項 の 規 定 に よ り 読

み替えて適用する場合を含む。）、

第 69条（租税特別措置法第 66条の

７ 第 １ 項 及 び 第 6 6条 の ９ の ３ 第

１ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用する場合を含む。）、第 69条の

２（租税特別措置法第９条の３の

２第７項、第９条の６第４項、第

９条の６の２第４項、第９条の６

の ３ 第 ４ 項 及 び 第 ９ 条 の ６ の ４

第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適用する場合を含む。）及び第 70

条 並 び に 租 税 特 別 措 置 法 第 4 2条

の４、第 42条の 10（第１項、第３

項、第４項及び第７項を除く。）、

第 42条の 11（第１項、第３項から

第５項まで及び第８項を除く。）、

第 42条の 11の２（第１項、第３項、

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

299



第４項及び第７項を除く。）、第

42条の 11の３（第１項、第３項、

第４項及び第７項を除く。）、第

42条の 12、第 42条の 12の２、第 42

条の 12の５、第 42条の 12の６（第

１項、第９項から第 11項まで及び

第 19項を除く。）、第 66条の７（第

２項、第６項及び第 10項から第 13

項までを除く。）及び第 66条の９

の３（第２項、第５項及び第９項

から第 12項までを除く。）の規定

の適用を受ける前のものをいい、

法人税に係る延滞税、利子税、過

少申告加算税、無申告加算税及び

重 加 算 税 の 額 を 含 ま な い も の と

する。  

第４項及び第７項を除く。）、第

42条の 11の３（第１項、第３項、

第４項及び第７項を除く。）、第

42条の 12、第 42条の 12の２、第 42

条の 12の５、第 42条の 12の６（第

１項、第３項、第４項及び第７項

を除く。）、第 42条の 12の７（第

１項から第３項まで、第 13項から

第 15項まで及び第 23項を除く。）、

第 66条の７（第２項、第６項及び

第 10項から第 13項までを除く。）

及び第 66条の９の３（第２項、第

５ 項 及 び 第 ９ 項 か ら 第 1 2項 ま で

を除く。）の規定の適用を受ける

前のものをいい、法人税に係る延

滞税、利子税、過少申告加算税、

無 申 告 加 算 税 及 び 重 加 算 税 の 額

を含まないものとする。  

イ  外国法人  次に掲げる国内源

泉所得の区分ごとに、法人税法そ

の 他 の 法 人 税 に 関 す る 法 令 の 規

定により計算した法人税額で、法

人税法第 144条（租税特別措置法

第９条の３の２第７項、第 41条の

９第４項、第 41条の 12第４項、第

4 1条の 1 2の２ 第７ 項及び第 4 1条

の 2 2第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替

えて適用する場合を含む。）にお

イ  外国法人  次に掲げる国内源

泉所得の区分ごとに、法人税法そ

の 他 の 法 人 税 に 関 す る 法 令 の 規

定により計算した法人税額で、法

人税法第 144条（租税特別措置法

第９条の３の２第７項、第 41条の

９第４項、第 41条の 12第４項、第

4 1条の 1 2の２ 第７ 項及び第 4 1条

の 2 2第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替

えて適用する場合を含む。）にお
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いて準用する法人税法第 68条（租

税 特 別 措 置 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第

７項、第 41条の９第４項、第 41条

の 1 2第４項及 び第 4 1条の 1 2の２

第 ７ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適用する場合を含む。）、第 144条

の２及び第 144条の２の２（租税

特 別 措 置 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ７

項、第９条の６第４項、第９条の

６の２第４項、第９条の６の３第

４ 項 及 び 第 ９ 条 の ６ の ４ 第 ４ 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る場合を含む。）並びに租税特別

措置法第 4 2条 の４ 、第 4 2条の 1 0

（第１項、第３項、第４項及び第

７項を除く。）、第 42条の 11（第

１項、第３項から第５項まで及び

第８項を除く。）、第 42条の 11の

２（第１項、第３項、第４項及び

第７項を除く。）、第 42条の 11の

３（第１項、第３項、第４項及び

第７項を除く。）、第 42条の 12、

第 42条の 12の２、第 42条の 12の５

及び第 42条の 12の６（第１項、第

９項 か ら 第 1 1項 ま で及 び 第 1 9項

を除く。）の規定の適用を受ける

前のものをいい、法人税に係る延

滞税、利子税、過少申告加算税、

いて準用する法人税法第 68条（租

税 特 別 措 置 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第

７項、第 41条の９第４項、第 41条

の 1 2第４項及 び第 4 1条の 1 2の２

第 ７ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適用する場合を含む。）、第 144条

の２及び第 144条の２の２（租税

特 別 措 置 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ７

項、第９条の６第４項、第９条の

６の２第４項、第９条の６の３第

４ 項 及 び 第 ９ 条 の ６ の ４ 第 ４ 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る場合を含む。）並びに租税特別

措置法第 4 2条 の４ 、第 4 2条の 1 0

（第１項、第３項、第４項及び第

７項を除く。）、第 42条の 11（第

１項、第３項から第５項まで及び

第８項を除く。）、第 42条の 11の

２（第１項、第３項、第４項及び

第７項を除く。）、第 42条の 11の

３（第１項、第３項、第４項及び

第７項を除く。）、第 42条の 12、

第 4 2条の 1 2の２、第 4 2条の 1 2の

５、第 42条の 12の６（第１項、第

３項、第４項及び第７項を除く。）

及び第 42条の 12の７（第１項から

第３項まで、第 13項から第 15項ま

で及び第 23項を除く。）の規定の
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無 申 告 加 算 税 及 び 重 加 算 税 の 額

を含まないものとする。  

適用を受ける前のものをいい、法

人税に係る延滞税、利子税、過少

申告加算税、無申告加算税及び重

加 算 税 の 額 を 含 ま な い も の と す

る。  

(ア )、 (イ ) ［略］  (ア )、 (イ ) ［略］  

(4の 2)～ (15) ［略］  (4の 2)～ (15) ［略］  

２～４  ［略］  ２～４  ［略］  

（固定資産税の課税標準の特例）  （固定資産税の課税標準の特例）  

第 36条の３  ［略］  第 36条の３  ［略］  

２～９  ［略］  ２～９  ［略］  

10 法附則第 15条第 37項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

10 法附則第 15条第 38項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

（種別割の税率）  （種別割の税率）  

第 65条  次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割の税率は、１

台について、それぞれ当該各号に定

める額とする。  

第 65条  次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割の税率は、１

台について、それぞれ当該各号に定

める額とする。  

(1) 原動機付自転車  (1) 原動機付自転車  

ア  総排気量が 0 . 0 5リットル以下

のもの又は定格出力が 0.6キロワ

ット以下のもの（ウ及びオに掲げ

るものを除く。） 年額  2,000円  

ア  総排気量が 0 . 0 5リットル以下

のもの又は定格出力が 0.6キロワ

ット以下のもの（エに掲げるもの

を除く。）  年額  2,000円  

イ  ２輪のもので、総排気量が 0.0

5リットルを超え 0.09リットル以

下 の も の （ ウ に 掲 げ る も の を 除

く。）又は定格出力が 0.6キロワッ

イ  ２輪のもので、総排気量が 0.0

5リットルを超え 0.09リットル以

下のもの又は定格出力が 0.6キロ

ワットを超え 0.8キロワット以下
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トを超え 0.8キロワット以下のも

の  年額  2,000円  

のもの  年額  2,000円  

ウ  ２輪のもので、総排気量が 0.1

2 5リ ッ ト ル 以 下 か つ 最 高 出 力 が

4.0キロワット以下のもの  年額

 2,000円  

 

エ  ２輪のもので、総排気量が 0.0

9リットルを超えるもの（ウに掲

げるものを除く。）又は定格出力

が 0.8キロワットを超えるもの  

年額  2,400円  

ウ  ２輪のもので、総排気量が 0.0

9リットルを超えるもの又は定格

出力が 0.8キロワットを超えるも

の  年額  2,400円  

オ  ［略］  エ  ［略］  

(2)～ (4) [略 ] (2)～ (4) [略 ]  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

２  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

３  新条例第 65条第１項第１号の規定は、令和７年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。  
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 神戸市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 45号  

   神戸市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市屋外広告物条例施行規則（平成 12年３月規則第 144号）の一部を次のよう

に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（適用除外の基準等）  （適用除外の基準等）  

第６条  ［略］  第６条  ［略］  

２  条例第 11条第２項第１号に規定す

る規則で定める基準は、寄贈者の名

称その他これに類するものを表示し

て い る 部 分 の 面 積 が 0.2平 方 メ ー ト

ルを超えないこととする。  

２  条例第 11条第２項に規定する規則

で定める基準は、寄贈者の名称その

他これに類するものを表示している

部 分 の 面 積 が 0.2平 方 メ ー ト ル を 超

えないこととする。  

３、４  ［略］  ３、４  ［略］  

５  条例第 11条第３項第５号に規定す

る規則で定める基準は、広告物の表

示面積が２平方メートルを超えない

こととする。  

５  条例第 11条第３項第６号に規定す

る規則で定める基準は、広告物の表

示面積が２平方メートルを超えない

こととする。  
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６  条例第 11条第３項第９号に規定す

る規則で定める基準は、次に掲げる

ものとする。  

６  条例第 11条第３項第 10号に規定す

る規則で定める基準は、次に掲げる

ものとする。  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

７  条例第 11条第３項第 10号に規定す

る規則で定める広告物等は、次に掲

げるものとする。  

７  条例第 11条第３項第 11号に規定す

る規則で定める広告物等は、次に掲

げるものとする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

８  ［略］  ８  ［略］  

別表第１（第７条関係）  別表第１（第７条関係）  

番号  広告

物の

種類  

広 告 物 等 の 規 格 及 び 条

例第５条第１項、第３項

又 は 第 ５ 項 の 許 可 の 基

準  

［略］  ［略］ ［略］  

５  壁 面

広 告

物  

(1) ［略］  

(2) 同一の壁面に同一

の 表 示 内 容 の 広 告 物

を 複 数 掲 出 し な い こ

と。ただし、次の各号

の い ず れ か に 該 当 す

る場合は、この限りで

ない。  

ア  そ れ ぞ れ の 広 告

物 の 間 の 距 離 が 30

メ ー ト ル 以 上 あ る

場合。  

イ  周囲の景観や建  
 

番号  広告

物の

種類  

広 告 物 等 の 規 格 及 び 条

例第５条第１項、第３項

又 は 第 ５ 項 の 許 可 の 基

準  

［略］  ［略］ ［略］  

５  壁 面

広 告

物  

(1) ［略］  

(2) 同一の壁面に同一

の 表 示 内 容 の 広 告 物

を 複 数 掲 出 し な い こ

と。ただし、それぞれ

の 広 告 物 の 間 の 距 離

が 30メ ー ト ル 以 上 あ

る場合には、この限り

でない。  
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  築 物 全 体 に お け る

広 告 物 表 示 の 調 和

に配慮しており、か

つ、当該建築物及び

建 築 物 内 の 施 設 へ

の 歩 行 者 の 円 滑 な

誘 導 の た め に 設 置

さ れ る も の で あ る

場合。  

(3) ［略］  

［略］  ［略］ ［略］  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ［略］  

［略］  ［略］ ［略］  
 

備考  備考  

１～ 13 ［略］  １～ 13 ［略］  

14 この表において「電車」とは、

条例第 11 条第３項第５号に規定

する電車をいう。  

14 この表において「電車」とは、

条例第 11 条第３項第６号に規定

する電車をいう。  

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の  

一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 46号  

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規

則の一部を改正する規則  

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

（昭和 58年９月規則第 36号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（条例第 12条第２項に規定する規則  

で定める態様及び第 23条の３に規定

する規則で定める相当の期間）  

（条例第 12条第２項及び第 23条の３に

規定する規則で定める相当の期間）  

第４条  条例第 12条第２項に規定する  

規則で定める態様は、次のいずれかに

該当する状態とする。  

第４条  条例第 12条第２項及び第 23条  

の３に規定する規則で定める相当の

期間は、７日間とする。  

(1) 条例第 12条第１項の規定により  

注意札を取り付けた日から３日を

経過したにもかかわらず、自転車

等が継続して放置されている状態。 
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(2) 条例第 12条第１項の規定により  

注意札を最初に取り付けた日から  

30日を経過し、かつ 30日以内に３

回以上注意札を取り付けたにもか

かわらず、同一の場所又は社会通

念上同一と認められる近接した場

所で自転車等が放置されている状態。 

 

２  第 23条の３に規定する規則で定め

る相当の期間は、７日間とする。  

 

（条例第 13条第３項に規定する規則  

で定める相当の期間）  

（条例第 13条第２項に規定する規則  

で定める相当の期間）  

第６条  条例第 13条第３項に規定する  

規則で定める相当の期間は、１月と  

する。  

第６条  条例第 13条第２項に規定する  

規則で定める相当の期間は、１月と  

する。  

（台帳の作成）  （台帳の作成）  

第６条の２  市長は、条例第 11条、第 12

条第２項及び第３項、第 23条の２並び

に第 23条の３の規定により保管した

自転車等に関する台帳を作成するも

のとする。  

第６条の２  市長は、条例第 11条第２

項（条例第 12条第２項において準用

する場合を含む。）の規定により保管

した自転車等に関する台帳を作成す

るものとする。  

 

第９条  削除  

（条例第 16条第２項に規定する自転

車等以外のもの）  

第９条  条例第 16条第２項の規定する

自転車等以外のものは、道路交通法

第３条に規定する自動二輪車（側車

付きのものを除く。以下同じ。）のう

ち 総 排 気 量 が 0 . 0 5 0リ ッ ト ル を 超 え

0.125リットル以下のものとする。  
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２  条例第 16条第２項の規定により市

長の承認を得て神戸市立自転車駐車

場（以下「市立自転車駐車場」とい

う。）を使用する自転車等以外のもの

は、市立自転車駐車場の使用につい

ては、原動機付自転車とみなす。  

（駐車料の額等）  （駐車料の額等）  

第 12条  ［略］  第 12条  ［略］  

２  条例第 19条に規定する規則で定め

る場合は、有料市立自転車駐車場の

供用開始後市長が定める期間が経過

するまでの間において、市長が特に

無料にする必要があると認めるとき

とする。  

２  条例第 19条に規定する規則で定め

る場合は、市立自転車駐車場の供用

開始後市長が定める期間が経過する

までの間において、市長が特に無料

にする必要があると認めるときとす

る。  

（駐車料の減免）  （駐車料の減免）  

第 13条  条例第 20条に規定する規則で

定める特別の理由があるときは、次

の各号に掲げるときとし、当該各号

に定めるところにより、駐車料を減

額し、又は免除する。  

第 13条  条例第 20条に規定する規則で

定める特別の理由があるときは、次

の各号に掲げるときとし、当該各号

に定めるところにより、駐車料を減

額し、又は免除する。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 未就学児の属する世帯において

当該未就学児の子育てに保護者又

は親族として参加していると認め

られる者（世帯員以外の者であつ

ても、当該世帯と共に同一の二世

帯住宅に居住しているなど、当該

子育てに関して世帯員に準ずると

(4) 未就学児の属する世帯において

当該未就学児の子育てに保護者又

は親族として参加していると認め

られる者（世帯員以外の者であつ

ても、当該世帯と共に同一の二世

帯住宅に居住しているなど、当該

子育てに関して世帯員に準ずると
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認められる者を含む。）が、次に掲

げる使用をするとき。  駐車料の

５割相当額の減額。ただし、当該世

帯において本号の規定による減額

を受けて有料市立自転車駐車場を

使用することができる者の人数は

同一の時点において２名を超える

ことができないものとし、当該未

就学児が当該世帯に属することを

理由として条例第 2 0条の規定に基

づく減額又は免除を受けていると

きは本号の規定による減額はしな

いものとする。  

認められる者を含む。）が、次に掲

げる使用をするとき。  駐車料の

５割相当額の減額。ただし、当該世

帯において本号の規定による減額

を受けて市立自転車駐車場を使用

することができる者の人数は同一

の時点において２名を超えること

ができないものとし、当該未就学

児が当該世帯に属することを理由

として条例第 20条の規定に基づく

減額又は免除を受けているときは

本号の規定による減額はしないも

のとする。  

(5) ［略］  (5) ［略］  

２～７  ［略］  ２～７  ［略］  

別表第１（第 12条、第 13条関係）  別表第１（第 12条、第 13条関係）  

(1) 一時使用  (1) 一時使用  

   有料市立自転車

駐車場の          

種別 

車種  

屋 根 を

有 す る

もの  

屋 根 を

有 し な

いもの  

［略］  ［略］  

自転車  ［略］  ［略］  

原動機付自転車  ［略］  ［略］  
 

      市立自転車駐車場

の種別 

 

車種  

屋 根 を

有 す る

もの  

屋 根 を

有 し な

いもの  

［略］  ［略］  

自転車  ［略］  ［略］  

原動機付自転車  ［略］  ［略］  
 

(2) 定期使用  (2) 定期使用  

 有料市立自転車

駐車場の種別  

 

屋 根 を

有 す る

もの  

屋 根 を

有 し な

いもの  

 市立自転車駐車

場の種別  

 

屋 根 を

有 す る

もの  

屋 根 を

有 し な

いもの  
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車種  ［略］  ［略］  

自転車  ［略］  ［略］  ［略］  

原 動 機 付 自

転車  

［略］  ［略］  ［略］  

 

車種  ［略］  ［略］  

自転車  ［略］  ［略］  ［略］  

原 動 機 付 自

転車  

［略］  ［略］  ［略］  

 

備考  ［略］  備考  ［略］  

別表第２（第 13条関係）  別表第２（第 13条関係）  

 有料市立自転車  

駐車場の種別  

 

車種  

屋 根 を

有 す る

もの  

屋 根 を

有 し な

いもの  

［略］  ［略］  

自転車  ［略］  ［略］  ［略］  

原 動 機 付 自

転車  

［略］  ［略］  ［略］  

 

 市立自転車駐車  

場の種別  

 

車種  

屋 根 を

有 す る

もの  

屋 根 を

有 し な

いもの  

［略］  ［略］  

自転車  ［略］  ［略］  ［略］  

原 動 機 付 自

転車  

［略］  ［略］  ［略］  

 

備考  ［略］  備考  ［略］  

附  則  

この規則は、令和７年 10月１日から施行する。ただし、第 12条、第 13条、別表

第１及び別表第２の改正規定は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 47号  

神戸市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市都市公園条例施行規則（昭和 33年３月規則第 117号）の一部を次のよう

に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（有料公園及び有料公園施設の供用

日及び供用時間）  

（有料公園及び有料公園施設の供用

日及び供用時間）  

第 ５ 条  有 料 公 園 及 び 有 料 公 園 施 設

（附属設備を除く。）の供用日及び

供 用 時 間 は 、 次 の 表 の と お り と す

る。  

第 ５ 条  有 料 公 園 及 び 有 料 公 園 施 設

（附属設備を除く。）の供用日及び

供 用 時 間 は 、 次 の 表 の と お り と す

る。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 有料公園施設  

都市公

園名  

有 料 公

園施設  

供用日  供用時間  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

布引公

園  

 

［略］  

 

 

［略］  

 

 

［略］  

 

 

(2) 有料公園施設  

都市公

園名  

有 料 公

園施設  

供用日  供用時間  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

布 引 公

園  

 

［略］  

 

 

［略］  

 

 

［略］  
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［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

しあわ

せの森  

［略］  ［略］  ［略］  

オート

キャン

プ場  

［略］  ア  宿 泊 の

場 合  午

後 １ 時 か

ら 翌 日 の

午 前 11 時

まで  

イ  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

備考  ［略］  
 

小野浜

公園  

球技場  １月４

日から

12月 28

日まで  

 

ア  １ 月 か

ら ４ 月 ま

で 及 び ９

月 か ら 12

月 ま で  

午 前 ９ 時

か ら 午 後

５時まで  

イ  ５ 月 か

ら ８ 月 ま

で  午 前

９ 時 か ら

午 後 ７ 時

まで  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

しあわ

せの森  

［略］  ［略］  ［略］  

オート

キャン

プ場  

［略］  ア  宿 泊 の

場 合  午

後 ３ 時 か

ら 翌 日 の

午 後 １ 時

まで  

イ  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

備考  ［略］  
 

２～４  ［略］  

（有料公園又は有料公園施設の利用

券及び優待券）  

第６条  有料公園又は有料公園施設の

利用券及び優待券は、次のとおりと

する。  

券の種類  使用する有料公園の名称等

又は有料公園施設の種類      

利用券  布引公園  相楽園  森林植  

２～４  ［略］  

（有料公園又は有料公園施設の利用

券及び優待券）  

第６条  有料公園又は有料公園施設の

利用券及び優待券は、次のとおりと

する。  

券の種類  使用する有料公園の名称等

又は有料公園施設の種類      

利用券  布引公園  相楽園  森林植  
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 物園  離宮公園  野球場及

びその附属設備  住吉浜公

園少年野球場  王子公園陸

上競技場  しあわせの森陸

上競技場  神戸総合運動公

園陸上補助競技場  瀬戸公

園球技場  しあわせの森球

技場  北神戸田園スポーツ

公園球技場  海浜公園球技

場  垂水健康公園球技場  

第２球技場  第３球技場  

遠矢浜公園少年球技場  テ

ニスコート及びその附属設

備  アーチェリー場  プー

ル  体育館  神戸総合運動

公園補助体育館  トレーニ

ング室  温泉  動物園  駐

車場  集会室  料理室  工

芸室  宿泊室  キャンプ場  

オートキャンプ場  デイキ

ャンプ場  

 

［略］  ［略］      
 

 物園  離宮公園  野球場及

びその附属設備  住吉浜公

園少年野球場  王子公園陸

上競技場  しあわせの森陸

上競技場  神戸総合運動公

園陸上補助競技場  瀬戸公

園球技場  小野浜公園球技

場  し あ わ せ の 森 球 技 場  

北神戸田園スポーツ公園球

技場  海浜公園球技場  垂

水健康公園球技場  第２球

技場  第３球技場  遠矢浜

公園少年球技場  テニスコ

ート及びその附属設備  ア

ーチェリー場  プール  体

育館  神戸総合運動公園補

助体育館  トレーニング室  

温泉  動物園  駐車場  集

会室  料理室  工芸室  宿

泊室  キャンプ場  オート

キャンプ場  デイキャンプ

場  

［略］  ［略］      
 

  附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前におい

ても、行うことができる。  
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 神戸市立体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を

ここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造  

神戸市規則第 48号  

   神戸市立体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規

則  

 神戸市立体育施設条例の一部を改正する条例（令和７年３月条例第 31号）のう

ち附則第３項の施行期日は、令和７年４月１日とする。  
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 神戸市置塩こども育成基金条例施行規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造  

          

神戸市規則第 49号  

   神戸市置塩こども育成基金条例施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市置塩こども育成基金条例（平成 23年３月条例第 36

号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （基金の管理）  

第２条  神戸市置塩こども育成基金（以下「基金」という。）は、文化スポーツ

局長が管理する。  

２  文化スポーツ局長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、基金の経理状況を明ら

かにするものとする。  

(1) 基金明細簿  

(2) 基金運用台帳  

 （施行細目の委任）  

第３条  この規則の施行に関し必要な事項は、文化スポーツ局長が行財政局長と

協議して定める。  

   附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神 戸 市 民 の く らし を ま も る 条 例 施行 規 則 の 一 部 を 改正 す る 規 則 を こ こに 公 布

する。 

  令和７年３月31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第50号  

   神戸市民のくらしをまもる条例施行規則の一部を改正する規則 

 神戸市民のくらしをまもる条例施行規則（平成17年６月規則第18号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

神戸市消費生活条例施行規則 神戸市民のくらしをまもる条例

施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規則は、別に定めるもの

のほか、神戸市消費生活条例（平成17

年４月条例第２号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条  この規則は、別に定めるもの

のほか、神戸市民のくらしをまもる

条例（平成17年４月条例第２号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （事業者の商品又は役務に係る必要

な措置） 
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 第３条  条例第 10条第２項に規定する

措置は、別表第１左欄に掲げる事業

者による同表右欄に掲げる措置とす

る。 

（欠陥商品等に係る情報提供） （欠陥商品等に係る情報提供） 

第３条 ［略］  第４条 ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  市長は、条例第 11条第３項に規定

する情報を提供す るに当たり、必要

があると認めると きは、神戸市消費

生活審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴くものとする。 

３  市長は、条例第 11条第３項に規定

する情報を提供するに当たり、必要

があると認めるときは、神戸市消費

者苦情処理審議会（以下「苦情処理審

議会」という。）の意見を聴くものと

する。 

４  ［略］  ４  ［略］  

第４条 ［略］  第５条 ［略］  

 （商品の表示事項） 

第６条  条例第 17条第１項の規則で定

める必要な事項は、別表第２（事業者

が商品と役務とを併せて提供する場

合（次条及び第８条において「特定場

合」という。）にあっては、別表第４）

のとおりとする。 

 （役務の表示事項） 

第７条  条例第 17条第２項の規則で定

める事業者、役務及び必要な事項は、

別表第３（特定場合にあっては、別表

第４）のとおりとする。 

 （商品及び役務の表示の方法等） 
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第８条  条例第 17条第３項の規則で定

める表示の方法その他表示に際して

事業者が遵守すべき事項は、商品を

提供する場合（特定場合を除く。）に

あっては別表第２、役務を提供する

場合（特定場合を除く。）にあっては

別表第３、特定場合にあっては別表

第４のとおりとする。 

 （単位価格表示） 

第９条  条例第 18条第２項の規則で定

める事業者は、次 に掲げるものとす

る。 

(1) 売 場 面 積 が 300平 方 メ ー ト ル 以

上 の 店 舗 に お い て 小 売 業 を 営 ん で

いる者 

(2) 消費生活協同組合法（昭和23年

法律第200号）に基づき設立された

消費生活協同組合 

２  条例第 18条第２項の規則で定める

商品及び基準量は 、別表第５のとお

りとする。 

３  条例第 18条第２項の規定による基

準量当たりの価格の表示は、有効数

字の４けた目を四捨五入することに

よる３けたの有効数字により、並び

に消費者の見やすい方法により、及

び見やすい箇所に行うものとする。 

 （役務料金の表示） 
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第10条  条例第 18条第３項の規則で定

める事業者及び役 務は、別表第６の

とおりとする。 

２  条例第 18条第３項の規定による表

示は、日本産業規格Z8305に規定する

42ポイント以上の大きさの文字及び

数字を用いたものであって、統一の

とれたものとする。 

 （保証表示） 

第 11条  条例第 20条の規則で定める商

品は、別表第７に掲げるものとする。 

２  条 例 第 20条 の 規 則 で 定 め る 事 項

は、別表第８に掲げるものとする。 

３  条例第 20条の規定による表示は、

保証書の提示及びその内容の説明に

より行うものとする。 

 （金銭消費貸借契約書等の交付） 

第 12条  条例第 21条第１項の金融業を

営む事業者（以下 この条において単

に「事業者」という。）は、次に掲げ

る者とする。 

(1) 銀行法（昭和56年法律第59号）第

２条第１項に規定する銀行 

(2) 信用金庫法（昭和26年法律第238

号）第２条に規定する信用金庫及び

信用金庫連合会 

(3) 労働金庫法（昭和28年法律第227

号）第３条に規定する労働金庫及び
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労働金庫連合会 

(4) 中小企業等協同組合法（昭和24

年法律第181号）第３条第２号に規

定 す る 信 用 協 同 組 合 及 び 同 条 第 ３

号に規定する協同組合連合会 

(5) 農業協同組合法（昭和22年法律

第132号）第５条に規定する農業協

同組合及び農業協同組合連合会 

(6) 水産業協同組合法（昭和23年法

律第242号）第２条に規定する漁業

協同組合及び漁業協同組合連合会 

(7) 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 法

（平成19年法律第57号）第１条に規

定する株式会社日本政策金融公庫 

(8) 保 険 業 法 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 105

号）第２条第２項に規定する保険会

社 

２  条例第 21条第１項の規定による交

付は、次に掲げる 融資以外の融資に

ついて行うものとする。 

(1) 消費者の当該事業者に対して持

つ 預 金 債 権 そ の 他 こ れ に 類 す る 権

利を担保とする融資 

(2) 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 法

（平成14年法律第166号）第12条第

１ 項 第 12号 及 び 第 13号 に 規 定 す る

貸 付 け 並 び に 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公

庫法（昭和47年法律第31号）第19条
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第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 恩 給 等

（ 国 民 生 活 金 融 公 庫 が 行 う 恩 給 担

保金融に関する法律（昭和29年法律

第91号）第２条第１項に規定する恩

給等をいう。）を担保とする小口の

資金の貸付け 

(3) 現金自動支払機、現金自動預払

機 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 機 械 に よ

る融資 

３  条例第 21条第１項の規定により交

付する書面（以下「金銭消費貸借契約

書等」という。）は、次に掲げる項目

が記載されたものとする。 

(1) 貸付金額  

(2) 貸付年月日 

(3) 元金の返済期日 

(4) 年利  

(5) 利息の支払方法及び支払期日 

(6) 違約金  

(7) 前各号に掲げるもののほか、基

本的な契約条項 

４  条例第 21条第１項の規定による交

付は、当該契約の内容を消費者に説

明して行うものとする。 

 （受取書等交付の省略） 

第 13条  条例第 21条第２項ただし書の

規則で定める場合 は、次に掲げる弁

済を受けた場合とする。 
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(1) 振込みによる弁済 

(2) 振替による弁済 

(3) 給与明細書その他の書面で弁済

が確認できる場合における給与か

らの引去りによる弁済 

（不当な取引行為） （不当な取引行為） 

第５条  条例第 21条第１項及び第２項

の規則で定める行為は、別表に掲げ

る行為とする。 

第 14条  条例第 23条第１項及び第２項

の規則で定める行為は、別表第９に

掲げる行為とする。 

２  市長は、消費者からの申出に基づ

き、別表に掲げる行為に該当するか

どうかの判定を行うものとする。 

２  市長は、消費者からの申出に基づ

き、別表第９に掲げる行為に該当す

る か ど う か の 判 定 を 行 う も の と す

る。 

３  市長は、前項の判定を行うに当た

り、必要があると認めるときは、審議

会の意見を聴くものとする。 

３  市長は、前項の判定を行うに当た

り、必要があると認めるときは、苦情

処 理 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す

る。 

（不当な約款） （不当な約款） 

第６条  市長は、消費者からの申出に

基づき、条例第 22条に規定する約款

に該当するかどうかの判定を行うも

のとする。 

第 15条  市長は、消費者からの申出に

基づき、条例第 24条に規定する約款

に該当するかどうかの判定を行うも

のとする。 

２  市長は、前項の判定を行うに当た

り、必要があると認めるときは、審議

会の意見を聴くものとする。 

２  市長は、前項の判定を行うに当た

り、必要があると認めるときは、苦情

処 理 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す

る。 

（不当な取引行為等の是正の指導） （不当な取引行為等の是正の指導） 

第７条  条例第 23条第２項に規定する 第 16条  条例第 25条第２項に規定する
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指導は、次に掲げる事項を記載した文

書又は口頭により行うものとする。 

 (1) 違反を是正するために必要な措

置を講じるよう指導する旨 

(2) 違反の内容  

指導は、様式第１号による文書又は

口頭により行うものとする。 

２  ［略］  ２  ［略］  

（不当な取引行為等の是正の勧告） （不当な取引行為等の是正の勧告） 

第８条  条例第 23条第２項に規定する

勧告は、次に掲げる事項を記載した文

書で行うものとする。 

 (1) 違反を是正するために必要な措

置を講じるよう勧告する旨 

(2) 違反の内容 

第 17条  条例第 25条第２項に規定する

勧告は、様式第２号による文書で行

うものとする。 

２  ［略］  ２  ［略］  

（不当な取引行為等に係る公表） （不当な取引行為等に係る公表） 

第９条  市長は、条例第 23条第３項の

規定による公表を行おうとするとき

は、あらかじめ、その理由を当該事業

者に通知するとともに、意見を述べ

る機会を与えなければならない。た

だし、当該事業者が正当な理由なく

意見の聴取に応じないとき、又は当

該 事 業 者 の 所 在 が 不 明 で あ る と き

は、この限りでない。 

第 18条  市長は、条例第 25条第３項の

規定による公表を行おうとするとき

は、あらかじめ、その理由を当該事業

者に通知するとともに、意見を述べ

る機会を与えなければならない。た

だし、当該事業者が正当な理由なく

意見の聴取に応じないとき、又は当

該 事 業 者 の 所 在 が 不 明 で あ る と き

は、この限りでない。 

２  市長は、条例第 23条第３項に規定

する公表を行うに当たり、必要があ

ると認めるときは、審議会の意見を

聴くものとする。 

２  市長は、条例第 25条第３項に規定

する公表を行うに当たり、必要があ

ると認めるときは、苦情処理審議会

の意見を聴くものとする。 
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 ３  条例第 25条第３項の規定による公

表は、インターネットの利用その他

の広く市民に周知できる方法により

行うものとする。 

 （過大包装の基準） 

第 19条  条例第 26条第２項の過大包装

の基準は、次の各 号のいずれかに該

当する消費者包装とする。 

(1) 内容品以外の空間容積が必要以

上に大きなもの 

(2) 内容品の価格に比べて必要以上

に包装経費をかけているもの 

(3) 内容品の名称、量目、価格、使用

方法、性状その他これらに類する

事項について消費者の商品選択に

資するための適切な表示又は説明

のないもの 

(4) 商品の無理な詰合せ又は抱合せ

をしているため必要以上に大きく

なっているもの 

(5) 明らかに二次使用を偽装したも

の 

 （過大包装の判定） 

第 20条  市長は、消費者からの申出に

基づき、条例第 26条第１項の過大包

装に該当するかど うかの判定を行う

ものとする。 

２  市長は、前項の判定を行うに当た

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

325



り、必要があると認めるときは、苦情

処 理 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す

る。 

（あっせん又は調停の通知） （あっせん又は調停の通知） 

第 10条  市長は、条例第 25条第１項の

規定により審議会のあっせん又は調

停に付したときは、その旨を当該苦

情の申出者及びその相手方となる事

業者に通知するものとする。 

第 21条  市長は、条例第 32条第１項の

規定により苦情処理審議会のあっせ

ん又は調停に付したときは、その旨

を当該苦情の申出者及びその相手方

と な る 事 業 者 に 通 知 す る も の と す

る。 

（情報提供） （情報提供） 

第 11条  条例第 31条に規定する必要が

あると認めるときは、次に掲げると

きとする。 

第 22条  条例第 37条に規定する必要が

あると認めるときは、次に掲げると

きとする。 

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

２  条例第 31条に規定する必要な情報

は、次に掲げるものとする。 

２  条例第 37条に規定する必要な情報

は、次に掲げるものとする。 

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３  第 ３ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定

は、条例第 31条の規定による情報の

提供について準用する。 

３  第 ４ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定

は、条例第 37条の規定による情報の

提供について準用する。 

 （重要物資の指定等） 

第 23条  市長は、条例第 46条の規定に

よる指定をしたときは、その旨を告

示するものとする。当該指定を解除

したときも、同様とする。 

 （立入検査） 
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第24条  条例第 48条第２項の規定によ

り立入調査を行う 職員は、その身分

を示す証明書を携 帯し、関係人に提

示しなければならない。 

２  前項の証明書は、様式によるもの

とする。 

第 12条  条 例 第 13条 第 ２ 項 及 び 第 ３

項、条例第20条第２項、条例第23条第

３項並びに条例第 26条の規定による

公表は、インターネットの利用その

他の広く市民に周知できる方法によ

り行うものとする。 

 

第 13条  ［略］  第 25条  ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前  

 別表第１（第３条関係） 

 事業者  条例第10条第２項に規定する措置 

ク リ ー ニ

ン グ 業 法

（ 昭 和 25

年 法 律 第

207号 ） 第

２ 条 第 ２

項 に 規 定

す る 営 業

者 

(1) 石油系溶剤でドライクリーニングをした洗濯物については、取扱上の注

意として、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 ドライクリーニング溶剤が残って皮膚障害を起こすこともありますので、

お持ち帰りの後は、必ず袋から出して、風通しのよい日陰で乾燥し、時間を

おいて着てください。 

 

   

(2) 前号の取扱上の注意は、洗濯物に返却用の包装をする場合は、ラベル又

は印刷で包装の見やすい箇所に表示し、当該包装をしない場合は、店頭その

他の見やすい箇所に表示するとともに、消費者に口頭で説明すること。 

(3) 前号の規定による表示は、包装にラベルで表示するものについては日本

産業規格Z8305に規定する８ポイント以上、包装に印刷で表示するものにつ

いては日本産業規格Z8305に規定する28ポイント以上、店頭に表示するもの

に つ い て は 日 本 産 業 規 格 Z8305に 規 定 す る 42ポ イ ン ト 以 上 の 大 き さ の 文 字

及び数字とすること。 

(4) 第２号の表示に用いる文字及び数字の色は、背景の色と対照的な色とす

ること。 
 

 別表第２（第６条関係） 

 商品名  適 正 に

表 示 し

な け れ

ば な ら

な い 必

要 な 事

項 

表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項 

      

防 炎 又 は (1) 素 (1) 素材の性質及び洗濯により防炎又は難燃の効果に与える影響に
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難 燃 の 表

示 を 付 し

て い る 繊

維製品（消

防法（昭和

23 年 法 律

第 186号 ）

第 ８ 条 の

３ 第 ２ 項

の 規 定 に

よ る 表 示

を 付 し て

い る も の

を除く。） 

材 の

性 質

及 び

洗 濯

に よ

り 防

炎 又

は 難

燃 の

効 果

に 与

え る

影響 

(2) 使

用 上

の 注

意 

ついては、次のいずれかに掲げる例に準じて表示すること。 

   

 素材に防炎加工を施したものですので、洗濯によって防炎の効

果が低下することがあります。 

 

   

 素材自体が難燃性のものですので、洗濯によって難燃の効果が

低下することはありません。 

 

   

(2) 使用上の注意は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 引火したら素早く火元から離すこと。  

   

(3) 縫い付けラベル又は下げ札により、本体の見やすい箇所に防炎

又は難燃の表示及び前２号の表示をすること。 

   

給湯器  ※ 使 用

上 の

注意 

(1) 使用上の注意は、次のいずれかに掲げる例に準じて表示するこ

と。 

   

 飲まないように 

最初に出るコップ○杯程度の水は、飲用に適しません。 

 

   

 飲まないように 

最初の○秒間に出る水は、飲用に適しません。 

 

   

(2) ラベル又は印刷により、本体の見やすい箇所又は取扱説明書に

前号の表示をすること。 
   

オ ー ブ ン

（ レ ン ジ

※ 使 用

上 の

(1) 使用上の注意は、次に掲げる例に準じて表示すること。 
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機 能 を 備

え た も の

を含 む 。）

及 び レ ン

ジ 

注意  

  

 

 水をかけないように 

使用中前面のガラスに水がかかると割れるおそれがありますの

で、水がかからないようにしてください。 

 

   

(2) ラベル又は印刷により、本体の見やすい箇所又は取扱説明書に

前号の表示をすること。 
   

こんろ  ※ 使 用

上 の

注意 

(1) 使用上の注意は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしないこと。 

料理中のものが焦げたり、燃えたりするなど、火災の原因にな

ります。特に天ぷらその他の揚げ物をしているときは、注意して

ください。 

 

   

(2) ラベル又は印刷により、本体の見やすい箇所又は取扱説明書に

前号の表示をすること。 

ストーブ ※ 使 用

上 の

注意 

(1) 使用上の注意は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 カーテン、寝具その他の燃えやすいものの近くで使用しないこ

と。 

火災の原因になります。 

 

   

 就寝中又は外出中に使用しないこと。  

   

(2) ラベル又は印刷により、本体の見やすい箇所又は取扱説明書に

前号の表示をすること。 
   

食 品 包 装

用 ラ ッ プ

フ ィ ル ム

（ 食 品 の

(1) 品

名  

(2) 原

材 料

(1) 耐熱温度及び耐冷温度は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 耐熱温度○○度、耐冷温度○○度  
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保 存 調 理

等 に 使 用

さ れ る 気

密性、耐水

性 、 耐 油

性、密着性

等 の 性 質

を 有 す る

合 成 樹 脂

の 薄 膜 で

紙 管 等 に

巻 か れ た

も の で あ

って、家庭

用 の も の

をいう。） 

名  

(3) 添

加 物

名  

(4) 耐

熱 温

度 及

び 耐

冷 温

度 

(5) 使

用 用

途 又

は ※

使 用

上 の

注意 

(6) 寸

法  

(2) 使用用途又は使用上の注意は、次に掲げる例に準じて表示する

こと。 

   

 電子レンジに使用できます。 

油性の強い食品を直接包んで電子レンジに入れないでください

（使用上の注意の場合）。 

 

   

(3) 寸法は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 幅○○センチメートル、長さ○○メートル  

   

(4) ラベル又は印刷で包装の見やすい箇所に表示すること。 

   

ポリ袋（ポ

リ オ レ フ

ィ ン 系 又

は ポ リ 塩

化 ビ ニ ル

系 の フ ィ

ル ム を 製

袋 し た も

の で あ っ

て、家庭用

の も の を

使 用 用

途 

(1) 使用用途は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 食品包装に使用できます。  

   

(2) ラベル又は印刷で包装の見やすい箇所に表示すること。 
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いう。） 
   

プ レ ミ ッ

クス類（小

麦 粉 に 糖

類、油脂、

粉 乳 、 卵

粉 、 膨 張

剤、食塩、

香 料 等 の

全 部 又 は

一 部 を 混

合 し て 製

造 し た ホ

ッ ト ケ ー

キ ミ ッ ク

ス、天ぷら

粉 そ の 他

こ れ ら に

類 す る 調

製 粉 で あ

って、容器

に入れ、又

は 包 装 し

た も の を

いう。） 

使 用 上

の注意 

(1) 使用上の注意は、開封後の取扱方法、調理方法等を表示するこ

と。 

(2) 容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。 

      

つ く だ 煮

類（しょう

ゆ、砂糖そ

の 他 の 調

味 料 を 加

使 用 上

の注意 

(1) 使用上の注意は、開封後の取扱方法等を表示すること。 

(2) 容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。 
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え て 煮 し

め た 水 産

品、農産畜

産 品 そ の

他 の 類 似

品（でんぶ

及 び そ ぼ

ろ 煮 を 含

む。） であ

って、容器

に入れ、又

は 包 装 し

た も の を

いう 。）及

び煮豆（大

豆 、 金 時

豆、うずら

豆 そ の 他

の 豆 を 主

原 料 と し

て 砂 糖 そ

の 他 の 調

味 料 を 加

え て 煮 し

め た も の

であって、

容 器 に 入

れ、又は包

装 し た も

の を い
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う。） 
      

調 理 冷 凍

食品（製造

し、若しく

は調理し、

又 は 加 工

し た 食 品

を 凍 結 し

たもの（調

理 冷 凍 食

品 品 質 表

示基準（平

成 12 年 農

林 水 産 省

告 示 第

1676号）第

２ 条 の 表

に 規 定 す

る 冷 凍 魚

フライ、冷

凍 え び フ

ライ、冷凍

い か フ ラ

イ、冷凍か

きフライ、

冷 凍 コ ロ

ッケ、冷凍

カツレツ、

冷 凍 し ゅ

うまい、冷

(1) 原

材 料

の 配

合 割

合 

(2) 使

用 方

法  

(1) 原材料の配合割合は、商品名に原材料の一部の名称が付けられ

た製品にあっては、当該原材料の配合時の標準配合比をパーセント

で明記して表示すること。ただし、内容量を数量で表示する製品に

あっては、その表示を省略することができる。 

(2) 使用方法は、解凍方法、調理方法等を表示すること。 

(3) 容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。 
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凍 ぎ ょ う

ざ、冷凍春

巻、冷凍ハ

ン バ ー グ

ステーキ、

冷 凍 ミ ー

トボール、

冷 凍 フ ィ

ッ シ ュ ハ

ンバーグ、

冷 凍 フ ィ

ッ シ ュ ボ

ール、冷凍

米 飯 類 及

び 冷 凍 め

ん 類 を 除

く。） であ

って、容器

に入れ、又

は 包 装 し

た も の を

いう。） 
       

焼 肉 の た

れ類（しょ

う ゆ 、 み

そ、果実、

野 菜 類 等

を 主 原 料

に糖類、香

辛料、調味

使 用 上

の注意 

(1) 使用上の注意は、開封後なるべく早く使用する必要がある旨等

を表示すること。 

(2) 容器又は包装の見やすい箇所に表示すること。 
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料、アルコ

ー ル 、 油

脂、ごま、

食酢、食塩

等 を 加 え

て 調 製 し

たもので、

肉 の 漬 け

込み、素焼

き、フライ

パン焼き、

鉄 板 焼 き

等 主 に 肉

の 調 味 料

と し て 利

用 さ れ る

も の で あ

って、容器

に入れ、又

は 包 装 し

た も の を

いう。） 
   

カ ッ ト 野

菜 及 び カ

ッ ト フ ル

ーツ（１種

類 又 は 数

種 類 の 野

菜 又 は 果

実 を 小 さ

調 製 月

日 又 は

加 工 月

日 

(1) 調製月日又は加工月日は、消費者が購入する商品として調製又

は加工を完了した月日をいい、次のいずれかに掲げる例に準じて表

示すること。 

   

 調製月日（加工月日）○月○日  

   

 ○．○調製（加工）  
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く切り、そ

の 他 食 べ

や す く 調

製 又 は 加

工 を 行 っ

た も の で

あって、容

器に入れ、

若 し く は

包装し、又

は 適 宜 の

選 択 に よ

り 容 器 に

入れ、若し

く は 包 装

す る も の

をいう。） 

(2) 容器又は包装の見やすい箇所に表示すること 

      

医 薬 部 外

品 （ 医 薬

品、医療機

器 等 の 品

質、有効性

及 び 安 全

性 の 確 保

等 に 関 す

る法律（昭

和 35 年 法

律 第 145

号）第２条

第 ２ 項 に

(1) ※

異 常

が 生

じ た

と き

の 注

意 

(2) ※

身 体

へ の

危 害

を 防

止 す

(1) 異常が生じたときの注意は、次に掲げる例に準じて表示するこ

と。 

   

 異常が生じたときは 

○○○○などの異常が生じたときは、直ちに使用を中止し、医

師の診療を受けてください。 

 

   

(2) ラベル又は印刷で直接の容器又は直接の被包に表示すること。

ただし、容器又は被包の表面積が小さいため印刷等が困難であると

きは、市長の指示する方法で表示すること。 
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規 定 す る

医 薬 部 外

品（同項第

１ 号 イ 又

は 第 ２ 号

に 掲 げ る

こ と が 目

的 と さ れ

て い る も

の 及 び 医

薬品、医療

機 器 等 の

品質、有効

性 及 び 安

全 性 の 確

保 等 に 関

す る 法 律

第 ２ 条 第

２ 項 第 ３

号 の 規 定

に 基 づ き

厚 生 労 働

大 臣 が 指

定 す る 医

薬 部 外 品

（ 平 成 21

年 厚 生 労

働 省 告 示

第25号）第

３ 号 に 規

る た

め の

正 し

い 使

い方 
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定 す る も

の を 除

く。） をい

う。） 
   

化粧品（医

薬品、医療

機 器 等 の

品質、有効

性 及 び 安

全 性 の 確

保 等 に 関

す る 法 律

第 ２ 条 第

３ 項 に 規

定 す る 化

粧 品 を い

う。以下同

じ。） 

(1) 子

供 用

化 粧

品 以

外 の

化 粧

品 に

あ っ

ては、

※ 異

常 が

生 じ

た と

き の

注意 

(2) 子

供 用

化 粧

品 に

あ っ

ては、

※ 使

用 上

の 注

意 

(1) 異常が生じたときの注意は、次に掲げる例に準じて表示するこ

と。 

   

 異常が生じたときは 

○○○○などの異常が生じたときは、直ちに使用を中止し、医

師の診療を受けてください。 

 

   

(2) 使用上の注意は、次に掲げる例に準じて表示すること。 

   

 勝手に使わせないように 

この化粧品は、おもちゃではあません。必ず保護者の監視のも

とで使用させてください。 

 

   

(3) ラベル又は印刷で直接の容器又は直接の被包に表示すること。

ただし、容器又は被包の表面積が小さいため印刷等が困難であると

きは、市長の指示する方法で表示すること。 

   

歯磨き（医 ＊ 成 分 (1) 医薬部外品歯磨き（化粧品に準じて医薬品、医療機器等の品質、
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薬品、医療

機 器 等 の

品質、有効

性 及 び 安

全 性 の 確

保 等 に 関

す る 法 律

第 ２ 条 第

２ 項 に 規

定 す る 医

薬 部 外 品

に 該 当 す

る 歯 磨 き

（以下「医

薬 部 外 品

歯磨き」と

いう 。）及

び 化 粧 品

に 該 当 す

る 歯 磨 き

（以下「化

粧 品 歯 磨

き 」 と い

う。） であ

って、内容

量 が 50 グ

ラ ム 以 上

（ 液 体 の

も の に あ

っては、50

の用途  有効性及び 安全性 の確保等に 関する 法律第 61条第４号 に規定す る

成分の名称を表示した歯磨き（以下「全成分表示歯磨き」という。）

を除く。）にあっては、次により表示すること。 

ア  成分の用途は、研磨剤、発泡剤、着色剤、香料その他の薬剤の

名称を用いて表示すること。 

イ  アの薬剤の名称の配列は、それぞれの薬剤に含まれている成分

の量の多い順とすること。この場合において、複数の用途を有す

る成分があるときは、その成分は、その主要な用途となっている

薬剤に含まれているものとすること。 

ウ  アの薬剤の名称に併記して、各薬剤に係る成分（当該薬剤とし

て利用することを主要な用途としているものに限る。）の名称を

表示すること。この場合において、同じ薬剤に係る成分が複数の

種類あるときは、量の多いものから順に表示すること。 

(2) 化粧品歯磨き及び全成分表示歯磨きにあっては、成分の用途は、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律第61条第４号の規定により記載された成分の名称（全成分表示歯

磨きにあっては、化粧品に準じて表示した成分の名称）に併記して、

研磨剤、発泡剤、着色剤、香料その他の薬剤の名称を用いて表示す

ること。ただし、水その他の用途を特定するのが困難な成分にあっ

ては、成分の用途に係る表示を省略することができる。 

(3) ラベル又は印刷で包装の見やすい箇所に表示すること。 
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ミ リ リ ッ

トル以上）

のもの（旅

行 に 持 っ

て 行 く 用

途 等 に 供

す る た め

に 同 一 成

分 の 通 常

の 商 品 よ

り も 内 容

量 を 少 な

く し て い

るもの（同

一 成 分 の

通 常 の 商

品 に つ い

て、この規

則 の 規 定

に 基 づ く

表 示 が な

さ れ て い

る も の に

限る 。）を

除く 。）を

いう。） 
  

備考  

１  表示は、※印を付した事項の見出しについては日本産業規格Z8305に規定する９ポ

イント以上、＊印を付した事項の見出しについては日本産業規格Z8305に規定する６

ポイント以上、その他については日本産業規格Z8305に規定する８ポイント以上の大
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きさの文字及び数字とすること。 

２  見出しは、簡潔な表現とすること。 

３  ※印を付した事項の表示に用いる文字及び数字の種類は、ゴシック体とすること。

４ 表示に用いる文字及び数字の色は、背景の色と対照的なものとすること。 
 

 

 別表第３（第７条関係） 

 事業

者  

役務 適正に表示し

なければなら

ない必要な事

項 

表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項 

    

保 険

業 法

第 ２

条 第

３ 項

に 規

定 す

る 生

命 保

険 会

社 

生命

保険

契約

に係

る役

務 

(1) 保険契約

の 申 込 み の

撤 回 又 は 解

除（以下「申

込 み の 撤 回

等 」 と い

う。）に関す

る 次 に 掲 げ

る事項 

ア  申 込 み

の 撤 回 等

を 行 う こ

と が で き

る 旨 （ 申

込 み の 撤

回 等 を 行

う こ と が

で き な い

場 合 は 、

その旨） 

イ  申 込 み

(1) 表示は、消費者から保険契約の申込みを受ける前に当該適

正に表示しなければならない必要な事項を表示した書面（以

下「契約のしおり」という。）を消費者に提示し、その内容を

説明することにより行うこと。 

(2) 表 示 を 保 険 業 法 第 ２ 条 第 17項 に 規 定 す る 生 命 保 険 募 集 人

（以下「募集人」という。）に行わせるときは、当該募集人に、

当該保険契約の契約手続についての当該募集人の権限の範囲

を併せて説明させること。 

(3) 契約のしおりにおいて、表示しなければならない事項の記

載は、日本産業規格Z8305に規定する８ポイント以上の大きさ

の文字又は数字を用いるものとし、その色は背景の色と対照

的なものとすること。 

(4) 消費者から保険契約の申込みを受ける際、当該保険契約に

係る保険約款及び契約のしおりを消費者に交付し、かつ、第１

号の表示を行ったことを消費者に示すため、その旨を記載し

た書面を消費者に交付する等適切な措置をとること。 

(5) 消費者に対し、保険業法第309条第２項前段の規定による提

供を行ったときは、電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法により、前各号（第３号を除

く。）の規定による措置を行うことができる。 
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の 撤 回 等

の方法 

ウ  申 込 み

の 撤 回 等

を 行 う こ

と が で き

る期間 

(2) 告知義務

（ 保 険 契 約

の 締 結 に 際

し て 保 険 契

約 者 又 は 被

保 険 者 が 被

保 険 者 に 関

す る 一 定 の

事 実 の 申 出

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 告 知 」 と

いう。）を行

わ な け れ ば

な ら な い こ

と を い う 。

以下同じ。）

に 関 す る 次

に 掲 げ る 事

項 

ア  告 知 に

係 る 書 類

は 、 保 険

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

343



契 約 者 又

は 被 保 険

者 自 身 が

記 入 す べ

き旨 

イ  告 知 義

務 の 違 反

に 係 る 効

果 

ウ  ア 又 は

イ に 掲 げ

る も の の

ほ か 、 告

知 義 務 に

関 す る 事

項 

(3) 保険会社

の 責 任 開 始

期 

(4) 保険料払

込みの方法 

(5) 保険料払

込 み の 猶 予

期 間 及 び 保

険 契 約 の 失

効 に 関 す る

事項 

(6) 保険契約

の 復 活 に 関

する事項 
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(7) 保険会社

の 保 険 金 支

払 の 免 責 事

由 

(8) 解約返戻

金 （ 保 険 契

約 者 が 保 険

契 約 を 解 約

し た 場 合

に 、 保 険 会

社 が 保 険 契

約 者 に 支 払

う 金 額 を い

う。）に関す

る事項 
        

信 販

会社、

中 小

小 売

商 団

体 そ

の 他

の 消

費 者

に 信

用 を

供 与

す る

事 業

クレ

ジッ

ト契

約に

係る

役務

(1) 信販会社

等 の 氏 名 又

は 名 称 並 び

に 住 所 及 び

電話番号 

(2) クレジッ

ト 契 約 の 対

象 と な る 商

品 又 は 役 務

に 関 す る 次

に 掲 げ る 事

項 

ア  商 品 の

名 称 又 は

(1) 表示は、消費者からクレジット契約の申込みを受ける前に

当該表示しなければならない事項を表示した書面（以下「クレ

ジット契約の内容を明らかにした書面」という。）を消費者に

提示し、その内容を説明することにより行うこと。 

(2) クレジット契約の内容を明らかにした書面において、表示

しなければならない事項の記載は、日本産業規格Z8305に規定

する８ポイント以上の大きさの文字又は数字を用いるものと

し、その色は背景の色と対照的なものとすること。 

(3) 多面的契約関係及びその仕組みに関する事項については、

消費者が理解しやすいように次の例のように図を用いて表示

すること。 

ア  多面的契約関係 

    
   

 （例）   
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者（以

下「信

販 会

社等」

と い

う。）

役 務 の 内

容 

イ  商 品 の

販 売 業 者

又 は 役 務

の 提 供 業

者 （ 以 下

「 販 売 業

者 等 」 と

いう。）の

氏 名 又 は

名 称 並 び

に 住 所 及

び 電 話 番

号 

ウ  商 品 の

引 渡 時 期

又 は 役 務

の 提 供 時

期 

エ  商 品 の

引 渡 し 又

は 役 務 の

提 供 と 同

時 に そ の

代 金 の 全

額 を 支 払

う 場 合 の

価格 

(3) 消費者が

 
   

    

イ  仕組み  

    

 （例）  

 

①  商品購入の申込み 

②  信用調査依頼 

③  信用調査 

④  承認通知 

⑤  商品引渡し 

⑥  商品代金一括払 

⑦  商品代金に手数料を加算した額の分割払 

 

    

(4) 欠陥等による支払拒否に関する事項については、消費者の

注意を引くように朱書きその他の方法により表示すること。 

(5) 欠陥等による支払拒否を行う場合の方法において、その理

由となる商品又は役務の欠陥等の状況を説明した書面（以下

この表において「説明書面」という。）を信販会社等に提出し

なければならないとされている場合にあっては、説明書面の

用紙をクレジット契約の内容を明らかにした書面に添付する

こと。ただし、クレジット契約の内容を明らかにした書面に、

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

346



信 販 会 社 等

に 分 割 し て

支 払 わ な け

れ ば な ら な

い 金 銭 の 総

額 並 び に そ

の 支 払 の 期

間及び回数 

(4) 消費者が

信 販 会 社 等

に 支 払 わ な

け れ ば な ら

な い 手 数 料

の 料 率 （ 割

賦 販 売 法 施

行 規 則 （ 昭

和 36年 通 商

産 業 省 令 第

95号 ） 第 13

条 の ２ 第 ２

項 に 規 定 す

る 方 法 の 例

に よ り 算 定

し た 実 質 年

率をいう。）

(5) 消費者、

販 売 業 者 等

及 び 信 販 会

社 等 の 間 に

生 ず る 契 約

消費者の請求により説明書面の用紙を遅滞なく交付する旨及

びその請求先の表示がある場合は、この限りでない。 

(6) クレジット契約の内容を明らかにした書面において、売買

契約等に関する事項を表示する場合には、見出しをつける等

の方法により、クレジット契約に関する事項と混同が生じな

いようにすること。 

(7) 消費者からクレジット契約の申込みを受ける際には、クレ

ジット契約の内容を明らかにした書面を消費者に交付するこ

と。 

(8) 消費者に対し、割賦販売法（昭和36年法律第159号）第４条

の２第１項前段の規定による提供を行った場合は、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法により、前各号（第２号を除く。）の規定による措置を行

うことができる。 
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関 係 （ 以 下

「 多 面 的 契

約 関 係 」 と

いう。）並び

に そ の 仕 組

み に 関 す る

事項 

(6) 商品又は

役 務 の 欠 陥

等 を 理 由 と

す る 消 費 者

の 信 販 会 社

等 に 対 す る

金 銭 の 支 払

の 拒 否 （ 以

下 「 欠 陥 等

に よ る 支 払

拒 否 」 と い

う。）に関す

る 次 に 掲 げ

る事項 

ア  欠 陥 等

に よ る 支

払 拒 否 を

行 う こ と

が で き る

場 合 が あ

る 旨 並 び

に そ の 理

由 及 び 具
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体 例 （ 欠

陥 等 に よ

る 支 払 拒

否 を 行 う

こ と が で

き な い 場

合 は 、 そ

の旨） 

イ  欠 陥 等

に よ る 支

払 拒 否 を

行 う 場 合

の方法 

(7) 消費者と

販 売 業 者 等

と の 間 の 商

品 の 販 売 又

は 役 務 の 提

供 に 係 る 契

約（以下「売

買 契 約 等 」

という。）が

無 効 で あ る

場 合 又 は ク

レ ジ ッ ト 契

約 成 立 後 に

解 除 さ れ た

場 合 に お け

る 消 費 者 の

信 販 会 社 等
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に 対 す る 金

銭 の 支 払 に

関 す る 次 に

掲げる事項 

ア  支 払 の

要否 

イ  既 に 支

払 の あ っ

た 金 銭 の

返 還 の 有

無 
    

消 費

者 に

衣 装

の 賃

貸 を

す る

事 業

者 

衣装

の賃

貸借

契約

に係

る役

務 

解約料（消費

者が賃貸借契

約を解除した

場合に、消費

者が賃貸業者

に支払う金額

をいう。）に関

する事項 

(1) 表示は、消費者から賃貸借契約の申込みを受ける前に当該

表示しなければならない事項を表示した書面を消費者に提示

し、又は当該表示しなければならない事項を店頭その他の見

やすい箇所に表示することにより行うこと。 

(2) 表示は、書面に表示する場合については日本産業規格Z8305

に規定する８ポイント以上、店頭その他の見やすい箇所に表

示 す る 場 合 に つ い て は 日 本 産 業 規 格 Z8305に 規 定 す る 42ポ イ

ント以上の大きさの文字又は数字を用いるものとし、その色

は、背景の色と対照的なものとすること。 
    

消 費

者 に

音 楽

又 は

映 像

が 記

録 さ

れ て

い る

音楽・

音

楽・

映像

用メ

ディ

アの

賃貸

借契

約に

係る

(1) 損害賠償

額 （ 賃 借 し

た 音 楽 ・ 映

像 用 メ デ ィ

ア を 消 費 者

が 紛 失 し 、

又 は 損 傷 し

た 場 合 に 、

消 費 者 が 賃

貸 業 者 に 支

(1) 表示は、消費者から賃貸借契約の申込みを受ける前に当該

表示しなければならない事項を表示した書面を消費者に提示

し、又は当該表示しなければならない事項を店頭その他の見

やすい箇所に表示することにより行うこと。 

(2) 表示は、書面に表示する場合については日本産業規格Z8305

に規定する８ポイント以上、店頭その他の見やすい箇所に表

示 す る 場 合 に つ い て は 日 本 産 業 規 格 Z8305に 規 定 す る 42ポ イ

ント以上の大きさの文字又は数字を用いるものとし、その色

は、背景の色と対照的なものとすること。 
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映 像

用 メ

デ ィ

ア（以

下 単

に「音

楽・映

像 用

メ デ

ィア」

と い

う。）

の 賃

貸 を

す る

事 業

者 

役務 払 う 金 額 を

いう。）に関

する事項 

(2) 延 滞 料

（ 賃 借 し た

音 楽 ・ 映 像

用 メ デ ィ ア

の 返 却 が 遅

延 し た 場 合

に 、 消 費 者

が 賃 貸 業 者

に 支 払 う 金

額をいう。）

に 関 す る 事

項 

 

備考  この表において「クレジット契約」とは、消費者が販売業者等から商品を購入し、

又は役務の提供を受ける場合において、販売業者等のあっせん又は代理により、信販

会社等が、消費者との間で、代金の立替払、代金債権の買取り、代金に充てるための

消費者への金銭の貸付けその他の方法により、消費者の販売業者等に対する代金債務

を消滅させ、後に消費者から分割して代金に相当する額又は貸し付けた金額等に手数

料を加えた額の金銭の支払を受けることを約する契約をいう。ただし、割賦販売法第

２条第２項に規定するローン提携販売に係る金銭消費貸借契約並びに同条第３項第１

号及び第３号に規定する割賦購入あっせんに係る契約に該当するものを除く。 
 

 別表第４（第８条関係） 

 
   

事業者  適 正 に 表 示 し

な け れ ば な ら

な い 必 要 な 事

項 

表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項 
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学 習 教

材 と 役

務（家庭

教 師 の

派遣、教

室 の 運

営 等 を

い う 。）

を 併 せ

た も の

（ 以 下

「 役 務

付 き 学

習教材」

と い

う 。） を

提 供 す

る 事 業

者 

(1) 教材に関

す る 次 に 掲

げる事項 

ア  教 材 の

名 称 又 は

内容 

イ  当 該 教

材 の 対 象

と す る 学

年、科目及

び分野 

ウ  当 該 教

材 の 種 類

及び数量 

エ  販 売 事

業 者 の 氏

名 又 は 名

称、住所及

び 電 話 番

号 

(2) 役務に関

す る 次 に 掲

げる事項 

ア  役 務 の

内容 

イ  講 義 を

行 う 場 合

に あ っ て

は、当該講

義 を 行 う

(1) 表示は、消費者から役務付き学習教材に関する契約の申込み

を受ける前に当該表示しなければならない事項を表示した書面

を消費者に提示し、その内容を説明することにより行うこと。 

(2) 表示は、日本産業規格Z8305に規定する８ポイント以上の大

きさの文字又は数字を用いるものとし、その色は、背景の色と

対照的なものとすること。 

(3) 教材の種類については、次に掲げる例に準じて表示すること。

     

  書籍  カセットテープ ＣＤ（コンパクトディスク） ビ

デオテープ ＤＶＤ  

  

     

(4) 生徒数に関する事項については、１クラス当たりの生徒の概

数又は予定数を表示すること。 

(5) 頻度及び回数は、役務を提供する頻度とその提供する合計回

数が明らかになるよう、次に掲げる例に準じて表示すること。 

     

  週○回 年間合計○○回   

     

(6) 消費者から役務付き学習教材に関する契約の申込みを受ける

際、当該契約の内容を明らかにした書面を消費者に交付する等

適切な措置をとること。 
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場 所 及 び

生徒数 

ウ  役 務 を

提 供 す る

頻 度 及 び

回数 

エ  役 務 を

提 供 す る

事 業 者 の

氏 名 又 は

名称、住所

及 び 電 話

番号 
       

 別表第５（第９条関係） 

 商品  基準量  

食用油  10グラム又は100グラム  

マーガリン類 10グラム又は100グラム  

小麦粉  100グラム  

砂糖  100グラム  

精肉  100グラム  

はちみつ 10グラム又は100グラム  

さけ  100グラム  

まぐろ  100グラム  

トマトケチャップ 10グラム又は100グラム  

干ししいたけ 10グラム又は100グラム  

ジャム  10グラム又は100グラム  

緑茶  10グラム又は100グラム  

紅茶  10グラム又は100グラム  

イ ン ス タ ン ト コ ー

ヒー 

10グラム又は100グラム  
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ココア 10グラム又は100グラム  

純 カ レ ー 及 び 即 席

カレー（調理済みの

ものを除く。） 

10グラム又は100グラム  

マカロニ 100グラム  

スパゲッティ 100グラム  

パン粉  100グラム  

ハム  100グラム  

ソーセージ 100グラム  

ベーコン 100グラム  

粉ミルク 100グラム  

イ ン ス タ ン ト ク リ

ーミングパウダー 

10グラム又は100グラム  

ヨーグルト 100グラム  

バター  10グラム又は100グラム  

チーズ  10グラム又は100グラム  

煮干し  10グラム又は100グラム  

削り節  10グラム又は100グラム  

干しわかめ 10グラム又は100グラム  

食塩  10グラム又は100グラム  

みそ  100グラム  

ソース  10ミリリットル、100ミリリットル、10グラム又は100グラム  

ドレッシング類 10ミリリットル又は100ミリリットル（サラダドレッシング及び半固

形状ドレッシングにあっては、10グラム又は100グラム）  

マヨネーズ 10グラム又は100グラム  

うま味調味料 10グラム又は100グラム  

ト イ レ ッ ト ペ ー パ

ー 

10メートル  

紙おむつ １枚  

シャンプー 10ミリリットル、100ミリリットル、10立方センチメートル、100立
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方センチメートル、10グラム又は100グラム  

ヘアリンス 10ミリリットル、100ミリリットル、10立方センチメートル又は100

立方センチメートル 

歯みがき類 10グラム又は100グラム  

衣 料 用 の 合 成 洗 剤

及び粉石けん 

10グラム又は100グラム  

食 器 等 の 洗 浄 に 用

い ら れ る 台 所 用 洗

剤 

10ミリリットル、100ミリリットル、10立方センチメートル、100立

方センチメートル、10グラム又は100グラム  

 

 別表第６（第10条関係）  

 事業者  役務  

理容師法（昭和22年

法 律 第 234号 ） 第 １

条 第 ３ 項 に 規 定 す

る理容所の開設者 

(1) 総合調髪（カット（頭髪の刈込をいう。以下この表において同

じ。）、シェービング（顔そりをいう。以下同じ。）、シャンプー（洗

髪をいう。以下同じ。）、セット（調髪の仕上げをいう。以下この表

において同じ。）の各施術を組み合わせて行うことをいう。） 

(2) 子供調髪  

(3) シェービング 

美容師法（昭和32年

法 律 第 163号 ） 第 ２

条 第 ３ 項 に 規 定 す

る美容所の開設者 

(1) パーマネントウェーブ 

(2) シャンプー 

(3) カット  

(4) セット又はブロー 

(5) ヘア・ダイ 

(6) ヘア・マニキュア 

(7) ヘア・トリートメント 
  

ク リ ー ニ ン グ 業 法

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規

定する営業者 

次に掲げる物のクリーニング 

(1) 背広上下  

(2) 背広上衣  

(3) ズボン類（ズボン、スラックス、パンツその他これらに類する

もののうち、当該店舗において取り扱う代表的な物をいう。） 

(4) コート類（トレンチコート、レインコートその他これらに類す
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るもののうち、当該店舗において取り扱う代表的な物をいう。） 

(5) ジャンパー・ジャケット類（ジャンパー、ジャケット、ブレザ

ーその他これらに類するものうち、当該店舗において取り扱う代

表的な物をいう。） 

(6) ワンピース 

(7) 婦人上衣  

(8) スカート  

(9) 学生服上下 

(10) 学生服上衣 

(11) セーター  

(12) カーディガン 

(13) ドレスシャツ 

(14) ワイシャツ 

(15) ブラウス  

(16) ふとんカバー 

(17) シングルのシーツ 

(18) シングルの毛布 

(19) ウール着物 

(20) ネクタイ  
  

 

 別表第７（第11条関係）  

(1) ミシン  

(2) パーソナルコンピュータ 

(3) 電話機（ファクシミリ機能を有するものを含む。） 

(4) 携帯電話端末の本体及びその充電器（アダプターを含む。） 

(5) エアコンディショナー 

(6) テレビジョン受信機 

(7) ビデオテープレコーダー（磁気テープを用いた映像記録の再生装置をいう。） 

(8) ディスクプレーヤー又はディスクレコーダー（光ディスクその他のディスクの媒

体を用いた音声の録音若しくは再生又は映像の記録若しくは再生の装置をいう。） 

(9) カメラ一体型ビデオ（レンズと撮像素子を備え、撮像された動画像を磁気テープそ
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の他の媒体に記録する装置をいう。） 

(10) テープレコーダー（実用最大出力５ワット以下ものに限り、テープデッキを除く。） 

(11) ステレオ（定格出力が70ワット以下のものに限る。） 

(12) 電気アイロン（定格電圧が100ボルトで定格消費電力が100ワット以上２キロワッ

ト以下のものに限る。） 

(13) 電気ストーブ（定格電圧が100ボルトで定格消費電力が２キロワット以下のもの

に限り、パネルヒーターを除く。） 

(14) 電気こたつ（定格電圧が100ボルトで定格消費電力が１キロワット以下のものに

限り、あんかを除く。） 

(15) 電気毛布又は電気敷布（定格電圧が100ボルトのものに限る。） 

(16) 電気自動炊飯器（ジャー式自動炊飯器を含み、最大炊飯容量が４リットル以下の

ものに限る。） 

(17) 電子ジャー（有効保温米容量が４リットル以下のものに限る。） 

(18) 電子レンジ 

(19) 電気トースター（オーブントースターを含み、定格電圧が100ボルトで定格消費電

力が２キロワット以下のものに限る。） 

(20) 電気オーブン（定格電圧が100ボルトで定格消費電力が２キロワット以下のもの

に限る。） 

(21) 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫（冷凍室又は冷蔵室を備えているものに限る。） 

(22) 扇風機（羽根の直径が20センチメートル以上50センチメートル以下のものに限り、

天井扇風機を除く。） 

(23) 電気洗濯機（乾燥機能付きのものを含む。） 

(24) 電気掃除機（定格消費電力100ワット以上700ワット以下のものに限る。） 

(25) 時計（腕時計、掛時計、置時計及び懐中時計に限る。） 

(26) 写真機（使用フィルムが35ミリメートル以下のものに限る。） 

(27) デジタルスチルカメラ（レンズと撮像素子を備え、撮像された静止画像データを

メモリーカードその他の媒体に記録する装置をいう。） 

(28) ガスストーブ（都市ガス消費量が１時間当たり18.61キロワット以下又は液化石

油ガス消費量が１時間当たり1.3キログラム以下のものに限る。） 

(29) 石油ストーブ（灯油消費量が１時間当たり0.6キログラム以下のものに限り、強制
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給排気式、ポット式ストーブ及び温風機を除く。） 

(30) ガスこんろ（都市ガス消費量が１時間当たり10.47キロワット以下又は液化石油

ガス消費量が１時間当たり0.7キログラム以下のものに限り、１口こんろを除く。） 

(31) ガスオーブン（都市ガス消費量が１時間当たり4.19キロワット以下又は液化石油

ガス消費量が１時間当たり0.3キログラム以下のものに限る。） 

(32) ガス自動炊飯器（最大炊飯容量が４リットル以下のものに限る。） 

(33) ガスグリル付きこんろ（都市ガス消費量が１時間当たり10.47キロワット以下又

は液化石油ガス消費量が１時間当たり0.7キログラム以下のものに限る。） 

(34) ガスレンジ（都市ガス消費量が１時間当たり11.63キロワット以下又は液化石油

ガス消費量が１時間当たり0.8キログラム以下のものに限る。） 

(35) ガス瞬間湯沸器（都市ガス消費量が１時間当たり69.77キロワット以下又は液化

石油ガス消費量が１時間当たり５キログラム以下のものに限る。） 

 別表第８（第11条関係）  

(1) 品名及び型名（型名のない商品にあっては、品名） 

(2) 商品の販売者の氏名又は名称、住所及び電話番号 

(3) 商品の保証者の氏名又は名称、住所及び電話番号 

(4) 無料保証期間の始期及び終期（保証の対象部分により無料保証期間が異なる場合

は、その対象ごとの始期及び終期） 

(5) 無料保証の対象が当該商品のすべての部分か特定の部分かの区別 

(6) 無料保証の態様の修理、取替え、払戻し等の区別（保証期間内に、消費者から例外

的にその費用を徴収する場合は、その条件及び内容） 

(7) 無料保証を受けるために一定の条件（保証書を提示すること、転居、贈答等の場合

において手続を要することその他の条件をいう。）を必要とする場合は、当該条件 

(8) 無料保証の適用除外となる場合 

(9) 保証書の発行により、購入者の法律上の権利が制限されることがないこと。 

(10) 修補部品の保有期間 

(11) 保証を求める場合の申出先（保証書以外に当該申出先を記載する場合は、その旨） 

別表（第５条関係） 別表第９（第14条関係）  

(1)～ (39) ［略］  (1)～ (39) ［略］  

(40) 消費者がクーリングオフ等の権利（条例第21条第１項第６号に規定するクーリン (40) 消費者がクーリングオフ等の権利（条例第23条第１項第６号に規定するクーリン
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グオフ等の権利をいう。以下同じ。）を行使する際に、これを拒否し、若しくは威迫

し、又は術策、甘言その他これらに類する言動その他の手段を用いて当該権利の行使

を妨げ、契約の成立又は存続を主張すること。 

グオフ等の権利をいう。以下同じ。）を行使する際に、これを拒否し、若しくは威迫

し、又は術策、甘言その他これらに類する言動その他の手段を用いて当該権利の行使

を妨げ、契約の成立又は存続を主張すること。 

(41) 消費者がクーリングオフ等の権利を行使する際に、口頭によるクーリングオフの

意思表示に対し書面又は電磁的記録によるべきことを告げないで、又は口頭による行

使を認めたにもかかわらず、後に書面又は電磁的記録によらないことを理由として、

契約の成立又は存続を主張すること。 

(41) 消費者がクーリングオフ等の権利を行使する際に、口頭による行使を認めたにも

かかわらず、書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を主張すること。 

(42)～ (49) ［略］   (42)～ (49) ［略］  
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様式第１号から第３号までを削る。 

附  則  

（施行期日） 

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この規則の施行前に改正前の神戸市民のくらしをまもる条例施行規則の規定

によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定が

ある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。 
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神 戸 市 消 費 生 活会 議 及 び 神 戸 市 消費 者 苦 情 処 理 審 議会 に 関 す る 規 則 の一 部 を

改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第51号  

   神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関する規則の一部

を改正する規則 

 神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関する規則（昭和49年

７月規則第82号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

   神戸市消費生活審議会に関する

規則 

   神戸市消費生活会議及び神戸市

消費者苦情処理審議会に関する

規則 

 （趣旨）   （趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市消費生活

条例（平成17年４月条例第２号）第38

条第４項の規定に基づき、神戸市消

費生活審議会（以下「審議会」とい

第１条  この規則は、神戸市民のくら

しをまもる条例（平成 17年４月条例

第２号）第 54条第３項の規定に基づ

き、神戸市消費生活会議（以下「消費
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う。）の組織及び運営等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

生活会議」という。）及び神戸市消費

者苦情処理審議会（以下「苦情処理審

議会」という。）の組織及び運営等に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る。 

 （組織）   （組織）  

第２条  審議会は、若干名の委員で組

織する。 

第２条  消費生活会議は、若干名の委

員で組織する。 

２  委員は、市長が委嘱し、又は任命

した者で構成する。 

２  委員は、市長が委嘱し、又は任命し

た者及び苦情処理審議会の委員で構

成する。 

３、４ ［略］  ３、４ ［略］  

 （任期）   （任期）  

第３条  委員の任期は、２年とする。

ただし、再任を妨げない。 

第３条  苦情処理審議会の委員以外の

委員の任期は、２年とする。ただし、

再任を妨げない。 

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

 （会長及び副会長）  （会長及び副会長） 

第４条  審議会に会長及び副会長を置

く。 

第４条  消費生活会議に会長及び副会

長を置く。 

２  ［略］  ２  ［略］  

３  会長は、審議会を代表し、その事

務を掌理する。 

３  会長は、消費生活会議を代表し、そ

の事務を掌理する。 

４  ［略］  ４  ［略］  

 （会議）   （会議）  

第５条  審議会は、会長が招集する。

ただし、会長及び 副会長が欠けたと

第５条  消費生活会議は、会長が招集

する。 
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きは、市長が招集する。 

２  審議会は、委員及び議事に関係の

ある臨時委員の総 数の過半数の者が

出席しなければ、 会議を開くことが

できない。 

２  消費生活会議は、委員及び議事に

関係のある臨時委員の総数の過半数

の者が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

３  審議会の議事は、出席者の過半数

でこれを決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

３  消費生活会議の議事は、出席者の

過半数でこれを決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。 

 （関係者の出席） 

第６条  審議会は、必要があると認め

るときは、審議会に消費者、事業者そ

の他関係のある者 の出席を求め、説

明を受け、及び意 見を聴くことがで

きる。 

 （庶務）  

第６条  消費生活会議の庶務は、主管

局において処理する。 

 （会議の公開等） 

第７条  審議会の会議は、これを公開

する。ただし、次のいずれかの場合に

該当するものとし て審議会が決した

ときは、この限りでない。 

(1) 神戸市情報公開条例第10条各号

のいずれかに該当する情報に関し

審議する場合 

(2) 会議を公開することにより、公

正かつ円滑な議事運営に著しい支

障が生ずると認められる場合 

 （組織）  

第７条  苦情処理審議会は、若干名の

委員で組織する。 

 ２  委員は、次に掲げる者のうちから

市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 
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(2) 消費者  

(3) 事業者  

 （部会）  （準用） 

第８条  審議会は、その定めるところ

により、部会を置くことができる。 

第８条  第２条第３項及び第４項並び

に第３条から第６条までの規定は、

苦情処理審議会について準用する。 

２  審議会は、部会の審議項目、委員構

成について、審議会に諮って定める。

ただし、緊急に審議する必要がある

場合は、審議会の会長が部会を設置

することができるものとし、次回の

審議会で報告するものとする。 

 

３  部会に属すべき委員は、会長が指

名する。 

 

４  審議会は、その定めるところによ

り、部会の議決をもって審議会の議

決とすることができる 

 

５  第４条から前条までの規定は、部

会について準用する。この場合にお

いて、「審議会」とあるのは「部会」

と、「会長」とあるのは「部会長」と、

「副会長」とあるのは「副部会長」と、

「市長」とあるのは「会長」と読み替

えるものとする。 

 

 （消費者苦情処理部会） 

第９条  審議会は、神戸市消費生活条

例第 38 条第２項第２号から第５号ま

でに掲げる事項に ついて調査審議す
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るため、消費者苦情処理部会を置く。 

２  消費者苦情処理部会によるあっせ

ん及び調停は、あ っせん調停委員が

行う。 

３  前項のあっせん調停委員は、委員

及び臨時委員のう ちから事件ごとに

消費者苦情処理部会長が指名する。 

４  第５条第２項の規定は、消費者苦

情処理部会におけるあっせん及び調

停のための会議には適用しない。 

 （庶務）  

第 10条  審議会の庶務は、主管局にお

いて処理する。 

 

 （施行細目の委任）  （施行細目の委任） 

第 11条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ

か、審議会及び部会に関し必要な事

項は、それぞれの会長又は部会長が

これらに諮って定める。 

第 ９ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ

か、消費生活会議及び苦情処理審議

会に関し必要な事項は、それぞれの

会長がこれらに諮って定める。 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市消費生活会議及び神

戸 市 消 費 者 苦 情処 理 審 議 会 に 関 する 規 則 第 ２ 条 第 ２項 の 規 定 に よ り 委嘱 さ れ

ている神戸市消費生活会議の委員である者は、この規則による改正後の神戸市

消 費 生 活 審 議 会に 関 す る 規 則 第 ２条 第 ２ 項 の 規 定 によ り 神 戸 市 消 費 生活 審 議

会の委員に委嘱されたものとみなす。 

３  この規則による改正前の神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議

会 に 関 す る 規 則第 ７ 条 に よ り 委 嘱さ れ て い る 神 戸 市苦 情 処 理 審 議 会 の委 員 の

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

365



任期は、令和７年３月31日までとする。 
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 神戸市消費者訴訟に要する費用の貸付けに関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和７年３月31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第52号  

   神戸市消費者訴訟に要する費用の貸付けに関する規則の一部を改正する規

則 

 神戸市消費者訴訟に要する費用の貸付けに関する規則（平成27年３月規則第53

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （趣旨）   （趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市消費生活

条例（平成17年４月条例第２号。以下

「条例」という。）第28条第１項に規

定する費用（以下 単に「費用」とい

う。）の貸付けに関し必要な事項を定

めるものとする。 

第１条  この規則は、神戸市民のくら

しをまもる条例（平成 17年４月条例

第２号。以下「条例」という。）第34

条の２第１項に規定する費用（以下

単に「費用」という。）の貸付けに関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （貸付けの申請）  （貸付けの申請） 

第２条  費用の貸付けを受けようとす

る者は、訴訟代理人（以下「代理人」

第２条  費用の貸付けを受けようとす

る者は、訴訟代理人（以下「代理人」
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という。）を定め、消費者訴訟（条例

第 27条第１項に規定する消費者訴訟

をいう。以下同じ。）及び貸付金の請

求の代理に係る委 任状を添付して、

必要な費用の額そ の他所定の事項を

記載した申請書に より市長に申請し

なければならない。 

という。）を定め、消費者訴訟（条例

第 34条第１項に規定する消費者訴訟

をいう。以下同じ。）及び貸付金の請

求の代理に係る委任状を添付して、

必要な費用の額その他所定の事項を

記載した申請書により市長に申請し

なければならない。 

 （貸付金の償還）  （貸付金の償還） 

第７条  借受人は、条例第28条第２項

の市長が定める日 までに、貸付金の

全額を一括して返 還しなければなら

ない。ただし、借受人が、消費者訴訟

の結果、当該消費 者訴訟に要する費

用を一括して得る ことができなかっ

たとき、その他市 長が貸付金の全額

を一括して返還さ せることについて

やむを得ない理由 があると認めると

きは、 12月以内において分割して返

還させることができる。 

第７条  借受人は、条例第 34条の２第

２項の市長が定める日までに、貸付

金の全額を一括して返還しなければ

ならない。ただし、借受人が、消費者

訴訟の結果、当該消費者訴訟に要す

る費用を一括して得ることができな

かったとき、その他市長が貸付金の

全額を一括して返還させることにつ

いてやむを得ない理由があると認め

るときは、 12月以内において分割し

て返還させることができる。 

   附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市奨学金返還支援基金条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。  

令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造             

神戸市規則第 53号  

神戸市奨学金返還支援基金条例施行規則を廃止する規則  

 神戸市奨学金返還支援基金条例施行規則（平成 29年３月規則第 59号）は、廃止

する。  

   附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市ニュータウン活性化基金条例施行規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 54号  

   神戸市ニュータウン活性化基金条例施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市ニュータウン活性化基金条例（令和７年３月条例第

号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （基金の管理）  

第２条  神戸市ニュータウン活性化基金（以下「基金」という。）は、都市局長

が管理する。  

２  都市局長は、次に掲げる帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものと

する。  

(1) 基金明細簿  

(2) 基金運用台帳  

（施行細目の委任）  

第３条  この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が行財政局長と協議して

定める。  

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市まちづくり等基金条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。  

令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 55号  

神戸市まちづくり等基金条例施行規則を廃止する規則  

 神戸市まちづくり等基金条例施行規則（平成２年３月規則第 99号）は、廃止す

る。  

   附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 56号  

   神戸市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市営住宅条例施行規則（昭和 35年４月規則第９号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（条例第５条第１項に規定する規則

で定める者）  

第３条  条例第５条第１項に規定する

規則で定める者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。  

(1) ［略］  

(2) 障害者基本法（昭和 45年法律第  

84号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次のアか

らエまでに掲げる障害の種類の区

分に応じそれぞれアからエまでに

定める程度であるもの  

（条例第５条第１項に規定する規則

で定める者）  

第３条  条例第５条第１項に規定する

規則で定める者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。  

(1) ［略］  

(2) 障害者基本法（昭和 45年法律第  

84号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次のアか

らエまでに掲げる障害の種類の区

分に応じそれぞれアからエまでに

定める程度であるもの  
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ア～ウ  ［略］  

エ  障害者の日常生活及び社会生

   活を総合的に支援するための法

   律（平成 17年法律第 123号）第４

   条第１項の特殊の疾病であって

   政令で定めるものによる障害  

    （以下「特殊の疾病による障害」

   という。） 同項に規定する主務

   大臣が定める程度  

 

 

 

(3)～ (8) ［略］  

（市長が特に定める入居者資格）  

 

第５条  条例第５条第２項、第７条の

３第３項及び第 10条第３項の規定に

より定める条件は、次に掲げる条件

とする。ただし、市長が特にやむを得

ないと認めるときは、この限りでな

い。  

(1)～ (4) ［略］  

ア～ウ  ［略］   

エ  障害者の日常生活及び社会生

  活を総合的に支援するための法

  律施行令（平成 18年政令第 10号）

  別表に掲げる特殊の疾病による

  障害（以下「特殊の疾病による障

  害」という。） 障害者の日常生

  活及び社会生活を総合的に支援

  するための法律第４条第１項の

  規定に基づき厚生労働大臣が定

  める程度（平成 25年厚生労働省

  告示第７号）に定める程度  

(3)～ (8) ［略］  

（条例第５条第２項の規定により定

める条件）  

第５条  条例第５条第２項の規定によ

り定める条件は、次に掲げる条件と

する。ただし、市長が特にやむを得な

いと認めるときは、この限りでない。 

 

 

(1)～ (4) ［略］  

（条例第 25条第１項等に規定する規

則で定める数値）  

（条例第 25条第１項等に規定する規

則で定める数値）  

第 25条  ［略］  第 25条  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  前項の規定は、条例第９条の規定

により公営住宅とみなした都市再生

４  前項の規定は、条例第８条第３項

の規定により公営住宅とみなした都
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住宅に係る条例第 25条第１項に規定

する規則で定める数値について準用

する。  

市再生住宅に係る条例第 25条第１項

に規定する規則で定める数値につい

て準用する。  

５  ［略］  ５  ［略］  

（社会福祉法人等による公営住宅の

使用）  

第 44条  条例第 54条第１項の規定によ

る許可を受けようとする者は、その

旨を記載した書面に次の各号（申請

者が地方公共団体である場合にあつ

ては、第３号及び第４号）に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。  

(1)～ (4) ［略］  

２～６  ［略］  

（社会福祉法人等による公営住宅の

使用）  

第 44条  条例第 54条第１項の規定によ

る許可を受けようとする者は、その

旨を記載した書面に次の各号（申請

者が地方公共団体である場合にあつ

ては、第３号から第５号まで）に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。  

(1)～ (4) ［略］  

２～６  ［略］  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

(1) 公営住宅  (1) 公営住宅  

 名称  位置  

［略］  ［略］  

神 戸 市 営 ル ネ

タ ウ ン 御 船 住

宅  

［略］  

 

  

［略］  ［略］  

神戸市営 KOBE 

兵庫壱番館住  

［略］  

名称  位置  

  ［略］  ［略］  

神 戸 市 営 ル ネ

タ ウ ン 御 船 住

宅  

［略］  

神戸市営メゾ

ン・ル・ウェ  

スト住宅  

長 田 区 御 船 通 ５

丁目  

［略］  ［略］  

神戸市営 KOBE 

兵庫壱番館住  

［略］  
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宅   

 

 

 

 

［略］  ［略］  
 

宅  

神戸 市営 コウ

ベア ーバ ンⅡ

住宅  

長 田 区 日 吉 町 ５

丁目  

［略］  ［略］  
 

(2) ［略］  (2) ［略］  

別表第２（第 25条関係）  別表第２（第 25条関係）  

公営住宅  数値  

［略］  ［略］  

神戸市営松原住宅、神戸市  

営小河住宅、神戸市営東柳  

原住宅、神戸市営切戸住宅、

神戸市営小河第二住宅、神  

戸市営松原第二住宅、神戸  

市営南逆瀬川住宅、神戸市  

営切戸南住宅、神戸市営松  

野住宅、神戸市営細田住宅、

神戸市営新若松住宅、神戸  

市営フレール・アスタ若松  

住宅、神戸市営新日吉住宅、

神戸市営白川住宅、神戸市  

営東落合住宅、神戸市営大  

池西住宅、神戸市営神の谷  

住宅、神戸市営横尾住宅、  

神戸市営中落合住宅、神戸  

市営北落合住宅、神戸市営  

北落合西住宅、神戸市営西  

落合住宅、神戸市営板宿住  

［略］  

公営住宅  数値  

［略］  ［略］  

神戸市営松原住宅、神戸市  

営小河住宅、神戸市営東柳  

原住宅、神戸市営切戸住宅、

神戸市営小河第二住宅、神  

戸市営松原第二住宅、神戸  

市営南逆瀬川住宅、神戸市  

営切戸南住宅、神戸市営松  

野住宅、神戸市営細田住宅、

神戸市営新若松住宅、神戸  

市営フレール・アスタ若松  

住宅、神戸市営新日吉住宅、

神戸市営白川住宅、神戸市  

営東落合住宅、神戸市営大  

池西住宅、神戸市営神の谷  

住宅、神戸市営横尾住宅、  

神戸市営中落合住宅、神戸  

市営北落合住宅、神戸市営  

北落合西住宅、神戸市営西  

落合住宅、神戸市営板宿住  

［略］  
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宅、神戸市営須磨大池住宅、

神戸市営中島住宅、神戸市  

営太田第二住宅、神戸市営  

新大池東住宅、神戸市営フ  

レール須磨千歳住宅、神戸  

市営歌敷山住宅、神戸市営  

五色山住宅及び神戸市営五  

色山南住宅並びに神戸市営  

ファルコン日吉住宅、神戸  

市営 KOBE兵庫壱番館住宅、  

神戸市営エヴァタウン海運  

住宅、神戸市営ルゼフィー  

ル名谷東住宅、神戸市営フ  

レール須磨たかとり住宅及  

び神戸市営まあぶる・おお  

みち住宅  

 

［略］  ［略］  

神戸市営会下山住宅、神戸  

市営重池住宅、神戸市営房  

王寺住宅、神戸市営寺池住  

宅、神戸市営重池第二住宅  

及び神戸市営旭が丘第二住  

宅並びに神戸市営ルネタウ  

ン御船住宅、神戸市営マッ  

クコート住宅及び神戸市営  

フレール長田住宅  

 

［略］  

宅、神戸市営須磨大池住宅、

神戸市営中島住宅、神戸市  

営太田第二住宅、神戸市営  

新大池東住宅、神戸市営フ  

レール須磨千歳住宅、神戸  

市営歌敷山住宅、神戸市営  

五色山住宅及び神戸市営五  

色山南住宅並びに神戸市営  

ファルコン日吉住宅、神戸  

市営 KOBE兵庫壱番館住宅、  

神戸市営コウベアーバンⅡ  

住宅、神戸市営エヴァタウ  

ン海運住宅、神戸市営ルゼ  

フィール名谷東住宅、神戸  

市営フレール須磨たかとり  

住宅及び神戸市営まあぶる  

・おおみち住宅  

［略］  ［略］  

神戸市営会下山住宅、神戸  

市営重池住宅、神戸市営房  

王寺住宅、神戸市営寺池住  

宅、神戸市営重池第二住宅  

及び神戸市営旭が丘第二住  

宅並びに神戸市営ルネタウ  

ン御船住宅、神戸市営メゾ  

ン・ル・ウェスト住宅、神  

戸市営マックコート住宅及  

び神戸市営フレール長田住  

［略］  
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［略］  ［略］  

神戸市営山の街住宅及び神

戸市営新桜の宮住宅  

 

 

［略］  

［略］  ［略］  
  

宅  

［略］  ［略］  

神戸市営山の街住宅、神戸

市営桜の宮住宅及び神戸市

営新桜の宮住宅並びに神戸

市営桜の宮住宅  

［略］  

［略］  ［略］  
  

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市公有財産規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 57号  

   神戸市公有財産規則の一部を改正する規則  

 神戸市公有財産規則（昭和 44年 10月規則第 43号の２）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（行財政局に合議を要する事項）  （行財政局に合議を要する事項）  

第７条  次に掲げる場合においては、

当 該 公 有 財 産 を 所 管 す る 部 局 の 長

は、訓令で定めるところにより、行財

政局に合議しなければならない。  

第７条  次に掲げる場合においては、

当 該 公 有 財 産 を 所 管 す る 部 局 の 長

は、訓令で定めるところにより、行財

政局に合議しなければならない。  

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

(6) 前各号又は次項第１号に掲げる

場合に係る契約を変更するとき。  

 

２  次に掲げる場合においては、当該

公有財産を所管する部局の長は、行

財政局資産活用課長に合議しなけれ

ばならない。  

２  次に掲げる場合においては、当該

公有財産を所管する部局の長は、行

財政局資産活用課長に合議しなけれ

ばならない。  
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(1) ［略］  (1) ［略］  

 (2) 前項各号又は前号に掲げる場合

に係る契約を変更するとき。  

(2)～ (4) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

 ( 6 )  行 政 財 産 の 用 途 を 変 更 す る と

き。  

(5)、 (6) ［略］  (7)、 (8) ［略］  

（許可使用料の減免）  （許可使用料の減免）  

第 30条  部局の長は、次の各号のいず

れかに該当する場合には、許可使用

料を減額し、又は免除することがで

きる。  

第 30条  部局の長は、次の各号のいず

れかに該当する場合には、許可使用

料を減額し、又は免除することがで

きる。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 前３号に掲げるもののほか、公

益上の見地から特に必要と認める

とき。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、公

益上の見地から減額又は免除の必

要があると認めるとき。  

２  ［略］  ２  ［略］  

附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここ

に公布する。 

令和７年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造   

神戸市規則第58号  

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

（元町村長及び町村会議員待遇規則の一部改正） 

第１条  元町村長及び町村会議員待遇規則（昭和 24年６月規則第 194号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第３条  待遇者が拘禁刑以上の刑に処

せられた ときは 、 その待遇 を廃止 す

る。 

第３条  待遇者が禁錮以上の刑に処せ

ら れ た と き は 、 そ の 待 遇 を 廃 止 す

る。 

（市会議員待遇規則の一部改正） 

第２条 神戸市市会議員待遇規則（昭和26年８月規則第88号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改
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正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （市会議員待遇者の待遇） 

第２条  市会議員待遇者（本市市会議

員として の在職 期 間が満８ 年以上 で

あった者 で、拘 禁 刑以上の 刑に処 せ

られたこ とがな い ものをい う。以 下

同じ。） に対し て は、終身 次の待 遇

を行う。 

 (1)～ (3) ［略］  

２  ［略］  

 （市会議員待遇者の待遇） 

第２条  市会議員待遇者（本市市会議

員として の在職 期 間が満８ 年以上で

あった者 で、禁 錮 以上の刑 に処せら

れたこと がない も のをいう 。以下同

じ。）に 対して は 、終身次 の待遇を

行う。 

 (1)～ (3) ［略］  

２  ［略］  

 （自動車臨時運行許可規則の一部改正） 

第３条 神戸市自動車臨時運行許可規則（昭和28年３月規則第14号）の一部を次

のように改正する。 

 別記様式中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正） 

第４条 神戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和42年 10月規則第44号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

 正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

381



改正後 改正前  

 （休業補償を行わない場合） 

第９条  条例第８条ただし書の規則で

定める場 合は、 次 に掲げる 場合と す

る。 

 (1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行

のため若しくは死刑の言渡しを受

けて刑事施設（少年法（昭和 23年

法 律 第 168号 ） 第 56条 第 ３ 項 の 規

定により少年院において刑を執行

する場合における当該少年院を含

む。）に拘置されている場合、労

役場留置の言渡しを受けて労役場

に留置されている場合又は法廷等

の秩序維持に関する法律（昭和 27

年 法 律 第 286号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に

よる監置の裁判の執行のため監置

場に留置されている場合 

  (2) ［略］  

 （休業補償を行わない場合） 

第９条  条例第８条ただし書の規則で

定める場 合は、 次 に掲げる 場合とす

る。 

 (1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の

執行のため若しくは死刑の言渡し

を受けて刑事施設（少年法（昭和

23年 法 律 第 168号 ） 第 56条 第 ３ 項

の規定により少年院において刑を

執行する場合における当該少年院

を 含 む 。 ） に 拘 置 さ れ て い る 場

合、労役場留置の言渡しを受けて

労役場に留置されている場合又は

法 廷 等 の 秩 序 維 持 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 27年 法 律 第 286号 ） 第 ２ 条

の規定による監置の裁判の執行の

ため監置場に留置されている場合 

 (2) ［略］  

（非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正） 

第５条 神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和43年８

月規則第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 
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(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （休業補償の停止事由） 

第７条の２  条例第８条ただし書に規

定する規 則で定 め る場合は 、次に 掲

げる場合とする。 

 (1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行

のため若しくは死刑の言渡しを受

けて刑事施設（少年法（昭和 23年

法 律 第 168号 ） 第 56条 第 ３ 項 の 規

定により少年院において刑を執行

する場合における当該少年院を含

む。）に拘置されている場合、労

役場留置の言渡しを受けて労役場

に留置されている場合又は法廷等

の秩序維持に関する法律（昭和 27

年 法 律 第 286号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に

よる監置の裁判の執行のため監置

場に留置されている場合 

 (2) ［略］  

 （休業補償の停止事由） 

第７条の２  条例第８条ただし書に規

定する規 則で定 め る場合は 、次に掲

げる場合とする。 

 (1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の

執行のため若しくは死刑の言渡し

を受けて刑事施設（少年法（昭和

23年 法 律 第 168号 ） 第 56条 第 ３ 項

の規定により少年院において刑を

執行する場合における当該少年院

を 含 む 。 ） に 拘 置 さ れ て い る 場

合、労役場留置の言渡しを受けて

労役場に留置されている場合又は

法 廷 等 の 秩 序 維 持 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 27年 法 律 第 286号 ） 第 ２ 条

の規定による監置の裁判の執行の

ため監置場に留置されている場合 

 (2) ［略］  

（心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正） 

第６条 神戸市心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和45年７月規則第70号）

の一部を次のように改正する。 

 様式第29号中「懲役・禁錮
こ

の刑」を「拘禁刑」に改める。 

（下水道条例施行規則の一部改正） 

第７条 神戸市下水道条例施行規則（昭和50年 11月規則第70号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線
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又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （指定工事者の指定の申請） 

第６条の２  条例第８条第１項の規定

による指 定を受 け ようとす る者は 、

神戸市下 水道排 水 設備指定 工事者 指

定申請書 に次に 掲 げる書類 を添付 し

て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。 

 (1)～ (4) ［略］  

 (5) 申請者（法人にあつては、役員

（業務を執行する社員、取締役又

はこれらに準ずる者をいう。））

がその営業に関し拘禁刑以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつ

た日から２年を経過しない者に該

当しない旨を誓約する書面 

 (6)～ (9) ［略］  

 （指定工事者の更新の指定の申請） 

第６条の４  条例第８条第３項の規定

による更 新の指 定 を申請し ようと す

る者は、 神戸市 下 水道排水 設備指 定

工事者指 定申請 書 （更新） に次に 掲

（指定工事者の指定の申請） 

第６条の２  条例第８条第１項の規定

による指 定を受 け ようとす る者は、

神戸市下 水道排 水 設備指定 工事者指

定申請書 に次に 掲 げる書類 を添付し

て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。 

 (1)～ (4) ［略］  

 (5) 申請者（法人にあつては、役員

（業務を執行する社員、取締役又

はこれらに準ずる者をいう。））

がその営業に関し禁錮以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた

日から２年を経過しない者に該当

しない旨を誓約する書面 

 (6)～ (9) ［略］  

 （指定工事者の更新の指定の申請） 

第６条の４  条例第８条第３項の規定

による更 新の指 定 を申請し ようとす

る者は、 神戸市 下 水道排水 設備指定

工事者指 定申請 書 （更新） に次に掲
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げる書類 を添付 し て、市長 に提出 し

なければならない。 

 (1)～ (4) ［略］  

 (5) 申請者（法人にあつては、役員

（業務を執行する社員、取締役又

はこれらに準ずる者をいう。））

がその営業に関し拘禁刑以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつ

た日から２年を経過しない者に該

当しない旨を誓約する書面 

 (6)～ (8) ［略］  

 （責任技術者の指定の申請） 

第６条の５  条例第８条の８第１項の

規 定 に よ る 申 請 を し よ う と す る 者

は、神戸 市下水 道 排水設備 工事責 任

技術者指 定申請 書 に次に掲 げる書 類

を添付し て、市 長 に提出し なけれ ば

ならない。 

 (1)～ (3) ［略］  

 (4) 申請者がその職務に関し拘禁刑

以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることが

なくなつた日から２年を経過しな

い者に該当しない旨を誓約する書

面 

 (5)～ (8) ［略］  

２  ［略］  

 （責任技術者の更新の指定の申請） 

げる書類 を添付 し て、市長 に提出し

なければならない。 

 (1)～ (4) ［略］  

 (5) 申請者（法人にあつては、役員

（業務を執行する社員、取締役又

はこれらに準ずる者をいう。））

がその営業に関し禁錮以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた

日から２年を経過しない者に該当

しない旨を誓約する書面 

 (6)～ (8) ［略］  

 （責任技術者の指定の申請） 

第６条の５  条例第８条の８第１項の

規 定 に よ る 申 請 を し よ う と す る 者

は、神戸 市下水 道 排水設備 工事責任

技術者指 定申請 書 に次に掲 げる書類

を添付し て、市 長 に提出し なければ

ならない。 

 (1)～ (3) ［略］  

 (4) 申請者がその職務に関し禁錮以

上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがな

くなつた日から２年を経過しない

者に該当しない旨を誓約する書面 

  

(5)～ (8) ［略］  

２  ［略］  

 （責任技術者の更新の指定の申請） 
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第６条の７  条例第８条の８第３項に

おいて準 用する 条 例第８条 第３項 の

規定によ る更新 の 指定の申 請をし よ

うとする 者は、 神 戸市下水 道排水 設

備 工 事 責 任 技 術 者 指 定 申 請 書 （ 更

新）に次 に掲げ る 書類を添 付して 、

市長に提出しなければならない。 

 (1)～ (3) ［略］  

 (4) 申請者がその職務に関し拘禁刑

以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることが

なくなつた日から２年を経過しな

い者に該当しない旨を誓約する書

面 

 (5)～ (7) ［略］  

２  ［略］  

第６条の７  条例第８条の８第３項に

おいて準 用する 条 例第８条 第３項の

規定によ る更新 の 指定の申 請をしよ

うとする 者は、 神 戸市下水 道排水設

備 工 事 責 任 技 術 者 指 定 申 請 書 （ 更

新）に次 に掲げ る 書類を添 付して、

市長に提出しなければならない。 

 (1)～ (3) ［略］  

 (4) 申請者がその職務に関し禁錮以

上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがな

くなつた日から２年を経過しない

者に該当しない旨を誓約する書面 

 

 (5)～ (7) ［略］  

２  ［略］  

 様式第６号の２、様式第６号の４、様式第６号の５及び様式第６号の７中「禁

錮」を「拘禁刑」に改める。 

（旅館業法施行細則の一部改正） 

第８条 神戸市旅館業法施行細則（昭和60年３月規則第66号）の一部を次のよう

に改正する。 

 様式第１号及び様式第４号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（空港条例施行規則の一部改正） 

第９条 神戸空港条例施行規則（平成17年 12月規則第47号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 
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(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （条例第 26条第３項の規定に基づく

必要な規制） 

第 16条  ［略］  

２  市長は、前項の申請をした者が次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 同 項 の 指 定 を し な い も の と す

る。 

 (1) ［略］  

 (2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又はその執行を

受けることがなくなった日から５

年を経過しない者 

 (3)、 (4) ［略］  

３～14 ［略］  

 （条例第 26条第３項の規定に基づく

必要な規制） 

第 16条  ［略］  

２  市長は、前項の申請をした者が次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 同 項 の 指 定 を し な い も の と す

る。 

 (1) ［略］  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又はその執行を受

けることがなくなった日から５年

を経過しない者 

 (3)、 (4) ［略］  

３～14 ［略］  

（生活保護法施行細則の一部改正） 

第 10条  生活保護法施行細則（平成21年４月規則第７号）の一部を次のように改

正する。 

 様式第３号及び様式第５号中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（特定調達等調査委員会規則の一部改正） 

第 11条  神戸市特定調達等調査委員会規則（平成25年３月規則第67号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）
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については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （組織）  

第４条 ［略］  

２、３ ［略］  

４  委員及び臨時委員は、次の各号の

い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 い て

は、在任 中、そ の 意に反し て罷免 さ

れることがない。 

 (1) ［略］  

 (2) 拘禁刑以上の刑に処せられたと

き。 

  (3) ［略］  

（組織） 

第４条 ［略］  

２、３ ［略］  

４  委員及び臨時委員は、次の各号の

い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 い て

は、在任 中、そ の 意に反し て罷免さ

れることがない。 

 (1) ［略］  

 (2) 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た と

き。 

  (3) ［略］  

（災害救助に関する手続等を定める規則の一部改正） 

第 12条  災害救助に関する手続等を定める規則（平成31年３月規則第33号）の一

部を次のように改正する。 

 様式第７号中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の一部改正） 

第 13条  神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則

（令和２年10月規則第31号）の一部を次のように改正する。 

 様式第４号中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

附  則  

（施行期日） 

１  この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によること

とされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期

拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた

者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

３  刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）及び刑法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第68号）

並びにこの規則の施行前に犯した懲役又は禁錮の執行のため刑事施設に拘置さ

れている者は、第４条の規定による改正後の神戸市消防団員等公務災害補償条

例施行規則第９条第１号の規定及び第５条の規定による改正後の神戸市非常勤

職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第７条の２第１号の規定の適用に

ついては、拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている者とみなす。 
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 神戸市公債基金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 59号  

   神戸市公債基金条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市公債基金条例施行規則（昭和 54年１月規則第 111号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（基金の運用）  （基金の運用）  

第３条  市長は、条例第３条第３項の

規定により基金に属する現金を次の

各号に掲げる事業以外の事業の事業

費その他の経費に運用するものとす

る。  

第３条  市長は、条例第３条第３項の

規定により基金に属する現金を次の

各号に掲げる事業以外の事業の事業

費その他の経費に運用するものとす

る。  

(1) ［略］  

 

(1) ［略］  

(2) 新都市整備事業  

(2) 産業団地整備事業   

(3)～ (6) ［略］  (3)～ (6) ［略］  

附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造   

神戸市規則第60号  

神戸市会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規 

則の一部を改正する規則 

（会計規則の一部改正） 

第１条 神戸市会計規則（昭和39年３月規則第81号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前  

（徴収又は収納事務の委託の手続） （委託の手続） 

第 38条  部局の長は、公金の徴収又は

収納に関する事務について地方自治

法 第 243条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 指

定をしようとするときは、会計管理

者に協議しなければならない。 

第 38条  部局の長は、地方自治法第243

条の２第１項の規定により公金の徴

収又は収納に関する事務の委託（以

下この条において「委託」という。）

をしようとするときは、委託先、委

託事務の種類、委託期間その他委託

契約に必要とする内容を示す書類を

作成の上、会計管理者に協議しなけ
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ればならない。委託の内容を変更し

ようとするときも、同様とする。 

２  部局の長は、地方自治法第243条の

２第１項の規定により公金の徴収又

は収納に関する事務の委託（以下この

条において「委託」という。）をしよ

うとするときは、委託先、委託事務の

種類、委託期間その他委託契約に必要

とする内容を示す書類を作成の上、会

計管理者に協議しなければならない。

委託の内容を変更しようとするとき

も、同様とする。 

 

３  委託を受けた者（以下この条にお

いて「指定公金事務取扱者」という。）

は、収入金を収納し、又は払込をした

ときは、収納金に関する報告書（電磁

的記録を含む。）を作成して歳入徴収

者に送付しなければならない。 

２  委託を受けた者（以下この条にお

いて「受託者」と いう。）は、収入

金を収納し、又は払込をしたときは、

収納金に関する報 告書（電磁的記録

を含む。）を作成 して歳入徴収者に

送付しなければならない。 

４  指定公金事務取扱者の現金の収納

及び払込については、第 31条第１項

及 び 第 3 2条 第 １ 項 の 規 定 を 準 用 す

る。ただし、これ によりがたい特別

の事情があるとき は、別に定めるこ

とができる。 

３  受託者の現金の収納及び払込につ

いては、第 31条第１項及び第 32条第

１項の規定を準用 する。ただし、こ

れによりがたい特 別の事情があると

きは、別に定めることができる。 

（口座振替の方法による支払） （口座振替の方法による支払） 

第 56条  ［略］  第 56条  ［略］  

２  指定金融機関は、前項の通知を受

けたときは、指定 された預金口座に

２ 指定金融機関が前項の口座振替通

知を受けたときは 、指定された預金
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速やかに振込手続 をし、会計管理者

に口座振替済通知 書（様式で定める

記 載 事 項 を 証 す る 電 磁 的 記 録 を 含

む。以下この条に おいて同じ。）を

提出しなければならない。 

口座に速やかに振 込手続をし、会計

管理者に口座振替 済通知書を提出し

なければならない。 

３  ［略］  ３  ［略］  

（支出事務の委託の手続） （委託の手続） 

第 59条  部局の長は、公金の支出に関

す る 事 務 に つ い て 地 方 自 治 法 第 24 3

条の２第１項に規 定する指定をしよ

うとするときは、 会計管理者に協議

しなければならない。 

第 59条  部局の長は、地方自治法第 

2 4 3条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 支 出

に関する事務の委 託をしようとする

ときは、委託先、 委託事務の種類、

支払資金見積額、 委託期間その他委

託契約の内容を示 す書類を作成し、

会計管理者に協議 しなければならな

い。委託内容を変 更しようとすると

きも、同様とする。 

２  部局の長は、地方自治法第243条の

２第１項の規定に より公金の支出に

関する事務の委託 （以下この条にお

いて「委託」とい う。）をしようと

するときは、委託 先、委託事務の種

類、支払資金見積 額、委託期間その

他委託契約に必要 とする内容を示す

書類を作成の上、 会計管理者に協議

しなければならな い。委託の内容を

変更しようとする ときも、同様とす

る。 

 

３  第 46条の規定は、前項の規定によ ２ 第 46条の規定は、前項の規定によ
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り支出事務の委託 を受けた者（以下

この条において「 指定公金事務取扱

者」という。）の 支払資金の保管に

ついて準用する。 

り支出事務の委託 を受けた者（次項

において「受託者 」という。）の支

払資金の保管について準用する。 

４  指定公金事務取扱者は、次の各号

に掲げる日までに 所定の支出報告書

を作成し、支出証 拠書類とともにこ

れを部局の長に提 出し、支払資金の

残額を返納しなければならない。 

(1)～ (3) ［略］ 

３  受託者は、次の各号に掲げる日ま

でに所定の支出報 告書を作成し、支

出証拠書類ととも にこれを部局の長

に提出し、支払資 金の残額を返納し

なければならない。 

(1)～ (3) ［略］ 

５  ［略］  ４  ［略］  

別表第１（第２条、第３条、第19条関

係）  

別表第１（第２条、第３条、第19条関

係）  

(1) 会計管理者の所管に係るもの (1) 会計管理者の所管に係るもの 

組織  歳入

徴収

者 

支出

担当

者 

前渡

金管

理者 

審査出

納員 

［略］  ［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略］  

第１類の事業

所（行財政局職

員研修所、健康

局保健所、こど

も家庭局こど

も家庭センタ

ー並びに建設

局王子動物園

及び建設事務

総務

担当

課の

課長 

総務

担当

課の

課長 

総務

担当

の課

長 

総務担

当課の

課長 

組織  歳入

徴収

者 

支出

担当

者 

前渡

金管

理者 

審査出

納員 

［略］  ［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略］  

第１類の事業

所（行財政局職

員研修所、こど

も家庭局こど

も家庭センタ

ー並びに建設

局王子動物園

及び建設事務

所を除く。） 

総務

担当

課の

課長 

総務

担当

課の

課長 

総務

担当

の課

長 

総務担

当課の

課長 
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所を除く。） 

行財政局職員

研修所 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略］  

神戸市事務分

掌規則第47条

規定する健康

局保健所（各区

保健福祉部を

除く。）の課 

課長  課長  総務

担当

の課

長 

課長  

［略］  ［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略］  

 

 

行財政局職員

研修所 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略］  

 

 

 

 

 

 

    

［略］  ［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略］  

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

(1) 会計管理者の所管に係るもの (1) 会計管理者の所管に係るもの 

組織  出納

員 

分任出

納員 

備考  

［略］  ［略］［略］ ［略］  

神戸市事務分

掌規則に規定

する健康局保

健所（各区保健

福祉部を除

く。）の課 

［略］［略］  

［略］  ［略］［略］ ［略］  

  

組織  出納

員 

分任出

納員 

備考  

［略］  ［略］［略］ ［略］  

健康局保健所 

 

 

 

 

 

［略］［略］  

［略］  ［略］［略］ ［略］  

  

第１号様式から第７号の２様式までを次のように改める。 

第１号様式から第７号の２様式まで 削除 

（地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則の一部改正） 

第２条 地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則（昭和39年 10月
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規則第54号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、 次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前  

（徴収又は収納事務の委託の手続） （委託の手続） 

第 33条  地方公営企業法第33条の２の

規定により、公金 の徴収又は収納の

事務を委託しよう とするときは、神

戸市会計規則（昭 和 39年３月規則第

81号）第38条の規定を準用する。 

第 33条  地方公営企業法第33条の２の

規定により、公金 の徴収又は収納の

事務を委託しよう とするときは、神

戸市会計規則（昭 和 39年３月規則第

81号）第 38条第１ 項の規定を準用す

る。 

２  前項の規定により、収入の徴収又

は収納事務の委託 を受けた者（以下

この条において「 指定公金事務取扱

者」という。）は、収入金を収納し、

又は払込をしたと きは、収入金に関

する報告書を作成 して収入決定者に

送付しなければならない。 

２  前項の規定により、収入の徴収又

は収納事務の委託 を受けた者（以下

この条において「受託者」という。）

は、収入金を収納 し、又は払込をし

たときは、収入金 に関する報告書を

作成して収入決定 者に送付しなけれ

ばならない。 

３  指定公金事務取扱者の現金の収納

及び払込について は、第 26条及び第

27条（第１項を除く。）を準用する。

ただし、これによ りがたい特別の事

３ 受託者の現金の収納及び払込につ

いては、第 26条及び第 27条（第１項

を除く。）を準用 する。ただし、こ

れによりがたい特 別の事情があると
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情があるときは、 別に定めることが

できる。 

きは、別に定めることができる。 

（支出決定者） （支出決定者） 

第 35条  ［略］  第 35条  ［略］  

                 

                 

                 

２  支出決定者及び前渡金管理者は、

使用する印鑑をあ らかじめ会計管理

者に届け出なければならない。 

２  ［略］  ３  ［略］  

３  前項の場合において、別表第６に

規定する局の長は 、代行をさせよう

とする者の職及び 氏名を会計管理者

に届け出なければならない。 

４  前項の場合において、別表第６に

規定する局の長は 、代行をさせよう

とする者の職、氏 名及び使用する印

鑑を会計管理者に 届け出なければな

らない。 

（支払事務の委託の手続） 

第 54条  地方公営企業法第 33条の２の

規定による公金の支出の事務の委託

の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て

は、神戸市会計規則第 59条の規定を

準用するほか、別に定める。 

（支払事務の委託） 

第 54条  地方公営企業法第 33条の２の

規定による支出の事務の委託の手続

に関し必要な事項については、神戸

市 会 計 規 則 第 59条 第 1項 の 規 定 を 準

用するほか、別に定める。 

（ 総 括 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 派 出 所

等） 

（ 総 括 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 派 出 所

等） 

第 55条  総括出納取扱金融機関の派出

所は、次に掲げる場所に設置する。 

第 55条  総括出納取扱金融機関の派出

所は、次に掲げる場所に設置する。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

                        (2) 区役所（中央 区役所及び 北神区

役所を除く。） 

               (3) 須磨区役所北須磨支所 
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(2) 前号に掲げる もののほか 、市長

が必要があると認める場所 

２  ［略］  

(4) 前各号に掲げ るもののほ か、市

長が必要があると認める場所 

２  ［略］  

（準用規定） （準用規定） 

第 123条  地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 第 21

条 の 13第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 管 理

規 程 で 定 め る 額 並 び に 同 項 第 ３ 号 及

び 第 ４ 号 に 規 定 す る 管 理 規 程 で 定 め

る 手 続 に つ い て は 、 神 戸 市 契 約 規 則

（昭和39年３月規則第120号）第 25条

の２の規定を準用する。 

第 123条  地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 第 21

条 の 14第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 管 理

規 程 で 定 め る 額 並 び に 同 項 第 ３ 号 及

び 第 ４ 号 に 規 定 す る 管 理 規 程 で 定 め

る 手 続 に つ い て は 、 神 戸 市 契 約 規 則

（昭和39年３月規則第120号）第 25条

の２の規定を準用する。 

２  地方公営企業法施行令第 21条の 14

に 規 定 す る 管 理 規 程 で 定 め る 入 札 保

証 金 及 び 契 約 保 証 金 の 率 又 は 額 に つ

いては、入札保証金にあつては神戸市

契約規則第６条の規定を、契約保証金

にあつては同規則第24条の規定を、そ

れぞれ準用する。 

２  地方公営企業法施行令第 21条の 15

に 規 定 す る 管 理 規 程 で 定 め る 入 札 保

証 金 及 び 契 約 保 証 金 の 率 又 は 額 に つ

いては、入札保証金にあつては神戸市

契約規則第６条の規定を、契約保証金

にあつては同規則第24条の規定を、そ

れぞれ準用する。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

設置箇所 金銭出

納員 

金銭分任

出納員 

［略］  ［略］  ［略］  

都 市 局 産 業 団 地 整

備課 

 

 

 

 

係長   

設置箇所  金銭出

納員 

金銭分任

出納員 

［略］  ［略］  ［略］  

都 市 局 新 都 市 管 理

課 

係長   

都 市 局 新 都 市 工 務

課 

係長   

都 市 局 西 神 整 備 事

務所 

係長   
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［略］ ［略］  ［略］  
 

［略］ ［略］  ［略］  
 

（注） ［略］  （注） ［略］  

別表第２（第３条、第66条関係）  別表第２（第３条、第66条関係）  

設置箇所 物品管

理者 

物 品 出

納 員 及

び 物 品

管理員 

審査出

納員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

都 市 局 産 業

団地整備課 

 

 

 

 

 

 

 

課長  係長  課長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

設置箇所 物品管

理者 

物 品 出

納 員 及

び 物 品

管理員 

審査出

納員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

都 市 局 新 都

市管理課 

課長  係長  課長  

都 市 局 内

陸・臨海計画

課 

課長  係長  課長  

都 市 局 新 都

市工務課 

課長  係長  課長  

都 市 局 西 神

整備事務所 

所長  係長  所長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

（注） ［略］  （注） ［略］  

別表第６（第20条、第 35条、第 46条関

係）  

別表第６（第20条、第 35条、第 46条関

係）  

種別  収入決

定者 

支出決

定者 

前渡金

管理者 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

都 市 局 産 業 団

地整備課 

課長  課長  総 務 担

当 の 課

長 

種別  収入決

定者 

支出決

定者 

前渡金

管理者 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

都 市 局 新 都 市

管理課 

課長  課長  総 務 担

当 の 課

長 
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［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

都 市 局 内 陸 ・

臨海計画課 

課長  課長  総 務 担

当 の 課

長 

都 市 局 新 都 市

工務課 

課長  課長  総 務 担

当 の 課

長 

都 市 局 西 神 整

備事務所 

所長  所長  所長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

別表第７（第61条関係）  別表第７（第61条関係）  

種別  口座  

預 り 有 価 証

券（各種保証

金） 

［略］  

［略］  

産業団地整備事業会計 

有価証券（公

有財産） 

［略］  

［略］  

産業団地整備事業会計 
 

種別 口座  

預 り 有 価 証

券（各種保証

金） 

［略］  

［略］  

新都市整備事業会計 

有価証券（公

有財産） 

［略］  

［略］  

新都市整備事業会計 
 

  

  

附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市学校給食費の管理に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造  

神戸市規則第 61号  

   神戸市学校給食費の管理に関する条例施行規則等の一部を改正する規則  

 （学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和５年８月規則第 18

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表第１（第２条関係）  

区分  
学校給食費の額  

（１日あたり）  

小学校（義

務教育学校

の前期課程

を含む。）の

児童  

324 円  

特 別 支 援 学

校の幼稚園  

324 円  

別表第１（第２条関係）  
 

区分  
学校給食費の額  

（１日あたり）  

小学校（義務

教 育 学 校 の

前 期 課 程 を

含む。）の児

童  

310 円  

特 別 支 援 学

校の幼稚園  

310 円  
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部、小学部、

中 学 部 及 び

高 等 部 の 幼

児、児童及び

生徒  

 

中学校（義務

教 育 学 校 の

後 期 課 程 を

含む。）の生

徒（主食・副

食分）  

317 円  

［略］  ［略］  

 

部、小学部、

中 学 部 及 び

高 等 部 の 幼

児、児童及び

生徒  

 

中学校（義務

教 育 学 校 の

後 期 課 程 を

含む。）の生

徒（主食・副

食分）  

300 円  

［略］  ［略］  

 （学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正）  

第２条  神戸市学校給食費の管理に関する条例施行規則 の一部を改正する規則

（令和６年３月規則第 56号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

附  則  

１  ［略］  

（経過措置）  

２  この規則による改正前の神戸市学  

附  則  

１  ［略］  

（経過措置）  

２  この規則による改正前の神戸市学  
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校給食費の管理に関する条例施行規

則の規定は、令和６年度分及び令和

７年度分の学校給食費（学校給食を

受ける幼児、児童及び生徒の属する

世帯が生活保護法（昭和 25年法律第

144号）第 13条の規定による教育扶助

で学校給食費に関するものを受けて

いる期間若しくは学校給食を受ける

幼児、児童及び生徒の保護者等が学

校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 19

条の規定による援助で学校給食費に

関するものを受けている期間におけ

るもの又は幼児、児童及び生徒以外

の者であって学校給食の提供を受け

るものに係るものを除く。）について

は、なお効力を有する。  

校給食費の管理に関する条例施行規

則の規定は、令和６年度分の学校給

食費（学校給食を受ける幼児、児童及

び 生 徒 の 属 す る 世 帯 が 生 活 保 護 法

（昭和 25年法律第 144号）第 13条の規

定による教育扶助で学校給食費に関

するものを受けている期間若しくは

学校給食を受ける幼児、児童及び生

徒の保護者等が学校教育法（昭和 22

年法律第 26号）第 19条の規定による

援助で学校給食費に関するものを受

け て い る 期 間 に お け る も の 又 は 幼

児、児童及び生徒以外の者であって

学校給食の提供を受けるものに係る

ものを除く。）については、なお効力

を有する。  

附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 62号  

   神戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市国民健康保険条例施行規則（昭和 35年 12月規則第 75号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

 

改正後  改正前  

（保険料の減免の対象者）  （保険料の減免の対象者）  

第 13条  条例第 23条第１項に規定する

災害、貧困等により生活が著しく困

難である者は、次の各号のいずれか

に該当する者をいう。  

第 13条  条例第 23条第１項に規定する

災害、貧困等により生活が著しく困

難である者は、次の各号のいずれか

に該当する者をいう。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) その世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者の当該年の所

得について、条例第 18条の２第１

項の例により算定した総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得

(3) その世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者の当該年の所

得について、条例第 18条の２第１

項の例により算定した総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得
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と区分して計算される所得の金額

の合算額の見込額に 12分の１を乗

じて得た金額が、地方税法第 314条

の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 に 定 め る 金 額

（その世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数

に 10万円を乗じて得た金額を加え

た金額）に、当該世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者の数

に 56万円を乗じて得た額を加算し

た金額に、 12分の１を乗じて得た

金額以下の場合（市長が特に必要

が な い と 認 め る 場 合 を 除 く 。 ）  

と区分して計算される所得の金額

の合算額の見込額に 12分の１を乗

じて得た金額が、地方税法第 314条

の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 に 定 め る 金 額

（その世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数

に 10万円を乗じて得た金額を加え

た金額）に、当該世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者の数

に 54万 5,000円 を 乗 じ て 得 た 額 を

加算した金額に、 12分の１を乗じ

て得た金額以下の場合（市長が特

に 必 要 が な い と 認 め る 場 合 を 除

く。）  

(4)～ (6) ［略］  (4)～ (6) ［略］  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正後の神戸市国民健康保険条例施行規則は、令和７年度以

降の年度分の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。  
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神戸市森林環境整備基金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年４月１日

神戸市長 久 元 喜 造

神戸市規則第63号

神戸市森林環境整備基金条例施行規則の一部を改正する規則

 神戸市森林環境整備基金条例施行規則（令和２年３月規則第61号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（基金の管理） （基金の管理） 

第２条 神戸市森林環境整備基金（以

下「基金」という。）は、建設局長が

管理する。 

第２条 神戸市森林環境整備基金（以

下「基金」という。）は、経済観光局

長が管理する。 

２  建設局長は、次に掲げる帳簿を備

え、 基金の経 理状 況を 明らかにする

ものとする。 

(1)、 (2) ［略］

２  経済観光局長は、次に掲げる帳簿

を備 え、基金 の経 理状 況を明らかに

するものとする。 

(1)、 (2) ［略］

（施行細目の委任） （施行細目の委任）

第３条 この規則の施行に関し必要な

事項は、建設局長が行財政局長と協

議して定める。 

第３条 この規則の施行に関し必要な

事項は、経済観光局長が行財政局長

と協議して定める。 
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   附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則を廃止する規則をこ

こに公布する。  

令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造             

神戸市規則第 64号  

神戸市国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則を廃止する規則  

 神戸市国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則（平成３年３月規則

第 63号）は、廃止する。  

   附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市産業振興センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 65号  

   神戸市産業振興センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市産業振興センター条例施行規則（平成５年１月規則第 64号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

(使用料の返還）  （使用料の返還）  

第５条  条例第 11条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次の各号に掲げるときとし、

返還する使用料の額は、当該各号に

定める額とする。  

 (1)～ (4) ［略］  

(5) レセプションルーム又は会議室  

の使用者が使用しようとする日の

10日前までに指定管理者に申し出

て、当該施設の使用許可の取消し

を受けたとき。  使用料の全額  

第５条  条例第 11条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次の各号に掲げるときとし、

返還する使用料の額は、当該各号に

定める額とする。  

 (1)～ (4) ［略］  

 (5) レセプションルーム、特別会議  

室又は会議室の使用者が使用しよ

うとする日の 10日前までに指定管

理者に申し出て、当該施設の使用

許可の取消しを受けたとき。  使  
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   用料の全額  

   

附  則  

（施行期日）  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造  

神戸市規則第66号  

神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の

一部を改正する規則  

神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則（令和

２年10月規則第31号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（許可を要しない特定事業） （許可を要しない特定事業） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２  ［略］ ２ ［略］  

３  条例第８条第３号に規定する規則

で定める事業は、前条各号に掲げる

土砂埋立て等の事業のほか、次に掲

げる土砂埋立て等の事業とする。 

３  条例第８条第３号に規定する規則

で定める事業は、前条各号に掲げる

土砂埋立て等の事業のほか、次に掲

げる土砂埋立て等の事業とする。 

(1) 土地改良法（昭和24年法律第195

号）第２条第２項に規定する土地改

良 事 業 とし て 行 う 土 砂 埋 立て 等 の

(1) 土地改良法（昭和24年法律第195

号）第２条第２項に規定する土地改

良 事 業 とし て 行 う 土 砂 埋 立て 等 の
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事業（同法第95条第１項の規定によ

り行う土地改良事業を除く。） 

事業 

(2)～ (6) ［略］ (2)～ (6) ［略］  

（保証金の預託） （保証金の預託） 

第 22条  条例第32条第１項に規定する

規則で定める規模は、事業区域の面

積が 10,000平方メートル以上である

も の 又 は 事 業 区 域 の う ち 緑 地 の 保

全、育成及び市民利用に関する条例

（平成３年４月条例第２号）第４条

第３項に規定する緑地の保全区域若

しくは同条第４項に規定する緑地の

育 成 区 域 の 面 積 が 5, 0 0 0平 方 メ ー ト

ル以上であるもの（都市計画法第 29

条第１項又は第２項に規定する許可

の対象となる事業及び土地改良法第

95条 第 1項 又 は 第 95条 の ２ 第 １ 項 の

規 定 に よ り 行 う 土 地 改 良 事 業 を 除

く。）とする。 

２～７ ［略］  

第 22条  条例第32条第１項に規定する

規則で定める規模は、事業区域の面

積が 50,000平方メートル以上である

も の 又 は 事 業 区 域 の う ち 緑 地 の 保

全、育成及び市民利用に関する条例

（平成３年４月条例第２号）第４条

第３項に規定する緑地の保全区域若

しくは同条第４項に規定する緑地の

育成区域の面積が 25,000平方メート

ル以上であるもの（都市計画法第 29

条第１項又は第２項に規定する許可

の対象となる事業は除く。）とする。 

 

 

 

２～７ ［略］  

様式第15号中  

「  

 

 

  

                              」  

 

 

上記期間内に搬入した 

土 砂 の 量 
㎥  を  
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「 

 

 

 

 

 

                              」  

改める。 

   附  則  

（施行期日） 

１  この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この規則による改正後の神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に

関する条例施行規則第４条第３項の規定は、この規則の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に土地改良法（昭和24年法律第195号）第95条第１項の規定

に基づく認可を受けた土地改良事業について適用し、施行日前に認可を受けた

土地改良事業については、なお従前の例による。 

３  施行日前に土地改良法第95条第１項の規定に基づく認可を受けた土地改良事

業が、施行日以後に土地改良事業の施行に係る地域を変更し、変更により新た

に土地改良事業の施行に係る地域となる区域（「土地改良事業編入区域」とい

う。以下同じ。）の面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、土砂埋立て等

の用に供する区域における土砂埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土

砂埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が１メートルを

超えるときは、当該土地改良事業編入区域を土砂埋立て等の用に供する区域と

する新たな特定事業とみなす。 

４  施行 日前 に神 戸市 土砂 の埋 立て 等に よる 不適 正な 処理 の防 止に 関する 条例

（令和２年６月条例第10号。以下「条例」という。）第12条の規定に基づき許

可の申請を行っている特定事業（産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する

条例（平成15年兵庫県条例第23号。以下「兵庫県条例」という。） 第 23条の規

上記期間内に搬入した 

土 砂 の 量 
㎥  

に  
特定事業の計画土量 

及 び 累 積 土 量 

特定事業の計画土量    ㎥  

搬入土砂累積土量     ㎥  
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定による許可を受けて兵庫県条例第２条第５項に規定する特定事業を行ってい

る場合を含む。）については、保証金の預託については、施行日以後に条例第

12条第３号に掲げる特定事業の事業区域の面積が増加することにより、条例第

16条の規定に基づく許可の申請を行うまでの間は、なお従前の例による。 
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神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造   

神戸市規則第67号  

神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

 神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則（平成

31年４月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

神 戸 市 太 陽 光 発 電 施 設 等 の 適 正

な 設 置 及 び 維 持 管 理 に 関 す る 条

例施行規則 

神 戸 市 太 陽 光 発 電 施 設 の 適 正 な

設 置 及 び 維 持 管 理 に 関 す る 条 例

施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、神戸市太陽光発

電施設等の適正な設置及び維持管理

に関する条例（平成 30年 12月条例第

14号。以下「条例」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第１条 この規則は、神戸市太陽光発

電施設の適正な設置及び維持管理に

関する条例（平成30年 12月条例第14

号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとす

る。 
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（事業者に該当しない者） （事業者に該当しない者） 

第２条 条例第２条第５号に規定する

規則で定める者は、次に掲げる者と

する。 

第２条 条例第２条第４号に規定する

規則で定める者は、次に掲げる者と

する。 

(1)～ (7) ［略］ (1)～ (7) ［略］  

（事業区域として禁止する特定農業

用ため池等） 

第３条の２  条例第６条第２項に規定

する規則で定める特定農業用ため池

等は、ため池の保全等に関する条例

（平成 27年兵庫県条例第 18号）第８

条第３項に基づく定期点検の結果、

次の各号のいずれかに該当する特定

農業用ため池等とする。 

( 1 )  変 状 又 は 構 造 上 の 不 備 （ 以 下

「変状等」という。）により決壊

の危険性が高まった状態であり、

かつ、日常的に監視が必要である

と判定された特定農業用ため池等 

(2) 変状等の程度が大きく、決壊の

危 険 性 が 特 に 高 ま っ た 状 態 で あ

り、かつ、早期の改修が必要であ

ると判定された特定農業用ため池

等 

 

（関係法令等の手続） 

第３条の３  条例第６条の２に規定す

る規則で定める法令等の手続は、次

に掲げる手続とする。 
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(1) 砂防法（明治30年法律第29号）

第 ４ 条 第１ 項 （ 同 法 第 ３ 条に お い

て 準 用 する 場 合 を 含 む 。 ）の 規 定

に 基 づ く制 限 と し て 行 う 処分 の 申

請の手続 

( 2 )  消 防 法 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 1 8 6

号 ）第 11条 第１ 項 に 規定 する 許 可

の申請の手続 

( 3 )  森 林 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 第 2 4 9

号 ）第 10条 の２ 第 １ 項に 規定 す る

開発行為に係る許可の申請の手続 

(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法

（昭和36年法律第191号）第12条第

１ 項及 び第 30条 第 １ 項に 規定 す る

許 可 並 びに 宅 地 造 成 等 規 制法 の 一

部 を 改 正す る 法 律 （ 令 和 ４年 法 律

第 55号 ）附 則第 ２ 条 第２ 項の 規 定

に よ り なお 従 前 の 例 に よ るこ と と

さ れ た 同法 に よ る 改 正 前 の宅 地 造

成 等 規 制法 第 ８ 条 第 １ 項 本文 に 規

定する許可の申請の手続 

(5) 農業用ため池の管理及び保全に

関 す る 法 律 （ 平 成 3 1年 法 律 第 1 7

号 ） 第 ８条 第 １ 項 に 規 定 する 許 可

の申請の手続 

(6) 風致地区内における建築等の規

制 に関 する 条 例 （ 昭 和 45年４ 月 条

例 第 32号） 第３ 条 に 規定 する 許 可
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の申請の手続 

(7) 緑地の保全、育成及び市民利用

に 関 す る条 例 （ 平 成 ３ 年 ４月 条 例

第 ２ 号 ）第 ８ 条 第 １ 項 に 規定 す る

許可の申請の手続 

(8) ため池の保全等に関する条例第

19条第 １ 項 に 規 定 す る 許 可 の申 請

の手続 

（事前協議） 

第３条の４  条例第６条の３第１項に

規定する規則で定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

(1) 別表第２の左欄（４の項、15の

項 、 23の項 及び 24の項 を除 く。 ）

に掲げる書類 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める書類 

 

（事前協議書の変更の届出） 

第３条の５  条例第６条の３第２項に

規定する変更協議書には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。 

(1) 申請者の氏名及び住所（法人に

あっては、その名称及び代表者の

氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 の 所 在

地） 

(2) 変更の内容 

(3) 変更の理由 

 

２  条例第６条の３第２項に規定する  
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規則で定める書類は、市長が必要と

認める書類とする。 

３  条例第６条の３第２項に規定する

規則で定める軽微な変更は、条例第

６条の３第１項１号に掲げる事項の

変更のうち、現場責任者の氏名、住

所及び連絡先とする。 

 

（特定事業に係る計画の内容等を周

知させるための措置） 

（近隣関係者の範囲） 

第４条 条例第７条第１項に規定する

規則で定める措置は、次の各号に掲

げる場合に応じ、それぞれ当該各号

に掲げる措置とする。 

第４条 条例第７条に規定する特定施

設の設置に伴い生活環境に著しい影

響を受けるおそれがある者として規

則で定める者は、次に掲げる者とす

る。 

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該

当する場合  条例第７条に基づく

許 可 申 請 に 関 す る 説 明 会 （ 以 下

「説明会」という。）の開催 

ア  太陽光発電施設（出力が 50キ

ロワット以上の場合に限る。）

又は蓄電所に係る許可の申請を

行う場合 

イ  当該許可の申請に係る太陽光

発電施設の出力が 50キロワット

未満であって、設置の場所が次

の各号に掲げる区域のいずれか

に属する場合 

(ア ) 当 該許 可 の 申 請 に 係 る 特

(1) 事業区域に隣接する土地につい

て 所 有 権又 は 借 地 権 （ 建 築物 の 所

有 を 目 的と す る 地 上 権 又 は賃 借 権

（ 臨 時 設備 そ の 他 一 時 使 用の た め

設 定 さ れた こ と が 明 ら か なも の を

除く。）をいう。）を有する者 
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定事業の計画の実施に第３条

の３各号に掲げる法令等の手

続が必要となる区域 

(イ ) 土 砂災 害 警 戒 区 域 等 に お

ける土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成 12年法律

第 57号）第７条第１項の規定

により指定された土砂災害警

戒区域その他急傾斜地の崩壊

等が発生するおそれがある区

域 

ウ  特定事業の許可の申請に係る

太陽光発電施設の出力が 50キロ

ワット未満であって、事業者又

は資本関係等において当該申請

者と密接な関係を有する者（以

下 「 密 接 関 係 者 」 と い う 。 ）

が、当該設備に係る特定事業を

実 施 す る 場 所 （ 以 下 「 実 施 場

所」という。）の敷地境界線か

ら の 水 平 距 離 が 10 0メ ー ト ル 以

内の範囲に設置し、又は設置し

ようとする他の太陽光発電施設

の出力と、当該太陽光発電施設

の出力との合計が 50キロワット

以上の場合 

(2) 前号に該当しない場合 説明会

の 開 催 又は 当 該 特 定 事 業 の許 可 に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号に定める土地に存する建築

物 に つ いて 所 有 権 、 使 用 貸借 に よ

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

420



係 る 太 陽光 発 電 施 設 に 関 する 事 前

周 知 措 置（ 以 下 「 事 前 周 知措 置 」

という。）の実施 

る権利又は賃借権を有する者 

 

 

(3) 地元自治会等（事業区域又は事

業 区 域 に隣 接 す る 土 地 を 含む 町 又

は 字 の 区域 そ の 他 市 町 内 の一 定 の

区 域 に 住所 を 有 す る 者 の 地縁 に 基

づ い て 形成 さ れ た 団 体 を いう 。 ）

に所属する関係住民 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市

長が特に必要と認める者 

２  説明会は、次の各号に掲げる要件

を満たすものとする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる場合

に応じ、それぞれアからウまでに

定める実施場所の敷地境界線から

の 水 平 距 離 の 範 囲 内 に 居 住 す る

者、実施場所に隣接する土地又は

その上にある建物を所有する者及

び地元自治会等（事業区域又は事

業区域に隣接する土地を含む区域

その他市町内の一定の区域に住所

を有する者の地縁に基づいて形成

された団体をいう。）（以下この

項において「周辺地域の住民等」

と い う 。 ） に 対 し て 開 催 す る こ

と。 

ア  特定事業の許可の申請に係る
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太陽光発電施設の出力が50キロ

ワ ッ ト 未 満 の 場 合  1 0 0メ ー ト

ル 

イ  特定事業の許可の申請に係る

太陽光発電施設の出力が50キロ

ワット以上又は蓄電所について

許可の申請を行う場合（ウに掲

げ る 場 合 を 除 く 。 ）  3 0 0メ ー

トル 

ウ  特定事業の許可の申請に係る

特定施設が環境影響評価法（平

成９年法律第 81号）第２条第２

項に規定する第一種事業又は神

戸市環境影響評価等に関する条

例（平成９年 10月条例第29号）

第２条第３号に規定する第２類

事業に該当する場合  １キロメ

ートル 

(2) 説明会の開催を予定する日時及

び場所を定め、これらを説明会の

開催を予定する日の２週間前まで

に、周辺地域の住民等に対して、

次のア又はイの方法により通知す

ること。 

ア  投函又は戸別訪問により書面

を配布する方法 

イ  回覧板又は関係する地方公共

団体の協力を得て当該地方公共
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団体の公報若しくは広報紙へ掲

載する方法 

(3) 事業者が、次に掲げる項目（既

に特定事業の許可を受けた事業者

が条例第 10条第１項に規定する変

更（同条ただし書に規定する変更

を除く。以下、「条例第 10条第１

項に規定する重要な事項の変更」

という。）をしようとする場合で

あって、既に開催した説明会又は

実施した事前周知措置があるとき

は、当該説明会又は事前周知措置

において説明又は周知した項目か

ら変更があったものに限る。）に

ついて必要かつ適切な説明をする

こと。 

ア  特定事業の許可の申請に係る

計画の概要 

イ  特定事業の許可の申請に係る

特定施設に適用される関係法令

（条例を含む。）の規定の遵守

に関する事項 

ウ  特定事業の許可の申請に係る

特定施設を設置する場所につい

ての所有権その他の使用の権原

の取得に関する事項 

エ  特定事業の許可の申請に係る

特定施設の設置のための工事の
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概要 

オ  事業者の関係者（主な出資者

を含む。）に関する事項 

カ  特定事業の許可の申請に係る

特定事業の実施による周辺地域

の安全、良好な景観、自然環境

及び生活環境に対して及ぼし得

る影響並びにその予防措置の内

容 

キ  特定事業の許可の申請に係る

特定事業の実施に伴い生じ得る

廃棄物の撤去その他の処理に関

する事項 

ク  事業者が条例第 10条第１項に

規定する重要な事項の変更をし

ようとするときは、特定事業の

実施に当たって地方公共団体等

との間で締結した協定等の承継

その他の円滑かつ確実な事業継

続に関する事項 

(4) 質問及び意見（以下「質問等」

という。）に回答するための質

疑応答の機会を確保すること並

びに当該申請者が当該質問等に

誠実に対応すること。 

(5) 説明会の内容は、録音及び録画

を同時に行う方法により記録媒

体に記録し、当該記録媒体を特
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定施設を廃止するまでの間適切

に保管すること。 

(6) 説明会の開催後に質問等の提出

先を定めて、２週間以上の期間

において質問等を受け付けた上

で、当該質問等に対して書面を

もって誠実に回答すること。 

３  事前周知措置は、次の各号に掲げ

る要件を満たすものとする。 

(1) 実施場所の敷地境界線からの水

平 距 離 が 100メ ー ト ル の 範 囲 内 に

居住する者（以下この項において

「周辺地域の住民」という。）に

対して実施すること。 

(2) 事業者が、前項第３号に掲げる

項目について、次のいずれかの方

法により必要かつ適切な周知をす

ること。 

ア  投函又は戸別訪問により書面

を配布する方法 

イ  インターネットを利用した方

法により周辺地域の住民の閲覧

に供するとともに、当該閲覧に

供する主たるホームページアド

レスを回覧板等その他の周辺地

域の住民が確認できる媒体に掲

載する方法 

(3) 事前周知措置の実施後に質問等
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の提出先を定めて、２週間以上の

期間において質問等を受け付けた

上で、当該質問等に対して書面を

もって誠実に回答すること。 

４  第２項に規定する説明会又は前項

に規定する事前周知措置は、次の各

号に掲げる場合に応じ、それぞれ当

該各号に掲げる時期に開催し、又は

実施すること。ただし、既に特定事

業の許可を受けた事業者が、条例第

10条第１項に規定する重要な事項の

変更をしようとするときは、第３号

に掲げる時期に開催すること。 

(1) 特定事業の実施に当たり、第３

条の３各号に掲げる許可等の申請

の手続のうちいずれかを必要とす

る場合 当該許可等の申請までの

時期 

(2) 特定事業の許可の申請に係る特

定事業が環境影響評価法第２条第

４項に規定する対象事業又は神戸

市環境影響評価等に関する条例第

２条第２号に該当する場合 次に

掲げる全ての時期 

ア  環境影響評価法第３条の３第

１項に規定する計画段階環境配

慮書又は神戸市環境影響評価等

に関する条例第８条の２第２項
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に規定する環境影響評価事前配

慮書の作成日前までの時期 

イ  環境影響評価法第３条の５の

規定により環境大臣が意見を述

べた日（環境大臣が意見を述べ

なかった場合にあっては、同条

の政令で定める期間が満了する

日）若しくは同法第３条の６の

規定により主務大臣が意見を述

べた日（主務大臣が意見を述べ

なかった場合にあっては、同条

の政令で定める期間が満了する

日）のいずれか遅い日から、当

該許可申請の日の３月前までの

時期又は神戸市環境影響評価等

に関する条例第８条の７第４項

の規定により市長意見書を作成

した旨を公告した日から当該許

可の申請の日の３月前までの時

期 

ウ  環境影響評価法第27条又は神

戸市環境影響評価等に関する条

例第23条第２項の規定により評

価書を作成した旨を公告した日

から、特定事業の許可の申請に

係る特定施設の設置のための工

事に着手するまでの時期 

(3) 前２号のいずれにも該当しない
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場合 当該認定の申請の日の３月

前までの時期 

（許可を要する区域） （許可を要する区域） 

第５条  第５条  条例第８条第１項第９号に規

定する規則で定める区域は、次に掲

げるものとする。 

 (1) 市街化調整区域において旧住宅

地 造成 事業 に 関 す る 法律 （昭 和 39

年法律第160号）第４条に基づく認

可 を 受 けた 工 事 に よ り 造 成さ れ た

住宅団地 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長

が特に必要と認める区域 

条例第８条第１項第 11号に規

定する市長が指定する鉄道及び道路

は、次に掲げるものとする。 

２  条例第８条第１項第10号に規定す

る市長が指定する鉄道及び道路は、

次に掲げるものとする。 

(1)～ (4) ［略］ (1)～ (4) ［略］ 

２  条例第８条第１項第11号に規定す

る規則で定める区域は、次に掲げる

ものとする。 

３  条例第８条第１項第10号に規定す

る規則で定める区域は、次に掲げる

ものとする。 

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］  

（ 特 定 事 業 の 実 施 に 係 る 許 可 の 申

請） 

（ 特 定 事 業 の 実 施 に 係 る 許 可 の 申

請） 

第６条 条例第８条第２項に規定する

許可申請書には、次に掲げる事項を

記載しなければならない。 

第６条 条例第８条第２項に規定する

許可申請書には、次に掲げる事項を

記載しなければならない。 

(1) ［略］  (1) ［略］  
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(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3) ［略］  (3) ［略］  

２  条例第８条第２項（条例第10条第

３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）に規定する規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

２  条例第８条第２項（条例第10条第

３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）に規定する規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 条例第６条の２の規定に基づく

申 請 そ の他 の 当 該 手 続 を 行っ た こ

とを証する書類 

 

(3) 条例第７条第１項の規定に基づ

き 、 特 定施 設 の 設 置 予 定 場所 の 周

辺 地 域 の住 民 に 対 し 、 特 定事 業 の

実 施 に 係る 計 画 の 内 容 等 を周 知 さ

せ る た めに 実 施 し た 措 置 及び そ の

結果を記した書類 

 

(4) ［略］  (2) ［略］  

３  ［略］ ３ ［略］  

４  条例第８条第３項第５号に規定す

る有害物質は、鉛、カドミウム、ヒ

素及びセレンとする。 

 

５  条例第８条第３項第８号に規定す

る規則で定める事項は、特定事業を

実施しようとする事業者が法人であ

る場合において、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

４  条例第８条第３項第７号に規定す

る規則で定める事項は、大規模特定

事業を実施しようとする事業者が法

人である場合において、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定め

るものとする。 
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(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］  

（事業計画の変更の許可） （事業計画の変更の許可） 

第７条 条例第10条第１項の規定に基

づき事業計画の変更の許可を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記

載した変更許可申請書を提出しなけ

ればならない。 

第７条 条例第10条第１項の規定に基

づき事業計画の変更の許可を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記

載した変更許可申請書を提出しなけ

ればならない。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3)、 (4) ［略］ (3)、 (4) ［略］  

(5) 条例第８条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 許 可を 受 け

て い る 特定 事 業 に あ っ て は、 当 該

特 定 事 業に 係 る 許 可 番 号 及び 許 可

年月日 

(5) 条例に基づく特定事業の実施に

係 る 許 可を 受 け て い る 特 定事 業 に

あ っ て は、 当 該 特 定 事 業 に係 る 許

可番号及び許可年月日 

(6) ［略］  (6) ［略］  

（事業計画の変更の許可が不要であ

る軽微な変更） 

（事業計画の変更の許可が不要であ

る軽微な変更） 

第８条 条例第10条第１項第１号に規

定する規則で定める軽微な変更は、

次に掲げるものとする。 

第８条 条例第10条第１項第１号に規

定する規則で定める軽微な変更は、

次に掲げるものとする。 

(1) 条例第８条第３項第１号、第２

号 、 第 ７号 及 び 第 ８ 号 に 掲げ る 事

項の変更 

(1) 条例第８条第３項第１号、第２

号 、 第 ６号 及 び 第 ７ 号 に 掲げ る 事

項の変更 

(2) ［略］  (2) ［略］  

（事業計画の変更の許可が不要であ （事業計画の変更の許可が不要であ
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る軽微な変更に係る届出） る軽微な変更に係る届出） 

第９条 条例第10条第２項の規定によ

る届出は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を市長に提出することによ

り行うものとし、かつ、当該届出書

には変更内容を証する書面その他市

長が必要と認める書類を添付しなけ

ればならない。 

第９条 条例第10条第２項の規定によ

る届出は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を市長に提出することによ

り行うものとし、かつ、当該届出書

には変更内容を証する書面その他市

長が必要と認める書類を添付しなけ

ればならない。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3)～ (5) ［略］ (3)～ (5) ［略］  

(6) 条例第８条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 許 可を 受 け

て い る 特定 事 業 に あ っ て は、 許 可

番号及び許可年月日 

(6) 条例に基づく特定事業の許可番

号及び許可年月日 

(7) ［略］  (7) ［略］  

（ 特 定 施 設 の 設 置 の 完 了 に 係 る 検

査） 

（ 特 定 施 設 の 設 置 の 完 了 に 係 る 検

査） 

第 10条  条例第11条第１項の検査を受

けようとする者は、特定施設の設置

の完了後、速やかに次に掲げる事項

を記載した書類を市長に提出しなけ

ればならない。 

第 10条  条例第11条第１項の検査を受

けようとする者は、特定施設の設置

の完了後、速やかに次に掲げる事項

を記載した書類を市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］  

(3) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(3) 特定施設の発電出力 
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(4) ［略］  (4) ［略］  

(5) 条例第８条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 許 可を 受 け

て い る 特定 事 業 に あ っ て は、 許 可

番号及び許可年月日 

(5) 条例に基づく特定事業の許可番

号及び許可年月日 

(6) ［略］  (6) ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］ 

（条例第８条第１項各号に掲げる区

域の外における特定事業の実施に係

る届出） 

（条例第８条第１項各号に掲げる区

域の外における特定事業の実施に係

る届出） 

第 11条  条例第13条第１項の規定によ

る届出は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を市長に提出することによ

り行うものとする。 

第 11条  条例第13条第１項の規定によ

る届出は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を市長に提出することによ

り行うものとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3) ［略］  (3) ［略］  

２  ［略］ ２ ［略］  

（条例第８条第１項各号に掲げる区

域の外における事業計画の変更に係

る届出） 

（条例第８条第１項各号に掲げる区

域の外における事業計画の変更に係

る届出） 

第 12条  条例第14条第１項本文による

届出は、次に掲げる事項を記載した

届出書を市長に提出することにより

行うものとする。 

第 12条  条例第14条第１項本文による

届出は、次に掲げる事項を記載した

届出書を市長に提出することにより

行うものとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  
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(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3)、 (4) ［略］ (3)、 (4) ［略］  

(5) 条例第 13条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 届 出が な さ

れ て い る特 定 事 業 に あ っ ては 、 当

該 特 定 事業 に 係 る 受 理 番 号及 び 受

理年月日 

(5) 条例に基づく特定事業の実施に

係 る 届 出が な さ れ て い る 特定 事 業

に あ っ ては 、 当 該 特 定 事 業に 係 る

受理番号及び受理年月日 

(6) ［略］  (6) ［略］  

２  条例第 14条第１項ただし書の規定

による届出は、次に掲げる事項を記

載した届出書を市長に提出すること

により行うものとし、かつ、当該届

出書には変更内容を証する書面その

他市長が必要と認める書類を添付し

なければならない。 

２  条例第 14条第１項ただし書の規定

による届出は、次に掲げる事項を記

載した届出書を市長に提出すること

により行うものとし、かつ、当該届

出書には変更内容を証する書面その

他市長が必要と認める書類を添付し

なければならない。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3)～ (5) ［略］ (3)～ (5) ［略］  

(6) 条例第 13条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 届 出が な さ

れ て い る特 定 事 業 に あ っ ては 、 当

該 特 定 事業 に 係 る 受 理 番 号及 び 受

理年月日 

(6) 条例に基づく特定事業の受理番

号及び受理年月日 

(7) ［略］  (7) ［略］  

（条例第８条第１項各号に掲げる区 （条例第８条第１項各号に掲げる区
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域の外における特定施設の設置の完

了に係る届出） 

域の外における特定施設の設置の完

了に係る届出） 

第 14条  条例第15条の規定による届出

は、次に掲げる事項を記載した届出

書を市長に提出することにより行う

ものとし、かつ、当該届出書には工

事写真（特定施設の設置に係る工事

の各工程の状況及び当該工事の完了

後の状況が分かるカラーのものに限

る。）その他市長が必要と認める書

類を添付しなければならない。 

第 14条  条例第15条の規定による届出

は、次に掲げる事項を記載した届出

書を市長に提出することにより行う

ものとし、かつ、当該届出書には工

事写真（特定施設の設置に係る工事

の各工程の状況及び当該工事の完了

後の状況が分かるカラーのものに限

る。）その他市長が必要と認める書

類を添付しなければならない。 

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］  

(3) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(3) 特定施設の発電出力 

(4) ［略］  (4) ［略］  

(5) 条例第 13条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 届 出が な さ

れ て い る特 定 事 業 に あ っ ては 、 当

該 特 定 事業 に 係 る 受 理 番 号及 び 受

理年月日 

(5) 条例に基づく特定事業の受理番

号及び受理年月日 

(6) ［略］  (6) ［略］  

（特定施設の廃止に係る届出） （特定施設の廃止に係る届出） 

第 16条  条例第17条の規定による届出

は、次に掲げる事項を記載した届出

書を市長に提出することにより行う

ものとする。 

第 16条  条例第17条の規定による届出

は、次に掲げる事項を記載した届出

書を市長に提出することにより行う

ものとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  
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(2) 特定施設の発電出力（蓄電所の

場合は、出力及び容量） 

(2) 特定施設の発電出力 

(3)～ (5) ［略］ (3)～ (5) ［略］  

(6) 条例第８条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 許 可を 受 け

て い る 特定 事 業 に あ っ て は、 当 該

特 定 事 業に 係 る 許 可 番 号 及び 許 可

年月日 

(6) 条例に基づく特定事業の実施に

係 る 許 可を 受 け て い る 特 定事 業 に

あ っ て は、 当 該 特 定 事 業 に係 る 許

可番号及び許可年月日 

(7) 条例第 13条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 届 出が な さ

れ て い る特 定 事 業 に あ っ ては 、 当

該 特 定 事業 に 係 る 受 理 番 号及 び 受

理年月日 

(7) 条例に基づく特定事業の実施に

係 る 届 出が な さ れ て い る 特定 事 業

に あ っ ては 、 当 該 特 定 事 業に 係 る

受理番号及び受理年月日 

(8) ［略］  (8) ［略］  

２  ［略］ ２ ［略］  

（特定事業の承継に係る届出） （特定事業の承継に係る届出） 

第 17条  条例第18条第３項の規定によ

る届出は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を市長に提出することによ

り行うものとする。 

第 17条  条例第18条第３項の規定によ

る届出は、次に掲げる事項を記載し

た届出書を市長に提出することによ

り行うものとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 承継した特定事業の特定施設の

発 電 出 力（ 蓄 電 所 の 場 合 は、 出 力

及び容量） 

(2) 承継した特定事業の特定施設の

発電出力 

(3)、 (4) ［略］ (3)、 (4) ［略］  

(5) 条例第８条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 許 可を 受 け

(5) 条例に基づく特定事業の実施に

係 る 許 可を 受 け て い る 特 定事 業 に
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て い る 特定 事 業 に あ っ て は、 当 該

特 定 事 業に 係 る 許 可 番 号 及び 許 可

年月日 

あ っ て は、 当 該 特 定 事 業 に係 る 許

可番号及び許可年月日 

(6) 条例第 13条第１項の規定による

特 定 事 業の 実 施 に 係 る 届 出が な さ

れ て い る特 定 事 業 に あ っ ては 、 当

該 特 定 事業 に 係 る 受 理 番 号及 び 受

理年月日 

(6) 条例に基づく特定事業の実施に

係 る 届 出が な さ れ て い る 特定 事 業

に あ っ ては 、 当 該 特 定 事 業に 係 る

受理番号及び受理年月日 

(7) 条例第 19条に規定する廃棄等費

用の確保及び管理に関する事項 

 

(8) 条例第 23条に規定する損害賠償

責任保険への加入に関する事項 

(7) 承継した特定事業が大規模特定

事 業 で ある 場 合 に あ っ て は、 条 例

第 23条 に規 定す る 損 害賠 償責 任 保

険への加入に関する事項 

(9) ［略］  (8) ［略］  

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

(1) 特定施設の設置に伴う災害の発

生の防止に関する事項に係る基準 

(1) 特定施設の設置に伴う災害の発

生の防止に関する事項に係る基準 

ア  地盤の安定性の確保 ア 地盤の安定性の確保 

事 業 区 域 又 は そ の 周 辺 地 域 へ

影 響 を 及 ぼ す 土 砂 の 流 出 そ の 他

の 災 害 を 防 止 す る た め 、 都 市 計

画法（昭和 43年法律第100号）、

森 林 法 そ の 他 関 係 法 令 の 規 定 に

準 じ て 定 め る 次 の (ア )か ら (キ )

ま で に 掲 げ る 基 準 を 満 た す こ と

に よ り 、 地 盤 の 安 定 性 を 確 保 す

ること。 

事 業 区 域 又 は そ の 周 辺 地 域 へ

影 響 を 及 ぼ す 土 砂 の 流 出 そ の 他

の 災 害 を 防 止 す る た め 、 都 市 計

画法（昭和 43年法律第100号）、

森林法（昭和 26年法律第249号）

そ の 他 関 係 法 令 の 規 定 に 準 じ て

定 め る 次 の (ア )か ら (オ )ま で に

掲 げ る 基 準 を 満 た す こ と に よ

り 、 地 盤 の 安 定 性 を 確 保 す る こ

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

436



と。 

(ア )、 (イ ) ［略］  (ア )、(イ ) ［略］  

(ウ ) 事業区域内の特定施設の設

置にあたっては、宅地造成及

び特定盛土等規制法第 13条第

１項に定める技術的基準に適

合したものとすること。この

場合において、同項の「宅地

造成等工事規制区域内におい

て行われる宅地造成等に関す

る工事（前条第１項ただし書

に規定する工事を除く。第 21

条第１項において同じ。）」

とあるのは、「事業区域内の

特定施設の設置」と読み替え

るものとする。 

(ウ ) 事業区域内の特定施設の設

置にあたっては、宅地造成及

び特定盛土等規制法（昭和 36

年 法 律 第 191号 ） 第 13条 第 １

項に定める技術的基準に適合

したものとすること。この場

合において、同項の「宅地造

成等工事規制区域内において

行われる宅地造成等に関する

工事（前条第１項ただし書に

規定する工事を除く。第 21条

第１項において同じ。）」と

あるのは、「事業区域内の特

定施設の設置」と読み替える

ものとする。 

(エ )～ (カ ) ［略］  (エ )～(カ ) ［略］  

(キ ) 特定農業用ため池等に特定

施 設 を 設 置 す る 場 合 に あ っ

て は 、 た め 池 の 保 全 等 に 関

す る 条 例 第 ８ 条 第 ３ 項 に 基

づ く 定 期 点 検 の 結 果 、 変 状

等 が な い 又 は 変 状 等 が あ り

将 来 的 に 改 修 が 必 要 で あ る

が 、 日 常 的 な 監 視 の 必 要 性

が な い と 判 定 さ れ て い る こ

と 及 び 防 災 重 点 農 業 用 た め
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池 に 係 る 防 災 工 事 等 の 推 進

に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 令 和

２ 年 法 律 第 5 6号 ） 第 ３ 条 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く 防 災 重

点 農 業 用 た め 池 に 係 る 防 災

工 事 等 基 本 指 針 （ 令 和 ２ 年

農 林 水 産 省 告 示 第 1 8 4 5号 ）

に 基 づ く 地 震 耐 性 評 価 の 結

果 、 耐 震 性 能 を 有 す る と 評

価されていること。 

イ、ウ ［略］ イ、ウ ［略］ 

(2) 特定施設の構造の安全性に関す

る事項に係る基準 

(2) 特定施設の構造の安全性に関す

る事項に係る基準 

ア  通則  ア 通則  

特 定 工 作 物 に つ い て は 、 電 気

事業法（昭和 39年法律第 170号）

第 39条 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術 基

準 に 基 づ き 、 自 重 、 地 震 荷 重 、

風 圧 荷 重 及 び 積 雪 荷 重 に 対 し 安

全 で あ る と と も に 、 次 の (ア )か

ら (オ )ま で に 掲 げ る 基 準 を 満 た

す安全性を確保すること。 

特 定 工 作 物 に つ い て は 、 電 気

事業法（昭和 39年法律第 170号）

第 39条 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術 基

準 に 基 づ き 、 自 重 、 地 震 荷 重 、

風 圧 荷 重 及 び 積 雪 荷 重 に 対 し 安

全 で あ る と と も に 、 次 の (ア )か

ら (ウ )ま で に 掲 げ る 基 準 を 満 た

す安全性を確保すること。 

(ア )、 (イ ) ［略］  (ア )、 (イ ) ［略］  

(ウ )  蓄 電 所 に 設 置 す る 蓄 電 池

は 、 耐 酸 性 の 床 上 又 は 台 上

に 、 転 倒 し な い よ う に 設 置

すること。 

 

(エ ) 蓄電所には、雨水等の侵入  
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防止の措置を講じること。 

(オ ) ［略］  (ウ ) ［略］  

イ  ［略］ イ ［略］  

(3) 事業区域及びその周辺地域にお

け る 良 好な 自 然 環 境 及 び 生活 環 境

の保全に関する事項に係る基準 

(3) 事業区域及びその周辺地域にお

け る 良 好な 自 然 環 境 及 び 生活 環 境

の保全に関する事項に係る基準 

ア  森 林 又 は 緑 地 （ 以 下 「 森 林

等 」 と い う 。 ） を 含 む 土 地 に 設

置 す る 特 定 施 設 に あ っ て は 、 次

の (ア )及 び (イ )（ 事 業 区 域 の 面

積 が ５ ヘ ク タ ー ル 以 上 の 特 定 事

業 に 係 る 特 定 施 設 に あ っ て は 、

(ア )及 び (ウ )） の い ず れ の 基 準

にも適合するものとすること。 

ア  森 林 又 は 緑 地 （ 以 下 「 森 林

等 」 と い う 。 ） を 含 む 土 地 に 設

置 す る 特 定 施 設 に あ っ て は 、 次

の (ア )及 び (イ )（ 大 規 模 特 定 事

業 に 係 る 特 定 施 設 に あ っ て は 、

(ア )及 び (ウ )） の い ず れ の 基 準

にも適合するものとすること。 

(ア )～ (ウ ) ［略］  (ア )～(ウ ) ［略］  

イ～ケ ［略］  イ～ケ ［略］ 

コ  特 定工 作 物 に つ い て は、 事業

区 域 の 周 辺 の 居 住 環 境 に 対 す る

騒 音 又 は 振 動 に よ る 影 響 の 低 減

を 図 る た め 、 そ の 配 置 、 構 造 又

は 設 備 に 関 し 、 適 切 な 措 置 を 行

うこと。 

コ  パ ワー コ ン デ ィ シ ョ ナー その

他 の 附 帯 設 備 に つ い て は 、 事 業

区 域 の 周 辺 の 居 住 環 境 に 対 す る

騒 音 又 は 振 動 に よ る 影 響 の 低 減

を 図 る た め 、 そ の 配 置 、 構 造 又

は 設 備 に 関 し 、 適 切 な 措 置 を 行

うこと。 

(4) 特定施設の維持管理の方法及び

特 定 施 設を 廃 止 し た 後 に おい て 行

う措置に関する事項に係る基準 

(4) 特定施設の維持管理の方法及び

特 定 施 設を 廃 止 し た 後 に おい て 行

う措置に関する事項に係る基準 

ア～ウ ［略］ ア～ウ ［略］ 
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エ  特 定施 設 の 廃 止 後 は 、事 業者

の 責 任 に お い て 、 次 に 掲 げ る 措

置を行うこと。 

エ  特 定施 設 の 廃 止 後 は 、事 業者

の 責 任 に お い て 、 次 に 掲 げ る 措

置を行うこと。 

(ア ) ［略］  (ア ) ［略］  

(イ ) 特定施設その他不要となっ

た 特 定 工 作 物 の 撤 去 に よ り

生 じ た 廃 棄 物 に つ い て 可 能

な 限 り リ サ イ ク ル に 努 め る

こ と 。 や む を 得 ず 、 廃 棄 物

と し て 処 理 す る 必 要 が あ る

場 合 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び

清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 45

年法律第 137号）その他関係

法 令 に 従 い 、 適 正 な 処 理 を

行うこと。 

(イ ) 特定施設その他不要となっ

た 特 定 工 作 物 の 撤 去 に よ り

生 じ た 廃 棄 物 に つ い て 、 廃

棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す

る法律（昭和 45年法律第 137

号 ） そ の 他 関 係 法 令 に 従

い 、 適 正 な 処 理 を 行 う こ

と。 

(ウ ) ［略］  (ウ ) ［略］  

別表第２（第３条の４、第６条、第７

条、第11条、第12条関係） 

添付すべき

書類 

縮尺 記載すべき

事項又は提

出すべき書

類 
   

［略］  ［略］ ［略］  
   

２  事 業 区

域 及 び こ

れ に 隣 接

す る 土 地

に つ い て

指定なし 事 業 区 域 及

び こ れ に 隣

接 す る 土 地

に 係 る 登 記

事 項 証 明 書

別表第２（第６条、第７条、第11条関

係） 

添付すべき

書類 

縮尺 記載すべき

事項又は提

出すべき書

類 
   

［略］  ［略］ ［略］  
   

２  事 業 区

域 及 び こ

れ に 隣 接

す る 土 地

に つ い て

指定なし 事 業 区 域 及

び こ れ に 隣

接 す る 土 地

に 係 る 土 地

登 記 簿 謄 本
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確 認 す る

た め の 書

類 

並 び に 事 業

区 域 に 係 る

土 地 の 公 図

の写し 
      

［略］  ［略］ ［略］  
      

４  周 辺 地

域 の 住 民

等 へ の 説

明 実 施 記

録 

指定なし (1) 説明会

開 催 を 周

辺 地 域 の

住 民 等 に

通 知 し た

範 囲 （ 第

４ 条 第 １

項 に 規 定

す る 説 明

会 を 開 催

し た 場 合

に 限

る 。 ） 、

説 明 し た

周 辺 地 域

の 住 民 等

の 氏 名 等

及 び 同 条

第 ２ 項 第

１ 号 ア か

ら ウ ま で

の い ず れ

に 該 当 す

確 認 す る

た め の 書

類 

並 び に 事 業

区 域 に 係 る

土 地 の 公 図

の写し 
      

［略］  ［略］ ［略］  
      

４  近 隣 関

係 者 へ の

説 明 実 施

記録 

指定なし (1) 説明し

た 近 隣 関

係 者 の 氏

名 及 び 第

４ 条 各 号

の い ず れ

に 該 当 す

るかの別 
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る か の 別

（ 同 条 第

３ 項 に 基

づ く 事 前

周 知 措 置

を 実 施 し

た 場 合 に

あ っ て

は 、 周 知

し た 周 辺

地 域 の 住

民 等 の 氏

名 等 及 び

同 条 第 ３

項 第 ２ 号

の い ず れ

に 該 当 す

る か の

別） 

  ( 2 )、 ( 3 )  

［略］  
      

［略］  ［略］  ［略］  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

( 2 )、 ( 3 )  

［略］  
       

［略］  ［略］  ［略］  
   

様式第１号及び様式第２号中「神戸市太陽光発電施設」の次に「等」を加え

る。 

附  則  

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

（施設基準に係る経過措置） 
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第２条 この規則による改正前の神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管

理に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）第３条及び別表第１に規

定する施設基準は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に神戸

市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例（以下「条例」とい

う。）第８条第２項の規定に基づく許可申請書が提出された特定事業、条例第

13条第１項の規定に基づく届出書が提出された特定事業又は令和元年10月１日

前に特定施設の設置に着手している事業（それぞれ特定施設の設置を完了して

いる特定事業を含む。以下同じ。）については、施行日以後に条例第10条第１

項本文又は条例第14条第１項本文の規定に基づく事業計画の変更（施行日にお

いて現に条例第10条第１項本文の許可に係る申請がなされているものを除く。

以下同じ。）が行われるまでの間は、なお従前の例による。 

（特定事業に蓄電所を含む場合の経過措置） 

第３条 施行日前に条例第８条第２項の規定に基づく許可申請書が提出された特

定事業、条例第13条第１項の規定に基づく届出書が提出された特定事業又は令

和元年10月１日前に特定施設の設置に着手している事業については、施行日以

後に条例第10条第１項又は条例第14条第１項の規定に基づく事業計画の変更が

行われるまでの間は、旧規則第６条第１項第２号、第７条第２号、第９条第２

号、第10条第１項第３号、第11条第１項第２号、第12条第１項第２号、同条第

２項第２号、第14条第３号、第16条第１項第２号及び第17条第２号における記

載事項については、なお従前の例による。 

（生物多様性の保全に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 神戸市生物多様性の保全に関する条例施行規則（平成30年５月規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 
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  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（開発事業） （開発事業） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］  

２  条例第９条第２項に規定する規則

で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 事 業

（自己の居住の用に供する住宅の建

築を目的として行う事業を除く。）

とする。 

２  条例第９条第２項に規定する規則

で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 事 業

（自己の居住の用に供する住宅の建

築を目的として行う事業を除く。）

とする。 

 (1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］ 

 (5) 神戸市太陽光発電施設等の適正

な 設 置 及 び 維 持 管 理 に 関 す る 条 例

（平成30年 12月条例第14号）第８条

第１項の許可が必要な特定事業又は

同条例第 13条第１項の規定による届

出が必要な特定事業 

(5) 神戸市太陽光発電施設の適正な

設置及び維持管理に関する条例（平

成 30年 12月条例第 14号）第８条第１

項の許可が必要な特定事業又は同条

例第 13条第１項の規定による届出が

必要な特定事業 

 (6) ［略］   (6) ［略］ 
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神戸市船舶給水条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和７年３月 31日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 68号

神戸市船舶給水条例施行規則の一部を改正する規則

神戸市船舶給水条例施行規則（昭和 36年４月規則第 11号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（施行細目の委任）

第 12条 この規則の施行に関し必要な

事項は、主管局長が定める。

別表第２（第８条関係）  

（施行細目の委任）

第 12条 この規則の施行に関し必要な

事項は、港湾局長が定める。

別表第２（第８条関係）  

自 動 販 売 機 の 設

置場所  

１回

の給

水量

給水１回当た

りの料金  

［略］ 2 1 4 リ

ッ ト

ル

100円

(2) 神戸市兵庫

区 兵 庫 ふ 頭 西

自 動 販 売 機 の 設

置場所  

１回

の給

水量

給水１回当た

りの料金  

［略］ 4 5 5 リ

ッ ト

ル

200円

(2) 神戸市兵庫

区 兵 庫 ふ 頭 西
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基部  

   

 

基部  

 (3) 神戸市長田

区長田港岸壁  

  

      

 

 様式第１号中  

「  フ  リ  ガ  ナ  
氏       名  
（法人にあつては、       ㊞  
名称及び代表者名）  
                」  

を  
「  フ  リ  ガ  ナ  
氏       名  
（法人にあつては、         
名称及び代表者名）  
                」  

に  

改める。  

様式第２号中  

「  
住所  
氏名            ㊞  

               」  

を  
「  
住所  
氏名        
              」  

に、  

「  
※上記器具を借用しました。  
 
氏名           ㊞  

              」  

を  
「  

※上記器具を借用しました。  
  
氏名             
             」  

に  

改める。  

様式第３号中  

「  
住所  
氏名            ㊞  

               」  

を  
「  
住所  
氏名        
              」  

に  

改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和７年５月１日から施行する。  

 （規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正）  

２  神戸市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則（令和３年３月規則

第 53号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  
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(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

規則名  条項又は

様式番号  

母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦

福祉法施行細則（昭和 40年

５月規則第 31号）  

様 式 第 ５

号  

様 式 第 ６

号  

様 式 第 ７

号  

様 式 第 ８

号  

様 式 第 13

号  

規則名  条項又は

様式番号  

神 戸 市 船 舶 給 水 条 例 施 行

規則（昭和 36年４月規則第

11号）  

様 式 第 １

号  

様 式 第 ２

号  

様 式 第 ３

号  

神 戸 市 宅 地 造 成 等 規 制 法

施行細則（昭和 37年３月規

則第 81号）  

様 式 第 ２

号  

様 式 第 ３

号  

様 式 第 ４

号  

様 式 第 ６

号  

母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦

福祉法施行細則（昭和 40年

５月規則第 31号）  

様 式 第 ５

号  

様 式 第 ６

号  

様 式 第 ７

号  
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 様 式 第 14

号  

様 式 第 18

号  

様 式 第 19

号  

様 式 第 20

号  

［略］  ［略］  
 

 様 式 第 ８

号  

様 式 第 13

号  

様 式 第 14

号  

様 式 第 18

号  

様 式 第 19

号  

様 式 第 20

号  

［略］  ［略］  
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神戸空港条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

 令和７年３月 31日

神戸市長 久  元  喜   造

神戸市規則第 69号

 神戸空港条例施行規則の一部を改正する規則

 神戸空港条例施行規則（平成 17年 12月規則第 47号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（制限重量を超過した航空機による

施設使用の許可）

第３条 条例第６条ただし書の許可を

受けようとする者は、あらかじめ、次

に掲げる事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び電話番

号

(2) 使用航空機の型式、登録記号、航

空機等級番号及び騒音値

(3) 使用日時

(4) 使用しようとする施設
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(5) 使用目的  

（停留の場所）  （停留の場所）  

第３条  条例第６条に規定する規則で

定める場所は、エ プロン上の市長が

指定する場所及び 災害の場合その他

市長が必要がある と認める場合にお

いて市長が定める場所をいう。  

第４条  条例第７条に規定する規則で

定める場所は、エプロン上の市長が

指定する場所及び災害の場合その他

市長が必要があると認める場合にお

いて市長が定める場所をいう。  

（制限区域）  （制限区域）  

第４条  条例第９条に規定する規則で

定める区域は、滑走路、誘導路、エプ

ロン及び航空保安 施設の用地であっ

て、市長が定めるものとする。  

第５条  条例第 10条に規定する規則で

定める区域は、滑走路、誘導路、エプ

ロン及び航空保安施設の用地であっ

て、市長が定めるものとする。  

２  条例第９条ただし書の許可を受け

ようとする者は、あらかじめ、次に掲

げる事項を記載し た申請書を市長に

提出しなければならない。  

２  条例第 10条ただし書の許可を受け

ようとする者は、あらかじめ、次に掲

げる事項を記載した申請書を市長に

提出しなければならない。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

（車両使用等の許可）  （車両使用等の許可）  

第５条  条例第 10条第１項の許可を受

けようとする者は、あらかじめ、次に

掲げる事項を記載 した申請書を市長

に提出しなければならない。  

第６条  条例第 11条第１項の許可を受

けようとする者は、あらかじめ、次に

掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 運転者の条例第９条ただし書の

許可に係る番号  

(2) 運転者の条例第 10条ただし書の

許可に係る番号  

(3)～ (5) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

２  条例第 10条第２項の許可を受けよ ２  条例第 11条第２項の許可を受けよ
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うとする者は、あらかじめ、次に掲げ

る事項を記載した 申請書を市長に提

出しなければならない。  

うとする者は、あらかじめ、次に掲げ

る事項を記載した申請書を市長に提

出しなければならない。  

(1)～ (9) ［略］  (1)～ (9) ［略］  

（制限行為の許可）  （制限行為の許可）  

第６条  条例第 11条第２号に規定する

規則で定める場所 は、給油施設又は

危険物の貯蔵施設 の用地であって、

市長が定めるものとする。  

第７条  条例第 12条第２号に規定する

規則で定める場所は、給油施設又は

危険物の貯蔵施設の用地であって、

市長が定めるものとする。  

２  条例第 11条第３号又は第４号の許

可を受けようとす る者は、あらかじ

め、次に掲げる事 項を記載した申請

書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。  

２  条例第 12条第３号又は第４号の許

可を受けようとする者は、あらかじ

め、次に掲げる事項を記載した申請

書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３  条例第 11条第５号に規定する規則

で定める区域は、 喫煙による危険の

防止その他の観点 から市長が定める

喫煙場所以外の区域をいう。  

３  条例第 12条第５号に規定する規則

で定める区域は、喫煙による危険の

防止その他の観点から市長が定める

喫煙場所以外の区域をいう。  

（土地等の使用許可）  （土地等の使用許可）  

第７条  条例第 12条前段の許可を受け

ようとする者は、あらかじめ、次に掲

げる事項を記載し た申請書を市長に

提出しなければならない。  

第８条  条例第 13条前段の許可を受け

ようとする者は、あらかじめ、次に掲

げる事項を記載した申請書を市長に

提出しなければならない。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

２  条例第 12条前段の許可を受けて同

条に規定する土地 等に工作物を設置

２  条例第 13条前段の許可を受けて同

条に規定する土地等に工作物を設置
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しようとする者は 、前項の申請書に

次に掲げる事項を 記載した資料を添

付しなければならない。  

しようとする者は、前項の申請書に

次に掲げる事項を記載した資料を添

付しなければならない。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

３  条例第 12条後段の規定による許可

を受けようとする者は、あらかじめ、

第１項第１号に掲 げる事項及び変更

に係る事項を記載 した申請書を市長

に提出しなければ ならない。この場

合において、前項 各号の内容を変更

しようとするとき は、当該申請書に

変更後の同項の資 料を添付しなけれ

ばならない。  

３  条例第 13条後段の規定による許可

を受けようとする者は、あらかじめ、

第１項第１号に掲げる事項及び変更

に係る事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。この場

合において、前項各号の内容を変更

しようとするときは、当該申請書に

変更後の前項の資料を添付しなけれ

ばならない。  

４  市長は、航空機の運航に係る施設

で 特 に 必 要 と 認 め る も の に つ い て

は、前３項の規定にかかわらず、条例

第 12条の許可に係る手続を別に定め

ることができる。  

 

５  第１項から第３項までの規定にか

かわらず、一般駐 車場を使用しよう

とする者は、駐車 券の交付をもって

条例第 12条の許可を受けたものとみ

なす。  

 

（空港内営業の許可）  （空港内営業の許可）  

第８条  条例第 13条第１項の許可を受

けようとする者は、あらかじめ、次に

掲げる事項を記載 した申請書を市長

に提出しなければならない。  

第９条  条例第 14条第１項の許可を受

けようとする者は、あらかじめ、次に

掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。  
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(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

２  条例第 13条第２項の規定による届

出をしようとする 者は、次に掲げる

事項を記載した届 出書を市長に提出

しなければならない。  

２  条例第 14条第２項の規定による届

出をしようとする者は、次に掲げる

事項を記載した届出書を市長に提出

しなければならない。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 条例第 13条第１項の許可の日及

び番号  

(3) 条例第 14条第１項の許可の日及

び番号  

(4)、 (5) ［略］  (4)、 (5) ［略］  

（身分証明書）  （身分証明書）  

第９条  条例第 17条第３項に規定する

規則で定める様式 は、別記様式のと

おりとする。  

第 10条  条例第 18条第３項に規定する

規則で定める様式は、様式とする。  

（着陸料等の納付）  （着陸料等の納付）  

第 10条  条例第 18条第２項に規定する

規則で定める特別 の理由があるとき

は、次に掲げるときとする。  

第 11条  条例第 19条第２項に規定する

規則で定める特別の理由があるとき

は、次に掲げるときとする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

（使用料の納付）  （使用料の納付）  

第 11条  条例第 19条第２項の規定によ

る相当な理由があ るときとは、次の

各号に掲げるときとする。  

第 12条  条例第 20条の規定による納付

は、行政財産の許可使用に関する使

用料条例（昭和 39年３月条例第 80号）

又は神戸市道路占用料条例（昭和 44

年３月条例第 42号）の規定の例によ

り行わなければならない。  

(1) 国又は地方公共団体が使用する  
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とき。  

(2) ターミナル利用料及び保安検査

施設利用料を納付するとき。  

 

(3) 業務用施設、商業用施設、特別待

合室、専用駐車場及びチェックイン

カウンターを使用するとき。  

 

(4) 占用使用に係る使用料を納付す

るとき。  

 

(5) 一般駐車場に係る使用料を納付

するとき。  

 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市

長が特に必要があると認めるとき。 

 

（着陸料等及び使用料の減免）  （着陸料等及び使用料の減免）  

第 12条  着陸料等又は使用料は、次の

各号に掲げる場合 の区分に応じ、当

該各号に定めると ころにより着陸料

等又は使用料を減 額し、又は免除す

る。  

第 13条  着陸料等又は使用料は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定めるところにより着陸料

等又は使用料を減額し、又は免除す

る。  

(1) 条例第 20条第１号及び第２号に

掲げるとき。  着陸料等の免除  

(1) 条例第 21条第１号及び第２号に

掲げるとき。  着陸料等の免除  

(2) 条例第 20条第３号から第５号ま

でに掲げるとき。  着陸料の免除  

(2) 条例第 21条第３号から第５号ま

でに掲げるとき。  着陸料の免除  

( 3 )  条 例 第 2 0条 第 ６ 号 に 掲 げ る と

き。  次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応

じ、それぞれ次に定める金額の減額

又は免除  

( 3 )  条 例 第 2 1条 第 ６ 号 に 掲 げ る と

き。  次に 掲 げる 場合 の 区分 に 応

じ、それぞれ次に定める金額の減額

又は免除  

ア～カ  ［略］  ア～カ  ［略］  
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(4) 条例第 20条第７号及び第８号に

掲げるとき。 市長がその都度定め

る額の使用料の減額又は免除  

(4) 条例第 21条第７号及び第８号に

掲げるとき。 市長がその都度定め

る額の使用料の減額又は免除  

( 5 )  条 例 第 2 0条 第 ９ 号 に 掲 げ る と

き。 市長がその都度定める額の着

陸料等又は使用料の減額又は免除  

( 5 )  条 例 第 2 1条 第 ９ 号 に 掲 げ る と

き。 市長がその都度定める額の着

陸料等又は使用料の減額又は免除  

２  条例第 20条の規定により着陸料等

の減額又は免除を 受けようとする者

は、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した申請書を市 長に提出しなけれ

ばならない。  

２  条例第 21条の規定により着陸料等

の減額又は免除を受けようとする者

は、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。  

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

３  条例第 20条の規定により使用料の

減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 者

は、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した申請書を市 長に提出しなけれ

ばならない。  

３  条例第 21条の規定により使用料の

減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 者

は、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

（着陸料等及び使用料の返還）  （着陸料等及び使用料の返還）  

第 13条  条例第 21条ただし書に規定す

る規則で定める特 別の理由があると

きは、次の各号に定めるときとする。 

第 14条  条例第 22条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次の各号に定めるときとする。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

２  条例第 21条ただし書の規定により

着陸料等又は使用 料の返還を受けよ

うとする者は、次 に掲げる事項を記

載した申請書を市 長に提出しなけれ

ばならない。  

２  条例第 22条ただし書の規定により

着陸料等又は使用料の返還を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。  
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(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

（選定事業者の選定に係る申請）  （選定事業者の選定に係る申請）  

第 14条  条例第 25条第２項の規定によ

る申請をしようと する者は、申請者

の名称及び代表者 の氏名、住所並び

に電話番号その他 必要な事項を記載

した申請書に次に 掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

第 15条  条例第 26条第２項の規定によ

る申請をしようとする者は、申請者

の名称及び代表者の氏名、住所並び

に電話番号その他必要な事項を記載

した申請書に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

（条例第 25条第３項の規定に基づく

必要な規制）  

（条例第 26条第３項の規定に基づく

必要な規制）  

第 15条  市長は、次に掲げる要件を備

え て い る と 認 め ら れ る も の に つ い

て、その申請により、空港法第 15条に

規定する空港機能 施設事業を行う者

（以下「空港機能 施設事業者」とい

う 。） と し て 指 定 を す る こ と が で き

る。  

第 16条  市長は、次に掲げる要件を備

え て い る と 認 め ら れ る も の に つ い

て、その申請により、空港法（昭和  

31年法律第 80号）第 15条に規定する

空港機能施設事業を行う者（以下「空

港機能施設事業者」という。）として

指定をすることができる。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

２～５  ［略］  ２～５  ［略］  

６  航空旅客の取扱施設を管理する事

業を行う空港機能 施設事業者は、条

例第 26条第２項の認可を受けた航空

旅客の取扱施設の利用料金（以下「旅

客取扱施設利用料」という。）を定め、

又 は こ れ を 変 更 し よ う と す る と き

は、あらかじめ、市長に届け出なけれ

ばならない。  

６  航空旅客の取扱施設を管理する事

業を行う空港機能施設事業者は、条

例第 27条第２項の認可を受けた航空

旅客の取扱施設の利用料金（以下「旅

客取扱施設利用料」という。）を定め、

又 は こ れ を 変 更 し よ う と す る と き

は、あらかじめ、市長に届け出なけれ

ばならない。  
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７～ 14 ［略］  ７～ 14 ［略］  

（運営権者の業務）  （運営権者の業務）  

第 16条  条例第 25条第４項に規定する

場合においては、 運営権を設定した

施設に係るこの規 則の規定に基づく

市長の業務は、運 営権者が行うもの

とする。  

第 17条  条例第 26条第４項に規定する

場合においては、運営権を設定した

施設に係るこの規則の規定に基づく

市長の業務は、運営権者が行うもの

とする。  

（ 旅 客 取 扱 施 設 利 用 料 の 上 限 の 認

可）  

（ 旅 客 取 扱 施 設 利 用 料 の 上 限 の 認

可）  

第 17条  条例第 26条第２項前段の認可

を受けようとする 運営権者は、あら

かじめ、次に掲げ る事項を記載した

申請書を市長に提 出しなければなら

ない。  

第 18条  条例第 27条第２項前段の認可

を受けようとする運営権者は、あら

かじめ、次に掲げる事項を記載した

申請書を市長に提出しなければなら

ない。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

２  条例第 26条第２項後段の認可を受

けようとする運営 権者は、あらかじ

め、前項各号に掲げる事項、変更しよ

うとする日及び変 更を必要とする理

由を記載した申請 書を市長に提出し

なければならない。  

２  条例第 27条第２項後段の認可を受

けようとする運営権者は、あらかじ

め、前項各号に掲げる事項、変更しよ

うとする日及び変更を必要とする理

由を記載した申請書を市長に提出し

なければならない。  

（指定管理者の業務）  

第 18条  指定管理者に条例第 29条第１

項の業務を行わせ ている場合におけ

る第３条、第６条、第７条第１項及び

第３項、第 10条、第 11条並びに第 13条

の規定の適用につ いては、指定管理

者が行う同項の業 務について適用さ
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れる場合に限り、これらの規定中「市

長」とあるのは、「指定管理者」とす

る。  

（指定管理者の指 定の申請に係る書

類）  

（指定管理者の指定の申請に係る書

類）  

第 19条  条例第 29条第２項の規則で定

める書類は、次に掲げる書類とする。 

第 19条  条例第 30条第２項の規則で定

める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

様式中「様式（第 10条関係）」を「別記様式（第９条関係）」に、「神戸空港

条例第 18条第１項又は第２項」を「神戸空港条例第 17条第１項又は第２項」に改

め、同様式を別記様式とする。  

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

458



神戸市職員退職手当金条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月31日

神戸市長 久  元  喜   造

神戸市規則第 70号

神戸市職員退職手当金条例施行規則等の一部を改正する規則

（職員退職手当金条例施行規則の一部改正） 

第１条 神戸市職員退職手当金条例施行規則（昭和26年１月規則第２号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（第７条関係) （第７条関係) 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 条例第７条第５項第10号に規定す

る規則で 定め るも のは、次 の各 号の

いずれかに該当する者とする。 

８ 条例第７条第５項第10号に規定す

る規則 で定め るも のは、 次の各 号 の

いずれかに該当する者とする。 

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 条例第７条第５項第 10号に規定

する国家公務員又は職員以外の地

方公務員であつて、職員の任用に

関する規則（平成 28年４月人事委
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員会規則第１号）第 15条第１号に

規定する職に採用されたもの 

（第９条の２関係）  

第４条の６  条例第９条の２第１項に

規定する「給料月額が減額されたこ

とがある場合」とは、職員として受

ける給料月額が減額されたことがあ

る場合であって、次に掲げる各号の

いずれにも該当しないものをいう。 

 

(1) 条例第７条第５項第 10号に規定

する公務員等（以下「公務員等」

と い う 。） と し て の 在 職 期 間 に お

いてその者の給料月額が減額され

たことがある場合 

 

(2) 公務員等から職員となった場合

において公務員等を退職した際に

受けていた給料月額より当該退職

に引き続いて職員となった際に受

けていた給料月額が少ない場合 

 

別表（第５条の３関係） 別表（第５条の４関係） 

 (1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］ 

(3) 令和３年４月１日以後の基礎在

職期間における職員の区分につい

ての表 

(3) 令和３年４月１日以後の基礎在

職期間における職員の区分につい

ての表 

第４号

区分 

(1) ［略］ 

(2) 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

以 後 適 用 さ れ て い

る 給 与 条 例 （ 以 下

第４号

区分 

(1) ［略］ 
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「 令 和 ７ 年 ４ 月 以

後 の 給 与 条 例 」 と

い う 。） の 医 療 職 給

料 表 (1)の 適 用 を 受

け て い た 者 で そ の

属 す る 職 務 の 級 が

５級であったもの 

(3)、 (4) ［略］ 

第６号

区分 

(1)、 (2) ［略］ 

(3) 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31

日 ま で の 間 に お い て

適 用 さ れ て い た 給 与

条 例 （ 以 下 「 令 和 ３

年 ４ 月 以 後 令 和 ４ 年

３ 月 以 前 の 給 与 条

例 」 と い う 。） の 教 育

職 給 料 表 (2)の 適 用 を

受 け て い た 者 で そ の

属 す る 職 務 の 級 が ４

級であつたもの 

(4) 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

以 後 適 用 さ れ て い る

給 与 条 例 （ 以 下 「 令

和 ４ 年 ４ 月 以 後 の 給

与 条 例 」 と い う 。） の

教 育 職 給 料 表 (2)の 適

用 を 受 け て い た 者 で

そ の 属 す る 職 務 の 級

 

 

 

 

 

 

 

(2)、 (3) ［略］ 

第６号

区分 

(1)、 (2) ［略］ 

(3) 令 和 ３ 年 ４ 月 以 後

令 和 ４ 年 ３ 月 以 前 の

給 与 条 例 の 教 育 職 給

料 表 (2)の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す

る 職 務 の 級 が ４ 級 で

あつたもの 

 

 

 

 

 

(4) 令 和 ４ 年 ４ 月 以 後

の 給 与 条 例 の 教 育 職

給 料 表 (2)の 適 用 を 受

け て い た 者 で そ の 属

す る 職 務 の 級 が ５ 級

であつたもの 
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が５級であつたもの 

(5)、 (6) ［略］ 

(7) 令 和 ７ 年 ４ 月 以 後

の 給 与 条 例 の 特 定 任

期 付 職 員 給 料 表 の 適

用 を 受 け て い た 者 で

同 表 ６ 号 給 若 し く は

７ 号 給 の 給 料 月 額 又

は 令 和 ７ 年 ４ 月 以 後

の 給 与 条 例 第 ３ 条 の

３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る 給 料 月 額 を 受 け て

いた者 

第７号

区分 

(1)～ (8) ［略］ 

(9) 令 和 ７ 年 ４ 月 以 後

の 給 与 条 例 の 特 定 任

期 付 職 員 給 料 表 の 適

用 を 受 け て い た 者 で

同 表 ５ 号 給 の 給 料 月

額を受けていた者 

第８号

区分 

(1)～ (9) ［略］ 

(10) 令 和 ７ 年 ４ 月 以 後

の 給 与 条 例 の 特 定 任

期 付 職 員 給 料 表 の 適

用 を 受 け て い た 者 で

同 表 １ 号 給 か ら ４ 号

給 ま で の 給 料 月 額 を

受けていた者 

［略］ ［略］ 
 

 

(5)、 (6) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号

区分 

(1)～ (8) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

第８号

区分 

(1)～ (9) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ ［略］ 
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備考 ［略］  備考 ［略］ 

 （旅費条例施行細則の一部改正） 

第２条 旅費条例施行細則（昭和27年７月規則第76号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（赴任による旅行の旅費） （赴任による旅行の旅費） 

第１条  旅費条例（昭和 27年７月条例

第 45号。以下「条例」という。）第

２条第１項第３号に規定する専門的

な知識経験等を有する者は、次に掲

げるもののうち、本市の要請により

国家公務員又は他の地方公共団体の

地方公務員から引き続いて職員とな

つたもの以外のものとする。 

第１条  旅費条例（昭和 27年７月条例

第 45号。以下「条例」という。）第

２条第１項第３号に規定する専門的

な知識経験等を有する者は、次に掲

げるもののうち、本市の要請により

国家公務員又は他の地方公共団体の

地方公務員から引き続いて職員とな

つたもの以外のものとする。 

(1) 神戸市一般職の任期付職員の採

用に関する条例（平成 22年３月条

例第 27号）第２条（同条第２項第

１号又は同条第２項第３号に該当

する場合を除く。）又は第４条の

規定により採用された者（第３号

(1) 神戸市一般職の任期付職員の採

用に関する条例（平成 22年３月条

例第 27号）第２条（同条第２項第

１号又は同条第２項第３号に該当

する場合を除く。）の規定により

採用された者（第３号及び第４号
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又 は 第 ４ 号 に 該 当 す る 者 を 除

く。） 

に該当する者を除く。） 

(2) 職員の任用に関する規則（平成

28年４月人事委員会規則第１号）

第 15条第１号に規定する職に採用

された者（次号又は第４号に該当

する者を除く。） 

(2) 職員の任用に関する規則（平成

28年４月人事委員会規則第１号）

第 15条第１号に規定する職に採用

された者（次号及び第４号に該当

する者を除く。） 

 (3)、 (4) ［略］  (3)、 (4) ［略］ 

２  ［略］ ２  ［略］ 

（労務職員の給与等に関する規則の一部改正） 

第３条 労務職員の給与等に関する規則（昭和31年７月規則第40号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第３  初任給基準適用区分表（第

４条関係） 

別表第３  初任給基準適用区分表（第

４条関係） 

職種 適用

区分 

環境技術手、機械操作手（クリ

ーンセンター、西部市場、水環

境 セ ン タ ー に 勤 務 す る 者 に 限

[略 ] 

職種  適用

区分 

環境技術手、機械操作手（クリ

ーンセンター、西部市場、水環

境 セ ン タ ー に 勤 務 す る 者 に 限

[略 ] 
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る 。）、 自 動 車 運 転 手 、 整 備 工

（ 運 転 免 許 を 有 す る 者 に 限

る。）、衛生業務手、電工（西部

市場に勤務する者に限る。） 

 

守衛（本庁舎、中央卸売市場運

営本部本場及び東部市場に勤務

する者に限る。）、更生業務員、

施設管理員、防疫手、営繕工、

調理士、調理員、造園手、機械

操作手（甲区分に該当する者を

除く。）、整備工（甲区分に該当

する者を除く。）、鈑金溶接工、

建設技術手、土木工手、動物飼

育手、電工（甲区分に該当する

者を除く。）、甲板員、機関員、

病院業務員 

[略 ] 

[略 ] [略 ] 
 

る 。）、 自 動 車 運 転 手 、 整 備 工

（ 運 転 免 許 を 有 す る 者 に 限

る。）、衛生業務手、予防衛生業

務員、電工（西部市場に勤務す

る者に限る。） 

守衛（本庁舎、中央卸売市場運

営本部本場及び東部市場に勤務

する者に限る。）、更生業務員、

施設管理員、防疫手、営繕工、

調理士、調理員、造園手、機械

操作手（甲区分に該当する者を

除く。）、整備工（甲区分に該当

する者を除く。）、鈑金溶接工、

建設技術手、土木工手、動物飼

育手、電工（甲区分に該当する

者を除く。）、甲板員、機関員、

介護業務員、病院業務員 

[略 ] 

[略 ] [略 ] 
 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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別表第５　昇格時号給対応表（第４条関係） 別表第５　昇格時号給対応表（第４条関係）

２
級

３
級

４
級

５
級

２
級

３
級

４
級

５
級

１ ［略］ ７ ３ ［略］ １ ［略］ ５ １ ［略］

２ ７ ３ ２ ５ １

３ ７ ３ ３ ５ １

４ ７ ３ ４ ５ １

５ ７ ３ ５ ５ １

６ ７ ３ ６ ５ １

７ ７ ３ ７ ５ １

８ ７ ３ ８ ５ １

９ ７ ３ ９ ５ １

10 ７ ３ 10 ５ １

11 ７ ３ 11 ５ １

12 ７ ３ 12 ５ １

13 ７ ３ 13 ５ １

14 ７ ３ 14 ５ １

15 ７ ３ 15 ５ １

16 ７ ３ 16 ５ １

17 ７ ３ 17 ５ １

18 ７ ４ 18 ５ ２

19 ７ ５ 19 ５ ３

20 ７ ６ 20 ５ ４

21 ７ ７ 21 ５ ５

22 ７ ８ 22 ５ ６

23 ７ ９ 23 ５ ７

24 ７ 10 24 ５ ８

25 ７ 11 25 ５ ９

26 ７ 12 26 ５ 10

27 ７ 13 27 ５ 11

28 ７ 14 28 ５ 12

29 ７ 15 29 ５ 13

30 ７ 16 30 ５ 14

31 ７ 17 31 ５ 15

改正後 改正前

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給 昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給
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32 ７ 18 32 ５ 16

33 ７ 19 33 ５ 17

34 ７ 19 34 ５ 17

35 ７ 20 35 ５ 18

36 ７ 20 36 ５ 18

37 ７ 21 37 ５ 19

38 ７ 21 38 ５ 19

39 ７ 22 39 ５ 20

40 ７ 22 40 ５ 20

41 ７ 23 41 ５ 21

42 ７ 24 42 ５ 22

43 ７ 25 43 ５ 23

44 ７ 26 44 ５ 24

45 ７ 27 45 ５ 25

46 ８ 28 46 ６ 26

47 ９ 29 47 ７ 27

48 10 30 48 ８ 28

49 11 31 49 ９ 29

50 12 32 50 10 30

51 13 33 51 11 31

52 14 34 52 12 32

53 15 35 53 13 33

54 16 36 54 14 34

55 17 37 55 15 35

56 18 38 56 16 36

57 19 39 57 17 37

58 20 40 58 18 38

59 21 41 59 19 39

60 22 42 60 20 40

61 23 43 61 21 41

62 24 44 62 22 42

63 25 45 63 23 43

64 26 46 64 24 44

65 27 47 65 25 45

66 28 48 66 26 46
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67 29 49 67 27 47

68 30 50 68 28 48

69 31 51 69 29 49

70 32 52 70 30 50

71 33 53 71 31 51

72 34 54 72 32 52

73 35 55 73 33 53

74 36 56 74 34 54

75 37 57 75 35 55

76 38 58 76 36 56

77 39 59 77 37 57

78 40 60 78 38 58

79 41 61 79 39 59

80 42 62 80 40 60

81 43 63 81 41 61

82 44 63 82 42 61

83 45 63 83 43 61

84 46 64 84 44 62

85 47 64 85 45 62

86 48 64 86 46 62

87 49 65 87 47 63

88 50 65 88 48 63

89 51 65 89 49 63

90 52 66 90 50 64

91 53 66 91 51 64

92 54 66 92 52 64

93 55 67 93 53 65

94 56 67 94 54 65

95 57 68 95 55 66

96 58 68 96 56 66

97 59 69 97 57 67

98 60 98 58

99 61 99 59

100 62 100 60

101 63 101 61
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102 64 102 62

103 65 103 63

104 66 104 64

105 67 105 65

106 67 106 65

107 67 107 65

108 68 108 66

109 68 109 66

110 68 110 66

111 69 111 67

112 69 112 67

113 69 113 67

114 70 114 68

115 70 115 68

116 70 116 68

117 71 117 69

118 71 118 69

119 71 119 69

120 72 120 70

121 72 121 70

122 72 122 70

123 73 123 71

124 73 124 71

125 73 125 71
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（職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則（昭和42年

２月規則第63号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（規則で定める特定幹部職員） （規則で定める特定幹部職員） 

第５条  条例第２条第２項に規定する

規則で定める職員 は、管理職手当の

支給に関する規則 （昭和 37年７月人

委規則第 11号）別表第１（第７条第

３項において「管 理職手当の表１」

と い う 。） の 支 給 額 欄 に お い て 甲 又

は乙に区分される 職にある者及び同

規則別表第２（第 ７条第３項におい

て 「 管 理 職 手 当 の 表 ２ 」 と い う 。）

の職欄において地 区統括官の職に区

分される者とする。 

第５条  条例第２条第２項に規定する

規則で定める職員 は、管理職手当の

支給に関する規則 （昭和 37年７月人

委規則第 11号）別表第１（第６条第

３項において「管 理職手当の表１」

と い う 。） の 支 給 額 欄 に お い て 甲 又

は乙に区分される 職にある者及び同

規則別表第２（第 ６条第３項におい

て 「 管 理 職 手 当 の 表 ２ 」 と い う 。）

の職欄において地 区統括官の職に区

分される者とする。 

（加算を受ける職員及び加算割合） （加算を受ける職員及び加算割合） 

第７条  条例第２条第５項（条例第３

条第４項において 準用する場合を含

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） に

第７条  条例第２条第５項（条例第３

条第４項において 準用する場合を含

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） に
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規定するこれと同 等であると考慮し

うるものとして規 則で定めるもの並

びに給与条例第３ 条第１項第１号に

規定する行政職給 料表以外の給料表

の適用を受ける職 員のうちその職務

の複雑、困難及び 責任の度等を考慮

してこれに相当す る者として規則で

定 め る も の は 、 別 表 に 掲 げ る 職 員

（法第 22条の４第 １項の規定により

採用された職員（ 以下「定年前再任

用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。） を 含

む。）とする。 

２、３ ［略］ 

規定するこれと同 等であると考慮し

うるものとして規 則で定めるもの並

びに同号に規定す る行政職給料表以

外の給料表の適用 を受ける職員のう

ちその職務の複雑 、困難及び責任の

度等を考慮してこ れに相当する者と

して規則で定める ものは、別表に掲

げる職員（法第 22条の４第１項の規

定により採用され た職員（以下「定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う。）を含む。）とする。 

 

２、３ ［略］ 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

職員 加算割合 

[略 ] [略 ] 

教 育 職 給 料 表 (5)の

職 務 の 級 ２ 級 の 職

員 (任命 権 者が 別 に

定 め る 職 員 に 限

る。) 

[略 ] 

医 療 職 給 料 表 (1)の

職 務 の 級 ５ 級 の 職

員 

100分の20 

［略］ ［略］ 

指 定 職 給 料 表 の 適

用を受ける職員 

［略］ 

特 定 任 期 付 職 員 給 100分の15 

職員  加算割合 

［略］ ［略］ 

教 育 職 給 料 表 (5)の

職 務 の 級 ２ 級 の 職

員 （ 任 命 権 者 が 別

に 定 め る 職 員 に 限

る。） 

[略 ] 

[略 ] [略 ] 

指 定 職 給 料 表 の 適

用を受ける職員 

［略］ 
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料 表 の ６ 号 給 及 び

７ 号 給 並 び に 給 与

条 例 第 ３ 条 の ３ 第

２ 項 の 規 定 に よ る

給 料 月 額 を 受 け る

職員 

特 定 任 期 付 職 員 給

料 表 の ５ 号 給 を 受

ける職員 

100分の12.5 

特 定 任 期 付 職 員 給

料 表 の １ 号 給 か ら

４ 号 給 ま で を 受 け

る職員 

100分の10 

 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 （職員の勤務時間に関する規則の一部改正） 

第５条 神戸市職員の勤務時間に関する規則（平成６年12月規則第72号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤務時間等） （勤務時間等） 

第２条  条例第３条第２項の規定に基 第２条  条例第３条第２項の規定に基
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づき割り振る勤務時間及びその場合

の休憩時間は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める表のとおりとする。 

づき割り振る勤務時間及びその場合

の休憩時間は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める表のとおりとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］ 

(2) 条例第２条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員（勤務

時間が休憩時間を除き１週間につ

いて 31時間である者に限る。）及

び任期付短時間勤務職員（１日の

勤務時間が７時間 45分である者に

限る。） 別表第２ 

(2) 条例第２条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員（勤務

時間が休憩時間を除き１週間につ

い て 31時 間 で あ る 者 に 限 る 。 ） 

別表第２ 

(3) 条例第２条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員（前号

に掲げる職員を除く。）  別表第

３ 

(3) 条例第２条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員（前号

に掲げる職員を除く。）及び任期

付短時間勤務職員 別表第３ 

(4) 任期付短時間勤務職員（第２号

に掲げる職員を除く。）  別表第

４ 

(4) 条例第２条第１項に規定する育

児短時間勤務職員等  別表第４及

び別表第５ 

(5) 条例第２条第１項に規定する育

児短時間勤務職員等  別表第５及

び別表第６ 

 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改
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正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 休憩時間 

１ ２の項及び３

の項に規定する職

員以外の職員 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 休憩時間 

１ ２の項、３の

項及び４の項に規

定する職員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 休憩時間 

１ ２の項及び３

の項に規定する職

員以外の職員 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 休憩時間 

１ ２の項、３の

項及び４の項に規

定する職員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 休憩時間 

１ ２の項及び３

の項に規定する職

員以外の職員 

［略］ 月曜日から金曜日までの午前

８時45分から午後３時45分ま

で 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 休憩時間 

１ ２の項、３の

項及び４の項に規

定する職員以外の

職員 

［略］ 月曜日から金曜日まで（条例

第２条第１項に規定する任期

付短時間勤務職員にあって

は、これらの日のうちで週休

日に該当する日を除く。以下

この表において同じ。）の午

前８時45分から午後３時45分

まで 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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備考 ［略］ 備考 ［略］ 

別表第４（第２条関係）  

対象職員 勤務時間 休憩時間 

企画調整局広報戦

略部に勤務する任

期付短時間勤務職

員 

月曜日から金曜日まで（これらの日のうち週休

日に該当する日を除く。）の午前９時30分から午

後５時30分まで 

午後０時から午後１時ま

で 

 

 

別表第５（第２条関係） 別表第４（第２条関係） 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 

全ての職員（第２

条第１項第５号に

掲げる者に限る。） 

［略］ ［略］ 

 

対象職員 勤務時間の区分 勤務時間 

全ての職員（第２

条第１項第４号に

掲げる者に限る。） 

［略］ ［略］ 

 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

別表第６（第２条関係） 別表第５（第２条関係） 

対象職員 標準時間の区分 標準時間 休憩時間 

１ ２の項及び３

の項に規定する職

員以外の職員 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

対象職員 標準時間の区分 標準時間 休憩時間 

１ ２の項、３の

項及び４の項に規

定する職員以外の

職員 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
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 （職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成18年３月規則第

104号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（適用範囲） （適用範囲） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２  前項の規定にかかわらず、次の各

号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 の 区 分 に 応

じ、当該各号に定 める特殊勤務手当

を支給することができる。 

２  前項の規定にかかわらず、次の各

号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 の 区 分 に 応

じ、当該各号に定 める特殊勤務手当

を支給することができる。 

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］ 

(3) 管理職 手当 規 則別表 第１に 規 定

す る 職 の う ち 支 給 額 が 甲 、 乙 及 び

丙 で あ る も の  感 染 症 予 防 業 務 手

当 （ 条 例 第 13条 第 ２ 項 に 掲 げ る も

の に 限 る 。）、 夏 季 作 業 手 当 、 消 防

職 員 手 当 （ 条 例 第 36条 第 １ 項 第 ８

号 及 び 第 ９ 号 に 掲 げ る も の に 限

る 。）、 災 害 応 急 対 応 等 派 遣 手 当 及

び海外派遣手当 

(3) 管理 職手当 規 則別表 第１に 規 定

す る 職 の う ち 支 給 額 が 甲 、 乙 及 び

丙 で あ る も の  感 染 症 予 防 業 務 手

当 （ 条 例 第 13条 第 ２ 項 に 掲 げ る も

の に 限 る 。）、 災 害 応 急 対 応 等 派 遣

手当及び海外派遣手当 
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（ケースワーク業務手当） （ケースワーク業務手当） 

第４条  条例第６条に規定する規則で

定めるケースワー ク業務は、次の表

の左欄に掲げる組 織の区分に応じ、

同表の右欄に定める業務とする。 

第４条  条例第６条に規定する規則で

定めるケースワー ク業務は、次の表

の左欄に掲げる組 織の区分に応じ、

同表の右欄に定める業務とする。 

組織 業務 

福祉局相談

支援課 

(1) ひきこもり状態に

ある者等に係る面談

指導支援業務 

(2) 家族のケアを行う

子ども・若者等に係

る面談指導支援業務 

(3) 再犯防止に係る面

談指導支援業務 

健 康 局 保 健

所 保 健 課 、

精 神 保 健 福

祉 セ ン タ ー

及 び 保 健 セ

ンター 

(1) 精 神 保 健 及 び 精 神

障 害 者 福 祉 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 25年 法 律

第 123号）の規定によ

る次に掲げる業務 

ア  入院措置に係る立

会いの業務 

イ  精神障害者の移送

の業務 

ウ  精神保健及び精神

障 害 者 の 福 祉 に 関

す る 面 談 指 導 支 援

業務 

(2) 高 齢 者 虐 待 に 係 る

組織 業務 

健 康 局 保 健

所 保 健 課 、

精 神 保 健 福

祉 セ ン タ ー

及 び 保 健 セ

ンター 

(1) 精 神 保 健 及 び 精 神

障 害 者 福 祉 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 25年 法 律

第 123号）の規定によ

る次に掲げる業務 

ア  入院措置に係る立

会いの業務 

イ  精神障害者の移送

の業務 

ウ  精神保健及び精神

障 害 者 の 福 祉 に 関

す る 面 談 指 導 支 援

業務 

(2) 高 齢 者 虐 待 に 係 る

面談指導支援業務 
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面談指導支援業務 

[略 ] [略 ] 

区 役 所 保 健

福 祉 部 生 活

支 援 課 （ 北

神 区 役 所 保

健 福 祉 課 及

び 区 役 所 支

所 生 活 支 援

課を含む。） 

[略 ] 

 

 

[略 ] [略 ] 

区 役 所 保 健

福 祉 部 生 活

支 援 課 （ 北

神 区 役 所 保

健 福 祉 課 及

び 区 役 所 支

所 保 健 福 祉

課を含む。） 

[略 ] 

 

（山間部等業務手当） （山間部等業務手当） 

第５条  条例第 15 条第１項第２号に

規定する規則で定 める業務は、建設

局森林・防災部森 林課及び公園部森

林整備事務所の業 務のうち、森林整

備計画策定等のた めの森林調査業務

とする。 

第５条  条例第 15 条第１項第２号に

規定する規則で定 める業務は、建設

局防災課及び公園 部森林整備事務所

の業務のうち、森 林整備計画策定等

のための森林調査業務とする。 

（災害応急対応等派遣手当） （災害応急対応等派遣手当） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２  条例第 38条第２項に規定する規則

に定める時間帯又は区域は、次の各

号に掲げるものとし、同項に規定す

る規則で定める額は、当該各号に定

める額とする。ただし、同一の日に

おいて当該各号に掲げる場合の２以

上に該当するときは、当該各号に定

める額のうち最も高い額とする。 

 

(1) 条例 第 38条第 １項に 規定 する 業  
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務 の う ち 、 屋 外 に お い て 行 う 業 務

に 日 没 時 か ら 日 出 時 ま で の 間 に お

いて従事する場合 日額1,620円  

(2) 条例 第 38条第 １項に 規定 する 業

務（前号に掲げるものを除く。）に

深 夜 に お い て 従 事 す る 場 合  日 額

1,620円  

 

(3) 災害 対策 基本 法（昭 和 36年法 律

第223号）第63条第１項に規定する

警 戒 区 域 そ の 他 こ れ に 類 す る 区 域

に お い て 条 例 第 38条 第 １ 項 に 規 定

す る 業 務 に 従 事 す る 場 合  日 額

2,160円  

 

３  条例第 38条第１項に規定する地域

に派遣され、当該地域を管轄する地

方公共団体から給与その他の給付を

受ける職員には前項第１号及び第２

号の規定を適用しない。 

 

（夏季作業手当）  

第 10条  条例第 24条に規定する規則で

定める温度の高い環境下における業

務は、湿球黒球温度（環境省が公表

す る 湿 球 黒 球 温 度 を い う 。） が 摂 氏

28度以上を記録した日に屋外その他

これに類する環境において行う業務

とする。 

 

（緊急対応待機手当）  

第 11条  条例第 34条に規定する規則で  
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定める業務及び額は、次の表の左欄

に掲げる組織の区分に応じ、同表の

右欄に定める業務及び金額とする。 

組織 業務及び額 

企画調整局

広報戦略部 

報道関係業務に係る緊

急対応 待機１回につ

き300円  

こども家庭

局こども家

庭センター 

(1) 児童保護業務に係

る緊急対応 待機１

回につき700円  

(2) 一時保護所の入所

児童に係る緊急対応 

 待機１回につき300

円  

健康局保健

所保健課 

(1) 精神保健及び精神

障害者福祉法上の警

察官通報に係る緊急

対応 待機１回につ

き300円  

(2) 感染症の予防及び

感染症の患者に対す

る医療に関する法律

（平成10年法律第114

号）に係る緊急対応 

 待機１回につき300

円  

健康局保健

所食品衛生

食品衛生法（昭和22年

法律第233号）に係る緊
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課 急対応 待機１回につ

き300円  

健康局保健

所衛生監視

事務所 

食品衛生法に係る緊急

対応 待機１回につき

300円  

健康局健康

科学研究所 

(1) 感染症の予防及び

感染症の患者に対す

る医療に関する法律

に係る緊急対応 待

機１回につき300円  

(2) 食品衛生法に係る

緊急対応 待機１回

につき300円  

教育委員会

事務局児童

生徒課 

児童生徒の事故等に係

る緊急対応 待機１回

につき300円  
 

第12条、第13条 ［略］  第10条、第11条 ［略］ 

 （労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正） 

第７条  神戸市労務職員の特殊勤務手当に関する規則（平成 18年３月規則第 105

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

（特殊勤務手当の種類） （特殊勤務手当の種類） 

第２条  特殊勤務手当の種類は、次の

とおりとする。 

第２条  特殊勤務手当の種類は、次の

とおりとする。 

(1) 削除  (1) 遺体取扱手当 

(2)～ (6) ［略］ (2)～ (6) ［略］ 

(7) 夏季作業手当  

 （遺体取扱手当） 

第３条 削除 第３条  遺体取扱手当は、福祉局和光

園に勤務する介護業務員で入所者の

遺体の取扱業務に従事するものに対

して支給し、その額は、１体につき

1,750円とする。 

（感染症予防業務手当等） （感染症予防業務手当等） 

第４条  神戸市職員の特殊勤務手当に

関する条例（平成 18年１月条例第 38

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第 13条

（第１項及び第４項を除く。）、第 24

条、第 30条、第 33条、第 35条及び第

38条の規定は、職員について準用す

る。 

第４条  神戸市職員の特殊勤務手当に

関する条例（平成 18年１月条例第 38

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第 13条

（第１項及び第４項を除く。）、第 30

条、第 33条、第 35条及び第 38条の規

定は、職員について準用する。 

附  則  

（施行期日等） 

第１条 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定に

よる改正後の労務職員の給与等に関する規則別表第５の規定は、令和８年４月

１日（以下「第３条施行日」という。）から施行する。 

２  第６条の規定による改正後の神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規

則第２条の規定（消防職員手当に係る部分に限る。）は、令和７年１月１日か
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ら適用する。 

（施行日前に昇格した者の号給の調整） 

第２条 第３条施行日において労務職給料表の適用を受ける職員であって、第３

条の規定による改正前の労務職員の給与等に関する規則別表第５の規定により

昇格後の号給が決定された職員について、第３条の規定による改正後の労務職

員の給与等に関する規則別表第５の規定により昇格後の号給が決定された職員

との均衡上必要があると認められる限度において、神戸市職員の給与等に関す

る条例（昭和26年３月条例第８号）の適用を受ける者の例により、必要な調整

を行うことができる。 
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神戸市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 71号  

   神戸市事務分掌規則等の一部を改正する規則  

 （事務分掌規則の一部改正）  

第１条  神戸市事務分掌規則（平成 31年３月規則第 66号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

目次  目次  

第１章  ［略］  第１章  ［略］  

第２章  本庁の組織  第２章  本庁の組織  

第１節  ［略］  第１節  ［略］  

 第２節  市長室（第３条）  

第２節  危機管理局（第３条）  第３節  危機管理室（第４条）  

第３節  企画調整局（第４条）  第４節  企画調整局（第５条）  

第４節  地域協働局（第５条）  第５節  地域協働局（第６条）  

第５節  行財政局（第６条）  第６節  行財政局（第７条）  

第６節  文化スポーツ局（第７条） 第７節  文化スポーツ局（第８条） 
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第７節  福祉局（第８条）  第８節  福祉局（第９条）  

第８節  健康局（第９条）  第９節  健康局（第 10条）  

第９節  こども家庭局（第 10条）  第 10節  こども家庭局（第 11条）  

第 10節  環境局（第 11条）  第 11節  環境局（第 12条）  

第 11節  経済観光局（第 12条）  第 12節  経済観光局（第 13条）  

第 12節  建設局（第 13条）  第 13節  建設局（第 14条）  

第 13節  都市局（第 14条）  第 14節  都市局（第 15条）  

第 14節  建築住宅局（第 15条）  第 15節  建築住宅局（第 16条）  

第 15節  港湾局（第 16条）  第 16節  港湾局（第 17条）  

第３章  会計室の組織（第 17条・第 18

条）  

第３章  会計室の組織（第 18条・第 19

条）  

第４章  区役所の組織（第 19条―第

26条）  

第４章  区役所の組織（第 20条―第

27条）  

第５章  市税事務所の組織（第 27条・

第 28条）  

 

第６章  福祉事務所の組織（第 29条

―第 31条）  

第５章  福祉事務所の組織（第 28条

―第 30条）  

第７章  事業所の組織（第 32条―第

73条）  

第６章  事業所の組織（第 31条―第

73条）  

第８章  職及び職務等（第 74条―第

88条）  

第７章  職及び職務等（第 74条―第

87条）  

附則  附則  

（本庁の組織）  （本庁の組織）  

第２条  本庁の組織は、次の表のとお

りとする。  

第２条  本庁の組織は、次の表のとお

りとする。  

局  部 又

は 部

課 又

は 課

係  局

又

部 又

は 部

課 又

は 課

係  
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に 相

当 す

る 室

若 し

く は

本部  

 

 

に 相

当 す

る セ

ン タ

ー  

 

危

機

管

理

局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災

企 画

課  

 

危 機

対 策

課  

 

防 犯

対 策

課  

 

企

画

調

整

局  

 ［略］  

調 整

課  

 

 

 

は

局

に

相

当

す

る

室  

に 相

当 す

る 室

若 し

く は

本部  

に 相

当 す

る 室

若 し

く は

セ ン

ター  

市

長

室  

 秘 書

課  

 

国 際

部  

国 際

課  

 

広 報

戦 略

部  

  

 市 民

情 報

サ ー

ビ ス

課  

 

 危 機

管 理

室  

  

企

画

調

整

局  

 ［略］  

調 整

課  
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大学・

教 育

連 携

推 進

課  

 

 秘 書

室  

秘 書

課  

 

広 報

戦 略

部  

  

 ［略］   

地

域

協

働

局  

 ［略］  

地 域

活 性

課  

 

  Ｓ Ｄ

Ｇ ｓ

推 進

課  

 

  Ｓ Ｄ

Ｇ ｓ

推 進

課  

 

企 業

連 携

推 進

課  

 

  大学・

教 育

連 携

推 進

課  

 

 

 

 

 

 

 ［略］   

地

域

協

働

局  

 ［略］  

地 域

活 性

課  
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企 業

連 携

推 進

課  

 

  ［略］  

男 女

共 同

参 画

課  

 

  市 民

情 報

サ ー

ビ ス

課  

 

［

略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

文

化

ス

ポ

ー

ツ

局  

 ［略］  

ス ポ

ー ツ

交 流

課  

 

［略］ ［略］  

［

略

］  

［略

］  

［略

］  

 

経  ［略］  

 

 

 

 

［略］  

男 女

共 同

参 画

課  

 

 

 

 

 

 

［

略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

文

化

ス

ポ

ー

ツ

局  

 ［略］  

国 際

ス ポ

ー ツ

室  

 

［略］ ［略］  

［

略

］  

［略

］  

［略

］  

 

経  ［略］  
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済

観

光

局  

企 業

立 地

課  

 

  国 際

課  

 

  ［略］  

 ［略］ ［略］  

建

設

局  

 ［略］  

技 術

管 理

課  

 

 

 

 

 

［略］  

駅 前

魅 力

創 造

課  

 

 森林・

防 災

部  

防 災

課  

 

河 川

課  

 

森 林

課  

 

 ［略］ ［略］  

済

観

光

局  

企 業

立 地

課  

 

 

 

 

［略］  

［略］ ［略］  

建

設

局  

 ［略］  

技 術

管 理

課  

 

  防 災

課  

 

河 川

課  

 

  ［略］  

駅 前

魅 力

創 造

課  

 

 

 

 

 

 

 

［略］ ［略］  
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都

市

局  

 ［略］ ［略］  

工 務

課  

 

 

 

［略］  

内陸・

臨 海

振 興

課  

 

産 業

団 地

整 備

課  

 

建

築

住

宅

局  

 ［略］  

［略］ ［略］  

 ［略］  

建 築

課  

計 画 調 整 係  建 築

係  

設 備

課  

計 画 調 整 係  電 気

係  機械係  

［略］  

港

湾

局  

 経 営

企 画

課  

 

ウ ォ

ー タ

ー フ

ウ ォ

ー タ

ー フ

 

都

市

局  

 ［略］ ［略］  

工 務

課  

［略］  

  新 都

市 管

理課  

 

  内陸・

臨 海

計 画

課  

 

新 都

市 工

務課  

 

 

建

築

住

宅

局  

 ［略］  

［略］ ［略］  

 ［略］  

建 築

課  

特 定 建 築 係  建 築

係  

設 備

課  

技 術 支 援 係  電 気

係  機械係  

［略］  

港

湾

局  

 経 営

企 画

課  

 

ウ ォ

ー タ

ー フ
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ロ ン

ト 再

開 発

部  

ロ ン

ト 再

開 発

推 進

課  

 ［略］ ［略］  

 

ロ ン

ト 再

開 発

推 進

課  

［略］ ［略］  
 

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

 第２節  市長室  

 （市長室）  

 第３条  市長室に設置する部及び各課

の分掌する事務は、次のとおりとす

る。  

 秘書課  

 (1) 室所管事務の運営管理に係る総

括調整に関すること。  

 (2) 市長及び副市長の秘書に関する

こと。  

 (3) 儀式及び交際に関すること（国

際的なものを除く。）。  

 (4) 叙勲及び褒章に関すること。  

 国際部国際課  

 (1) 国際施策の推進に関する企画、

調査及び調整に関すること。  

 (2) 姉妹都市等との交流に関するこ

と。  

 (3) 国際的な儀式及び交際に関する
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こと。  

 (4) 神戸市立海外移住と文化の交流

センターに関すること。  

 広報戦略部  

 (1) 広報活動の企画及び実施に関す

ること。  

 (2) 報 道 機 関 と の 連 絡 に 関 す る こ

と。  

 (3) 広聴施策の企画及び実施に関す

ること。  

 (4) 市民からの問い合わせ、提案、苦

情、要望等の調整及び処理に関する

こと。  

 市民情報サービス課  

 (1) 情報公開制度及び神戸市情報公

開審査会に関すること。  

 (2) 個人情報保護制度及び神戸市個

人情報保護審査会に関すること。  

 (3) 市政情報の収集、整備及び提供

並びに庁内案内に関すること。  

 (4) 市民の意見提出手続制度に関す

ること。  

 (5) 市民相談に関すること。  

第２節  危機管理局  第３節  危機管理室  

（危機管理局）  （危機管理室）  

第３条  危機管理局に設置する各課の

分掌する事務は、次のとおりとする。 

第 ４ 条  危 機 管 理 室 の 分 掌 す る 事 務

は、次のとおりとする。  
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防災企画課   

(1) 局所管事務の運営管理に係る総

括調整に関すること。  

(1) 室所管事務の運営管理に係る総

括調整に関すること。  

(2) 危機管理に関する施策の企画、

計画の策定及び連絡調整に関する

こと。  

 

(3) 災害時相互応援協定及び災害応

援の総括に関すること。  

 

(4) 交通安全対策に関する施策の企

画、実施及び連絡調整に関するこ

と。  

 

危機対策課   

(1) 危機対策（大規模な災害、事故又

は事件等により、市民の生命、身体

若しくは財産に重大な被害が生じ、

又は生じるおそれがある緊急の事

態への対処をいう。以下同じ。）に

係る事務の総括に関すること。  

(2) 危機管理（大規模な災害、事故又

は事件等により、市民の生命、身体

若しくは財産に重大な被害が生じ、

又は生じるおそれがある緊急の事

態への対処をいう。以下同じ。）に

係る事務の総括に関すること。  

(2) 危機対策に関する施策の企画、

実施及び連絡調整に関すること。  

(3) 危機管理に関する施策の企画、

実施及び連絡調整に関すること。  

(3) 災害等警戒本部及び対策本部に

関すること。  

(4) 災害等警戒本部及び対策本部に

関すること。  

防犯対策課   

 (5) 災害時相互応援協定及び災害応

援の総括に関すること。  

 (6) 交通安全対策に関する施策の企

画、実施及び連絡調整に関するこ
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と。  

防犯対策に関する施策の企画、実施

及び連絡調整に関すること。  

(7) 地域安全対策に関する施策の企

画、実施及び連絡調整に関するこ

と。  

第３節  ［略］  第４節  ［略］  

（企画調整局）  （企画調整局）  

第４条  企画調整局に設置する各部及

び各課の分掌する事務は、次のとお

りとする。  

第５条  企画調整局に設置する各部及

び各課の分掌する事務は、次のとお

りとする。  

企画課  企画課  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 神戸市公立大学法人に関するこ

と。  

 

政策課、調整課  ［略］  政策課、調整課  ［略］  

 ＳＤＧｓ推進課  

 (1) Ｓ Ｄ Ｇ ｓ に 立 脚 し た 政 策 の 企

画、立案及び推進に関すること。  

 (2) 神戸ＳＤＧｓ貢献基金に関する

こと。  

 企業連携推進課  

 (1) 産官学民の連携及び調整に関す

ること。（他の所管に属するものを

除く。）  

 (2) 企業等との連携に関する企画、

立案及び調整に関すること。  

 (3) 個人版及び企業版ふるさと納税

に関すること。  
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大学・教育連携推進課  大学・教育連携推進課  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2)  ［略］  

 (3) 神戸市公立大学法人に関するこ

と。  

(3)～ (8) ［略］  (4)～ (9) ［略］  

秘書室秘書課   

(1) 市長及び副市長の秘書に関する

こと。  

 

(2) 儀式及び交際に関すること（国

際的なものを除く。）。  

 

(3) 叙勲及び褒章に関すること。   

広報戦略部   

(1) 広報活動の企画及び実施に関す

ること。  

 

 (2) 報 道 機 関 と の 連 絡 に 関 す る こ

と。  

 

(3) 広聴施策の企画及び実施に関す

ること。  

 

(4) 市民からの問い合わせ、提案、

苦情、要望等の調整及び処理に関

すること。  

 

デ ジ タ ル 戦 略 部 、 医 療 産 業 都 市 部  

［略］  

デ ジ タ ル 戦 略 部 、 医 療 産 業 都 市 部  

［略］  

第４節  ［略］  第５節  ［略］  

（地域協働局）  （地域協働局）  

第５条  地域協働局に設置する各課の

分掌する事務は、次のとおりとする。 

第６条  地域協働局に設置する各課の

分掌する事務は、次のとおりとする。 
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地域協働課  地域協働課  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

(5) 公益財団法人神戸国際コミュニ

ティセンターに関すること（経済観

光局の所管に属するもの・国際施策

に関するものを除く。）。  

(5) 公益財団法人神戸国際コミュニ

ティセンターに関すること（市長室

の所管に属するもの・国際施策に関

するものを除く。）。  

(6) 神戸市立海外移住と文化の交流

センターに関すること。  

 

地域活性課  ［略］  地域活性課  ［略］  

ＳＤＧｓ推進課   

(1) Ｓ Ｄ Ｇ ｓ に 立 脚 し た 政 策 の 企

画、立案及び推進に関すること。  

 

(2) 神戸ＳＤＧｓ貢献基金に関する

こと。  

 

企業連携推進課   

(1) 産官学民の連携及び調整に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

(2) 企業等との連携に関する企画、

立案及び調整に関すること。  

 

(3) 個人版及び企業版ふるさと納税

に関すること。  

 

区役所課～男女共同参画課  ［略］  区役所課～男女共同参画課  ［略］  

市民情報サービス課   

(1) 情報公開制度及び神戸市情報公

開審査会に関すること。  

 

(2) 個人情報保護制度及び神戸市個  
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人情報保護審査会に関すること。  

(3) 市政情報の収集、整備及び提供

並びに庁内案内に関すること。  

 

(4) 市民の意見提出手続制度に関す

ること。  

 

(5) 市民相談に関すること。   

第５節  ［略］  第６節  ［略］  

（行財政局）  （行財政局）  

第６条  行財政局に設置する各課の分

掌する事務は、次のとおりとする。  

第７条  行財政局に設置する各課の分

掌する事務は、次のとおりとする。  

総務課  ［略］  総務課  ［略］  

業務改革課  行財政局業務改革課  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

庁舎課～資産活用課  ［略］  庁舎課～資産活用課  ［略］  

税務部税務課  税務部税務課  

(1) 部所管事務の運営管理に係る総

括調整に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

(1) 部所管事務の運営管理に係る総

括調整に関すること。  

(2) 税務広報に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

(2) 税務広報に関すること。  

(3) 税務のシステムの総合調整、計

画、開発、管理、運用及び保守に関

すること（他の所管に属するものを

除く。）。  

(3) 税務のシステムの総合調整、計

画、開発、管理、運用及び保守に関

すること。  

(4) 市税の業務改革の総括に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

(4) 市税の業務改革の総括に関する

こと。  
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税務部税制企画課  税務部税制企画課  

(1) 税制の調査及び企画並びに税務

統計に関すること（他の所管に属す

るものを除く。）。  

(1) 税制の調査及び企画並びに税務

統計に関すること。  

(2) 市税関係予算に関すること（他

の所管に属するものを除く。）。  

(2) 市税関係予算に関すること。  

(3) 譲与税、交付金及び県税徴収委

託金の収納に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。  

(3) 譲与税（他の所管に属するもの

を除く。）、交付金（他の所管に属

するものを除く。）及び県税徴収委

託金の収納に関すること。  

(4) 市税関係例規の制定及び改廃に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

(4) 市税関係例規の制定及び改廃に

関すること。  

(5) 市税に関する訴訟に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

(5) 市 税 に 関 す る 訴 訟 に 関 す る こ

と。  

(6) ［略］  (6) ［略］  

税務部市民税企画課  税務部市民税企画課  

(1) 個人の市民税の賦課事務の統括

に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。  

(1) 個人の市民税の賦課事務の統括

に関すること。  

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

税務部市民税第１課、税務部市民税

第２課  ［略］  

税務部市民税第１課、税務部市民税

第２課  ［略］  

税務部法人税務課  税務部法人税務課  

(1) 法人の市民税、事業所税、市たば

こ税、入湯税、給与所得に係る特別

徴収に係る個人の市民税及び軽自

(1) 法人の市民税、事業所税、市たば

こ税、入湯税、給与所得に係る特別

徴収に係る個人の市民税及び軽自
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動車税の賦課に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

動車税の賦課に関すること。  

(2) 法人関係税県市共同窓口に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

(2) 法人関係税県市共同窓口に関す

ること。  

税務部固定資産税企画課  税務部固定資産税企画課  

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦

課事務並びに固定資産の評価事務

の改善及び調整に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦

課事務並びに固定資産の評価事務

の改善及び調整に関すること。  

(2) 固 定 資 産 の 調 査 に 関 す る こ と

（他の所管に属するものを除く。）。 

(2) 固定資産の調査に関すること。  

(3) 固 定 資 産 の 評 価 に 関 す る こ と

（他の所管に属するものを除く。）。 

(3) 固定資産の評価に関すること。

（固定資産税第１課、固定資産税第

２課及び固定資産税第３課の所管

に属するものを除く。）  

(4) 特別土地保有税の賦課に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

(4) 特別土地保有税の賦課に関する

こと。  

(5) 国有資産等所在市町村交付金に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

(5) 国有資産等所在市町村交付金に

関すること。  

(6) 固定資産税関係証明及び住宅用

家屋証明に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。  

 

税務部固定資産税第１課  税務部固定資産税第１課  

(1) 東灘区、灘区、中央区、兵庫区及 (1) 東灘区、灘区、中央区、兵庫区及
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び北区（以下次号までにおいて「担

当区域」という。）に所在する固定

資産（償却資産を除く。）の評価に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

び北区（以下第３号までにおいて

「担当区域」という。）に所在する

固定資産（償却資産及び固定資産税

第 ３ 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）の評価に関すること。  

(2) 担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

(2) 担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること。  

 (3) 担当区域に所在する固定資産税

関係証明及び住宅用家屋証明に関

すること（他の所管に属するものを

除く。）。  

税務部固定資産税第２課  税務部固定資産税第２課  

(1) 長田区、須磨区、垂水区及び西区

（以下次号までにおいて「担当区

域」という。）に所在する固定資産

（償却資産を除く。）の評価に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

(1) 長田区、須磨区、垂水区及び西区

（以下第３号までにおいて「担当区

域」という。）に所在する固定資産

（償却資産及び固定資産税第３課

の所管に属するものを除く。）の評

価に関すること。  

(2) 担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

(2) 担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること。  

 (3) 担当区域に所在する固定資産税

関係証明及び住宅用家屋証明に関
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すること（他の所管に属するものを

除く。）。  

税務部固定資産税第３課  税務部固定資産税第３課  

(1) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋の評価に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

(1) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋の評価に関するこ

と。  

(2) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋に係る固定資産税

及び都市計画税の賦課に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

(2) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋に係る固定資産税

及び都市計画税の賦課に関するこ

と。  

税務部収税企画課  税務部収税企画課  

(1) 市税その他徴収金の督促及び滞

納整理事務の総括に関すること（他

の所管に属するものを除く。）。  

(1) 市税その他徴収金の督促（他の

所管に属するものを除く。）及び滞

納整理事務の総括に関すること。  

(2) ［略］  (2) ［略］  

(3) 市の未収債権（市税その他徴収

金を除く。）の徴収に係る調査及び

総合調整に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。  

(3) 市の未収債権（市税その他徴収

金を除く。）の徴収に係る調査及び

総合調整に関すること。  

税務部収税第１課  税務部収税第１課  

市税その他徴収金の督促及び滞納整

理に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。  

市税その他徴収金の督促（他の所管

に属するものを除く。）及び滞納整

理に関すること。  

税務部収税第２課  税務部収税第２課  

市税その他徴収金の滞納整理に関す 市税その他徴収金の滞納整理に関す
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ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

ること。  

税務部収税第３課  税務部収税第３課  

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること。  

税務部収税第４課  税務部収税第４課  

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること。  

税務部特別滞納整理課  税務部特別滞納整理課  

(1) 市税その他徴収金の滞納整理に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

(1) 市税その他徴収金の滞納整理に

関すること。  

(2) ［略］  (2) ［略］  

税務部収納管理課  税務部収納管理課  

(1) 市税その他徴収金の収納事務の

調査及び企画に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

(1) 市税その他徴収金の収納事務の

調査及び企画に関すること。  

(2) ［略］  (2)  ［略］   

(3) 過誤納金の還付及び充当に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

(3) 過誤納金の還付及び充当に関す

ること。  

(4) 市税の口座振替及び納税貯蓄組

合に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。  

(4) 市税の口座振替及び納税貯蓄組

合に関すること。  

(5) 納税証明に関すること（他の所 (5) 納税証明に関すること。  
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管に属するものを除く。）。  

第６節  ［略］  第７節  ［略］  

（文化スポーツ局）  （文化スポーツ局）  

第７条  文化スポーツ局に設置する各

課の分掌する事務は、次のとおりと

する。  

第８条  文化スポーツ局に設置する各

課の分掌する事務は、次のとおりと

する。  

スポーツ企画課  スポーツ企画課  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) スポーツ及びレクリエーション

の振興に関する諸施策の企画、調査

研究及び連絡調整に関すること（他

の所管に属するものを除く。）。  

(2) スポーツ及びレクリエーション

の振興に関する諸施策の企画、調査

研究及び連絡調整に関すること。  

(3) ［略］  (3) ［略］  

スポーツ交流課  国際スポーツ室  

(1) スポーツ及びレクリエーション

の振興に関する諸施策の企画、調査

研究及び連絡調整に関すること（他

の所管に属するものを除く。 )。  

(1) 国際的なスポーツイベントの誘

致、調査及び調整に関すること。  

(2) 国際的なスポーツイベントに関

すること。  

 

文化交流課、文化財課  ［略］  文化交流課、文化財課  ［略］  

第７節  ［略］  第８節  ［略］  

第８条  ［略］  第９条  ［略］  

第８節  ［略］  第９節  ［略］  

第９条  ［略］  第 10条  ［略］  

第９節  ［略］  第 10節  ［略］  

（こども家庭局）  （こども家庭局）  
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第 10条  こども家庭局に設置する各課

の分掌する事務は、次のとおりとす

る。  

第 11条  こども家庭局に設置する各課

の分掌する事務は、次のとおりとす

る。  

こども企画課  ［略］  こども企画課  ［略］  

こども未来課  こども家庭局こども未来課  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

こども青少年課、家庭支援課  ［略］ こども青少年課、家庭支援課  ［略］ 

子育て支援課  子育て支援課  

(1) ひとり親家庭（母子家庭又は父

子家庭である家庭をいう。以下同

じ。）及び寡婦の福祉及び自立支援

に関すること。  

(1) 一人親家庭（母子家庭又は父子

家庭である家庭をいう。以下同じ。）

及び寡婦の福祉及び自立支援に関

すること。  

(2) ［略］  (2) ［略］  

幼保振興課、幼保事業課  ［略］  幼保振興課、幼保事業課  ［略］  

第 10節  ［略］  第 11節  ［略］  

 （環境局）   

第 11条  環境局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

第 12条  環境局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

環境企画課、脱炭素推進課  ［略］  環境企画課、脱炭素推進課  ［略］  

業務課  業務課  

(1)～ (7) ［略］  (1)～ (7) ［略］  

(8) 犬猫等動物死体の収集及び運搬

等に関すること。  

 

(9)～ (13) ［略］  (8)～ (12) ［略］  

資源循環課、施設課  ［略］  資源循環課、施設課  ［略］  

環境保全課  環境保全課  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  
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(7)  太 陽 光 発 電 施 設 等 の 設 置 及 び

維持管理に係る審査指導に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

(7)  太 陽 光 発 電 施 設 の 設 置 及 び 維

持管理に係る審査指導に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

事 業 系 廃 棄 物 対 策 課 、 自 然 環 境 課  

［略］  

事 業 系 廃 棄 物 対 策 課 、 自 然 環 境 課  

［略］  

第 11節  ［略］  第 12節  ［略］  

（経済観光局）  （経済観光局）  

第 12条  経済観光局に設置する各課の

分掌する事務は、次のとおりとする。 

第 13条  経済観光局に設置する各課の

分掌する事務は、次のとおりとする。 

経済政策課  経済政策課  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

 (4) 企業の海外展開支援に関するこ

と。  

 (5) 外国人材の採用に関すること。  

(4)、 (5) ［略］  (6)、 (7) ［略］  

(6) 企業の外国人材獲得支援に関す

ること。  

 

(7)、 (8) ［略］  (8)、 (9) ［略］  

企業立地課  ［略］  企業立地課  ［略］  

国際課   

(1) 国際施策の推進に関する企画、

調査及び調整に関すること。  

 

(2)  姉妹都市等との交流に関するこ

と。  

 

(3) 国際的な儀式及び交際に関する

こと。  
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(4) 企業の海外展開支援に関するこ

と。  

 

(5) 企業の外国人材獲得支援に関す

ること（経済政策課の所管に属す

るものを除く。）。  

 

新産業創造課～農政計画課  ［略］  新産業創造課～農政計画課  ［略］  

農水産課  農水産課  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3)  農 水 産 物 等 の 消 費 の 拡 大 に 関

すること。  

(3)  農 産 物 等 の 消 費 の 拡 大 に 関 す

ること。  

(4)～ (6) ［略］  (4)～ (6) ［略］  

中央卸売市場運営本部経営課  ［略］ 中央卸売市場運営本部経営課  ［略］ 

第 12節  ［略］  第 13節  ［略］  

（建設局）  （建設局）  

第 13条  建設局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

第 14条  建設局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

総務課  総務課  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) 局の契約等に係る調整及び改善

に関すること。  

事業用地課、技術管理課  ［略］  事業用地課、技術管理課  ［略］  

 防災課  

 (1) 防災の推進及び災害復旧の総括

に関すること。  

 (2) 防災及び河川に係る工事等の施

行に関する事務手続きに関するこ

と。  
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 (3) 局の所管施設に起因する事故の

処理の総括に関すること。  

 (4) 宅地造成、特定盛土又は土石の

堆積に係る審査、許可及び検査に関

すること。  

 (5) 宅地及び盛土の防災の推進に関

すること。  

 (6) 砂防及び治山に関する事業及び

土砂災害対策に関すること。  

 (7) 六甲山系等における森林整備に

関すること。  

 河川課  

 (1) 河川事業の調査、計画及び進行

管理に関すること。  

 (2) 河川の工事及び維持管理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 (3) 河川及び水路に係る管理、許可、

指導及び連絡調整に関すること。  

道路管理課  ［略］  道路管理課  ［略］  

道路計画課  道路計画課  

(1) ［略］  (1) ［略］  

 (2) 自転車利用環境に係る総合的な

施策の推進及び調整に関すること。 

 (3) 自動車駐車場の管理に関するこ

と。  

(2) ［略］  (4) ［略］  
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道路工務課  ［略］  道路工務課  ［略］  

駅前魅力創造課  駅前魅力創造課  

(1) 駅前空間の整備に係る調査及び

設計並びに調整に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

駅前空間の整備に係る調査及び設計

並びに調整に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。  

(2) 自転車利用環境に係る総合的な

施 策 の 推 進 及 び 調 整 に 関 す る こ

と。  

 

(3) 自動車駐車場の管理に関するこ

と。  

 

森林・防災部防災課   

(1) 防災の推進及び調整、災害復旧

の総括に関すること。  

 

(2) 防災及び河川に係る工事等の施

行に関する事務手続きに関するこ

と。  

 

(3) 局の所管施設に起因する事故の

処理の総括に関すること。  

 

(4) 宅地造成、特定盛土又は土石の

堆積に係る審査、許可及び検査に関

すること。  

 

(5) 宅地及び盛土の防災の推進に関

すること。  

 

(6) 砂防及び治山に関する事業及び

土砂災害対策に関すること。  

 

森林・防災部河川課   

(1) 河川事業の調査、計画及び進行  
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管理に関すること。  

(2) 河川の工事及び維持管理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

(3) 河川及び水路に係る管理、許可、

指導及び連絡調整に関すること。  

 

森林・防災部森林課   

(1) 森林・緑化関係施策の推進及び

連携に関すること。  

 

(2) 六甲山系等における森林整備に

関すること。  

 

湾岸・広域幹線道路本部推進課～王

子公園再整備本部王子公園再整備課  

［略］  

湾岸・広域幹線道路本部推進課～王

子公園再整備本部王子公園再整備課  

［略］  

第 13節  ［略］  第 14節  ［略］  

（都市局）  （都市局）  

第 14条  都市局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

第 15条  都市局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

総務課  総務課  

(1) ［略］  (1) ［略］  

 (2) 神戸市まちづくり等基金に関す

ること。  

(2) 産業団地整備事業の経営に関す

ること。  

(3) 新都市整備事業の経営に関する

こと。  

都市計画課～まち再生推進課  ［略］ 都市計画課～まち再生推進課  ［略］ 

駅まち推進課  駅まち推進課  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  
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 (3) ハーバーランド地区に係る事業

の調整に関すること。  

都心再整備本部都心再整備部都心三

宮再整備課～工務課  ［略］  

都心再整備本部都心再整備部都心三

宮再整備課～工務課  ［略］  

 新都市管理課  

 (1) 新都市整備事業に係る造成地及

びその他の不動産の管理（他の所管

に属するものを除く。）並びに調整

に関すること。  

 (2) 新都市整備事業に係る公共施設

等の管理及び運営並びにそれらの

施設の設置者との調整に関するこ

と。  

 (3) 新都市整備事業に係る不動産の

取得及び処分（他の所管に属するも

のを除く。）並びに取得に伴う損失

補償に関すること。  

 (4) 新都市整備事業に係る造成地へ

の企業の誘致に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

 (5) 産業団地就業者神戸移住支援制

度に関すること。  

内陸・臨海振興課  内陸・臨海計画課  

(1) 神戸市が開発した住宅団地及び

産業団地（以下この項において「内

陸・臨海団地」という。）の基本計

画及び基本設計並びに重要事項の

企画及び調査に関すること（他の

(1) 新都市整備事業の基本計画及び

基本設計並びに重要事項の企画及び

調査に関すること。  
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所管に属するものを除く。）。  

(2) 内陸・臨海団地に係る計画決定

及び事業認可等の諸手続に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

(2) 新都市整備事業に係る計画決定

及び事業認可等の諸手続に関するこ

と。  

(3) 内陸・臨海団地に係る工事に関

すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

(3) 新都市整備事業に係る公共施設

用地等の移管事務に関すること。  

(4) 内陸・臨海団地に係る建築物、

電気設備及び機械設備に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 

(5) 内陸・臨海団地に係る造成地及

びその他の不動産の管理（他の所

管に属するものを除く。）並びに調

整に関すること。  

 

(6) 内陸・臨海団地に係る公共施設

等の管理及び運営並びに調整に関

すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

 

(7) 内陸・臨海団地に係る不動産の

取得及び処分（他の所管に属する

ものを除く。）並びに取得に伴う損

失補償に関すること。  

 

(8) 内陸・臨海団地に係る造成地へ

の企業の誘致に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

 

産業団地整備課  新都市工務課  
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(1) 新たに整備する産業団地（以下

この項において「産業団地」とい

う。）の基本計画及び基本設計並び

に重要事項の企画及び調査に関す

ること（他の所管に属するものを

除く。）。  

(1) 新都市整備事業に係る工事に関

すること。  

(2) 産業団地に係る計画決定及び事

業 認 可 等 の 諸 手 続 に 関 す る こ と

（ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

(2) 新都市整備事業に係る建築物、

電気設備及び機械設備に関するこ

と。  

(3) 産業団地の造成に係る工事並び

にその他付帯する工事に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

(3) 新都市整備事業に係る臨海部等

の造成地及び取得地（他の所管に

属するものは除く。）の管理に関す

ること。  

(4) 産業団地に係る造成地及びその

他の不動産の管理並びに調整に関

すること。  

(4) 新都市整備事業の新産業団地整

備に係る計画決定及び事業認可等

の諸手続に関すること。  

(5) 産業団地に係る公共施設等の管

理及び運営並びに移管に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 

(6) 産業団地に係る不動産の取得及

び処分並びに取得に伴う損失補償

に関すること。  

 

(7) 産業団地に係る造成地への企業

の誘致に関すること。  

 

第 14節  ［略］  第 15節  ［略］  

第 15条  ［略］  第 16条  ［略］  
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第 15節  ［略］  第 16節  ［略］  

（港湾局）  （港湾局）  

第 16条  港湾局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

第 17条  港湾局に設置する各課の分掌

する事務は、次のとおりとする。  

経営企画課  ［略］  経営企画課  ［略］  

ウォーターフロント再開発部ウォー

ターフロント再開発推進課  ［略］  

ウ ォ ー タ ー フ ロ ン ト 再 開 発 推 進 課  

［略］  

空港調整課～物流戦略課  ［略］  空港調整課～物流戦略課  ［略］  

工務課  工務課  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 港湾施設等の施設及び海岸保全

施設の維持保全及び工事並びにこ

れらに係る調整に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

(2) 港湾施設及び海岸保全施設の維

持保全及び工事並びにこれらに係

る調整に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

海岸防災課  海岸防災課  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 海岸保全施設及び港湾施設等の

施設の維持保全及び工事並びにこ

れらに係る調整に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

(3) 海岸保全施設及び港湾施設の維

持保全及び工事並びにこれらに係

る調整に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

(4)、 (5) ［略］  (4)、 (5) ［略］  

第 17条～第 19条  ［略］  第 18条～第 20条  ［略］  

第 20条  東灘区役所、灘区役所、中央区

役所、兵庫区役所、北区役所、長田区

役所、須磨区役所、垂水区役所及び西

区 役 所 に 設 置 す る 各 課 の 事 務 分 掌

は、次のとおりとする。  

第 21条  東灘区役所、灘区役所、中央区

役所、兵庫区役所、北区役所、長田区

役所、須磨区役所、垂水区役所及び西

区 役 所 に 設 置 す る 各 課 の 事 務 分 掌

は、次のとおりとする。  
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総務部地域協働課  ［略］  総務部地域協働課  ［略］  

総務部市民課  総務部市民課  

(1)～ (7) ［略］   (1)～ (7) ［略］   

 (8) 市税に関する証明書（固定資産

税関係証明書、住宅用家屋証明書

を除く。）の作成及び交付に関する

こと（中央区役所及び西区役所総

務部市民課を除く。）。  

 総務部保険年金医療課～保健福祉部

生活支援課  ［略］  

 総務部保険年金医療課～保健福祉部

生活支援課  ［略］  

第 21条  北神区役所に設置する各課の

事務分掌は、次のとおりとする。  

第 22条  北神区役所に設置する各課の

事務分掌は、次のとおりとする。  

市民課  市民課  

(1)～ (17) ［略］  (1)～ (17) ［略］  

 (18) 市税に関する証明書（固定資産

税関係証明書、住宅用家屋証明書

を除く。）の作成及び交付に関する

こと。  

 地域協働課、保健福祉課  ［略］   地域協働課、保健福祉課  ［略］  

第 22条、第 23条  ［略］  第 23条、第 24条  ［略］  

（ 須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 の 分 掌 事

務）  

（ 須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 の 分 掌 事

務）  

第 24条  須磨区役所北須磨支所に設置

する各課の分掌する事務は、次のと

おりとする。  

第 25条  須磨区役所北須磨支所に設置

する各課の分掌する事務は、次のと

おりとする。  

市民課  市民課  

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  
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 (6) 市税に関する証明書（固定資産

税関係証明書、住宅用家屋証明書を

除く。）の作成及び交付に関するこ

と。  

(6)～ (11) ［略］  (7)～ (12) ［略］  

保険年金医療課～生活支援課  ［略］ 保険年金医療課～生活支援課  ［略］ 

（西区役所玉津支所）  （西区役所玉津支所）  

第 25条  ［略］  第 26条  ［略］  

２  玉津支所の事務分掌は、次のとお

りとする。  

２  玉津支所の事務分掌は、次のとお

りとする。  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

 (7) 特別永住者の手続きに関するこ

と。  

(7)～ (12) ［略］  (8)～ (13) ［略］  

 (14) 市税に関する証明書（住宅用家

屋証明書を除く。）の作成及び交付

に関すること。  

 (15) 市税 そ の 他 徴 収 金の 収 納 に 関

すること。  

(13) ［略］  (16) ［略］  

（区役所出張所）  （区役所出張所）  

第 26条  北区役所山田出張所（以下「山

田出張所」という。）は、北区総務部

地域協働課の所管とし、北神区役所

有馬出張所（以下「有馬出張所」とい

う。）、北神区役所道場出張所（以下

「道場出張所」という。）、北神区役

第 27条  北区役所山田出張所（以下「山

田出張所」という。）は、北区総務部

地域協働課の所管とし、北神区役所

有馬出張所（以下「有馬出張所」とい

う。）、北神区役所道場出張所（以下

「道場出張所」という。）、北神区役
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所八多出張所（以下「八多出張所」と

いう。）、北神区役所大沢出張所（以

下「大沢出張所」という。）、北神区

役所長尾出張所（以下「長尾出張所」

という。）及び北神区役所淡河出張所

（以下「淡河出張所」という。）は、

北神区役所地域協働課の所管とし、

垂水区役所明舞出張所（以下「明舞出

張所」という。）は、垂水区役所総務

部地域協働課の所管とし、西区役所

伊川谷出張所（以下「伊川谷出張所」

という。）、西区役所櫨谷出張所（以

下「櫨谷出張所」という。）、西区役

所押部谷出張所（以下「押部谷出張

所」という。）、西区役所平野出張所

（以下「平野出張所」という。）、西

区役所神出出張所（以下「神出出張

所」という。）及び西区役所岩岡出張

所（以下「岩岡出張所」という。）は、

西区役所総務部地域協働課の所管と

し、係相当の事務所とする。  

所八多出張所（以下「八多出張所」と

いう。）、北神区役所大沢出張所（以

下「大沢出張所」という。）、北神区

役所長尾出張所（以下「長尾出張所」

という。）及び北神区役所淡河出張所

（以下「淡河出張所」という。）は、

北神区役所市民課の所管とし、垂水

区役所明舞出張所（以下「明舞出張

所」という。）は、垂水区役所総務部

地域協働課の所管とし、西区役所伊

川谷出張所（以下「伊川谷出張所」と

いう。）、西区役所櫨谷出張所（以下

「櫨谷出張所」という。）、西区役所

押部谷出張所（以下「押部谷出張所」

という。）、西区役所平野出張所（以

下「平野出張所」という。）、西区役

所神出出張所（以下「神出出張所」と

いう。）及び西区役所岩岡出張所（以

下「岩岡出張所」という。）は、西区

役所総務部地域協働課の所管とし、

係相当の事務所とする。  

２  山田出張所、有馬出張所、道場出張

所、八多出張所、大沢出張所、長尾出

張所、淡河出張所、明舞出張所、伊川

谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張

所、平野出張所、神出出張所及び岩岡

出張所の事務分掌は、次のとおりと

する。  

２  山田出張所、有馬出張所、道場出張

所、八多出張所、大沢出張所、長尾出

張所、淡河出張所、明舞出張所、伊川

谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張

所、平野出張所、神出出張所及び岩岡

出張所の事務分掌は、次のとおりと

する。  
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(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

 (6) 市税に関する証明書（住宅用家

屋証明書を除く。）の作成及び交付

に関すること（山田出張所、北神区

役所各出張所及び明舞出張所では

固定資産税関係証明書を除く。）。 

(6)～ (10) ［略］  (7)～ (11) ［略］  

第５章  市税事務所の組織   

 （市税事務所の組織）   

第 27条  神戸市市税事務所（以下「市税

事務所」という。）は、行財政局の所

管とする。  

 

２  市税事務所の組織は、次の表のと

おりとし、部相当の事務所とする。  

 

市 税

事 務

所  

税務課   

税制企画課   

市 民 税 企 画

課  

 

市 民 税 第 １

課  

東 灘 市 税 の 窓

口  中 央 市 税

の 窓 口  北 市

税の窓口  

市 民 税 第 ２

課  

灘 市 税 の 窓 口  

須 磨 市 税 の 窓

口  垂 水 市 税

の窓口  

法人税務課   
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固 定 資 産 税

企画課  

 

固 定 資 産 税

第１課  

 

固 定 資 産 税

第２課  

 

固 定 資 産 税

第３課  

 

収税企画課   

収税第１課   

収税第２課   

収税第３課   

収税第４課   

特 別 滞 納 整

理課  

 

収納管理課   
 

（市税事務所の分掌事務）   

第 28条  市税事務所に設置する各課の

分掌する事務は、次のとおりとする。 

 

市税事務所税務課   

(1) 市税事務所所管事務の運営管理

に係る総括調整に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

 

(2) 税務広報に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

 

(3) 税務のシステムの総合調整、計

画、開発、管理、運用及び保守に関

すること（他の所管に属するものを
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除く。）。  

(4) 市税の業務改革の総括に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所税制企画課   

(1) 税制の調査及び企画並びに税務

統計に関すること（他の所管に属す

るものを除く。）。  

 

(2) 市税関係予算に関すること（他

の所管に属するものを除く。）。  

 

(3) 譲与税、交付金及び県税徴収委

託金の収納に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。  

 

(4) 市税関係例規の制定及び改廃に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

 

(5) 市税に関する訴訟に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

 

(6) 市 税 の 業 務 改 革 に 関 す る こ と

（他の所管に属するものを除く。）。 

 

市税事務所市民税企画課   

(1) 個人の市民税の賦課事務の統括

に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。  

 

(2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  
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(3) 市税に関する証明及び閲覧に係

る事務に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

 

(4) 市税の窓口の運営管理に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所市民税第１課   

(1) 個人の市民税の賦課に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 

(2) 市税に関する証明及び閲覧に係

る事務に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

 

(3) 市税の窓口の運営管理に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所市民税第１課東灘市税の

窓口、中央市税の窓口及び北市税の

窓口  

 

(1) 市税に関する証明の発行及び閲

覧に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。  

 

(2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所市民税第２課   

(1) 個人の市民税の賦課に関するこ  
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と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

(2) 市税に関する証明及び閲覧に係

る事務に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

 

(3) 市税の窓口の運営管理に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所市民税第２課灘市税の窓

口、須磨市税の窓口及び垂水市税の

窓口  

 

(1) 市税に関する証明の発行及び閲

覧に関すること（他の所管に属す

るものを除く。）。  

 

(2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（他の所管に属するものを

除く。）。  

 

市税事務所法人税務課   

(1) 法人の市民税、事業所税、市たば

こ税、入湯税、給与所得に係る特別

徴収に係る個人の市民税及び軽自

動車税の賦課に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

 

(2) 法人関係税県市共同窓口に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所固定資産税企画課   
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(1) 固定資産税及び都市計画税の賦

課事務並びに固定資産の評価事務

の改善及び調整に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

 

(2) 固 定 資 産 の 調 査 に 関 す る こ と

（他の所管に属するものを除く。）。 

 

(3) 固 定 資 産 の 評 価 に 関 す る こ と

（他の所管に属するものを除く。）。 

 

(4) 特別土地保有税の賦課に関する

こと（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

(5) 国有資産等所在市町村交付金に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

 

(6) 固定資産税関係証明及び住宅用

家屋証明に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。  

 

市税事務所固定資産税第１課   

(1) 東灘区、灘区、中央区、兵庫区及

び北区（以下この項において「担当

区域」という。）に所在する固定資

産（償却資産を除く。）の評価に関

すること（他の所管に属するものを

除く。）。  

 

(2) 担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都 市計画 税の賦課に 関す

ること（他の所管に属するものを除
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く。）。  

市税事務所固定資産税第２課   

(1) 長田区、須磨区、垂水区及び西区

（以下この項において「担当区域」

という。）に所在する固定資産（償

却資産を除く。）の評価に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 

(2) 担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所固定資産税第３課   

(1) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋の評価に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 

(2) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋に係る固定資産税

及び都市計画税の賦課に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 

市税事務所収税企画課   

(1) 市税その他徴収金の督促及び滞

納整理事務の総括に関すること（他

の所管に属するものを除く。）。  

 

(2) 国民健康保険、介護保険及び後  
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期高齢者医療制度に係る保険料そ

の他徴収金の滞納整理に関するこ

と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）。  

(3) 市の未収債権（市税その他徴収

金を除く。）の徴収に係る調査及び

総合調整に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。  

 

市税事務所収税第１課   

市税その他徴収金の督促及び滞納整

理に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。  

 

市税事務所収税第２課   

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所収税第３課   

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所収税第４課   

市税その他徴収金の滞納整理に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所特別滞納整理課   

(1) 市税その他徴収金の滞納整理に

関すること（他の所管に属するもの
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を除く。）。  

(2) 国民健康保険、介護保険及び後

期高齢者医療制度に係る保険料そ

の他徴収金の滞納整理に関するこ

と。（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

市税事務所収納管理課   

(1) 市税その他徴収金の収納事務の

調査及び企画に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

 

(2) 市税のその他徴収金の収納、収

納管理及び督促に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。  

 

(3) 過誤納金の還付及び充当に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

 

(4) 市税の口座振替及び納税貯蓄組

合に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。  

 

(5) 納税証明に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。  

 

第６章  ［略］  第５章  ［略］  

第 29条～第 31条  ［略］  第 28条～第 30条  ［略］  

第７章  ［略］  第６章  ［略］  

第 32条  ［略］  第 31条  ［略］  

（東京事務所）  （東京事務所）  

第 33条  企画調整局東京事務所（以下 第 32条  企画調整局東京事務所（以下
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「東京事務所」という。）は、次に掲

げる事務を分掌する。  

「東京事務所」という。）は、次に掲

げる事務を分掌する。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 東京圏における情報発信に関す

ること。  

(2) 市政、観光等の紹介に関するこ

と。  

第 34条  ［略］  第 33条  ［略］  

（三宮証明サービスコーナー）  （三宮証明サービスコーナー）  

第 35条  地域協働局住民課三宮証明サ

ービスコーナー（以下「三宮証明サー

ビスコーナー」という。）は、住民票、

戸籍及び個人の印鑑の登録に関する

文書の作成及び交付に関する事務を

分掌する。  

第 34条  地域協働局住民課三宮証明サ

ービスコーナー（以下「三宮証明サー

ビスコーナー」という。）は、次に掲

げる事務を分掌する。  

 (1) 住民票、戸籍及び個人の印鑑の

登録に関する文書の作成及び交付

に関すること。  

 (2) 市税に関する証明書の作成及び

交付に関すること。  

第 36条  ［略］  第 35条  ［略］  

（消費生活センター）  （消費生活センター）  

第 37条  ［略］  第 36条  ［略］  

２  消費生活センターは、次に掲げる

事務を分掌する。  

２  消費生活センターは、次に掲げる

事務を分掌する。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 生活必需物資の安定供給の確保

に関すること。  

(4) 物価情報の収集及び提供に関す

ること。  

(5)～ (7) ［略］  (5)～ (7) ［略］  
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第 38条  ［略］  第 37条  ［略］  

（市税の窓口）  （市税の窓口）  

第 39条  行財政局税務部市民税第１課

東灘市税の窓口、中央市税の窓口、北

市税の窓口、行財政局税務部市民税

第２課灘市税の窓口、須磨市税の窓

口、垂水市税の窓口は、次に掲げる事

務を分掌する。  

第 38条  行財政局税務部市民税第１課

課東灘市税の窓口、中央市税の窓口、

北市税の窓口、行財政局税務部市民

税第２課灘市税の窓口、須磨市税の

窓口、垂水市税の窓口は、次に掲げる

事務を分掌する。  

(1) 市税に関する証明の発行及び閲

覧に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。  

(1) 市税に関する証明の発行及び閲

覧に関すること。  

(2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。  

(2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること。  

第 40条  ［略］  第 39条  ［略］  

（博物館の組織）  （博物館の組織）  

第 41条  文化スポーツ局博物館（以下

「博物館」という。）の組織は、次の

表のとおりとする。  

第 40条  文化スポーツ局博物館（以下

「博物館」という。）の組織は、次の

表のとおりとする。  

課又は第

２類の事

業所  

係又は第３類の事業所  

事業課   

学芸課   

小 磯 記 念

美術館  

神戸ゆかりの美術館  

 

課又は第

２類の事

業所  

係又は第３類の事業所  

管理課   

学芸課   

小磯記念   

美術館  神戸ゆかりの美術館  
 

（博物館の分掌事務）  （博物館の分掌事務）  
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第 42条  博物館に設置する各課及び事

業所の事務分掌は、次のとおりとす

る。  

第 41条  博物館に設置する各課及び事

業所の事務分掌は、次のとおりとす

る。  

事業課  管理課  

(1) 博物館の管理及び運営に関する

こと。  

博 物 館 の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る こ

と。  

(2) 博物館の広報活動及び地域連携

事業に関すること。  

 

学芸課～神戸ゆかりの美術館  ［略］ 学芸課～神戸ゆかりの美術館  ［略］ 

第 43条～第 45条  ［略］  第 42条～第 44条  ［略］  

 （和光園）  

 第 45条  福祉局和光園（以下「和光園」

という。）は、次の各号のいずれかに

該当する者を入所させて、これを保

護するに必要な業務を行う。  

 (1) 65歳以上の者であって、身体上

若しくは精神上又は環境上の理由

及び経済的理由により居宅におい

て養護を受けることが困難なもの  

 (2) 18歳以上の者であって、身体上

又は精神上著しい欠陥があるため

独立して日常生活を営むことので

きないもの  

 ２  和光園は、次に掲げる事務を分掌

する。  

 (1) 入所者の介護に関すること。  

 (2) 入 所 者 の 生 活 指 導 に 関 す る こ
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と。  

 (3) 入所者の診療及び看護に関する

こと。  

 (4) 入所者の栄養管理及び栄養指導

に関すること。  

 (5) ケ ア ハ ウ ス 和 光 園 に 関 す る こ

と。  

（保健所の組織）  （保健所の組織）  

第 47条  健康局保健所（以下「保健所」

という。）の組織は、次の表のとおり

とする。  

第 47条  健康局保健所（以下「保健所」

という。）の組織は、次の表のとおり

とする。  

部  課又は第

２類の事

業所  

係又は第３類の事業

所  

 ［略］  ［略］  

西 部 衛 生

監 視 事 務

所  

 

 

 

［略］   

［ 略

］  

［略］   

 

部  課又は第

２類の事

業所  

係又は第３類の事業

所  

 ［略］  ［略］  

西 部 衛 生

監 視 事 務

所  

 

健 康 科 学

研究所  

感 染 症 部  生 活 科 学

部  

［略］   

［ 略

］  

［略］   

 

２  ［略］  ２  ［略］  

（保健所の分掌事務）  （保健所の分掌事務）  

第 48条  ［略］  第 48条  ［略］  

保健課～衛生監視事務所  ［略］  保健課～衛生監視事務所  ［略］  
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 健康科学研究所  

 (1) 衛生に関する調査、研究及び指

導に関すること。  

 (2)  衛 生 に 関 す る 試 験 及 び 検 査 に

関すること。  

食品衛生検査所～精神保健福祉セン

ター  ［略］  

食品衛生検査所～精神保健福祉セン

ター  ［略］  

保健センター  保健センター  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

 (7) 結核検診事業の企画、調整及び

実施に関すること。  

(7) 結核、感染症、生活習慣病等の対

策に関すること（保健課に属するも

のを除く。）。  

(8) 結核、感染症、生活習慣病等の対

策に関すること。  

(8) 予防接種事業に関すること（保

健課に属するものを除く。）。  

(9) 予防接種事業の企画、調整及び

実施に関すること。  

(9) ［略］  (10) ［略］  

保健福祉部  ［略］  保健福祉部  ［略］  

（健康科学研究所の組織）   

第 49条  健康局健康科学研究所（以下

「健康科学研究所」という。）の組織

は、次の表のとおりとする。  

 

課又は第

２類の事

業所  

係又は第３類の事業所  

第 １ 衛 生

研究部  
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第 ２ 衛 生

研究部  

 

 

（健康科学研究所の分掌事務）   

第 50条  健康科学研究所及び健康科学

研究所に設置する各研究部の分掌す

る事務は、次のとおりとする。  

 

健康科学研究所   

健康科学研究所の検査等に関する信

頼性確保業務に関すること。  

 

第１衛生研究部   

(1) 健康科学研究所の管理及び運営

に関すること。  

 

(2) 主に食品・環境化学の衛生に関

する調査、研究及び指導に関する

こと。  

 

(3) 主に食品・環境化学の衛生に関

する試験及び検査に関すること。  

 

第２衛生研究部   

(1) 主 に 感 染 症 の 衛 生 に 関 す る 調

査、研究及び指導に関すること。  

 

(2) 主に感染症の衛生に関する試験

及び検査に関すること。  

 

第 51条～第 58条  ［略］  第 49条～第 56条  ［略］  

（環境局事業所）  （環境局事業所）  

第 59条  ［略］  第 57条  ［略］  

２  環境局事業所は、次に掲げる事務

を分掌する。  

２  環境局事業所は、次に掲げる事務

を分掌する。  
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(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) 一般廃棄物（し尿を除く。）の処

理に係る手数料の徴収に関するこ

と。  

第 60条～第 64条  ［略］  第 58条～第 62条  ［略］  

（農業振興センター）  （農業振興センター）  

第 65条  経済観光局西農業振興センタ

ー（以下「西農業振興センター」とい

う。）は、次に掲げる事務を分掌する。 

第 63条  経済観光局西農業振興センタ

ー（以下「西農業振興センター」とい

う。）は、次に掲げる事務を分掌する。 

(1)～ (8) ［略］  (1)～ (8) ［略］  

 (9) 兵庫県農業共済組合が行う農業

共済事業及び収入保険制度に関す

ること。  

(9)～ (15) ［略］  (10)～ (16) ［略］  

２  経 済 観 光 局 北 農 業 振 興 セ ン タ ー

（以下「北農業振興センター」とい

う。）は、次に掲げる事務を分掌する。 

２  経 済 観 光 局 北 農 業 振 興 セ ン タ ー

（以下「北農業振興センター」とい

う。）は、次に掲げる事務を分掌する。 

(1)～ (8) ［略］   (1)～ (8) ［略］   

 (9) 兵庫県農業共済組合が行う農業

共済事業（家畜共済事業を除く。）

及び収入保険制度に関すること。  

(9)～ (15) ［略］  (10)～ (16) ［略］  

第 66条～第 71条  ［略］  第 64条～第 69条  ［略］  

 （西神整備事務所）  

 第 70条  都市局西神整備事務所（以下

「西神整備事務所」という。）は、次

に掲げる事務を分掌する。  
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 (1) 新都市整備事業に係る内陸部の

工事の監督に関すること。  

 (2) 新都市整備事業に係る内陸部の

造成地及び取得地（他の所管に属す

るものは除く。）の管理に関するこ

と。  

（神戸港管理事務所）  （神戸港管理事務所）  

第 72条  港湾局神戸港管理事務所（以

下「神戸港管理事務所」という。）は、

次に掲げる事務を分掌する。  

第 71条  港湾局神戸港管理事務所（以

下「神戸港管理事務所」という。）は、

次に掲げる事務を分掌する。  

(1) 港湾施設等の施設及び普通財産

の管理に関すること（他の所管に属

するものを除く。）。  

(1) 港湾施設及び普通財産の管理に

関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。  

(2)  ［略］   (2) ［略］  

 第 72条  削除  

第８章  ［略］  第７章  ［略］  

（危機管理監、広報官、局長等）  （危機管理監、広報官、局長等）  

第 74条  ［略］  第 74条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

 ３  市長室秘書課に国際渉外秘書官を

置く。  

 ４  市長室国際部国際課に国際経済連

携専門官を置く。  

 ５  市長室広報戦略部にホームページ

監理官及びカスタマー DXマネージャ

ーを置く。  

 ６  市 長 室 広 報 戦 略 部 に 相 談 員 を 置
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く。  

３  危機管理局に防災専門官を置く。  ７  危機管理室に防災専門官を置く。  

４  ［略］  ８  ［略］  

５  企画調整局秘書室秘書課に国際渉

外秘書官を置く。  

 

６  企画調整局広報戦略部にホームペ

ージ監理官、カスタマー DXマネージ

ャー及びクリエイティブディレクタ

ーを置く。  

 

７  企画調整局広報戦略部に相談員を

置く。  

 

８  地域協働局地域協働課に地域おこ

し隊チーフ及び地域日本語教育総括

プロデューサーを置く。  

 

９  地域協働局企業連携推進課に企業

連携調整官及び企業連携コーディネ

ーターを置く。  

９  企画調整局産学連携推進課に企業

連携調整官及び企業連携コーディネ

ーターを置く。  

10～ 15 ［略］  10～ 15 ［略］  

16 経済観光局国際課に国際経済連携

専門官を置く。  

 

17、 18 ［略］  16、 17 ［略］  

19 建設局森林・防災部森林課に森林

官を置く。  

18 建設局防災課に森林官を置く。  

20 建築住宅局政策課に企画専門官を

置く。  

 

21 北須磨支所に所長を、玉津支所に

所長及び副所長を、山田出張所、有馬

19 北須磨支所に所長を、玉津支所に

所長及び副所長を、山田出張所、有馬
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出張所、道場出張所、八多出張所、大

沢出張所、長尾出張所、淡河出張所、

明舞出張所、伊川谷出張所、櫨谷出張

所、押部谷出張所、平野出張所、神出

出 張 所 及 び 岩 岡 出 張 所 に 所 長 を 置

く。  

出張所、道場出張所、八多出張所、大

沢出張所、長尾出張所、淡河出張所、

伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出

張所、平野出張所、神出出張所及び岩

岡出張所に所長を置く。  

22、 23 ［略］  20、 21 ［略］  

24 東京事務所、男女共同参画センタ

ー、職員研修所、保育所、こども家庭

センター、環境局事業所、自動車管理

事務所、建設事務所及び森林整備事

務所に副所長を、総合療育センター

まるやま学園及びあけぼの学園、東

部療育センターひまわり学園並びに

西部療育センターのばら学園に園長

を、博物館に事務局長、事務室長、事

務長及び副館長を、健康科学研究所

に部長を置く。  

22 東京事務所、男女共同参画センタ

ー、職員研修所、こども家庭センタ

ー、環境局事業所、自動車管理事務

所、建設事務所及び森林整備事務所

に副所長を、総合療育センターまる

やま学園及びあけぼの学園、東部療

育センターひまわり学園並びに西部

療育センターのばら学園に園長を、

博物館に事務局長、事務室長、事務長

及び副館長を、健康科学研究所に部

長を置く。  

25 ［略］   23 ［略］   

第 75条  市長は、特に必要があると認

めるときは、次の各号に掲げる内部

組織の区分に応じ、当該各号に定め

る補職名を置くことができる。  

第 75条  市長は、特に必要があると認

めるときは、次の各号に掲げる内部

組織の区分に応じ、当該各号に定め

る補職名を置くことができる。  

(1)～ (10) ［略］  (1)～ (10) ［略］  

 (11) 和光園  副園長  

(11)～ (20) ［略］  (12)～ (21) ［略］  

２  前項第９号から第 20号までに掲げ

るもののほか、市長が特に必要があ

２  前項第９号から第 21号までに掲げ

るもののほか、市長が特に必要があ
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ると認めるときは、第１類の事業所

に副所長、部長、課長、係長、調査役

又は専門役を、第２類の事業所に副

所長、課長、係長、調査役又は専門役

を、第３類の事業所に副所長、係長、

調査役又は専門役を置くことができ

る。  

ると認めるときは、第１類の事業所

に副所長、部長、課長、係長、調査役

又は専門役を、第２類の事業所に副

所長、課長、係長、調査役又は専門役

を、第３類の事業所に副所長、係長、

調査役又は専門役を置くことができ

る。  

（市税事務所の職）   

第 76条  市税事務所の所長は、行財政

局税務部長をもって充てる  。  

 

２  市税事務所の部長（市民税担当、固

定資産税担当及び市税徴収担当）は、

行財政局税務部の部長（市民税担当、

固定資産税担当及び市税徴収担当）

をもって充てる。  

 

３  別表第６の表の左欄に掲げる市税

事務所の組織における職は、同表の

右欄に掲げる税務部の組織における

職をもって充てる。  

 

４  前項に定めるもののほか、別表第

７の表の左欄に掲げる市税事務所の

組織における職は、同表の右欄に掲

げる地域協働局及び区役所の組織に

おける職をもって充てる。  

 

第 77条  ［略］  第 76条  ［略］  

（保健所の職）  （保健所の職）  

第 78条  ［略］  第 77条  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  
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４  別表第８の表の左欄に掲げる保健

所の組織における別表第９の表の左

欄に掲げる保健所の職は、別表第８

の表の左欄に掲げる保健所の組織の

区分に応じてそれぞれ同表の右欄に

掲げる区役所における別表第９の表

の左欄に掲げる保健所の職の区分に

応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる

区役所の職をもって充てる。  

４  別表第６の表の左欄に掲げる保健

所の組織における別表第７の表の左

欄に掲げる保健所の職は、別表第６

の表の左欄に掲げる保健所の組織の

区分に応じてそれぞれ同表の右欄に

掲げる区役所における別表第７の表

の左欄に掲げる保健所の職の区分に

応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる

区役所の職をもって充てる。  

５  別表第 10の表の左欄に掲げる保健

所の組織における別表第 11の表の左

欄に掲げる保健所の職は、別表第 10

の表の左欄に掲げる保健所の組織の

区分に応じてそれぞれ同表の右欄に

掲げる区役所における別表第 11の表

の左欄に掲げる保健所の職の区分に

応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる

区役所の職をもって充てる。  

５  別表第８の表の左欄に掲げる保健

所の組織における別表第９の表の左

欄に掲げる保健所の職は、別表第８

の表の左欄に掲げる保健所の組織の

区分に応じてそれぞれ同表の右欄に

掲げる区役所における別表第９の表

の左欄に掲げる保健所の職の区分に

応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる

区役所の職をもって充てる。  

第 79条  ［略］  第 78条  ［略］  

（職務）  （職務）  

第 80条  ［略］  第 79条  ［略］  

２～７  ［略］  ２～７  ［略］  

 ８  国際渉外秘書官は、上司の命を受

け、市長及び副市長の通訳及びその

統括並びに市長及び副市長に係る海

外との渉外調整支援を行う。  

 ９  国際経済連携専門官は、上司の命

を受け、高度人材及び企業の誘致並
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びに市内企業と海外企業の交流促進

を行う。  

 10 ホームページ監理官は、上司の命

を受け、市ホームページの管理運営

業務を行う。  

 11 カスタマー DXマネージャーは、上

司の命を受け、広聴業務のデジタル

化の推進及び総合調整を行う。  

 12 相談員は、上司の命を受け、市民か

らの相談業務を行う。  

８、９  ［略］  13、 14 ［略］  

10 国際渉外秘書官は、上司の命を受

け、市長及び副市長の通訳及びその

統括並びに市長及び副市長に係る海

外との渉外調整支援を行う。  

 

11 ホームページ監理官は、上司の命

を受け、市ホームページの管理運営

業務を行う。  

 

12 カスタマー DXマネージャーは、上

司の命を受け、広聴業務のデジタル

化の推進及び総合調整を行う。  

 

13 クリエイティブディレクターは、

上司の命を受け、広報物の企画立案、

作成及び助言を行う。  

 

14 相談員は、上司の命を受け、市民か

らの相談業務を行う。  

 

15 地域おこし隊チーフは、上司の命  
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を受け、地域おこし隊の活動支援及

び事業の総合調整を行う。  

16 地域日本語教育総括プロデューサ

ーは、上司の命を受け、市内の日本語

教育推進に向けた施策の企画、実施

及び連絡調整を行う。  

 

17～ 22 ［略］  15～ 20 ［略］  

23 国際経済連携専門官は、上司の命

を受け、高度人材及び企業の誘致並

びに市内企業と海外企業の交流促進

を行う。  

 

24～ 27 ［略］  21～ 24 ［略］  

28 企画専門官は、上司の命を受け、政

策課題の解決に向けた施策の立案、

広報及び助言を行う。  

 

29、 30 ［略］  25、 26 ［略］  

第 81条  ［略］  第 80条  ［略］  

２～４  ［略］  ２～４  ［略］  

５  保育所の副所長は、上司の命を受

け、所長を補佐し、所属職員を指揮監

督する。  

５  和光園の副園長は、上司の命を受

け、園長を補佐し、所属職員を指揮監

督する。  

６～ 10 ［略］  ６～ 10 ［略］  

第 82条、第 83条  ［略］  第 81条、第 82条  ［略］  

（事務分担）  （事務分担）  

第 84条  組 織 の 事 務 を 主 管 し な い 局

長、部長、課長、係長、調査役及び専

門役の事務分担は、局の事務を主管

第 83条  組 織 の 事 務 を 主 管 し な い 局

長、部長、課長及び係長の事務分担

は、危機管理監、局の事務を主管する
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する局長、会計室長、区長等又は事業

所の所管部局の長が定める。  

局長、市長室長、会計室長、区長等又

は事業所の所管部局の長が定める。  

２～５  ［略］  ２～５  ［略］  

６  第 74条及び第 75条に規定する職員

以外の職員（第２条、第 17条及び第 19

条 に 規 定 す る 組 織 に 属 す る 者 に 限

る。）の配置及び担当事務は、課等の

長又は課の事務を主管しない課長が

定める。  

６  第 208条及び第 209条に規定する職

員以外の職員（第２条、第 134条及び

第 136条 に 規 定 す る 組 織 に 属 す る 者

に限る。）の配置及び担当事務は、課

等の長又は課の事務を主管しない課

長が定める。  

７  第 74条及び第 75条に規定する職員

以外の職員（第 23条に規定する組織

に属する者に限る。）の配置について

は所長が、担当事務については課の

事務を主管する課長が定める。  

７  第 208条及び第 209条に規定する職

員以外の職員（第 143条に規定する組

織に属する者に限る。）の配置につい

ては所長が、担当事務については課

の事務を主管する課長が定める。  

８  第 74条及び第 75条に規定する職員

以外の職員（玉津支所に属する者に

限る。）の担当事務は、所長が定める。 

８  第 208条及び第 209条に規定する職

員以外の職員（玉津支所に属する者

に限る。）の担当事務は、所長が定め

る。  

９  第 74条及び第 75条に規定する職員

以外の職員（福祉事務所及び福祉事

務所支所に属する者に限る。）の担当

事務は、課の事務を主管する課長（福

祉事務所支所にあっては、支所長）が

定める。  

９  第 208条及び第 209条に規定する職

員以外の職員（福祉事務所及び福祉

事務所支所に属する者に限る。）の担

当事務は、課の事務を主管する課長

（福祉事務所支所にあっては、支所

長）が定める。  

10 第 74条及び第 75条に規定する職員

以外の職員（事業所に属する者に限

る。）の配置及び担当事務は、次の各

号に掲げる事業所の区分に従い、当

10 第 208条及び第 209条に規定する職

員以外の職員（事業所に属する者に

限る。）の配置及び担当事務は、次の

各号に掲げる事業所の区分に従い、
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該各号に定める者が定める。  当該各号に定める者が定める。  

(1)、 (2)  ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) こども家庭センター  副所長  

(3) ［略］  (4) ［略］  

第 85条  ［略］  第 84条  ［略］  

（代行）  （代行）  

第 86条  危機管理監に事故があるとき

は、危機管理局副局長がその事務を

代行する。  

第 85条  危機管理監に事故があるとき

は、危機管理室長がその事務を代行

する。  

２  第 74条及び第 75条に規定する職員

（係長、作業長、守衛長及び総括班長

を除く。）に事故があるときは、当該

事務を所掌する直近下位の第 74条及

び第 75条に規定する職員（作業長、守

衛長及び総括班長を除く。）がその事

務を代行する。  

２  第 208条及び第 209条に規定する職

員（係長、作業長、守衛長及び総括班

長を除く。）に事故があるときは、当

該 事 務 を 所 掌 す る 直 近 下 位 の 第 208

条及び第 209条に規定する職員（作業

長、守衛長及び総括班長を除く。）が

その事務を代行する。  

３  前項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる事業所長に事故があると

きは、当該各号に定める者が、その事

務を代行する。  

３  前項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる事業所長に事故があると

きは、当該各号に定める者が、その事

務を代行する。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) 和光園の園長  副園長又はあら

かじめ福祉局長が定める者  

(3)～ (6) ［略］  (4)～ (7) ［略］  

 (8) 西神整備事務所の所長  あらか

じめ都市局長が定める者  

(7) ［略］  (9) ［略］  
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第 87条、第 88条  ［略］  第 86条、第 87条  ［略］  

別表第１（第 32条関係）  別表第１（第 31条関係）  

名称  所属  区

分  

主たる事務

所  

事業

所の

長  

東 京

事 務

所  

 

［略］  ［

略

］  

東 京 都 港 区

虎 ノ 門 １ 丁

目 17番１号  

［略

］  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

玉 津

南 公

民館  

 

 

 

 

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

更 生

セ ン

ター  

福祉局く

らし支援

課  

［

略

］  

［略］   

更 生

援 護

相 談

福祉局く

らし支援

課  

［

略

］  

［略］   

名称  所属  区

分  

主たる事務

所  

事業

所の

長  

東 京

事 務

所  

［略］  ［

略

］  

東 京 都 千 代

田 区 平 河 町

２ 丁 目 ６ 番

３号  

［略

］  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

玉 津

南 公

民館  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

和 光

園  

福祉局  第

２

類  

神 戸 市 須 磨

区 養 老 町 １

丁 目 ８ 番 30

号  

園長  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

更 生

セ ン

ター  

福祉局保

護課  

［

略

］  

［略］   

更 生

援 護

相 談

福祉局保

護課  

［

略

］  

［略］   
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所  

保 健

所  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

健 康

科 学

研 究

所  

健康局  第

１

類  

神 戸 市 中 央

区 港 島 中 町

４ 丁 目 ６ 番

地の５  

所長  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

西 部

衛 生

監 視

事 務

所  

 

 

 

 

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

淡 河

環 境

セ ン

ター  

 

［略］  ［

略

］  

［略］   

所  

保 健

所  

 

 

 

 

 

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

西 部

衛 生

監 視

事 務

所  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

健 康

科 学

研 究

所  

健康局保

健所  

第

２

類  

神 戸 市 中 央

区 港 島 中 町

４ 丁 目 ６ 番

５号  

所長  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

淡 河

環 境

セ ン

ター  

［略］  ［

略

］  

［略］   

資 源環境局業第 神 戸 市 西 区  
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［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

森 林

整 備

事 務

所  

 

 

 

 

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

 

リ サ

イ ク

ル セ

ン タ

ー  

務課  ４

類  

美 津 が 丘 １

丁目９番地  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

森 林

整 備

事 務

所  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略］ 

西 神

整 備

事 務

所  

都市局  第

２

類  

神 戸 市 西 区

井 吹 台 東 町

１ 丁 目 １ 番

地の１  

所長  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

［略］  ［略

］  

 

別表第３（第 59条関係）  

［略］  
 

別表第３（第 57条関係）  

［略］  
 

別表第４（第 68条関係）  

［略］  
 

別表第４（第 66条関係）  

［略］  
 

別表第５（第 69条関係）  

［略］  
 

別表第５（第 67条関係）  

［略］  
 

別表第６（第 76条関係）   

市税事務所の組 税務部の組織にお  
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織における職  ける職  

市 税 事 務 所 税 務

課の課長、係長及

び職員  

行 財 政 局 税 務 部 税

務課の課長、係長及

び職員  

市 税 事 務 所 税 制

企画課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 税

制企画課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 市 民

税企画課の課長、

係長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 市

民税企画課の課長、

係長及び職員  

市 税 事 務 所 市 民

税第１課の課長、

係長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 市

民税第１課の課長、

係長及び職員  

市 税 事 務 所 市 民

税第２課の課長、

係長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 市

民税第２課の課長、

係長及び職員  

市 税 事 務 所 法 人

税務課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 法

人税務課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 固 定

資 産 税 企 画 課 の

課長、係長及び職

員  

行 財 政 局 税 務 部 固

定 資 産 税 企 画 課 の

課長、係長及び職員  

市 税 事 務 所 固 定

資 産 税 第 １ 課 の

課長、係長及び職

員  

行 財 政 局 税 務 部 固

定 資 産 税 第 １ 課 の

課長、係長及び職員  

市 税 事 務 所 固 定 行 財 政 局 税 務 部 固
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資 産 税 第 ２ 課 の

課長、係長及び職

員  

定 資 産 税 第 ２ 課 の

課長、係長及び職員  

市 税 事 務 所 固 定

資 産 税 第 ３ 課 の

課長、係長及び職

員  

行 財 政 局 税 務 部 固

定 資 産 税 第 ３ 課 の

課長、係長及び職員  

市 税 事 務 所 収 税

企画課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 収

税企画課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 収 税

第１課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 収

税第１課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 収 税

第２課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 収

税第２課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 収 税

第３課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 収

税第３課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 収 税

第４課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 収

税第４課の課長、係

長及び職員  

市 税 事 務 所 特 別

滞 納 整 理 課 の 課

長、係長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 特

別 滞 納 整 理 課 の 課

長、係長及び職員  

市 税 事 務 所 収 納

管理課の課長、係

長及び職員  

行 財 政 局 税 務 部 収

納管理課の課長、係

長及び職員  
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別表第７（第 76条関係）   

市税事務所の組

織における職  

地域協働局及び区

役所の職  

市 税 事 務 所 市 民

税企画課課長  

地 域 協 働 局 住 民 課

長、区役所（中央区

役 所 及 び 北 神 区 役

所を除く。）総務部

市民課長、北区役所

総 務 部 地 域 協 働 課

課長（総務担当）、

北 神 区 役 所 地 域 協

働課課長、北神区役

所市民課長、須磨区

役 所 北 須 磨 支 所 市

民課長、垂水区総務

部 地 域 協 働 課 課 長

（市民担当）、西区

役 所 総 務 部 地 域 協

働 課 課 長 （ 総 務 担

当）及び西区役所玉

津支所長  

市 税 事 務 所 市 民

税 企 画 課 の 係 長

及び職員  

地域協働局住民課、

区役所（中央区役所

及 び 北 神 区 役 所 を

除く。）総務部市民

課、北区役所総務部

地域協働課、北神区
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役所地域協働課、北

神区役所市民課、須

磨 区 役 所 北 須 磨 支

所市民課、垂水区総

務 部 地 域 協 働 課 及

び 西 区 役 所 総 務 部

地 域 協 働 課 及 び 玉

津 支 所 の 係 長 及 び

職員（市税に関する

証明（固定資産税関

係 証 明 書 及 び 住 宅

用 家 屋 証 明 書 を 除

く。ただし、須磨区

役 所 北 須 磨 支 所 市

民 課 に あ っ て は 住

宅 用 家 屋 証 明 書 を

除く。）の作成及び

交 付 に 関 す る 業 務

を 担 当 す る も の に

限る。）  

 

別表第８（第 78条関係）  

［略］  
 

別表第６（第 77条関係）  

［略］  
 

別表第９（第 78条関係）  

［略］  
 

別表第７（第 77条関係）  

［略］  
 

別表第 10（第 78条関係）  

［略］  
 

別表第８（第 77条関係）  

［略］  
 

別表第 11（第 78条関係）  別表第９（第 77条関係）  
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［略］  
 

［略］  
 

（元町村長及び町村会議員待遇規則の一部改正）  

第２条  元町村長及び町村会議員待遇規則（昭和 24年６月規則第 194号）の一部を

次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

第７条  この規則の施行に関し必要な

事項は、企画調整局長が定める。  

第７条  この規則の施行に関し必要な

事項は、市長室長が定める。  

 （職員職名規則の一部改正）  

第３条  神戸市職員職名規則（昭和 24年９月規則第 222号）の一部を次のように改

正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表第１（第４条関係）  別表第１（第４条関係）  
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危機管理監  広報官  局長  副局長  

部長  本部長  業務改革専門官  国

際経済統括官  室長  課長  防災専

門官  国際渉外秘書官  ホームペー

ジ監理官  カスタマーＤＸマネージ

ャー  クリエイティブディレクター  

上席デジタル化専門官  企業連携調

整官  地域おこし隊チーフ  地域日

本語教育総括プロデューサー  企業

連携コーディネーター  再犯防止コ

ーディネーター  特別指導監査専門

官  国際経済連携専門官  イノベー

ション専門官  森林官  企画専門官  

係長  調査役  専門役  デジタル化

専門官  文書改革専門官  児童福祉

法務専門官  オープンイノベーショ

ン専門官  区長  北神担当区長  副

区長  所長  副所長  館長  館長代

理  副 館 長  事 務 局 長  事 務 室 長  

事務長  園長  副園長  場長  セン

ター長  作業長  守衛長  総括班長  

副部長  
 

危機管理監  広報官  局長  副局長  

部長  本部長  業務改革専門官  国

際経済統括官  室長  課長  国際渉

外秘書官  国際経済連携専門官  ホ

ームページ監理官  カスタマーＤＸ

マネージャー  防災専門官  上席デ

ジ タ ル 化 専 門 官  企 業 連 携 調 整 官  

企業連携コーディネーター  再犯防

止コーディネーター  特別指導監査

専門官  児童福祉法務専門官  森林

官  係長  調査役  専門役  デジタ

ル化専門官  イノベーション専門官  

文書改革専門官  オープンイノベー

ション専門官  区長  北神担当区長  

副区長  所長  副所長  館長  副館

長  事 務 局 長  事 務 室 長  事 務 長  

園 長  副 園 長  場 長  セ ン タ ー 長  

作業長  守衛長  総括班長  副部長  

 

 

 

 
 

別表第２（第４条関係）  別表第２（第４条関係）  
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保育士  児童自立支援専門員  児童

生活支援員  計量士  司書  学芸員  

司書補  業務長  守衛  更生業務員  

医 師  歯 科 医 師  獣 医 師  薬 剤 師  

管理栄養士  栄養士  診療放射線技

師  臨 床 検 査 技 師  衛 生 検 査 技 師  

臨床工学技士  理学療法士  作業療

法士  言語聴覚士  視能訓練士  保

健 師  助 産 師  看 護 師  准 看 護 師  

歯科衛生士  物療技術員  班長主任  

助手  管理員  施設管理員  防疫手  

営 繕 工  調 理 士  調 理 員  造 園 手  

環境技術手  機械操作手  自動車運

転手  整備工  鈑金溶接工  衛生業

務手  建設技術手  土木工手  動物

飼育手  電工  甲板員  機関員  病

院業務員  

 

保育士  児童自立支援専門員  児童

生活支援員  計量士  司書  学芸員  

司書補  業務長  守衛  更生業務員  

医 師  歯 科 医 師  獣 医 師  薬 剤 師  

管理栄養士  栄養士  診療放射線技

師  臨 床 検 査 技 師  衛 生 検 査 技 師  

臨床工学技士  理学療法士  作業療

法士  言語聴覚士  視能訓練士  保

健 師  助 産 師  看 護 師  准 看 護 師  

歯科衛生士  物療技術員  船長  航

海 士  機 関 長  機 関 士  班 長 主 任  

助手  管理員  施設管理員  防疫手  

営 繕 工  調 理 士  調 理 員  造 園 手  

環境技術手  機械操作手  自動車運

転手  整備工  鈑金溶接工  衛生業

務手  予防衛生業務員  建設技術手  

土木工手  動物飼育手  電工  甲板

員  機関員  介護業務員  病院業務

員  
 

［略］  ［略］  

（市会議員待遇規則の一部改正）  

第４条  神戸市市会議員待遇規則（昭和 26年８月規則第 88号）の一部を次のよう

に改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改
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正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

第４条  この規則の施行に関し必要な

事項は、企画調整局長が定める。  

第４条  この規則の施行に関し必要な

事項は、市長室長が定める。  

（行政調査規則の一部改正）  

第５条  行政調査規則（昭和 35年４月規則第１号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第２条  この規則において「部局」と

は、次に掲げるものをいう。  

第２条  この規則において「部局」と

は、次に掲げるものをいう。  

(1) 市長の事務部局（神戸市事務分

掌条例（平成 15年 10月条例第 19号）

第１条に規定する局及び区役所を

いう。以下同じ。）  

(1) 市長の事務部局（神戸市事務分

掌条例（平成 15年 10月条例第 19号）

第１条に規定する局及び 室並びに

区役所をいう。以下同じ。）  

(2)～ (5) ［略］  (2)～ (5) ［略］  

（消防本部組織規則の一部改正）  

第６条  神戸市消防本部組織規則（昭和 38年 12月規則第 68号）の一部を次のよう

に改正する。  
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  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（組織）  （組織）  

第２条  消防局の組織は、次のとおり

とする。  

第２条  消防局の組織は、次のとおり

とする。  

部  課又は課

に相当す

る組織  

係  

［

略］ 

［略］  ［略］  

警

防

部  

［略］  ［略］  

司令課  

 

 

 

司令第１係  司令第２

係  司令第３係  

航空機動

隊  

［略］  

救

急

部  

救急課  救 急 係  救 急 企 画 係  

救 急 需 要 対 策 係  救

急指導係  

  ［略］  ［略］  
 

部  課又は課

に相当す

る組織  

係  

［

略］ 

［略］  ［略］  

警

防

部  

［略］  ［略］  

司令課  司令第１係  司令第２

係  司令第３係  

 救急課  救 急 係  救 急 企 画 係  

救急研修係  

 航空機動

隊  

 

 

 

［略］  

  ［略］  ［略］  
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 （警防部救急課）  

 第 12条  警防部救急課は、次に掲げる

事務を分掌する。  

 (1) 救急に係る施策の企画及び調整

に関すること。  

 (2) 救急資器材の配置及び開発に関

すること。  

 (3) 患者等を搬送する業務を行う民

間の事業者の認定及び指導に関す

ること。  

 (4) 救急関係機関との連絡及び調整

に関すること。  

 (5) 救急隊員の教育及び訓練に関す

ること。  

 (6) 水上消防署の救急業務等の実施

に関すること。  

（警防部航空機動隊）  （航空機動隊）  

第 12条  ［略］  第 13条  ［略］  

（救急部救急課）   

第 13条  救急部救急課は、次に掲げる

事務を分掌する。  

 

(1) 救急資器材の配置及び開発に関

すること。  

 

(2) 救急に係る施策の企画及び調整

に関すること。  

 

(3) 救急関係機関との連絡及び調整

に関すること。  
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(4) 救急隊の運用に関すること。   

(5) 救急情報システム等に関するこ

と。  

 

(6) 患者等を搬送する業務を行う民

間の事業者の認定及び指導に関す

ること。  

 

(7) 救急需要対策に関すること。   

(8) 救急隊員の教育及び訓練に関す

ること。  

 

(9) メディカルコントロール体制に

関すること。  

 

(10) 水上 消 防 署 の 救 急業 務 等 の 実

施に関すること。  

 

 （会計規則の一部改正）  

第７条  神戸市会計規則（昭和 39年３月規則第 81号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（定義等）  （定義等）  

第２条  ［略］  第２条  ［略］  

(1) 部局の長  神戸市事務分掌条例 (1) 部局の長  神戸市事務分掌条例

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

556



（平成 15年 10月条例第 19号）第１条

に規定する局、会計室、消防局、区

役所、監査事務局、教育委員会事務

局、市選挙管理委員会事務局、人事

委員会事務局及び市会事務局の長

をいう。  

（平成 15年 10月条例第 19号）第１条

に規定する局及び室、会計室、消防

局、区役所、監査事務局、教育委員

会事務局、市選挙管理委員会事務

局、人事委員会事務局並びに市会事

務局の長をいう。  

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

（出納員その他の会計職員）  （出納員その他の会計職員）  

第３条  ［略］  第３条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  審査出納員は、別表第１各号の表

審査出納員の欄に掲げる者をもつて

充て、会計管理者の命を受けて電子

情報処理組織（所属長の使用に係る

電子計算機と承認を受ける者又は届

出を行う者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。）を用いて計算の

うえ作成された旅費条例（昭和 27年

７月条例第 45号）第４条第１項に規

定する旅行命令（教育委員会事務局

教職員給与課又は学びの推進課の課

長にあつては、各課が支出事務を行

う神戸市立の幼稚園、小学校、中学

校、義務教育学校及び特別支援学校

の旅行命令を含む。）、歳入の戻出並

びに歳出予算に係る節の区分が償還

３  審査出納員は、別表第１各号の表

審査出納員の欄に掲げる者をもつて

充て、会計管理者の命を受けて電子

情報処理組織（所属長の使用に係る

電子計算機と承認を受ける者又は届

出を行う者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。）を用いて計算の

うえ作成された旅費条例（昭和 27年

７月条例第 45号）第４条第１項に規

定する旅行命令（教育委員会事務局

総務部教職員給与課の課長にあつて

は、同課が支出事務を行う神戸市立

の幼稚園、小学校、中学校、義務教育

学校及び特別支援学校の旅行命令を

含む。）、歳入の戻出並びに歳出予算

に係る節の区分が償還金利子及び割
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金利子及び割引料であるものの支出

に係る支出負担行為に関する確認に

係る事務をつかさどる。  

引料であるものの支出に係る支出負

担行為に関する確認に係る事務をつ

かさどる。  

４～ 10 ［略］  ４～ 10 ［略］  

別表第１（第２条、第３条、第 19条関

係）  

別表第１（第２条、第３条、第 19条関

係）  

(1) 会計管理者の所管に係るもの  (1) 会計管理者の所管に係るもの  

組織  歳 入

徴 収

者  

支 出

担 当

者  

前 渡

金 管

理者  

審査出

納員  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

企 画 調 整 局 広

報戦略部、企画

調 整 局 デ ジ タ

ル戦略部、企画

調 整 局 医 療 産

業 都 市 部 及 び

福 祉 局 監 査 指

導部  

部長

又は

課長  

部長

又は

課長  

総務

担当

の部

長又

は課

長  

部長又

は課長  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

会計室  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

神 戸 市 市 税 事

務所  

課長  課長  総 務

担 当

の 課

長  

課長  

組織  歳 入

徴 収

者  

支 出

担 当

者  

前 渡

金 管

理者  

審査出

納員  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

 

神 戸 市 事 務 分

掌 規 則 第 ２ 条

第 １ 項 の 表 に

規 定 す る 課 に

相当する室  

 

 

 

室 長

又 は

課長  

室 長

又 は

課長  

室長  室 長 又

は課長  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

会計室  

 

 

 

 

 

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  
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［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

教 育 委 員 会 事

務 局 児 童 生 徒

課 青 少 年 育 成

センター  

 

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

神 戸 市 立 の 幼

稚園  

教 育

委 員

会 事

務 局

学 校

経 営

支 援

課 の

課 長

（ 課

の 事

務 を

主 管

す る

課 長

又 は

幼 稚

園 の

運 営

園

長 、

教 育

委 員

会 事

務 局

学 校

経 営

支 援

課 の

課 長

（ 課

の 事

務 を

主 管

す る

課 長

又 は

幼 稚

［略

］  

教 育 委

員 会 事

務 局 教

職 員 給

与 課 長

（ 同 課

が 支 出

事 務 を

行 う 幼

稚 園 に

限る。） 

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 教 育

部 児 童 生 徒 課

青 少 年 育 成 セ

ンター  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

神 戸 市 立 の 幼

稚園  

教 育

委 員

会 事

務 局

学 校

支 援

部 学

校 経

営 支

援 課

の 課

長

（ 課

の 事

務 を

主 管

す る

課 長

若 し

園

長 、

教 育

委 員

会 事

務 局

学 校

支 援

部 学

校 経

営 支

援 課

の 課

長

（ 課

の 事

務 を

主 管

す る

［略

］  

教 育 委

員 会 事

務 局 総

務 部 教

職 員 給

与 課 長

（ 同 課

が 支 出

事 務 を

行 う 幼

稚 園 に

限る。） 
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費 に

係 る

事 務

を 掌

理 す

る 者

に 限

る 。

）、学

び の

推 進

課 長

若 し

く は

児 童

生 徒

課 長

又 は

教 職

員 研

修 所

副 所

長  

園 の

運 営

費 に

係 る

事 務

を 掌

理 す

る 者

に 限

る 。

）、学

び の

推 進

課

長 、

児 童

生 徒

課 長

若 し

く は

特 別

支 援

教 育

課 長

又 は

教 職

員 研

修 所

く は

幼 稚

園 の

運 営

費 に

係 る

事 務

を 掌

理 す

る 者

に 限

る 。

）、学

校 教

育 部

学 校

教 育

課

長 、

教 科

指 導

課 長

若 し

く は

児 童

生 徒

課 長

又 は

課 長

若 し

く は

幼 稚

園 の

運 営

費 に

係 る

事 務

を 掌

理 す

る 者

に 限

る 。

）、学

校 教

育 部

学 校

教 育

課

長 、

教 科

指 導

課

長 、

児 童

生 徒

課 長
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副 所

長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神 戸 市 立 の 小

学校、中学校及

び 特 別 支 援 学

校  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

教 育 委

員 会 事

務 局 教

職 員 給

与 課 長

又 は 学

び の 推

進 課 の

課 長

（ 各 課

が 支 出

事 務 を

行 う 学

校 に 限

る。）  

神 戸 市 立 の 義 ［略 ［略 ［略 教 育 委

教 職

員 研

修 所

副 所

長  

若 し

く は

特 別

支 援

教 育

課 長

又 は

教 職

員 研

修 所

副 所

長  

神 戸 市 立 の 小

学校、中学校及

び 特 別 支 援 学

校  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

教 育 委

員 会 事

務 局 総

務 部 教

職 員 給

与 課 長

（ 同 課

が 支 出

事 務 を

行 う 学

校 に 限

る。）  

 

 

 

神 戸 市 立 の 義 ［略 ［略 ［略 教 育 委

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

561



務教育学校  ］  ］  ］  員 会 事

務 局 教

職 員 給

与 課 長

又 は 学

び の 推

進 課 の

課 長

（ 各 課

が 支 出

事 務 を

行 う 学

校 に 限

る。）  

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

 

務教育学校  ］  ］  ］  員 会 事

務 局 総

務 部 教

職 員 給

与 課 長

（ 同 課

が 支 出

事 務 を

行 う 学

校 に 限

る。）  

 

 

 

［略］  ［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

 

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

別表第２（第３条関係）  別表第２（第３条関係）  

(1) 会計管理者の所管に係るもの  (1) 会計管理者の所管に係るもの  

組織  出納員  分任

出納

員  

備考  

危 機 管 理 局 防

災企画課  

 

 

 

 

係長    

組織  出納員  分任

出納

員  

備考  

市 長 室 広 報 戦

略 部 市 民 情 報

サービス課  

係長   収 納

は 、 金

銭 登 録

機 に よ

る。  

危機管理室  係長    
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［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

地 域 協 働 局 男

女 共 同 参 画 課

男 女 共 同 参 画

センター  

［略］    

地 域 協 働 局 市

民 情 報 サ ー ビ

ス課  

係長   収 納

は 、 金

銭 登 録

機 に よ

る。  

［略］  ［略］   ［略］  

行 財 政 局 厚 生

課  

［略］    

行 財 政 局 税 務

部 特 別 滞 納 整

理課  

係長  事 務

担 当

者  

 

神 戸 市 市 税 事

務 所 市 民 税 企

画課、市民税第

１ 課 及 び 市 民

税第２課  

［略］  ［略

］  

［略］  

神 戸 市 市 税 事

務 所 収 税 企 画

課 、 収 税 第 １

課 、 収 税 第 ２

課 、 収 税 第 ３

課、収税第４課

［略］  ［略

］  

 

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

地 域 協 働 局 男

女 共 同 参 画 課

男 女 共 同 参 画

センター  

［略］    

［略］  ［略］   ［略］  

行 財 政 局 厚 生

課  

 

 

 

［略］    

行 財 政 局 税 務

部 市 民 税 企 画

課、市民税第１

課 及 び 市 民 税

第２課  

［略］  ［略

］  

［略］  

行 財 政 局 税 務

部収税企画課、

収税第１課、収

税第２課、収税

第３課、収税第

４ 課 及 び 特 別

［略］  ［略

］  

 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

563



及 び 特 別 滞 納

整理課  

神 戸 市 市 税 事

務 所 市 民 税 第

１ 課 及 び 市 民

税 第 ２ 課 市 税

の窓口  

［略］  ［略

］  

［略］  

［略］  ［略］    

文 化 ス ポ ー ツ

局 ス ポ ー ツ 交

流課  

係長    

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

福 祉 局 国 保 年

金医療課  

 

 

［略］  ［略

］  

 

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

健 康 局 保 健 所

衛 生 監 視 事 務

所  

 

 

 

［略］  ［略

］  

［略］  

［略］  ［略］    

滞納整理課  

 

行 財 政 局 税 務

部 市 民 税 第 １

課 及 び 市 民 税

第 ２ 課 市 税 の

窓口  

［略］  ［略

］  

［略］  

［略］  ［略］    

文 化 ス ポ ー ツ

局 国 際 ス ポ ー

ツ室  

係長    

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

福 祉 局 国 保 年

金医療課  

［略］  ［略

］  

 

福祉局和光園  事務担

当者  

  

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

健 康 局 保 健 所

衛 生 監 視 事 務

所  

［略］  ［略

］  

［略］  

健 康 局 保 健 所

健 康 科 学 研 究

所  

係長  事 務

担 当

者  

 

［略］  ［略］    
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健 康 局 保 健 所

精 神 保 健 福 祉

センター  

［略］    

健 康 局 健 康 科

学研究所  

 

係長  事 務

担 当

者  

 

［略］  ［略］    

こ ど も 家 庭 局

保育所  

所長、

副所長

及び事

務担当

者  

  

［略］  ［略］  ［略

］  

 

環 境 局 施 設 課

落 合 ク リ ー ン

センター  

［略］   ［略］  

 

 

 

 

 

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

教 育 委 員 会 事

務局総務課  

 

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 教 職 員 人

事課  

［略］    

健 康 局 保 健 所

精 神 保 健 福 祉

センター  

［略］    

 

 

 

   

［略］  ［略］    

こ ど も 家 庭 局

保育所  

所長、

係長及

び事務

担当者  

 

  

［略］  ［略］  ［略

］  

 

環 境 局 施 設 課

落 合 ク リ ー ン

センター  

［略］   ［略］  

環境局事業所  副所長  事 務

担 当

者  

 

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

教 育 委 員 会 事

務 局 総 務 部 総

務課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 総 務 部 教

［略］    
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教 育 委 員 会 事

務 局 教 職 員 給

与課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 経 営

支援課  

 

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 環 境

整備課  

 

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 健 康 教 育

課  

［略］  ［略

］  

 

教 育 委 員 会 事

務 局 学 び の 推

進課  

 

 

 

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 児 童 生 徒

課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 特 別 支 援

教育課  

 

［略］    

職員人事課  

教 育 委 員 会 事

務 局 総 務 部 教

職員給与課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 支 援

部 学 校 経 営 支

援課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 支 援

部 学 校 環 境 整

備課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 支 援

部健康教育課  

［略］  ［略

］  

 

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 教 育

部学校教育課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 教 育

部教科指導課  

課長及

び係長  

  

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 教 育

部児童生徒課  

［略］    

教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 教 育

部 特 別 支 援 教

育課  

［略］    
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［略］  ［略］    

神 戸 市 立 の 幼

稚園  

教育委

員会事

務局学

校経営

支援課

学事計

画係長  

 

 

  

［略］  ［略］  ［略

］  

 

 

［略］  ［略］    

神 戸 市 立 の 幼

稚園  

教育委

員会事

務局学

校支援

部学校

経営支

援課学

事計画

係長  

  

［略］  ［略］  ［略

］  

 

 

(2) ［略］  (2) ［略］  

(3) 北神特別出納員の所管に係るも

の  

(3) 北神特別出納員の所管に係るも

の  

組織  区出納

員  

区分

任出

納員  

備考  

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

北 神 区 役 所 地

域 協 働 課 有 馬

出張所、道場出

張所、八多出張

所 、 大 沢 出 張

所、長尾出張所

及 び 淡 河 出 張

所  

［略］  ［略

］  

［略］  

 

組織  区出納

員  

区分

任出

納員  

備考  

［略］  ［略］  ［略

］  

［略］  

北 神 区 役 所 市

民 課 有 馬 出 張

所 、 道 場 出 張

所 、 八 多 出 張

所 、 大 沢 出 張

所、長尾出張所

及 び 淡 河 出 張

所  

［略］  ［略

］  

［略］  
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(4) ［略］  (4) ［略］  

（物品会計規則の一部改正）  

第８条  神戸市物品会計規則（昭和 39年３月規則第 82号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（適用範囲）  （適用範囲）  

第２条  ［略］  第２条  ［略］  

(1) 神戸市事務分掌条例（平成 15年

10月条例第 19号）第１条に規定する

局  

(1) 神戸市事務分掌条例（平成 15年

10月条例第 19号）第１条に規定する

局及び室  

(2)～ (5) ［略］  (2)～ (5) ［略］  

(6) 教育委員会  (6) 教育委員会事務局  

(7)～ (10) ［略］  (7)～ (10) ［略］  

別表第１（第４条、第５条関係）  別表第１（第４条、第５条関係）  

(1) 会計管理者の所管に係るもの  (1) 会計管理者の所管に係るもの  

物品出納員

等、物品管

理者及び物

品管理員を

物 品

出 納

員 等

及 び

物 品

管 理

者 と

な る

そ の ほ か

に も 物 品

出 納 員 等

及 び 物 品

物

品

出

納

物品出納員

等、物品管

理者及び物

品管理員を

物 品

出 納

員 等

及 び

物 品

管 理

者 と

な る

そ の ほ か

に も 物 品

出 納 員 等

及 び 物 品

物

品

出

納
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置く場所  物 品

管 理

員 と

な る

べ き

者  

べ き

者  

管 理 員 を

置 か な け

れ ば な ら

ない場所  

員

等

及

び

物

品

管

理

員

と

な

る

べ

き

者  

神戸市事務

分 掌 規 則

（平成 31年

３月規則第

66号）第２

条第１項の

表に規定す

る課  

 

 

 

 

 

［略

］  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

置く場所  物 品

管 理

員 と

な る

べ き

者  

べ き

者  

管 理 員 を

置 か な け

れ ば な ら

ない場所  

員

等

及

び

物

品

管

理

員

と

な

る

べ

き

者  

神戸市事務

分 掌 規 則

（平成 31年

３月規則第

66号）第２

条第１項の

表に規定す

る課  

［略

］  

［略

］  

［略］  ［

略

］  

神 戸 市 事

務 分 掌 規

則 第 ２ 条

第 １ 項 の

表 に 規 定

係長  室長    
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企画調整局

広 報 戦 略

部、企画調

整局デジタ

ル戦略部、

企画調整局

医療産業都

市部及び福

祉局監査指

導部  

［略

］  

部 長

又 は

課長  

  

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

神戸市教育

委員会事務

局組織規則

（昭和 33年

４月教育委

員会規則第

３号）第１

条に規定す

る課  

［略

］  

［略

］  

教 育 委 員

会 事 務 局

総 務 課 神

出 自 然 教

育園、健康

教 育 課 北

学 校 給 食

共 同 調 理

場、第一学

校 給 食 セ

ン タ ー 及

び 垂 水 学

校 給 食 共

事

務

担

当

者  

す る 課 に

相 当 す る

室  

市長室広報

戦略部、危

機管理室、

企画調整局

デジタル戦

略部及び福

祉局監査指

導部  

 

 

［略

］  

課長    

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

神戸市教育

委員会事務

局組織規則

（昭和 33年

４月教育委

員会規則第

３号）第１

条に規定す

る課  

［略

］  

［略

］  

教 育 委 員

会 事 務 局

総 務 部 総

務 課 神 出

自 然 教 育

園、学校支

援 部 健 康

教 育 課 北

学 校 給 食

共 同 調 理

場、第一学

校 給 食 セ

ン タ ー 及

事

務

担

当

者  
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同 調 理 場

並 び に 児

童 生 徒 課

青 少 年 育

成 セ ン タ

ー  

 

 

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

 

び 垂 水 学

校 給 食 共

同 調 理 場

並 び に 学

校 教 育 部

青 少 年 育

成 セ ン タ

ー  

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

 

［略］  ［略］  

(2)  区 会 計 管 理 者 の 所 管 に 係 る も

の  

(2)  区 会 計 管 理 者 の 所 管 に 係 る も

の  

物品出納員

等、物品管

理者及び物

品管理員を

置く場所  

物 品

出 納

員 等

及 び

物 品

管 理

員 と

な る

べ き

者  

物 品

管 理

者 と

な る

べ き

者  

そ の ほ か

に も 物 品

出 納 員 等

及 び 物 品

管 理 員 を

置 か な け

れ ば な ら

ない場所  

物

品

出

納

員

等

及

び

物

品

管

理

員

と

な

物品出納員

等、物品管

理者及び物

品管理員を

置く場所  

物 品

出 納

員 等

及 び

物 品

管 理

員 と

な る

べ き

者  

物 品

管 理

者 と

な る

べ き

者  

そ の ほ か

に も 物 品

出 納 員 等

及 び 物 品

管 理 員 を

置 か な け

れ ば な ら

ない場所  

物

品

出

納

員

等

及

び

物

品

管

理

員

と

な
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る

べ

き

者  

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

区役所総務

部（地域協

働 課 を 除

く。）並びに

北神区役所

市民課及び

地域協働課  

［略

］  

［略

］  

北 神 区 役

所 地 域 協

働 課 有 馬

出張所、道

場出張所、

八 多 出 張

所、大沢出

張所、長尾

出 張 所 及

び 淡 河 出

張所  

［

略

］  

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

 

る

べ

き

者  

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

区役所総務

部（地域協

働 課 を 除

く）並びに

北神区役所

市民課及び

地域協働課  

［略

］  

［略

］  

北 神 区 役

所 市 民 課

有 馬 出 張

所、道場出

張所、八多

出張所、大

沢出張所、

長 尾 出 張

所 及 び 淡

河出張所  

 

［

略

］  

［略］  ［略

］  

［略

］  

  

 

［略］  ［略］  

（地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則の一部改正）  

第９条  地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則（昭和 39年 10月

規則第 54号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、  次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改
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正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表第１（第３条関係）  別表第１（第３条関係）  

設置箇所  金銭出

納員  

金銭分任

出納員  

［略］  ［略］  ［略］  

港 湾 局 ウ ォ ー タ ー

フ ロ ン ト 再 開 発 部

ウ ォ ー タ ー フ ロ ン

ト再開発推進課  

［略］   

港湾局空港調整課  ［略］   

港湾局空港整備課  係長   

［略］  ［略］   
 

設置箇所  金銭出

納員  

金銭分任

出納員  

［略］  ［略］  ［略］  

港 湾 局 ウ ォ ー タ ー

フ ロ ン ト 再 開 発 推

進課  

 

［略］   

港湾局空港調整課  ［略］   

［略］  ［略］   
 

［略］  ［略］  

別表第２（第３条、第 66条関係）  別表第２（第３条、第 66条関係）  

設置箇所  物品管

理者  

物 品 出

納 員 及

び 物 品

管理員  

審査出

納員  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

港湾局ウォー

ターフロント

再開発部ウォ

ーターフロン

ト再開発推進

課  

［略］  ［略］  ［略］  

設置箇所  物品管

理者  

物 品 出

納 員 及

び 物 品

管理員  

審査出

納員  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

港湾局ウォー

ターフロント

再開発推進課  

 

 

 

［略］  ［略］  ［略］  
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港湾局空港調

整課  

［略］  ［略］  ［略］  

港湾局空港整

備課  

課長  係長  課長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

港湾局空港調

整課  

 

 

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

 

［略］  ［略］  

別表第６（第 20条、第 35条、第 46条関

係）  

別表第６（第 20条、第 35条、第 46条関

係）  

種別  収入決

定者  

支出決

定者  

前渡金

管理者  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

港 湾 局 ウ ォ ー

タ ー フ ロ ン ト

再 開 発 部 ウ ォ

ー タ ー フ ロ ン

ト 再 開 発 推 進

課  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

種別  収入決

定者  

支出決

定者  

前渡金

管理者  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

港 湾 局 ウ ォ ー

タ ー フ ロ ン ト

再開発推進課  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

（公有財産規則の一部改正）  

第 10条  神戸市公有財産規則（昭和 44年 10月規則第 43号の２）の一部を次のよう

に改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  
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  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（用語の定義）  （用語の定義）  

第２条  この規則において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

第２条  この規則において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1)～ (2) ［略］  (1)～ (2) ［略］  

(3) 部局  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局、神戸市事務分掌規則（平

成 31年３月規則第 66号）に規定する

会計室、区役所、消防局、市会事務

局、教育委員会事務局、選挙管理委

員会事務局、人事委員会事務局、監

査事務局及び農業委員会事務局を

いう。  

(3) 部局  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局及び室、神戸市事務分掌規

則（平成 31年３月規則第 66号）に規

定する会計室、区役所、消防局、市

会事務局、教育委員会事務局、選挙

管理委員会事務局、人事委員会事務

局、監査事務局並びに農業委員会事

務局をいう。  

(4) ［略］  (4) ［略］  

（公印規則の一部改正）  

第 11条  神戸市公印規則（昭和 52年３月規則第 111号）の一部を次のように改正す

る。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  
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  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（補助機関等の印）  （補助機関等の印）  

第４条  次に掲げるものが使用する印

は、別表第３に定めるとおりとする。 

第４条  次に掲げるものが使用する印

は、別表第３に定めるとおりとする。 

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 神戸市事務分掌条例（平成 15年  

10月条例第 19号）第１条に規定する

局の長及び神戸市事務分掌規則に

規定する会計室の長  

(4) 神戸市事務分掌条例（平成 15年  

10月条例第 19号）第１条に規定する

局及び室の長並びに神戸市事務分

掌規則に規定する会計室の長  

(5)～ (11) ［略］  (5)～ (11) ［略］  

附則別表  附則別表  

附

則

様

式  

公の施

設  

公印の

名称  

書

体  

寸 法

（ ミ

リ メ

ー ト

ル）  

管守

主管

課  

［

略

］  

［略］  ［略］  ［

略

］  

［略

］  

［略

］  

17 ［略］  ［略］  ［

略

］  

［略

］  

都 市

局 内

陸・臨

海 振

興課  

［

略

］  

［略］  ［略］  ［

略

］  

［略

］  

［略

］  

 

附

則

様

式  

公の施

設  

公印の

名称  

書

体  

寸 法

（ ミ

リ メ

ー ト

ル）  

管守

主管

課  

［

略

］  

［略］  ［略］  ［

略

］  

［略

］  

［略

］  

17 ［略］  ［略］  ［

略

］  

［略

］  

都 市

局 新

都 市

管 理

課  

［

略

］  

［略］  ［略］  ［

略

］  

［略

］  

［略

］  
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別表第２（第３条、第 10条関係）  別表第２（第３条、第 10条関係）  

様

式  

公印

の名

称  

書

体  

寸

法  

（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

）  

使途  管守主

管課  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

1

0 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  行 財 政

局 税 務

部 税 務

課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様

式  

公印

の名

称  

書

体  

寸

法  

（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

）  

使途  管守主

管課  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

1

0 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  地 域 協

働 局 住

民課、行

財 政 局

税 務 部

税務課、

市 民 税

企画課、

市 民 税

第１課、

市 民 税

第２課、

固 定 資

産 税 企
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画課、固

定 資 産

税 第 １

課、固定

資 産 税

第 ２ 課

及 び 収

税 企 画

課、兵庫

区 役 所

総 務 部

市民課、

北 区 役

所 総 務

部 地 域

協働課、

北 神 区

役 所 市

民課、長

田 区 役

所 総 務

部 市 民

課、垂水

区 役 所

総 務 部

市 民 課

及 び 地

域 協 働
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1

0

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  行 財 政

局 税 務

部 特 別

滞 納 整

理課  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

2

5 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

神 戸 市 中 央

卸 売 市 場 業

務条例（令和

２ 年 ４ 月 条

例第１号）第

［略］  

課、西区

役 所 総

務 部 市

民 課 及

び 地 域

協 働 課

並 び に

須 磨 区

役 所 北

須 磨 支

所 市 民

課 及 び

西 区 役

所 玉 津

支所  

1

0

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  行 財 政

局 税 務

部 収 税

企画課  

 

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

2

5 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

神 戸 市 中 央

卸 売 市 場 業

務条例（令和

２ 年 ４ 月 条

例第１号）第

［略］  
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５ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る

神 戸 市 中 央

卸 売 市 場 に

お け る 業 者

に 対 す る 許

可 及 び 使 用

料 等 の 徴 収

に 関 す る 事

務  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

2

6

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  建 設 局

森林・防

災 部 河

川課  

［

略

］ 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

3

1 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

建 設 局 建 設

事 務 所 に お

い て 行 う 道

路 の 管 理 に

関する事務、

宅 地 造 成 工

事の規制、検

査 及 び 許 可

［略］  

５ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る

神 戸 市 中 央

卸 売 市 場 に

お け る 入 荷

証明、業者に

対 す る 許 可

及 び 使 用 料

等 の 徴 収 に

関する事務  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

2

6

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  建 設 局

河川課  

［

略

］ 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

3

1 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

建 設 局 建 設

事 務 所 に お

い て 行 う 道

路 の 管 理 に

関する事務、

宅 地 造 成 工

事の規制、検

査 及 び 許 可

［略］  
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に 関 す る 事

務（建設局森

林・防災部防

災 課 の 所 管

に 属 す る も

のを除く。）、

河 川 の 管 理

に 関 す る 事

務、公園の使

用 許 可 に 関

す る 事 務 並

び に 公 園 管

理 会 等 に 関

する事務  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

 

に 関 す る 事

務（建設局防

災 課 の 所 管

に 属 す る も

のを除く。）、

河 川 の 管 理

に 関 す る 事

務、公園の使

用 許 可 に 関

す る 事 務 並

び に 公 園 管

理 会 等 に 関

する事務  

 

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

 

別表第３（第４条、第 10条関係）  別表第３（第４条、第 10条関係）  

様

式  

公印

の名

称  

書

体  

寸

法  

（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

）  

使途  管守主

管課  

様

式  

公印

の名

称  

書

体  

寸

法  

（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

）  

使途  管守主

管課  
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［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

4

2

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  危 機 管

理 局 防

災 企 画

課  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

4

3

の

２

及

び

4

3

の

３  

削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

6

2

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  各 行 政

機関  

6 ［略 ［ ［ ［略］  ［略］  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

4

2

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  危 機 管

理室  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

4

3

の

２  

市 長

室 長

の印  

隷

書  

方  

21 

市 長 室 長 の

権 限 に 属 す

る公用文  

市 長 室

秘書課  

4

3

の

３  

危 機

管 理

室 長

の印  

隷

書  

方  

21 

危 機 管 理 室

長 の 権 限 に

属 す る 公 用

文  

 

 

危 機 管

理室  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

6

2

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  行 財 政

局 総 務

課  

6 ［略 ［ ［ ［略］  ［略］  
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3 ］  略

］  

略

］  

      

 

 

 

 

6

4 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

 

［略］  ［略］  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

 

3 ］  略

］  

略

］  

6

4 

建 築

主 事

の印  

隷

書  

方  

21 

建 築 主 事 の

権 限 に 属 す

る公用文  

建 築 住

宅 局 建

築 指 導

部 建 築

調整課  

6

4

の

２  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

 

別表第４（第５条、第 10条関係）  別表第４（第５条、第 10条関係）  

様

式  

公印

の名

称  

書

体  

寸

法  

（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

）  

使途  管守主

管課  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

様

式  

公印

の名

称  

書

体  

寸

法  

（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

）  

使途  管守主

管課  

［

略

］  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  
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6

8 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

区 役 所 出 張

所（明舞出張

所を除く。）

に お い て 行

う戸籍、印鑑

登 録 証 明 及

び 住 民 基 本

台 帳 の 証 明

に 関 す る 事

務  

北 区 役

所 総 務

部 地 域

協働課、

北 神 区

役 所 地

域 協 働

課 及 び

西 区 役

所 総 務

部 地 域

協働課  

［略］  ［略］  

地 域 協 働 局

住 民 課 に お

い て 行 う 戸

籍、印鑑登録

証 明 及 び 住

民 基 本 台 帳

の 証 明 に 関

する事務  

 

 

［略］  ［略］  

［

略

［略

］  

［

略

［

略

［略］  ［略］  

6

8 

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

［略］  ［略］  

区 役 所 出 張

所（明舞出張

所を除く。）

に お い て 行

う戸籍、印鑑

登 録 証 明 及

び 住 民 基 本

台 帳 の 証 明

に 関 す る 事

務  

北 区 役

所 総 務

部 地 域

協働課、

北 神 区

役 所 市

民 課 及

び 西 区

役 所 総

務 部 地

域 協 働

課  

［略］  ［略］  

三 宮 証 明 サ

ー ビ ス コ ー

ナ ー に お い

て行う戸籍、

印 鑑 登 録 証

明 及 び 住 民

基 本 台 帳 の

証 明 に 関 す

る事務  

 

［略］  ［略］  

［

略

［略

］  

［

略

［

略

［略］  ［略］  
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］  ］  ］  

7

3

の

８  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

港 湾 局 神 戸

港 管 理 事 務

所 に お い て

行 う 次 に 掲

げる事務  

(1)  規 則 第

55 条 の ２

第 １ 項 第

１ 号 及 び

第 ２ 号 に

規 定 す る

事 務 の う

ち、港湾局

長 の 権 限

に 属 す る

もの  

(2)  規 則 第

55 条 の ８

に 規 定 す

る事務  

港 湾 局

神 戸 港

管 理 事

務所  

7

3

の

９  

［略

］  

 

 

 

［

略

］  

［

略

］  

規 則 第 55 条

の ２ 第 １ 項

第 ８ 号 か ら

第 12 号 ま で

に 規 定 す る

事務  

 

［略］  

］  ］  ］  

7

3

の

８  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

港 湾 局 神 戸

港 管 理 事 務

所 に お い て

行 う 次 に 掲

げる事務  

(1)  規 則 第

54 条 の ２

第 １ 項 第

１ 号 及 び

第 ２ 号 に

規 定 す る

事 務 の う

ち、港湾局

長 の 権 限

に 属 す る

もの  

(2)  規 則 第

54 条 の ５

に 規 定 す

る事務  

神 戸 港

管 理 事

務所  

7

3

の

９  

［略

］  

［

略

］  

［

略

］  

規 則 第 55 条

の ２ 第 １ 項

第８号から  

12 号 ま で に

規 定 す る 事

務（危機管理

監 の 権 限 に

［略］  
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属 す る も の

を除く。）  

7

3

の

1

0 

契 約

等 事

務 専

用 危

機 管

理 監

の印  

隷

書  

方

30 

規 則 第 55 条

の ２ 第 １ 項

第 ８ 号 か ら

12 号 ま で に

規 定 す る 事

務のうち、危

機 管 理 監 の

権 限 に 属 す

る事務  

行 財 政

局 総 務

課  

   

様式第 43の２及び様式第 43の３を次のように改める。  

様式第 43の２及び様式第 43の３  削除  

様式第 64を削り、様式第 64の２を様式第 64とする。  

様式第 73の 10を削る。  

（情報公開審査会規則の一部改正）  

第 12条  神戸市情報公開審査会規則（昭和 61年 11月規則第 50号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

 （庶務）  
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 第４条  審査会の庶務は、市長室にお

いて処理する。  

第４条  ［略］  第５条  ［略］  

 （留学生支援等基金条例施行規則の一部改正）  

第 13条  神戸市留学生支援等基金条例施行規則（平成元年３月規則第 59号）の一

部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（基金の管理）  （基金の管理）  

第２条  神戸市留学生支援等基金（以

下「基金」という。）は、企画調整局

長が管理する。  

第２条  神戸市留学生支援等基金（以

下「基金」という。）は、市長室長が

管理する。  

２  企画調整局長は、次の帳簿を備え、

基金の経理状況を明らかにするもの

とする。  

２  市長室長は、次の帳簿を備え、基金

の経理状況を明らかにするものとす

る。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

（施行細目の委任）  （施行細目の委任）  

第３条  この規則の施行に関し必要な

事項は、企画調整局長が行財政局長

と協議して定める。  

第３条  この規則の施行に関し必要な

事項は、市長室長が行財政局長と協

議して定める。  

（市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例施行規則の一部
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改正）  

第 14条  神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例施行規

則（平成 18年 12月規則第 43号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（コンプライアンス対策会議）  （コンプライアンス対策会議）  

第７条  ［略］  第７条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  対策会議は、市長、副市長、危機管

理監、神戸市事務分掌条例（平成 15年

10月条例第 19号）第１条に規定する

局の長、会計室長、区長、北神担当区

長、消防長、公営企業管理者、教育委

員会事務局長、教育次長、市選挙管理

委員会事務局長、人事委員会事務局

長、監査事務局長及び市会事務局長

をもって組織し、市長が主宰する。  

３  対策会議は、市長、副市長、危機管

理監、神戸市事務分掌条例（平成 15年

10月条例第 19号）第１条に規定する

局及び室の長、会計室長、区長、北神

担当区長、消防長、公営企業管理者、

教育委員会事務局長、教育次長、市選

挙管理委員会事務局長、人事委員会

事務局長、監査事務局長及び市会事

務局長をもって組織し、市長が主宰

する。  

４  ［略］  ４  ［略］  

（指定管理者選定評価委員会規則の一部改正）  

第 15条  神戸市指定管理者選定評価委員会規則（平成 25年３月規則第 84号）の一
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部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（庶務）  （庶務）  

第 10条  委員会の庶務は、別表の右欄

に掲げる局又は区役所において処理

する。  

第 10条  委員会の庶務は、別表の右欄

に掲げる室、局又は区役所において

処理する。  

附  則  附  則  

（施行細目の委任に係る特例）  （施行細目の委任に係る特例）  

第５条  市長が附則第３条第１項本文

の規定に基づき委員会の委員長を自

ら指名した場合における第 11条の規

定の適用については、当分の間、同条

中「委員長が委員会に諮って」とある

のは、「別表の右欄に掲げる局又は区

役所の長が」とする。ただし、議事の

手続その他委員会の運営に関し必要

な事項については同条の規定に基づ

き委員長が委員会に諮って定めるべ

き旨を委員会が議決した場合（次項

の通知の後に議決がなされた場合を

第５条  市長が附則第３条第１項本文

の規定に基づき委員会の委員長を自

ら指名した場合における第 11条の規

定の適用については、当分の間、同条

中「委員長が委員会に諮って」とある

のは、「別表の右欄に掲げる室、局又

は区役所の長が」とする。ただし、議

事の手続その他委員会の運営に関し

必要な事項については同条の規定に

基づき委員長が委員会に諮って定め

る べ き 旨 を 委 員 会 が 議 決 し た 場 合

（次項の通知の後に議決がなされた
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含む。）は、この限りでない。  場合を含む。）は、この限りでない。 

２  別表の右欄に掲げる局又は区役所

の長は、前項本文の規定により読み

替えて適用される第 11条の規定に基

づき議事の手続その他委員会の運営

に関し必要な事項を定めたときは、

その委員会の委員に対して、その旨

を通知しなければならない。  

２  別表の右欄に掲げる室、局又は区

役所の長は、前項本文の規定により

読み替えて適用される第 11条の規定

に基づき議事の手続その他委員会の

運営に関し必要な事項を定めたとき

は、その委員会の委員に対して、その

旨を通知しなければならない。  

別表（第１条、第 10条関係）  別表（第１条、第 10条関係）  

附属機関  庶務  

神 戸 市 企 画 調 整 局 指

定 管 理 者 選 定 評 価 委

員会  

 

 

企画調整局  

［略］  ［略］  
 

附属機関  庶務  

神 戸 市 市 長 室 指 定 管

理者選定評価委員会  

市長室  

神 戸 市 企 画 調 整 局 指

定 管 理 者 選 定 評 価 委

員会  

企画調整局  

［略］  ［略］  
 

 （副市長事務分担規則の一部改正）  

第 16条  副市長事務分担規則（平成 25年 11月規則第 28号）の一部を次のように改

正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  
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（事務分担）  （事務分担）  

第２条  副市長は、次の各号に掲げる

副市長の区分に応じ、当該各号に定

める事務を担任する。  

第２条  副市長は、次の各号に掲げる

副市長の区分に応じ、当該各号に定

める事務を担任する。  

(1) ［略］   (1) ［略］  

(2) 小原副市長  危機管理局、会計

室、地域協働局、文化スポーツ局、

福祉局、健康局、こども家庭局、建

築住宅局、消防局及び水道局の所管

に属する事務並びに教育委員会事

務局、選挙管理委員会事務局及び監

査事務局に関する事務  

(2) 小原副市長  危機管理室、会計

室、地域協働局、文化スポーツ局、

福祉局、健康局、こども家庭局、建

築住宅局、消防局及び水道局の所管

に属する事務並びに教育委員会事

務局、選挙管理委員会事務局及び監

査事務局に関する事務  

(3) 黒田副市長  局室区（前２号及

び次項に掲げる局、室及び区役所を

いう。）に係るＳＤＧｓに立脚した

政策の企画及び立案並びに実施に

関する事務並びにＳＤＧｓの視点

を踏まえた市役所改革の推進に関

する事務並びに森林及び緑化政策

の推進に関する事務  

(3) 黒田副市長  局室区（前２号及

び次項に掲げる局、室及び区役所を

いう。）に係るＳＤＧｓに立脚した

政策の企画及び立案並びに実施に

関する事務並びにＳＤＧｓの視点

を踏まえた市役所改革の推進に関

する事務  

２  企画調整局及び区役所の所管に属

する事務は、今西副市長及び小原副

市長が共同して所掌する。  

２  市長室、企画調整局及び区役所の

所管に属する事務は、今西副市長及

び小原副市長が共同して所掌する。  

 （市長の権限に属する事務の委任に関する規則）  

第 17条  神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則（平成 31年３月規則第

67号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線
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又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

 （地域保健法施行規則に規定する事

務の委任）  

第 44条及び第 45条  削除  第 44条  地域保健法第９条の規定に基

づき、地域保健法施行規則（昭和 28年

厚生省令第 55条）第４条に規定する

地域保健対策に関する法律に基づく

調査及び研究並びに試験及び検査に

関する事務は、保健所長に委任する。 

 （手数料条例等に規定する事務の委

任）  

 第 45条  地域保健法第９条の規定に基

づき、次に掲げる神戸市手数料条例

（平成 12年３月条例第 77号。以下こ

の条において「条例」という。）及び

神戸市手数料条例施行規則（平成 12

年３月規則第 111号。以下この条にお

いて「施行規則」という。）に規定す

る事務は、保健所長に委任する。  

 (1) 条例第６条及び施行規則第３条

の２の規定による手数料の徴収に

関すること。  
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 (2) 公的扶助を受給している者で、

保護施設に入所する目的のための

検査に係る手数料の免除（条例第６

条に係るものに限る。）に関するこ

と。  

 (3) 検査着手前にその取消しの申出

があった場合の既納手数料の返還

（条例第６条に係るものに限る。）

に関すること。  

 (4) 条例第９条第２項第１号及び施

行規則第４条第１号アの規定によ

る後納（条例第６条に係るものに限

る。）に関すること。  

（局室長に対する事務の委任）  （局室長に対する事務の委任）  

第 55条の２  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、局室長（神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局の長、会計室長及び消防局

長をいう。以下同じ。）に委任する。

ただし、別に定めるものを除く。  

第 55条の２  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、局室長（神戸市事務分掌規則（平

成 31年３月規則第 66号）に規定する

危機管理監、神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局の長、市長室長、会計室長及

び消防局長をいう。以下同じ。）に委

任する。ただし、別に定めるものを除

く。  

(1)～ (12) ［略］   (1)～ (12) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

（環境局長に対する事務の委任）  （環境局長に対する事務の委任）  

第 55条の４  地 方 自治法 第 153条第１ 第 55条の４  地 方 自治法 第 153条第１
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項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、環境局長に委任する。  

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、環境局長に委任する。  

(1) ～ (22) ［略］  (1) ～ (22) ［略］  

(23) 神戸 市 太 陽 光 発 電施 設 等 の 適

正な設置及び維持管理に関する条

例（平成 30年 12月条例第 14号。以下

第 29号までにおいて「条例」とい

う。）第６条の３第３項の規定によ

る事前協議、第８条の規定による特

定事業の実施に係る許可及び第９

条の規定による許可の基準に関す

ること。  

(23) 神戸 市 太 陽 光 発 電施 設 の 適 正

な設置及び維持管理に関する条例

（平成 30年 12月条例第 14号。以下第

29号までにおいて「条例」という。）

第８条第１項の規定による特定事

業の実施及び第 10条第１項の規定

による特定事業計画の変更に係る

許可に関すること。  

(24) 条例 第 10条 の 規 定に よ る 事 業

計画の変更の許可に関すること。  

(24) 条例 第 10条 第 ２ 項の 規 定 に よ

る特定事業計画の変更 に係る届出

に関すること。  

(25) 条例 第 11条 の 規 定に よ る 特 定

施設の設置の完了に係る検査及び

第 12条の規定による許可の取消し  

に関すること。  

(25) 条例 第 11条 第 １ 項の 規 定 に よ

る特定施設の設置の完了に係る検

査及び同条第２項の規定による通

知に関すること。  

(26) 条例 第 13条 の 規 定に よ る 区 域

外における特定事業の実施及び第

14条の規定による計画変更に係る

届出に関すること。  

(26) 条例 第 13条 第 １ 項の 規 定 に よ

る区域外における特定事業の実施

及び第 14条第１項の規定による計

画変更に係る届出に関すること。  

(27) 条例 第 15条 の 規 定に よ る 区 域

外における特定施設の設置完了届

出及び第 16条の規定による特定施

設設置完了後の定期報告 に関する

こと。  

(27) 条例 第 15条 の 規 定に よ る 区 域

外における特定施設の設置完了届

出に関すること。  
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(28) ［略］  (28) ［略］  

(29) 条例 第 18条 の 規 定に よ る 特 定

事業の承継、第 20条の規定による廃

棄等費用の確保等に係る公表、第 24

条の規定による報告の徴収及び立

入調査、第 25条の規定による指導及

び助言、第 26条の規定による勧告、

第 27条の規定による公表及び第 28

条の規定による命令に関すること。 

(29) 条例 第 18条 第 ３ 項の 規 定 に よ

る特定事業の承継 に係る届出 に関

すること。  

(30) ［略］  (30) ［略］  

（建設局長に対する事務の委任）  （建設局長に対する事務の委任）  

第 55条の５  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、建設局長に委任する。  

第 55条の５  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、建設局長に委任する。  

(1) 道路法（昭和 27年法律第 180号。

以下第 13号までにおいて「法」とい

う。）第 32条第１項及び第３項（法

第 91条第２項において準用する場

合を含む。）の規定による道路の占

用の許可に関すること（第 72条の４

において建設事務所長に委任する

ものを除く。）。  

(1) 道路法（昭和 27年法律第 180号。

以下第 13号までにおいて「法」とい

う。）第 32条第１項及び第３項（法

第 91条第２項において準用する場

合を含む。）の規定による道路の占

用の許可に関すること（第 71条の４

において建設事務所長に委任する

ものを除く。）。  

(2) 法第 32条第５項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による警察署長との協議に

関すること（第 72条の４において建

設 事 務 所 長 に 委 任 す る も の を 除

く。）。  

(2) 法第 32条第５項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による警察署長との協議に

関すること（第 71条の４において建

設 事 務 所 長 に 委 任 す る も の を 除

く。）。  
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(3) 法第 34条（法第 91条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による工事の調整のための条件の

付与に関すること（第 72条の４にお

いて建設事務所長に委任するもの

を除く。）。  

(3) 法第 34条（法第 91条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による工事の調整のための条件の

付与に関すること（第 71条の４にお

いて建設事務所長に委任するもの

を除く。）。  

(4) 法第 35条（法第 91条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による道路の占用の協議に関する

こと（第 72条の４において建設事務

所長に委任するものを除く。）。  

(4) 法第 35条（法第 91条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による道路の占用の協議に関する

こと（第 71条の４において建設事務

所長に委任するものを除く。）。  

(5) ［略］  (5) ［略］  

(6) 法第 40条第２項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による原状回復等の指示に

関すること（第 72条の４において建

設 事 務 所 長 に 委 任 す る も の を 除

く。）。  

(6) 法第 40条第２項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による原状回復等の指示に

関すること（第 71条の４において建

設 事 務 所 長 に 委 任 す る も の を 除

く。）。  

(7) 法第 46条第１項の規定による通

行の禁止又は制限に関すること（第

72条の４において建設事務所長に

委任するものを除く。）。  

(7) 法第 46条第１項の規定による通

行の禁止又は制限に関すること（第

71条の４において建設事務所長に

委任するものを除く。）。  

(8) 法第 71条第１項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による監督処分に関するこ

とのうち、次のいずれかに該当する

もの（第 72条の４において建設事務

所長に委任するものを除く。）。  

(8) 法第 71条第１項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による監督処分に関するこ

とのうち、次のいずれかに該当する

もの（第 71条の４において建設事務

所長に委任するものを除く。）。  
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ア～イ  ［略］  ア～イ  ［略］  

(9) 法第 71条第２項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による処分又は措置の命令

に関すること（第１号の規定により

建設局長に委任する権限に係るも

のに限り、かつ、第 72条の４におい

て建設事務所長に委任するものを

除く。）。  

(9) 法第 71条第２項（法第 91条第２

項において準用する場合を含む。）

の規定による処分又は措置の命令

に関すること（第１号の規定により

建設局長に委任する権限に係るも

のに限り、かつ、第 71条の４におい

て建設事務所長に委任するものを

除く。）。  

(10)～ (11) ［略］  (10)～ (11) ［略］  

(12) 法第 87条（法第 91条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による条件の付与に関すること（第

１号の規定により建設局長に委任

する権限に係るものに限り、かつ、

第 72条の４において建設事務所長

に委任するものを除く。）。  

(12) 法第 87条（法第 91条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による条件の付与に関すること（第

１号の規定により建設局長に委任

する権限に係るものに限り、かつ、

第 71条の４において建設事務所長

に委任するものを除く。）。  

(13) 法第 95条の２第１項（法第 91条

第２項において準用する場合を含

む。）に規定する公安委員会に対す

る意見の聴取に関すること（第 72条

の４において建設事務所長に委任

するものを除く。）。  

(13) 法第 95条の２第１項（法第 91条

第２項において準用する場合を含

む。）に規定する公安委員会に対す

る意見の聴取に関すること（第 71条

の４において建設事務所長に委任

するものを除く。）。  

(14) 道路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第

105号）第 79条の規定による警察署

長との協議に関すること（道路法第

18条により区域が決定され供用が

開始された道路（他の管理者が管理

(14) 道路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第

105号）第 79条の規定による警察署

長との協議に関すること（道路法第

18条により区域が決定され供用が

開始された道路（他の管理者が管理
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する道路を除く。）に係るものに限

り、かつ、第 72条の４において建設

事務所長に委任するものを除く。）。 

する道路を除く。）に係るものに限

り、かつ、第 71条の４において建設

事務所長に委任するものを除く。）。 

(15) 道路 交 通 法 第 80条の 規 定 に よ

る警察署長との協議に関すること

（道路法第 18条により区域が決定

され供用が開始された道路（他の管

理者が管理する道路を除く。）に係

るものに限り、かつ、第 72条の４に

おいて建設事務所長に委任するも

のを除く。）。  

(15) 道路 交 通 法 第 80条の 規 定 に よ

る警察署長との協議に関すること

（道路法第 18条により区域が決定

され供用が開始された道路（他の管

理者が管理する道路を除く。）に係

るものに限り、かつ、第 71条の４に

おいて建設事務所長に委任するも

のを除く。）。  

(16) 道路交通法第 110条の２第３項

の規定による公安委員会との協議

に関すること（道路法第 18条により

区域が決定され供用が開始された

道路（他の管理者が管理する道路を

除く。）に係るものに限り、かつ、

第 72条の４において建設事務所長

に委任するものを除く。）。  

(16) 道路交通法第 110条の２第３項

の規定による公安委員会との協議

に関すること（道路法第 18条により

区域が決定され供用が開始された

道路（他の管理者が管理する道路を

除く。）に係るものに限り、かつ、

第 71条の４において建設事務所長

に委任するものを除く。）。  

(17)～ (43) ［略］  (17)～ (43) ［略］  

（ 建 築 住 宅 局 長 に 対 す る 事 務 の 委

任）  

（ 建 築 住 宅 局 長 に 対 す る 事 務 の 委

任）  

第 55条の７  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、建築住宅局長に委任する。  

第 55条の７  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、建築住宅局長に委任する。  

(1)～ (22) ［略］  (1)～ (22) ［略］  

 (23) 所有 者 不 明 土 地 の利 用 の 円 滑

化等に関する特別措置法（平成 30年
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法律第 49号。以下第 28号までにおい

て「法」という。）第 42条（法第 51

条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による命令又は相続

財産清算人の選任の請求に関する

こと。  

(23) 所有 者 不 明 土 地 の利 用 の 円 滑

化等に関する特別措置法（平成 30年

法律第 49号。以下第 27号までにおい

て「法」という。）第 47条第１項の

規定による法人の指定、同条第２項

及び第４項の規定による公示並び

に同条第３項の規定による届出に

関すること。  

(24) 法第 47条 第 １ 項 の規 定 に よ る

法人の指定、同条第２項及び第４項

の規定による公示並びに同条第３

項の規定による届出に関すること。 

(24)～ (29) ［略］  (25)～ (30) ［略］  

(30) 神戸 市 民 の 住 環 境等 を ま も り

そだてる条例（平成６年３月条例第

51号。以下第 34号までにおいて「条

例」という。）第 16条第１項の規定

による紛争の調整並びに同条第２

項の規定による出頭の要求、意見の

聴取及び資料の提出要求に関する

こと。  

(31) 神戸 市 民 の 住 環 境等 を ま も り

そだてる条例（平成６年３月条例第

51号。以下第 35号までにおいて「条

例」という。）第 16条第１項の規定

による紛争の調整並びに同条第２

項の規定による出頭の要求、意見の

聴取及び資料の提出要求に関する

こと。  

(31)～ (35) ［略］  (32)～ (36) ［略］  

(36) 神戸 市 建 築 物 の 安全 性 の 確 保

等に関する条例（平成 20年４月条例

第１号。以下第 39号までにおいて

「条例」という。）第 10条第１項の

(37) 神戸 市 建 築 物 の 安全 性 の 確 保

等に関する条例（平成 20年４月条例

第１号。以下第 40号までにおいて

「条例」という。）第 10条第１項の
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規定による防災計画の届出、同条第

２項の規定による通知、同条第３項

の規定による協議及び同条第４項

の規定による指導又は助言に関す

ること（同条第５項において準用す

る場合を含む。）。  

規定による防災計画の届出、同条第

２項の規定による通知、同条第３項

の規定による協議及び同条第４項

の規定による指導又は助言に関す

ること（同条第５項において準用す

る場合を含む。）。  

(37)～ (39) ［略］  (38)～ (40) ［略］  

 (41) 空家 等 対 策 の 推 進に 関 す る 特

別措置法第 14条第１項から第３項

までの規定による相続財産清算人

の選任又は命令の請求に関するこ

と。  

 (42) 神戸 市 空 家 空 地 対策 の 推 進 に

関する条例第 10条の規定による財

産管理人の選任の申立てに関する

こと。  

(40) ［略］  (43) ［略］  

(41) 神戸市営住宅条例（平成９年４

月条例第 12号。以下第 44号までにお

いて「条例」という。）第 37条の規

定による用途外使用の承認に関す

ること。  

(44) 神戸市営住宅条例（平成９年４

月条例第 12号。以下第 47号までにお

いて「条例」という。）第 37条の規

定による用途外使用の承認に関す

ること。  

(42)～ (44) ［略］  (45)～ (47) ［略］  

(45) 不在者財産管理人（民法（明治

29年法律第 89号）第 25条第１項に規

定する管理人をいう。）若しくは相

続財産清算人（同法第 952条第１項

に規定する清算人をいう。）の選任
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又は所有者不明土地管理人（同法第

264条の２第４項に規定する所有者

不明土地管理人をいう。）、所有者

不明建物管理人（同法第 264条の８

第４項に規定する所有者不明建物

管理人をいう。）、管理不全土地管

理人（同法第 264条の９第３項に規

定 す る 管 理 不 全 土 地 管 理 人 を い

う。）若しくは管理不全建物管理人

（同法第 264条の 14第３項に規定す

る管理不全建物管理人をいう。）に

よる管理を命ずる処分の請求に関

すること（建築住宅局長が所管する

事務に係るものに限る。）。  

（港湾局長に対する事務の委任）  （港湾局長に対する事務の委任）  

第 55条の８  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、港湾局長に委任する。  

第 55条の８  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、港湾局長に委任する。  

(1)～ (16) ［略］  (1)～ (16) ［略］  

(17) 神戸空港条例（平成 17年４月条

例第１号）第 12条の規定による土地

等の許可に関すること。  

 

(18) 神戸 空 港 条 例 第 13条 の 規 定 に

よる空港内での営業の許可及び届

出に関すること。  

 

第 56条  ［略］  第 56条  ［略］  

２  局室長は、この章の規定により委

任を受けた事務を、神戸市事務分掌

２  局室長は、この章の規定により委

任を受けた事務を、神戸市事務分掌
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規則（平成 31年３月規則第 66号）第 87

条の規定による専決の例により、そ

の指揮監督する所属職員に専決させ

るものとする。ただし、局室長が別段

の定めをしたものは、この限りでな

い。  

規則第 87条の規定による専決の例に

より、その指揮監督する所属職員に

専決させるものとする。ただし、局室

長が別段の定めをしたものは、この

限りでない。  

（身体障害者福祉法に規定する事務

の委任）  

（身体障害者福祉法に規定する事務

の委任）  

第 69条  身体障害者福祉法（昭和 24年

法 律 第 283号 。 以 下 こ の 条 に お い て

「法」という。）第９条第９項の規定

に基づき、次に掲げる同法に規定す

る事務は、福祉事務所長に委任する。 

第 69条  身体障害者福祉法（昭和 24年

法 律 第 283号 。 以 下 こ の 条 に お い て

「法」という。）第９条第９項の規定

に基づき、次に掲げる同法に規定す

る事務は、福祉事務所長に委任する。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 措置の解除に係る説明等（法第

18条の３）。  

 

(3) 費用の徴収に関すること（法第

38条）。  

(2) 費用の負担命令及び徴収に関す

ること（法第 38条）。  

（知的障害者福祉法に規定する事務

の委任）  

 

第 69条 の ２  地 方 自 治 法 第 153条 第 １

項の規定に基づき、次に掲げる知的

障害者福祉法（昭和 35年法律第 37号。

以下この条において「法」という。）

に規定する事務は、福祉事務所長に

委任する。  

 

(1) 障害福祉サービスの提供及び障

害者支援施設等への入所等の措置
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に関すること（法第 15条の４及び

第 16条）。  

(2) 措置の解除に係る説明等（法第

17条）。  

 

(3) 費用の徴収に関すること（法第

27条）。  

 

（その他の事務の委任）  （その他の事務の委任）  

第 71条  前各条に定めるもののほか、

地 方 自 治 法 第 153条 第 １ 項 の 規 定 に

基づき、次に掲げる事務は福祉事務

所長に委任する。  

第 71条  前各条に定めるもののほか、

地 方 自 治 法 第 153条 第 １ 項 の 規 定 に

基づき、次に掲げる事務は福祉事務

所長に委任する。  

(1) 第 57条 第 ２ 項 第 ４ 号 及 び 第 ５

号、第 58条第２項第２号並びに第 62

条に掲げる措置等に要する費用（第

62条にあっては、居宅介護措置に関

するものを除く。）のうち本人又は

扶養義務者が負担する金額の徴収

に関すること。  

(1) 第 56条 第 ２ 項 第 ４ 号 及 び 第 ５

号、第 57条第２項第２号並びに第 61

条に掲げる措置等に要する費用（第

61条にあっては、居宅介護措置に関

するものを除く。）のうち本人又は

扶養義務者が負担する金額の徴収

に関すること。  

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

 (5) 知的障害者福祉法（昭和 35年法

律第 37号。以下この号において「法」

という。）に規定する障害福祉サー

ビスの提供及び障害者支援施設又

は障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律第

５条第６項の厚生労働省令で定め

る施設（以下「障害者支援施設等」

という。）への入居等の措置に関す
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ること（法第 15条の４及び第 16条）。 

(5) ［略］  (6) ［略］  

（中央卸売市場運営本部本場長、東

部市場長及び西部市場長に対する事

務の委任）  

（中央卸売市場運営本部本場長、東

部市場長及び西部市場長に対する事

務の委任）  

第 73条の４  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、中央卸売市場運営本部本場長、東

部 市 場 長 及 び 西 部 市 場 長 に 委 任 す

る。  

第 73条の４  地 方 自治法 第 153条第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務

は、中央卸売市場運営本部本場長、東

部 市 場 長 及 び 西 部 市 場 長 に 委 任 す

る。  

(1)～ (30) ［略］  (1)～ (30) ［略］  

 (31) 規則 第 56条 の 規 定に よ る 使 用

人の届出に関すること。  

(31) 規則 第 57条 の 規 定に よ る 掲 示

事項に関すること。  

(32) 規則 第 58条 の 規 定に よ る 掲 示

事項に関すること。  

第 78条  地 方自 治 法第 153条第 １項の

規定に基づき、次に掲げる事務は、水

道事業管理者に委任する。  

第 78条  地 方自 治 法第 153条第 １項の

規定に基づき、次に掲げる事務は、水

道事業管理者に委任する。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 地 方 自治 法 第 231条の ３ 第 ２ 項

並びに神戸市債権の管理に関する

条例（平成 28年３月条例第 29号）第

７条の規定による延滞金の徴収の

うち、前２号に掲げる下水道使用料

及び農業集落排水処理施設使用料

に関すること。  

 

(4)～ (7) ［略］  (3)～ (6) ［略］  

（安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関する条例施
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行規則の一部改正）  

第 18条  神戸市安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関

する条例施行規則（令和２年４月規則第３号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（管理責任者等）  （管理責任者等）  

第４条  条例第５条第１項に規定する

管理責任者（以下「管理責任者」とい

う。）は、危機管理局長の職にある者

をもって充てる。  

第４条  条例第５条第１項に規定する

管理責任者（以下「管理責任者」とい

う。）は、危機管理室長の職にある者

もって充てる。  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  条例第５条第１項に規定する取扱

責任者（以下「取扱責任者」という。）

及び取扱者は、危機管理局に所属す

る職員のうちから、管理責任者が指

名する者をもって充てる。  

３  条例第５条第１項に規定する取扱

責任者（以下「取扱責任者」という。）

及び取扱者は、危機管理室に所属す

る職員のうちから、管理責任者が指

名する者をもって充てる。  

 （ＳＤＧｓ貢献基金条例施行規則の一部改正）  

第 19条  神戸ＳＤＧｓ貢献基金条例施行規則（令和６年２月規則第 45号）の一部

を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線
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又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（基金の管理）  （基金の管理）  

第２条  神戸ＳＤＧｓ貢献基金（以下

「基金」という。）は、地域協働局長

が管理する。  

第２条  神戸ＳＤＧｓ貢献基金（以下

「基金」という。）は、企画調整局長

が管理する。  

２  地域協働局長は、次に掲げる帳簿

を備え、基金の経理状況を明らかに

するものとする。  

２  企画調整局長は、次に掲げる帳簿

を備え、基金の経理状況を明らかに

するものとする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

（施行細目の委任）  （施行細目の委任）  

第３条  この規則の施行に関し必要な

事項は、地域協働局長が行財政局長

と協議して定める。  

第３条  この規則の施行に関し必要な

事項は、企画調整局長が行財政局長

と協議して定める。  

附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神 戸 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 及 び 神 戸 市 民 の 住 環 境 等 を ま も り そ だ て る 条 例 施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造  

神戸市規則第72号  

   神戸市建築基準法施行細則及び神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例

施行規則の一部を改正する規則 

（建築基準法施行細則の一部改正） 

第１条 神戸市建築基準法施行細則（昭和37年４月規則第25号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（建築主事の設置）  

第 １ 条 の ２  法 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ

き、本市に建築主事を置く。 

 

２  前項の建築主事は、次の各号の職

にある者をもって充てる。ただし、法

第 77条の 58第１項に規定する建築基

準適合判定資格者の登録（同条第２

項に規定する一級建築基準適合判定

資格者登録簿への登録に限る。）のな
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い者は、この限りではない。 

(1) 建築住宅局建築指導部長  

(2) 建築住宅局建築指導部建築安全

課長 

 

(3) 神戸市事務分掌規則第15条に掲

げる建築住宅局建築指導部建築安

全課の業務のうち、同条第２号に

規 定 す る 業 務 を 行 う 課 長 級 職 員

（前号の職員及び法第 12条第１項

に規定される建築設備等の定期報

告を担当する職員を除く。） 

 

(4) 建築住宅局建築指導部建築安全

課指定機関指導係長 

 

(5) 建築住宅局建築指導部建築安全

課建築安全係長 

 

(6) 神戸市事務分掌規則第15条に掲

げる建築住宅局建築指導部建築安

全課の業務のうち、同条第２号に

規 定 す る 業 務 を 行 う 係 長 級 職 員

（前号の職員及び法第 42条に規定

される道路に関する業務を担当す

る職員を除く。） 

 

３  第１項の建築主事の職務に関し必

要な事項は、建築住宅局長が定める。 

 

（中間検査申請書に添付する書類） （中間検査申請書に添付する書類） 

第２条  施行規則第４条の８第１項第

４ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類

は、次の各号に掲げる建築物の区分

第２条  施行規則第４条の８第１項第

４ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類

は、次の各号に掲げる建築物の区分
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に応じ、それぞれ当該各号に定める

図書とする。 

に応じ、それぞれ当該各号に定める

図書とする。 

(1) 法第６条第１項第３号に掲げる

建築物のうち、木造の建築物（木造

とその他の構造とを併用する建築

物を含む。） 次に掲げる書類 

(1) 法第６条第１項第４号に掲げる

建築物のうち、木造の建築物（木造

とその他の構造とを併用する建築

物を含む。） 次に掲げる書類 

ア～ウ ［略］ ア～ウ ［略］ 

(2) 法第６条第１項第３号に掲げる

建築物のうち、前号に掲げる建築

物以外の建築物 次に掲げる書類 

(2) 法第６条第１項第４号に掲げる

建築物のうち、前号に掲げる建築

物以外の建築物 次に掲げる書類 

ア、イ ［略］ ア、イ ［略］ 

（全体計画認定申請書に添付する書

類） 

（全体計画認定申請書に添付する書

類） 

第５条の２  施行規則第 10条の 23第６

項に規定する規則で定める図書及び

書類は、次に掲げるもの（法第86条の

８第１項の認定に係る計画に法第６

条の３第１項又は法第 18条第５項に

規定する構造計算適合性判定を要す

る建築物又は建築物の部分が含まれ

ている場合に限る。）とする。 

第５条の２  施行規則第 10条の 23第６

項に規定する規則で定める図書及び

書類は、次に掲げるもの（法第86条の

８第１項の認定に係る計画に法第６

条の３第１項又は法第 18条第４項に

規定する構造計算適合性判定を要す

る建築物又は建築物の部分が含まれ

ている場合に限る。）とする。 

(1) 当該建築物又は建築物の部分に

係る法第６条の３第７項又は法第

18条第 11項に規定する適合判定通

知書又はその写し 

(1) 当該建築物又は建築物の部分に

係る法第６条の３第７項又は法第

18条第 10項に規定する適合判定通

知書又はその写し 

(2) ［略］  (2) ［略］  

（市民の住環境等をまもりそだてる条例施行規則の一部改正） 

第２条 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例施行規則（平成６年３月規則
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第 107号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（確認申請等に係る届出等） （確認申請等に係る届出等） 

第２条の２ ［略］ 第２条の２ ［略］ 

２  条例第５条の２第１項の規定によ

る届出は、次表の（あ）欄に掲げる確

認申請等の種類及び同表の（い）欄に

掲げる工作物の種類に応じ、同表の

（う）欄に掲げる図書を添付した様

式第１号による事前届出書を提出し

て行わなければならない。 

２  条例第５条の２第１項の規定によ

る届出は、次表の（あ）欄に掲げる確

認申請等の種類及び同表の（い）欄に

掲げる工作物の種類に応じ、同表の

（う）欄に掲げる図書を添付した様

式第１号による事前届出書を提出し

て行わなければならない。 

号  （あ） （い） （う） 

確 認 申 請

等の種類 

工 作 物 の 種

類 

図書  

(1) 次 号 及 び

第 ３ 号 を

除 く 確 認

申請等 

法 第 ６ 条 第

１ 項 第 ３ 号

に 規 定 す る

建築物 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

号  （あ）  （い） （う） 

確 認 申 請

等の種類 

工 作 物 の 種

類 

図書  

(1) 次 号 及 び

第 ３ 号 を

除 く 確 認

申請等 

法 第 ６ 条 第

１ 項 第 ４ 号

に 規 定 す る

建築物 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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３、４  ［略］ ３、４ ［略］ 

（建築等の届出等） （建築等の届出等） 

第 10条の５  ［略］ 第 10条の５  ［略］ 

２  条例第 35条の７第１項の規定によ

り同項各号のいずれかに該当する行

為を行おうとする者は、様式第 12号

による近隣住環境計画の区域内にお

ける行為の届出書に、次の各号に掲

げる行為の区分に応じ、当該各号に

定める図書を添えて市長に提出しな

ければならない。ただし、法第６条第

１項第３号に規定する建築物に係る

第１号の行為を行おうとする者にあ

っては、施行規則第１条の３第１項

の表１の (ろ )項に規定する図書の添

付は要しない。 

２  条例第 35条の７第１項の規定によ

り同項各号のいずれかに該当する行

為を行おうとする者は、様式第 12号

による近隣住環境計画の区域内にお

ける行為の届出書に、次の各号に掲

げる行為の区分に応じ、当該各号に

定める図書を添えて市長に提出しな

ければならない。ただし、法第６条第

１項第４号に規定する建築物に係る

第１号の行為を行おうとする者にあ

っては、施行規則第１条の３第１項

の表１の (ろ )項に規定する図書の添

付は要しない。 

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

様式第１号中「宅地造成等規制法に関する手続き等」を「宅地造成及び特定

盛土等規制法に関する手続き等」に、「宅造許可」を「宅地造成等許可」に、「建

築基準法第６条第１項第４号」を「建築基準法第６条第１項第３号」に改める。 

様式第５号、第５号の２及び第６号を次のように改める。
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許 可 申 請 書 

 年  月  日 

 神戸市長 宛 

住所 

 

申請者 氏名 
 

 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第  条第  項の規定により許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

１ 建築主の住所、氏名

等 
(電話番号  ―  ―  ) 

２ 代理人の住所、氏名

等 

(  )建築士(   )登録第     号(  )建築士事務所(   )登録第    号 

 

(電話番号  ―  ―  ) 

３ 設計者の住所、氏名

等 

(  )建築士(   )登録第     号(  )建築士事務所(   )登録第    号 

 

(電話番号  ―  ―  ) 

４ 

建築

物の

敷地 

(1) 地 名 地 番  神戸市     区 

(2) 用 途 地 域    (4) 高 度 地 区   第    種高度地区 

(3) 防 火 地 域  防火地域・準防火地域・指定なし (5) そ の 他    

５  主 要 用 途   

６  工 事 の 種 別 新築 増築 改築 移転 用途変更 大規模の修繕 大規模の模様替 その他 

  申請部分 申請以外の部分 合計 14 

事
業
内
容 

  

７  敷 地 面 積       

８  建 築 面 積 
 

(       ) 

 

(       ) 

 

(       ) 

９  延 べ 面 積 
 

(       ) 

 

(       ) 

 

(       ) 

10 築 造 面 積       15 

そ
の
他 

  

11 高 さ       

12 構 造       

13 階 数       

16 敷地の周囲の環境 
  

17 許可を受けようと

す る 具 体 的 事 項 

(具体的数値) 

  

※ 処   理   欄 ※ 条       件 

            

          

※  受 付 欄  ※ 建築審査会意見欄 
局  

消収第   号 ※ 消防関係意見欄 ※  許 可 番 号 欄   

   

 

     

 

署   

 

 

備考 

 １ ※の欄は、記入しないでください。 

 ２ 氏名について、法人にあっては、その名称及び代表者名を記入してください。 

 ３ ４(3)の欄及び６の欄は、該当するものを○で囲んでください。 

 ４ ８の欄の(   )内には、建蔽率の算定の基礎となる建築面積を記入してください。 

 ５ ９の欄の( )内には、容積率の算定の基礎となる延べ面積を記入してください。 

 ６ 14の欄から17の欄までの欄は、許可の可否を判定できるよう具体的に書き、これらの欄に書き表せない事項で特

に必要なものがあれば、別紙又は別図に書いて添付してください。 

 

  

様式第５号（第９条関係）  
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認 定 申 請 書 

 年  月  日 

 神戸市長 宛 

住所 

 

申請者 氏名 
 

 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第  条第  項の規定により認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

１ 建築主の住所、氏名

等 
(電話番号  ―  ―  ) 

２ 代理人の住所、氏名

等 

(  )建築士(   )登録第     号(  )建築士事務所(   )登録第    号 

 

(電話番号  ―  ―  ) 

３ 設計者の住所、氏名

等 

(  )建築士(   )登録第     号(  )建築士事務所(   )登録第    号 

 

(電話番号  ―  ―  ) 

４ 

建築

物の

敷地 

(1) 地 名 地 番  神戸市     区 

(2) 用 途 地 域    (4) 高 度 地 区   第    種高度地区 

(3) 防 火 地 域  防火地域・準防火地域・指定なし (5) そ の 他    

５  主 要 用 途   

６  工 事 の 種 別  新築 増築 改築 移転 用途変更 大規模の修繕 大規模の模様替 

  申請部分 申請以外の部分 合計 14 

事
業
内
容 

  

７  敷 地 面 積       

８  建 築 面 積 
 

(       ) 

 

(       ) 

 

(       ) 

９  延 べ 面 積 
 

(       ) 

 

(       ) 

 

(       ) 

10 築 造 面 積       15 

そ
の
他 

  

11 高 さ       

12 構 造       

13 階 数       

16 敷地の周囲の環境 
  

17 認定を受けようと

す る 具 体 的 事 項 

(具体的数値) 

  

※ 処   理   欄 ※ 条       件 

            

          

※  受 付 欄   ※  認 定 番 号 欄   

         

 

 

 

備考 

 １ ※の欄は、記入しないでください。 

 ２ 氏名について、法人にあっては、その名称及び代表者名を記入してください。 

 ３ ４(3)の欄及び６の欄は、該当するものを○で囲んでください。 

 ４ ８の欄の(   )内には、建蔽率の算定の基礎となる建築面積を記入してください。 

 ５ ９の欄の( )内には、容積率の算定の基礎となる延べ面積を記入してください。 

 ６ 14の欄から17の欄までの欄は、認定の可否を判定できるよう具体的に書き、これらの欄に書き表せない事項で特

に必要なものがあれば、別紙又は別図に書いて添付してください。 

 

  

様式第５号の２（第９条の２関係） 
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許  可  通  知  書  

 

第        号  

年   月   日  

 

 申請者           様  

 

神戸市長           印  

 

１．申請年月日    年   月   日  

２．建築場所又は築造場所  

３．建築物若しくは工作物又はその部分の概要  

 

上記による許可申請書及び添付図書に記載の計画について、神戸市民の住環境等をま

もりそだてる条例第  条第  項   の規定に基づき、下記の条件等を付して許可しまし

たので通知します。  

 

記  

 

 

 

 

 

（注意）この通知書は、大切に保存しておいてください。  

 
 

 

様式第６号（第９条関係）  
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附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和７年３月 3 1日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 7 3号

神戸市市税条例施行規則の一部を改正する規則

神戸市市税条例施行規則（昭和 3 0年 1 1月規則第 8 2号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

( 1 ) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

( 2 ) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

( 3 ) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（市長の権限の委任）

第２条の２ 法又は条例若しくは市税

に関するその他の条例で定める市長

の権限は、次に掲げる事項を除き、

神戸市市税事務所長に委任する。  

( 1 )  課税権の帰属その他法の規定の

適用について他の地方団体の長と

意見を異にした場合の措置に関す

ること。  

( 2 )  固定資産税に係る固定資産の価

格 等 の 決 定 に 関 す る こ と 。 た だ

し、法第 4 1 1 条第２項に規定する
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公示の日以後における価格等の決

定に関することを除く。  

( 3 )  徴税吏員の委任（職務の指定を

含む。）並びに固定資産評価員、

固定資産評価補助員及び固定資産

評価審査委員会の委員の選任に関

すること。  

 

( 4 )  法第 3 8 9条第４項の規定による

申出に関すること。  

 

２  地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7

号）第 1 5 3 条第１項に基づき、次に

掲げる事務は、神戸市市税事務所長

に委任する。  

( 1 )  市税に関する債権（徴収金を除

く。）の賦課徴収に関すること。  

( 2 )  市税に関する事項についての証

明に関すること。  

( 3 )  租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 昭 和

3 2 年 政 令 第 4 3 号 ） に 基 づ く 住 宅

用家屋の証明に関すること。  

 

３  市長は、前２項の規定により委任

した事務については、特に必要と認

めるときは、第１項及び第２項の規

定にかかわらず、自ら行うことがで

きる。  

 

４  第１項及び第２項の規定により委

任された事務を行う場合において、

この規則その他の規則に当該事務に
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係る申請書、許可書等の様式の定め

があるときは、当該様式中「神戸市

長」とあるのは、受任した「神戸市

市税事務所長」と読み替えるものと

する。  

（条例第 3 3条第４項の規定による市

民税の減免）  

（条例第 3 3条第４項の規定による市

民税の減免）  

第 1 5条の２  ［略］  第 1 5条の２  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  次に掲げるものに対して課する市

民 税 に つ い て は 、 均 等 割 を 免 除 す

る。ただし、そのものが市民税の法

人税割を課せられるときは、この限

りでない。  

４  次に掲げるものに対して課する市

民 税 に つ い て は 、 均 等 割 を 免 除 す

る。ただし、そのものが市民税の法

人税割を課せられるときは、この限

りでない。  

( 1 )～ ( 4 )  ［略］  ( 1 )～ ( 4 )  ［略］  

( 5 )  防犯協会、防火協会、交通安全

協会、自治会、管理組合法人、団

地管理組合法人、マンション建替

組合、マンション敷地売却組合、

敷地分割組合、地方自治法第 2 6 0

条の２第７項に規定する認可地縁

団体、青年団、婦人会その他市長

が特に認めるもの  

( 5 )  防犯協会、防火協会、交通安全

協会、自治会、管理組合法人、団

地管理組合法人、マンション建替

組合、マンション敷地売却組合、

敷地分割組合、地方自治法（昭和

2 2年法律第 6 7号）第 2 6 0条の２第

７項に規定する認可地縁団体、青

年団、婦人会その他市長が特に認

めるもの  

５、６  ［略］  ５、６  ［略］  

（条例第 5 3条（第２項を除く。）の

規定による固定資産税の減免）  

（条例第 5 3条（第２項を除く。）の

規定による固定資産税の減免）  

第 1 8条  ［略］  第 1 8条  ［略］  
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２  ［略］  ２  ［略］  

３  条例第 5 3条第１項第２号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる者

とする。  

３  条例第 5 3条第１項第２号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる者

とする。  

( 1 )  ［略］  ( 1 )  ［略］  

( 2 )  一般財団法人神戸住環境整備公

社及び神戸市道路公社並びに神戸

市が資本金、基本金その他これら

に準ずるものの２分の１以上を出

資している一般社団法人等、公益

社団法人等及び株式会社  

( 2 )  一般財団法人神戸すまいまちづ

くり公社及び神戸市道路公社並び

に神戸市が資本金、基本金その他

これらに準ずるものの２分の１以

上 を 出 資 し て い る 一 般 社 団 法 人

等、公益社団法人等及び株式会社  

( 3 )  ［略］  ( 3 )  ［略］  

（条例第 7 0条第１項及び第２項に規

定する標識のひな型）  

（条例第 7 0条第１項及び第２項に規

定する標識のひな型）  

第 3 3 条  条 例 第 7 0 条 第 １ 項 に 規 定 す

る標識のひな型は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める様

式による。  

第 3 3 条  条 例 第 7 0 条 第 １ 項 に 規 定 す

る標識のひな型は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める様

式による。  

( 1 )  条例第 6 5条第１号ア（次号に

掲げるものを除く。）及びウに係

る 原 動 機 付 自 転 車  第 5 2 号 様 式

（その１）又は第 5 2号様式（その

２）  

( 1 )  条例第 6 5条第１号アに係る原

動機付自転車（次号に掲げるもの

を 除 く 。 ）  第 5 2 号 様 式 （ そ の

１）又は第 5 2号様式（その２）  

( 1の 2 )、 ( 2 )  ［略］  ( 1の 2 )、 ( 2 )  ［略］  

( 3 )  条例第 6 5条第１号エに係る原

動機付自転車  第 5 4号様式（その

１）又は第 5 4号様式（その２）  

( 3 )  条例第 6 5条第１号ウに係る原

動機付自転車  第 5 4号様式（その

１）又は第 5 4号様式（その２）  
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( 4 )  条例第 6 5条第１号オに係る原

動機付自転車  第 5 5号様式（その

１）又は第 5 5号様式（その２）  

( 4 )  条例第 6 5条第１号エに係る原

動機付自転車  第 5 5号様式（その

１）又は第 5 5号様式（その２）  

( 5 )  ［略］  ( 5 )  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  
  

   附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 1 8条第３項第２

号の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式によ

る用紙は、この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則第２条の２第４項

の規定により読み替えられた様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用

することができる。  
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 神戸市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 74号  

   神戸市契約規則の一部を改正する規則  

神戸市契約規則（昭和 39年３月規則第 120号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは 、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（契約書又は請書の省略）  （契約書又は請書の省略）  

第 23条  次の各号に掲げる場合におい

ては、契約書の提出を省略し、請書

を提出させることができる。  

第 23条  次の各号に掲げる場合におい

ては、契約書の提出を省略し、請書

を提出させることができる。  

 (1) 第 25条の２の表の左欄に掲げる

契約の種類に応じ、同表右欄に定

める金額以下の契約をするとき。  

(1) 契約金額が 100万円以下の契約

をするとき。  

 (2)～ (5) [略 ] (2)～ (5) [略 ] 

２  [略 ] ２  [略 ] 

（随意契約）  （随意契約）  

第 25条 の ２  地 方 自 治 法 施 行 令 第 167

条の２第１項第１号に規定する普通

地方公共団体の規則で定める額は、

第 25条 の ２  地 方 自 治 法 施 行 令 第 167

条の２第１項第１号に規定する普通

地方公共団体の規則で定める額は、
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次の表の左欄に掲げる契約の種類に

応じ、同表右欄に定める額とする。  

次の表の左欄に掲げる契約の種類に

応じ、同表右欄に定める額とする。  

契約の種類  額  

(1) 工事又は製造の請負  400 万円  

(2) 財産の買入れ  300 万円  

(3) 物件の借入れ  150 万円  

(4) 財産の売払い  100 万円  

(5) 物件の貸付け  50 万円  

(6) 前各号に掲げるもの

以外のもの  

200 万円  

 

契約の種類  額  

(1) 工事又は製造の請負  250 万円  

(2) 財産の買入れ  160 万円  

(3) 物件の借入れ  80 万円  

(4) 財産の売払い  50 万円  

(5) 物件の貸付け  30 万円  

(6) 前各号に掲げるもの

以外のもの  

100 万円  

 

２～４  [略 ] ２～４  [略 ] 

（一般競争入札に係る公告の特例）  （一般競争入札に係る公告の特例）  

第 27条の５  特定調達契約に係る一般

競争入札の公告に限り、第４条の規

定の適用については、同条中「 10日

（急施を要する場合は、５日」とあ

るのは、「 40日（急施を要する場合

は 10日」とする。  

第 27条の５  特定調達契約に係る一般

競争入札の公告に限り、第４条の規

定の適用については、同条中「 10日

（急施を要する場合は、５日」とあ

るのは、「 40日（一連の調達契約の

うち最初の契約以外の契約に係る一

般競争入札による場合であつて、最

初の契約に係る公告において最初の

契約以外の契約に係る公告を少なく

とも 24日前に行う旨を定めたときは

24日、急施を要する場合は 10日」と

する。  

２  [略 ] ２  [略 ] 

 （施行期日）  

１  この規則は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  
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（経過措置）  

２  この規則による改正後の神戸市契約規則の規定は、施行日以後に公告その他

の契約の申込みの誘引（一連の調達契約にあたっては、その最初の契約の申

込みの誘引。以下同じ。）が開始される 契約について適用し、施行日前に 公

告その他の契約の申込みの誘引が開始されている 契約については、なお従前

の例による。  
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訓令甲第７号 

庁 中 一 般  

区 役 所  

事 業 所  

特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造   

   特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓

令 

特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程（平成４年11月訓令甲第

２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

特別の勤務に従事

する職員 

勤務時間

の区分 

勤務時間 休憩時間 週休日  備考  

勤務場所 職種名等 

地 域 協 働

局住民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

地 域 協 働

局 男 女 共

同 参 画 課

男 女 共 同

参 画 セ ン

ター 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

行 財 政 局

庁舎課 

行政技術 (1) 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ４

時45分まで 

 

 

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

交 替 勤

務 

特別の勤務に従事

する職員 

勤務時間

の区分 

勤務時間 休憩時間 週休日  備考  

勤務場所 職種名等 

地 域 協 働

局住民課 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

地 域 協 働

局 住 民 課

三 宮 証 明

サ ー ビ ス

コーナー 

一般事務 平日(1) 午 前 ７ 時 30分 か ら 午

後４時15分まで  

１時間  ９ 週 間 を 通

じ18日  

 

平日 (2) 午 前 ８ 時 15分 か ら 午

後５時まで 

平日(3) 午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後５時15分まで  

平日(4) 午 前 10時 か ら 午 後 ６

時45分まで 

平日(5) 午 前 11時 3 0分 か ら 午

後８時15分まで  

日 曜 日 及

び土曜日 

午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後５時15分まで  

地 域 協 働

局 男 女 共

同 参 画 課

男 女 共 同

参 画 セ ン

ター 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

行 財 政 局

庁舎課 

一般事務 (1) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

交 替 勤

務 

(2) 

 

午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後５時15分まで  
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(2) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

自 動 車 運

転 手 （ 総

括班長） 

(1) 午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後５時15分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

交 替 勤

務 

(2) 

 

午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

自 動 車 運

転 手 （ 班

長） 

(1) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

交 替 勤

務 

(2) 午 前 ８ 時 15分 か ら 午

後５時00分まで  

(3) 午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後５時15分まで  

(4) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

自 動 車 運

転手 

 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

 

守 衛 長 及

び守衛 

(1) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

交 替 勤

務 

(2) 午 前 ９ 時 30分 か ら 午

後６時15分まで  

(3) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

文 化 ス ポ

ー ツ 局 文

化財課（埋

蔵 文 化 財

センター）

一 般 事 務

及 び 学 芸

員 

 

 

 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

１時間  ４ 週 間 を 通

じ８日 

交 替 勤

務 

文 化 ス ポ

ー ツ 局 博

物館（小磯

一 般 事 務

及 び 学 芸

員 及 び 教

(1) 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５

時45分まで 

１時間  月 曜 日 及 び

８ 週 間 を 通

じ８日 

交 替 勤

務 

(3) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

 総 括 班 長

及 び 自 動

車運転手 

(1) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

交 替 勤

務 

(2) 午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後５時15分まで  

(3) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文 化 ス ポ

ー ツ 局 博

物館（小磯

一 般 事 務

及 び 学 芸

員 

(1) 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５

時45分まで 

１時間  月 曜 日 及 び

８ 週 間 を 通

じ８日 

交 替 勤

務 
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記 念 美 術

館 を 除

く。） 

員  (2) 午 前 11時 3 0分 か ら 午

後８時15分まで  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

福 祉 局 く

ら し 支 援

課 更 生 セ

ン タ ー 及

び 更 生 援

護相談所 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

記 念 美 術

館 を 除

く。） 

 (2) 午 前 ９ 時 30分 か ら 午

後６時15分まで  

   

 (3) 午 前 11時 か ら 午 後 ７

時45分まで 

   

 (4) 午 前 11時 30分 か ら 午

後８時15分まで  

   

 (5) 午 後 ０ 時 30分 か ら 午

後９時15分まで  

   

教員  (1) 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５

時45分まで 

１時間  月 曜 日 及 び

８ 週 間 を 通

じ８日 

交 替 勤

務 

(2) 午 前 11時 か ら 午 後 ７

時45分まで 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

福 祉 局 く

ら し 支 援

課 更 生 セ

ン タ ー 及

び 更 生 援

護相談所 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

福 祉 局 和

光園 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 業 務

員 

(1) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

１時間  ８ 週 間 を 通

じ16日  

交 替 勤

務 

(2) 午 前 ９ 時 45分 か ら 午

後６時30分まで  

(3) 午 後 ４ 時 か ら 翌 日 午

前９時30分まで  

２時間  

調 理 士 及

び調理員 

(1) 午 前 ６ 時 か ら 午 後 ２

時45分まで 

１時間  ４ 週 間 を 通

じ８日 

交 替 勤

務 

(2) 午 前 ９ 時 45分 か ら 午

後６時30分まで  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
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こ ど も 家

庭 局 こ ど

も 家 庭 セ

ンター 

児 童 指 導

員 、 児 童

自 立 支 援

専 門 員 、

児 童 生 活

支 援 員 、

保 育 士 及

び看護師 

［略］  

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

環 境 局 業

務 課 淡 河

環 境 セ ン

ター 

一般事務  午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

環 境 局 施

設 課 苅 藻

島 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 及 び 落

合 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 

一般事務 (1) 午 前 ７ 時 30分 か ら 午

後４時15分まで  

［略］  ［略］   

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

［略］   ［略］  ［略］  ［略］   

作 業 長 及

び 機 械 操

作手 

 午 前 ７ 時 30分 か ら 午

後４時15分まで  

［略］  ［略］   

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

こ ど も 家

庭 局 こ ど

も 家 庭 セ

ンター 

児 童 指 導

員 、 児 童

生 活 支 援

員 、 保 育

士 及 び 看

護師 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

環 境 局 施

設 課 苅 藻

島 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 及 び 落

合 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 

一般事務 (1) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

［略］  ［略］   

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

［略］   ［略］  ［略］  ［略］   

作 業 長 及

び 機 械 操

作手 

 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

［略］  ［略］   

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

備考 ［略］  備考 ［略］  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

特別の勤務に従事

する職員 

勤 務 時 間

の区分 

勤務時間 休憩時間 週休日  備考  

勤務場所 職種名等 

地 域 協 働

局 住 民 課

三 宮 証 明

サ ー ビ ス

一般事務 

 

 

 

平日 (1) 午 前 ７ 時 30分 か ら 午

後２時30分まで  

１時間  ９ 週 間 を 通

じ18日  

交替勤務  

 

 

 

平日 (2) 午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後３時30分まで  

特別の勤務に従事

する職員 

勤 務 時 間

の区分 

勤務時間 休憩時間 週休日  備考  

勤務場所 職種名等 

危 機 管 理

室 

一 般 事 務

及び消防 

(1) 午 前 ７ 時 か ら 午 後 ２

時まで 

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

 

(2) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後３時45分まで  
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コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

平日 (3) 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ４

時まで 

平日(4) 午 前 10時 か ら 午 後 ５

時まで 

 

 平日 (5) 午 前 11時 30分 か ら 午

後６時30分まで  

 

平日 (6) 正 午 か ら 午 後 ７ 時 ま

で 

平日(7) 午 後 １ 時 か ら 午 後 ８

時まで 

日 曜 日 及

び土曜日 

午 前 10時 か ら 午 後 ５

時まで 

 

 

 

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 住 之

江公民館 

一 般 事

務 、 管 理

員 、 学 芸

員 、 教 員

及 び 施 設

管理員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 葺 合

公民館、清

風公民館、

南 須 磨 公

民 館 及 び

一 般 事

務 、 管 理

員 、 学 芸

員 、 教 員

及 び 施 設

管理員 

 ［略］  ［略］  ［略］   

地 域 協 働

局 住 民 課

三 宮 証 明

サ ー ビ ス

コーナー 

一般事務 平日(1) 午 前 ７ 時 30分 か ら 午

後２時30分まで  

１時間  ９ 週 間 を 通

じ18日  

交替勤務  

平日(2) 午 前 ８ 時 30分 か ら 午

後３時30分まで  

平日(3) 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ４

時まで 

平日(4) 午 前 10時 か ら 午 後 ５

時まで 

平日(5) 午 前 11時 30分 か ら 午

後６時30分まで  

平日(6) 正 午 か ら 午 後 ７ 時 ま

で 

平日(7) 午 後 １ 時 か ら 午 後 ８

時まで 

日 曜 日 及

び土曜日 

午 前 10時 か ら 午 後 ５

時まで 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 住 之

江公民館 

一 般 事

務 、 管 理

員 及 び 施

設管理員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 葺 合

公民館、清

風公民館、

南 須 磨 公

民 館 及 び

一 般 事

務 、 管 理

員 及 び 施

設管理員 

 ［略］  ［略］  ［略］   
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東 垂 水 公

民館 

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 長 田

公民館 

一 般 事

務 、 管 理

員、学芸

員、教員

及 び 施 設

管理員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 玉 津

南公民館 

一 般 事

務 、 管 理

員 、 学 芸

員 、 教 員

及 び 施 設

管理員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

東 垂 水 公

民館 

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 長 田

公民館 

一 般 事

務 、 管 理

員 及 び 施

設管理員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

文 化 ス ポ

ー ツ 局 ス

ポ ー ツ 企

画 課 玉 津

南公民館 

一 般 事

務 、 管 理

員 及 び 施

設管理員 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

福 祉 局 和

光園 

行政技術 (1) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

１時間  ８ 週 間 を 通

じ24日  

交替勤務  

(2) 午 前 ９ 時 45分 か ら 午

後６時30分まで  

(3) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後３時45分まで  

８ 週 間 を 通

じ16日  

(4) 午 前 ９ 時 30分 か ら 午

後４時30分まで  

(5) 午 前 10時 3 0分 か ら 午

後５時30分まで  

介 護 業 務

員 

(1) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後５時30分まで  

１時間  ８ 週 間 を 通

じ24日  

交替勤務  

(2) 午 前 ９ 時 45分 か ら 午

後６時30分まで  

(3) 午 前 ８ 時 45分 か ら 午

後３時45分まで  

８ 週 間 を 通

じ16日  

(4) 午 前 ９ 時 30分 か ら 午
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［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

環 境 局 業

務課 

［略］   ［略］  ［略］  ［略］   

環 境 局 業

務 課 淡 河

環 境 セ ン

ター 

一般事務  午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に １ 週 間 を

通 じ 平 日 １

日 

 

環 境 局 施

設 課 妙 賀

山 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 

［略］   ［略］  ［略］  ［略］   

機 械 操 作

手 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

環 境 局 施

設 課 苅 藻

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

機 械 操 作  ［略］  ［略］  ［略］   

後４時30分まで  

(5) 午 前 10時 3 0分 か ら 午

後５時30分まで  

調理士  (1) 午 前 ６ 時 か ら 午 後 ２

時45分まで 

１時間  ４ 週 間 を 通

じ12日  

交替勤務  

(2) 午 前 ９ 時 45分 か ら 午

後６時30分まで  

(3) 午 前 10時 4 5分 か ら 午

後７時30分まで  

(4) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後２時45分まで  

８ 週 間 を 通

じ16日  

(5) 午 前 11時 3 0分 か ら 午

後６時30分まで  

(6) 午 前 10時 か ら 午 後 ５

時まで 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

環 境 局 業

務課 

 

 

 

 

 

［略］   ［略］  ［略］  ［略］   

環 境 局 施

設 課 妙 賀

山 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 

［略］   ［略］  ［略］  ［略］   

環境技術

手及び機

械操作手 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

環 境 局 施

設 課 苅 藻

［略］  ［略］  ［略］  ［略］   

環 境 技 術  ［略］  ［略］  ［略］   

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

631



島 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 及 び 落

合 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 

手  

環 境 局 事

業所 

一般事務  

 

 

 

 

 

 

午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に １ 週 間 を

通 じ 平 日 １

日 

 

環 境 技 術

手 

 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に １ 週 間 を

通 じ 平 日 １

日 

 

管 理 員 及

び 施 設 管

理員 

 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後２時45分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

島 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 及 び 落

合 ク リ ー

ン セ ン タ

ー 

手 及 び 機

械操作手 

環 境 局 事

業所 

一般事務 (1) 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に １ 週 間 を

通 じ 平 日 １

日 

 

 (2) 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ３

時まで 

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

 

環 境 技 術

手 

 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後４時30分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土 曜 日 並 び

に １ 週 間 を

通 じ 平 日 １

日 

 

管 理 員 及

び 施 設 管

理員 

 午 前 ７ 時 45分 か ら 午

後２時45分まで  

１時間  日 曜 日 及 び

土曜日 

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  
 

備考 ［略］  備考 ［略］  
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   附  則  

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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訓令甲第８号  

庁 中 一 般  

区 役 所  

事 業 所  

神戸市長の権限に属する事務の専決規程等の一部を改正する訓令をここに公布

する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令  

 （市長の権限に属する事務の専決規程の一部改正）  

第１条  神戸市長の権限に属する事務の専決規程（平成 31年３月訓令甲第７号）

の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  この訓令は、別に定めるもの

を除くほか、副市長、危機管理監、局

長（建設局湾岸・広域幹線道路本部長

及 び 都 市 局 都 心 再 整 備 本 部 長 を 含

む。以下同じ。）、区長、北神担当区

長、部長（経済観光局中央卸売市場運

第１条  この訓令は、別に定めるもの

を除くほか、副市長、危機管理監、局

長（神戸市事務分掌規則（平成 31年３

月規則第 66号）第２条第１項の表に

規定する局に相当する室（以下単に

「局に相当する室」という。）の長、
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営本部長を含む。以下同じ。）、室長、

須磨区役所北須磨支所長、西区役所

玉津支所長、事業所長（神戸市事務分

掌規則（平成 31年３月規則第 66号）に

規定する事業所の長をいう。以下同

じ。）、課長（課に相当するセンター

の長を含む。以下同じ。）、課内室長、

課内所長及び係長並びに消防局長、

教育委員会事務局長、教育次長、監査

事務局長、市選挙管理委員会事務局

長、人事委員会事務局長、農業委員会

事務局長及び市会事務局長が所掌す

る事務の専決（市長の権限に属する

事務の委任を受けた者が自ら決裁す

ることを含む。以下同じ。）について

必要な事項を定めるものとする。  

建設局湾岸・広域幹線道路本部長及

び都市局都心再整備本部長を含む。

以下同じ。）、区長、北神担当区長、

部長（経済観光局中央卸売市場運営

本部長を含む。以下同じ。）、室長（局

に 相 当 す る 室 の 長 を 除 く 。 以 下 同

じ。）、須磨区役所北須磨支所長、西

区役所玉津支所長、事業所長（神戸市

事務分掌規則に規定する事業所の長

をいう。以下同じ。）、課長（同条に

規定する課に相当するセンターの長

を含む。以下同じ。）、課内室長、課

内所長及び係長並びに消防局長、教

育委員会事務局長、教育次長、監査事

務局長、市選挙管理委員会事務局長、

人事委員会事務局長、農業委員会事

務局長及び市会事務局長が所掌する

事務の専決（市長の権限に属する事

務の委任を受けた者が自ら決裁する

ことを含む。以下同じ。）について必

要な事項を定めるものとする。  

（危機管理監の専決事項）  （危機管理監の専決事項）  

第３条  危機管理監の専決事項は、次

のとおりとする。  

第３条  危機管理監の専決事項は、次

のとおりとする。  

危機管理監専決事項  危機管理監専決事項  

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

 (6) 危機管理室に係る次条局長共通

専決事項の項に規定する事項に関
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すること。  

（局長の専決事項）  （局長の専決事項）  

第４条  局長の専決事項は、次のとお

り（建設局長にあっては、建設局湾

岸・広域幹線道路本部長、都市局長に

あっては、都市局都心再整備本部長

の専決事項に係るものを除く。）とす

る。この場合において、局長（組織の

事務を主管する局長を除く。）は、自

らの所掌事務に属すること及び当該

所掌事務に従事する職員に関するこ

とについて、局長共通専決事項の項

に規定する事項（神戸市事務分掌規

則の規定に基づき組織の事務を主管

しない局長の事務分担に定めること

により、当該事項の一部を除くこと

ができる。）を専決するものとする。 

第４条  局長の専決事項は、次のとお

り（建設局長にあっては、建設局湾

岸・広域幹線道路本部長、都市局長に

あっては、都市局都心再整備本部長

の専決事項に係るものを除く。）とす

る。この場合において、局長（組織の

事務を主管する局長を除く。）は、自

らの所掌事務に属すること及び当該

所掌事務に従事する職員に関するこ

とについて、局長共通専決事項の項

に規定する事項（神戸市事務分掌規

則の規定に基づき組織の事務を主管

しない局長の事務分担に定めること

により、当該事項の一部を除くこと

ができる。）を専決するものとする。 

局長共通専決事項  局長共通専決事項  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 行政財産の使用許可その他管理に  (3) 行政財産の使用許可その他管理に  

関すること（地方自治法第 238条の

４ 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 許 可 及 び 同

条 第 ９ 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消

しに関することを除く。）。  

関すること。  

 

 

 

(4)～ (11) ［略］  (4)～ (11) ［略］  

企画調整局長専決事項、地域協働

局長専決事項  ［略］  

企画調整局長専決事項、地域協働

局長専決事項  ［略］  
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行財政局長専決事項  行財政局長専決事項  

(1)～ (8) ［略］  (1)～ (8) ［略］  

(9) 固定資産の価格等の決定に関す

ること（地方税法（昭和 25年法律第

226号）第 411条第２項に規定する公

示の日以後における価格等の決定

及び修正に関することを除く。）。 

(9) 固定資産の価格等の決定に関す

ること（地方税法（昭和 25年法律第

226号）第 411条第２項に規定する公

示の日以後における価格等の決定

及び修正に関することを除く。）及

び固定資産課税台帳への価格等の

登録に関すること。  

(10) ［略］  (10) ［略］  

文 化 ス ポ ー ツ 局 長 専 決 事 項 ～ こ

ども家庭局長専決事項  ［略］  

文 化 ス ポ ー ツ 局 長 専 決 事 項 ～ こ

ども家庭局長専決事項  ［略］  

環境局長専決事項  環境局長専決事項  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

(5) 神戸市太陽光発電施設等の適正

な設置及び維持管理に関する条例

（平成 30年 12月条例第 14号）の規定

に基づく保証金等に関すること（環

境保全課長の専決事項に属するも

のを除く。）。  

(5) 神戸市太陽光発電施設の適正な

設置及び維持管理に関する条例（平

成 30年 12月条例第 14号）に関するこ

と。  

(6)、 (7) ［略］  (6)、 (7) ［略］  

経 済 観 光 局 長 専 決 事 項 ～ 建 設 局

湾岸・広域幹線道路本部長専決事

項  ［略］  

経 済 観 光 局 長 専 決 事 項 ～ 建 設 局

湾岸・広域幹線道路本部長専決事

項  ［略］  

都市局長専決事項  都市局長専決事項  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 密集市街地における防災街区の  
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整備の促進に関する法律（平成９年

法律第 49号）に規定する防災街区整

備事業の施行に関すること。  

(8)、 (9)  ［略］  (7)、 (8) ［略］  

都 市 局 都 心 再 整 備 本 部 長 専 決 事

項 、 都 市 局 都 心 再 整 備 本 部 局 長

（事業推進担当）専決事項  ［略］ 

都 市 局 都 心 再 整 備 本 部 長 専 決 事

項 、 都 市 局 都 心 再 整 備 本 部 局 長

（事業推進担当）専決事項  ［略］ 

建築住宅局長専決事項  建築住宅局長専決事項  

(1)、 (2)  ［略］  (1)、 (2)  ［略］  

(3) 建築基準法（昭和 25年法律第 201

号）第６条の２第６項又は第 18条第

19項の規定に基づく通知、同法の規

定による違反建築物に対する措置

の命令並びに保安上危険な建築物

等に対する措置の勧告及び命令に

関すること（第７条建築住宅局建築

指導部安全対策課長の項に規定す

るものを除く。）。  

(3) 建築基準法（昭和 25年法律第 201

号）第６条の２第６項の規定に基づ

く通知、同法の規定による違反建築

物に対する措置の命令並びに保安

上危険な建築物等に対する措置の

勧告及び命令に関すること（第７条

建築住宅局建築指導部安全対策課

長の項に規定するものを除く。）。 

(4) 空家等対策の推進に関する特別

措置法及び神 戸市空家空地対策の

推進に関する条例に関すること（都

市局長、環境局事業系廃棄物対策課

長、経済観光局農政計画課長、経済

観光局農政計画課課長（農政企画担

当）、建築住宅局建築指導部部長（空

家空地指導担当）及び建設局建設事

務所長の専決事項に属するものを

除く。）。  

(4) 空家等対策の推進に関する特別

措置法及び神戸市空家空地対策の

推進に関する条例に関すること（都

市局長、環境局業務課課長（地域環

境担当）、経済観光局農政計画課長、

経済観光局農政計画課課長（農政企

画担当）、建築住宅局建築指導部長

及び建築指導部安全対策課長 の専

決事項に属するものを除く。）。  
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(5)～ (8) ［略］  (5)～ (8) ［略］  

(9) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成 27年法律

第 53号）第 13条第１項及び第 33条の

規定に基づく命令並びに同法第 3 4

条の規定に基づく認定の取消しに

関すること。  

(9) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成 27年法律

第 53号）第 14条第１項、第 16条第２

項、第 19条第３項及び第 38条の規定

に基づく命令並びに同法 第 3 9条及

び第 4 2条の規定に基づく認定の取

消しに関すること。  

(10) ［略］  (10) ［略］  

 建築住宅局局長（設備担当）専決

事項  

 別表第１に定める特定局長の決裁区

分に属する事項に関すること。  

港湾局長専決事項  港湾局長専決事項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

( 2 )  港 湾 施 設 等 の 施 設 の 使 用 の 許

可、取消及び禁止並びに命令に関す

ること。  

(2) 港湾施設の使用の許可、取消及

び禁止並びに命令に関すること。  

(3) 港湾施設等の施設の使用許可を

受けた者に対する工作物の設置及

び増改築の承認に関すること。  

(3) 港湾施設の使用許可を受けた者

に対する工作物の設置及び増改築

の承認に関すること。  

 

 

( 4 )  港 湾 区 域 内 に お け る 水 域 占 用

及び土砂採取の許可に関すること。 

  ( 5 )  海 岸 保 全 区 域 内 に お け る 占 用

又は行為の許可に関すること。  

(4) 神戸空港条例（平成 17年４月条

例第１号）の規定に基づく事務に関
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すること（同条例第 25条、第 26条、

第 28条及び第 2 9条の事務並びに港

湾局空港調整課長の専決事項に属

するものを除く。）。  

（部長及び室長の専決事項）  （部長及び室長の専決事項）  

第６条  部長（神戸市事務分掌規則に

規定する本庁の組織に属する部長に

限る。）及び室長の専決事項は、次の

とおりとする。この場合において、部

長（組織の事務を主管する部長を除

く。）は、自らの所掌事務に属するこ

と及び当該所掌事務に従事する職員

に関することについて、部長及び室

長共通専決事項の項に規定する事項

（神戸市事務分掌規則の規定に基づ

き組織の事務を主管しない部長の事

務分担に定めることにより、当該事

項の一部を除くことができる。）を専

決するものとする。  

第６条  部長（神戸市事務分掌規則に

規定する本庁の組織に属する部長に

限る。）及び室長の専決事項は、次の

とおりとする。この場合において、部

長（組織の事務を主管する部長を除

く。）は、自らの所掌事務に属するこ

と及び当該所掌事務に従事する職員

に関することについて、部長及び室

長共通専決事項の項に規定する事項

（神戸市事務分掌規則の規定に基づ

き組織の事務を主管しない部長の事

務分担に定めることにより、当該事

項の一部を除くことができる。）を専

決するものとする。  

部長及び室長共通専決事項、行財

政局部長（資産活用担当）専決事

項  ［略］  

部長及び室長共通専決事項、行財

政局部長（資産活用担当）専決事

項  ［略］  

行財政局税務部長専決事項  行財政局税務部長専決事項  

税務事務の調査及び指導に関するこ

と（神戸市市税事務所長に委任され

た権限に属するものを除く。）。  

税務事務の調査及び指導に関するこ

と。  

行財政局税務部部長（市税徴収担

当）専決事項  

行財政局税務部部長（市税徴収担

当）専決事項  
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 (1) 別表第２に定める行財政局税務

部部長（市税徴収担当）の決裁区分

に属する事項に関すること。  

国民健康保険、介護保険及び後期高

齢者医療（以下この条及び次条にお

いて「国民健康保険等」という。）に

係る保険料その他徴収金の滞納処分

の停止（神戸市保険年金事務センタ

ーにおける届出及び申請の受理、審

査、登録、発行、報告その他これらに

類するものを除く。）又は不納欠損処

分（地方税法第 15条の７第５項の規

定によるものに限る。）に関するこ

と。  

(2) 国民健康保険、介護保険及び後

期高齢者医療（以下この条及び次条

において「国民健康保険等」とい

う。）に係る保険料その他徴収金の

滞納処分の停止（神戸市保険年金事

務センターにおけ る届出及び申請

の受理、審査、登録、発行、報告そ

の他これらに類するものを除く。）

又は不納欠損処分（地方税法第 15条

の７第５項の規定によるものに限

る。）に関すること。  

福 祉 局 監 査 指 導 部 長 専 決 事 項 ～

経 済 観 光 局 中 央 卸 売 市 場 運 営 本

部長専決事項  ［略］  

福 祉 局 監 査 指 導 部 長 専 決 事 項 ～

経 済 観 光 局 中 央 卸 売 市 場 運 営 本

部長専決事項  ［略］  

建設局森林・防災部長専決事項  

［略］  

建設局部長（防災担当）専決事項

［略］  

建設局下水道部長専決事項、建設

局公園部長専決事項  ［略］  

建設局下水道部長専決事項、建設

局公園部長専決事項  ［略］  

都市局部長（未来都市担当）専決

事項  

都市局部長（新都市事業担当）専

決事項  

別表第２に定める用地取得事務を所

掌する部長の決裁区分に属する事項

に関すること。  

別表第２に定める用地取得事務を所

掌する部長及び都市局部長（新都市

事業担当）の決裁区分に属する事項

に関すること。  

都市局部長（産業団地整備担当） 都市局部長（新都市整備担当）専
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専決事項  決事項  

 ( 1 )  別 表 第 ２ に 定 め る 都 市 局 部 長

（新都市整備担当）の決裁区分に属

する事項に関すること。  

別表第２に定める用地取得事務を所

掌する部長の決裁区分に属する事項

に関すること。  

(2) 別表第２に定める用地取得事務

を所掌する部長の決裁区分に属す

る事項に関すること。  

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 長 専 決 事

項  

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 長 専 決 事

項  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

(5) 神戸市建築物の安全性の確保等

に関する条例の規定に基づく公表、

勧告及び措置に関すること（建築住

宅局長及び建築指導部部長（空家空

地指導担当）の専決事項に属するも

のを除く。）。  

(5) 神戸市建築物の安全性の確保等

に関する条例の規定に基づく公表、

勧告及び措置に関すること（建築住

宅局長及び建築指導部安全対策課

長 の 専 決 事 項 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 (6) 空家等対策の推進に関する特別

措置法及び神戸市空家空地対策の

推進に関する条例の規定に基づく

立入調査等及び応急的危険回避措

置に関すること。  

(6)～ (8) ［略］  (7)～ (9) ［略］  

建築住宅局建築指導部部長（空家

空地指導担当）専決事項  

 

(1) 空家等対策の推進に関する特別

措 置 法 及 び 神 戸 市 空 家 空 地 対 策 の

推 進 に 関 す る 条 例 に 係 る 軽 易 な 事

項に関すること。  
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(2) 空家等対策の推進に関する特別

措 置 法 及 び 神 戸 市 空 家 空 地 対 策 の

推 進 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く

立 入 調 査 等 及 び 応 急 的 危 険 回 避 措

置に関すること。    

(3) 神戸市建築物の安全性の確保等

に 関 す る 条 例 第 ３ 章 第 ３ 節 の 老 朽

危 険 家 屋 等 に 係 る 軽 易 な 事 項 に 関

すること。  

(4) 神戸市建築物の安全性の確保等

に 関 す る 条 例 第 ３ 章 第 ３ 節 の 規 定

に 基 づ く 老 朽 危 険 家 屋 等 に 係 る 応

急 的 危 険 回 避 措 置 及 び 立 入 調 査 等

に関すること。  

港湾局部長（工務・防災担当）専

決事項、会計室長専決事項  ［略］ 

港湾局部長（工務・防災担当）専

決事項、会計室長専決事項  ［略］ 

（課長、課内室長及び課内所長の専

決事項）  

（課長、課内室長及び課内所長の専

決事項）  

第７条  課長（神戸市事務分掌規則に

規定する本庁の組織に属する課長に

限る。）、課内室長及び課内所長の専

決事項は、次のとおりとする。この場

合において、課長（組織の事務を主管

する課長を除く。）は、自らの所掌事

務に属すること及び当該所掌事務に

従 事 す る 職 員 に 関 す る こ と に つ い

て、課長、課内室長及び課内所長共通

専決事項の項に規定する事項（神戸

第７条  課長（神戸市事務分掌規則に

規定する本庁の組織に属する課長に

限る。）、課内室長及び課内所長の専

決事項は、次のとおりとする。この場

合において、課長（組織の事務を主管

する課長を除く。）は、自らの所掌事

務に属すること及び当該所掌事務に

従 事 す る 職 員 に 関 す る こ と に つ い

て、課長、課内室長及び課内所長共通

専決事項の項に規定する事項（神戸
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市事務分掌規則の規定に基づき組織

の事務を主管しない課長の事務分担

に定めることにより、当該事項の一

部を除くことができる。）を専決する

ものとする。  

市事務分掌規則の規定に基づき組織

の事務を主管しない課長の事務分担

に定めることにより、当該事項の一

部を除くことができる。）を専決する

ものとする。  

課長、課内室長及び課内所長共通

専決事項  ［略］  

課長、課内室長及び課内所長共通

専決事項  ［略］  

危機管理局防災企画課課長（被災

者支援担当）専決事項  

危機管理室課長（地域安全推進担

当）専決事項  

交通遺児奨学金の支給の決定に関す

ること。  

交通遺児奨学金の支給の決定に関す

ること。  

地 域 協 働 局 地 域 活 性 課 長 専 決 事

項、地域協働局地域活性課課長（ N

PO支援担当）専決事項  ［略］  

地 域 協 働 局 地 域 活 性 課 長 専 決 事

項、地域協働局地域活性課課長（ N

PO支援担当）  ［略］  

 地域協働局住民課長専決事項  

 三宮証明サービスコーナーにおける

税に関する証明書の作成、交付及び

手数料の徴収に関すること。  

地 域 協 働 局 男 女 共 同 参 画 課 長 専

決 事 項 ～ 行 財 政 局 資 産 活 用 課 長

専決事項  ［略］  

地 域 協 働 局 男 女 共 同 参 画 課 長 専

決 事 項 ～ 行 財 政 局 資 産 活 用 課 長

専決事項  ［略］  

 行 財 政 局 税 務 部 市 民 税 企 画 課 長

専決事項  

 (1) 個人の市民税（個人の県民税及

び森林環境税を含む。次号において

同じ。）の賦課に関すること（行財

政局税務部法人税務課長専決事項、

行財政局税務部市民税第１課長専

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

644



決事項及び行財政局税務部市民税

第２課長専決事項に属するものを

除く。）。  

 (2) 個人の市民税（普通徴収に係る

個人の市民税及び公的年金等に係

る所得に係る特別徴収に関する個

人の市民税を除く。）に関する各種

の台帳の整備に関すること。  

 (3) 市税（個人の県民税及び森林環

境税を含む。次号において同じ。）

に関する証明書の作成及び交付並

びに閲覧に関すること（行財政局税

務部市民税第１課長専決事項及び

行財政局税務部市民税第２課長専

決事項に属するものを除く。）。  

 (4) 市税に関する証明及び閲覧に係

る手数料の調定及び収納に関する

こと。  

 (5) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（行財政局税務部収税企画課

長専決事項及び行財政局税務部収

納管理課長専決事項に属するもの

を除く。）。  

 行 財 政 局 税 務 部 市 民 税 第 １ 課 長

専決事項  

 ( 1 )  普 通 徴 収 に 係 る 個 人 の 市 民 税

（普通徴収に係る個人の県民税及

び森林環境税を含む。次号において
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同じ。）、公的年金等に係る所得に

係る特別徴収に関する個人の市民

税（公的年金等に係る所得に係る特

別徴収に関する個人の県民税及び

森林環境税を含む。次号において同

じ。）その他諸収入金の賦課に関す

ること（行財政局税務部市民税第２

課 長 専 決 事 項 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 (2) 普通徴収に係る個人の市民税及

び公的年金等に係る所得に係る特

別徴収に関する個人の市民税に関

する各種の台帳の整備に関するこ

と（行財政局税務部市民税第２課長

専決事項に属するものを除く。）。 

 (3) 市税（個人の県民税及び森林環

境税を含む。）に関する証明書の作

成及び交付並びに閲覧に関するこ

と（行財政局税務部市民税企画課長

専決事項及び行財政局税務部市民

税第２課長専決事項に属するもの

を除く。）。  

 行 財 政 局 税 務 部 市 民 税 第 ２ 課 長

専決事項  

 ( 1 )  普 通 徴 収 に 係 る 個 人 の 市 民 税

（普通徴収に係る個人の県民税及

び森林環境税を含む。次号において

同じ。）、公的年金等に係る所得に
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係る特別徴収に関する個人の市民

税（公的年金等に係る所得に係る特

別徴収に関する個人の県民税及び

森林環境税を含む。次号において同

じ。）その他諸収入金の賦課に関す

ること（行財政局税務部市民税第１

課 長 専 決 事 項 に 属 す る も の を 除

く。）。  

 (2) 普通徴収に係る個人の市民税及

び公的年金等に係る所得に係る特

別徴収に関する個人の市民税に関

する各種の台帳の整備に関するこ

と（行財政局税務部市民税第１課長

専決事項に属するものを除く。）。 

 (3) 市税（個人の県民税及び森林環

境税を含む。）に関する証明書の作

成及び交付並びに閲覧に関するこ

と（行財政局税務部市民税企画課長

専決事項及び行財政局税務部市民

税第１課長専決事項に属するもの

を除く。）。  

 行 財 政 局 税 務 部 法 人 税 務 課 長 専

決事項  

 (1) 法人の市民税、事業所税、市たば

こ税、入湯税、給与所得に係る特別

徴収に係る個人の市民税（給与所得

に係る特別徴収に係る個人の県民

税及び森林環境税を含む。次号にお
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いて同じ。）及び軽自動車税の賦課

に関すること。  

 (2) 法人の市民税、事業所税、市たば

こ税、入湯税、給与所得に係る特別

徴収に係る個人の市民税及び軽自

動車税に関する各種の台帳の整備

に関すること。  

 行 財 政 局 税 務 部 固 定 資 産 税 企 画

課長専決事項  

 (1) 別表第２に定める固定資産税企

画課長の決裁区分に属する事項に

関すること。  

 (2) 固定資産税（償却資産に限る。以

下この項において同じ。）及び特別

土地保有税の賦課に関すること。  

 (3 )  地方税法第 4 1 1条第２項に規定

する公示の日以後における固定資

産（償却資産に限る。）の価格等の

決定及び修正に関すること。  

 (4) 固定資産税に関する各種の台帳

の整備に関すること。  

 行 財 政 局 税 務 部 固 定 資 産 税 第 １

課長専決事項  

 (1) 別表第２に定める固定資産税第

１課長の決裁区分に属する事項に

関すること。  

 (2 )  地方税法第 4 1 1条第２項に規定

する公示の日以後における東灘区、
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灘区、中央区、兵庫区及び北区（以

下この項において「担当区域」とい

う。）に所在する固定資産（担当区

域に所在する家屋のうち木造家屋

以外の家屋及び償却資産を除く。）

の価格等の決定及び修正に関する

こと。  

 ( 3 )  担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産

（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること。  

 (4) 担当区域に係る固定資産税に関

する各種の台帳の整備に関するこ

と。  

 行 財 政 局 税 務 部 固 定 資 産 税 第 ２

課長専決事項  

 (1) 別表第２に定める固定資産税第

２課長の決裁区分に属する事項に

関すること。  

 (2 )  地方税法第 4 1 1条第２項に規定

する公示の日以後における長田区、

須磨区、垂水区及び西区（以下この

項において「担当区域」という。）

に所在する固定資産（担当区域に所

在する家屋のうち木造家屋以外の

家屋及び償却資産を除く。）の価格

等の決定及び修正に関すること。  

 ( 3 )  担 当 区 域 に 所 在 す る 固 定 資 産
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（償却資産を除く。）に係る固定資

産税及び都市計画税の賦課に関す

ること。  

 (4) 担当区域に係る固定資産税に関

する各種の台帳の整備に関するこ

と。  

 行 財 政 局 税 務 部 固 定 資 産 税 第 ３

課長専決事項  

 (1) 別表第２に定める固定資産税第

３課長の決裁区分に属する事項に

関すること。  

 (2 )  地方税法第 4 1 1条第２項に規定

する公示の日以後における固定資

産（市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋に限る。）の価格等

の決定及び修正に関すること。  

 (3) 固定資産（市内に所在する家屋

の う ち 木 造 家 屋 以 外 の 家 屋 に 限

る。）に係る固定資産税及び都市計

画税の賦課に関すること。  

 (4) 市内に所在する家屋のうち木造

家屋以外の家屋に係る固定資産税

に関する各種の台帳の整備に関す

ること。  

 行 財 政 局 税 務 部 収 税 企 画 課 長 専

決事項  

 (1) 別表第２に定める収税企画課長

の決裁区分に属する事項に関する
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こと。  

 (2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（行財政局税務部市民税企画

課長専決事項及び行財政局税務部

収納管理課長専決事項に属するも

のを除く。）。  

 行 財 政 局 税 務 部 収 税 第 １ 課 長 専

決事項  

 別表第２に定める収税第１課長の決

裁区分に属する事項に関すること。  

 行 財 政 局 税 務 部 収 税 第 ２ 課 長 専

決事項  

 別表第２に定める収税第２課長の決

裁区分に属する事項に関すること。  

 行 財 政 局 税 務 部 収 税 第 ３ 課 長 専

決事項  

 別表第２に定める収税第３課長の決

裁区分に属する事項に関すること。  

 行 財 政 局 税 務 部 収 税 第 ４ 課 長 専

決事項  

 別表第２に定める収税第４課長の決

裁区分に属する事項に関すること。  

行 財 政 局 税 務 部 特 別 滞 納 整 理 課

長専決事項  

行 財 政 局 税 務 部 特 別 滞 納 整 理 課

長専決事項  

 (1) 別表第２に定める特別滞納整理

課長の決裁区分に属する事項に関

すること。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

651



(1)～ (3) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

 行 財 政 局 税 務 部 収 納 管 理 課 長 専

決事項  

 (1) 別表第２に定める収納管理課長

の決裁区分に属する事項に関する

こと。  

 (2) 市税その他徴収金の収納に関す

ること（行財政局税務部市民税企画

課長専決事項及び行財政局税務部

収税企画課長専決事項に属するも

のを除く。）。  

文 化 ス ポ ー ツ 局 ス ポ ー ツ 企 画 課

長 専 決 事 項 ～ 福 祉 局 く ら し 支 援

課 課 長 （ 保 護 担 当 ） 専 決 事 項  

［略］  

文 化 ス ポ ー ツ 局 ス ポ ー ツ 企 画 課

長 専 決 事 項 ～ 福 祉 局 く ら し 支 援

課 課 長 （ 保 護 担 当 ） 専 決 事 項  

［略］  

福祉局高齢福祉課長専決事項  福祉局高齢福祉課長専決事項  

(1) 軽費老人ホームの入所及び退所

に関すること。  

(1) 軽費老人ホームの入所及び退所

に関すること（第 16条和光園園長の

項に規定する専決事項を除く。）。 

(2)、 (3) ［略］  (2)、 (3) ［略］  

福 祉 局 介 護 保 険 課 長 専 決 事 項 ～

健 康 局 斎 園 管 理 課 長 専 決 事 項  

［略］  

福 祉 局 介 護 保 険 課 長 専 決 事 項 ～

健 康 局 斎 園 管 理 課 長 専 決 事 項  

［略］  

こ ど も 家 庭 局 家 庭 支 援 課 長 専 決

事項  

こ ど も 家 庭 局 家 庭 支 援 課 長 専 決

事項  

(1) 児童の福祉に係る措置費、契約

に係る費用その他これらに類する

(1) 児童の福祉に係る措置費、契約

に係る費用その他これらに類する
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費用の支出に関すること（こども家

庭センター課長（家庭養護担当）に

属するものを除く。）  

費用の支出に関すること。  

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

こ ど も 家 庭 局 子 育 て 支 援 課 長 専

決事項、こども家庭局幼保振興課

長専決事項  ［略］  

こ ど も 家 庭 局 子 育 て 支 援 課 長 専

決事項、こども家庭局幼保振興課

長専決事項  ［略］  

こども家庭局幼保振興課課長（保

育所運営担当）専決事項  

 

市立保育所の人事関係事務及び財務

関係事務に係る別表第１及び別表第

２に定める課長、課内室長及び課内

所長共通の決裁区分に属する事項に

関すること（こども家庭局保育所長

専決事項に属するものを除く。）。  

 

こ ど も 家 庭 局 幼 保 事 業 課 長 専 決

事項  

こ ど も 家 庭 局 幼 保 事 業 課 長 専 決

事項  

子どものための教育・保育給付に係

る教育・保育給付認定に関すること

（企画調整局デジタル戦略部行政事

務センター所長、区役所（北神区役所

を除く。）保健福祉部保健福祉課長、

北神区役所保健福祉課長及び須磨区

役所北須磨支所保健福祉課長の専決

事項に属するものを除く。）及び子育

てのための施設等利用給付に係る施

設等利用給付認定に関すること（企

画調整局デジタル戦略部行政事務セ

(1) 子どものための教育・保育給付

に係る教育・保育給付認定に関する

こと（企画調整局デジタル戦略部行

政事務センター所長、区役所（北神

区役所を除く。）保健福祉部保健福

祉課長、北神区役所保健福祉課長及

び須磨区役所北須磨支所保健福祉

課長の専決事項に属するものを除

く。）及び子育てのための施設等利

用給付に係る施設等利用給付認定

に関すること（企画調整局デジタル
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ンター所長の専決事項に属するもの

を除く。）。  

戦略部行政事務センター所長の専

決事項に属するものを除く。）。  

 (2) 児童福祉法に基づく保育所の設

置認可及び家庭的保育事業等の認

可の変更等に係る届出のうち定例

的な事項に関すること。  

 (3) 児童福祉法に基づく保育所及び

家庭的保育事業を行う者の指導に

関すること。  

 (4) 認定こども園法に基づく幼保連

携型認定こども園の認可の変更等

に係る届出のうち定例的な事項に

関すること。  

 (5) 認定こども園法に基づく幼保連

携型認定こども園以外の認定こど

も園の認定の変更等に係る届出の

うち定例的な事項に関すること。  

 (6) 認定こども園法に基づく幼保連

携型認定こども園の指導に関する

こと。  

 (7) 子ども・子育て支援法に基づく

特定教育・保育施設、特定地域型保

育事業者及び特定子ども・子育て支

援施設等の確認に関すること。  

 (8) 子ども・子育て支援法に基づく

教育・保育施設及び地域型保育事業

者の指導に関すること。  

 こども家庭局幼保振興課課長（保
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育所運営担当）専決事項  

 市立保育所の人事関係事務及び財務

関係事務に係る別表第１及び別表第

２に定める課長、課内室長及び課内

所長共通の決裁区分に属する事項に

関すること（こども家庭局保育所長

専決事項に属するものを除く。）。  

こども家庭局幼保事業課課長（指

導監督担当）専決事項  

こども家庭局幼保事業課課長（指

導監督担当）専決事項  

(1) 児童福祉法に基づく保育所の設

置認可及び家庭的保育事業等の認

可の変更等に係る届出のうち定例

的な事項に関すること。  

 

(2) 児童福祉法に基づく保育所及び

家庭的保育事業を行う者の指導に

関すること。  

 

(3) 認定こども園法に基づく幼保連

携型認定こども園の認可の変更等

に係る届出のうち定例的な事項に

関すること。  

 

(4) 認定こども園法に基づく幼保連

携型認定こども園以外の認定こど

も園の認定の変更等に係る届出の

うち定例的な事項に関すること。  

 

(5) 認定こども園法に基づく幼保連

携型認定こども園の指導に関する

こと。  

 

(6) 子ども・子育て支援法に基づく  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

655



特定教育・保育施設、特定地域型保

育事業者及び特定子ども・子育て支

援施設等の確認に関すること。  

(7) 子ども・子育て支援法に基づく

教育・保育施設及び地域型保育事業

者の指導に関すること。  

 

(8) 認可外の保育施設に係る届出、

調査、立入り、勧告並びに運営状況

に係る報告及び公表等に関するこ

と。  

認可外の保育施設に係る届出、調査、

立入り、勧告並びに運営状況に係る

報告及び公表等に関すること。  

こども家庭局幼保事業課課長（指

導研修担当）専決事項  ［略］  

こども家庭局幼保事業課課長（指

導研修担当）専決事項  ［略］  

こども家庭センター課長（家庭養

護担当）専決事項  

 

児童の福祉に係る措置費、契約に係

る費用その他これらに類する費用の

支出に関すること（こども家庭局家

庭支援課長の専決事項に属するもの

を除く。）。  

 

環 境 局 環 境 企 画 課 課 長 （ 調 整 担

当）専決事項～環境局施設課長専

決事項  ［略］  

環 境 局 環 境 企 画 課 課 長 （ 調 整 担

当）専決事項～環境局施設課長専

決事項  ［略］  

環境局環境保全課長専決事項  環境局環境保全課長専決事項  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

 (5) 神戸市太陽光発電施設の適正な

設置及び維持管理に関する条例の

規定に基づく設置に係る許可及び

届出内容の審査並びに維持管理に
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係る届出内容の審査、報告、指導及

び監督等に関すること。  

環 境 局 事 業 系 廃 棄 物 対 策 課 長 専

決 事 項 ～ 環 境 局 自 然 環 境 課 長 専

決事項  ［略］  

環 境 局 事 業 系 廃 棄 物 対 策 課 長 専

決 事 項 ～ 環 境 局 自 然 環 境 課 長 専

決事項  ［略］  

経 済 観 光 局 経 済 政 策 課 長 専 決 事

項  

経済観光局経済政策課課長（企画

担当）専決事項  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

経済観光局経済政策課課長（中小

企業金融担当）専決事項～建設局

事業用地課長専決事項  ［略］  

経済観光局経済政策課課長（中小

企業金融担当）専決事項～建設局

事業用地課長専決事項  ［略］  

建設局森林・防災部河川課長専決

事項  ［略］  

建 設 局 河 川 課 長 専 決 事 項   

［略］  

建 設 局 道 路 管 理 課 長 専 決 事 項 ～

都市局工務課長専決事項  ［略］ 

建 設 局 道 路 管 理 課 長 専 決 事 項 ～

都市局工務課長専決事項  ［略］ 

都市局内陸・臨海振興課長専決事

項  

 

別表第２に定める都市局内陸・臨海

振興課長の決裁区分に属する事項に

関すること。  

 

都市局内陸・臨海振興課課長（誘

致・活用担当）専決事項  

都市局新都市管理課長専決事項  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

都 市 局 産 業 団 地 整 備 課 長 専 決 事

項  

都市局新都市工務課長専決事項  

( 1 )  別 表 第 ２ に 定 め る 都 市 局 産 業

団地整備課長 の決裁区分に属する

別表第２に定める都市局新都市工務

課長の決裁区分に属する事項に関す
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事項に関すること。  ること。  

(2) 別表第２に定める用地取得事務

担当課の課長の決裁区分に属する

事項に関すること。  

 

(3) 造成地の軽易定例な貸付け及び

解除に関すること。  

 

 都市局新都市工務課課長（施設担

当）専決事項  

 別表第２に定める都市局新都市工務

課課長（施設担当）の決裁区分に属す

る事項に関すること。  

建 築 住 宅 局 住 宅 整 備 課 長 専 決 事

項 ～ 建 築 住 宅 局 住 宅 管 理 課 長 専

決事項  ［略］  

建 築 住 宅 局 住 宅 整 備 課 長 専 決 事

項 ～ 建 築 住 宅 局 住 宅 管 理 課 長 専

決事項  ［略］  

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 建 築 安 全

課長専決事項  

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 建 築 安 全

課長専決事項  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) 都市の低炭素化の促進に関する

法律第 5 4条の規定に基づく認定に

関すること。  

 (4) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第 35条及び第 4

1条の規定に基づく認定に関するこ

と。  

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 建 築 安 全

課課長（設備安全担当）専決事項  

 

(1) 都市の低炭素化の促進に関する  
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法律第 5 4条の規定に基づく認定に

関すること。  

(2) 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第 3 0条の規定

に基づく認定に関すること。  

 

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 安 全 対 策

課長専決事項  

建 築 住 宅 局 建 築 指 導 部 安 全 対 策

課長専決事項  

(1) ［略］   (1) ［略］  

 (2) 建築基準法第 10条第４項の規定

において準用する同法第９条第７

項の規定による保安上危険な建築

物等に対する措置の命令に関する

こと。  

(2) ［略］  (3) ［略］  

 (4) 神戸市建築物の安全性の確保等

に関する条例第３章第３節の老朽

危険家屋等に係る軽易な事項に関

すること。  

 (5) 空家等対策の推進に関する特別

措置法及び神戸市空家空地対策の

推進に関する条例に係る軽易な事

項に関すること（環境局業務課課長

（地域環境担当）の専決事項、経済

観光局農政計画課長及び農政計画

課課長（農政企画担当）の専決事項

に属するものを除く。）。  

建築住宅局技術管理課長、建築課

長、設備課長及び保全課長の専決

建築住宅局技術管理課長、建築課

長、設備課長及び保全課長の専決
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事項～港湾局経営企画課課長（調

整担当）専決事項  ［略］  

事項～港湾局経営企画課課長（調

整担当）専決事項  ［略］  

港湾局空港調整課長専決事項   

神戸空港条例の規定に基づく事務に

関すること（同条例第 12条の許可及

びこれに係る同条例第 15条の措置，

同条例第 16条の事務のうち軽易定例

でないもの、同条例第 17条第１項及

び第２項の事務のうち重要なもの並

びに同条例第 20条、第 21条、第 25条、

第 26条、第 28条及び第 29条の事務を

除く。）。  

 

港湾局空港整備課長専決事項、港

湾局空港整備課課長（施設担当）

専決事項  ［略］  

港湾局空港整備課長専決事項、港

湾局空港整備課課長（施設担当）

専決事項  ［略］  

港湾局経営課長専決事項  港湾局経営課長専決事項  

(1) 港湾施設等の施設の軽易定例的

な使用許可及び貸付け並びにその

取消し及び解除に関すること。  

(1) 港湾施設の軽易定例的な使用許

可及び貸付け並びにその取消し及

び解除に関すること。  

(2) 港湾施設等の施設の使用許可又

は貸付けを受けた者に対する軽易

定例的な工作物の設置及び増改築

の承認並びに行為の規制に関する

こと。  

(2) 港湾施設の使用許可又は貸付け

を受けた者に対する軽易定例的な

工作物の設置及び増改築の承認並

びに行為の規制に関すること。  

(3) ［略］  (3) ［略］  

港 湾 局 海 務 課 長 専 決 事 項 ～ 港 湾

局海岸防災課課長（整備担当）専

決事項  ［略］  

港 湾 局 海 務 課 長 専 決 事 項 ～ 港 湾

局海岸防災課課長（整備担当）専

決事項  ［略］  
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（区長等の専決事項）  （区長等の専決事項）  

第 10条  区長の専決事項は、次のとお

りとする。  

第 10条  区長の専決事項は、次のとお

りとする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 行政財産の使用許可その他管理

に関すること（地方自治法第 238条

の４第７項の規定による許可及び

同条第９項の規定による許可の取

消しに関することを除く。）。  

(3) 行政財産の使用許可その他管理

に関すること。  

(4)～ (9) ［略］  (4)～ (9) ［略］  

２  北神担当区長の専決事項は、次の

とおりとする。  

２  北神担当区長の専決事項は、次の

とおりとする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 行政財産の使用許可その他管理

に関すること（地方自治法第 238条

の４第７項の規定による許可及び

同条第９項の規定による許可の取

消しに関することを除く。）。  

(3) 行政財産の使用許可その他管理

に関すること。  

(4)～ (7) ［略］  (4)～ (7) ［略］  

（区役所等の課長の専決事項）  （区役所等の課長の専決事項）  

第 12条  区役所及び須磨区役所北須磨

支所の課長の専決事項は、次のとお

りとする。この場合において、課長

（ 組 織 の 事 務 を 主 管 す る 課 長 を 除

く。）は、自らの所掌事務に属するこ

と及び当該所掌事務に従事する職員

に関することについて、課長共通専

第 12条  区役所及び須磨区役所北須磨

支所の課長の専決事項は、次のとお

りとする。この場合において、課長

（ 組 織 の 事 務 を 主 管 す る 課 長 を 除

く。）は、自らの所掌事務に属するこ

と及び当該所掌事務に従事する職員

に関することについて、課長共通専
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決事項の項に規定する事項（神戸市

事務分掌規則の規定に基づき組織の

事務を主管しない課長の事務分担に

定めることにより、当該事項の一部

を除くことができる。）を専決するも

のとする。  

決事項の項に規定する事項（神戸市

事務分掌規則の規定に基づき組織の

事務を主管しない課長の事務分担に

定めることにより、当該事項の一部

を除くことができる。）を専決するも

のとする。  

区 役 所 の 課 長 共 通 専 決 事 項 ～ 須

磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 の 課 長 共 通

専決事項  ［略］  

区 役 所 の 課 長 共 通 専 決 事 項 ～ 須

磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 の 課 長 共 通

専決事項   

区役所（北神区役所を除く。）総務

部地域協働課課長（総務担当）専

決事項  

区役所（北神区役所を除く。）総務

部地域協働課課長（総務担当）専

決事項  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) 山田出張所、伊川谷出張所、櫨谷

出張所、押部谷出張所、平野出張所、

神出出張所及び岩岡出張所におけ

る市税（個人の県民税及び森林環境

税を含む。）に関する証明書の作成、

交付及び手数料の徴収に関するこ

と（北区役所及び西区役所総務部地

域協働課課長（総務担当）に限る。）。 

区役所（北神区役所を除く。）総

務部市民課長専決事項  

区役所（北神区役所を除く。）総

務部市民課長専決事項  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

 (3) サービスコーナーにおける市税

（個人の県民税及び森林環境税を

含む。）に関する証明書の作成、交

付及び手数料の徴収に関すること
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（垂水区役所総務部市民課長に限

る。）。  

区役所（北神区役所を除く。）総

務 部 保 険 年 金 医 療 課 長 専 決 事 項

～ 北 神 区 役 所 保 健 福 祉 課 長 専 決

事項  ［略］  

区役所（北神区役所を除く。）総

務 部 保 険 年 金 医 療 課 長 専 決 事 項

～ 北 神 区 役 所 保 健 福 祉 課 長 専 決

事項  ［略］  

北 神 区 役 所 市 民 課 長 及 び 須 磨 区

役 所 北 須 磨 支 所 市 民 課 長 専 決 事

項  

北 神 区 役 所 市 民 課 長 及 び 須 磨 区

役 所 北 須 磨 支 所 市 民 課 長 専 決 事

項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

 (2) 市税（個人の県民税及び森林環

境税を含む。）に関する証明書の作

成、交付及び手数料の徴収に関する

こと。  

 (3) 市税その他徴収金の収納に関す

ること。  

 (4) 有馬出張所、道場出張所、八多出

張所、大沢出張所、長尾出張所及び

淡河出張所における市税に関する

証明書の作成、交付及び手数料の徴

収に関すること（北神区役所市民課

長に限る。）。  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 保 健 福 祉

課長専決事項  ［略］  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 保 健 福 祉

課長専決事項  ［略］  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 保 険 年 金

医療課長専決事項  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 保 険 年 金

医療課長専決事項  

区役所（北神区役所を除く。）総務部

保険年金医療課長専決事項に属する
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事項に関すること。  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 保 健 福 祉

課課長（保健担当）専決事項  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 保 健 福 祉

課課長（保健担当）専決事項  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］   

 区役所（北神区役所を除く。）総務部

保険年金医療課長専決事項に属する

事項に関すること。  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 生 活 支 援

課長専決事項  ［略］  

須 磨 区 役 所 北 須 磨 支 所 生 活 支 援

課長専決事項  ［略］  

（玉津支所長の専決事項）  （玉津支所長の専決事項）  

第 13条  西区役所玉津支所長（以下「玉

津支所長」という。）の専決事項は、

次のとおりとする。  

第 13条  西区役所玉津支所長（以下「玉

津支所長」という。）の専決事項は、

次のとおりとする。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

 (4) 市税（個人の県民税及び森林環

境税を含む。）に関する証明書の作

成、交付及び手数料の徴収に関する

こと。  

 (5) 市税その他徴収金の収納に関す

ること。  

(4) ［略］  (6) ［略］  

（第１類事業所長等の専決事項）  （第１類事業所長等の専決事項）  

第 15条  第１類の事業所（以下「第１

類事業所」という。）の所長、事務局

長、副所長、課長及び係長の専決事項

は、次のとおりとする。この場合にお

いて、課長（組織の事務を主管する課

第 15条  第１類の事業所（以下「第１

類事業所」という。）の所長、事務局

長、副所長、課長及び係長の専決事項

は、次のとおりとする。この場合にお

いて、課長（組織の事務を主管する課
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長を除く。）は、自らの所掌事務に属

すること及び当該所掌事務に従事す

る職員に関することについて、第１

類事業所の副所長及び課長共通専決

事項の項に規定する事項（神戸市事

務分掌規則の規定に基づき組織の事

務を主管しない課長の事務分担に定

めることにより、当該事項の一部を

除くことができる。）を専決するもの

とする。  

長を除く。）は、自らの所掌事務に属

すること及び当該所掌事務に従事す

る職員に関することについて、第１

類事業所の副所長及び課長共通専決

事項の項に規定する事項（神戸市事

務分掌規則の規定に基づき組織の事

務を主管しない課長の事務分担に定

めることにより、当該事項の一部を

除くことができる。）を専決するもの

とする。  

第 １ 類 事 業 所 長 共 通 専 決 事 項 ～

保健所長専決事項  ［略］  

第 １ 類 事 業 所 長 共 通 専 決 事 項 ～

保健所長専決事項  ［略］  

健康科学研究所長専決事項   

(1) 地域保健法施行規則（昭和 28年

厚生省令第 55条）第４条に規定する

地域保健対策に関する法律に基づ

く調査及び研究並びに試験及び検

査に関する事務（他の所管に属する

ものを除く。）。  

 

(2) 神戸市手数料条例（平成 12年３

月条例第 77号。以下この号において

「条例」という。）及び神戸市手数

料条例施行規則（平成 12年３月規則

第 111号。以下この号において「施

行規則」という。）に規定する事務

のうち次に掲げるもの。  

 

ア  条例第６条の規定による手数

料の徴収に関すること。  
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イ  公的扶助を受給している者で、

保 護 施 設 に 入 所 す る 目 的 の た め

の検査に係る手数料の免除（条例

第６条に係るものに限る。）に関

すること。  

 

ウ  検査着手前にその取消しの申

出 が あ っ た 場 合 の 既 納 手 数 料 の

返還（条例第６条に係るものに限

る。）に関すること。  

 

エ  条例第９条第２項第１号及び

第２号（施行規則第４条第１号ア

に 定 め る 場 合 に 該 当 す る も の に

限る。）の規定による後納（条例

第６条に係るものに限る。）に関

すること。  

 

王 子 動 物 園 長 専 決 事 項 ～ 水 環 境

センター長専決事項  ［略］  

王 子 動 物 園 長 専 決 事 項 ～ 水 環 境

センター長専決事項  ［略］  

第 １ 類 事 業 所 の 副 所 長 及 び 課 長

共通専決事項  

第 １ 類 事 業 所 の 副 所 長 及 び 課 長

共通専決事項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 軽易又は定例な次に掲げる事項

に関すること。  

(2) 軽易又は定例な次に掲げる事項

に関すること。  

ア、イ  ［略］  ア、イ  ［略］  

ウ  行政財産の使用許可その他管

理  

 

(3)～ (5) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

博 物 館 学 芸 課 長 専 決 事 項 ～ 保 健 博 物 館 学 芸 課 長 専 決 事 項 ～ 保 健
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所保健課課長（予防衛生担当）専

決事項  ［略］  

所保健課課長（予防衛生担当）専

決事項  ［略］  

こども家庭センター課長（発達相

談）専決事項  ［略］  

こども家庭センター課長（発達相

談 ・ 判 定 指 導 担 当 ） 専 決 事 項  

［略］  

中 央 水 環 境 セ ン タ ー 管 理 課 課 長

（集落排水担当）専決事項、第１

類 事 業 所 の 係 長 共 通 専 決 事 項  

［略］  

中 央 水 環 境 セ ン タ ー 管 理 課 課 長

（集落排水担当）専決事項、第１

類 事 業 所 の 係 長 共 通 専 決 事 項  

［略］  

（第２類事業所長等の専決事項）  

第 16条  第２類の事業所（以下「第２類

事業所」という。）の所長、事務室長

及び係長の専決事項は、次のとおり

とする。  

（第２類事業所長等の専決事項）  

第 16条  第２類の事業所（以下「第２

類事業所」という。）の所長、事務室

長及び係長の専決事項は、次のとお

りとする。  

第２類事業所長（小磯記念美術館

長を除く。）共通専決事項  

第２類事業所長（小磯記念美術館

長を除く。）共通専決事項  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 軽易又は定例な次に掲げる事項

に関すること。  

(4) 軽易又は定例な次に掲げる事項

に関すること。  

ア、イ  ［略］  ア、イ  ［略］  

ウ  行政財産の使用許可その他管

理  

 

(5)～ (7) ［略］  (5)～ (7) ［略］  

小 磯 記 念 美 術 館 事 務 室 長 専 決 事

項  ［略］  

小 磯 記 念 美 術 館 事 務 室 長 専 決 事

項  ［略］  

 和光園長専決事項  

 (1) 入所者（ケアハウス和光園の入
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所者を除く。次号において同じ。）

の移送に関すること。  

 (2) 入所者の死亡の場合における埋

葬に関すること。  

 (3) 入所者に係る医療の委託に関す

ること。  

 (4) ケアハウス和光園の入所及び退

所に関すること。  

障害者更生相談所長専決事項  障害者更生相談所長専決事項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

( 2 )  療 育 手 帳 の 交 付 に 関 す る こ と

（こども家庭センター課長（発達相

談担当）の専決事項に属するものを

除く。）。  

( 2 )  療 育 手 帳 の 交 付 に 関 す る こ と

（こども家庭センター課長（発達相

談・判定指導担当）の専決事項に属

するものを除く。）。  

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長 専 決

事 項 ～ 布 施 畑 環 境 セ ン タ ー 所 長

専決事項  ［略］  

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長 専 決

事 項 ～ 布 施 畑 環 境 セ ン タ ー 所 長

専決事項  ［略］  

 西 農 業 振 興 セ ン タ ー 及 び 北 農 業

振興センター所長専決事項  

 (1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律（平成 14年法

律第 88号）の規定に基づく許可、許

可証及び従事者証の交付並びに報

告の徴収並びに鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法

律施行規則（平成 14年環境省令第 2

8号）の規定に基づく届出に関する

こと（被害の防止の目的の捕獲等に
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関するものに限る。）。  

 (2) 兵庫県農業共済組合が行う農業

共済事業及び収入保険制度に関す

ること。  

森 林 整 備 事 務 所 長 専 決 事 項  

［略］  

森 林 整 備 事 務 所 長 専 決 事 項  

［略］  

 西神整備事務所長専決事項  

 造成地の軽易定例な貸付け及びその

解除に関すること。  

神戸港管理事務所長専決事項  神戸港管理事務所長専決事項  

(1) 港湾施設等の施設の軽易定例な

使用許可及び貸付け並びにその取

消し及び解除に関すること。  

(1) 港湾施設の軽易定例な使用許可

及び貸付け並びにその取消し及び

解除に関すること。  

(2) 港湾施設等の施設の使用許可又

は貸付けを受けた者に対する軽易

定例な工作物の設置及び増改築の

承認並びに行為の規制に関するこ

と。  

(2) 港湾施設の使用許可又は貸付け

を受けた者に対する軽易定例な工

作物の設置及び増改築の承認並び

に行為の規制に関すること。  

(3) 港湾施設等の施設内における使

用禁止物件の使用承認に関するこ

と。  

(3) 港湾施設内における使用禁止物

件の使用承認に関すること。  

(4)～ (7) ［略］  (4)～ (7) ［略］  

第 ２ 類 事 業 所 の 係 長 共 通 専 決 事

項  ［略］  

第 ２ 類 事 業 所 の 係 長 共 通 専 決 事

項  ［略］  

別表第１、別表第２及び別表第６を次のように改める。
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別表第1(第2条、第4条―第7条関係)
人事関係事務

特定局長

課長以上 係長以下（行政職１級
（相当職を含む。）の
職員を除く。）の職員

― ― ― 行政職１級（相当職を
含む。）の職員

― ― ― ― 消防組織法第15条第１
項
に基づく消防局職員
（消
防司令長以上）の任命
に
伴う承認を含む。

課長以上 係長以下の職員 ― ― ― ― ― ― ― ―

― 全ての者 ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― 全ての者

課長以上 係長以下の職員 ― ― ― ― ― ― ― ―

課長以上 係長以下（行政職１級
（相当職を含む。）の
職員を除く。）の職員

― ― ― 行政職１級（相当職を
含む。）の職員

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― 全ての者

― ― ― 全ての者
（軽易な変更を除
く。）

会計室長
全ての者
（軽易な変更を除
く。）

― ― ― ― 軽易な変更

― ― ― ― ― ― ― ― ― 全ての者

部長以上 課長 ― ― ― ― 係長以下 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― 全職員 ― ―

扶養手当

住居手当

通勤手当

全職員 ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― 全職員 ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― 全職員

― 全職員 ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― 全職員（勤務時間が短
い者を除く。）

― 勤務時間が短い者

会計
年度
任用
職員
の給
与等

給料
（相
当す
る報
酬を
含
む。
）

決定

基準

支給

―

基準

支給

― 特殊なもの ― ― ― 全てのもの（扶養手
当、住居手当及び通勤
手当並びに特殊なもの
を除く。）

――

特別
職非
常勤
職員
の委
嘱・
報酬
等勤
務条
件の
決定

委嘱・報酬等勤務条件の決定

報酬の支給

給与
（会
計年
度任
用職
員を
除
く。
）

給料 決定

支給

手当 認定

退職（会計年度任用職員を除く。）

人事課長 給与課長 総務事務センター長

会計年度任用職員の退職

任用（補職を含み、採用、会計年度任用及
び臨時的任用を除く。）

採用

再任用の選考

会計年度任用

臨時的任用

厚生課長 課長、課内室長及び課
内所長共通

備考決裁区分 副市長 行財政局長 局長共通 副局長、部長及び室長共通

決裁事項
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―

― 全職員 ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― 全職員（勤務時間が短
い者を除く。）

― 勤務時間が短い者

全職員 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

課長以上 係長以下 ― ― ― ― ― ― ― ―

― 部長以上 ― ― ― 課長以下 ― ― ― ―

― ― ― 部長以上 課長 ― ― ― ― 係長以下

― 部長以上 ― ― ― 課長以下 ― ― ― ―

― 部長以上 ― ― ― 課長以下 ― ― ― ―

― 部長以上 ― ― ― 課長以下 ― ― ― ―

― 部長以上 ― ― ― 課長以下 ― ― ― ―

― ― 課長 部長以上 課長 ― ― ― ― 係長以下

局長 ― 課長 部長 課長 ― ― ― ― 係長以下

― ― 課長 ― 課長 ― ― ― ― 係長以下

― ― 課長 部長以上 課長 ― ― ― ― 係長以下 海外旅行命令は、局長
については副市長、部
長以下については局長
の専決事項とする。

― 課長 部長以上 課長 ― ― ― ― 係長以下

― 部長以上 ― ― ― 課長以下 ― ― ― ―

部長 ― ― 課長以下 ― ― ― ― ― ―

― 全職員 ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― 全職員 ―

― ― ― ― ― ― 全職員 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 全職員 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― 全職員（勤務時間が短
い者を除く。）

― 勤務時間が短い者

― ― ― ― ― ― ― 全職員（勤務時間が短
い者を除く。）

― 勤務時間が短い者

退職手当 裁定

支給

児童手当 認定

支給

欠勤の承認

勤務命令（時間外、休日等）

旅行命令

職務専念義務の免除

営利企業への従業等の許可

人事評価

恩給及び年金 裁定

支給

休業の承認 育児休業

部分休業

自己啓発休業

配偶者同行休業

その他休業

育児短時間勤務制度

服務 休暇の付与

基準

― ― ― ― 特殊なもの―

休職 専従休職

その他

手当
（相
当す
る報
酬及
び費
用弁
償を
含
む。
）

認定

支給

通勤手当（特殊な場合
を除く。）

― 全ての者（通勤手当及
び特殊なものを除
く。）
通勤手当（特殊な場
合）
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― ― ― ― ― ― ― ― 全職員 ―

注）

この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）　局長　局長、建設局湾岸・広域幹線道路本部長、都市局都心再整備本部長その他これらに準ずる者

（２）　特定局長　都市局都心再整備本部局長(事業推進担当)

（３）　部長　副局長、部長、室長、第１類事業所長その他これらに準ずる者

（４）　課長　課長、課内室長、課内所長、第２類事業所長その他これらに準ずる者

（５）　係長　係長、第３類事業所長その他これらに準ずる者

補償

特殊なもの ― ― ― ―――公務災害
（非常勤職員）

認定 軽易なもの ――
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副市長
特定局

長

局長又
は副局
長共通

特定副
局長、
特定部
長及び
室長

部長及
び室長
共通

特定課
長

課長、
課内室
長及び
課内所
長共通

消防局
長

教育委員会事
務局長

教育次長
監査事務局長
市選挙管理委
員会事務局長
人事委員会事

務局長
市会事務局長

特定職

01 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

　 全て 　 　 　 　 〇 〇

　 別表第１ 　 　 　 　 　 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

　 全て 　 　 　 　 〇 〇

　 500万円超 〇 　 　 　 　 　

　 500万円以下 　 〇 　 　 　 　 　 市会事務局長

　 81 議員報酬手当（定例的な報酬） 全て 　 〇 　 　 　 　 　 市会事務局長

　 04 会計年度任用職員報酬 別表第１ 　 　 　 　 　 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

02 給料 02 給料 01 給料 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

01 扶養手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

02 地域手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

03 時間外勤務手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

04 宿日直手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

05 特殊勤務手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

06 期末・勤勉手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

07 通勤手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

08 退職手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

09 住居手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10 其他手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11 児童手当 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

04 共済費又は
社会保険料

04 共済費 01-
04

共済・健康保険組合負担金、地方公務員災害補償
基金負担金、共助組合負担金、共済費事業主負担
金

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇 〇 　 　 　

05 公務災害
（非常勤職
員）

05 災害補償費 01 災害補償費（非常勤職員の公務災害に係るもの） 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 100万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

06 06 01 恩給 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 02 退職年金 別表第１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

100万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

100万円超 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

100万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇

08 旅費 08 旅費 全て 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 総務事務センター長、
建設局総務課長、都市
局総務課長及び港湾局
経営企画課長

　 　 　 全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇 〇 　

100万円超 　 〇 　 　 　

100万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

全て 　 　 　 　 〇 〇

81-
83

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費（議員の費用
弁償）

全て 　 〇 　 　 　 　 市会事務局長

04 会計年度任用職員通勤費 別表第１ 　 　 　 　 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

09 交際費 09 交際費 01 交際費 全て 　 　 　 　 　 〇 〇 〇 　 　 前渡金払の場合は、２－３その他の表23の項を
適用する。

別表第２（第２条、第４条、第６条―第７条関係）

財務関係事務

２-１支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定）

決裁事項 節 節名称 細節
(参考)

細節名称等 専決範囲

決裁区分　

合議 備考

報酬等 01 報酬 01 委員報酬 　

02 非常勤職員報酬

03 議員報酬手当

03 手当等 03 職員手当等 　 別表第１の決裁区分によるものとする。

恩給及び退
職年金

恩給及び退
職年金

　 別表第１の決裁区分によるものとする。

07 謝金その他
これらに類
するもの

07 報償費 01

負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

05 災害補償費 01 災害補償費（常勤職員の公務災害等見舞金） 　

報償費 　

02 報償費（定例的な報償）

01-
03

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費（職員の旅
費）（特別職非常勤職員の旅費を除く）

　 １　特定課長の決裁区分は、電子情報処理組織
により作成した旅行命令書に基づき支給するも
のについて適用する。
２　総務事務センター長の専決事項は、地方公
営企業法の財務規定等を適用する事業にかかる
ものを除く。
３　建設局総務課長、都市局総務課長、港湾局
経営企画課長の専決事項は、当該所管局の地方
公営企業法の財務規定等を適用する事業にかか
るものに限る。

11-
13

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費（特別職非常
勤職員及び職員以外の者の旅費及び費用弁償）
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10 調達 10 需用費 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 　 　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 　 　 1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

300万円以下 △ △

　 　 　 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

　 　 　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 　 　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

　 300万円超 〇

300万円以下 △

　 4,000万円超 〇

4,000万円以下 〇 教育委員会事務局長及
び教育次長

　 　 　 全て 　 〇 　 　 　 　 教育委員会事務局長及
び教育次長

300万円超 〇

300万円以下 △

　 4,000万円超 〇

　 4,000万円以下 〇 市選挙管理委員会事務
局長

　 300万円超 〇 　

300万円以下 △

　 　 　 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 　 　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 　 　 1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

　 　 　 14 電気料金（電気事業者の定める申込書によるも
の）

全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 入札又は見積合せで不調となり、電気事業者の
定める申込書により契約する場合に限る。

　 　 　 05-
06

ガス料金、上下水道料金 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇

　 10 需用費 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

200万円以下 △ △

400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 200万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

　 27 修繕料（建物、設備又は構築物の保繕又は小改修
に係るもの）

400万円以下 　 △ 　 　 　 　 　 　 行財政局長、都市局
長、建築住宅局長及び
港湾局長

400万円以下 〇 教育委員会事務局長及
び教育次長

　 200万円以下 　 　 　 △ 　 　 　 　 　 行財政局部長（資産活
用担当）及び港湾局部
長（工務・防災担当）

300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

83 消耗品費（図書資料（教科用指導書）） 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

86 消耗品費（各種施設における給与品） 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

01-
03、
09

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬材料費 　 300万円を超えるものについては経理契約（行財
政局契約監理課に要求して行う契約をいう。以
下同じ。）を要する。

11-
13、
19

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬材料費（市
長が指定するものＡ）

87 消耗品費（歳出予算の範囲内の被服）

04 電気料金 1,000万円を超えるものについては経理契約を要
する。

請負（その
他）

07 修繕料 200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

84、
85

消耗品費、印刷製本費（選挙用品） 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

02 燃料費（歳出予算の範囲内の燃料） 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

17 修繕料（市長が指定するものＢ）
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200万円以下 　 　 　 　 　 △ 　 　 　 都市局地域整備推進課
長、用地活用推進課
長、工務課長、内陸・
臨海振興課長、産業団
地整備課長並びに建築
住宅局住宅整備課長、
住宅建設課長及び技術
管理課長

調達 10 需用費 08 賄材料費（各種施設における給食、賄材料等食
料）

全て 　 〇 　 　 　 　 △ 教育委員会事務局長及
び教育次長

　 　

11 ３億円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３億円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

２億円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

１億円以下 　 　 　 　 　 　 〇

400万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

200万円超 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇

4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

200万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

02 電気通信料金 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条
第５号に規定する電気通信事業者が提供する同
条第３号に規定する電気通信役務に関する料金
をいう。

04 保険料 全て 　 　 　 　 　 △ △ 〇

400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 △

全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

81 一般役務費（公金取扱手数料に関するものの決定）全て 　 　 △ 　 　 会計室長

20、
21

一般役務費(事業系ごみ指定袋等)、その他通信運
搬費(郵便料金等 )

全て 　 　 　 　 　 △ △ 〇

2,000万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　

2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △

全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

12 2,000万円超 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇

2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △

３億円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３億円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇

２億円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

１億円以下 　 　 　 　 　 　 △

4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

4,000万円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇

2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △

13 06 一般使用料等 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

300万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

　 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 150万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

調達 13 使用料及び
賃借料

　 400万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

請負（製
造）

11 役務費 11 一般役務費

謝金その他
これらに類
するもの

11 役務費 12 一般役務費 　

13

請負（その
他）

役務費11

一般役務費（定例的な報償）

01、
03

一般役務費、その他通信運搬費 200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

14、
15

一般役務費、その他通信運搬費（市長が指定する
ものＡ、Ｂ）

委託 12 委託料 03-
07

その他委託料（工事） 歳入の徴収又は収納の
事務の委託について
は、会計管理者に合議

金額は見積金額を示す。

指定管理者
に公の施設
の管理を行
わせる場合
の協定

12 委託料 01 指定管理委託料 歳入の徴収又は収納の
事務の委託について
は、会計管理者に合議

金額は総額とする。ただし、利用料金を当該指
定管理者に収受させる場合は、当該管理に係る
総経費の見積価額とする。

労働者派遣
契約

11 役務費 05 人材派遣料 　

金額は見積金額を示す。

02、
08-
09

その他委託料（工事以外）

　

05 一般使用料等（電子計算機上で使用するソフト
ウェアに係るもの）

300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　150万円を超えるものについては経理契約を
要する。

01 一般使用料等 　
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　 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　

　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 150万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

　 13 使用料及び
賃借料

4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 200万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

　 13 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 150万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

　 13 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　

　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 150万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

　 請負（その
他）

13 22 自動車借上料（タクシー利用料）（乗車票による
利用に係るもの）

全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　 　

　 500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 400万円超 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　

　 400万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇

14 14 工事請負費 ３億円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ３億円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　

　 ２億円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

１億円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

　 400万円以下 △ △ 　

02 自動車借上料 １　150万円を超えるものについては経理契約を
要する。
２　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。

請負（その
他）、物品
の借入れ

12 自動車借上料（市長が指定するものＢ、Ｃ） 自動車借上料の契約を貸借で締結する場合、金
額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の
金額による。

11 一般使用料等（市長が指定するものＣ） 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

請負（その
他）

15 自動車借上料（運転手付） 　 200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

物品の借入
れ

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、500万円を超えるもの
についても、局長、消防局長、教育委員会事務
局長、教育次長、監査事務局長、市選挙管理委
員会事務局長、人事委員会事務局長及び市会事
務局長が専決することができる。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代支払の場合に準用する。

13-
14

土地借上料、家屋借上料（市長が指定するもの
Ｄ）

請負（工
事）

01-
05

工事請負費 １　直営工事の施行決定を含む。
２　400万円を超えるものについては経理契約を
要する。

不動産の借
入れ

13 03-
04

土地借上料、家屋借上料
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81-
84

工事請負費（建物のガス設備にかかるもの（ガス
冷暖房設備工事を除く））

全て 　 　 　 　 　 △ 　 　 　 環境局施設課長、都市
局都心再整備本部都心
再整備部都心三宮再整
備課長、地域整備推進
課長、用地活用推進課
長、工務課長、内陸・
臨海振興課長、産業団
地整備課長、建築住宅
局住宅整備課長、住宅
建設課長、住宅管理課
長、技術管理課長、建
築課長、設備課長及び
保全課長並びに港湾局
空港整備課長及び空港
整備課課長（施設担
当）、工務課長、課長
（建築担当）及び課長
（設備担当）

直営工事の施行決定を含む。

15 15 原材料費 4,000万超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 　 　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △

　 　 　 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

　 　 　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 　 　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

16 8,000万円以上 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

　 8,000万円未満 　 ○ 　 　 　 　 　○ ○

　 4,000万円以下 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 用地取得事務を所掌す
る副局長及び部長

　 2,000万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 用地取得事務担当課の
課長

17 調達 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 4,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 　 2,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 　 300万円以下 △ △

　 　 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

　 　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

4,000万円超 〇

4,000万円以下 〇 市選挙管理委員会事務
局長

18 18 500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 　 　 200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 　 　 81 補助交付金（奨学金、就学援助金又は定例的な学
校に対する助成）

全て 　 〇 　 　 　 　 教育委員会事務局長及
び教育次長

19 19 扶助費 500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

81 扶助費（奨学金、就学援助金又は定例的な学校に
対する助成）

全て 　 〇 　 　 　 　 教育委員会事務局長及
び教育次長

300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

11 原材料費（市長が指定するものＡ）

不動産若し
くは地上
権、地役権
その他これ
らに準ずる
権利の取得
又は借地権
に係る補償

16 公有財産購
入費

01-
05

土地購入費、家屋購入費、その他財産購入費 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）
（8,000万円を超えるも
の。資産活用課長経
由）又は資産活用課長
（8,000万円以下）に合
議

調達 01 原材料費 　

　

17 備品購入費 01-
02

一般備品費、重要備品費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

11-
12

一般備品費、重要備品費（市長が指定するもの
Ａ）

81-
82

一般備品費、重要備品費（選挙用品） 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

負担金補助
金及び交付
金

01-
05

負担金、補助交付金、分担金等 　 複数の相手方に対する負担金、補助金、交付
金、奨励金その他これらに類するもの（以下
「負担金等」という。）の金額を一の決裁によ
り決定した場合において、当該負担金等のうち
一部のものに係る金額を変更するとき（変更後
の当該負担金等の総額が変更前の当該負担金等
の総額を下回るときに限る。）の決裁区分は、
変更後の個々の負担金等の額に基づくものとす
る。この場合において、当該決裁区分が複数の
決裁区分に該当することとなるときは、それら
の決裁区分のうち最上位のものによることとす
る。

負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

01 扶助費 　 複数の相手方に対する扶助費の金額を一の決裁
により決定した場合において、当該扶助費のう
ち一部のものに係る金額を変更するとき（変更
後の当該扶助費の総額が変更前の当該扶助費の
総額を下回るときに限る。）の決裁区分は、変
更後の個々の扶助費の額に基づくものとする。
この場合において、当該決裁区分が複数の決裁
区分に該当することとなるときは、それらの決
裁区分のうち最上位のものによることとする。
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01-
03

貸付金、預託金、保証金 全て 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　

11-
13

貸付金、預託金、保証金（条例や規則等に定めら
れた基準に基づいて行うもの）

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇 〇 　

21 21 200万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

200万円以下 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

100万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

50万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

200万円超 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

100万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇

3,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

3,000万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

1,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

500万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

14 3,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

3,000万円以下 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

1,000万円以下 　 　 　 〇 　 　 　 　

500万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　

13 損失補償金（消防法第29条第３項の規定に伴う移
転料その他諸補償）

全て 　 　 　 　 　 　 〇 　

21 21 04 3,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

3,000万円以下 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○

1,000万円以下 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 用地取得事務を所掌す
る副局長及び部長

500万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 用地取得事務担当課の
課長

03 補填金 200万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

200万円以下 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

100万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

50万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

21 補償補填及
び賠償金

02 損害賠償金 500万円以下 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

200万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

使用料、手
数料その他
の収入に係
る過誤納整
理

22 償還金利子
及び割引料

01 一般償還金 全て 　 　 　 　 　 〇 〇 〇 　 　

償還金利子
及び割引料

22 償還金利子
及び割引料

02-
03

地方債元利償還金、一時借入金利子 全て 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 財務課長

23 投資及び出
資金

23 投資及び出
資金

01 投資及び出資金 全て 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　 　 市長による方針決定を受けたものに限る。

24 基金の積立
て、処分

24 積立金 01-
02

積立基金積立金、運用基金積立金 全て 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　 積立て、処分又は不動
産の取得については、
財務課長に合議

25 寄附金 25 寄附金 01 寄附金 全て 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　 　

26 公課費 26 公課費 01 公課費 全て 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　 　 　

27 繰出金 500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　

　 　 300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

　 　 100万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

欄のうち三角印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則に基づき、局室長に委任されている事項を表す。

20 現金の貸付
又は制度融
資に係る預
託

20 貸付金 　 　

移転料その
他諸補償
（借地権に
係る補償を
除く。）、
請負契約約
款に規定す
る不可抗力
による損害
の費用負担

補償補填及
び賠償金

損失補償金（土地取得に係るもの） 不動産の取得等に伴う
もので、神戸市の公共
用地の取得に伴う損失
補償基準（昭和47年４
月１日市長決定）の適
用を受けるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）
（3,000万円を超えるも
の。資産活用課長経
由）又は資産活用課長
（3,000万円以下）に合
議

損害賠償
金、示談金
又はこれら
に類するも
の

自動車事故によるものについては、自動車損害
賠償保障法による保険金額の最高限度額を上限
とし、200万円を超え最高限度額以下のものは、
副市長の専決とする。

移転料その
他諸補償
（借地権に
係る補償を
除く。）、
請負契約約
款に規定す
る不可抗力
による損害
の費用負担

補償補填及
び賠償金

01 損失補償金

11 損失補償金（電柱、ケーブル、上下水道管又はガ
ス管の移設に伴うもの）

12 損失補償金（請負契約約款に規定する不可抗力に
よる損害の費用負担）

損失補償金（公共事業の施行に伴う移転料その他
諸補償（土地取得に係るものを除く））

　

（注）

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印又は三角印を付した項に規定する事項を専決する。特定局長、特定副局長、特定部長及び室長並びに特定課長の欄にあっては、特定職の欄に掲げる者が専決する。なお、それぞれの当該

22

27 負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

01-
03

特別会計繰出金、公営企業会計繰出金、一般会計
繰出金
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２　局長又は副局長共通の欄は、組織の事務を主管する局長が別に定めるところにより、副局長の専決をもって当該局長の専決に代えることができる。

３　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。

４　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者を超えない。

５　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

　合であって、変更契約後の契約金額が消防局長の欄又は教育委員会事務局長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決した職にある者の専決とする。

11　本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２第１項第８号イに規定するその他請負契約をいう。

12　単価協定品の品目、金額、契約方法等については、契約監理課長が別に定める。

13　諸集会又は諸行事の開催に係る経費については、施行決議を受けたものに限る。

14　課長、課内室長及び課内所長共通の欄（以下この表において「課長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が課長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決

　した職の直近上位の職にある者の専決とする。

15　消防局長の欄又は教育委員会事務局長教育次長監査事務局長市選挙管理委員会事務局長人事委員会事務局長市会事務局長の欄（以下この表において「消防局長の欄又は教育委員会事務局長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場

６　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

７　本表における「市長が指定するものＡ」とは、災害応急に関するもの、新聞、追録、図書券、乗車券、単価協定品、新聞・ラジオ・テレビ等による広告等に係る料金（競争性がないものに限る）、印刷料金（採用等の試験又は選考の問題集又は解答用紙の印

　刷に係るものに限る。）、ふるさと納税に係る返礼品並びに地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき買い入れる物品及び同号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

８　本表における「市長が指定するものＢ」とは、災害応急に関するもの、単価協定事項等並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

９　本表における「市長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

10　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。
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別表第２（第２条、第４条、第６条―第７条関係） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

財務関係事務 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

副市長
特定局

長

局長又
は副局
長共通

特定副
局長、
特定部
長及び
室長

部長及
び室長
共通

特定課
長

課長、
課内室
長及び
課内所
長共通

消防局
長

教育委員会事
務局長

教育次長
監査事務局長
市選挙管理委
員会事務局長
人事委員会事

務局長
市会事務局長

特定職

３億円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３億円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇 　

２億円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　 　

１億円以下 　 　 　 　 　 　 △ 　

4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4,000万円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇 　

2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △ 　

4,000万円超 〇

4,000万円以下 〇 〇 〇

1,000万円以下 〇

500万円以下 〇

100万円以下 △ △

売却（物品その他）（法令等により金額が定まっ
ているもの）

全て △ △ 〇

売却（物品その他）（生産品） 全て 〇 教育委員会事務局長及
び教育次長

4,000万円超 〇

4,000万円以下 〇 〇 〇

200万円超 △ △ 〇

200万円以下 △

100万円以下 △

２-２収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定）

決裁事項 専決範囲

決裁区分

合議 備考

01 受託（工事） 金額は、見積金額とする。

受託（工事以外） 金額は、見積金額とする。

02 売却（物品その他） １　金額は、見積金額を示す。
２　100万円を超えるものについては経理契約を
要する。

売却（不動産又は地上権、地役権、その他これら
に準ずる権利）

神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）
（4,000万円を超えるも
の。資産活用課長経
由）又は資産活用課長
（4,000万円以下）に合
議

金額は、見積金額を示す。

03 物品の貸付 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の減額については、局長、消防局長、
教育委員会事務局長、教育次長、監査事務局
長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事
務局長及び市会事務局長（以下この表において
「局長等」という。）の専決とする。
３　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。
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500万円超 〇

500万円以下 〇 〇 〇

400万円超 〇

400万円以下 〇

200万円以下 〇

全て 〇 〇

寄附の収受（負担付きでないもの）（不動産） 全て 〇 〇 〇 資産活用課長

500万円超 〇

500万円以下 〇 〇 〇

200万円以下 〇

100万円以下 〇

1,000万円超 〇

1,000万円以下 〇

500万円以下 〇

全て 〇 〇

07

08 諸収入金の徴収又は過誤納金の戻出 全て 〇 〇 〇

印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則に基づき、局室長に委任されている事項を表す。

２　局長又は副局長共通の欄は、組織の事務を主管する局長が別に定めるところにより、副局長の専決をもって当該局長の専決に代えることができる。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者を超えない。

５　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

６　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

04 不動産の貸付 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）（500
万円を超えるもの。資
産活用課長経由）又は
資産活用課長（500万円
以下）に合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、500万円を超えるもの
についても、局長等が専決することができる。
この場合においては、資産活用課長に合議する
こと。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代収入の場合に準用する。
４ 　賃料の減額については、局長等の専決とす
る。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、500万円を超えるもの
についても、局長等が専決することができる。

不動産の貸付（市長が指定するものＤ） 神戸市公有財産規則が
適用されるもののう
ち、一時的な材料置場
等のためのものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）（500
万円を超えるもの。資
産活用課長経由）又は
資産活用課長（500万円
以下）に合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、500万円を超えるもの
についても、局長等が専決することができる。
この場合においては、資産活用課長に合議する
こと。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代収入の場合に準用する。
４ 賃料の減額については、局長等の専決とす
る。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、500万円を超えるもの
についても、局長等が専決することができる。

寄附の収受（負担付きでないもの）（不動産以
外）

９　課長、課内室長及び課内所長共通の欄（以下この表において「課長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が課長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締

06 補助金、助成金その他これらに類するものの申請

05

削除

（注）

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。特定局長、特定副局長、特定部長及び室長並びに特定課長の欄にあっては、特定職の欄に掲げる者が専決する。なお、それぞれの当該欄のうち三角

４　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

７　本表における「徴収」とは、調定、収入の通知及び督促をいう。

８　本表における「諸収入金」とは、使用料（貸付にかかるものは除く）、手数料その他の収入をいう。
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　結した際に専決した職の直近上位の職にある者の専決とする。

10　消防局長の欄又は教育委員会事務局長教育次長監査事務局長市選挙管理委員会事務局長人事委員会事務局長市会事務局長の欄（以下この表において「消防局長の欄又は教育委員会事務局長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約につい

　て変更を行う場合であって、変更契約後の契約金額が消防局長の欄又は教育委員会事務局長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決した職にある者の専決とする。
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副市長
特定局

長

局長又
は副局
長共通

特定副
局長、
特定部
長及び
室長

部長及
び室長
共通

特定課
長

課長、
課内室
長及び
課内所
長共通

消防局
長

教育委員会事
務局長

教育次長
監査事務局長
市選挙管理委
員会事務局長
人事委員会事

務局長
市会事務局長

特定職

1,000万円超 〇 行財政局長

1,000万円以下 〇 行財政局副局長

200万円以下 〇 財務課長

項 〇 財務課長

目 〇 〇 〇

節 〇 〇 〇

03 歳出予算の配分 全て 〇 〇 〇

目 〇 財務課長

節 〇 〇 〇

05 振替 全て 〇 〇 〇 一般会計と企業会計間等、異なる会計間での負
担金及び分担金の収入又は支出を含む。

06 廃棄 全て 〇 〇 〇

4,000万円超 〇

4,000万円以下 〇 〇 〇

08 物品の借入れ（支出を伴わないもの） 150万円超 △

150万円以下 △

全て △ 〇

400万円超 △

400万円以下 △

150万円以下 △

全て △ 〇

09 物品の貸付（収入を伴わないもの） 400万円超 △

400万円以下 △

200万円以下 △

全て △ 〇

10 不動産の借入れ（支出を伴わないもの） 全て 〇 〇 〇

400万円超 〇

400万円以下 〇

200万円以下 〇

全て 〇 〇

別表第２（第２条、第４条、第６条―第７条関係）

財務関係事務

２-３その他

決裁事項 専決範囲

決裁区分　

合議 備考

01 予備費の使用

02 歳出予算の流用

04 歳入歳出予算科目の新設

07 不動産の交換 行財政局部長（資産活
用担当）（4,000万円を
超えるもの。資産活用
課長経由）又は資産活
用課長（4,000万円以
下）に合議

金額は交換する不動産のうち、最も高価なもの
の見積金額を示す。

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

物品の借入れ（支出を伴わないもの）（市長が指
定するものＣ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の免除については、局長、消防局長、
教育委員会事務局長、教育次長、監査事務局
長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事
務局長及び市会事務局長（以下この表において
「局長等」という。）の専決とする。

不動産の借入れ（支出を伴わないもの）（市長が
指定するものＤ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。
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11 不動産の貸付（収入を伴わないもの） 全て 〇 〇 〇 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）（500
万円を超えるもの。資
産活用課長経由）又は
資産活用課長（500万円
以下）に合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の免除については、局長等の専決とす
る。

12 基金の運用計画の決定 全て 〇 行財政局長 各局における運用計画案の策定については局長
等の専決とする。

13 基金の運用計画に基づく運用 全て 〇 〇 〇

40日を超えるもの 〇

40日以下 〇

全て 〇 〇

15 共通物品の払出請求（定期受付品又は予約受付
品）

全て 〇 〇 〇

諸収入金の減免（条例や規則等に定められた基準
に基づいて行うものを除く）

全て 〇

諸収入金の減免（条例や規則等に定められた基準
に基づいて行うもの）

全て 〇

諸収入金の減免 全て 〇 〇

17

諸収入金の滞納処分 全て 〇

諸収入金の徴収猶予若しくはその取消し、徴収の
嘱託、又は過誤納整理

全て 〇

諸収入金の徴収猶予若しくはその取消し、徴収の
嘱託、滞納処分又は過誤納整理

全て 〇 〇

19

20 諸収入金の滞納処分の停止又は不納欠損処分 全て 〇 〇 〇

21 歳入歳出外現金又は有価証券の受入れ又は払出し 全て 〇 〇 〇

諸集会又は行事の開催（飲食を伴わないもの） 全て 〇 〇 〇 １　飲食を伴うものは、原則として禁止する。
ただし、やむを得ない場合は、左の基準による
こととする。
２　本項は予算の使用を決定する施行決議の項
目であり、経費の支出については、個別の決裁
事項を適用すること。

諸集会又は行事の開催（飲食を伴うもの） 全て 〇 〇 〇 １　飲食を伴うものは、原則として禁止する。
ただし、やむを得ない場合は、左の基準による
こととする。
２　本項は予算の使用を決定する施行決議の項
目であり、経費の支出については、個別の決裁
事項を適用すること。

23 前渡金 全て 〇 〇 〇

５万円超 〇

５万円以下 〇

１万円以下 〇

全て 〇 〇

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。特定局長、特定副局長、特定部長及び室長並びに特定課長の欄にあっては、特定職の欄に掲げる者が専決する。なお、それぞれの当該欄のうち三角

印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則に基づき、局室長に委任されている事項を表す。

２　局長又は副局長共通の欄は、組織の事務を主管する局長が別に定めるところにより、副局長の専決をもって当該局長の専決に代えることができる。

削除

14 契約の変更（工期又は納期の延長の決定） 変更前の契約が経理契約の場合は、経理契約を
要する。

16

18

削除

22

24 立替払金

８　本表における「市長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

（注）

３　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。

４　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者を超えない。

５　前渡金の項及び立替払金の項の決裁区分については、別表２-１支出決定の表の他の項の決裁区分と重ねて適用する。

６　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

７　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。
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９　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

10　本表における「諸収入金」とは、使用料、手数料その他の収入をいう。
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副市長
特定局

長

局長又
は副局
長共通

特定副
局長、
特定部
長及び
室長

部長及
び室長
共通

特定課
長

課長、
課内室
長及び
課内所
長共通

消防局
長

教育委員会事
務局長

教育次長
監査事務局長
市選挙管理委
員会事務局長
人事委員会事

務局長
市会事務局長

特定職

01 調達 10 需用費 8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 △ △ 〇

400万円超 △ 　 　 　 　

400万円以下 　 △ 　 　 　

300万円以下 　 　 △

全て 　 　 △ 〇

8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 △

8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 〇 　 　 教育委員会事務局長及
び教育次長

8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 〇 △ 教育委員会事務局長及
び教育次長

8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 〇 　 　 市選挙管理委員会事務
局長

02 8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 △

4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

14 電気料金（電気事業者の定める申込書
によるもの）

全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 入札又は見積合せで不調となり、電気事業者の
定める申込書により契約する場合に限る。

05-
06

ガス料金、上下水道料金 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇

10 需用費 4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

200万円以下 △ △ 〇 　

400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 △

全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

請負（その
他）

10 需用費 400万円以下 △ 　 　 　 　 　 　 行財政局長、都市局
長、建築住宅局長及び
港湾局長

400万円以下 〇 　 　 　 　 　 　 教育委員会事務局長及
び教育次長

別表第２（第２条、第４条、第６条―第７条関係）

財務関係事務

２-４契約

決裁事項 節 節名称
細節

細節名称等 専決範囲

決裁区分

合議 備考

01-
03、
09

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬
材料費

300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

11-
13、
19

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬
材料費（市長が指定するものＡ）

86 消耗品費（各種施設における給与品） 300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

84、
85

消耗品費、印刷製本費（選挙用品） 300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

87 消耗品費（歳出予算の範囲内の被服） 300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

83 消耗品費（図書資料（教科用指導
書））

300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

修繕料（市長が指定するものＢ）

27 修繕料（建物、設備又は構築物の保繕
又は小改修に係るもの）

燃料費（歳出予算の範囲内の燃料） 300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

04 電気料金 1,000万円を超えるものについては経理契約を
要する。

請負（その
他）

07 修繕料 200万円を超えるものについては経理契約を要
する。

17
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200万円以下 　 　 　 △ 　 　 　 　 　 行財政局部長（資産活
用担当）及び港湾局部
長（工務・防災担当）

200万円以下 　 　 　 　 　 △ 　 　 　 都市局地域整備推進課
長、用地活用推進課
長、工務課長、内陸・
臨海振興課長、産業団
地整備課長並びに建築
住宅局住宅整備課長、
住宅建設課長及び技術
管理課長

調達 10 需用費 08 賄材料費（各種施設における給食、賄
材料等食料）

全て 〇 　 　 　 　 △ 教育委員会事務局長及
び教育次長

　

02 11 役務費 ５億円以上 〇 行財政局長

５億円未満 〇 契約監理課長

　 　 400万円以下 △ △ 〇

11 役務費 500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 　 　 200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

　 　 　 200万円超 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

　 　 　 200万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　

　 　 　 全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇

11 役務費 4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

200万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

11 役務費 02 電気通信料金 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　 　 電気通信事業法第２条第５号に規定する電気通
信事業者が提供する同条第３号に規定する電気
通信役務に関する料金をいう。

04 保険料 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 △

全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

81 一般役務費（公金取扱手数料に関する
もの）

全て △ 　 　 会計室長

　 　 20、
21

一般役務費(事業系ごみ指定袋等)、そ
の他通信運搬費(郵便料金等 )

全て 　 　 　 　 　 △ △ 〇

11 役務費 2,000万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　

　 　 2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇 　

03 12 委託料 2,000万円超 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇 　

　 　 2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △

３億円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３億円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇

２億円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

１億円以下 　 　 　 　 　 　 △

4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

4,000万円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇

2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △

請負（製
造）

11 一般役務費

請負（その
他）

01、
03

一般役務費、その他通信運搬費 　 200万円を超えるものについては経理契約を要
する。

調達、請負
（その他）

400万円を超えるものについては経理契約を要
する。

謝金その他
これらに類
するもの

12 一般役務費 　

13 一般役務費（定例的な報償）

金額は見積金額を示す。

指定管理者
に公の施設
の管理を行
わせる場合
の協定

01 施設管理委託料 歳入の徴収又は収納の
事務の委託について
は、会計管理者に合議

金額は総額とする。ただし、利用料金を当該指
定管理者に収受させる場合は、当該管理に係る
総経費の見積価額とする。

14、
15

一般役務費、その他通信運搬費（市長
が指定するものＡ、Ｂ）

労働者派遣
契約

05 人材派遣料 　

金額は見積金額を示す。

02、
08-
09

その他委託料（工事以外）

委託 12 委託料 03-
07

その他委託料（工事） 歳入の徴収又は収納の
事務の委託について
は、会計管理者に合議
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調達 13 06 一般使用料等 全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

300万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

150万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

150万円以下 　 　 　 　 　 　 △

全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

200万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

4,000万円超 〇 行財政局長

4,000万円以下 〇 契約監理課長

150万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

150万円以下 　 　 　 　 　 　 △

全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

22 自動車借上料（タクシー利用料）（乗
車票による利用に係るもの）

全て 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　 　

不動産の借
入れ

13 使用料及び
貸借料

500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

不動産の借
入れ

13 使用料及び
貸借料

400万円超 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇

５億円以上 〇 行財政局長

５億円未満 〇 契約監理課長

400万円以下 △ △ 〇

04 使用料及び
貸借料

　

05 一般使用料等（電子計算機上で使用す
るソフトウェアに係るもの）

300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

01 一般使用料等 　 １ 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２ 150万円を超えるものについては経理契約を
要する。

11 一般使用料等（市長が指定するもの
Ｃ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

200万円を超えるものについては経理契約を要
する。

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料 　 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　150万円を超えるものについては経理契約
を要する。

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

15 自動車借上料（運転手付） 　

05 請負（工
事）

14 工事請負費 01-
05

工事請負費

自動車借上料の契約を貸借で締結する場合、金
額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の
金額による。

03-
04

土地借上料、家屋借上料 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、500万円を超えるも
のについても、局長、消防局長、教育委員会事
務局長、教育次長、監査事務局長、市選挙管理
委員会事務局長、人事委員会事務局長及び市会
事務局長（以下この表において「局長等」とい
う。）が専決することができる。
３　決裁区分は、地上権、地役権その他これら
に準ずる権利の設定における定期の地代支払の
場合に準用する。

13-
14

土地借上料、家屋借上料（市長が指定
するものＤ）

請負（その
他）、物品
の借入れ

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｂ、Ｃ）

　

　 400万円を超えるものについては経理契約を要
する。
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81-
84

工事請負費（建物のガス設備にかかる
もの（ガス冷暖房設備工事を除く））

全て 　 　 　 　 　 △ 　 　 　 環境局施設課長、都市
局都心再整備本部都心
再整備部都心三宮再整
備課長、地域整備推進
課長、用地活用推進課
長、工務課長、内陸・
臨海振興課長、産業団
地整備課長、建築住宅
局住宅整備課長、住宅
建設課長、住宅管理課
長、技術管理課長、建
築課長、設備課長及び
保全課長並びに港湾局
空港整備課長及び空港
整備課課長（施設担
当）、工務課長、課長
（建築担当）及び課長
（設備担当）

06 15 原材料費 8,000万円超 〇 行財政局長

8,000万円以下 〇 契約監理課長

　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

　 　 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

　 　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

07 16 8,000万円以上 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

　 8,000万円未満 〇 　 　 　 　 〇 〇

　 4,000万円以下 　 　 　 〇 　 　 　 　 用地取得事務を所掌す
る副局長及び部長

　 2,000万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　 用地取得事務担当課の
課長

08 17 備品購入費 8,000万円超 〇 行財政局長

　 8,000万円以下 〇 契約監理課長

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △ △ 〇 　

　 　 　 400万円超 　 　 △ 　 　 　 　 　 　

　 　 　 400万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　

　 　 　 300万円以下 　 　 　 　 　 　 △

　 　 　 全て 　 　 　 　 　 　 △ 〇

　 81-
82

一般備品費、重要備品費（選挙用品） 300万円以下 〇 　 　 市選挙管理委員会事務
局長

300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

09 01-
03

貸付金、預託金、保証金 全て 　 　 〇 　 　 　 〇 〇 　

11-
13

貸付金、預託金、保証金（条例や規則
等に定められた基準に基づいて行うも
の）

全て 　 　 　 　 　 〇 〇 〇

200万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

200万円以下 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

100万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

50万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

200万円超 　 　 〇 　 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

100万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇 　

3,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3,000万円以下 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

1,000万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

500万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

14 3,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

3,000万円以下 　 〇 　 　 　 〇 〇

1,000万円以下 　 　 　 〇 　 　 　 　

500万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　

調達 01 原材料費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

11 原材料費（市長が指定するものＡ）

調達 01-
02

一般備品費、重要備品費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要
する。

11-
12

一般備品費、重要備品費（市長が指定
するものＡ）

不動産若し
くは地上
権、地役権
その他これ
らに準ずる
権利の取得
又は借地権
に係る補償

公有財産購
入費

01-
05

土地購入費、家屋購入費、その他財産
購入費

神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）
（8,000万円を超えるも
の。資産活用課長経
由）又は資産活用課長
（8,000万円以下）に合
議

　

現金の貸付
又は制度融
資に係る預
託

20 貸付金 　 　

10 移転料その
他諸補償
（借地権に
係る補償を
除く。）、
請負契約約
款に規定す
る不可抗力
による損害
の費用負担

21 補償補填及
び賠償金

01 損失補償金

11 損失補償金（電柱、ケーブル、上下水
道管又はガス管の移設に伴うもの）

12 損失補償金（請負契約約款に規定する
不可抗力による損害の費用負担）

損失補償金（公共事業の施行に伴う移
転料その他諸補償（土地取得に係るも
のを除く））
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13 損失補償金（消防法第29条第３項の規
定に伴う移転料その他諸補償）

全て 　 　 　 　 　 　 〇 　

04 3,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3,000万円以下 　 〇 　 　 　 　 〇 〇

1,000万円以下 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 用地取得事務を所掌す
る副局長及び部長

500万円以下 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 用地取得事務担当課の
課長

21 補償補填及
び賠償金

02 損害賠償金 500万円以下 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

200万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　

３億円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３億円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇 　

２億円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　 　

１億円以下 　 　 　 　 　 　 △ 　

受託（工事 4,000万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

以外） 4,000万円以下 　 　 △ 　 　 　 　 △ 〇 　

2,000万円以下 　 　 　 　 △ 　 　 　 　 　

1,000万円以下 　 　 　 　 　 　 △ 　

12 8,000万円以上 〇 行財政局長

8,000万円未満 〇 契約監理課長

100万円以下 △ △ 〇

売却（物品
その他）
（法令等に
より金額が
定まってい
るもの）

― ― ― ― 全て △ △

売却（物品
その他）
（生産品）

― ― ― ― 全て 〇 教育委員会事務局長及
び教育次長

4,000万円超 〇 金額は、見積金額を示す。

4,000万円以下 〇 〇 〇

13 4,000万円超 〇

4,000万円以下 〇 〇 〇

14 ― ― ― ― 150万円超 △

150万円以下 △

全て △ 〇

― ― ― ― 400万円超 △

400万円以下 △

150万円以下 △

全て △ 〇

損害賠償
金、示談金
又はこれら
に類するも
の

自動車事故によるものについては、自動車損害
賠償保障法による保険金額の最高限度額を上限
とし、200万円を超え最高限度額以下のもの
は、副市長の専決とする。

11 受託（工
事）

― ― ― ― 金額は、見積金額とする。

― ― ― ― 金額は、見積金額とする。

損失補償金（土地取得に係るもの） 不動産の取得等に伴う
もので、神戸市の公共
用地の取得に伴う損失
補償基準の適用を受け
るものについては、行
財政局部長（資産活用
担当）（3,000万円を超
えるもの。資産活用課
長経由）又は資産活用
課長（3,000万円以下）
に合議

１　金額は、見積金額を示す。
２　100万円を超えるものについては経理契約
を要する。

売却（不動
産又は地上
権、地役
権、その他
これらに準
ずる権利）

― ― ― ― 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）
（4,000万円を超えるも
の。資産活用課長経
由）又は資産活用課長
（4,000万円以下）に合
議

売却（物品
その他）

― ― ― ―

金額は、交換する不動産のうち最も高価なもの
の見積金額を示す。

物品の借入
れ（支出を
伴わないも
の）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

物品の借入
れ（支出を
伴わないも
の）（市長
が指定する
ものＣ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

不動産の交
換

― ― ― ― 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）
（4,000万円を超えるも
の。資産活用課長経
由）又は資産活用課長
（4,000万円以下）に合
議
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200万円超 △ △ 〇

200万円以下 △

100万円以下 △

― ― ― ― 400万円超 △

400万円以下 △

200万円以下 △

全て △ 〇

不動産の借
入れ（支出
を伴わない
もの）

― ― ― ― 全て 〇 〇 〇

― ― ― ― 400万円超 〇

400万円以下 〇

200万円以下 〇

全て 〇 〇

500万円超 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

500万円以下 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇 　

400万円超 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　

400万円以下 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　

200万円以下 　 　 　 　 　 　 〇 　

全て 　 　 　 　 　 　 〇 〇 　

― １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の減額については、局長等の専決とす
る。
３　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。

物品の貸付
（収入を伴
わないも
の）

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の免除については、局長等の専決とす
る。

16

不動産の借
入れ（支出
を伴わない
もの）（市
長が指定す
るものＤ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

15 物品の貸付 ― ― ―

神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）（500
万円を超えるもの。資
産活用課長経由）又は
資産活用課長（500万円
以下）に合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、500万円を超えるも
のについても、局長等が専決することができ
る。この場合においては、資産活用課長に合議
すること。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代収入の場合に準用する。
４　賃料の減額については、局長等の専決とす
る。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、500万円を超えるも
のについても、局長等が専決することができ
る。

不動産の貸
付（市長が
指定するも
のＤ）

― ― ― ― 神戸市公有財産規則が
適用されるもののう
ち、一時的な材料置場
等のためのものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）（500
万円を超えるもの。資
産活用課長経由）又は
資産活用課長（500万円
以下）に合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、500万円を超えるも
のについても、局長等が専決することができ
る。この場合においては、資産活用課長に合議
すること。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代収入の場合に準用する。
４　賃料の減額については、局長等の専決とす
る。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、500万円を超えるも
のについても、局長等が専決することができ
る。

17 不動産の貸
付

― ― ― ―
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18 不動産の貸
付（収入を
伴わないも
のもの）

― ― ― ― 全て 〇 〇 〇 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、行財政局部長
（資産活用担当）（500
万円を超えるもの。資
産活用課長経由）又は
資産活用課長（500万円
以下）に合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の免除については、局長等の専決とす
る。

19 経理契約の
変更契約の
締結

― ― ― ― 全て 〇 契約監理課長 施行決議を受けたものに限る。

印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則に基づき、局室長に委任されている事項を表す。

２　局長又は副局長共通の欄は、組織の事務を主管する局長が別に定めるところにより、副局長の専決をもって当該局長の専決に代えることができる。

（注）

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。特定局長、特定副局長、特定部長及び室長並びに特定課長の欄にあっては、特定職の欄に掲げる者が専決する。なお、それぞれの当該欄のうち三角

３　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。

４　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者を超えない。

５　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

６　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

12　単価協定品の品目、金額、契約方法等については、契約監理課長が別に定める。

13　諸集会又は諸行事の開催に係る経費については、施行決議を受けたものに限る。

14　課長、課内室長及び課内所長共通の欄（以下この表において「課長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が課長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決

　した職の直近上位の職にある者の専決とする。

15　消防局長の欄又は教育委員会事務局長教育次長監査事務局長市選挙管理委員会事務局長人事委員会事務局長市会事務局長の欄（以下この表において「消防局長の欄又は教育委員会事務局長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場

　合であって、変更契約後の契約金額が消防局長の欄又は教育委員会事務局長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決した職にある者の専決とする。

７　本表における「市長が指定するものＡ」とは、災害応急に関するもの、新聞、追録、図書券、乗車券、単価協定品、新聞・ラジオ・テレビ等による広告等に係る料金（競争性がないものに限る）、印刷料金（採用等の試験又は選考の問題集又は解答用紙の印

　刷に係るものに限る。）、ふるさと納税に係る返礼品並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき買い入れる物品及び同号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

８　本表における「市長が指定するものＢ」とは、災害応急に関するもの、単価協定事項等並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

９　本表における「市長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

10　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

11　本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２第１項第８号イに規定するその他請負契約をいう。
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第１類事業所長共通 副所長及び課長共通

01 委員報酬 別表第５ 　 　 　

02 非常勤職員報酬 別表第５ 　 　 　

04 会計年度任用職員報酬 別表第５ 　 　 　

02 給料 02 給料 01 給料 別表第５ 　 　 　 　 　 別表第５の決裁区分によるものとする。

02 地域手当 別表第５ 　 　 　 　

03 時間外勤務手当 別表第５ 　 　 　 　

04 宿日直手当 別表第５ 　 　 　 　

05 特殊勤務手当 別表第５ 　 　 　 　

06 期末・勤勉手当 別表第５ 　 　 　 　

07 通勤手当 別表第５ 　 　 　 　

08 退職手当 別表第５ 　 　 　 　

10 其他手当 別表第５ 　 　 　 　

04 共済費又は
社会保険料

04 共済費 01-
04

共済・健康保険組合負担金、地方公
務員災害補償基金負担金、共助組合
負担金、共済費事業主負担金

全て 　 〇 〇 〇 　 　

300万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 〇 〇 　

20万円以下 　 　 〇

100万円超 〇 　 　

100万円以下 〇 〇 　

50万円以下 　 　 〇

旅費 01-
03

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費
（職員の旅費）（特別職非常勤職員
の旅費を除く）

全て 〇 〇 〇 電子情報処理組織により作成した旅行命令書に
基づき支給する旅費を除く。

300万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 〇 〇 　

20万円以下 　 　 〇

07 交際費 09 交際費 01 交際費 全て 〇 〇 〇 　 前渡金払いの場合は６－３その他の表12の項を
適用する。

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 〇 〇 　

300万円以下 △ △

100万円以下 　 　 △

400万円以下 △ 　 　 　

300万円以下 △ △ 　
20万円以下 △

86 消耗品費（各種施設における給与
品）

全て 　
〇 〇

全て経理契約を要する。

2,000万円以下 〇

1,000万円以下 　 △ △

200万円以下 　 △

14 電気料金（電気事業者の定める申込
書によるもの）

全て 　
△ △ △

入札又は見積合せで不調となり、電気事業者の
定める申込書により契約する場合に限る。

05-
06

ガス料金、上下水道料金 全て 　
△ △ △

2,000万円以下 〇 　 　 　

1,000万円以下 〇 〇 　

300万円以下 〇

200万円以下 △ △ △

400万円以下 △ 　 　 　

200万円以下 △ △ 　

20万円以下 　 　 △

決裁区分

合議 備考
第１類事業所

第２類事業所長共通 第３類事業所長共通

別表第６（第15条―第17条関係）

財務関係事務

６-１支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定）

決裁事項 節 節名称 細節
(参考)

細節名称等 専決範囲

03 手当等 03 職員手当等 　 別表第５の決裁区分によるものとする。

01 報酬等 01 報酬 　 別表第５の決裁区分によるものとする。

　

02 報償費（定例的な報償）

06 08 旅費 　

11-
13

05 謝金その他
これらに類
するもの

07 報償費 01 報償費

11-
13、
19

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医
薬材料費（市長が指定するものＡ）

04 電気料金 1,000万円を超えるものについては経理契約を要
する。

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費
（職員以外の旅費）（特別職非常勤
職員の旅費を含む）

08 調達 10 需用費 01-
03、
09

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医
薬材料費

　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

17 修繕料（市長が指定するものＢ） 　

請負（その
他）

10 需用費 07 修繕料 　
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全て 　 △ △
200万円以下 　 　 　 △
２億円以下 〇 　 　 　

１億円以下 〇 〇 　

2,000万円以下 　 　 　 〇

400万円以下 　 △ △ △

300万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 〇 〇 　

20万円以下 　 　 〇

200万円超 〇 　 　

200万円以下 〇 〇 　

100万円以下 　 　 〇

2,000万円以下 〇 　 　 　

1,000万円以下 〇 〇 　
300万円以下 　 　 〇

200万円以下 　 △ △ △

02 電気通信料金 全て 　 △ △ △ 電気通信事業法第２条第５号に規定する電気通
信事業者が提供する同条第３号に規定する電気
通信役務に関する料金をいう。

04 保険料 全て 　 △ △

200万円以下 　 △

400万円以下 △ 　 　 　

200万円以下 △ △ 　

40万円以下 　 　 △

20、
21

一般役務費(事業系ごみ指定袋等)、
その他通信運搬費(郵便料金等 )

全て △ △ △

11 役務費 2,000万円以下 △ 　 　 　

　 　 1,000万円以下 　 △ △ 　

　 　 20万円以下 　 　 　 △

委託 12 委託料 2,000万円以下 △ 　 　 　

　 　 1,000万円以下 △ △ 　

　 　 20万円以下 　 　 　 △

11 全て 　 △ △

100万円以下 　 △

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 〇 〇

300万円以下 △ △

100万円以下 　 　 △

2,000万円以下 〇 　 　 　

1,000万円以下 〇 〇 　

200万円以下 〇

150万円以下 　 △ △ △

400万円以下 △ 　 　 　

150万円以下 　 △ △ 　

50万円以下 　 　 　 △

調達 10 需用費 08 賄材料費（各種施設における給食、
賄材料等食料）

　

09 請負（製
造）

11 役務費 11 一般役務費 　 400万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

　

13 一般役務費（定例的な報償）

謝金その他
これらに類
するもの

11 役務費 12 一般役務費

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　150万円を超えるものについては経理契約を
要する。

11 一般使用料等（市長が指定するもの
Ｃ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

労働者派遣
契約

05 人材派遣料

　 200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

14、
15

一般役務費、その他通信運搬費（市
長が指定するものＡ、Ｂ）

請負（その
他）

11 役務費 01、
03

一般役務費、その他通信運搬費

　 金額は見積金額を示す。

05 一般使用料等（電子計算機上で使用
するソフトウェアに係るもの）

300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

物品の借入
れ

13 使用料及び
賃借料

01 一般使用料等 　

調達 13 使用料及び
賃借料

06 一般使用料等 　

10 02、
08-
09

その他委託料 歳入の徴収又は収納の
事務の委託について
は、会計管理者に合議

金額は見積金額を示す。
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13 使用料及び
賃借料

15 自動車借上料（運転手付） 2,000万円以下

〇 　 　

　 　

1,000万円以下

　 〇 〇

　

300万円以下

〇

200万円以下

　 △ △ △

13 使用料及び
賃借料

02 自動車借上料 2,000万円以下

〇 　 　

　 　

1,000万円以下

　 〇 〇

　

200万円以下

〇

150万円以下 　

△ △ △

200万円以下
△ 　 　 　

100万円以下
△ △ 　

請負（その
他）

13 使用料及び
賃借料

12 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｂ）

20万円以下
△

　

物品の借入
れ

13 使用料及び
賃借料

12 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｃ）

50万円以下

△

　 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

全て 　 △ △
20万円以下 　 △
200万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 　 〇 　

請負（その
他）

200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

物品の借入
れ

１　150万円を超えるものについては経理契約を
要する。
２　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。

請負（その
他）、物品
の借入れ

13 使用料及び
賃借料

12 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｂ、Ｃ）

　 自動車借上料の契約を貸借で締結する場合、金
額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の
金額による。

不動産の借
入れ

13 使用料及び
賃借料

03-
04

土地借上料、家屋借上げ料 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所長が専決することが

請負（その
他）

13 使用料及び
賃借料

22 自動車借上料（タクシー利用料）
（乗車票による利用に係るもの）
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13-
14

土地借上料、家屋借上げ料（市長が
指定するものＤ）

200万円以下 　 〇 〇

２億円以下 〇 　 　 　

１億円以下 〇 〇 　

2,000万円以下 　 　 　 〇

400万円以下 　 △ △ △

15 原材料費 2,000万円以下 〇 　 　 　

　 　 1,000万円以下 〇 〇 　

　 　 300万円以下 　 △ △

100万円以下 △

　 　 400万円以下 △ 　 　

　 　 300万円以下 △ △

　 　 20万円以下 　 　 △

2,000万円以下 〇 　 　 　

1,000万円以下 〇 〇 　

300万円以下 　 △ △

100万円以下 △

400万円以下 △ 　 　

300万円以下 △ △

20万円以下 　 　 △

300万円以下 〇 　 　 　

200万円以下 〇 〇 　

20万円以下 　 　 　 〇

300万円以下 〇 　 　 　

200万円以下 〇 〇 　

20万円以下 　 　 　 〇

17 諸収入金Ａ
又はＢの過
誤納整理

22 償還金利子
及び割引料

01 一般償還金 全て 　 〇 〇 〇 　 　

300万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 　 〇 〇 　

20万円以下 　 　 　 〇

局室長に委任されている事項を表す。

についても、第１類事業所長が専決することが
できる。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代支払の場合に準用する。

　 １　直営工事の施行決定を含む。
２　400万円を超えるものについては経理契約を
要する。

13 調達 01 原材料費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

11 原材料費（市長が指定するものＡ）

12 請負（工
事）

14 工事請負費 01-
05

工事請負費

14 調達 17 備品購入費 01-
02

一般備品費、重要備品費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

11-
12

一般備品費、重要備品費（市長が指
定するものＡ）

15 負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

18 負担金補助
金及び交付
金

01-
05

負担金、補助交付金、分担金等 　 複数の相手方に対する負担金、補助金、交付
金、奨励金その他これらに類するもの（以下
「負担金等」という。）の金額を一の決裁によ
り決定した場合、当該負担金等のうち一部のも
のに係る金額を変更するとき（変更後の当該負
担金等の総額が変更前の当該負担金等の総額を
下回るときに限る。）の決裁区分は、変更後の
個々の負担金等の額に基づくものとする。この
場合、当該決裁区分が複数の決裁区分に該当す
ることとなるときは、それらの決裁区分のうち
最上位のものによることとする。

（注）

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印又は三角印を付した項に規定する事項を専決する。なお、それぞれの当該欄のうち三角印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則に基づき、

　 複数の相手方に対する扶助費の金額を一の決裁
により決定した場合、当該扶助費のうち一部の
ものに係る金額を変更するとき（変更後の当該
扶助費の総額が変更前の当該扶助費の総額を下
回るときに限る。）の決裁区分は、変更後の
個々の扶助費の額に基づくものとする。この場
合、当該決裁区分が複数の決裁区分に該当する
こととなるときは、それらの決裁区分のうち最
上位のものによることとする。

18 負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

27 繰出金 01-
03

特別会計繰出金、公営企業会計繰出
金、一般会計繰出金

　 　

16 負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

19 扶助費 01 扶助費
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２　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。なお、局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者を超えない。

４　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

５　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

11　本表における「諸収入金Ａ」とは、使用料、手数料その他の収入をいう。

12　本表における「諸収入金Ｂ」とは、施設設備に係る賠償金をいう。

13　単価協定品の品目、金額、契約方法等については、契約監理課長が別に定める。

14　諸集会又は諸行事の開催に係る経費については、施行決議を受けたものに限る。

15　第１類事業所の副所長及び課長共通、第２類事業所長共通並びに第３類事業所長共通の欄（以下この表において「副所長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が副所長等の欄の

　決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決した職の直近上位の職にある者の専決とする。

６　本表における「市長が指定するものＡ」とは、災害応急に関するもの、新聞、追録、図書券、乗車券、単価協定品、新聞・ラジオ・テレビ等による広告等に係る料金（競争性がないものに限る）、印刷料金（採用等の試験又は選考の問題集

　又は解答用紙の印刷に係るものに限る。）並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき買い入れる物品及び同号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

７　本表における「市長が指定するものＢ」とは、災害応急に関するもの、単価協定事項等並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

８　本表における「市長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

９　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

10　本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２第１項第８号イに規定するその他請負契約をいう。
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第１類事業所長共通 副所長及び課長共通

2,000万円以下 △ 　 　

1,000万円以下 　 △ △ 　

20万円以下 　 　 　 △

1,000万円以下 〇

500万円以下 〇 〇

100万円以下 △ △

20万円以下 △

全て △ △

20万円以下 △

200万円以下

△

100万円以下

△ △

20万円以下

△

200万円以下 〇

100万円以下 〇

200万円以下 〇

100万円以下 〇 〇

200万円以下 〇

100万円以下 〇 〇

諸収入金Ａの徴収 全て 〇 〇 〇

20万円以下 〇

10万円以下 〇

５万円以下 〇

07 諸収入金Ａ又は諸収入金Ｂの過誤納金の戻出 全て 〇 〇 〇

金額は、見積金額とする。

別表第６（第15条―第17条関係）

財務関係事務

６-２収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定）

決裁事項 専決範囲

決裁区分

合議 備考
第１類事業所

第２類事業所長共通 第３類事業所長共通

01 受託

02 物品その他の売却（不動産及び用益物権を除く）
（法令等により金額が定まっているものを除く）

１　金額は、見積金額を示す。
２　100万円を超えるものについては経理契約を
要する。

物品その他の売却（不動産及び用益物権を除く）
（法令等により金額が定まっているもの）

金額は見積金額を示す。

03 物品の貸付 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所長の専決とする。
３　賃料の減額については、局長専決とする。
４　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所の所長が専決するこ
とができる。

04 不動産の貸付 神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、資産活用課長に
合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所長の専決とする。こ
の場合においては、資産活用課長に合議するこ
と。
３　この項における決裁区分は、地上権、地役
権その他これらに準ずる権利の設定における定
期の地代収入の場合に準用する。
４　賃料の減額については、局長専決とする。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所の所長が専決するこ
とができる。

不動産の貸付（市長が指定するものＤ） 神戸市公有財産規則が
適用されるもののう
ち、一時的な材料置場
等のためのものについ
ては、資産活用課長に
合議

05 寄附の収受（負担付きでないもの） 不動産を除く。

06

諸収入金Ｂの徴収

（注）

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印又は三角印を付した項に規定する事項を専決する。なお、それぞれの当該欄のうち三角印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則
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 に基づき、局室長に委任されている事項を表す。

その受任者を超えない。

５　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

２　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。なお、局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分は

４　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

６　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

７　本表における「諸収入金Ａ」とは、使用料（貸付にかかるものは除く）、手数料その他の収入をいう。

８　本表における「諸収入金Ｂ」とは、施設設備に係る賠償金をいう。

９　本表における「徴収」とは、調定、収入の通知及び督促をいう。

10　第１類事業所の副所長及び課長共通　、第２類事業所長共通並びに第３類事業所長共通の欄（以下この表において「副所長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、

　変更後の契約金額が副所長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決した職の直近上位の職にある者の専決とする。
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第１類事業所長共通 副所長及び課長共通

01 廃棄 全て 〇 〇 〇

02 物品の借入れ（支出を伴わないもの） 150万円以下 △ △

20万円以下 △

400万円以下 △
150万円以下 △ △
100万円以下 △

03 200万円以下 △

100万円以下 △ △

20万円以下 △

04 不動産の借入れ（支出を伴わないもの） 400万円以下 〇

200万円以下 〇

400万円以下 〇

200万円以下 〇 〇

05 40日以下 〇

10日以下 〇 〇 〇

06 共通物品の払出請求（定期受付品又は予約受付
品）

全て 〇 〇 〇

07 諸収入金Ａ又は諸収入金Ｂの減免（条例や規則等
に定められた基準に基づいて行うもの）

全て 〇 〇 〇

諸収入金Ａ又は諸収入金Ｂの徴収猶予若しくはそ
の取消し、徴収の嘱託、滞納処分

全て 〇 〇 〇

08 歳入歳出外現金又は有価証券の受入れ又は払出 全て 〇 〇 〇

09 諸集会又は行事の開催（飲食を伴わないものに限
る。）

全て 〇 〇 〇 １　飲食を伴うものは、原則として禁止する。
２　やむを得ず飲食を伴う諸集会又は諸行事を
開催する場合は、部局の長の決裁を得ること。
３　本項は予算の使用を決定する施行決議の項
目であり、経費の支出については、個別の決裁
事項を適用すること。

10 振替 全て 〇 〇 〇 一般会計と企業会計間等、異なる会計間での負
担金及び分担金の収入又は支出を含む。

11 全て 〇 〇

20万円以下 〇

前渡金（定例的な報酬、報償、社会保険料又は賄
料）

50万円以下 〇

前渡金（電気使用料、ガス使用料、水道使用料、
電話使用料、後納郵便料金又は日本放送協会の受
信料）

全て 〇

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

物品の借入れ（支出を伴わないもの）（市長が指
定するものＣ）

別表第６（第15条―第17条関係）

財務関係事務

６-３その他

決裁事項 専決範囲

決裁区分

合議 備考
第１類事業所

第２類事業所長共通 第３類事業所長共通

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

変更前の契約が経理契約の場合は、経理契約を
要する。

前渡金

物品の貸付（収入を伴わないのもの） １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　賃料の免除については、局長専決とする。

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いものについては400万円を超えるものについて
も、第１類事業所長が専決することができる。

不動産の借入れ（支出を伴わないもの）（市長が
指定するものＤ）

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いものについては、400万円を超えるものについ
ても、第１類事業所長が専決することができ
る。

契約の変更（工期又は納期の延長の決定）
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12 立替払金 全て 〇 〇 〇

 局室長に委任されている事項を表す。

を超えない。

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印又は三角印を付した項に規定する事項を専決する。なお、それぞれの当該欄のうち三角印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則に基づき、

（注）

９　本表における「諸収入金Ｂ」とは、施設設備に係る賠償金をいう。

10　本表における「徴収」とは、調定、収入の通知及び督促をいう。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。なお、局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者

４　前渡金の項及び立替払金の項の決裁区分については、別表６－１支出決定の表の他の項の決裁区分と重ねて適用する。

５　本表における「市長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

６　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

７　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

８　本表における「諸収入金Ａ」とは、使用料、手数料その他の収入をいう。

２　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。
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第１類事業所長共通
副所長及び課長共

通

300万円以下 △ △

20万円以下 △

400万円以下 △
300万円以下 　 △ △
20万円以下 　 　 △
2,000万円以下 〇

1,000万円以下 　 △ △ △
電気料金（電気事業者の定める申込
書によるもの）

全て 　
△ △ △

入札又は見積合せで不調となり、電気事業者の
定める申込書により契約する場合に限る。

05-
06

ガス料金、上下水道料金 全て 　
△ △ △

200万円以下 △ △
20万円以下 △
400万円以下 △
200万円以下 　 △ △
20万円以下 　 　 △
全て 　 △ △
20万円以下 　 　 　 △

02 400万円以下 △ △
20万円以下 △
300万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 〇 〇 　

20万円以下 　 　 〇

200万円超 〇 　 　

200万円以下 〇 〇 　

50万円以下 　 　 〇

11 役務費 01、
03

一般役務費、その他通信運搬費 200万円以下 △ △

20万円以下
△

02 電気通信料金 全て 　

△ △ △

　 電気通信事業法第２条第５号に規定する電気通
信事業者が提供する同条第３号に規定する電気
通信役務に関する料金をいう。

全て 　 △ △
20万円以下 　 △
400万円以下 △
200万円以下 　 △ △
20万円以下 　 　 △

20、
21

一般役務費(事業系ごみ指定袋等)、
その他通信運搬費(郵便料金等 )

全て 　
△ △ △

2,000万円以下 △ 　 　 　

1,000万円以下 　 △ △ 　

20万円以下 　 　 　 △
2,000万円以下 △ 　 　 　

1,000万円以下 △ △ 　

20万円以下 　 　 　 △
04 全て 　 △ △ 　

20万円以下 △
300万円以下 　 △ △ 　

20万円以下 　 △
150万円以下 　

△ △
　

決裁区分

合議 備考
第１類事業所

第２類事業所長共通 第３類事業所長共通

別表第６（第15条―第17条関係）

財務関係事務

６-４　契約

決裁事項 節 節名称 細節
(参考)

細節名称等 専決範囲

　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

11-
13、
19

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医
薬材料費（市長が指定するものＡ）

04 電気料金 1,000万円を超えるものについては経理契約を要
する。

01 調達 10 需用費 01-
03、
09

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医
薬材料費

請負（その
他）

10 需用費 07 修繕料 　 200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

修繕料（市長が指定するものＢ）

調達 10 需用費 08 賄材料費（各種施設における給食、
賄材料等食料）

　

請負（製
造）

11 役務費 01 一般役務費 400万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

14、
15

一般役務費、その他通信運搬費（市
長が指定するものＡ、Ｂ）

労働者派遣
契約

11 役務費 05 人材派遣料

一般役務費（定例的な報償）

調達、請負
（その他）

200万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

04 保険料

謝金その他
これらに類
するもの

11 役務費 01 一般役務費 　

　 金額は、見積金額を示す。

03 委託 12 委託料 02、
08-
09

その他委託料 歳入の徴収又は収納の
事務の委託について
は、会計管理者に合議

金額は、見積金額を示す。

一般使用料等（電子計算機上で使用
するソフトウェアに係るもの）

300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

01 一般使用料等 　 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。

調達 13 使用料及び
貸借料

01 一般使用料等 　
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20万円以下 　
△

400万円以下 △ 　 　

150万円以下 　 △ △ 　

50万円以下 　 　 　 △
100万円以下 　 △ △ 　

20万円以下 　 　 　 △
150万円以下 　

△ △
　

20万円以下 　 　 　
△

400万円以下
△

　 　 　

200万円以下 　
△ △

　

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｂ）

20万円以下 　 　 　
△

　

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｃ）

50万円以下 　 　 　

△

　 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

全て 　 △ △ 　

20万円以下 　 △
200万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 〇 　

土地借上料、家屋借上料（市長が指
定するものＤ）

200万円以下 〇 〇 　

400万円以下 △ △
20万円以下 △

06 調達 原材料費 300万円以下 　 △ △ 　

　 20万円以下 　 △

　 400万円以下 △ 　 　 　

　 300万円以下 　 △ △ 　

　 20万円以下 　 　 　 △

07 調達 備品購入費 300万円以下 △ △ 　

　 　 20万円以下 △

　 　 400万円以下 △ 　 　 　

　 　 300万円以下 　 △ △ 　

　 　 20万円以下 　 　 　 △

08 受託 2,000万円以下 △ 　 　

1,000万円以下 　 △ △ 　

20万円以下 　 　 　 △

100万円以下 　

△ △ 　

20万円以下 　

　 　 △

２　150万円を超えるものについては経理契約を
要する。

一般使用料等（市長が指定するもの
Ｃ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

15 自動車借上料（運転手付） 　 100万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　150 万円を超えるものについては経理契約
を要する。

請負（その
他）、物品
の借入れ

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料（市長が指定するもの
Ｂ、Ｃ）

　 自動車借上料の契約を貸借で締結する場合、金
額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の
金額による。

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料 　

05 請負（工
事）

14 工事請負費 01-
05

工事請負費

不動産の借
入れ

13 使用料及び
貸借料

03-
04

土地借上料、家屋借上料 １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更しないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第一類事業所長が専決することが
できる。
３　決裁区分は、地上権、地役権その他これら
に準ずる権利の設定における定期の地代支払の
場合に準用する。

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

02 自動車借上料（タクシー利用料）
（乗車票による利用に係るもの）

　

400万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

15 01 原材料費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

原材料費（市長が指定するものＡ）

金額は、見積金額とする。

17 01-
02

一般備品費、重要備品費 　 300万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

一般備品費、重要備品費（市長が指
定するものＡ）

09 物品その他
の売却（不
動産及び用
益物権を除
く）（法令
等により金
額が定まっ
ているもの
を除く）

― ― ― ―

― ― ― ―

１　金額は、見積金額を示す。
２　100万円を超えるものについては経理契約を
要する。
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全て

△ △ 　

20万円以下

　 　 △

10 150万円以下
△ △ 　

20万円以下
　 　 △

400万円以下
△

150万円以下
△ △ 　

100万円以下
　 　 △

200万円以下

△

100万円以下

△ △ 　

20万円以下

　 　 △

200万円以下
△

100万円以下
△ △ 　

20万円以下
　 　 △

― ― ― ― 400万円以下 〇

200万円以下 〇

400万円以下 〇

200万円以下 〇 〇

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

物品の借入
れ（支出を
伴わないも
の）

― ― ― ― 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合
の金額による。

物品その他
の売却（不
動産及び用
益物権を除
く）（法令
等により金
額が定まっ
ているも
の）

― ― ― ― 金額は、見積金額を示す。

11 物品の貸付 ― ― ― ―

物品の借入
れ（支出を
伴わないも
の）（市長
が指定する
ものＣ）

― ― ― ―

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所長の専決とする。
３　賃料の減額については、局長専決とする。
４　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所の所長が専決するこ
とができる。

物品の貸付
（収入を伴
わないも
の）

― ― ― ― １　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いものについては、200万円を超えるものについ
ても、第１類事業所長の専決とする。
３　賃料の免除については、局長専決とする。

12 不動産の借
入れ（支出
を伴わない
もの）

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いものについては、200万円を超えるものについ
ても、第１類事業所長が専決することができ
る。

不動産の借
入れ（支出
を伴わない
もの）（市
長が指定す
るものＤ）

― ― ― ― １　金額は、賃料の年額又は総額を表し、見積
金額を示す。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いものについては、200万円を超えるものについ
ても、第１類事業所長が専決することができ
る。

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

704



200万円以下 〇 　 　 　

100万円以下 〇

200万円以下 〇 　

100万円以下 〇 〇 　

任に関する規則に基づき、局室長に委任されている事項を表す。

（注）

１　本表における決裁事項の欄に掲げるもののうち、決裁区分の欄に丸印又は三角印を付した事項は、同表に定める決裁区分にある者の専決事項とする。なお、それぞれの当該欄のうち三角印を付した項は、神戸市長の権限に属する事務の委

２　数字は、１件（１決裁に係るものをいう。）の金額を示す。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。なお、局室長に委任されている事項については、その変更を委任に含み決裁区分はその受任者を超えない。

４　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

５　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

神戸市公有財産規則が
適用されるものについ
ては、資産活用課長に
合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所長の専決とする。こ
の場合においては、資産活用課長に合議するこ
と。
３　決裁区分は、地上権、地役権その他これら
に準ずる権利の設定における定期の地代収入の
場合に準用する。
４　賃料の減額については、局長専決とする。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所の所長が専決するこ
とができる。

不動産の貸
付（市長が
指定するも
のＤ）

― 　― ― ― 神戸市公有財産規則が
適用されるもののう
ち、一時的な材料置場
等のためのものについ
ては、資産活用課長に
合議

１　金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料
が減額される場合は、減額されないものとした
場合の金額による。
２　契約を更新する場合、その内容に変更のな
いもの（消費税に係る変更以外に変更のないも
のを含む。）については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所長の専決とする。こ
の場合においては、資産活用課長に合議するこ
と。
３　決裁区分は、地上権、地役権その他これら
に準ずる権利の設定における定期の地代収入の
場合に準用する。
４　賃料の減額については、局長専決とする。
５　この項における決裁区分は、賃料の納期に
ついて別段の定めをする場合に準用する。ただ
し、契約締結後に賃料の納期について別段の定
めをする場合については、200万円を超えるもの
についても、第１類事業所の所長が専決するこ
とができる。

13 不動産の貸
付

― 　― ― ―

11　単価協定品の品目、金額、契約方法等については、契約監理課長が別に定める。

12　諸集会又は諸行事の開催に係る経費については、施行決議を受けたものに限る。

13　第１類事業所の副所長及び課長共通、第２類事業所長共通並びに第３類事業所長共通の欄（以下この表において「副所長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が副所長

　等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合は、当初の契約を締結した際に専決した職の直近上位の職にある者の専決とする。

14　経理契約で締結した契約について変更を行う場合は、契約監理課長の専決とする。

６　本表における「市長が指定するものＡ」とは、災害応急に関するもの、新聞、追録、図書券、乗車券、単価協定品、新聞・ラジオ・テレビ等による広告等に係る料金（競争性がないものに限る）、印刷料金（採用等の試験又は選考の問題集又は

　解答用紙の印刷に係るものに限る。）並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき買い入れる物品及び同号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

７　本表における「市長が指定するものＢ」とは、災害応急に関するもの、単価協定事項等並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

８　本表における「市長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

９　本表における「市長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

10　本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２第１項第８号イに規定するその他請負契約をいう。
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（政策会議規程の一部改正）  

第２条  神戸市政策会議規程（昭和 33年１月訓令甲第 17号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（主宰及び構成）  （主宰及び構成）  

第２条  政策会議は、市長が主宰し、市

長、副市長、企画調整局長及び行財政

局長で構成する。  

第２条  政策会議は、市長が主宰し、市

長、副市長、市長室長、企画調整局長

及び行財政局長で構成する。  

２  ［略］  ２  ［略］  
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（公文書管理規程の一部改正）  

第３条  公文書管理規程（昭和 35年４月訓令甲第８号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第３条  この訓令において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

第３条  この訓令において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 局等  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局、区役所及び神戸市事務分

掌規則（平成 31年３月規則第 66号）

に規定する会計室をいう。  

(3) 局等  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局及び室（以下「局」とい

う。）、区役所並びに神戸市事務分

掌規則（平成 31年３月規則第 66号）

に規定する会計室をいう。  

別表第１（第３条関係）  別表第１（第３条関係）  

所管課  所管課長  

神戸市事務分掌規則第

２条の表に規定する課

及び課に相当するセン

組織の事務を

主管する課長

又はセンター

所管課  所管課長  

神戸市事務分掌規則第

２ 条 の 表 に 規 定 す る

課、課に相当するセン

組織の事務を

主 管 す る 課

長、センター
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ター並びに部 であつて

課を置かないもの（以

下「課を置かない部」と

いう。）  

 

長（課を置か

ない部にあつ

ては、課長）  

 

ター及び室並びに部又

は部に相当する室 であ

つて課を置かないもの

（以下「課を置かない

部等」という。）  

長 又 は 室 長

（課を置かな

い部等にあつ

ては、課長）  
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（広報広聴事務規程の一部改正）  

第４条  神戸市広報広聴事務規程（昭和 45年８月訓令甲第９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（ 企 画 調 整 局 長 が 行 う 広 報 広 聴 事

務）  

（市長室長が行う広報広聴事務）  

第３条  企画調整局長は、次に掲げる

広報広聴事務を行う。  

第３条  市長室長は、次に掲げる広報

広聴事務を行う。  

(1)～ (5) ［略］   (1)～ (5) ［略］  

(6) 前各号に掲げるもののほか、企

画調整局長が特に必要と認める広

報広聴事務  

(6) 前各号に掲げるもののほか、市

長室長が特に必要と認める広報広

聴事務  

（局の長が行う広報広聴事務）  （局の長が行う広報広聴事務）  

第５条  局（神戸市事務分掌条例（平成

15年 10月条例第 19号）第１条に規定

す る 局 及 び 会 計 室 を い う 。 以 下 同

じ。）の長は、企画調整局長及び各区

長等と緊密な連絡を保ちながら、前

３ 条 に 規 定 す る 事 務 に 参 加 す る ほ

か、局の個別的な広報広聴事務を行

第５条  局（神戸市事務分掌条例（平成

15年 10月条例第 19号）第１条に規定

する局及び室並びに会計室をいう。

以下同じ。）の長は、市長室長及び各

区長等と緊密な連絡を保ちながら、

前３条に規定する事務に参加するほ

か、局の個別的な広報広聴事務を行
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う。  う。  

（広報広聴事務の調整）  （広報広聴事務の調整）  

第６条  企画調整局長は、必要がある

と認めたときは、局及び区役所（以下

「局等」という。）の長に対し、意見

を述べることができる。  

第６条  市長室長は、必要があると認

めたときは、局及び区役所（以下「局

等」とい。）の長に対し、意見を述べ

ることができる。  

（ 広 報 広 聴 主 管 者 及 び 広 報 広 聴 主

任）  

（ 広 報 広 聴 主 管 者 及 び 広 報 広 聴 主

任）  

第７条  ［略］  第７条  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  広報広聴主任は、所属局等の広報

広聴事務を処理するとともに、企画

調整局及び各区役所と緊密な連絡を

保ちながら、広報広聴事務に必要な

資料又は情報の収集及び整備に努め

なければならない。  

４  広報広聴主任は、所属局等の広報

広聴事務を処理するとともに、市長

室及び各区役所と緊密な連絡を保ち

ながら、広報広聴事務に必要な資料

又は情報の収集及び整備に努めなけ

ればならない。  

５  ［略］  ５  ［略］  

（施行細目の委任）  （施行細目の委任）  

第 ８ 条  こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ

か、広報広聴事務の取扱いに関し必

要な事項は、企画調整局長が定める。 

第 ８ 条  こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ

か、広報広聴事務の取扱いに関し必

要な事項は、市長室長が定める。  
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（電子署名規程の一部改正）  

第５条  電子署名規程（平成 18年３月訓令甲第 17号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える  

改正後  改正前  

別表（第４条、第５条関係）  別表（第４条、第５条関係）  

電子署名カ

ードにより

行う電子署

名に用いる

職名等  

当該電子署名に係るカー

ド型電子署名管理者  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

会計管理者

職務代理者  

 

 

神戸市事務

分 掌 条 例

（平成 15年

10月条例第  

当該局の庶務担当課の課

長  

 

 

電子署名カ

ードにより

行う電子署

名に用いる

職名等  

当該電子署名に係るカー

ド型電子署名管理者  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

会計管理者

職務代理者  

危 機 管 理

監  

危機管理室長  

神戸市事務

分 掌 条 例

（平成 15年

10月条例第  

当該局又は室の庶務担当

課の課長  
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19号）第１

条に規定す

る局の長  

 

 

［略］  ［略］  

部（区役所

の 部 を 含

む。）若しく

は部に相当

する室若し

くは本部又

は課（区役

所、区役所

支所、福祉

事務所及び

事業所の課

を含む。）若

しくは課に

相当するセ

ンターの長  

 

［略］  

 

19号）第１

条に規定す

る局又は室

の長  

［略］  ［略］  

部（区役所

の 部 を 含

む。）若しく

は部に相当

する室若し

くは本部又

は課（区役

所、区役所

支所、福祉

事務所及び

事業所の課

を含む。）若

しくは課に

相当する室

若しくはセ

ンターの長  

［略］  
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（職員出勤簿等取扱等規程の一部改正）  

第６条  神戸市職員出勤簿等取扱等規程（平成 18年３月訓令甲第 18号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第２条  この訓令において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

第２条  この訓令において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1) 職員  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局、区役所及び神戸市事務分

掌規則（平成 31年３月規則第 66号）

に規定する会計室の職員をいう。た

だし、常時勤務を要しない者（任期

付短時間勤務職員（地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関す

る法律（平成 14年法律第 48号）第５

条の規定により任用された職員を

いう。）、育児短時間勤務職員（地

方公務員の育児休業等に関する法

(1) 職員  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局及び室、区役所並びに神戸

市事務分掌規則（平成 31年３月規則

第 66号）に規定する会計室の職員を

いう。ただし、常時勤務を要しない

者（任期付短時間勤務職員（地方公

共団体の一般職の任期付職員の採

用に関する法律（平成 14年法律第 4

8号）第５条の規定により任用され

た職員をいう。）、育児短時間勤務

職員（地方公務員の育児休業等に関
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律（平成３年法律第 110号）第 10条

第３項の規定により同条第１項に

規定する育児短時間勤務の承認を

受けた職員（同法第 17条の規定によ

る短時間勤務をすることとなった

職員を含む。）をいう。）、定年前

再任用短時間勤務職員（地方公務員

法（昭和 25年法律第 261号。以下「法」

という。）第 22条の４第１項の規定

により任用された職員をいう。）及

び会計年度任用職員（法第 22条の２

第１項に規定する会計年度任用職

員をいう。）を除く。）を除く。  

する法律（平成３年法律第 110号）

第 1 0条第３項の規定により同条第

１項に規定する育児短時間勤務の

承認を受けた職員（同法第 17条の規

定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。）をいう。）、

定年前再任用短時間勤務職員（地方

公務員法（昭和 25年法律第 261号。

以下「法」という。）第 22条の４第

１項の規定により任用された職員

をいう。）及び会計年度任用職員（法

第 2 2条の２第１項に規定する会計

年度任用職員をいう。）を除く。）

を除く。  

(2)～ (4) ［略］   (2) ～ (4) ［略］  
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（要望等の記録及び報告並びにコンプライアンスを推進する体制の整備に関す

る規程の一部改正）  

第７条  神戸市要望等の記録及び報告並びにコンプライアンスを推進する体制の

整備に関する規程（平成 18年 12月訓令甲第４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第２条  この訓令において使用する用

語は、条例において使用する用語の

例による。  

第２条  この訓令において使用する用

語は、条例において使用する用語の

例による。  

２  この訓令において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

２  この訓令において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(1) 部局  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局、会計室 及び区役所をい

う。  

(1) 部局  神戸市事務分掌条例（平

成 15年 10月条例第 19号）第１条に規

定する局及び室、会計室並びに区役

所をいう。  

(2)～ (3) ［略］  (2)～ (3) ［略］  

  附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。  
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区長訓令甲第１号  

区役所  

区長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。  

令和７年３月 31日  

東灘区長  工藤  健一  

灘区長   丹本  陽   

中央区長  増田  匡   

兵庫区長  古泉  泰彦  

北区長   三木由美子  

長田区長  山端  恵実  

須磨区長  熊谷  保徳  

垂水区長  若松  謙一  

西区長   豊永  太郎  

区長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令  

区長の権限に属する事務の専決規程（平成９年３月区長訓令甲第１号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線の表示部分（以下第１号及び第２号に

おいて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線の表示部分

（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については、次のと

おりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（課長の専決事項）  （課長の専決事項）  

第４条  課長の専決事項は、次のとお 第４条  課長の専決事項は、次のとお
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りとする。この場合において、課長

（ 組 織 の 事 務 を 主 管 す る 課 長 を 除

く。）は、自らの所掌事務に属するこ

と及び当該所掌事務に従事する職員

に関することについて、課長共通専

決事項の項に規定する事項（神戸市

事務分掌規則第 83条第１項の規定に

基 づ き 事 務 分 担 に 定 め る こ と に よ

り、当該事項の一部を除くことがで

きる。）を専決するものとする。  

りとする。この場合において、課長

（ 組 織 の 事 務 を 主 管 す る 課 長 を 除

く。）は、自らの所掌事務に属するこ

と及び当該所掌事務に従事する職員

に関することについて、課長共通専

決事項の項に規定する事項（神戸市

事務分掌規則第 83条第１項の規定に

基 づ き 事 務 分 担 に 定 め る こ と に よ

り、当該事項の一部を除くことがで

きる。）を専決するものとする。  

課 長 共 通 専 決 事 項 ～ 総 務 部 市 民

課長専決事項  ［略］  

課 長 共 通 専 決 事 項 ～ 総 務 部 市 民

課長専決事項  ［略］  

総 務 部 保 険 年 金 医 療 課 長 専 決 事

項（北区役所総務部保険年金医療課

長にあっては、北神区役所の所管区

域に係るものを含む。）  

総 務 部 保 険 年 金 医 療 課 長 専 決 事

項（北区役所総務部保険年金医療課

長にあっては、北神区役所の所管区

域に係るものを含む。）  

(1) 略  (1) 略  

(2) 療養費、高額療養費、入院時

食事療養費、入院時生活療養費、保

険外併用療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費に関すること

（総務部保険年金医療課課長の専

決事項に属するものを除く）。  

(2) 療養費、高額療養費、入院時

食事療養費、入院時生活療養費、保

険外併用療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費に関すること。 

(3) 出産育児一時金及び葬祭費

に関すること（総務部保険年金医療

課課長の専決事項に属するものを

除く）。  

(3) 出産育児一時金及び葬祭費

に関すること。  

(4) 国民健康保険に係る特定疾 (4) 国民健康保険に係る特定疾
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病の認定に関すること（総務部保険

年金医療課課長の専決事項に属す

るものを除く）。  

病の認定に関すること。  

(5) 略  (5) 略  

(6) 国民健康保険に係る不正利

得、不当利得の徴収に関すること

（総務部保険年金医療課課長の専

決事項に属するものを除く）。  

(6) 国民健康保険に係る不正利

得、不当利得の徴収に関すること。 

(7)～ (26) 略  (7)～ (26) 略  

総 務 部 保 険 年 金 医 療 課 課 長 専 決

事項（北区役所総務部保険年金医療

課課長にあっては、北神区役所の所

管区域に係るものを含む。）（西区

役所総務部保険年金医療課課長に

あっては、玉津支所の所管区域に係

るものを含む。）（保険年金事務セ

ンターにおける届出・申請の受理、

審査、登録、発行、報告その他これ

らに類するものに限る。）  

総 務 部 保 険 年 金 医 療 課 課 長 専 決

事項（北区役所総務部保険年金医療

課課長にあっては、北神区役所の所

管区域に係るものを含む。）（西区

役所総務部保険年金医療課課長に

あっては、玉津支所の所管区域に係

るものを含む。）  

(1) 国民健康保険に係る各種異

動処理に関すること。  

(1) 国民健康保険に係る各種異

動処理に関すること（神戸市保険年

金事務センターにおける届出・申請

の受理、審査、登録、発行、報告そ

の他これに類するものに限る。）  

(2) 療養費、高額療養費、入院時

食事療養費、入院時生活療養費、保

険外併用療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費に関すること。 

(2) 神戸市長の権限に属する事

務の委任に関する規則第 5 0条及び

第 5 1条に規定する事務に関するこ

と。（神戸市保険年金事務センター
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における届出・申請の受理、審査、

登録、報告その他これに類するもの

に限る。）  

(3) 出産一時金及び葬祭費に関

すること。  

 

(4) 国民健康保険に係る特定疾

病の認定に関すること。  

 

(5) 国民健康保険に係る不正利

得、不当利得の徴収に関すること。 

 

( 6 )   神戸 市 長 の 権限 に 属 する

事務の委任に関する規則第 5 0条及

び第 5 1条に規定する事務に関する

こと。（神戸市保険年金事務センタ

ーにおける届出・申請の受理、審査、

登録、発行、報告その他これらに類

するものに限る。）  

 

保 健 福 祉 部 生 活 支 援 課 長 専 決 事

項～北須磨支所生活支援課長専決

事項  ［略］  

保 健 福 祉 部 生 活 支 援 課 長 専 決 事

項～北須磨支所生活支援課長専決

事項  ［略］  
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別表を次のように改める。  
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別表（第３条―第５条関係）

財務関係事務

　 　 　  

部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

委員報酬 全て 〇

非常勤職員報酬 全て 〇

会計年度任用職員報酬（勤務時間が短
い者）

全て
〇

02 手当等 03 職員手当等 扶養手当、地域手当、時間外勤務手
当、宿日直手当、特殊勤務手当、期
末・勤勉手当、通勤手当、退職手当、
住居手当、其他手当、児童手当（会計
年度任用職員のうち勤務時間の短い
者）

全て

〇

03 共済費又は
社会保険料

04 共済費 共済・健康保険組合負担金、地方公務
員災害補償基金負担金、共助組合負担
金、共済費事業主負担金

全て

　 〇 　

 

300万円以下 〇 　

100万円以下 　 〇

100万円超 〇 　

100万円以下 〇

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費
（職員の旅費）（特別職非常勤職員の
旅費を除く）

全て

　 〇 　

遠距離旅費、国外旅費、近距離旅費
（特別職非常勤職員及び職員以外の者
の旅費）

100万円以下

　 〇

会計年度任用職員通勤費（勤務時間が
短い者）

全て
〇

06 交際費 09 交際費 交際費 全て
　 〇 　

前渡金払の場合は、１－３その他の表８の項を適用す
る。

07 調達 10 需用費 2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

400万円以下 〇 　

300万円以下 　 〇

消耗品費（各種施設における給与品） 全て
　 〇

300万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

決裁区分

合議

300万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

　

旅費

07

01

　

細節名称等

電気料金

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬
材料費

04

決裁事項

報償費（定例的な報償）

報償費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬
材料費（区長が指定するものＡ）

1-1支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定）

08 旅費

報償費

節 節名称

05

報酬

備考

1,000万円を超えるものについては、契約監理課に入札
を依頼することができる。

謝金その他
これらに類
するもの

専決範囲

01 報酬等
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

決裁区分

合議細節名称等決裁事項 節 節名称 備考専決範囲

07 調達 10 需用費 電気料金（電気事業者の定める申込書
によるもの）

全て
〇

入札又は見積合せで不調となり、電気事業者の定める申
込書により契約する場合に限る。

ガス料金、上下水道料金 全て
　 〇

 

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

400万円以下 〇 　

200万円以下 　 〇

調達 10 需用費 賄材料費（各種施設における給食、賄
材料等食料）

全て
　 〇 　

 

300万円以下 〇 　

200万円以下 　 〇

200万円超 〇 　

200万円以下 　 〇

請負（その
他）

11 役務費 2,000万円以下
〇 　

1,000万円以下
　 〇

調達、請負
（その他）

11 役務費 電気通信料金 全て

　 〇 　

電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第５号に
規定する電気通信事業者が提供する同条第３号に規定す
る電気通信役務に関する料金をいう。

保険料 全て
〇

400万円以下
〇 　

200万円以下
　 〇

一般役務費（事業系ごみ袋等）、その
他通信運搬費（郵便料金等）

全て
〇

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

09 2,000万円以下
〇 　

1,000万円以下
　 〇

施設管理委託料12 歳入の徴収又は収納の事
務の委託については、会
計管理者に合議

労働者派遣
契約

金額は見積金額を示す。人材派遣料11 役務費

200万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

需用費

謝金その他
これらに類
するもの

修繕料

08

　

修繕料（区長が指定するものＢ）

指定管理者
に公の施設
の管理を行
わせる場合
の協定

11 役務費

委託料

請負（その
他）

10

一般役務費、その他通信運搬費（区長
が指定するものＡ、Ｂ）

200万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

一般役務費

一般役務費（定例的な報償）

一般役務費、その他通信運搬費

　

金額は総額とする。ただし、利用料金を当該指定管理者
に収受させる場合は、当該管理に係る総経費の見積価額
とする。
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

決裁区分

合議細節名称等決裁事項 節 節名称 備考専決範囲

09 2億円以下 〇 　

1億円以下 　 〇

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

10 一般使用料等 全て
〇

2,000万円以下
〇 　

1,000万円以下 　 〇

2,000万円以下
〇 　

1,000万円以下
　 〇

400万円以下
〇 　

150万円以下
　 〇

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

自動車借上料（運転手付） 2,000万円以下
〇 　

1,000万円以下
　 〇

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

自動車借上料 2,000万円以下
〇 　

1,000万円以下

　 〇

400万円以下
〇 　

150万円以下
　 〇

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

自動車借上料（タクシ―利用料）（乗
車票による利用に係るもの）

全て
　 〇 　

一般使用料等

その他委託料（工事） 歳入の徴収又は収納の事
務の委託については、会
計管理者に合議

その他委託料（工事以外）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額される
場合は、減額されないものとした場合の金額による。

1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額され
る場合は、減額されないものとした場合の金額による。
2 150万円を超えるものについては、契約監理課に入札
を依頼することができる。

13 使用料及び
貸借料

　

　

使用料及び
貸借料

13物品の借入
れ

12 委託料

請負（その
他）、物品
の借入れ

調達

　

200万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

1 150万円を超えるものについては、契約監理課に入札
を依頼することができる。
2 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額され
る場合は、減額されないものとした場合の金額による。

一般使用料等（区長が指定するもの
Ｃ）

委託

一般使用料等（電子計算上で使用する
ソフトウェアに係るもの）

13

金額は見積金額を示す。

自動車借上料の契約を貸借で締結する場合、金額は、賃
料の年額又は総額を表す。賃料が減額される場合は、減
額されないものとした場合の金額による。

自動車借上料（区長が指定するもの
Ｂ、Ｃ）

300万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

使用料及び
賃借料
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

決裁区分

合議細節名称等決裁事項 節 節名称 備考専決範囲

10 400万円以下

〇 　

200万円以下

　 〇

400万円以下

〇 　

200万円以下

　 〇

2億円以下 〇 　

1億円以下 　 〇

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

400万円以下 〇 　

300万円以下 　 〇

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

400万円以下 〇 　

300万円以下 　 〇

300万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

　
400万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額され
る場合は、減額されないものとした場合の金額による。
2 この項における決裁区分は、地上権、地役権その他こ
れらに準ずる権利の設定における定期の地代支払の場合
に準用する。

調達 15 原材料費

原材料費（区長が指定するものＡ）

不動産の借
入れ

300万円を超えるものについては、契約監理課に入札を
依頼することができる。

13

一般備品費、重要備品費（区長が指定
するものＡ）

備品購入費

12

土地借上料、家屋借上料

　

神戸市公有財産規則（昭
和44年10月規則第43号の
２）が適用されるものに
ついては、地域協働局長
（500万円を超えるも
の。地域協働局区役所課
長経由）又は地域協働局
区役所課長（500万円以
下）に合議

14 工事請負費請負（工
事）

11

13 使用料及び
貸借料

土地借上料、家屋借上料（区長が指定
するものＤ）

神戸市公有財産規則が適
用されるもののうち、一
時的な材料置場等のため
のものについては、地域
協働局長（500万円を超
えるもの。地域協働局区
役所課長経由）又は地域
協働局区役所課長（500
万円以下）に合議

工事請負費

原材料費

17調達 一般備品費、重要備品費
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

決裁区分

合議細節名称等決裁事項 節 節名称 備考専決範囲

300万円以下

〇 　

200万円以下

　 〇

300万円以下

〇 　

200万円以下

　 〇

(注)

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。

２　数字は、1件(1決裁に係るものをいう。)の金額を示す。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。

４　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

５　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

７　本表における「区長が指定するものＢ」とは、災害応急に関するもの、単価協定事項等並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

８　本表における「区長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

９　本表における「区長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

10　本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２第１項第８号イに該当するものをいう。

11　諸集会又は諸行事の開催に係る経費については、施行決議を受けたものに限る。

負担金、補助交付金、分担金等

　

　

負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの

複数の相手方に対する負担金、補助金、交付金、奨励金
その他これらに類するもの（以下「負担金等」とい
う。）の金額を一の決裁により決定した場合、当該負担
金等のうち一部のものに係る金額を変更するとき（変更
後の当該負担金等の総額が変更前の当該負担金等の総額
を下回るときに限る。）の決裁区分は、変更後の個―の
負担金等の額に基づくものとする。この場合、当該決裁
区分が複数の決裁区分に該当することとなるときは、そ
れらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。

12　課長共通及び玉津支所長の欄（以下この表において「課長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が課長等の欄の決裁区分を超えるものを締結する場合
は、当初の契約を締結した際に専決した職の直近上位の職にある者の専決とする。

６　本表における「区長が指定するものＡ」とは、災害応急に関するもの、新聞、図書券、乗車券、単価協定品、新聞・ラジオ・テレビ等による広告等に係る料金（競争性がないものに限る）、並びに地方自治法施行
令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき買い入れる物品及び同号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

扶助費15 19 扶助費

14 18 負担金補助
金及び交付
金

複数の相手方に対する扶助費の金額を一の決裁により決
定した場合、当該扶助費のうち一部のものに係る金額を
変更するとき（変更後の当該扶助費の総額が変更前の当
該扶助費の総額を下回るときに限る。）の決裁区分は、
変更後の個―の扶助費の額に基づくものとする。この場
合、当該決裁区分が複数の決裁区分に該当することとな
るときは、それらの決裁区分のうち最上位のものによる
こととする。

負担金、補
助金、交付
金、奨励金
その他これ
らに類する
もの
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別表（第３条―第５条関係）

財務関係事務

1-2収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定）

部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

2,000万円以下 〇

1,000万円以下 〇

1,000万円以下 〇

500万円以下 〇

03 物品その他の売却（法令等により金額が定まって
いるもの）

全て 〇

200万円以下 〇

100万円以下 〇

05 諸収入金の徴収 全て 〇

(注)

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。

２　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

３　本表における「徴収」とは、調定、収入の通知及び督促をいう。

４　本表における「諸収入金」とは、使用料(貸付にかかるものは除く）、手数料その他の収入をいう。

物品の貸付04 1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合の
金額による。
2 賃料の減額については、区長及び北神担当区長
（以下この表において「区長等」という。）の専
決とする。
3 この項における決裁区分は、賃料の納期につい
て別段の定めをする場合に準用する。

決裁事項 専決範囲 備考

決裁区分

合議

物品その他の売却（不動産及び用益物権を除く）02 1 金額は、見積金額を示す。
2 100万円を超えるものについては、契約監理課
に入札を依頼することができる。

01 受託 金額は、見積金額を示す。
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別表（第３条―第５条関係）

財務関係事務

1-3その他 　 　 　  

部長共通及び北須
磨支所長

課長共通及び玉津
支所長

01 歳出予算の再配分 全て 〇

02 廃棄 全て 〇

物品の借入れ（支出を伴わないもの） 150万円以下

〇
金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の金
額による。

400万円以下
〇

150万円以下
〇

400万円以下

〇

200万円以下

〇

05 契約の変更（工期又は納期の延長の決定） 40日以下 〇

06 共通物品の払出請求（定期受付品又は予約受付
品）

全て
〇

07 諸収入金の減免（条例や規則等に定められた基準
に基づいて行うもの）

全て
〇

08 諸収入金の徴収猶予若しくはその取消し、徴収の
嘱託、又は過誤納整理

全て
〇

09 歳入歳出外現金又は有価証券の受入れ又は払出 全て 〇

10 諸集会又は行事の開催（飲食を伴わないもの） 全て

〇

1 飲食を伴うものは、原則として禁止する。ただ
し、やむを得ない場合は、専決しないこととす
る。
2 本項は予算の使用を決定する施行決議の項目で
あり、経費の支出については、個別の決裁事項を
適用すること。

04

備考

決裁区分

合議決裁事項 専決範囲

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の金
額による。

1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減
額される場合は、減額されないものとした場合の
金額による。
2 賃料の免除については、区長及び北神担当区長
（以下この表において「区長等」という。）の専
決とする。

物品の借入れ（支出を伴わないもの）（区長が指
定するものＣ）

03

物品の貸付（収入を伴わないもの）
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部長共通及び北須
磨支所長

課長共通及び玉津
支所長

備考

決裁区分

合議決裁事項 専決範囲

11 前渡金 全て 〇

5万円以下 〇

1万円以下 〇

(注)

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。

２　数字は、1件(1決裁に係るものをいう。)の金額を示す。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。

４　前渡金の項及び立替払金の項の決裁区分については、別表1-1支出決定の表の他の項の決裁区分と重ねて適用する。

５　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

６　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

７　本表における「区長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

８　本表における「諸収入金」とは、使用料、手数料その他の収入をいう。

９　本表における「徴収」とは、調定、収入の通知及び督促をいう。

立替払金12
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別表（第３条―第５条関係）

財務関係事務

1-4契約

部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医
薬材料費

300万円以下 〇 　 300万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

400万円以下 〇

300万円以下 〇

消耗品費（各種施設における給与
品）

全て
　 〇

300万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

電気料金 1,000万円以下 　 〇 1,000万円を超えるものについては、契約監理課に
入札を依頼することができる。

電気料金（電気事業者の定める申込
書によるもの）

全て 〇 入札又は見積合せで不調となり、電気事業者の定め
る申込書により契約する場合に限る。

ガス料金、上下水道料金 全て 　 〇

修繕料 200万円以下 　 〇 200万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

400万円以下 〇

200万円以下 〇

調達 10 需用費 賄材料費（各種施設における給食、
賄材料等食料）

全て 　 〇 　

02 300万円以下 〇 　

200万円以下 　 〇

200万円超 〇 　

200万円以下 　 〇

請負（その
他）

11 役務費 一般役務費、その他通信運搬費 200万円以下 〇 　 200万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

調達、請負
（その他）

11 役務費 電気通信料金 全て 　 〇 　 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第５
号に規定する電気通信事業者が提供する同条第３号
に規定する電気通信役務に関する料金をいう。

保険料 全て 〇

400万円以下 〇

200万円以下 〇

一般役務費（事業系ごみ袋等）、そ
の他通信運搬費（郵便料金等）

全て 　 〇 　

調達

謝金その他
これらに類
するもの

需用費10

11 役務費

合議

一般役務費

一般役務費（定例的な報償）

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医
薬材料費（区長が指定するものＡ）

01

決裁事項 節 節名称 細節名称 専決範囲

決裁区分

一般役務費、その他通信運搬費（区
長が指定するものＡ、Ｂ）

備考

請負（その
他）

10 需用費

修繕料（区長が指定するものＢ）
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

合議決裁事項 節 節名称 細節名称 専決範囲

決裁区分

備考

02 2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

2億円以下 〇 　

1億円以下 　 〇

2,000万円以下 〇 　

1,000万円以下 　 〇

04 一般使用料等 全て 〇

一般使用料等（電子計算上で使用す
るソフトウェアに係るもの）

300万円以下
　 〇 　

300万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

一般使用料等 150万円以下 　 〇 　 1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の金額
による。
2 150万円を超えるものについては、契約監理課に
入札を依頼することができる。

400万円以下 〇

150万円以下 〇

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

自動車借上料（運転手付） 200万円以下 〇 　 200万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

自動車借上料 150万円以下 　 〇 　 1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の金額
による。
2 150万円を超えるものについては、契約監理課に
入札を依頼することができる。

04 400万円以下 〇

200万円以下 〇

請負（その
他）

13 使用料及び
貸借料

自動車借上料（タクシ―利用料）
（乗車票による利用に係るもの）

全て 　 〇 　

05 請負（工
事）

14 工事請負費 工事請負費 400万円以下 〇 400万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

　

歳入の徴収又は収納の事
務の委託については、会
計管理者に合議

金額は見積金額を示す。

金額は総額とする。利用料金を当該指定管理者に収
受させる場合は、当該管理に係る総経費の見積価額
とする。

金額は、見積金額を示す。

人材派遣料

その他委託料（工事）

その他委託料（工事以外）

調達 13 使用料及び
賃借料

請負（その
他）、物品
の借入れ

13 使用料及び
貸借料

03

委託 12 委託料

役務費

指定管理者
に公の施設
の管理を行
わせる場合
の協定

12 委託料

労働者派遣
契約

11

自動車借上料（区長が指定するもの
Ｂ、Ｃ）

自動車借上料の契約を貸借で締結する場合、金額
は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額される
場合は、減額されないものとした場合の金額によ
る。

物品の借入
れ

13 使用料及び
貸借料

一般使用料等（区長が指定するもの
Ｃ）

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額さ
れる場合は、減額されないものとした場合の金額に
よる。

施設管理委託料

歳入の徴収又は収納の事
務の委託については、会
計管理者に合議
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

合議決裁事項 節 節名称 細節名称 専決範囲

決裁区分

備考

原材料費 300万円以下 〇 　 300万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

400万円以下 〇

300万円以下 〇

一般備品費、重要備品費 300万円以下 〇 　 300万円を超えるものについては、契約監理課に入
札を依頼することができる。

400万円以下 〇

300万円以下 〇

08 2,000万円以下 〇

1,000万円以下 〇

09 物品その他
の売却（不
動産及び用
益物権を除
く）

― ― ― 100万円以下 〇 1 金額は、見積金額を示す。
2 100万円を超えるものについては経理契約を要す
る。

物品その他
の売却（法
令等により
金額が定
まっている
もの）

― ― ― 全て 〇

10 物品の借入
れ（支出を
伴わないも
の）

― ― ― 150万円以下 〇 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額さ
れる場合は、減額されないものとした場合の金額に
よる。

400万円以下 〇

150万円以下 〇

200万円以下 〇

100万円以下 〇

金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額さ
れる場合は、減額されないものとした場合の金額に
よる。

物品の借入
れ（支出を
伴わないも
の）（区長
が指定する
ものＣ）

― ― ―

1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の金額
による。
2 賃料の減額については、区長及び北神担当区長
（以下この表において「区長等」という。）の専決
とする。
3 この項における決裁区分は、賃料の納期について
別段の定めをする場合に準用する。

07 調達 17 備品購入費

06 15 原材料費

11 物品の貸付 ― ― ―

受託 ― ― ― 金額は、見積金額とする。

一般備品費、重要備品費（区長が指
定するものＡ）

原材料費（区長が指定するものＡ）

調達
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部長共通及び北
須磨支所長

課長共通及び玉
津支所長

合議決裁事項 節 節名称 細節名称 専決範囲

決裁区分

備考

200万円以下 〇

100万円以下 〇

(注)

１　決裁区分の欄に掲げる者は、それぞれ当該欄のうち丸印を付した項に規定する事項を専決する。

２　数字は、1件(1決裁に係るものをいう。)の金額を示す。

３　複数の決裁区分に該当する事項を１決裁で専決する場合においては、それらの決裁区分のうち最上位のものによることとする。

４　地方自治法その他の法令又は条例の規定により議会の議決を要するものには適用しない。

５　設計若しくは仕様の一部を変更し、又は金額を増減するときは、その備考の欄に特別の定めがあるものを除き、変更後の金額に応じた決裁区分を適用する。

７　本表における「区長が指定するものＢ」とは、災害応急に関するもの、単価協定事項等並びに地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。

８　本表における「区長が指定するものＣ」とは、災害応急に関するもの、単価協定品等及び地方自治法施行令第167条の２第１項第４号の規定による契約に基づき借り入れる物品をいう。

９　本表における「区長が指定するものＤ」とは、電柱、電話ボックス、上下水道管、ガス管、通路、自動販売機その他これらに類するものの設置のためのもの及び一時的な材料置場等のためのものをいう。

10　本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２第１項第８号イに該当するものをいう。

11　諸集会又は諸行事の開催に係る経費については、施行決議を受けたものに限る。

物品の貸付
（収入を伴
わないも
の）

― ― ― 1 金額は、賃料の年額又は総額を表す。賃料が減額
される場合は、減額されないものとした場合の金額
による。
2 賃料の免除については、区長等の専決とする。

12　課長共通及び玉津支所長の欄（以下この表において「課長等の欄」という。）の決裁区分で締結した契約について変更を行う場合であって、変更後の契約金額が課長等の欄の決裁区分を超えるものを締結す
る場合は、当初の契約を締結した際に専決した職の直近上位の職にある者の専決とする。

６　本表における「区長が指定するものＡ」とは、災害応急に関するもの、新聞、図書券、乗車券、単価協定品、新聞・ラジオ・テレビ等による広告等に係る料金（競争性がないものに限る）、並びに地方自治
法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号及び第４号の規定による契約に基づき買い入れる物品及び同号の規定による契約に基づき提供を受ける役務の料金をいう。
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附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。ただし、総務部保険年金医療課

長及び総務部保険年金医療課課長専決事項の規定は、令和６年 10月１日より適用

する。  
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神戸市水道局分課規程等の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第 14号  

   神戸市水道局分課規程等の一部を改正する規程  

（神戸市水道局分課規程の一部改正）  

第１条  神戸市水道局分課規程（平成 24年３月水道管理規程第１号）の一部を次

のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（分課）  （分課）  

第２条  水道局に次の課を置く。  第２条  水道局に次の課を置く。  

経営企画課  経営企画課  

営業課  営業課  

技術企画課  技術企画課  

配水課  配水課  

給水課   

２、３  ［略］   

（分掌事務）  

第７条  第２条第１項の組織の分掌事

務は、次のとおりとする。  

２、３  ［略］   

（分掌事務）  

第７条  第２条第１項の組織の分掌事

務は、次のとおりとする。  
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経営企画課～技術企画課  ［略］  経営企画課～技術企画課  ［略］  

配水課  配水課  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 貯蔵品の管理に関すること。  ( 7 )  指定 給 水装 置 工事 事 業者 に関

すること。  

( 8 )  配水 に 関す る 危機 管 理対 応の

調整に関すること。  

(8) 給水装置工事の審査、検査及び

技術的企画に関すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 開発行為等に伴う給水、民営簡

易水道統合及び未普及地区解消に関

すること。  

(10) 工業用水道の給水施設及び地下

水等併用水道の技術的支援に関する

こと。  

(11) 工業用水道の営業、使用の承認

その他業務手続に関すること。  

(12) 工業用水道の料金その他収入金

の調定、収納及び還付に関すること。 

(13) 水道のメーター（他の所管に属

するものを除く。）に関すること。  

(14) 貯蔵品の管理に関すること。  

(15) 危機管理対応の調整に関するこ

と。  

給水課   

( 1 )  指定 給 水装 置 工事 事 業者 に関

すること。  

 

(2) 給水装置工事の審査、検査及び  
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技術的企画に関すること。  

(3) 開発行為等に伴う給水、民営簡

易水道統合及び未普及地区解消に

関すること。  

 

( 4 )  工業 用 水道 の 給水 施 設及 び地

下水等併用水道の技術的支援に関

すること。  

 

(5) 工業用水道の営業、使用の承認

その他業務手続に関すること。  

 

( 6 )  工業 用 水道 の 料金 そ の他 収入

金の調定、収納及び還付に関する

こと。  

 

(7) 水道のメーター（他の所管に属

するものを除く。）に関すること。 

 

(8) 貯蔵品の管理（配水課の所管に

属するものを除く。）に関するこ

と。  

 

( 9 )  給水 に 関す る 危機 管 理対 応の

調整に関すること。  

 

（神戸市水道局事業所規程の一部改正）  

第２条  神戸市水道局事業所規程規程 (平成 24年３月水道管理規程第２号 )の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  
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(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（浄水統括事務所の事務分掌）  （浄水統括事務所の事務分掌）  

第３条  浄水統括事務所に配置する各

課の事務分掌は、次のとおりとする。 

第 ３ 条  浄 水 統 括 事 務 所 の 事 務 分 掌

は、次のとおりとする。  

施設課   

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 導、送、貯、浄、配、工業用水

施設（他の所管に属する施設を除

く。）の維持、改良工事に関するこ

と。  

(2) 施設の維持管理（他の所管に属

するものを除く。）に関すること。 

(3) 施設の維持管理（他の所管に属

するものを除く。）に関すること。 

( 3 )  上 水 道 水 源 の か ん 養 に 関 す る

こと。  

( 4 )  上 水 道 水 源 の か ん 養 に 関 す る

こと。  

 

 

 

 

 

 

 

(4) 水量調整及び統計（他の所管に

属するものを除く。）に関すること。 

( 5 )  テ レ メ ー タ 子 局 更 新 の 施 工 管

理に関すること。  

( 6 )  国 際 イ ン フ ラ 協 力 事 業 に 関 す

ること。  

(7) 導、送、貯、浄、配、工業用水

施設（他の所管に属する施設を除

く。）の維持、改良工事に関するこ

と。  

(8) 機械設備（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。  

(9) 電気設備（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。  
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(10) 設備の維持管理（他の所管に

属するものを除く。）に関すること。 

(11) 営繕に関すること。  

設備課   

(1) 電気設備（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。  

 

(2) 機械設備（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。  

 

(3) テレメータ・テレコントロール

システムの保守管理、更新に関する

こと。  

 

(4) 水量調整及び統計（他の所管に

属するものを除く。）に関すること。 

 

(5) 営繕に関すること。   

( 6 )  国 際 イ ン フ ラ 協 力 事 業 に 関 す

ること。  

 

  

（神戸市水道局水道技術管理者の設置等に関する規程の一部改正）  

第３条  神戸市水道局水道技術管理者の設置等に関する規程 (平成 27年３月水道

管理規程第４号 )の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

738



別表（第３条関係）  別表（第３条関係）  

法第 19条第２項

各号に掲げる事

務  

水道技術管理補助者  

[略 ] [略 ] 

第３号に掲げる

事務  

水道局給水課長  

[略 ] [略 ] 
 

法第 19条第２項

各号に掲げる事

務  

水道技術管理補助者  

[略 ] [略 ] 

第３号に掲げる

事務  

水 道 局 配 水 課 課 長

（給水担当）  

[略 ] [略 ] 
 

（神戸市水道局会計規程の一部改正）  

第４条  神戸市水道局会計規程 (昭和 39年４月水道管理規程第８号 )の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  
 

（担任事務）  

 

（担任事務）  

第４条  ［略］  第４条  ［略］  

２  貯蔵品出納員は、配水課長及び給

水課長をもつてあて、貯蔵品の出納

その他の会計事務を行う。  

２  貯蔵品出納員は、配水課長をもつ

てあて、貯蔵品の出納その他の会計

事務を行う。  

３～７  ［略］  ３～７  ［略］  

８  金銭副出納員は経営企画課長及び

経営企画課の出納を担当する係長、

８  金銭副出納員は経営企画課長及び

経営企画課の出納を担当する係長、
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貯蔵品副出納員は配水課の事務を担

当する係長及び給水課の事務を担当

する係長をもつてあてる。  

貯蔵品副出納員は配水課の事務を担

当する係長をもつてあてる。  

９  ［略］  ９  ［略］  

 （出納取扱金融機関等の責務）  

第 63条  削除  第 63条  出納取扱金融機関等は、それ

ぞれの事務につき、管理者に対して

責任を負わなければならない。  

 ２  出納取扱金融機関等は、管理者が

別に定めるところにより、担保を提

供しなければならない。  

（予算の執行）  （予算の執行）  

第 135条  予算は、当該予算の実施計画

に定める款、項、目の区分及び別に定

める節の区分に従つて執行する。  

第 135条  予算は、当該予算の実施計画

に定める款、項、目の区分並びに別に

定める節、細節、細々節、部門及び作

業の区分に従つて執行する。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（予算の流用）  （予算の流用）  

第 136条  ［略］  第 136条  ［略］  

２  課長又は第２類事業所の所長は、

予算実施計画に定める各目以下の金

額について、相互に流用する必要が

生じたときは、専決規程の決裁区分

に従つて決裁を受けなければならな

い。  

２  課長又は第２類事業所の所長は、

予算実施計画に定める各目以下の金

額について、相互に流用する必要が

生じたときは、直ちに、予算流用要求

書を経営企画課長に送付しなければ

ならない。  

 

 

 

３  経営企画課長は、前項の規定によ

る要求書を受理したときは、これを

審査し、専決規程の決裁区分に従つ
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て処理しなければならない。  
  

（神戸市水道局公印規程の一部改正）  

第５条  神戸市水道局公印規程 (昭和 43年 10月水道管理規程第 11号 )の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（公印管理者等）  （公印管理者等）  

第５条  ［略］  第５条  ［略］  

２  公印管理者は、所管課長（神戸市水

道局公文書管理規程（平成 14年３月

神戸市水道管理規程第 12号）第３条

第４号に規定する所管課長をいう。

以下同じ。）をもつてあて、経営企画

課長から公印の貸与を受けて、その

保管及び使用を行う。  

２  公印管理者は、所管課の長をもつ

てあて、経営企画課長から公印の貸

与を受けて、その保管及び使用を行

う。  

３  ［略］  ３  ［略］  

（水道局職員被服貸与規程の一部改正）  

第６条  水道局職員被服貸与規程 (令和３年 12月水道管理規程第 18号 )の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線
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又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  
  

（被服の貸与）  （被服の貸与）  

第３条  被服は、次の各号に掲げる職

務を遂行する職員に貸与する。  

第３条  被服は、次の各号に掲げる職

務を遂行する職員に貸与する。  

(1)～ (4) ［略］   (1)～ (4) ［略］  

(5) 前各号に掲げるもののほか、職

務の遂行にあたり、経営企画課課長

（業務改革担当）が特に必要がある

と認める職員  

(5) 前各号に掲げるもののほか、職

務の遂行にあたり、業務改革担当課

長が特に必要があると認める職員  

２  貸与する被服の種類及びその貸与

期間は、職務の内容及び被服の汚損

度に基づいて経営企画課課長（業務

改革担当）が別に定める。  

２  貸与する被服の種類及びその貸与

期間は、職務の内容及び被服の汚損

度に基づいて業務改革担当課長が別

に定める。  

３  被服の貸与期間の満了前に、職員

が退職し、死亡し、又は転任その他の

事由により当該被服と同一種類の被

服を貸与する職務に勤務しなくなっ

たときは、当該職員は、貸与を受けた

被服を返納しなければならない。た

だし、経営企画課課長（業務改革担

当）がやむを得ない理由があると認

めるときは、この限りでない。  

３  被服の貸与期間の満了前に、職員

が退職し、死亡し、又は転任その他の

事由により当該被服と同一種類の被

服を貸与する職務に勤務しなくなっ

たときは、当該職員は、貸与を受けた

被服を返納しなければならない。た

だし、業務改革担当課長がやむを得

ない理由があると認めるときは、こ

の限りでない。  
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４、５  ［略］    ４、５  ［略］   

（亡失又はき損の届出）  （亡失又はき損の届出）  

第６条  職員が、被服の貸与期間中に

おいて、その全部又は一部を亡失又

はき損したときは、速やかにその旨

を経営企画課課長（業務改革担当）に

届け出なければならない。  

第６条  職員が、被服の貸与期間中に

おいて、その全部又は一部を亡失又

はき損したときは、速やかにその旨

を業務改革担当課長に届け出なけれ

ばならない。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（所属長による被服の調達）  （所属長による被服の調達）  

第８条  所属長は、第３条第２項に規

定する経営企画課課長（業務改革担

当）が定めた被服以外の被服を調達

しようとするときは、経営企画課課

長（業務改革担当）に報告しなければ

ならない。  

第８条  所属長は、第３条第２項に規

定する業務改革担当課長が定めた被

服以外の被服を調達しようとすると

きは、業務改革担当課長に報告しな

ければならない。  

（貸与実態の調査）  （貸与実態の調査）  

第 ９ 条  経 営 企 画 課 課 長 （ 業 務 改 革 担

当）は、必要に応じ、貸与された被服

の使用状況及び被服に関する帳簿その

他必要な書類を調査し、又は所属長に

対して、当該書類の提出を求めること

ができる。  

第９条  業務改革担当課長は、必要に応

じ、貸与された被服の使用状況及び被

服に関する帳簿その他必要な書類を調

査し、又は所属長に対して、当該書類

の提出を求めることができる。  

（施行細目の委任）  （施行細目の委任）  

第 1 0条  こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な

事項は、経営企画課課長（業務改革担

当）が定めるものとする。  

第 1 0条  こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な

事項は、業務改革担当課長が定めるも

のとする。  
  

 （神戸市水道局公用車運行規程の一部改正）  

第７条  神戸市水道局公用車運行規程 (令和４年３月水道管理規程第 29号 )の一部
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を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（公用車の管理者）  （公用車の管理者）  

第２条  ［略］  第２条  ［略］  

２  管理者は、経営企画課課長（業務

改革担当）をもって充てる。  

２  管理者は、業務改革担当課長をも

って充てる。  

３～７  ［略］  ３～７  ［略］  

（公用車の運行管理者）  （公用車の運行管理者）  

第３条  ［略］  第３条  ［略］  

２  運行管理者は、神戸市水道局公文

書管理規程（平成 14年３月水道管理

規程第 12号）第３条第４号に規定す

る所管課長、東部水道管理事務所長

及び西部水道管理事務所長をもって

充てる。  

２  運行管理者は、神戸市水道局公文

書管理規程（平成 14年３月水道管理

規程第 12号）第３条第４号に規定す

る所管課長、東部水道管理事務所

長、西部水道管理事務所長及び第３

類事業所長をもって充てる。  

３  ［略］  ３  ［略］  
  

附  則  

この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第 15号  

   神戸市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程  

 神戸市水道局徴収事務委託規程（令和４年３月水道管理規程第 28号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（業務の範囲）  （業務の範囲）  

第４条  管理者は、次の各号に定める

公金について徴収事務を委託するこ

とができる。  

第４条  管理者は、次の各号に定める

公金について徴収事務を委託するこ

とができる。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 神戸市長の権限に属する事務の

委任に関する規則（平成 31年３月規

則第 67号）第 78条第１号の下水道使

用料、第２号の農業集落排水処理施

設使用料及び第３号の延滞金  

(2) 神戸市長の権限に属する事務の

委任に関する規則（平成 31年３月規

則第 67号）第 77条第１号の下水道使

用料及び第２号の農業集落排水処

理施設使用料  

(3) ［略］  (3) ［略］  

附  則  
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この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市水道局公文書管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

令和７年３月 31日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第 16号  

神戸市水道局公文書管理規程の一部を改正する規程  

神戸市水道局公文書管理規程（平成 14年３月水道管理規程第 12号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第３条  この管理規程において、次の

各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

第３条  この管理規程において、次の

各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 所管課  別表第１の左欄に掲げ

る組織をいう。  

(3) 所管課  課、第１類事業所及び

第２類事業所をいう。  

(4) 所管課長  別表第１の右欄に掲

げる職にある者をいう。  

(4) 所管課長  別表第１で定める課

長、第１類事業所課長（浄水統括事

務所にあっては送水担当の課長）及

び第２類事業所長をいう。  

(5)、 (6) ［略］  (5)、 (6) ［略］  
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（帳簿の作成）  

第８条  経営企画課長は、文書収配簿

（到達する文書のうち、到達の事実

を記録する必要があると認めるもの

（以下「要記録文書」という。）につ

いて、所要事項を記録する帳簿をい

う。以下同じ。）を作成するものとす

る。  

 

第８条の２  所管課長は、公文書の事

務処理を文書管理システムにより行

うことができない場合は、次に掲げ

る帳簿を作成するものとする。  

第８条  所管課長は、公文書の事務処

理を文書管理システムにより行うこ

とができない場合は、次に掲げる帳

簿を作成するものとする。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

 (2) 文書送付簿（受領印を必要とす

る文書を送付する場合に記録する

帳簿をいう。以下同じ。）  

(2) ［略］  (3) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

（到達した文書の取扱い）  （到達した文書の取扱い）  

第 10条  経営企画課長は、到達した文

書 を 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 処 理

し、所管課の公文書主任に配布する。 

第 10条  経営企画課長は、到達した文

書 を 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 処 理

し、所管課の公文書主任に配布する。 

(1) 所管課が不明なものその他経営

企画課長が必要と認めるものは、開

封をすることができる。  

(1) 親展に係るものその他の開封を

することが不適当であると認めら

れるものを除き、開封をすること。 

(2) 要記録文書については、文書収

配簿に所要事項を記録し、当該文書

の余白、封筒その他の適当な箇所に

(2) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に収受印を押し、文書収配簿

に所要事項を記録すること。ただ
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様式による収受印（以下単に「収受

印」という。）を押すこと。  

し、次に掲げる文書については、収

受印及び記録を省略することがで

きる。  

ア  通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの  

イ  新聞、雑誌、冊子その他これら

に類する印刷物  

ウ  各所管課あてのもの及び明らか

に個人あてのもの  

 (3) 電報、入札書、訴訟及び審査請求

に関する文書その他到達の日時が

その法律効果に影響を及ぼすよう

な文書で前号の規定により収受印

を押したものは、収受印の下に収受

時刻を記入し、取扱者の印を押すこ

と。  

(3) ［略］  (4) ［略］  

 （所管課における収受）  

第 11条  公文書主任は、前条の規定に

より所管課に配布された文書及び経

営企画課長を経由しないで所管課に

到達した文書を、次に掲げるところ

により処理する。  

第 11条  公文書主任は、前条の規定に

より所管課に配布された文書及び経

営企画課長を経由しないで所管課に

到達した文書を、次に掲げるところ

により処理する。  

 (1) すべて開封すること。ただし、親

展その他開封することが不適当で

あると認められるものについては

この限りでない。  
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(1) 要記録文書については、文書の

余白、封筒その他の適当な箇所に収

受印を押し、文書管理システム又は

文書収発簿若しくはこれに代わる

帳簿に所要事項を記録すること。た

だし、前条第２号の規定により、収

受印が押されたものは、収受印を省

略することができる。  

(2) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に収受印を押し、文書管理シ

ステムに所要事項を記録すること。

ただし、アからウまでに掲げる文書

については収受印及び記録を、エに

掲げる文書については、記録を省略

することができる。  

 ア  通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの  

 イ  新聞、雑誌、冊子その他これら

に類する印刷物  

 ウ  明らかに個人あてのもの  

 エ  文書収発簿又はそれに代わるべ

き 帳 簿 を 備 え 置 い て そ の 処 理 経

過を明らかにしているもの  

(2) 所管課に到達した文書のうち、

到達の日時がその法律効果に影響

を及ぼすような文書で前号の規定

により収受印を押したものは、収受

印の下に収受時刻を記入 するとと

もに、取扱者が記名し、又は印を押

すこと。  

(3) 所管課に経営企画課を経由しな

いで到達した文書のうち、電報、入

札書、訴訟及び審査請求に関する文

書その他到達の日時がその法律効

果に影響を及ぼすような文書で前

号の規定により収受印を押したも

のは、収受印の下に収受時刻を記入

し、取扱者の印を押すこと。  

 (4) 文書管理システム若しくは文書

収発簿に記録した文書で重要であ

ると認められるもの又は上司の明
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示の命令により処理する必要があ

ると認められるものは所管課長に、

その他のものは当該文書に関係す

る係長又は名あて人に配布するこ

と。  

(3) ［略］  (5) ［略］  

 (6) 到達した文書に係る簿冊の名称

その他の簿冊に関する事項（以下

「簿冊に関する事項」という。）を

文書管理システムに記録すること。

ただし、当該文書の保存期間が１年

未満であるものは、この限りでな

い。  

(4) 紙の公文書（以下「紙文書」とい

う。）は、その原本を整理して保存

しなければならない。  

(7) 到達した文書の内容に係る電磁

的記録を文書管理システムに記録

するときは、いつでも照合できるよ

う当該文書の原本を整理して保管

しなければならない。  

(5) 紙文書と同一性を有する電磁的

記録（電子計算機の利用により、電

磁的記録から当該紙文書と同一性

を有すると認められる文書が出力

できるものに限る。）を収受した場

合は、当該紙文書を原本として保存

することが適当と認められる場合

を除き、電磁的記録を正本として保

存することができる。  

 

(6) 公文書を適切に管理するために  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

751



所管課長が必要と認めるときは、紙

文書をスキャナ（これに類する画像

読取装置を含む。）により読み取り

作成した電磁的記録を正本として

保存することができる。ただし、当

該紙文書を原本として保存するこ

とが適当と認められる場合を除く。 

２  前項第５号に規定する電磁的記録

の保存並びに前項第６号に規定する

電磁的記録の作成及び保存に関し必

要な事項は、経営企画課長が定める。 

 

（文書の起案等）  （文書の起案等）  

第 17条  決裁文書（管理者が承認に係

る行為を行うことにより、その内容

を管理者の意思として決定し、又は

確認した文書をいう。以下同じ。）及

び供覧文書（閲覧に供すべき文書を

いう。以下同じ。）は、次の各号のい

ずれかに該当する場合を除き、文書

管理システムにより起案し、決裁を

受け、又は閲覧に供さなければなら

ない。  

第 17条  決裁文書（管理者が承認に係

る行為を行うことにより、その内容

を管理者の意思として決定し、又は

確認した文書をいう。以下同じ。）及

び供覧文書（閲覧に供すべき文書を

いう。以下同じ。）は、次の各号のい

ずれかに該当する場合を除き、文書

管理システムにより起案し、決裁を

受け、又は閲覧に供さなければなら

ない。  

(1) 電子計算機を利用して文書の起

案を行うことができるシステム（文

書管理システムを除く。以下この条

において「起案システム」という。）

により起案することが適当である

場合  

(1) 電子計算機を利用して文書の起

案を行うことができるシステム（文

書管理システムを除く。）により起

案することが適当である場合  
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(2)～ (5) ［略］  (2)～ (5) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  決裁文書又は供覧文書が第１項各

号のいずれかに該当する場合は、前

項に定めるもののほか、次に掲げる

ところにより起案し、決裁を受け、又

は閲覧に供さなければならない。  

３  決裁文書又は供覧文書が第１項各

号のいずれかに該当する場合は、前

項に定めるもののほか、次に掲げる

ところにより起案し、決裁を受け、又

は閲覧に供さなければならない。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 起案年月日その他の必要事項を

記載するとともに、次に掲げる区分

により決裁区分を記載すること。  

(3) 起案年月日その他の必要事項を

記載するとともに、次に掲げる区分

により決裁区分を朱書すること。  

ア  市長の決裁を受けるもの  （市

長）  

ア  市長の決裁を受けるもの  （市

長）  

イ  副 市 長 の 決 裁 を 受 け る も の  

（副市長）  

イ  副 市 長 の 決 裁 を 受 け る も の  

（副市長）  

ウ  局部課長の決裁を受けるもの  

（局）（部）（課）  

ウ  局部課長の決裁を受けるもの  

（局）（部）（課）  

(4)～ (6) ［略］  (4)～ (6) ［略］  

( 7 )  起 案 者 並 び に 決 裁 文 書 を 承 認

し、又は供覧文書を閲覧した起案者

の上司及び合議を受けた者は、文書

に押印し、又は起案システムに起

案、承認若しくは閲覧した旨を記録

すること。  

( 7 )  起 案 者 並 び に 決 裁 文 書 を 承 認

し、又は供覧文書を閲覧した起案者

の上司及び合議を受けた者は、文書

に押印すること。  

(8) ［略］  (8) ［略］  

(9) 特定の個人が識別され、又は識

別されうる情報その他の取扱いに

(9) 特定の個人が識別され、又は識

別されうる情報その他の取扱いに
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注意を要する情報 が文書に記録さ

れている場合には、当該情報の漏え

いの防止のために必要な措置を講

じること。  

注意を要する情報に係る文書（以下

「個人情報等に係る文書」という。）

については、秘という文字を起案用

紙等の適当な箇所に朱書きする等

の措置をとること。この場合におい

て、必要があるときは、封筒への封

入その他の方法により外部から認

識することができないよう注意し、

かつ、紛失のおそれがあるものにつ

いては、台紙を付すること。  

４  ［略］  

（未処理文書の取扱い）  

第 23条  公文書主任は、文書管理シス

テム（第８条の２第１項の規定によ

り文書収発簿を作成したときは、当

該文書収発簿を含む。）により常に未

処理文書（回答、通知その他これらに

類するもの（以下「回答等」という。）

を行うこと又は回答等を得ることが

必要な場合において、いまだ回答等

を行わず、又は回答等を得ていない

公文書をいう。以下同じ。）について

調査し、その処理の促進に努めなけ

ればならない。  

４  ［略］  

（未処理文書の取扱い）  

第 23条  公文書主任は、文書管理シス

テム（第８条第１項の規定により文

書収発簿を作成したときは、当該文

書収発簿を含む。）により常に未処理

文書（回答、通知その他これらに類す

るもの（以下「回答等」という。）を

行うこと又は回答等を得ることが必

要な場合において、いまだ回答等を

行わず、又は回答等を得ていない公

文書をいう。以下同じ。）について調

査し、その処理の促進に努めなけれ

ばならない。  

（発送文書等の取扱い）  （発送文書の取扱い）  

第 24条  発送を要する文書の処理及び

郵送の手続に関し必要な事項は、経

営企画課長が定める。  

第 24条  起案者は、発送を要する文書

を次に掲げるところにより処理し、

及び当該文書を公文書主任に提出し
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なければならない。  

 (1) 浄書し、原議書と照合のうえ割

印すること。ただし、文書管理シス

テムにより決裁された文書その他

文書の性質及び内容により割印を

要しないものについては、この限り

でない。  

 (2) 必要のあるものについては公印

を押すこと。この場合において、公

印の使用については、神戸市水道局

公印規程（昭和 43年 10月神戸市水道

管理規程第 11号）の定めるところに

よる。  

 ２  公文書主任は、前項の規定により

起案者から提出された文書を次に掲

げるところにより処理し、発送しな

ければならない。  

(1) 文書管理システムに所要の事項

を登録すること。ただし、公文書の

事務処理を文書管理システムによ

り行わないときは、文書収発簿その

他の帳簿によりその処理に係る経

過を記録することができる。  

(2) 庁内あてに発送する文書は、経

営企画課の文書交換の区分箱を利

用すること。ただし、急施を要する

ものその他特に必要があると認め

られるものは、文書送付簿により送
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付することができる。  

(3) 庁外あてに発送する文書は、郵

便に付し、又は民間事業者による信

書の送達に関する法律（平成 14年法

律第 99号）第２条第６項に規定する

一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者

の提供する同条第２項に規定する

信書便の役務を利用して送付する

こと。ただし、持参することが適当

であると認められるものは、文書送

付簿により送付することができる。 

（電磁的記録の取扱い）  （電磁的記録の取扱い）  

第 24条の２  電磁的記録の送付につい

ては、電子情報処理組織（局等の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下同じ。）と送付を受ける者の

使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織を

いう。）により行うことができる。  

第 2 4条 の ２  前 条 の 規 定 に か か わ ら

ず、電磁的記録の送付については、電

子情報処理組織（使用に係る電子計

算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

と送付を受ける者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。）により行

うことができる。  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

（完結公文書の保存等）  （完結公文書の保存等）  

第 27条  ［略］  第 27条  ［略］  

２  完結公文書は、文書管理システム

その他の電子計算機を利用した情報

処理システム又は全庁ファイルサー

バ等の共用の媒体により保存しなけ

２  完結公文書は、文書管理システム

により保存しなければならない。た

だし、文書管理システムにより保存

することができない完結公文書は、
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ればならない。ただし、これらにより

保存することができない完結公文書

は、次に掲げるところにより速やか

に成冊（文書を冊子状に取りまとめ

ることをいう。以下同じ。）をして保

存しなければならない。  

次に掲げるところにより速やかに成

冊（文書を冊子状に取りまとめるこ

とをいう。以下同じ。）をしなければ

ならない。  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

３、４  ［略］  ３、４  ［略］  

（公文書の引継ぎ）  （公文書の引継ぎ）  

第 32条の３  所管課長は、保存期間が

満了した簿冊等について、前条第１

項の規定により引き継ぐと定めたも

のは、文書引継決議書又は文書管理

システムを用いた引継ぎの依頼によ

り、経営企画課長に引き継がなけれ

ばならない。ただし、文書管理システ

ムに保存した電磁的記録のみで構成

される簿冊等については、この限り

でない。  

第 32条の３  所管課長は、保存期間が

満了した簿冊等について、前条第１

項の規定により引き継ぐと定めたも

のは、毎年７月末日までに文書引継

決議書又は文書管理システムを用い

た引継ぎの依頼により、経営企画課

長に引き継がなければならない。た

だし、文書管理システムに保存した

電磁的記録しかない簿冊等について

は、この限りでない。  

２  前項の規定にかかわらず、職務の

遂行上所管課において保存する必要

があると所管課長が認めるもの又は

引継ぎに支障があると経営企画課長

が認めるものは、当分の間、所管課に

お い て 引 き 続 き 保 存 す る も の と す

る。  

 

別表第１（第３条関係）  別表第１（第３条関係）  
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所管課  所管課長  

［略］  ［略］  

配水課  ［略］  

給水課  給水課長  

浄水統括事務所  浄 水 統 括 事 務 所 施

設課長  

第１類 の事業 所

（浄水 統括事 務

所を除く。）  

課長  

第２類の事業所  事業所の長  
 

所管課  所管課長  

［略］  ［略］  

配水課  ［略］  
 

   附  則  

 この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市水道局職員安全衛生委員会規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。  

 令和７年３月 31日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸       

神戸市水道管理規程第 17号  

神戸市水道局職員安全衛生委員会規程の一部を改正する規程  

 神戸市水道局職員安全衛生委員会規程（昭和 63年３月水道管理規程第８号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。   

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（組織）  （組織）  

第４条  委員会は、次に掲げる委員を

もつて組織する。  

第４条  委員会は、次に掲げる委員を

もつて組織する。  

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

 (6) 営業課課長（料金担当）  

(6)～ (9) ［略］  (7)～ (10) ［略］  

（組織）  （組織）  

第 19条  検討委員会の委員は、経営企

画課課長（業務改革担当）の指名す

る者とする。  

第 19条  検討委員会の委員は、業務改

革担当課長の指名する者とする。  

 

別表第２  職場安全衛生委員会  別表第２  職場安全衛生委員会  
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委員会の

名称  

構成する事業

所等  

委員長  

［略］  ［略］  ［略］  

北部水道

管理事務

所安全衛

生委員会  

［略］  所長  

［略］  ［略］  ［略］  

浄水統括

事務所安

全衛生委

員会  

浄水統括事務

所施設課  

浄水統括事務

所設備課  

浄水統括

事務所施

設課長  

［略］  ［略］  ［略］  

本局安全

衛生委員

会  

経営企画課  

技術企画課  

営業課  

配水課  

給水課  

［略］  

 

委員会の

名称  

構成する事業

所等  

委員長  

［略］  ［略］  ［略］  

北部水道

管理事務

所安全衛

生委員会  

［略］  所属長  

［略］  ［略］  ［略］  

浄水統括

事務所安

全衛生委

員会  

浄水統括事務

所  

所属長  

［略］  ［略］  ［略］  

本局安全

衛生委員

会  

経営企画課  

技術企画課  

営業課  

配水課  

 

［略］  

 

附  則  

この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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 神戸市水道局公有財産管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第 18号  

   神戸市水道局公有財産管理規程の一部を改正する規程  

 神戸市水道局公有財産管理規程（平成 25年３月水道管理規程第３号）の一部を

次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規程の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（総合調整）  （総合調整）  

第２条  経営企画課長は、公有財産の

取得、管理及び処分についてその適

正を期するため、公有財産に関する

制度を整え、その増減、現在高及び現

状を明らかにし、必要な調整を行う

ものとする。  

第２条  経営企画課課長（活用担当）

は、公有財産の取得、管理及び処分に

ついてその適正を期するため、公有

財産に関する制度を整え、その増減、

現在高及び現状を明らかにし、必要

な調整を行うものとする。  

２  経営企画課長は、公有財産の効率

的運用、管理及び処分の適正を図る

ため必要があると認めるときは、そ

れを所管する課長（第２類事業所長

を含む。以下同じ。）に対し、その所

２  経営企画課課長（活用担当）は、公

有財産の効率的運用、管理及び処分

の適正を図るため必要があると認め

るときは、それを所管する課長（第２

類事業所長を含む。以下同じ。）に対
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管に属する公有財産の状況に関して

資料の提出若しくは報告を求め、実

施調査をし、又は用途の変更、用途の

廃止、所属替その他の必要な措置を

講 ず べ き こ と を 求 め る こ と が で き

る。  

し、その所管に属する公有財産の状

況に関して資料の提出若しくは報告

を求め、実施調査をし、又は用途の変

更、用途の廃止、所属替その他の必要

な措置を講ずべきことを求めること

ができる。  

（合議）  （合議）  

第３条  次に掲げる場合においては、

各課長は、経営企画課長に合議しな

ければならない。  

第３条  次に掲げる場合においては、

各課長は、経営企画課課長（活用担

当）に合議しなければならない。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

（行政財産の管理）  （行政財産の管理）  

第９条  ［略］  第９条  ［略］  

２  経営企画課長は、２以上の課がそ

れぞれ所管する行政財産を統一して

管 理 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き

は、関係課長と協議の上当該財産を

統一的に管理する課長を定めること

ができる。  

２  経営企画課課長（活用担当）は、２

以上の課がそれぞれ所管する行政財

産を統一して管理する必要があると

認めるときは、関係課長と協議の上

当該財産を統一的に管理する課長を

定めることができる。  

３  経営企画課長は、水道事業管理者

（以下「管理者」という。）の決裁を

得て、行政財産の管理に関する事務

の一部を行うことができる。  

３  経営企画課課長（活用担当）は、水

道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）の決裁を得て、行政財産の管理

に関する事務の一部を行うことがで

きる。  

（普通財産の管理）  （普通財産の管理）  

第 10条  普通財産の管理に関する事務

は、経営企画課長が掌理するものと

する。ただし、次に掲げる普通財産の

第 10条  普通財産の管理に関する事務

は、経営企画課課長（活用担当）が掌

理するものとする。ただし、次に掲げ
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管理に関する事務は、当該普通財産

を所管する課長が掌理する。  

る普通財産の管理に関する事務は、

当該普通財産を所管する課長が掌理

する。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 各課が事務又は事業を遂行する

のに必要なものその他過去の経緯、

形態、利用又は係争の状況、転活用

の可能性等を考慮して、経営企画課

長が各課長において管理すること

が適当であると認めるもの  

(3) 各課が事務又は事業を遂行する

のに必要なものその他過去の経緯、

形態、利用又は係争の状況、転活用

の可能性等を考慮して、経営企画課

課長（活用担当）が各課長において

管理することが適当であると認め

るもの  

（境界明示）  （境界明示）  

第 12条  各課長は、土地の境界明示を

必要とするとき又は隣接地の利害関

係人から境界明示の願出があるとき

は、経営企画課長が指定する者の立

会いのもとに、隣接地の所有者と協

議し、境界明示を行わなければなら

ない。  

第 12条  各課長は、土地の境界明示を

必要とするとき又は隣接地の利害関

係人から境界明示の願出があるとき

は、経営企画課課長（活用担当）が指

定する者の立会いのもとに、隣接地

の所有者と協議し、境界明示を行わ

なければならない。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（損害の通知）  （損害の通知）  

第 13条  各課長は、その所管に属する

公有財産が災害その他の事故により

滅失し、又は損傷したときは、直ちに

経営企画課長に通知しなければなら

ない。  

第 13条  各課長は、その所管に属する

公有財産が災害その他の事故により

滅失し、又は損傷したときは、直ちに

経営企画課課長（活用担当）に通知し

なければならない。  

（許可使用料の減免）  （許可使用料の減免）  

第 21条  管理者は、次の各号のいずれ 第 21条  管理者は、次の各号のいずれ
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かに該当する場合には、許可使用料

を減額し、又は免除することができ

る。  

かに該当する場合には、許可使用料

を減額し、又は免除することができ

る。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 前３号に掲げるもののほか、公

益上の見地から特に必要と認める

とき。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、そ

の他公益上の見地から必要と認め

るとき。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（公有財産台帳）  （公有財産台帳）  

第 50条  経営企画課長又は各課長は、

それぞれ公有財産台帳又は公有財産

整理簿を備え、必要な事項を記録整

理しなければならない。  

第 50条  経営企画課課長（活用担当）

又は各課長は、それぞれ公有財産台

帳又は公有財産整理簿を備え、必要

な事項を記録整理しなければならな

い。  

２  ［略］  ２  ［略］  

   附  則  

 この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程をここに

公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第 19号  

   神戸市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程  

 （水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正）  

第１条  神戸市水道局企業職員の給与に関する規程（昭和 31年 11月水道管理規程

第９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  
  

（給料月額の決定基準）  （給料月額の決定基準）  

第４条  ［略］  第４条  ［略］  

２～７  ［略］  ２～７  ［略］  

８  任期付職員法第３条第１項の規定

により採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）の給料月額は、

第２項の規定にかかわらず、別表第

３に定める額とする。  

８  任期付職員法第３条第１項の規定

により採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）の給料月額は、

別表第３に定める給料月額を超えな

い範囲内で管理者が定める。  

９  特定任期付職員の号給は、その者

の専門的な知識経験又は識見の度並
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びにその者が従事する業務の困難及

び重要の度に応じて決定するものと

し、その決定の基準となるべき標準

的な場合は次の各号に定めるとおり

とする。  

(1) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して業

務に従事する場合  １号給  

 

(2) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して困

難な業務に従事する場合  ２号給  

 

(3) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して特

に困難な業務に従事する場合  ３

号給  

 

(4) 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用し

て特に困難な業務に従事する場合  

 ４号給  

 

(5) 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用し

て特に困難な業務で重要なものに

従事する場合  ５号給  

 

(6) 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がその

知識経験等を活用して特に困難な

業務で重要なものに従事する場合  

 ６号給  
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(7) 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がその

知識経験等を活用して特に困難な

業務で特に重要なものに従事する

場合  ７号給  

 

10 管理者は、特定任期付職員につい

て、特別の事情により別表第３に掲

げる号給により難いときは、前項の

規定にかかわらず、その給料月額を

同表に掲げる７号給の給料月額にそ

の額と同表に掲げる６号給の給料月

額との差額に１からの各整数を順次

乗じて得られる額を加えた額のいず

れかに相当する額（神戸市職員の給

与等に関する条例（昭和 26年３月条

例第８号）別表第５の８号給の額未

満の額に限る。）又は神戸市職員の給

与等に関する条例別表第５の８号給

の額に相当する額に決定することが

できる。  

 

11 第９項の規定による号給の決定及

び前項の規定による給料月額の決定

は、予算の範囲内で行わなければな

らない。  

 

（昇給の基準）  （昇給の基準）  

第５条  ［略］  第５条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  次の各号に掲げる職員の第１項の ３  前項の規定にかかわらず、 55歳以
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規定による昇給は、同項に規定する

期間における当該職員の勤務成績が

極めて良好である場合又は特に良好

である場合に限り行うものとし、昇

給させる場合の昇給の号給数は、勤

務成績に応じて別に定める基準に従

い決定するものとする。  

上の職員に関する当該年齢に達した

日後の最初の４月１日以後における

第１項の規定による昇給は、同項に

規定する期間における当該職員の勤

務成績が極めて良好である場合又は

特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給

数は、勤務成績に応じて別に定める

基準に従い決定するものとする。  

(1) 55歳に達した日後の最初の４月

１日以後に在職する職員（次号に

掲げる職員を除く。）  

 

(2) 企業一般職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が８級であ

るもの及び同表以外の各給料表の

適用を受ける職員でその職務の級

がこれに相当するものとして別に

定める職員  

４～８  ［略］  

 

 

 

 

 

 

４～８  ［略］  

（扶養手当）  （扶養手当）  

第８条  条例第４条の「扶養親族」と

は、次に掲げる者で他に生計の途が

なく主としてその職員の扶養を受け

ているものをいう。  

 

 

 

(1)～ (5) ［略］  

第８条  条例第４条の「扶養親族」と

は、次に掲げる者で他に生計の途が

なく主としてその職員の扶養を受け

ているものをいう。  

(1) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）  

(2)～ (6) ［略］  
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２  前項に該当する扶養親族であつて

も次の各号に掲げる者は、扶養親族

として認定しない。  

(1)  職 員 の 兄 弟 姉 妹 等 が 受 け る 扶

養手当又は民間事業所その他のこ

れに相当する手当の支給の基礎と

なつている者  

(2)、 (3) ［略］  

２  前項に該当する扶養親族であつて

も次の各号に掲げる者は、扶養親族

として認定しない。  

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受

ける扶養手当又は民間事業所その

他のこれに相当する手当の支給の

基礎となつている者  

(2)、 (3) ［略］  

３  ［略］  ３  ［略］  

４  扶養手当の月額は、第１項第２号

から第５号までのいずれかに該当す

る扶養親族については 6,500円、同項

第１号に該当する扶養親族（以下「扶

養親族たる子」という。）については

１人につき 14,500円とする。  

４  扶養手当の月額は、第１項第１号

及び第３号から第６号までのいずれ

か に 該 当 す る 扶 養 親 族 に つ い て は

6,500円、同項第２号に該当する扶養

親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき 12,000円

とする。  

（扶養親族の届出）  （扶養親族の届出）  

第９条  新たに職員となつた者に扶養

親族がある場合又は職員に次の各号

のいずれかに該当する事実が生じた

場合においては、その職員は、速やか

にその旨を管理者に届け出なければ

ならない。  

(1) ［略］  

(2)  扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く

に至つた者がある場合（前条第１

項第１号、第２号又は第４号に該

当する扶養親族が、 22歳に達した

第９条  新たに職員となつた者に扶養

親族がある場合又は職員に次の各号

のいずれかに該当する事実が生じた

場合においては、その職員は、直ちに

その旨を管理者に届け出なければな

らない。  

(1) ［略］  

(2)  扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く

に至つた者がある場合（前条第１

項第２号、第３号又は第５号に該

当する扶養親族が、 22歳に達した
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日以後の最初の３月 31日の経過に

より、扶養親族としての要件を欠

くに至つた場合を除く。）  

日以後の最初の３月 31日の経過に

より、扶養親族としての要件を欠

くに至つた場合を除く。）  

２～６  ［略］  ２～６  ［略］  

（住居手当）  （住居手当）  

第 10条の２  ［略］  第 10条の２  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  前各項に規定するもののほか、住

居手当の支給については、神戸市職

員の給与等に関する条例の適用を受

け る 職 員 の 住 居 手 当 支 給 の 例 に よ

る。ただし、届出に際する様式につい

ては、様式第２の住居届を用いるも

のとする。  

４  前各項に規定するもののほか、住

居手当の支給については、神戸市職

員の給与等に関する条例（昭和 26年

３月条例第８号）の適用を受ける職

員の住居手当支給の例による。ただ

し、届出に際する様式については、様

式 第 ２ の 住 居 届 を 用 い る も の と す

る。  

（通勤手当）  （通勤手当）  

第 11条  ［略］  第 11条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  通勤手当の額は、支給単位期間に

つき、次の各号に掲げる額とする。  

(1) 通勤のため交通機関等を利用し

て、その運賃等を負担することを

常例とする職員については、その

者の支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下「運

賃等相当額」という。）とする。た

だし、運賃等相当額を支給単位期

間の月数で除して得た額（以下「１

３  通勤手当の額は、支給単位期間に

つき、次の各号に掲げる額とする。  

(1) 通勤のため交通機関等を利用し

て、その運賃等を負担することを

常例とする職員については、その

者の支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下「運

賃等相当額」という。）とする。た

だし、運賃等相当額を支給単位期

間の月数で除して得た額（以下「１
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箇月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が 150,000円を超えるときは、

支給単位期間につき、150,000円に

支給単位期間の月数を乗じて得た

額（その者が２以上の交通機関等

を利用するものとして当該運賃等

の額を算出する場合において、１

箇月当たりの運賃等相当額の合計

額が 150,000円を超えるときは、そ

の者の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間に

つき、150,000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額）とする。 

箇月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が 55,000円を超えるときは、

支給単位期間につき、 55,000円に

支給単位期間の月数を乗じて得た

額（その者が２以上の交通機関等

を利用するものとして当該運賃等

の額を算出する場合において、１

箇月当たりの運賃等相当額の合計

額が 55,000円を超えるときは、そ

の者の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間に

つき、 55,000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額）とする。 

(2)～ (5) ［略］  (2)～ (5) ［略］  

４～７  ［略］   ４～７  ［略］  

（単身赴任手当）  （単身赴任手当）  

第 11条の２  条例第５条の２に定める

単身赴任手当の月額は、30,000円 (管

理者が定めるところにより算定した

職員の住居と配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の住居との間の交通距

離 (以下単に「交通距離」という。)が

管理者が定める距離以上である職員

にあつては、その額に、70,000円を超

えない範囲内で交通距離の区分に応

じ て 管 理 者 が 定 め る 額 を 加 算 し た

額 )とする。  

第 11条の２  条例第５条の２に定める

単身赴任手当の月額は、30,000円 (管

理者が定めるところにより算定した

職員の住居と配偶者の住居との間の

交通距離 (以下単に「交通距離」とい

う。)が管理者が定める距離以上であ

る職員にあつては、その額に、70,000

円を超えない範囲内で交通距離の区

分に応じて管理者が定める額を加算

した額 )とする。  
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２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

 （特定任用付職員業績手当）  

 第 17条の５  条例第 11条の特に顕著な

業績を挙げたかどうかは、特定任期

付職員が採用された際に、期待され

た業績に照らして判断するものとす

る。  

第 17条の６  特定任用付職員業績手当

は、12月１日（以下「基準日」という。）

に在職する特定任期付職員のうち、

採用された日から当該基準日までの

間（特定任期付職員業績手当の支給

を受けたことのある者にあつては、

支給を受けた直近の当該手当に係る

基準日の翌日から直近の基準日まで

の間）にその者の特定任期付職員と

しての業務に関し特に顕著な業績を

挙げたと認められるものに対し、当

該基準日の属する月の神戸市水道局

企業職員の期末手当等の支給に関す

る規程（昭和 41年 12月神戸市水道管

理規程第 20号）第３条の２第１号に

規定する支給日に支給することがで

きる。  

（給与の減額）  （給与の減額）  

第 19条  次条に規定する場合及び勤務

時間規程第５条第１項に規定する職

員の休日である場合及び休暇（同規

第 19条  次条に規定する場合及び勤務

時間規程第５条第１項に規定する職

員の休日である場合及び休暇（同規
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程 第 16条 の ７ に 規 定 す る 介 護 休 暇

（以下「介護休暇」という。）、同規

程 第 16条 の ８ に 規 定 す る 介 護 時 間

（以下「介護時間」という。）及び同

規程第 16条の６に規定する育児部分

休暇（以下「育児部分休暇」という。）

を除く。）による場合のほか、勤務を

要するときにおいて勤務しないとき

（神戸市水道局企業職員の育児休業

等に関する規程（平成４年４月神戸

市水道管理規程第３号）第 11条第 2項

に規定する部分休業（以下「部分休

業」という。）の承認、神戸水道局企

業職員の高齢者部分休業に関する規

程（平成 29年 10月水道管理規程第３

号）第１条に規定する高齢者部分休

業（以下「高齢者部分休業」という。）

の承認、勤務時間規程第 17条第１項

に規定する介護休暇及び介護時間の

承認（以下「介護休暇及び介護時間の

承認」という。）並びに勤務時間規程

第 16条の６に規定する育児部分休暇

の承認（以下「育児部分休暇の承認」

という。）を受けたときを含む。）は、

すべて給与を減額する。  

程 第 16条 の ６ に 規 定 す る 介 護 休 暇

（以下「介護休暇」という。）及び同

規程第 16条の７に規定する介護時間

（以下「介護時間」という。）を除く。）

による場合のほか、勤務を要すると

きにおいて勤務しないとき（神戸市

水道局企業職員の育児休業等に関す

る規程（平成４年４月神戸市水道管

理規程第３号）第 11条第２項に規定

する部分休業（以下「部分休業」とい

う。）の承認、神戸水道局企業職員の

高齢者部分休業に関する規程（平成

29年 10月水道管理規程第３号）第１

条に規定する高齢者部分休業（以下

「高齢者部分休業」という。）の承認

並びに勤務時間規程第 17条第１項に

規定する介護休暇及び介護時間の承

認を受けたときを含む。）は、すべて

給与を減額する。  

２  職員が承認がなくて勤務しなかつ

た時間数、部分休業の承認を受けて

勤務しなかつた時間数、高齢者部分

２  職員が承認がなくて勤務しなかつ

た時間数、部分休業の承認を受けて

勤務しなかつた時間数、高齢者部分
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休業の承認を受けて勤務しなかつた

時間数、介護休暇及び介護時間の承

認を受けて勤務しなかつた時間数並

びに育児部分休暇の承認を受けて勤

務しなかった時間数は、その期間ご

とに通算し、その時間数に１時間未

満の端数を生じた場合は、時間外勤

務手当の計算の例により処置するも

のとする。  

休業の承認を受けて勤務しなかつた

時間数並びに介護休暇及び介護時間

の承認を受けて勤務しなかつた時間

数は、その期間ごとに通算し、その時

間数に１時間未満の端数を生じた場

合は、時間外勤務手当の計算の例に

より処置するものとする。  

３  ［略］  ３  ［略］  

４  職員が承認がなくて勤務しないと

き、部分休業の承認を受けて勤務し

ないとき、介護休暇及び介護時間の

承認を受けて勤務しないとき並びに

育児部分休暇の承認を受けて勤務し

ないときに減額すべき給与額は、給

料、地域手当、初任給調整手当及び特

殊勤務手当（月額で支給するものに

限る。）のそれぞれに対応する額に分

け、次期以降において支給する当該

給与から減ずるものとする。  

５、６  ［略］  

４  職員が承認がなくて勤務しないと

き、部分休業の承認を受けて勤務し

ないとき並びに介護休暇及び介護時

間の承認を受けて勤務しないときに

減額すべき給与額は、給料、地域手

当、初任給調整手当及び特殊勤務手

当（月額で支給するものに限る。）の

それぞれに対応する額に分け、次期

以降において支給する当該給与から

減ずるものとする。  

 

５、６  ［略］  
  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  
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(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後  改正前  

別表第１ 企業一般職給料表（第４条関係）         別表第１ 企業一般職給料表（第４条関係）         

  職員の

区分 

  
職務

の級 
１級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  ８級    

  職員の

区分 

  
職務

の級 
１級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  ８級  

  

    号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額       号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額   

  定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

    円    円    円    円    円    円       円       円      定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

    円    円    円    円    円    円       円       円    

  1 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 370,600 537,800     1 ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  370,600 480,600   

  2       373,100 548,300     2       373,100 484,200   

  3       375,600 558,500     3       375,600 487,800   

  4       378,100 567,900     4       378,100 491,300   

  5       380,500 576,500     5       380,500 494,800   

  6       383,700 583,900     6       383,700 498,400   

  7       386,900 591,000     7       386,900 502,000   

  8       390,100 598,100     8       390,100 505,600   

  9       393,300 604,600     9       393,300 509,000   

  10       396,700 610,200     10       396,700 512,600   

  11       400,100 614,700     11       400,100 516,200   

  12       403,500 618,200     12       403,500 519,800   

  13       406,800 621,200     13       406,800 523,100   

  14       410,200 623,700     14       410,200 526,800   

  15       413,600 625,700     15       413,600 530,500   

  16       417,000 627,200     16       417,000 534,200   

  17       420,300 628,200     17       420,300 537,800   

  18       423,800 629,200     18       423,800 541,300   

  19       427,300      19       427,300 544,800   

  20       430,700      20       430,700 548,300   

  21       434,100      21       434,100 551,800   

  22       437,600      22       437,600 555,200   

  23       441,100      23       441,100 558,500   

  24       444,600      24       444,600 561,800   
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  25       448,000      25       448,000 564,900   

  26       451,400      26       451,400 567,900   

  27       454,700      27       454,700 570,800   

  28       458,000      28       458,000 573,700   

  29       461,200      29       461,200 576,500   

  30       464,400      30       464,400 578,400   

  31       467,500      31       467,500 580,300   

  32       470,600      32       470,600 582,200   

  33       473,700      33       473,700 583,900   

  34       476,700      34       476,700 585,700   

  35       479,700      35       479,700 587,500   

  36       482,700      36       482,700 589,300   

  37       485,700      37       485,700 591,000   

  38       488,700      38       488,700 592,200   

  39       491,700      39       491,700 593,400   

  40       494,600      40       494,600 594,600   

  41       497,500      41       497,500 595,700   

  42       499,800      42       499,800 596,900   

  43       502,100      43       502,100 598,100   

  44       504,300      44       504,300 599,300   

  45       506,200      45       506,200 600,400   

  46       507,700      46       507,700 601,300   

  47       509,200      47       509,200 602,200   

  48       510,700      48       510,700 603,100   

  49       512,100      49       512,100 603,800   

  50       512,900      50       512,900 604,600   

  51       513,700      51       513,700 605,400   

  52       514,500      52       514,500 606,200   

  53       515,400      53       515,400 607,000   

  54       516,100      54       516,100 607,800   
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  55       516,800      55       516,800 608,600   

  56       517,500      56       517,500 609,400   

  57       518,300      57       518,300 610,200   

  58       519,000      58       519,000 611,000   

  59       519,700      59       519,700 611,800   

  60       520,400      60       520,400 612,600   

  61       521,000      61       521,000 613,400   

  62       521,700      62       521,700 

 

  

  63       522,400      63       522,400 

 

  

  64       523,100      64       523,100 

 

  

  65       523,700      65       523,700 

 

  

  66       524,400 

 

    66       524,400 

 

  

  67       525,100 

 

    67       525,100 

 

  

  68       525,800 

 

    68       525,800 

 

  

  69       526,400 

 

    69       526,400 

 

  

  70       527,500 

 

    70       527,500 

 

  

  71       528,600 

 

    71       528,600 

 

  

  72       529,700 

 

    72       529,700 

 

  

  73       530,600 

 

    73       530,600 

 

  

  74       531,700 

 

    74       531,700 

 

  

  75       532,800 

 

    75       532,800 

 

  

  76       533,900 

 

    76       533,900 

 

  

  77       535,000 

 

    77       535,000 

 

  

  78        

 

    78       536,200 

 

  

  79        

 

    79       537,300 

 

  

  80        

 

    80       538,400 

 

  

  81        

 

    81       539,400 

 

  

  82       

  

    82       

  

  

  83       

  

    83       

  

  

  84       

  

    84       
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  85       

  

    85       

  

  

  86       

  

    86       

  

  

  87       

  

    87       

  

  

  88       

  

    88       

  

  

  89       

  

    89       

  

  

  90       

  

    90       

  

  

  91       

  

    91       

  

  

  92       

  

    92       

  

  

  93       

  

    93       

  

  

  94       

  

    94       

  

  

  95       

  

    95       

  

  

  96       

  

    96       

  

  

  97       

  

    97       

  

  

  98       

  

    98       

  

  

  99       

  

    99       

  

  

  100       

  

    100       

  

  

  101       

  

    101       

  

  

  102       

  

    102       

  

  

  103       

  

    103       

  

  

  104       

  

    104       

  

  

  105       

  

    105       

  

  

  106       

  

    106       

  

  

  107       

  

    107       

  

  

  108       

  

    108       

  

  

  109       

  

    109       

  

  

  110       

  

    110       

  

  

  111       

  

    111       

  

  

  112       

  

    112       

  

  

  113       

  

    113       

  

  

  114       

  

    114       
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  115       

  

    115       

  

  

  116       

  

    116       

  

  

  117       

  

    117       

  

  

  118       

  

    118       

  

  

  119       

  

    119       

  

  

  120       

  

    120       

  

  

  121       

  

    121       

  

  

  122       

  

    122       

  

  

  123       

  

    123       

  

  

  124       

  

    124       

  

  

  125       

  

    125       

  

  

  126       

  

    126       

  

  

  127       

  

    127       

  

  

  128       

  

    128       

  

  

  129       

  

    129       

  

  

  130       

  

    130       

  

  

  131       

  

    131       

  

  

  132       

  

    132       

  

  

  133       

  

    133       

  

  

  134       

  

    134       

  

  

  135       

  

    135       

  

  

  136       

  

    136       

  

  

  137       

  

    137       

  

  

 
定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  

  

  

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額   
定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  

 

  

  

  

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額  

 円  円  円  円  円  円  円  円      円    円    円    円    円    円    円    円   

  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

    

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

  

        

      

        

   備考  
         

     備考  
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    １ ［略］ 
         

    １ ［略］ 
        

  

    ２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務

職員を除く。）の給料月額は、この表の額に 8,800円をそれぞれ加算した額とする。 

  ３ ［略］ 

 
    ２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務

職員を除く。）の給料月額は、この表の額に 7,700円をそれぞれ加算した額とする。 

  ３ ［略］ 

  

    

        

別表第２  企業職給料表（第４条関係）       別表第２  企業職給料表（第４条関係）      

  職員の区

分  

  
職務の

級  
１級  ２級  ３級  ４級     

  職員の区

分  

  
職務の

級  
１級  ２級  ３級  ４級  ５級  

  

    号給  給料月額  給料月額  給料月額  給料月額         号給  給料月額  給料月額  給料月額  給料月額  給料月額    

  定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員  

     円    円     円  円       地方公務

員法第

22 条の 4

第 1 項の

規定によ

り採用さ

れた職員

(以下

「定年前

再任用短

時間勤務

職員」と

いう。 )

以外の職

員  

     円    円     円  円      円    

  1 ［略］  ［略］ ［略］  ［略］       1 ［略］  ［略］ ［略］  ［略］  275,600   

  2          2     277,400   

  3          3     279,200   

  4          4     281,000   

  5          5     282,900   

  6          6     284,700   

  7          7     286,600   

  8          8     288,500   

  9          9     290,400   

  10          10     291,800   

  11          11     293,300   

  12          12     294,700   

  13          13     296,000   

  14          14     297,200   

  15          15     298,500   

  16          16     299,700   

  17          17     301,000   

  18          18     302,600   

  19          19     304,100   

  20          20     305,700   

  21          21     307,300   
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  22          22     308,900   

  23          23     310,500   

  24          24     312,100   

  25          25     313,800   

  26          26     315,500   

  27          27     317,200   

  28          28     318,800   

  29          29     320,500   

  30          30     322,000   

  31          31     323,500   

  32          32     325,000   

  33          33     326,600   

  34          34     327,900   

  35          35     329,200   

  36          36     330,500   

  37          37     331,800   

  38          38     333,100   

  39          39     334,400   

  40          40     335,700   

  41          41     337,000   

  42          42     338,700   

  43          43     340,400   

  44          44     342,000   

  45          45     343,600   

  46          46     345,000   

  47          47     346,200   

  48          48     347,500   

  49          49     348,800   

  50          50     350,200   

  51          51     351,500   
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  52          52     352,900   

  53          53     354,200   

  54          54     355,400   

  55          55     356,600   

  56          56     357,700   

  57          57     358,700   

  58          58     359,500   

  59          59     360,300   

  60          60     361,100   

  61          61     361,800   

  62          62     362,500   

  63          63     363,200   

  64          64     363,900   

  65          65     364,500   

  66          66     365,000   

  67          67     365,500   

  68          68     366,000   

  69          69     366,500   

  70          70     366,900   

  71          71     367,400   

  72          72     367,800   

  73          73     368,300   

  74          74     368,800   

  75          75     369,300   

  76          76     369,800   

  77          77     370,200   

  78          78     370,700   

  79          79     371,200   

  80          80     371,600   

  81          81     372,000   
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  82          82     372,500   

  83          83     372,900   

  84          84     373,300   

  85          85     373,700   

  86          86     374,000   

  87          87     374,300   

  88          88     374,500   

  89          89     374,800   

  90          90     375,100   

  91          91     375,400   

  92          92     375,600   

  93          93     375,800   

  94          94     376,100   

  95          95     376,300   

  96          96     376,500   

  97          97     376,700   

  98          98     377,000   

  99          99     377,200   

  100          100     377,400   

  101          101     377,600   

  102          102     377,800   

  103          103     378,000   

  104          104     378,200   

  105          105     378,400   

  106          106     378,600   

  107          107     378,800   

  108          108     379,000   

  109          109     379,100   

  110          110     379,300   

  111          111     379,500   
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  112          112     379,600   

  113          113     379,700   

  114     

 

    114         

  115     

 

    115         

  116     

 

    116         

  117     

 

    117         

  118     

 

    118         

  119     

 

    119         

  120     

 

    120         

  121     

 

    121         

  122     

 

    122         

  123     

 

    123         

  124     

 

    124         

  125     

 

    125         

 

定年前再

任用短時

間勤務職

員  

 

基準給料

月額  

基準給料

月額  

基準給料

月額  

基準給料

月額  

 

  

定年前再

任用短時

間勤務職

員  

  

  

  

基準給料

月額  

基準給料

月額  

基準給料

月額  

基準給料

月額  

基準給料

月額   

    円  円     円     円        円     円     円     円    円   

  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］       ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  308,200   

        

 

備考  この表は、水道局職員職名規程（昭和 31 年 8 月水道管理規程第６号）別表第

１の作業手に適用する。   

備考   この表は、工事業務、貯浄配水場における維持管理業務等の現場業務に従事す

る職員に適用し、その範囲は別に指定する。  
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表第３  特定任期付職員給料表（第

４条関係）  

別表第３  特定任期付職員給料表（第

４条関係）  

号給  給料月額  

 

１  

２  

３  

４  

５  

６  

７  

 

円  

392,000 

440,000 

492,000 

555,000 

634,000 

740,000 

864,000 

 

号給  給料月額  

 

１  

２  

３  

４  

５  

６  

７  

８  

円  

697,000 

751,000 

808,000 

884,000 

953,000 

1,021,000 

1,094,000 

1,160,000 
 

 備考  この表は、特定任期付職員に

適用する。  
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（水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部改正）  

第２条  神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程 (昭和 41年 12月

水道管理規程第 20号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第３条  ［略］  第３条  ［略］  

２  期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 125（管理職手当の支給に関する

規程（昭和 41年 12月神戸市水道管理

規程第 19号）別表の支給区分欄の甲

及 び 乙 の 適 用 を 受 け る 職 に あ る 者

（以下「特定幹部職員」という。）に

あつては、 100分の 105を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の在職期間（職員と

して在職した期間をいう。）の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。  

２  期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 125（管理職手当の支給に関する

規程（昭和 41年 12月神戸市水道管理

規程第 19号）別表の支給区分欄の甲

及 び 乙 の 適 用 を 受 け る 職 に あ る 者

（以下「特定幹部職員」という。）に

あつては、100分の 105、特定任期付職

員（地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成 14年

法律第 48号）第３条第１項の規定に

より採用された職員をいう。以下同

じ。）にあつては 100分の 230）を乗じ

て得た額に、基準日以前６箇月以内

の 期 間 に お け る そ の 者 の 在 職 期 間
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（職員として在職した期間をいう。）

の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３～ 12 ［略］  ３～ 12 ［略］  

第３条の２  前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号のいずれかに該当

する者には、当該各号の基準日に係

る期末手当（第４号に掲げるものに

あつては、その支給を一時差し止め

た期末手当）は、支給しない。  

(1)、 (2) ［略］  

第３条の２  前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号のいずれかに該当

する者には、当該各号の基準日に係

る期末手当（第４号に掲げるものに

あつては、その支給を一時差し止め

た期末手当）は、支給しない。  

(1)、 (2) ［略］  

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日

から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職をした職員

（前２号に掲げる者を除く。）で、

その離職をした日から当該支給日

の前日までの間に拘禁刑以上の刑

に処せられたもの  

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日

から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職をした職員

（前２号に掲げる者を除く。）で、

その離職をした日から当該支給日

の前日までの間に禁錮以上の刑に

処せられたもの  

(4) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消され

た者を除く。）で、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられたもの  

(4) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消され

た者を除く。）で、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられたもの  

第３条の３  管理者は、支給日に期末

手当を支給することとされていた職

第３条の３  管理者は、支給日に期末

手当を支給することとされていた職
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員で当該支給日の前日までに離職を

したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給

を一時差し止めることかできる。  

(1) 離職をした日から当該支給日の

前日までの間に、その者の在職期

間中又は公益的法人等（公益的法

人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成 12年法律

第 50号）第２条第１項に規定する

公益的法人等をいう。以下同じ。）

への派遣の期間中若しくは特定法

人（同法第 10条第１項に規定する

特定法人をいう。以下同じ。）若し

くは公共施設等運営権者（民間資

金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成 11

年法律第 117号）第９条第４号に規

定 す る 公 共 施 設 等 運 営 権 者 を い

う。以下同じ。）の業務に従事して

いた期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が起訴（当該起訴

に係る犯罪について拘禁刑以上の

刑が定められているものに限り、

刑事 訴 訟法 （ 昭 和 2 3年法 律 第 1 3 1

号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。第３項において

同じ。）をされ、その判決が確定し

員で当該支給日の前日までに離職を

したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給

を一時差し止めることかできる。  

(1) 離職をした日から当該支給日の

前日までの間に、その者の在職期

間中又は公益的法人等（公益的法

人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成 12年法律

第 50号）第２条第１項に規定する

公益的法人等をいう。以下同じ。）

への派遣の期間中若しくは特定法

人（同法第 10条第１項に規定する

特定法人をいう。以下同じ。）若し

くは公共施設等運営権者（民間資

金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成 11

年法律第 117号）第９条第４号に規

定 す る 公 共 施 設 等 運 営 権 者 を い

う。以下同じ。）の業務に従事して

いた期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が起訴（当該起訴

に係る犯罪について禁錮以上の刑

が定められているものに限り、刑

事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）

第６編に規定する略式手続による

も の を 除 く 。 第 ３ 項 に お い て 同

じ。）をされ、その判決が確定して
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ていない場合  いない場合  

(2) ［略］  (2) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  管理者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至

つた場合には、速やかに当該一時差

止 処 分 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な

い。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、一時差止処分を受けた者が

その者の在職期間中又は公益的法人

等への派遣の期間中若しくは特定法

人若しくは公共施設等運営権者の業

務に従事していた期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されてい

るときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反す

ると認めるときは、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該

一時差止処分の理由となつた行為

に係る刑事事件に関し拘禁刑以上

の刑に処せられなかつた場合  

３  管理者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至

つた場合には、速やかに当該一時差

止 処 分 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な

い。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、一時差止処分を受けた者が

その者の在職期間中又は公益的法人

等への派遣の期間中若しくは特定法

人若しくは公共施設等運営権者の業

務に従事していた期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されてい

るときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反す

ると認めるときは、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該

一時差止処分の理由となつた行為

に係る刑事事件に関し禁錮以上の

刑に処せられなかつた場合  

(2)、 (3) ［略］  

４  ［略］  

(2)、 (3) ［略］  

４  ［略］  

（勤勉手当）  （勤勉手当）  

第４条  勤勉手当は、６月１日又は 12

月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員に対し支給する。こ

第４条  勤勉手当は、６月１日又は 12

月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員（特定任期付職員を
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れらの基準日前１箇月以内に退職を

し、若しくは地方公務員法第 16条第

１号に該当して同法第 28条第４項の

規定による失職をし、又は死亡をし

た職員についても、同様とする。  

除く。）に対し支給する。これらの基

準日前１箇月以内に退職をし、若し

くは地方公務員法第 16条第１号に該

当して同法第 28条第４項の規定によ

る失職をし、又は死亡をした職員に

ついても、同様とする。  

２～６  ［略］  ２～６  ［略］  

 （水道局非常勤職員の給与に関する規程の一部改正）  

第３条  水道局非常勤職員の給与に関する規程 (昭和 32年 3月水道管理規程第 13

号 )の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  
  

（非常勤の職員の給与）  （非常勤の職員の給与）  

第２条  ［略］  第２条  ［略］  

２  前項の給与の額は、勤務１日につ

き 3 4 , 7 0 0円 を 超 え な い 範 囲 内 と す

る。ただし、管理者が特に必要と認め

た場合は、神戸市水道局企業職員の

給与に関する規程（昭和 31年 11月神

戸市水道管理規程第９号。以下「給与

規程」という。）別表第１企業一般職

２  前項の給与の額は、勤務１日につ

き 3 4 , 2 0 0円 を 超 え な い 範 囲 内 と す

る。ただし、管理者が特に必要と認め

た場合は、神戸市水道局企業職員の

給与に関する規程（昭和 31年 11月神

戸市水道管理規程第９号。以下「給与

規程」という。）別表第１企業一般職
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給料表に掲げる額を超えない範囲内

で月額で定めることができる。  

３、４  ［略］  

給料表に掲げる額を超えない範囲内

で月額で定めることができる。  

３、４  ［略］  
  

（水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正）  

第４条  水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程（平成 20年３月水道管理規程第

17号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。    

改正後  改正前  

（特殊勤務手当の種類）  （特殊勤務手当の種類）  

第２条  特殊勤務手当（以下「手当」と

いう。）の種類は、次のとおりとする。 

第２条  特殊勤務手当（以下「手当」と

いう。）の種類は、次のとおりとする。 

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 夏季作業手当   

（災害応急対応等派遣手当）  （災害応急対応等派遣手当）  

第７条  災害応急対応等派遣手当は、

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号）第２条第１号に規定する災害が

発生した本市の区域外の地域（国内

に限る。）に派遣され、災害応急対応

又は災害復旧対応の業務に従事する

職員に対して支給し、その額は、日額

第７条  災害応急対応等派遣手当は、

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号）第２条第１号に規定する災害が

発生した本市の区域外の地域（国内

に限る。）に派遣され、災害応急対応

又は災害復旧対応の業務に従事する

職員に対して支給し、その額は、日額
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1,080円とする。ただし、発災後相当

期間経過後に派遣され、当該災害が

発生した地域を管轄する地方公共団

体から給与その他の給付を受ける職

員に対しては支給しない。  

 

２  前項に規定する手当の額は、前項

の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合にあっては、当該各号に定

める額とし、同一の日において当該

各号に掲げる場合の２以上の業務に

該当するときは、当該各号に定める

額のうち最も高い額とする。  

1,000円とする。ただし、発災後相当

期間経過後に派遣され、当該災害が

発生した地域を管轄する地方公共団

体から給与その他の給付を受ける職

員に対しては支給しない。  

 

２  前項に規定する手当の額は、前項

の規定にかかわらず、災害対策基本

法第 63条第１項に規定する警戒区域

その他これに類する区域において前

項に掲げる業務に従事する場合にあ

っては、日額 2,000円とする。  

(1) 第１項に掲げる業務のうち、屋

外において行う業務に日没時から

日出時までの間において従事する

場合  日額 1,620円  

 

(2)  第１項に掲げる業務（前号に掲

げるものを除く）に深夜において

従事する場合  日額 1,620円  

 

(3)  災害対策基本法第 63条第１項に

規定する警戒区域その他これに類

する区域において第１項に掲げる

業 務 に 従 事 す る 場 合  日 額 2,160

円  

 

（夏季作業手当）   

第９条  夏季作業手当は、環境省が公

表する地点名「神戸（兵庫）」におけ
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る湿球黒球温度が摂氏 28度以上を記

録した日に次の各号に掲げる業務に

１日当たり１時間以上従事したもの

に対して支給し、その額は、日額 200

円（当該業務に従事する時間が１日

当たり３時間以上となるものに対し

ては日額 500円）とする。  

(1) 屋外において行う業務   

(2) 前号に類する環境において行う

業務  

 

第 10条、第 11条  ［略］  第９条、第 10条  ［略］  
  

 （水道局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正）  

第５条  水道局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程（昭和 33年３月水道

管理規程第 12号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  
  

（目的）  

第１条  水道局に勤務する職員で常時

勤務を要するもの並びに短時間勤務

職員（定年前再任用短時間勤務職員

（地方公務員法（昭和 25年法律第 261

（目的）  

第１条  水道局に勤務する職員で常時

勤務を要するもの並びに短時間勤務

職員（定年前再任用短時間勤務職員

（地方公務員法（昭和 25年法律第 261
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号）第 22条の４第１項の規定により

採用された職員をいう。以下同じ。）、

育児短時間勤務職員等（地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第 110号）第 10条第３項の規定

により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた職員（同法

第 17条の規定による短時間勤務をす

ることとなった職員を含む。）をい

う。以下同じ。）及び任期付短時間勤

務職員（地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第 48号）第５条の規定によ

り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 以 下 同

じ。）をいう。以下同じ。）の勤務時

間、休日及び休暇に関しては、別に定

めるものを除き、この規程の定める

ところによる。  

（１週間の勤務時間等）  

号）第 22条の４第１項の規定により

採用された職員をいう。以下同じ。）、

育児短時間勤務職員等（地方公務員

の育児休業に関する法律（平成３年

法律第 110号）第 10条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時

間勤務の承認を受けた職員（同法第

17条の規定による短時間勤務をする

こととなった職員を含む。）をいう。

以下同じ。）及び任期付短時間勤務職

員（地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成 14年

法律第 48号）第５条の規定により採

用された職員をいう。以下同じ。）を

いう。以下同じ。）の勤務時間、休日

及び休暇に関しては、別に定めるも

のを除き、この規程の定めるところ

による。  

（１週間の勤務時間等）  

第２条  前条に規定する職員（以下「職

員」という。）の勤務時間は、休憩時

間を除き１週間について 38時間 45分

（定年前再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員にあっては 15

時間 30分から 31時間までの範囲内で

水道事業者（以下「管理者」という。）

が定める時間、育児短時間勤務職員

等の勤務時間にあっては、１週間に

第２条  前条に規定する職員（以下「職

員」という。)の勤務時間は、休憩時

間を除き１週間について 38時間 45分

（定年前再任用短時間勤務職員にあ

っては 15時間 30分から 31時間までの

範囲内、任期付短時間勤務職員にあ

っては 30時間、育児短時間勤務職員

等の勤務時間にあっては、１週間に

ついて、19時間 30分、20時間、23時間
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ついて、19時間 30分、20時間、23時間

15分、23時間 45分のいずれかのうち、

管理者が定める時間）とする。ただ

し、特別の形態によって勤務する必

要のある職員（短時間勤務職員を除

く。以下「特別勤務職員」という。）

は、１週間当たり 38時間 45分とする。 

15分、23時間 45分のいずれかのうち、

水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）が定めるものとする。ただし、

特別の形態によって勤務する必要の

ある職員（短時間勤務職員を除く。以

下「特別勤務職員」という。）は、１

週間当たり 38時間 45分とする。  

２  勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 の 割 振 り

は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める通

りとする。  

２  勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 の 割 振 り

は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める通

りとする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

（勤務時間が休憩時間を除き１週

間 に つ い て 31時 間 で あ る 者 に 限

る。）及び任期付短時間勤務職員

（１日の勤務時間が７時間 45分で

ある者に限る。）については、勤務

時間を月曜日から金曜日まで（こ

れらの日のうちで週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。以下

同じ。）に該当する日を除く。）の

午前８時 45分から午後５時 30分ま

でとし、休憩時間を１時間とする。 

(3) 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

（勤務時間が休憩時間を除き１週

間 に つ い て 31時 間 で あ る 者 に 限

る。）については、勤務時間を月曜

日から金曜日まで（これらの日の

うちで週休日（勤務時間を割り振

らない日をいう。以下同じ。）に該

当する日を除く。）の午前８時 45分

から午後５時 30分までとし、休憩

時間を１時間とする。  

(4) 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

（前号に掲げる職員を除く。）及び

任期付短時間勤務職員（前号に掲

げる職員を除く。）については、別

(4) 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

（前号に掲げる職員を除く。）及び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て

は、別表第２のとおりとする。  
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表第２のとおりとする。  

(5) ［略］  

３～６  ［略］  

 

(5) ［略］  

３～６  ［略］  

（休暇）  （休暇）  

第６条  ［略］  

２  休暇は、１日を単位として与える。

ただし、次に掲げる休暇については、

それぞれ当該各号に定める日、時間

又は分を単位として与えることがで

きる。  

第６条  ［略］  

２  休暇は、１日を単位として与える。

ただし、次に掲げる休暇については、

それぞれ当該各号に定める日、時間

又は分を単位として与えることがで

きる。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2)  年次有給休暇、特別休暇のうち

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子の

看 護 等 休 暇 及 び 短 期 の 介 護 休 暇  

１日、半日、１時間  

(2)  年次有給休暇、特別休暇のうち

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子の

看護休暇及び短期の介護休暇  １

日、半日、１時間  

(3) ［略］  (3) ［略］  

(4)  特別休暇のうち育児部分休暇  

15分  

(4) 介護時間  15分  

(5) 介護時間  15分   

３  前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら

ず、短時間勤務職員のうち、１日の勤

務時間が７時間 45分未満の者につい

ては、休暇の単位は、介護休暇につい

ては、１日、１時間又は 45分（１日の

勤務時間が４時間 45分未満の者につ

いては、１日又は１時間）、年次有給

休暇、特別休暇のうち健康支援休暇、

３  前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら

ず、短時間勤務職員のうち、１日の勤

務時間が７時間 45分未満の者につい

ては、休暇の単位は、介護休暇につい

ては、１日、１時間又は 45分（１日の

勤務時間が４時間 45分未満の者につ

いては、１日又は１時間）、年次有給

休暇、特別休暇のうち健康支援休暇、
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出生サポート休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、子の看護等休暇及び短

期の介護休暇については１日、１時

間、特別休暇のうち健康支援休暇、出

生サポート休暇、出産補助休暇、育児

参加休暇、子の看護等休暇及び短期

の介護休暇を除いたものについては

１日、介護時間については 15分を単

位として与える。  

出生サポート休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、子の看護休暇及び短期

の介護休暇については１日、１時間、

特別休暇のうち健康支援休暇、出生

サポート休暇、出産補助休暇、育児参

加休暇、子の看護休暇及び短期の介

護 休 暇 を 除 い た も の に つ い て は １

日、介護時間については 15分を単位

として与える。  

４、５  ［略］  ４、５  ［略］  

（特別休暇）  （特別休暇）  

第９条  ［略］  第９条  ［略］  

２  前項の特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、年

次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献活動

休暇、子の看護等休暇、短期の介護休

暇及び育児部分休暇とする。  

２  前項の特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、年

次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献活動

休暇、子の看護休暇及び短期の介護

休暇とする。  

３  ［略］  ３  ［略］  

（社会貢献活動休暇）  （社会貢献活動休暇）  

第 16条の３  職員が自発的に、かつ、報

酬を得ないで、国内において、原則と

して次に掲げる社会に貢献する活動

（専ら親族に対する支援となる活動

を除く。）を行う場合で、その勤務し

ないことが相当であると認められる

場合は、願い出により一の年度につ

第 16条の３  職員が自発的に、かつ、報

酬を得ないで、国内において、原則と

して次に掲げる社会に貢献する活動

（専ら親族に対する支援となる活動

を除く。）を行う場合で、その勤務し

ないことが相当であると認められる

場合は、願い出により一の年度につ
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き５日以内の社会貢献活動休暇を与

える。ただし、半日を単位に社会貢献

活動休暇を与えた場合についても、

日数の計算においては１日の社会貢

献活動休暇を与えたものとみなす。  

き５日以内の社会貢献活動休暇を与

える。ただし、半日を単位に社会貢献

活動休暇を与えた場合についても、

日数の計算においては１日の社会貢

献活動休暇を与えたものとみなす。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 民生委員・児童委員（民生委員

支援員等の民生委員・児童委員を

補佐する活動を含む）の活動  

 

(5) 保護司の活動   

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

（子の看護等休暇）  （子の看護休暇）  

第 16条の４  中学校就学の始期に達す

るまでの子（配偶者の子を含む。）を

養育する職員が、その子の看護等（負

傷し、若しくは疾病にかかつたその

子の世話、疾病の予防を図るために

必要なその子の世話、感染症に伴う

学級閉鎖等によりその子の世話を行

うこと又はその子の教育若しくは保

育に係る行事（入園、卒園、入学又は

卒 業 の 式 典 そ の 他 こ れ に 準 ず る 式

典）への参加をいう。）のため勤務し

ないことが相当であると認められる

場合、願い出により一の年度につき

５日（対象となる子が２人以上の場

合にあっては、10日）の子の看護等休

暇を与える。  

第 16条の４  中学校就学の始期に達す

るまでの子（配偶者の子を含む。）を

養育する職員が、その子の看護等（負

傷し、若しくは疾病にかかつたその

子の世話、疾病の予防を図るために

必要なその子の世話又は感染症に伴

う学級閉鎖等によりその子の世話を

行うことをいう。）のため勤務しない

こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場

合、願い出により一の年度につき５

日（対象となる子が２人以上の場合

にあっては、10日）の子の看護休暇を

与える。  
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（育児部分休暇）   

第 16条の６  職員（育児短時間勤務職

員等及び任期付短時間勤務職員を除

く。）が請求した場合において、公務

の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き

は、当該職員が満６歳に達する日後

の最初の４月１日から満９歳に達す

る日以後の最初の３月 31日までの間

にある子（地方公務員の育児休業等

に関する法律第２条第１項に規定す

る子及び職員の配偶者の子をいう。）

を養育するため、１日の勤務時間の

一部（２時間（神戸市水道局企業職員

の育児休業等に関する規程（平成４

年４月水道管理規定第３号。以下「育

休規程」という。）第 10条の規定によ

る部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間がある日については、当該２

時間から当該部分休業の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間）を

超えない範囲内の時間に限る。）につ

き勤務しないことが相当であると認

められる場合、育児部分休暇を与え

る。  

２  育児部分休暇は、正規の勤務時間

の始め又は終わりにおいて、 15分を

単位として与える。  

３  その他、育児部分休暇の承認等に
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関しては育休規程第 10条の規定を準

用する。  

第 16条の７  ［略］  第 16条の６  ［略］  

（介護時間）  （介護時間）  

第 16条の８  ［略］  第 16条の７  ［略］  

２  介護時間の時間は、前項に規定す

る期間内において、１日を通じ、始業

の時刻から連続し、又は終業の時刻

まで連続した２時間（育休規程第 11

条第１項の規定による部分休業又は

第 16条の６の規定による育児部分休

暇の承認を受けて勤務しない時間が

ある日については、当該２時間から

当該部分休業又は当該育児部分休暇

の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間）を超えない範囲内の時間

とする。  

（休暇の願出）  

第 17条  ［略］  

２、３  ［略］  

４  管理者は、介護休暇又は介護時間

の請求について、第 16条の７第１項

又は第 16条の８第１項に定める場合

に該当すると認めるときは、これを

承認しなければならない。ただし、当

該請求に係る期間のうち公務の運営

に 支 障 が あ る 日 又 は 時 間 に つ い て

は、この限りでない。  

２  介護時間の時間は、前項に規定す

る期間内において、１日を通じ、始業

の時刻から連続し、又は終業の時刻

まで連続した２時間（神戸市水道局

企業職員の育児休業等に関する規程

（ 平 成 ４ 年 ４ 月 水 道 管 理 規 程 第 ３

号）第 11条第１項の規定による部分

休業の承認を受けて勤務しない時間

がある日については、当該２時間か

ら当該部分休業の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間）を超えな

い範囲内の時間とする。  

（休暇の願出）  

第 17条  ［略］  

２、３  ［略］  

４  管理者は、介護休暇又は介護時間

の請求について、第 16条の６第１項

又は第 16条の７第１項に定める場合

に該当すると認めるときは、これを

承認しなければならない。ただし、当

該請求に係る期間のうち公務の運営

に 支 障 が あ る 日 又 は 時 間 に つ い て

は、この限りでない。  
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 （管理職手当の支給に関する規程の一部改正）  

第６条  管理職手当の支給に関する規程（昭和 41年 12月水道管理規程第 19号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  

職  支給額  支給区分  

局長（管

理者が定

めるもの

に限

る。）  

［略］  ４種  

［略］  ［略］  ［略］  

備考  

  １  ［略］  

  ２  本表の支給額の欄中「甲」、

「乙」及び「丙」は、支給区分に

応じ、下表に定める月額を表す。 

別表（第２条関係）  

職  支給額  支給区分  

局長（管

理者が定

めるもの

に限

る。）  

［略］  ２種  

［略］  ［略］  ［略］  

備考  

  １  ［略］  

  ２  本表の支給額の欄中「甲」、

「乙」及び「丙」は、支給区分に

応じ、下表に定める月額を表す。 
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支給額  支給区分  月額  

甲  ４種  130,000円  

［略］  ［略］  ［略］  

  ３、４  ［略］  

支給額  支給区分  月額  

甲  ２種  131,000円  

［略］  ［略］  ［略］  

  ３、４  ［略］  

 （管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の一部改正）  

第７条  管理職員特別勤務手当の支給に関する規程（平成４年４月水道管理規程

第２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

(手当の額等 ) (手当の額等 ) 

第３条  条例第 10条の２第１項の規定

による手当の額は、同項の規定によ

る勤務１回につき、次の各号に掲げ

る管理職手当の別表の支給額の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

第３条  手当の額は、条例第 10条の２

第 １ 項 の 規 定 に よ る 勤 務 １ 回 に つ

き、管理職手当の別表に掲げる支給

区 分 に 応 じ 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 と

し、特定任期付職員にあつてはその

者の職務の複雑、困難及び責任の度

に応じ管理者が決定する管理職手当

の別表に掲げる支給区分に応じ次の

各号に掲げる額とする。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

２  前項の規定にかかわらず、特定任  
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期付職員に対する条例第 10条の２第

１項の規定による手当の額は、その

者が受ける神戸市水道局企業職員の

給与に関する規程（昭和 31年 11月水

道管理規程第９号。以下「給与規程」

という。）第４条第８項に規定する特

定任期付職員給料表（以下単に「特定

任期付職員給料表」という。）の号給

又は給与規程第４条 10項の規定によ

る給料月額に応じ次に定める額とす

る。  

(1)  ６号給若しくは７号給又は給与

規程第４条 10項の規定による給料

月額  10,000円  

 

(2) ５号給  8,500円   

(3)  １ 号 給 か ら ４ 号 給 ま で  7,000

円  

 

３  前２項の規定にかかわらず、条例

第 10条の２第１項の規定による勤務

に従事した時間が６時間以上の場合

の勤務にあつては、第１項各号及び

前項各号に掲げる額に 100分の 150を

乗じて得た額とすることができる。  

２  前項の規定にかかわらず、条例第

10条の２の規定による勤務に従事し

た時間が６時間以上の場合の勤務に

あつては、前項各号に掲げる額に 100

分 の 150を 乗 じ て 得 た 額 と す る こ と

ができる。  

第４条  条例第 10条の２第２項の規定

による手当の額は、次の各号に掲げ

る管理職手当の別表の支給額の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

第４条  条例第 10条の２第２項の規定

で定める額は、管理職手当の別表に

掲げる支給区分に応じ次の各号に掲

げる職員の区分に応じ次の各号に掲

げる額とする。  
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(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

２  前項の規定にかかわらず、特定任

期付職員に対する条例第 10条の２第

２項の規定による手当の額は、その

者が受ける特定任期付職員給料表の

号給又は給与規程第４条 10項の規定  

による給料月額に応じ次に定める額

とする。  

 

(1) ６号給若しくは７号給又は給与

規程第４条 10項の規定の規定によ

る給料月額  5,000円  

 

(2) ５号給  4,300円   

(3) １号給から ４ 号給まで  3,500 

円  

 

３  次に掲げる場合には、条例第 10条

の２第２項の規定による管理職員特

別勤務手当を支給しない。この場合

において、職員がした同条第２項の

勤務は、同条第１項の勤務とみなす。 

２  条例第 10条の２第１項の勤務をし

た後、引き続いて同条第２項の勤務

をした場合は、その引き続く勤務に

係る同項の規定による管理職員特別

勤務手当を支給しない。  

(1) 条例第 10条の２第１項の勤務を

した後、引き続いて同条第２項の

勤務をした場合  

 

(2) 条例第 10条の２第２項の勤務を

した後、引き続いて同条第１項の

勤務をした場合  

 

（給与規程附則第７項の規定の適用

を受ける職員の支給額）  

（給与規程附則第７項の規定の適用

を受ける職員の支給額）  

第４条の２  改正後の給与規程附則第 第４条の２  改正後の神戸市水道局企
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７項の規定の適用を受ける職員に対

する第３条第１項及び第４条第１項

の規定の適用については、当分の間、

同項中「定める額」とあるのは、「定

め る 額 に 100分 の 70を 乗 じ て 得 た 額

（その額に、 50円未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨て、 50円以上

100円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ

れを 100円に切り上げた額）」とする。 

業職員の給与に関する規程（昭和 31

年 11月水道管理規程第９号）附則第

７項の規定の適用を受ける職員に対

する第３条第１項及び第４条第１項

の規定の適用については、当分の間、

同号中「掲げる額」とあるのは、「掲

げ る 額 に 100分 の 70を 乗 じ て 得 た 額

（その額に、 50円未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨て、 50円以上

100円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ

れを 100円に切り上げた額）」とする。 
  

 （水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正）  

第８条  水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（令和２年３

月水道管理規程第 25号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

(休暇の単位 ) (休暇の単位 ) 

第９条  休暇の単位は、１日を単位と

して与える。ただし、次に掲げる休暇

については、それぞれ当該各号に定

める日、時間又は分を単位として与

第９条  休暇の単位は、１日を単位と

して与える。ただし、次に掲げる休暇

については、それぞれ当該各号に定

める日、時間又は分を単位として与
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えることができる。  えることができる。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2)  勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分の会計年度任用職員の

年次有給休暇、特別休暇のうち健

康支援休暇、出生サポート休暇、出

産補助休暇、育児参加休暇、子の看

護等休暇及び短期の介護休暇  １

日、半日、１時間  

(2)  勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分の会計年度任用職員の

年次有給休暇、特別休暇のうち健

康支援休暇、出生サポート休暇、出

産補助休暇、育児参加休暇、子の看

護 休 暇 及 び 短 期 の 介 護 休 暇  １

日、半日、１時間  

(3) ［略］  (3) ［略］  

(4)  勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分以外の会計年度任用職

員の年次有給休暇、特別休暇のう

ち健康支援休暇、出生サポート休

暇、出産補助休暇、育児参加休暇、

子の看護等休暇及び短期の介護休

暇  １日、１時間  

(4)  勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分以外の会計年度任用職

員の年次有給休暇、特別休暇のう

ち健康支援休暇、出生サポート休

暇、出産補助休暇、育児参加休暇、

子の看護休暇及び短期の介護休暇  

１日、１時間  

(5)～ (7) ［略］  (5)～ (7) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

（特別休暇）  （特別休暇）  

第 12条  特別休暇は、健康支援休暇、出

生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、夏

季休暇、子の看護等休暇及び短期の

介護休暇とする。  

第 12条  特別休暇は、健康支援休暇、出

生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、夏

季休暇、子の看護休暇及び短期の介

護休暇とする。  

２  ［略］  ２  ［略］  
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（出生サポート休暇）  （出生サポート休暇）  

第 13条の２  勤務時間規程第 11条の規

定は、会計年度任用職員 (１週間の勤

務日が３日以上とされている者又は

週以外の期間によって勤務日が定め

ら れ て い る 者 で １ 年 間 の 勤 務 日 が

121日以上であるものに限る。第 16条

の２、第 16条の３、第 20条及び第 21条

において同じ。)の出生サポート休暇

について準用する。  

第 13条の２  勤務時間規程第 11条の規

定は、会計年度任用職員 (１週間の勤

務日が３日以上とされている者又は

週以外の期間によって勤務日が定め

ら れ て い る 者 で １ 年 間 の 勤 務 日 が

121日以上であるものであって、６月

以上の任期が定められているもの又

は継続勤務期間が６月以上あるもの

に限る。第 16条の２、第 16条の３、第

20条及び第 21条において同じ。)の出

生サポート休暇について準用する。  

（子の看護等休暇）  （子の看護休暇）  

第 20条  勤 務 時 間 規程 第 16条 の 4の規

定は、会計年度任用職員の子の看護

等休暇について準用する。  

第 20条  勤 務 時 間 規程 第 16条 の 4の規

定は、会計年度任用職員の子の看護

休暇について準用する。  

（介護休暇）  （介護休暇）  

第 22条  勤務時間規程第 16条の７の規

定は、会計年度任用職員 (勤務時間規

程第 16条の７第１項に規定する申出

の時点において、１週間の勤務日が

３日以上とされている者又は週以外

の期間によって勤務日が定められて

い る 者 で １ 年 間 の 勤 務 日 が 121日 以

上であるものであって、かつ、当該申

出において、勤務時間規程第 16条の

７第５項の規定により指定期間の指

定を希望する期間の初日から起算し

第 22条  勤務時間規程第 16条の６の規

定は、会計年度任用職員 (勤務時間規

程第 16条の６第１項に規定する申出

の時点において、１週間の勤務日が

３日以上とされている者又は週以外

の期間によって勤務日が定められて

い る 者 で １ 年 間 の 勤 務 日 が 121日 以

上であるものであって、かつ、当該申

出において、勤務時間規程第 16条の

６第５項の規定により指定期間の指

定を希望する期間の初日から起算し
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て 93日を経過する日から６月を経過

する日までに、その任期（任期が更新

される場合にあっては、更新後のも

の )が 満 了 す る こ と 及 び 特 定 職 に 引

き続き採用されないことが明らかで

ないものに限る。)の介護休暇につい

て準用する。この場合において、勤務

時間規程第 16条の７第１項及び第 11

項中「６月」とあるのは「 93日」と読

み替えるものとする。  

て 93日を経過する日から６月を経過

する日までに、その任期（任期が更新

される場合にあっては、更新後のも

の )が 満 了 す る こ と 及 び 特 定 職 に 引

き続き採用されないことが明らかで

ないものに限る。)の介護休暇につい

て準用する。この場合において、勤務

時間規程第 16条の６第１項及び第 11

項中「６月」とあるのは「 93日」と読

み替えるものとする。  

（介護時間）  （介護時間）  

第 23条  勤務時間規程第 16条の８の規

定は、会計年度任用職員 (初めて勤務

時間規程第 16条の８第１項の休暇の

承認を請求する時点において、１週

間の勤務日が３日以上とされている

者又は週以外の期間によって勤務日

が定められている者で１年間の勤務

日が 121日以上であるものであり、か

つ、１日につき定められた勤務時間

が６時間以上である勤務日があるも

のに限る。)の介護時間について準用

する。この場合において、勤務時間規

程第 16条の８第２項中「２時間」とあ

るのは「２時間 (当該会計年度任用職

員について１日につき定められた勤

務時間から５時間 45分を減じた時間

が２時間を下回る場合は、当該減じ

第 23条  勤務時間規程第 16条の７の規

定は、会計年度任用職員 (初めて勤務

時間規程第 16条の７第１項の休暇の

承認を請求する時点において、１週

間の勤務日が３日以上とされている

者又は週以外の期間によって勤務日

が定められている者で１年間の勤務

日が 121日以上であるものであり、か

つ、１日につき定められた勤務時間

が６時間以上である勤務日があるも

のに限る。)の介護時間について準用

する。この場合において、勤務時間規

程第 16条の７第２項中「２時間」とあ

るのは「２時間 (当該会計年度任用職

員について１日につき定められた勤

務時間から５時間 45分を減じた時間

が２時間を下回る場合は、当該減じ
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た時間 )」と読み替えるものとする。 た時間 )」と読み替えるものとする。 
  

 （水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正）  

第９条  神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年３月水道

管理規程第 30号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

(給料の減額 ) (給料の減額 ) 

第７条  会計年度任用職員が正規の勤

務時間中に勤務しないときは、次に

掲げる場合を除くほか、その勤務し

ない１時間につき、前条に規定する

勤務１時間あたりの給与額を減額し

て給与を支給する。  

第７条  会計年度任用職員が正規の勤

務時間中に勤務しないときは、次に

掲げる場合を除くほか、その勤務し

ない１時間につき、前条に規定する

勤務１時間あたりの給与額を減額し

て給与を支給する。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3)  勤務時間規程第 11条、第 13条の

２から第 15条まで及び第 16条の２

から第 19条までに規定する休暇で

ある場合  

(3)  勤務時間規程第 13条の２から第

第 15条及び第 16条の２から第 19条

までに規定する休暇である場合  

(4) ［略］  

２～４  ［略］  

(4) ［略］  

２～４  ［略］  
  

 （水道局企業職員の育児休業等に関する規定）  
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第 10条  神戸市水道局企業職員の育児休業等に関する規程（平成４年４月水道管

 理規程第３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（部分休業）  （部分休業）  

第 10条  ［略］  第 10条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  育児時間又は勤務時間規程第 16条

の８第１項に規定する介護時間の承

認を受けて勤務しない職員に対する

部分休業の承認については、１日に

つき２時間から当該育児時間又は当

該介護時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲

内で行うものとする。  

３  育児時間又は勤務時間規程第 16条

の７第１項に規定する介護時間の承

認を受けて勤務しない職員に対する

部分休業の承認については、１日に

つき２時間から当該育児時間又は当

該介護時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲

内で行うものとする。  

４  ［略］  ４  ［略］  

附  則  

 （施行期日等）  

第１条  この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規

定による改正後の神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程第３

条の２及び第３条の３の規定は、令和７年６月１日から施行する。  
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（拘禁刑の創設に伴う経過措置）  

第２条  第２条の規定による改正後の神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給

に関する規程第３条の２及び第３条の３の施行前に犯した禁錮以上の刑が定め

られている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされ

た起訴とみなす。  

２  前項の規程の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪について、禁

錮以上の刑に処せられなかった場合は、拘禁刑以上の刑に処せられなかったも

のとみなす。  

（令和８年３月 31日までの間における扶養手当に関する経過措置）  

第３条  施行日から令和８年３月 31日までの間における第１条の規定による改正

後の神戸市水道局企業職員の給与に関する規程第８条の規定の適用については、

同条第１項中「 (5) 重度心身障害者」とあるのは、「 (5) 重度心身障害者  (6)

 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」と、

同条第２項第１号中「兄弟姉妹等」とあるのは「職員の配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、兄弟姉妹等」と、同条第

４項中「 14,500円」とあるのは「 13,500円」と、「とする」とあるのは、「、

第１項第６号に該当する扶養親族については 3,000円とする」とする。  

（号給の切替え）  

第４条  施行日の前日において神戸市水道局企業職員の給与に関する規程第４条

第２項第１号の給料表の適用を受けていた職員のうち、その職務の級が７級又

は８級である職員の施行日における号給（以下「新号給」という。）は、施行

日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給

（以下「旧号給」という。）に応じて附則別表に定める号給とする。  

附則別表（附則第４条関係）  

職務の級  

旧号給  

７級  ８級  

１  １  １  

２  ２  １  
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３  ３  １  

４  ４  １  

５  ５  １  

６  ６  １  

７  ７  １  

８  ８  １  

９  ９  １  

10 10 １  

11 11 １  

12 12 １  

13 13 １  

14 14 １  

15 15 １  

16 16 １  

17 17 １  

18 18 ２  

19 19 ２  

20 20 ２  

21 21 ３  

22 22 ３  

23 23 ３  

24 24 ４  

25 25 ４  

26 26 ４  

27 27 ５  

28 28 ５  

29 29 ５  

30 30 ６  
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31 31 ６  

32 32 ６  

33 33 ６  

34 34 ７  

35 35 ７  

36 36 ７  

37 37 ７  

38 38 ８  

39 39 ８  

40 40 ８  

41 41 ８  

42 42 ８  

43 43 ８  

44 44 ９  

45 45 ９  

46 46 ９  

47 47 ９  

48 48 ９  

49 49 ９  

50 50 ９  

51 51 10 

52 52 10 

53 53 10 

54 54 10 

55 55 10 

56 56 10 

57 57 10 

58 58 11 
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59 59 11 

60 60 11 

61 61 11 

62 62  

63 63  

64 64  

65 65  

66 66  

67 67  

68 68  

69 69  

70 70  

71 71  

72 72  

73 73  

74 74  

75 75  

76 76  

77 77  

78 77  

79 77  

80 77  

81 77  
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監査室規程等の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和７年３月31日  

神戸市交通事業管理者 城  南  雅  一  

神戸市交通管理規程第17号  

監査室等の一部を改正する規程 

 （監査室規程の一部改正） 

第１条 監査室規程（平成18年 12月 29日交規程第10号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

【別図】 

監査室体制図 

 

【別図】 

監査室体制図 

 

 

 

 

 

<室長>

副局長

経営企画課課長

（監理担当）

経営企画課課長

（業務改革担当）
経営企画課長

【事務局】

＜監査委員＞

<室長>

副局長

＜事務局＞

経営企画課長

経営企画課課長

(業務改革担当)

営業推進課長
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（神戸市交通局高速鉄道安全管理規程の一部改正） 

第２条 神戸市交通局高速鉄道安全管理規程（平成18年 12月 28日交規程第７号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（規程、帳票類等の備え付け及び記

録の管理等）  

第 24条 ［略］  

２ 地下鉄運輸サービス課長は、安全

統括管理者の意見及び輸送の安全の確

保に関する事業運営上の方針の作成に

当たっての会議の議事録を作成し、適

切に保管する。  

３ ［略］  

 

（運行計画） 

第 26条  運輸長は、輸送計画の具体化

の際、設定しようとする列車種別毎

に作成する運転曲線図を基に、次に

掲げる事項を勘案し、列車設定に係

る計画（以下、「運行計画」とい

（規程、帳票類等の備え付け及び記

録の管理等）  

第 24条 ［略］  

２ 経営企画課長は、安全統括管理者

の意見及び輸送の安全の確保に関する

事業運営上の方針の作成に当たっての

会議の議事録を作成し、適切に保管す

る。  

３ ［略］  

 

（運行計画） 

第 26条  運転管理者は、輸送計画の具

体化の際、設定しようとする列車種

別毎に作成する運転曲線図を基に、

次に掲げる事項を勘案し、列車設定

に係る計画（以下、「運行計画」と
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う。）の実現可能性を検証する。 

(１ ) 停車場間の所要時間 

(２ ) 停車場における乗降の状況 

(３ ) 追い越し設備、信号設備等に

よる制約条件 

(４ ) 乗務員及び車両の運用に係る

制約条件 

(５ ) その他運行計画の円滑な実施

に係る事項 

２  ［略］ 

３  ［略］ 

４  運輸長は、運行計画の設定、変更

に当たり、土木施設管理者、電気施

設管理者、車両管理者及び運転管理

者との連携を図り、必要な車両性

能、線路条件及び曲線等の制限速度

に係る帳票類を整備し、必要情報を

保有しておく。 

 

いう。）の実現可能性を検証する。 

(１ ) 停車場間の所要時間 

(２ ) 停車場における乗降の状況 

(３ ) 追い越し設備、信号設備等に

よる制約条件 

(４ ) 乗務員及び車両の運用に係る

制約条件 

(５ ) その他運行計画の円滑な実施

に係る事項 

２  ［略］ 

３  ［略］ 

４  運転管理者は、運行計画の設定、

変更に当たり、土木施設管理者、電

気施設管理者、車両管理者及び地下

鉄運輸サービス課との連携を図り、

必要な車両性能、線路条件及び曲線

等の制限速度に係る帳票類を整備

し、必要情報を保有しておく。 
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改正後  改正前 

【１図】安全管理体制図 

 

 

【第２図】運転管理体制図 

 

 

【第３図】鉄道土木施設管理体制図 

 

 

【１図】安全管理体制図 

 

【第２図】運転管理体制図 

 

【第３図】鉄道土木施設管理体制図 

 

 

（乗務区長）

交通事業管理者

（電気システム課長）（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者 車両管理者

安全統括管理者

運輸長

（地下鉄運輸ｻｰﾋﾞｽ課長）

乗務員指導管理者

（運輸課長）

地下鉄職員研修所長 電気施設管理者 土木施設管理者

副局長

経営企画課課長

（監理担当）

経営企画課課長

（業務改革担当）

経営企画課長

高速鉄道部長

交通事業管理者

（電気システム課長）

電気施設管理者

（地下鉄車両課長） （施設課長）（運輸課長）

運転指令区長

車両管理者 土木施設管理者

管区駅長

安全統括管理者

高速鉄道部長

安全推進係管理係

運転管理者運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者 運輸係

（乗務区長）

地下鉄職員研修所長

養成係 研修係

企画係

副局長

経営企画課課長

（監理担当）

経営企画課長 経営企画課課長

（業務改革担当）

乗務員指導管理者

電気施設管理者

（地下鉄車両課長） （電気システム課長）

（乗務区長）

（施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者

計画係 保線区設備係

土木施設管理者運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

課長(計画担当)

建築係

課長(設備更新担当)

地下鉄職員研修所長

交通事業管理者

安全統括管理者

高速鉄道部長

副局長

経営企画課課長

（監理担当）

経営企画課長 経営企画課課長

（業務改革担当）

交通事業管理者

（電気システム課長）

（乗務区長）

経営企画課課長

(業務改革担当)

（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者 土木施設管理者

安全統括管理者

高速鉄道部長

営業推進課長 運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者

副局長

経営企画課長 電気施設管理者地下鉄職員研修所長

交通事業管理者

経営企画課長

（電気システム課長）

電気施設管理者経営企画課課長

(業務改革担当) （地下鉄車両課長） （施設課長）（運輸課長）

運転指令区長

車両管理者 土木施設管理者

管区駅長

安全統括管理者

高速鉄道部長

安全推進係計画係

営業推進課長

管理係

運転管理者運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者 運輸係

副局長

（乗務区長）

地下鉄職員研修所長

養成係 研修係

交通事業管理者

経営企画課長

（電気システム課長）

（乗務区長）

経営企画課課長

(業務改革担当)
（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者

副局長

安全統括管理者

計画係 保線区設備係

土木施設管理者

高速鉄道部長

営業推進課長 運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者

電気施設管理者

課長(計画担当)

建築係

課長(設備更新担当)

地下鉄職員研

修所長

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

819



【第４図】鉄道電気施設管理体制図 

 

 

【第５図】車両管理体制図 

 

【第４図】鉄道電気施設管理体制図 

 

 

【第５図】車両管理体制図 

 

（運輸課長） （電気システム課長）

（乗務区長）

（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者 車両管理者運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者

電気施設管理者

信号通信係 電気区変電区電力係

土木施設管理者地下鉄職員研修所長

交通事業管理者

安全統括管理者

高速鉄道部長

副局長

経営企画課課長

（監理担当）

経営企画課長 経営企画課課長

（業務改革担当）

電気施設管理者

（電気システム課長）

（乗務区長）

（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者 車両管理者運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者

土木施設管理者

御崎検修係 車両係検車区

課長(海岸線車両担当)

地下鉄職員研修所長

交通事業管理者

安全統括管理者

高速鉄道部長

（運輸課長）

副局長

経営企画課課長

（監理担当）

経営企画課長 経営企画課課長

（業務改革担当）

交通事業管理者

経営企画課長

（電気システム課長）

（乗務区長）

経営企画課課長

(業務改革担当)

（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者

副局長

安全統括管理者

高速鉄道部長

営業推進課長 運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者

電気施設管理者

信号通信係 電気区変電区電力係

土木施設管理者地下鉄職員研

修所長

交通事業管理者

経営企画課長

（電気システム課長）

（乗務区長）

経営企画課課長

(業務改革担当)
（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者

副局長

安全統括管理者

高速鉄道部長

営業推進課長 運輸長

（地下鉄運輸サービス課長）

乗務員指導管理者

電気施設管理者 土木施設管理者

御崎検修係 車両係検車区

課長(海岸線車両担当)

地下鉄職員研修

所長
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（安全管理推進委員会規程の一部改正） 

第３条 安全管理推進委員会規程（平成18年 12月交規程第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

(組織 ) 

第３条  １～５〔略〕 

６  委員会の事務は、地下鉄運輸サー

ビス課（以下、「事務局」とい

う。）において処理する。 

(会議 ) 

第４条  １～４〔略〕 

５  事務局は、会議の記録を作成して

保存する。 

  

(組織 ) 

第３条  １～５〔略〕 

６  委員会の事務は、経営企画課（以

下、「事務局」という。）において

処理する。 

(会議 ) 

第４条  １～４〔略〕 

５                 
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改正後 改正前 

【別図】  【別図】  

安全管理推進委員会体制図  安全管理推進委員会体制図  

 

 

   

 

附  則  

（施行期日） 

１  この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

交通事業管理者

（電気システム課長）

室 長

電気施設管理者

（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者 土木施設管理者

＜安全管理推進委員長＞

安全統括管理者

高速鉄道部長

監査委員 運輸長

（地下鉄運輸ｻｰﾋﾞｽ課長）

監査室

副局長

<事務局>

経営企画課課長

(監理担当)

交通事業管理者

（電気システム課長）

副局長

電気施設管理者
経営企画課課長

(業務改革担当)
（地下鉄車両課長） （施設課長）

運転管理者

（運輸課長）

車両管理者 土木施設管理者

＜安全管理推進委員長＞

安全統括管理者

高速鉄道部長

営業推進課長 ＜事務局＞

経営企画課長
運輸長

（地下鉄運輸ｻｰﾋﾞｽ課長）
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交通局副局長等専決規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和７年３月31日  

神戸市交通事業管理者 城  南  雅  一   

神戸市交通管理規程第18号  

交通局副局長等専決規程の一部を改正する規程 

交通局副局長等専決規程（昭和34年４月交規程第３号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

823



改正後 改正前 

別表第１ 別表第１ 

  人事関係事務 

決裁区分  

 

決裁事項 

副局長・

部長共通 

経営企画

課課長

（業務改

革担当） 

課長・事

業所長

（第１

類）共通 

事業所

長（第２

類）共通 

備考  

［略］ ［略］ ［略］  ［略］     

［略］  ［略］  ［略］    

［略］   ［略］    

休業  育児休業  課長以下    

部分休業 課長   係長以下   

自己啓発休業  課長以下    

配偶者休業  課長以下    

その他休業  課長以下    

育児短時間勤務  課長以下    

［略］  ［略］ ［略］  ［略］  ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］  ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］  ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

［略］  ［略］ ［略］    

［略］  ［略］  ［略］     

［略］  ［略］  ［略］     

［略］  ［略］  ［略］     

［略］  
 

人事関係事務 

決裁区分  

 

決裁事項 

副局長・

部長共通 

経営企画

課課長

（業務改

革担当） 

課長・事

業所長

（第１

類）共通 

事業所長

（第２

類）共通 

備考  

［略］ ［略］ ［略］  ［略］     

［略］  ［略］  ［略］    

［略］   ［略］    

休業  育児休業  ［略］     

自己啓発休業  ［略］     

配偶者休業  ［略］     

その他休業  ［略］     

育児短時間勤務  ［略］     

［略］  ［略］ ［略］  ［略］  ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］  ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］  ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

［略］  ［略］ ［略］    

［略］  ［略］  ［略］     

［略］  ［略］  ［略］     

［略］  ［略］  ［略］     

［略］  
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別表第２ 

財務関係事務 

２－１支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定） 

決裁事

項  
区分   

専決

範囲 

決裁区分 

合議  備考   

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定

職  

調達  

(物件） 

  2,000

万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  300万円を超

えるものについ

ては、神戸市交通

局契約事務手続

規程（昭和39年８

月交規程第10号）

第１条の２に規

定する経理契約

（以下「経理契

約」という。）を

要する。  

２  固定資産の調

達決定は、経営企

画課長に合議す

ること。  

1,000

万円

以下  

     ○       

管理者

が指定

するも

のＡ 

400万

円以

下 

  ○           

300万

円以

下 

     ○     

小口現 全て      ○  ○        

 

 

２－１支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定） 

決裁事

項  
区分   

専決

範囲 

決裁区分 

合議  備考   

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定

職  

調達  

(物件） 

  2,000

万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  160万円を超

えるものについ

ては、神戸市交通

局契約事務手続

規程（昭和39年８

月交規程第10号）

第１条の２に規

定する経理契約

（以下「経理契

約」という。）を

要する。  

２  固定資産の調

達決定は、経営企

画課長に合議す

ること。  

1,000

万円

以下  

     ○       

管理者

が指定

するも

のＡ 

200万

円以

下 

  ○           

160万

円以

下 

     ○     

小口現 全て      ○  ○        
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金扱い

に係る

もの 

（交

付限

度額

以下） 

電気料

金、ガ

ス料

金、上

下水道

料金 

全て       ○        

一般使

用料等 

全て       ○         

一般使

用料等

（電子

計算機

上で使

用する

ソフト

ウェア

に係る

もの） 

2,000

万円

以下 

  ○         300万円を超える

ものについては、

経理契約を要す

る。 1,000

万円

以下  

     ○     

請負

（工事

又は製

造） 

  ２億

円以

下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  直営工事の

施行決定を含む。 

２  400万円を超

えるものについ

ては経理契約を

要する。   １億

円以

下 

     ○     固定

資産

の異

金扱い

に係る

もの 

（交

付限

度額

以下） 

電気料

金、ガ

ス料

金、上

下水道

料金 

全て       ○        

一般使

用料等 

全て       ○         

一般使

用料等

（電子

計算機

上で使

用する

ソフト

ウェア

に係る

もの） 

2,000

万円

以下 

  ○         160万円を超える

ものについては、

経理契約を要す

る。 1,000

万円

以下  

     ○     

請負

（工事

又は製

造） 

  ２億

円以

下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  直営工事の

施行決定を含む。 

２  250万円を超

えるものについ

ては経理契約を

要する。   １億

円以

下 

     ○     固定

資産

の異
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動を

伴う

もの

につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議 

  建物の

ガス設

備に係

るもの

（ガス

冷暖房

設備工

事を除

く） 

全て      ○    施設

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

直営工事の施行

決定を含む。 

請負  

（その

他）  

  2,000

万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  「その他」と

は神戸市交通局

契約事務手続規

程第10条に規定

するものをいう。 

２  200万円を超

えるものについ

ては経理契約を

要する。   

1,000

万円

以下  

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

動を

伴う

もの

につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議 

  建物の

ガス設

備に係

るもの

（ガス

冷暖房

設備工

事を除

く） 

全て      ○    施設

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

直営工事の施行

決定を含む。 

請負  

（その

他）  

  2,000

万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  「その他」と

は神戸市交通局

契約事務手続規

程第10条に規定

するものをいう。 

２  100万円を超

えるものについ

ては経理契約を

要する。   

1,000

万円

以下  

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの
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につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議  

管理者

が指定

するも

のＢ 

400万

円以

下 

  ○           

200万

円以

下 

     ○       

建物、

設備又

は構築

物の保

繕又は

小改修

に係る

もの 

200万

円以

下 

    ○    課長

(資産

活用

担

当)、

施設

課長、

課長

(計画

担

当)、

課長

(設備

更新

担

当)、

課長

    

につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議  

管理者

が指定

するも

のＢ 

200万

円以

下 

  ○           

100万

円以

下 

     ○       

建物、

設備又

は構築

物の保

繕又は

小改修

に係る

もの 

150万

円以

下 

    ○    課長

(資産

活用

担

当)、

施設

課長、

課長

(計画

担

当)、

課長

(設備

更新

担

当)、

課長

    

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

828



(保線

区担

当)、

電気

シス

テム

課長、

課長

(変電

区担

当)、

課長

(電気

区担

当)、

地下

鉄車

両課

長、課

長(海

岸線

車両

担当) 

５万

円以

下 

      ○        

電気通

信料金 

全て       ○       電気通信事業法

（昭和59年法律

第86号）第２条第

５号に規定する

(保線

区担

当)、

電気

シス

テム

課長、

課長

(変電

区担

当)、

課長

(電気

区担

当)、

地下

鉄車

両課

長、課

長(海

岸線

車両

担当) 

５万

円以

下 

      ○        

電気通

信料金 

全て       ○       電気通信事業法

（昭和59年法律

第86号）第２条第

５号に規定する
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電気通信事業者

が提供する同条

第３号に規定す

る電気通信役務

に関する料金を

いう。 

保険料 全て       ○         

一般役

務費

（事業

系ごみ

指定袋

等）、

その他

通信運

搬費

（郵便

料金

等） 

全て       ○         

乗車票

による

自動車

借上料

（タク

シー利

用料）

に係る

もの 

全て       ○         

委託   工事  ２億

円以

  ○       経営

企画

金額は見積金額

を示す。  

電気通信事業者

が提供する同条

第３号に規定す

る電気通信役務

に関する料金を

いう。 

保険料 全て       ○         

一般役

務費

（事業

系ごみ

指定袋

等）、

その他

通信運

搬費

（郵便

料金

等） 

全て       ○         

乗車票

による

自動車

借上料

（タク

シー利

用料）

に係る

もの 

全て       ○         

委託   工事  ２億

円以

  ○       経営

企画

金額は見積金額

を示す。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

830



下 課長

に合

議 

１億

円以

下 

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議 

工事以

外  

2,000

万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

1,000

万円

以下  

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

及び

歳入

の徴

下 課長

に合

議 

１億

円以

下 

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議 

工事以

外  

2,000

万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

1,000

万円

以下  

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

及び

歳入

の徴
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収又

は収

納の

事務

の委

託に

つい

ては、

経営

企画

課長

に合

議 

不動産

取得 

  2,000

万円

以下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

  

500万

円以

下 

    ○    営業

推進

課課

長（資

産活

用担

当） 

労働者

派遣契

約 

  2,000

万円

以下  

  ○         金額は見積金額

を示す。 

1,000

万円

以下  

     ○     

物品の   2,000   ○       経営 １ 金額は、賃料

収又

は収

納の

事務

の委

託に

つい

ては、

経営

企画

課長

に合

議 

不動産

取得 

  2,000

万円

以下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

  

500万

円以

下 

    ○    営業

推進

課課

長（資

産活

用担

当） 

労働者

派遣契

約 

  2,000

万円

以下  

  ○         金額は見積金額

を示す。 

1,000

万円

以下  

     ○     

物品の   2,000   ○       経営 １ 金額は、賃料
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借入れ 万円

以下  

企画

課長

に合

議 

の年額又は総額

を表す。賃料が減

額される場合は、

減額されないも

のとした場合の

金額による。  

２  150万円を超

えるものについ

ては経理契約を

要する。 

  

1,000

万円

以下  

     ○       

管理者

が指定

するも

のＣ 

400万

円以

下 

  〇         金額は、賃料の年

額又は総額を表

す。賃料が減額さ

れる場合は、減額

されないものと

した場合の金額

による。 

150万

円以

下 

     〇     

不動産

の借入

れ 

管理者

が指定

するも

のＤ 

400万

円以

下 

  〇       経営

企画

課長

に合

議 

１  金額は、賃料

の年額又は総額

を表す。賃料が減

額される場合は、

減額されないも

のとした場合の

金額による。 

２  この項にお

ける決裁区分は、

地上権、地役権そ

の他これらに準

ずる権利の設定

200万

円以

下 

     ○       

借入れ  万円

以下  

企画

課長

に合

議 

の年額又は総額

を表す。賃料が減

額される場合は、

減額されないも

のとした場合の

金額による。  

２  80万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

  

1,000

万円

以下  

     ○       

管理者

が指定

するも

のＣ 

200万

円以

下 

  〇         金額は、賃料の年

額又は総額を表

す。賃料が減額さ

れる場合は、減額

されないものと

した場合の金額

による。 

100万

円以

下 

     〇     

不動産

の借入

れ 

管理者

が指定

するも

のＤ 

200万

円以

下 

  〇       経営

企画

課長

に合

議 

１  金額は、賃料

の年額又は総額

を表す。賃料が減

額される場合は、

減額されないも

のとした場合の

金額による。 

２  この項にお

ける決裁区分は、

地上権、地役権そ

の他これらに準

ずる権利の設定

100万

円以

下 

     ○       

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

833



における定期の

地代支払の場合

に準用する。 

移転料

その他

諸補償

（移転

等の決

定を含

む。） 

  600万

円以

下 

 ○       高速

鉄道

部長 

経営

企画

課長

経由

副局

長に

合議 

  

400万

円以

下 

    ○    施設

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

  

100万

円以

下 

  ○           

50万

円以

下 

     ○         

臨時雇

用賃金

その他

の諸給

付の支

出 

  全て      ○    経営

企画

課課

長（業

務改

革担

当） 

経営

企画

課長

に合

議 

  

共済費

又は社

  全て      ○    経営

企画

経営

企画

  

における定期の

地代支払の場合

に準用する。 

移転料

その他

諸補償

（移転

等の決

定を含

む。） 

  600万

円以

下 

 ○       高速

鉄道

部長 

経営

企画

課長

経由

副局

長に

合議 

  

400万

円以

下 

    ○    施設

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

  

100万

円以

下 

  ○           

50万

円以

下 

     ○         

臨時雇

用賃金

その他

の諸給

付の支

出 

  全て      ○    経営

企画

課課

長（業

務改

革担

当） 

経営

企画

課長

に合

議 

  

共済費

又は社

  全て      ○    経営

企画

経営

企画
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会保険

料  

課課

長 

（業

務改

革担

当）  

課長

に合

議 

負担

金、交

付金、

奨励

金、そ

の他こ

れらに

類する

もの  

  300万

円以  

下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

複数の相手方に

対する負担金、補

助金、交付金、奨

励金その他これ

らに類するもの

（以下「負担金

等」という。）の

金額を一の決裁

により決定した

場合において、当

該負担金等のう

ち一部のものに

係る金額を変更

するとき（変更後

の当該負担金等

の総額が変更前

の当該負担金等

の総額を下回る

ときに限る。）の

決裁区分は、変更

後の個々の負担

金等の額に基づ

くものとする。こ

の場合において、

200万

円以

下 

     ○       

会保険

料  

課課

長 

（業

務改

革担

当）  

課長

に合

議 

負担

金、交

付金、

奨励

金、そ

の他こ

れらに

類する

もの  

  300万

円以  

下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

複数の相手方に

対する負担金、補

助金、交付金、奨

励金その他これ

らに類するもの

（以下「負担金

等」という。）の

金額を一の決裁

により決定した

場合において、当

該負担金等のう

ち一部のものに

係る金額を変更

するとき（変更後

の当該負担金等

の総額が変更前

の当該負担金等

の総額を下回る

ときに限る。）の

決裁区分は、変更

後の個々の負担

金等の額に基づ

くものとする。こ

の場合において、

100万

円以

下 

     ○       
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当該決裁区分が

複数の決裁区分

に該当すること

となるときは、そ

れらの決裁区分

のうち最上位の

ものによること

とする。 

事故費

の支出 

  50万

円以

下 

 ○       自動

車部

長及

び高

速鉄

道部

長 

経営

企画

課長

経由

副局

長に

合議 

  

20万

円以

下 

    ○    市バ

ス運

輸サ

ービ

ス課

長、地

下鉄

運輸

サー

ビス

課長、

運輸

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

  

「事故

前渡

金」で

支出す

る場合

の看護

料 

15万

円以

下 

    ○      

「事故

前渡

金」で

支出す

る場合

10万

円以

下 

    ○      

当該決裁区分が

複数の決裁区分

に該当すること

となるときは、そ

れらの決裁区分

のうち最上位の

ものによること

とする。 

事故費

の支出 

  50万

円以

下 

 ○       自動

車部

長及

び高

速鉄

道部

長 

経営

企画

課長

経由

副局

長に

合議 

  

20万

円以

下 

    ○    市バ

ス運

輸サ

ービ

ス課

長及

び地

下鉄

運輸

サー

ビス

課長 

   

   

経営

企画

課長

に合

議 

  

「事故

前渡

金」で

支出す

る場合

の看護

料 

15万

円以

下 

    ○      

「事故

前渡

金」で

支出す

る場合

10万

円以

下 

    ○      
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（看護

料を除

く） 

謝金そ

の他こ

れらに

類する

もの  

  300万

円以

下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

  

200万

円以

下 

     ○       

旅費   職員の

旅費 

全て      ○    経営

企画

課課

長 

（業

務改

革担

当）  

  特定課長の決裁

区分は、電子情報

処理組織により

作成した旅行命

令書に基づき支

給するものにつ

いて適用する。   

  

全て        ○       

職員以

外の旅

費 

100万

円以

下 

     ○         

（注）１～12 ［略］  

 

 

 

 

 

 

（看護

料を除

く） 

謝金そ

の他こ

れらに

類する

もの  

  300万

円以

下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

  

100万

円以

下 

     ○       

旅費   職員の

旅費 

全て      ○    経営

企画

課課

長 

（業

務改

革担

当）  

  特定課長の決裁

区分は、電子情報

処理組織により

作成した旅行命

令書に基づき支

給するものにつ

いて適用する。   

  

全て        ○       

職員以

外の旅

費 

100万

円以

下 

     ○         

（注）１～12 ［略］  
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２－２収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定） 

決裁

事項 

専決

範囲 

決裁区分 合議  備考  

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定職 

受託  

（工

事） 

２億

円以

下 

  ○         経営企

画課長

に合議 

金 額 は 見 積 金 額

とする 

１億

円以

下 

      ○     固定資

産の異

動を伴

うもの

につい

ては、経

営企画

課長に

合議  

受託  

（工

事以

外）  

2,000

万円

以下  

   ○         経営企

画課長

に合議 

1,000

万円

以下  

       ○     固定資

産の異

動を伴

うもの

につい

ては、経

営企画

課長に

合議  

２－２収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定） 

決裁

事項 

専決

範囲 

決裁区分 合議  備考  

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定職 

受託  

（工

事） 

２億

円以

下 

  ○        経営企

画課長

に合議 

金 額 は 見 積 金 額 と

する 

１億

円以

下 

      ○    固定資

産の異

動を伴

うもの

につい

ては、経

営企画

課長に

合議  

受託  

（ 工

事 以

外） 

2,000

万円

以下  

  ○        経営企

画課長

に合議 

1,000

万円

以下  

      ○    固定資

産の異

動を伴

うもの

につい

ては、経

営企画

課長に

合議  
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売却

（物

品そ

の他） 

1,000

万円

以下  

   ○           １  金 額 は 見 積

金額を示す。   

２  100万 円 を 超

え る も の に つ い

て は 経 理 契 約 を

要する。 

500万

円以

下  

       ○       

物品

の貸

付 

200万

円以

下  

   ○         経営企

画課長

に合議 

１  金額は、賃料

の年額又は総額を

表す。賃料が減額

される場合は、減

額されないものと

した場合の金額に

よる。 

２  賃料の減額に

ついては、管理者

の決裁を受けるこ

と。   

100万

円以

下  

       ○       

不動

産の 

貸付

（管

理者

が指

定す

るも

のＤ） 

400万

円以

下 

   〇           １  金額は、賃料

の年額又は総額を

表す。賃料が減額

される場合は、減

額されないものと

した場合の金額に

よる。   

２  この項におけ

る決裁区分は、地

上権、地役権その

他これらに準ずる

権利の設定におけ

る定期の地代収入

200万

円以

下 

       〇      

売却

（物

品そ

の他） 

1,000

万円

以下  

   ○           １  金 額 は 見 積 金

額を示す。   

２  50万 円 を 超 え

る も の に つ い て は

経 理 契 約 を 要 す

る。 

500

万 円

以下  

        ○        

物品

の貸

付 

200万

円以

下  

   ○         経営企

画課長

に合議 

１  金額は、賃料 

の年額又は総額を

表す。賃料が減額 

される場合は、減 

額されないものと

した場合の金額に

よる。 

２  賃料の減額に

ついては、管理者 

の決裁を受けるこ

と。   

100万

円以

下  

       ○       

不動

産の 

貸付

（管

理者

が指

定す

るも

のＤ） 

200万

円以

下 

   〇           １  金額は、賃料の

年額又は総額を表

す。賃料が減額され

る場合は、減額され

ないものとした場

合の金額による。 

２  この項におけ

る決裁区分は、地上

権、地役権その他こ

れらに準ずる権利

の設定における定

期の地代収入の場

合に準用する。 

100万

円以

下 

       〇      
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の場合に準用す

る。 

３  賃料の減額に

ついては、管理者

の決裁を受けるこ

と。  

寄付

の収

受（負

担付

きで

ない

もの）

（不

動産

以外

のも

の） 

200万

円以

下 

   ○          

100

万 円

以下 

        ○     

補助

金 、

助成

金そ

の他

これ

らに

類す

るも

のの

申請 

1,000

万円

以下  

   ○         経営企

画課長

に合議 

 

500

万 円

以下  

        ○         

諸収 全て         ○  ○      

３  賃料の減額につ

いては、管理者の決

裁を受けること。 

 

  

寄付

の収

受（負

担付

きで

ない

もの）

（不

動産

以外

のも

の） 

200万

円以

下 

   ○          

100

万 円

以下 

        ○      

補助

金 、

助成

金そ

の他

これ

らに

類す

るも

のの

申請 

1,000

万円

以下  

   ○         経営企

画課長

に合議 

 

500

万 円

以下  

        ○         

諸収 全て         ○  ○     
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入金

及び

各種

保証

金等

の徴

収又

は過

誤納

金の

戻出  

（注）１～９ ［略］ 

 

入金

及び

各種

保証

金等

の徴

収又

は過

誤納

金の

戻出  

（注）１～９ ［略］ 
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２－３その他 

決裁

事項 

専決範

囲 

決裁区分 

合議  備考   

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定

職  

廃棄  全て        ○         

物品

の借

入れ

（支

出を

伴わ

ない

もの） 

150万円

以下  

      ○       金額は、賃料の年額

又は総額を表す。賃

料が減額される場合

は、減額されないも

のとした場合の金額

による。  

  

物品

の借

入（支

出を

伴わ

ない

もの）

（管

理者

が指

定す

るも

のＣ） 

400万円

以下  

   ○       

150万円

以下  

      ○     

物品

の貸

400万円

以下  

   ○       経営

企画

１ 金額は、賃料の

年額又は総額を表

２－３その他 

決裁

事項 

専決範

囲 

決裁区分 

合議  備考   

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定

職  

廃棄  全て        ○         

物品

の借

入れ

（支

出を

伴わ

ない

もの） 

80万円

以下  

      ○       金額は、賃料の年額

又は総額を表す。賃

料が減額される場合

は、減額されないも

のとした場合の金額

による。  

  

物品

の借

入（支

出を

伴わ

ない

もの）

（管

理者

が指

定す

るも

のＣ） 

200万円

以下  

   ○       

100万円

以下  

      ○     

物品

の貸

200万円

以下  

   ○       経営

企画

１ 金額は、賃料の

年額又は総額を表
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付（収

入を

伴わ

ない

もの） 

課長

に合

議 

す。賃料が減額され

る場合は、減額され

ないものとした場合

の金額による。 

２  賃料の免除につ

いては、管理者の決

裁を受けること。 

200万円

以下  

      ○       

不動

産の

借入

れ（支

出を

伴わ

ない

もの)

（管

理者

が指

定す

るも

のＤ） 

400万円

以下 

   ○        経営

企画

課長

に合

議 

金額は、賃料の年額

又は総額を表す。賃

料が減額される場合

は、減額されないも

のとした場合の金額

による。 200万円

以下 

      ○   

  

  

契約

の変

更（工

期又

は納

期の

延長

の決

定）  

40日以

下 

      ○     経営

企画

課長

に合

議 

変更前の契約が経理

契約の場合は経理契

約を要する。  

付（収

入を

伴わ

ない

もの） 

課長

に合

議 

す。賃料が減額され

る場合は、減額され

ないものとした場合

の金額による。 

２  賃料の免除につ

いては、管理者の決

裁を受けること。 

100万円

以下  

      ○       

不動

産の

借入

れ（支

出を

伴わ

ない

もの)

（管

理者

が指

定す

るも

のＤ） 

200万円

以下 

   ○        経営

企画

課長

に合

議 

金額は、賃料の年額

又は総額を表す。賃

料が減額される場合

は、減額されないも

のとした場合の金額

による。 100万円

以下 

      ○   

  

  

契約

の変

更（工

期又

は納

期の

延長

の決

定）  

40日以

下 

      ○     経営

企画

課長

に合

議 

変更前の契約が経理

契約の場合は経理契

約を要する。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

843



共通

物品

の払

出請

求（定

期受

付品

又は

予約

受付

品） 

全て        ○       共通物品について

は、市長部局に払い

出し請求するものに

限る。 

貯蔵

品の

払出

請求  

全て         ○  ○        

諸収

入金

及び

各種

保証

金等

の減

免（条

例や

規則

等に

定め

られ

た基

準に

全て        ○  ○        

共通

物品

の払

出請

求（定

期受

付品

又は

予約

受付

品） 

全て        ○       共通物品について

は、市長部局に払い

出し請求するものに

限る。 

貯蔵

品の

払出

請求  

全て         ○  ○        

諸収

入金

及び

各種

保証

金等

の減

免（条

例や

規則

等に

定め

られ

た基

準に

全て        ○  ○        
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基づ

いて

行う

もの） 

諸収

入金

及び

各種

保証

金等

の過

誤納

整理  

全て         ○  ○        

預り

金又

は預

り有

価証

券の

受け

入れ

又は

払い

戻し 

全て        ○         

諸集

会又

は行

事の

全て       ○       １  飲食を伴うもの

は、原則として禁止

する 。ただし、やむ

を得ない場合は、管

基づ

いて

行う

もの） 

諸収

入金

及び

各種

保証

金等

の過

誤納

整理  

全て         ○  ○        

預り

金又

は預

り有

価証

券の

受け

入れ

又は

払い

戻し 

全て        ○         

諸集

会又

は行

事の

全て       ○       １  飲食を伴うもの

は、原則として禁止

する 。ただし、やむ

を得ない場合は、管
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開催 理者の決裁を受ける

こと。  

２  本項は予算の使

用を決定する施行決

議の項目であり、経

費の支出について

は、個別の決裁事項

を適用すること。 

有価

証券

の取

得処

分（資

産運

用に

係る

もの） 

全て       ○    経営

企画

課長 

    

前渡

金  

全て        ○         

立替

払金 

５万円

以下  

   ○       経営

企画

課長

に合

議 

  

１万円

以下  

      ○   

（注）１～９ ［略］ 

開催  理者の決裁を受ける

こと。  

２  本項は予算の使

用を決定する施行決

議の項目であり、経

費の支出について

は、個別の決裁事項

を適用すること。 

有価

証券

の取

得処

分（資

産運

用に

係る

もの） 

全て       ○    経営

企画

課長 

    

前渡

金  

全て        ○         

立替

払金 

５万円

以下  

   ○       経営

企画

課長

に合

議 

  

１万円

以下  

      ○   

（注）１～９ ［略］ 
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２－４契約 

決裁  

事項  
区分  専決範囲  

決裁区分 

合議 備考  

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定

職 

調達

（物

件）  

  8,000万  

円未満  

（動産） 

○          固定

資産

の調

達に

つい

て

は、

経営

企画

課長

に合

議 

１  300万

円を超える

ものについ

ては経理契

約を要す

る。  

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。 

4,000万  

円以下  

（動産） 

    ○    経営

企画

課長 

4,000万円

以下 

（動産以

外） 

○          

2,000万  

円以下  

（動産以

外） 

    ○    経営

企画

課長 

300万円  

以下  

     ○     

管理  

者が  

指定  

する  

もの  

Ａ  

400万円  

以下  

  ○           

300万円  

以下  

  

  

 ○     

小口  

現金  

全て（交付

限度額 

     ○  ○        

２－４契約 

決裁事

項 
区分  専決範囲  

決裁区分 

合議  備考   

副

局

長 

特

定

部

長 

副局

長・

部長

共通 

特

定

課

長 

課

長

共

通 

営

業

所

長 

特定

職 

調達

（物

件）  

 

8,000万

円未満

（動産） 

○          固定

資産

の調

達に

つい

ては、

経営

企画

課長

に合

議 

１  160万

円を超える

ものについ

ては経理契

約を要す

る。  

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。 

4,000万

円以下

（動産） 

    ○    経営

企画

課長 

4,000万

円以下

（動産以

外） 

○          

2,000万

円以下

（動産以

外） 

   ○    経営

企画

課長 

160万円

以下 

    ○   
 

管理

者が

指定

する

もの

Ａ 

200万円

以下 

  ○     
 

  

160万円

以下 

  

  

 ○   

 

小口

現金

全て（交

付限度額

    ○  ○  
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扱い 

に係  

るも  

の  

以下） 

電気  

料  

金、  

ガス  

料  

金、  

上下  

水道  

料金  

全て       ○        

一般  

使用  

料等  

全て       ○         

一般  

使用  

料等

（電 

子計  

算機  

上で  

使用  

する  

ソフ  

トウ  

ェア  

に係  

るも

4,000万円

以下  

    〇    経営

企画

課長 

  300万円を

超えるもの

について

は、経理契

約を要す

る。 

300万円以

下 

     〇     

扱い

に係

るも

の 

以下） 

電気

料

金、

ガス

料

金、

上下

水道

料金 

全て       ○        

一般

使用

料等 

全て       ○         

一般

使用

料等

（電

子計

算機

上で

使用

する

ソフ

トウ

ェア

に係

るも

4,000万

円以下  

    〇    経営

企画

課長 

 160万円を

超えるも

のについ

ては、経理

契約を要

する。 

160万円

以下 

     〇     
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の） 

請負

（工 

事又  

は製

造）  

  ５億円以

下 

○          固定

資産

の異

動を

伴う

もの

につ

いて

は、

経営

企画

課長

に合

議  

１  400万  

円を超え 

るものに 

ついては 

経理契約 

を要する。 

２  副局  

長及び経 

営企画課 

長の決裁 

区分は、経

理契約の 

場合に適用

する。 

２億  

5,000万円

以下 

    ○    経営

企画

課長 

400万円以

下 

     ○     

全て（建 

物のガス

設備に係

るもの。 

ただし、 

ガス冷暖

房設備工

事を除

く。） 

    ○    施設

課長 

  

請負

（その

他）  

  4,000万円

以下  

○          固定

資産

の異

動を

伴う

もの

１「その他」

とは、神戸

市交通局契

約事務手続

規程第10条

に規程する

  2,000万  

円以下  

    ○    経営

企画

課長 

  200万円       ○     

の）  

請負

（工

事又

は製

造） 

 

５億円以

下 

○          固定

資産

の異

動を

伴う

もの

につ

いて

は、経

営企

画課

長に

合議  

１  250万

円を超え

るものに

ついては

経理契約

を要する。 

２  副局

長及び経

営企画課

長の決裁

区分は、経

理契約の

場合に適

用する。 

２億

5,000万

円以下 

    ○    経営

企画

課長 

250万円

以下 

     ○     

全て（建

物のガス

設備に係

るもの。

ただし、

ガス冷暖

房設備工

事を除

く。） 

    ○    施設

課長 

 

請負

（その

他）  

 4,000万

円以下  

○          固定

資産

の異

動を

伴う

もの

１「その他」

とは、神戸

市交通局契

約事務手続

規程第10条

に規程する

2,000万

円以下 

    ○    経営

企画

課長 

 100万円      ○    
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以下 につ

いて

は、

経営

企画

課長

に合

議  

ものをい

う。 

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。   

３  200万円

を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

管理  

者が  

指定  

する  

もの  

Ｂ  

400万円  

以下  

  ○           

200万円  

以下  

     ○       

建物、

設備 

又は  

構築  

物の  

保繕  

又は  

小改  

修に  

係る  

200万円  

以下  

    ○    課長

(資産

活用

担

当)、

施設

課長、

課長

(計画

担

    

以下  につ

いて

は、

経営

企画

課長

に合

議 

ものをい

う。 

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。   

３  100万円

を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

 

管理

者が

指定

する

もの

Ｂ 

200万円

以下 

  ○         

100万円

以下 

     ○     

建物、

設備

又は

構築

物の

保繕

又は

小改

修に

係る

150万円

以下 

    ○    課長

(資産

活用

担

当)、

施設

課長、

課長

(計画

担
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もの 当 )、

課長

(設備

更新

担

当)、

課長

(保線

区担

当)、

電気

シス

テム

課長、

課長

(変電

区担

当)、

課長

(電気

区担

当)、

地下

鉄車

両課

長、課

長(海

岸線

車両

担当) 

もの  当 )、

課長

(設備

更新

担

当)、

課長

(保線

区担

当)、

電気

シス

テム

課長、

課長

(変電

区担

当)、

課長

(電気

区担

当)、

地下

鉄車

両課

長、課

長(海

岸線

車両

担当) 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

851



５万円以

下 

      ○      

電気  

通信  

料金  

全て       ○       電気通信事

業法第２条

第５号に規

定する電気

通信事業者

が提供する

同条第３号

に規定する

電気通信役

務に関する

料金をい

う。 

保険  

料  

全て       ○         

一般  

役務  

費（事

業系 

ごみ  

指定  

袋  

等）、

その 

他通  

信運  

搬費

（郵 

便料  

全て       ○         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５万円以

下 

      ○  
 

  

電気

通信

料金 

全て       ○       電気通信事

業法第２条

第５号に規

定する電気

通信事業者

が提供する

同条第３号

に規定する

電気通信役

務に関する

料金をい

う。 

保険

料 

全て       ○         

一般

役務

費（事

業系

ごみ

指定

袋

等）、

その

他通

信運

搬費

（郵

便料

全て      ○         
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金等） 

乗車  

票に  

よる  

自動  

車借  

上料

（タ 

クシ  

ー利  

用料）

に係 

るも  

の  

全て       ○         

委託・

受託 

工事  ２億円以

下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

金額は見積

金額とす

る。 

１億円以

下 

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

は、

経営

企画

課長

に合

金等） 

 

乗車

票に

よる

自動

車借

上料

（タ

クシ

ー利

用料）

に係

るも

の 

全て       ○         

委

託・受

託 

工事  ２億円以

下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

金額は見積

金額とす

る。 

１億円以

下 

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

は、 

経営

企画

課長

に合
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議 

工事  

以外  

2,000万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

1,000万円

以下  

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

及び

歳入

の徴

収又

は収

納の

事務

の委

託に

つい

て

は、

経営

企画

課長

に合

議 

不動    2,000万    ○       経営   

議  

 工事

以外 

2,000万

円以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

 

1,000万

円以下  

     ○     固定

資産

の異

動を

伴う

もの

及び

歳入

の徴

収又

は収

納の

事務

の委

託に

つい

て 

は、  

経営

企画

課長

に合

議 

不動  2,000万   ○      経営  
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産取 

得  

円以下  企画

課長

に合

議 

500万円以

下  

    ○    営業

推進

課課

長（資

産活

用担

当） 

労働  

者派  

遣契  

約   

  2,000万円

以下  

  ○         金額は見積

金額を示

す。 1,000万円

以下  

     ○     

物品  

の借  

入れ  

  4,000 万

円以下  

○            １  金額は、

賃料の年額

又は総額を

表す。賃料

が減額され

る場合は、

減額されな

いものとし

た場合の金

額による。 

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。   

３  150万円

2,000万円

以下 

    ○    経営

企画

課長 

  

150万円以

下 

     ○       

産取

得 

円以下  企画

課長

に合

議 

500万円

以下  

    ○    営業

推進

課課

長（資

産活

用担

当） 

労働

者派

遣契

約 

 2,000万

円以下  

  ○        金額は見積

金額を示

す。 1,000万

円以下  

     ○     

物品

の借

入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,000 万

円以下  

○           １  金額は、

賃料の年額

又は総額を

表す。賃料

が減額され

る場合は、

減額されな

いものとし

た場合の金

額による。

２ 副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。   

３  80万円

2,000万

円以下 

    ○    経営

企画

課長 

 

 80万円以

下 

     ○       
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を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

管理  

者が  

指定  

する  

もの  

Ｃ  

400万円  

以下  

  ○         金額は、賃

料の年額又

は総額を表

す。賃料が

減額される

場合は、減

額されない

ものとした

場合の金額

による。 

150万円  

以下  

     ○     

物品  

の借  

入れ

（支 

出を  

伴わ  

ない  

も  

の）  

 150万円以

下  

     ○       金額は、賃

料の年額又

は総額を表

す。賃料が

減額される

場合は、減

額されない

ものとした

場合の金額

による。  

管理  

者が  

指定  

する  

もの  

Ｃ  

400万円以

下 

  ○         

150万円以

下 

     ○   

物品  

の貸  

付  

  200万円  

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合100万円       ○       

を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

管理

者が

指定

する

もの

Ｃ 

200万円

以下 

  ○        金額は、賃

料の年額又

は総額を表

す。賃料が

減額される

場合は、減

額されない

ものとした

場合の金額

による。 

100万円

以下 

     ○     

物品

の借

入れ

（支

出を

伴わ

ない

もの） 

 80万円以

下  

     ○      金額は、賃

料の年額又

は総額を表

す。賃料が

減額される

場合は、減

額されない

ものとした

場合の金額

による。 

管理

者が

指定

する

もの

Ｃ 

200万円

以下 

  ○       

100万円

以下 

     ○     

物品

の貸

付 

 200万円

以下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合100万円      ○       
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以下 は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。 

２  賃料の

減額につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。  

物品  

の貸  

付  

（収  

入を  

伴わ  

ない  

も  

の）  

  400万円以

下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。 

２  賃料の

免除につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。 

200万円以

下  

     ○       

不動  

産の  

管理  

者が  

400万円以

下 

  ○       経営

企画

１ 金額

は、賃料の

以下 は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。 

２  賃料の

減額につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。  

物品

の貸

付（収

入を

伴わ

ない

もの） 

 200万円

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

１  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。 

２  賃料の

免除につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。 

100万円

以下  

     ○       

不動

産の

管理

者が

200万円

以下 

  ○       経営

企画

１ 金額

は、賃料の
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借入 

れ  

指定  

する  

もの  

Ｄ  

課長

に合

議 

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。 

２  決裁区

分は、地上

権、地役権

その他これ

らに準ずる

権利の設定

における定

期の地代支

払の場合に

準用する。 

200万円以

下 

     ○       

不動  

産の  

借入  

れ  

（支  

出を  

伴わ  

ない  

も  

の）  

管理者

が指定

するも

のＤ 

400万円  

以下  

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

金額は、賃

料の年額又

は総額を表

す。賃料が

減額される

場合は、減

額されない

ものとした

場合の金額

による。 

200万円以

下 

  

  

 

○  

   

  

借入

れ 

 

指定

する

もの

Ｄ 

課長

に合

議 

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。 

２  決裁区

分は、地上

権、地役権

その他これ

らに準ずる

権利の設定

における定

期の地代支

払の場合に

準用する。 

100万円

以下 

     ○       

不動

産の

借入

れ 

（支

出を

伴わ

ない

も 

の）  

管理

者が

指定

する

もの

Ｄ 

200万円

以下 

  ○       経営

企画

課長

に合

議 

金額は、賃

料の年額又

は総額を表

す。賃料が

減額される

場合は、減

額されない

ものとした

場合の金額

による。 

100万円

以下 

  

  

 

○  
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不動 

産の  

貸付  

管理  

者が  

指定  

する  

もの  

Ｄ  

400万円  

以下  
  

〇  
 

 
   

  １  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。   

２  この項

における決

裁区分は、

地上権、地

役権その他

これらに準

ずる権利の

設定におけ

る定期の地

代収入の場

合に準用す

る。 

３  賃料の

減額につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。 

 

200万円  

以下  

  

  

 

〇  

   

  

不動産

の貸付 

管理

者が

指定

する

もの

Ｄ 

200万円

以下 
  

〇  
 

 
 

  １  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。   

２  この項

における決

裁区分は、

地上権、地

役権その他

これらに準

ずる権利の

設定におけ

る定期の地

代収入の場

合に準用す

る。 

３  賃料の

減額につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。 

 

100万円

以下 

  

  

 

〇  
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不動 

産の  

貸付

（収 

入を  

伴わ  

ない  

もの） 

管理  

者が  

指定  

する  

もの  

Ｄ  

400万円  

以下  

  ○         １  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。   

２  賃料の

免除につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。 

200万円  

以下  

     ○       

売却

（物 

品そ  

の他） 

  8,000万  

円以下  

○            １  金額は、

売却見積金

額を示す。 

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。  

３  100万円

を超えるも

のについて

4,000万  

円以下   

    ○    経営

企画

課長 

  

100万円以

下 

     ○       

不動産

の貸付

（収入

を伴わ

ないも

の） 

管理

者が

指定

する

もの

Ｄ 

200万円

以下 

  ○         １  金額

は、賃料の

年額又は総

額を表す。

賃料が減額

される場合

は、減額さ

れないもの

とした場合

の金額によ

る。   

２  賃料の

免除につい

ては、管理

者の決裁を

受けるこ

と。 

100万円

以下 

     ○       

売却

（物品

その

他） 

 8,000万

円以下 

○           １  金額は、

売却見積金

額を示す。 

２  副局長

及び経営企

画課長の決

裁区分は、

経理契約の

場合に適用

する。  

３  50万円

を超えるも

のについて

4,000万

円以下  

    ○    経営

企画

課長 

 

50万円以

下 

     ○      
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は経理契約

を要する。 

移転  

料そ  

の他  

諸補  

償（移

転等 

の決  

定を  

含  

む。） 

  600万円  

以下  

 ○       高速

鉄道

部長 

経営

企画

課長

経由

副局

長に

合議 

  

400万円  

以下  

    ○    施設

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

100万円  

以下  

  ○         

50万円  

以下  

     ○       

変更契

約の締

結（工

期又は

納期の

延長） 

  40日以下       ○     経営

企画

課長

に合

議 

変更前の契

約が経理契

約の場合は

経理契約を

要する。  

経理契

約の変

更契約

の締結 

  全て      ○    経営

企画

課長 

  施行決議を

受けたもの

に限る。 

謝金  

その  

  300万円  

以下  

  ○       経営

企画

  

は経理契約

を要する。 

移転

料そ

の他

諸補

償（移

転等

の決

定を

含

む。） 

 600万円

以下 

 ○       高速

鉄道

部長 

経営

企画

課長

経由

副局

長に

合議 

 

400万円

以下 

    ○    施設

課長 

経営

企画

課長

に合

議 

100万円

以下 

  ○         

50万円以

下 

     ○       

変更契

約の締

結（工

期又は

納期の

延長） 

 40日以下       ○     経営

企画

課長

に合

議 

変更前の契

約が経理契

約の場合は

経理契約を

要する。  

経理契

約の変

更契約

の締結 

 全て      ○    経営

企画

課長 

  施行決議を

受けたもの

に限る。 

謝金

その

 

 

300万円

以下 

  ○      経営

企画
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他こ 

れら  

に類  

する  

もの  

課長

に合

議 

200万円以

下 

     ○       

（注）１～12 ［略］  

他こ

れら

に類

する

もの 

 

 

 

課長

に合

着 

 100万円

以下 

     ○        

 （注）１～12 ［略］  
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附 則  

（施行期日） 

１  この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市交通管理規程第19号  

神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を改

正する規程をここに公布する。 

令和７年３月31日  

   神戸市交通事業管理者 城  南  雅  一  

神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を

改正する規程 

（神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部改正） 

第１条 神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程（昭和28

年４月６日交通管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（給料表） （給料表） 

第５条 給料表の種類は、次に掲げる

とおりとし、各給料表の適用範囲は、

それぞれ当該給料表に定めるところ

による。 

第５条 給料表の種類は、次に掲げる

とおりとし、各給料表の適用範囲は、

それぞれ当該給料表に定めるところ

による。 

(1)、（ 2）  ［略］  (1)、（ 2）  ［略］  

(3) 特定任期付職員給料表（別表第

３） 

 

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

（昇給等の基準） （昇給等の基準） 

第６条 ［略］  第６条 ［略］  
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２～８ ［略］  ２～８ ［略］  

９  次の各号に掲げる職員の第７項の

規定による昇給は、同項に規定する

期間における当該職員の勤務成績が

極めて良好である場合又は特に良好

である場合に限り行うものとし、昇

給させる場合の昇給の号給数は、勤

務成績に応じて別に定める基準に従

い決定するものとする。 

９  前項の規定にかかわらず、55歳以

上の職員に関する当該年齢に達した

日後の最初の４月１日以後における

第７項の規定による昇給は、同項に

規定する期間における当該職員の勤

務成績が極めて良好である場合又は

特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給

数は、勤務成績に応じて別に定める

基準に従い決定するものとする。 

(1) 55歳に達した日後の最初の４月

１日以後に在職する職員（次号に

掲げる職員を除く。） 

 

(2) 一般職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が８級であるも

の及び同表以外の各給料表の適用

を受ける職員でその職務の級がこ

れに相当するものとして管理者が

定める職員 

 

10～ 16 ［略］  10～ 16 ［略］  

（特定任期付職員の給料月額）  

第６条の４ 条例第 10条の２第１項に

規定する特定任期付職員の第５条第

１項の給料表の号給は、第６条の規

定にかかわらず、その者の専門的な

知識経験又は識見の度並びにその者

が従事する業務の困難及び重要の度

に応じて決定するものとし、その決

定の基準となるべき標準的な場合は

第６条の４ 削除  
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次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して業

務に従事する場合 １号給  

 

(2) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して困

難な業務に従事する場合 ２号給  

 

(3) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して特

に困難な業務に従事する場合 ３

号給  

 

(4) 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用し

て特に困難な業務に従事する場合

 ４号給  

 

(5) 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用し

て特に困難な業務で重要なものに

従事する場合 ５号給 

 

(6) 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がその

知識経験等を活用して特に困難な

業務で重要なものに従事する場合

 ６号給  

 

(7) 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がその

知識経験等を活用して特に困難な

業務で特に重要なものに従事する

場合 ７号給  

 

２  管理者は、特定任期付職員につい  
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て、特別の事情により別表第３に掲

げる号給により難いときは、前項の

規定にかかわらず、人事委員会の承

認を得て、その給料月額を同表に掲

げる７号給の給料月額にその額と同

表に掲げる６号給の給料月額との差

額に１からの各整数を順次乗じて得

られる額を加えた額のいずれかに相

当する額（神戸市職員の給与等に関

する条例（昭和26年３月条例第８号）

別表第５の８号給の額未満の額に限

る。）又は同条例別表第５の８号給

の額に相当する額に決定することが

できる。 

第８条の３ 第８条の３ 条例第３条の２の規定に

基づき管理者が指定する職にある職

員で管理又は監督の複雑、困難及び

責任の度を考慮して管理者が定める

ものが臨時又は緊急の必要その他の

業務の運営の必要により週休日(勤

務時間を割り振らない日をいう。)又

は条例第８条第３項に規定する休日

(次項において「週休日等」という。)

に管理者が定める勤務をした場合

は、当該職員には、管理職員特別勤

務手当を支給することができる。 

 ２  前項に規定する場合のほか、管理

職員が災害への対処その他の臨時又

は緊急の必要により週休日等以外の

日の午前０時から午前５時までの間
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であつて正規の勤務時間以外に勤務

した場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給することがで

きる。 

管理職員特別勤務手当の

額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

３  管理職員特別勤務手当の額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

(1) 条例第10条の２第１項に規定す

る場合 同項の規定による勤務１

回につき、12,000円を超えない範

囲内において管理者が定める額

（当該勤務に従事する時間等を考

慮して管理者が定める勤務にあつ

ては、その額に100分の 150の範囲

内において管理者が定める割合を

乗じて得た額） 

(1) 第１項に規定する場合 同項の

規定による勤務１回につき、12,00

0円を超えない範囲内において管

理者が定める額（当該勤務に従事

する時間等を考慮して管理者が定

める勤務にあつては、その額に100

分の 150の範囲内において管理者

が定める割合を乗じて得た額） 

(2) 条例第10条の２第２項に規定す

る場合 同項の規定による勤務１

回につき、6,000円を超えない範囲

内において管理者が定める額 

(2) 前項に規定する場合 同項の規

定による勤務１回につき、6,000円

を超えない範囲内において管理者

が定める額 

２  前項に定めるもののほか、管理職

員特別勤務手当の支給に関し必要な

事項は、別に定める 

４  前３項に定めるもののほか、管理

職員特別勤務手当の支給に関し必要

な事項は、別に定める 

（支給額及び支給方法） （支給額及び支給方法） 

第８条の５ 地域手当の月額は、次の

各号に定めるところによる。 

第８条の５ 地域手当の月額は、次の

各号に定めるところによる。 

(1)～ (5) ［略］ (1)～ (5) ［略］ 

(6) 特定任期付職員給料表の適用を

受ける職員で、医師又は歯科医師

であるもの（東京都の特別区に所
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在する公署に勤務する職員を除

く。）の地域手当の月額は、当分

の間、第１号の規定にかかわらず、

給料、管理職手当及び扶養手当の

月額の合計額に100分の 16を乗じ

て得た額とする。 

（扶養親族の定義） （扶養親族の定義） 

第９条 条例第４条の「扶養親族」と

は、次に掲げる者で他に生計の途が

なく主としてその職員の扶養を受け

ているものをいう。 

第９条 条例第４条の「扶養親族」と

は、次に掲げる者で他に生計の途が

なく主としてその職員の扶養を受け

ているものをいう。 

 (1) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。） 

(1)～ (5) ［略］  (2)～ (6) ［略］  

２  前項に定める扶養親族であつて

も、次の各号に掲げる者は、扶養親

族として認定しない。 

２  前項に定める扶養親族であつて

も、次の各号に掲げる者は、扶養親

族として認定しない。 

(1) 職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）、兄弟

姉妹等が受ける扶養手当又は民間

事業所その他のこれに相当する手

当の支給の基礎となつている者 

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受

ける扶養手当又は民間事業所その

他のこれに相当する手当の支給の

基礎となつている者 

(2)、 (3) ［略］ (2)、 (3) ［略］ 

３  ［略］  ３  ［略］  

（支給額） （支給額） 

第 10条  扶養手当の月額は、前条第２

号から第５号までのいずれかに該当

第10条  扶養手当の月額は、前条第１

項第１号及び第３号から第６号まで
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する扶養親族については１人につき

6,500円、同条同項第１号に該当する

扶養親族(以下「扶養親族たる子」と

いう。)については１人につき14,500

円とする。 

のいずれかに該当する扶養親族につ

いては１人につき6,500円、同条同項

第２号に該当する扶養親族(以下「扶

養親族たる子」という。)については

１人につき12,000円とする。 

２  ［略］  ２  ［略］  

（扶養親族の届出） （扶養親族の届出） 

第 11条  新たに職員となつた者は扶養

親族がある場合又は職員に次のいず

れかに該当する事実が生じた場合に

おいては、その職員は、直ちにその

旨を管理者に届け出なければならな

い。 

第 11条  新たに職員となつた者は扶養

親族がある場合又は職員に次のいず

れかに該当する事実が生じた場合に

おいては、その職員は、直ちにその

旨を管理者に届け出なければならな

い。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 扶養親族としての要件を欠くに

至つた者がある場合(第９条第１

項第１号、第２号又は第４号に該

当する扶養親族が、22歳に達した

日以後の最初の３月31日の経過に

より、扶養親族としての要件を欠

くに至つた場合を除く。) 

(2) 扶養親族としての要件を欠くに

至つた者がある場合(第９条第１

項第２号、第３号又は第５号に該

当する扶養親族が、22歳に達した

日以後の最初の３月31日の経過に

より、扶養親族としての要件を欠

くに至つた場合を除く。) 

（勤務しないことについての承認） （勤務しないことについての承認） 

第 19条  条例第13条の「その他その勤

務しないことにつき管理者の承認

（部分休業（当該職員がその小学校

就学の始期に達するまでの子を養育

するため１日の勤務時間の一部（２

時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）

の承認、地方公務員法第26条の３第

第19条  条例第13条の「その他その勤

務しないことにつき管理者の承認

（部分休業（当該職員がその小学校

就学の始期に達するまでの子を養育

するため１日の勤務時間の一部（２

時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）

の承認、地方公務員法第26条の３第
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１項の高齢者部分休業に相当する休

業の承認、介護休暇の承認及び介護

時間の承認を除く。）があつた場合」

とは、休暇規程第５条第２項に規定

する育児時間及び同規程第８条に規

定する代休のほか、次の各号（育児

休業法第６条第１項第１号の規定に

基づき採用された職員については、

第９号及び第10号を除く。）に定め

る基準によつて管理者が勤務しない

ことにつき承認を与えた時間又は日

をいう。 

１項の高齢者部分休業に相当する休

業の承認、介護休暇の承認及び介護

時間の承認を除く。）があつた場合」

とは、休暇規程第５条第２項に規定

する育児時間及び同規程第８条に規

定する代休のほか、次の各号（育児

休業法第６条第１項第１号の規定に

基づき採用された職員については、

第９号及び第10号を除く。）に定め

る基準によつて管理者が勤務しない

ことにつき承認を与えた時間又は日

をいう。 

(1)～ (10) ［略］  (1) ～ (10) ［略］  

(11) 職員の健康支援休暇の日数 (11) 職員の生理休暇のうち乗務員

については月３日以内その他の職

員については月２日以内の日数 

(12) ［略］  (12) ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

（減額すべき給与額及び減額方法） （減額すべき給与額及び減額方法） 

第 20条  前条に規定する場合及び休暇

規程第７条第１項に規定する職員の

休日である場合、休暇(介護休暇及び

介護時間を除く。)を除くほか、勤務

を要するときにおいて勤務しないと

き(神戸市交通局職員の育児休業に

関する規程(平成４年４月交規定第

１号)第５条の２に規定する部分休

業の承認(以下「部分休業の承認」と

いう。)並びに高齢者部分休業の承

認、介護休暇及び介護時間の承認を

第20条  前条に規定する場合及び休暇

規程第７条第１項に規定する職員の

休日である場合、休暇(介護休暇及び

介護時間を除く。)のほか、勤務を要

するときにおいて勤務しないとき

(神戸市交通局職員の育児休業に関

する規程(平成４年４月交規定第１

号)第５条の２に規定する部分休業

の承認(以下「部分休業の承認」とい

う。)並びに高齢者部分休業の承認、

介護休暇及び介護時間の承認を受け
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受けたときを含む。)は、すべて給与

を減額する。 

たときを含む。)は、すべて給与を減

額する。 

２～４ ［略］  ２～４ ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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別表第１　一般職給料表（第５条関係） 別表第１　一般職給料表（第５条関係）

職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
職務の
級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号給 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 給料月額 給料月額 号給 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 給料月額 給料月額

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］      円      円 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］      円      円

370,600 537,800 370,600 480,600
373,100 548,300 373,100 484,200
375,600 558,500 375,600 487,800
378,100 567,900 378,100 491,300
380,500 576,500 380,500 494,800
383,700 583,900 383,700 498,400
386,900 591,000 386,900 502,000
390,100 598,100 390,100 505,600
393,300 604,600 393,300 509,000
396,700 610,200 396,700 512,600
400,100 614,700 400,100 516,200
403,500 618,200 403,500 519,800
406,800 621,200 406,800 523,100
410,200 623,700 410,200 526,800
413,600 625,700 413,600 530,500
417,000 627,200 417,000 534,200
420,300 628,200 420,300 537,800
423,800 629,200 423,800 541,300
427,300 427,300 544,800
430,700 430,700 548,300
434,100 434,100 551,800
437,600 437,600 555,200
441,100 441,100 558,500
444,600 444,600 561,800
448,000 448,000 564,900
451,400 451,400 567,900
454,700 454,700 570,800
458,000 458,000 573,700
461,200 461,200 576,500
464,400 464,400 578,400
467,500 467,500 580,300
470,600 470,600 582,200
473,700 473,700 583,900
476,700 476,700 585,700
479,700 479,700 587,500
482,700 482,700 589,300
485,700 485,700 591,000
488,700 488,700 592,200
491,700 491,700 593,400
494,600 494,600 594,600
497,500 497,500 595,700
499,800 499,800 596,900
502,100 502,100 598,100
504,300 504,300 599,300
506,200 506,200 600,400
507,700 507,700 601,300
509,200 509,200 602,200
510,700 510,700 603,100
512,100 512,100 603,800
512,900 512,900 604,600
513,700 513,700 605,400
514,500 514,500 606,200
515,400 515,400 607,000
516,100 516,100 607,800
516,800 516,800 608,600
517,500 517,500 609,400

改正後 改正前

51
52
53
54
55
56

45
46
47
48
49
50

39
40
41
42
43
44

33
34
35
36
37
38

27
28
29
30
31
32

21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20

9
10
11
12
13
14

4
5
6
7
8

15

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

1
2
3

56

50
51
52
53
54
55

44
45
46
47
48
49

38
39
40
41
42
43

32
33
34
35
36
37

28
29
30
31

20
21
22
23
24
25

職員の区
分

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19

8
9
10
11
12
13

26
27
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518,300 518,300 610,200
519,000 519,000 611,000
519,700 519,700 611,800
520,400 520,400 612,600
521,000 521,000 613,400
521,700 521,700
522,400 522,400
523,100 523,100
523,700 523,700
524,400 524,400
525,100 525,100
525,800 525,800
526,400 526,400
527,500 527,500
528,600 528,600
529,700 529,700
530,600 530,600
531,700 531,700
532,800 532,800
533,900 533,900
535,000 535,000

536,200
537,300
538,400
539,400

105
106
107
108

99
100
101
102
103
104

93
94
95
96
97
98

87
88
89
90
91
92

81
82
83
84
85
86

75
76
77
78
79
80

69
70
71
72
73
74

63
64
65
66
67
68

57
58
59
60
61
62

104
105
106
107
108

98
99
100
101
102
103

92
93
94
95
96
97

86
87
88
89
90
91

80
81
82
83
84
85

74
75
76
77
78
79

68
69
70
71
72
73

62
63
64
65
66
67

57
58
59
60
61
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     円      円      円      円      円      円      円      円
187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 416,700 450,700 187,900 210,700 257,800 291,400 309,000 366,200 416,700 450,700

（332,400） （332,400）

（386,400） （386,400）
　備考 　備考

　　１　［略］ 　　１　［略］

　　３　［略］ 　　３　［略］

135
136
137

129
130
131
132
133
134

123
124
125
126
127
128

117
118
119
120
121
122

111
112
113
114
115
116

109
110

134
135
136

121

110
111
112
113
114
115

109

137

128
129
130
131
132
133

122
123
124
125
126
127

116
117
118
119
120

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員
　　　を除く。）の給料月額は、この表の額に8,800円をそれぞれ加算した額とする。

　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級である職員（定年前再任用短時間勤務職員
　　　を除く。）の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

定年前再
任用短時
間勤務職
員

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］
基準給料月
額

基準給料月
額

定年前再
任用短時
間勤務職
員

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］
基準給料月
額

基準給料月
額
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

別表第３  特定任期付職員給料表（第

５条関係） 

 

号給  給料月額 

 

１  

２  

３  

４  

５  

６  

７  

円  

392,000 

440,000 

492,000 

555,000 

634,000 

740,000 

864,000 
 

 

備考  この表は、特定任期付職員に

適用する。 

 

（神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正） 

第２条 神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和元年12月２日

交通管理規程第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改
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正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（給料の減額） （給料の減額） 

第９条 会計年度任用職員が正規の勤

務時間中に勤務しないときは、神戸

市交通局会計年度任用職員の勤務時

間、休暇等に関する規程第５条で定

める休日である場合、若しくは同規

程第９条に規定する年次有給休暇、

同規程第10条に規定する病気休暇及

び同規程第12条の２から第14条及び

第15条の２から第18条までに規定す

る休暇である場合、並びに職員の職

務に専念する義務の特例に関する条

例（昭和26年３月条例第13号）第２

条第１項各号及びこれに基づく神戸

市交通局職員の職務に専念する義務

の特例に関する規程（昭和28年３月

交規程第６号）第２条第１項第１号、

第６号から第13号まで、及び第15号

の規定に基づきその義務を免除され

た場合、並びに給与規程第19条第１

項第１号から第７号に規定される勤

務しないことが承認される場合とす

る。 

第９条 会計年度任用職員が正規の勤

務時間中に勤務しないときは、神戸

市交通局会計年度任用職員の勤務時

間、休暇等に関する規程第５条で定

める休日である場合、若しくは同規

程第９条に規定する年次有給休暇及

び同規程第12条の２から第14条及び

第15条の２から第18条までに規定す

る休暇である場合、並びに職員の職

務に専念する義務の特例に関する条

例（昭和26年３月条例第13号）第２

条第１項各号及びこれに基づく神戸

市交通局職員の職務に専念する義務

の特例に関する規程（昭和28年３月

交規程第６号）第２条第１項第１号、

第６号から第13号まで、及び第15号

の規定に基づきその義務を免除され

た場合、並びに給与規程第19条第１

項第１号から第７号に規定される勤

務しないことが承認される場合とす

る。 

２～４ ［略］  ２～４ ［略］  

（管理職手当の支給に関する規程の一部改正） 

第３条 管理職手当の支給に関する規程（昭和41年 12月 28日交通管理規程第46
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号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 

［略］  
 

［略］  

備考 備考  

１  本表の支給額の欄中「甲」、

「乙」及び「丙」は、支給区分

に応じ、下表に定める月額を表

す。 

１  本表の支給額の欄中「甲」、

「乙」及び「丙」は、支給区分

に応じ、下表に定める月額を表

す。 

支給額  支給区分 月額  

甲  ２種  145,000円  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
 

支給額 支給区分 月額  

甲  ２種  131,000円  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
 

２ ［略］  ２  ［略］  

（管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の一部改正） 

第４条 管理職員特別勤務手当の支給に関する規程（平成４年４月１日交通管理

規程第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）
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については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（対象職員等） （対象職員等） 

第２条 条例第10条の２第１項の管理

者が定める職員は、管理職手当の支

給に関する規程（昭和41年 12月交規

程第46号）別表第１（以下「管理職

手当の別表」という。）の支給額欄

に掲げる支給額が甲、乙又は丙であ

る職にある職員（以下「特定管理職

員」という。）又は特定任期付職員

（地方公共団体の一般職の任期付職

員の採用に関する法律（平成14年法

律第48号。以下「任期付職員法」と

いう。)第３条第１項の規定により採

用された職員をいう。以下同じ。）

とする。 

第２条 条例第10条の２第１項の管理

者が定める職員は、管理職手当の支

給に関する規程（昭和41年 12月交規

程第46号）別表第１（以下「管理職

手当の別表」という。）の支給額欄

に掲げる支給額が甲、乙又は丙であ

る職にある職員（以下「特定管理職

員」という。）とする。 

２  ［略］  ２  ［略］  

（手当の額等） （手当の額等） 

第３条 神戸市営企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例施行規程

（昭和28年４月交規程第９号。以下

この条において「規程」という。）

第８条の３第１項第１号の管理者が

定める額は、特定管理職員にあって

はその占める職に係る管理職手当の

第３条 神戸市営企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例施行規程

（昭和28年４月交規程第９号。以下

この条において「規程」という。）

第８条の３第３項第１号の管理者が

定める額は、特定管理職員にあって

はその占める職に係る管理職手当の
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別表に掲げる支給額に応じ次の各号

に掲げる額とする。 

別表に掲げる支給額に応じ次の各号

に掲げる額とする。 

(1)～ (3) ［略］ (1)～ (3) ［略］ 

２  規程第８条の３第１項第１号の管

理者が定める額は、特定任期付職員

にあってはその者が受ける規程第５

条第１項第３号に規定する特定任期

付職員給料表（以下単に「特定任期

付職員給料表」という。）の号給又

は規程第６条の４第２項の規定によ

る給料月額に応じ次の各号に掲げる

額とする。 

 

(1) ６号給若しくは７号給又は規程

第６条の４第２項の規定による給

料月額 10,000円  

 

(2) ５号給 8,500円   

(3) １号給から４号給まで 7,000

円  

 

３  規程第８条の３第１項第１号の管

理者が定める勤務は、勤務に従事し

た時間が6時間以上の場合の勤務と

する。 

２  規程第８条の３第３項第１号の管

理者が定める勤務は、勤務に従事し

た時間が6時間以上の場合の勤務と

する。 

４  規程第８条の３第１項第１号の管

理者が定める割合は、100分の 150と

する。  

３  規程第８条の３第３項第１号の管

理者が定める割合は、100分の 150と

する。  

５  規程第８条の３第１項第２号の管

理者が定める額は、特定管理職員に

あってはその占める職に係る管理職

手当の別表に掲げる支給額に応じ次

の各号に掲げる額とする。 

４  規程第８条の３第３項第２号の管

理者が定める額は、特定管理職員に

あってはその占める職に係る管理職

手当の別表に掲げる支給額に応じ次

の各号に掲げる額とする。 
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(1)～ (3) ［略］ (1)～ (3) ［略］ 

６  規程第８条の３第１項第２号の管

理者が定める額は、特定任期付職員

にあってはその者が受ける特定任期

付職員給料表の号給又は規程第６条

の４第２項の規定による給料月額に

応じ次の各号に掲げる額とする。 

 

(1) ６号給若しくは７号給又は規程

第６条の４第２項の規定による給

料月額 50,000円  

 

(2) ５号給 4,300円   

(3) １号給から４号給まで 3,500

円  

 

７  次に掲げる場合には、条例第10条

の２第１項の規定による管理職員特

別勤務手当を支給しない。この場合

において、職員がした同条第２項の

勤務は、同条第１項の勤務とみなす。 

５  規程第８条の３第１項の勤務をし

た後、引き続いて同条第２項の勤務

をした場合は、その引き続く勤務に

係る同項の規定による管理職員特別

勤務手当を支給しない。 

(1) 条例第10条の２第１項の勤務を

した後、引き続いて同条第２項の

勤務をした場合 

 

(2) 条例第10条の２第２項の勤務を

した後、引き続いて同条第１項の

勤務をした場合 

 

（規程附則第４項の規定の適用を受

ける職員の支給額） 

（規程附則第４項の規定の適用を受

ける職員の支給額） 

第３条の２ 規程附則第４項の規定の

適用を受ける職員に対する第３条第

１項及び第５項の規定の適用につい

第３条の２ 規程附則第４項の規定の

適用を受ける職員に対する第３条第

１項及び第４項の規定の適用につい
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ては、当分の間、同号中「掲げる額」

とあるのは、「掲げる額に100分の 70

を乗じて得た額（その額に、50円未

満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、50円以上100円未満の端数を生

じたときはこれを100円に切り上げ

た額）」とする。 

ては、当分の間、同号中「掲げる額」

とあるのは、「掲げる額に100分の 70

を乗じて得た額（その額に、50円未

満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、50円以上100円未満の端数を生

じたときはこれを100円に切り上げ

た額）」とする。 

（交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正） 

第５条 交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程（昭和29年 11月１日

交通管理規程第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前  

（勤務時間の割振り） （勤務時間の割振り） 

第３条の２ ［略］  第３条の２ ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

４  管理者は、職員（管理者が別に定

める職員を除く。）について、始業

及び終業の時刻について職員の申告

を考慮して当該職員の勤務時間を割

り振ることが公務の運営に支障がな

いと認める場合には、第１項の規定

にかかわらず、職員の申告（以下こ

の項から第22項において単に「申告」

４  管理者は、職員（管理者が別に定

める職員を除く。）について、始業

及び終業の時刻について職員の申告

を考慮して当該職員の勤務時間を割

り振ることが公務の運営に支障がな

いと認める場合には、第１項の規定

にかかわらず、職員の申告（以下こ

の項から第22条において単に「申告」

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

882



という）を経て、４週間を超えない

範囲内で週を単位として管理者が定

める期間（以下この条において「単

位期間」という。）ごとの期間につ

き第３条に規定する勤務時間となる

ように当該職員の勤務時間を割り振

ることができる。 

という）を経て、４週間を超えない

範囲内で週を単位として管理者が定

める期間（以下この条において「単

位期間」という。）ごとの期間につ

き第３条に規定する勤務時間となる

ように当該職員の勤務時間を割り振

ることができる。 

５～25 ［略］  ５～25 ［略］  

（特別休暇） （特別休暇） 

第 11条  ［略］  第 11条  ［略］  

２  前項の特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後

休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、

育児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、

年次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献

活動休暇、子の看護等休暇及び短期

の介護休暇とする。 

２  前項の特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後

休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、

育児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、

年次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献

活動休暇、子の看護休暇及び短期の

介護休暇とする。 

（社会貢献活動休暇） （社会貢献活動休暇） 

第 19条  職員が自発的に、かつ、報酬

を得ないで、国内において、原則と

して次に掲げる社会に貢献する活動

（専ら親族に対する支援となる活動

を除く。）を行う場合で、その勤務

しないことが相当であると認められ

る場合は、願い出により一の年度に

つき５日以内の社会貢献活動休暇を

与える。ただし、半日を単位に社会

貢献活動休暇を与えた場合について

も、日数の計算においては１日の社

会貢献活動休暇を与えたものとみな

第19条  職員が自発的に、かつ、報酬

を得ないで、国内において、原則と

して次に掲げる社会に貢献する活動

（専ら親族に対する支援となる活動

を除く。）を行う場合で、その勤務

しないことが相当であると認められ

る場合は、願い出により一の年度に

つき５日以内の社会貢献活動休暇を

与える。ただし、半日を単位に社会

貢献活動休暇を与えた場合について

も、日数の計算においては１日の社

会貢献活動休暇を与えたものとみな
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す。 す。  

(1)～ (3) ［略］ (1)～ (3) ［略］ 

(4) 民生委員・児童委員（民生委員

支援員等の民生委員・児童委員を補

佐する活動を含む）の活動 

 

(5) 保護司の活動  

（子の看護等休暇） （子の看護休暇） 

第 21条  中学校就学の始期に達するま

での子 (配偶者の子を含む。 )を養育

す る 職 員 が 、 そ の 子 の 看 護 等 (負 傷

し、若しくは疾病にかかったその子

の世話、疾病の予防を図るために必

要なその子の世話、感染症に伴う学

級閉鎖等によりその子の世話を行う

こと、又はその子の教育若しくは保

育に係る行事（入園、卒園、入学又

は卒業の式典その他これに準ずる式

典）への参加をいう。)のため勤務し

ないことが相当であると認められる

場合、願い出により一の年度につき

５日（対象となる子が２人以上の場

合にあっては、 10日）の子の看護等

休暇を与える。 

第 21条  中学校就学の始期に達するま

での子 (配偶者の子を含む。 )を養育

す る 職 員 が 、 そ の 子 の 看 護 等 (負 傷

し、若しくは疾病にかかったその子

の世話、疾病の予防を図るために必

要なその子の世話又は感染症に伴う

学級閉鎖等によりその子の世話を行

うことをいう。)のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合、

願 い 出 に よ り 一 の 年 度 に つ き ５ 日

（対象となる子が２人以上の場合に

あっては、 10日）の子の看護休暇を

与える。 

（休暇の単位） （休暇の単位） 

第 23条  休暇の単位は、１日を単位と

して与える。ただし、次に掲げる休

暇については、それぞれ当該各号に

定める日、時間又は分を単位として

与えることができる。 

第 23条  休暇の単位は、１日を単位と

して与える。ただし、次に掲げる休

暇については、それぞれ当該各号に

定める日、時間又は分を単位として

与えることができる。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 
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(2) 年次有給休暇、特別休暇のうち、

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子

の看護等休暇及び短期の介護休暇

 １日。ただし、特に必要と認め

られる場合にあっては、半日、１

時間 

(2) 年次有給休暇、特別休暇のうち、

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子

の看護休暇及び短期の介護休暇  

１日。ただし、特に必要と認めら

れる場合にあっては、半日、１時

間 

(3)～ (6) ［略］ (3)～ (6) ［略］ 

（神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正） 

第６条 神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（令和

元年12月２日交通管理規程第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前  

（特別休暇） （特別休暇） 

第 11条  特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後

休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、

育児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、

夏季休暇、子の看護等休暇及び短期

の介護休暇とする。 

第 11条  特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後

休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、

育児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、

夏季休暇、子の看護休暇及び短期の

介護休暇とする。 

２～４ ［略］  ２～４ ［略］  

（出生サポート休暇） （出生サポート休暇） 

第 12条の２  勤務時間規程第12条の２ 第 12条の２  勤務時間規程第12条の２
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の規定は、会計年度任用職員（１週

間の勤務日が３日以上とされている

者又は週以外の期間によって勤務日

が定められている者で１年間の勤務

日が121日以上であるものに限る。第

15条の２、第15条の３、第19条及び

第 20条において同じ。）の出生サポ

ート休暇について準用する。 

の規定は、会計年度任用職員（１週

間の勤務日が３日以上とされている

者又は週以外の期間によって勤務日

が定められている者で１年間の勤務

日が121日以上であるものであって、

６月以上の任期が定められているも

の又は継続勤務期間が６月以上ある

ものに限る。第 15条の２、第 15条の

３ 、 第 1 9条 及 び 第 2 0条 に お い て 同

じ。）の出生サポート休暇について

準用する。 

（子の看護等休暇） （子の看護休暇） 

第 1 9条  勤 務 時 間 規 程 第 2 1条 の 規 定

は、会計年度任用職員の子の看護等休

暇について準用する。 

第 1 9条  勤 務 時 間 規 程 第 2 1条 の 規 定

は、会計年度任用職員の子の看護休

暇について準用する。 

（企業職員の職務分類の基準に関する規程の一部改正） 

第７条 企業職員の職務分類の基準に関する規程（昭和41年 12月交規程第45号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

別表第１ 一般職給料表級別標準職務

表 

別表第１ 一般職給料表級別標準職務

表 

１級 ［略］  １級 ［略］  
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２級 ［略］  ２級 ［略］  

３級 ［略］  ３級 ［略］  

４級 ［略］  ４級 ［略］  

５級 係長、専門役又は調査役、第１

類の事業所の副所長、第２類の事業

所の支所長、車庫長、運転指令区長、

乗務区長、管区駅長、保線区長、変

電区長、電気区長又は検車区長の職

務 

５級 係長、専門役又は調査役、第１

類の事業所の副所長、第２類の事業

所の車庫長、運転指令区長、名谷乗

務区長、管区駅長、保線区長、変電

区長又は電気区長の職務 

６級 課長、第１類の事業所の長の職

務 

６級 課長、統括乗務区長、苅藻乗務

区長、統括駅長又は第１類の事業所

の長の職務 

７級 ［略］  ７級 ［略］  

８級 ［略］  ８級 ［略］  

別表第２ 現業職給料表級別標準職務

表 

別表第２ 現業職給料表級別標準職務

表 

１級 ［略］  １級 ［略］  

２級 ［略］  ２級 ［略］  

３級 ［略］  ３級 ［略］  

４級  ４級  

 １  多数の職員の技能的業務を指揮

監督する職務 

高度の知識、長期にわたる経験

及び能力の実証を必要とし、下位

の職務の級に属する職員に対して

指導・助言を行いながら、困難な

技能的業務を行う職務 

２  高度の知識、長期にわたる経験

及び能力の実証を必要とし、困難

な技能的業務を行う職務 

５級 ［略］  ５級 ［略］  

（交通局職員職名規程の一部改正） 
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第８条 交通局職員職名規程（昭和31年８月交規程第16号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

副局長 部長 課長  営業所長 地下

鉄職員研修所長 係長 副所長  支所

長 車庫長  運転指令区長 乗務区長

 管区駅長 保線区長 変電区長 電

気区長 検車区長 

副局長 部長 課長  営業所長 統括

所長 統括乗務区長 統括駅長 係長

 副所長 車庫長 運転指令区長 乗

務区長 管区駅長 保線区長 変電区

長 電気区長 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 
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職種名 職種名の総称区

分 

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

乗 合 自 動 車 運 転

士、高速鉄道運転

士、高速鉄道車掌 

 

 

 

 

［略］  

駅掌  ［略］  

［略］  ［略］  
 

職種名 職種名の総称区

分 

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

乗 合 自 動 車 指 導

運転士、高速鉄道

指導運転士、高速

鉄道指導車掌、乗

合自動車運転士、

高速鉄道運転士、

高速鉄道車掌 

［略］  

指導駅掌、駅掌 ［略］  

［略］  ［略］  
 

（交通局自動車運転取扱規程の一部改正） 

第９条 交通局自動車運転取扱規程（昭和36年 12月交規程第17号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（自動車の運転者） （自動車の運転者） 

第７条 乗合自動車運転士の職種名を

有する者及び運行管理者が特に認め

第７条 乗合自動車運転士若しくは乗

合自動車指導運転士の職種名を有す
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た者以外は、自動車を運転してはな

らない。ただし、試運転又は回送等

の場合において、上司の承認を得て

運転するときは、この限りでない。 

る者及び運行管理者が特に認めた者

以外は、自動車を運転してはならな

い。ただし、試運転又は回送等の場

合において、上司の承認を得て運転

するときは、この限りでない。 

（神戸市交通局乗合自動車職員服務規程の一部改正） 

第 10条  神戸市交通局乗合自動車職員服務規程（昭和46年３月交規程第27号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（定義） （定義） 

第２条 この規程において乗合自動車

職員（以下「職員」という。）とは、

営業所において乗合自動車運輸現業

に従事する運輸事務職員（以下「運

輸事務職員」という。）、乗合自動

車運転士（研修生を含む。以下「運

転士」という。）をいう。 

第２条 この規程において乗合自動車

職員（以下「職員」という。）とは、

営業所において乗合自動車運輸現業

に従事する運輸事務職員（以下「運

輸事務職員」という。）、乗合自動

車指導運転士並びに乗合自動車運転

士（研修生を含む。以下「運転士」

という。）をいう。 

（神戸市高速鉄道運輸係員規程の一部改正） 

第 11条  神戸市高速鉄道運輸係員規程（昭和52年２月交規程第47号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及
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び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（運転指令区長） （運転指令区長） 

第７条 運転指令区長は、運輸課長の

命を受け、所属係員を指揮監督し、

高速鉄道の運転指令、運転整理その

他運行管理に関する業務を処理す

る。 

第７条 運転指令区長は、運転統括所

長の命を受け、所属係員を指揮監督

し、高速鉄道の運転指令、運転整理

その他運行管理に関する業務を処理

する。 

別表  別表  

係員の職種名 係員の職種名 

係員  職種名  

［略］  ［略］  

［略］  

［略］  

［略］  

運転士  高速鉄道運転士 

 

 

車掌  高速鉄道車掌 

 

 

駅掌  駅掌  

 
 

係員 職種名  

［略］  ［略］  

［略］  

［略］  

［略］  

運転士  高速鉄道指導運

転士 

高速鉄道運転士 

車掌  高速鉄道指導車

掌 

高速鉄道車掌 

駅掌  指導駅掌 

駅掌  
 

（交通局職員の職長並びに班及び班長設置規程の一部改正） 
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第12条  交通局職員の職長並びに班及び班長設置規程（昭和28年７月交規程第17

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第２条 職長及び副職長並びに副班長

は、職種員又は班員で次の各号に該

当するものについて局長が選任す

る。 

第２条 職長及び副職長並びに班長及

び副班長は、職種員又は班員で次の

各号に該当するものについて局長が

選任する。 

(1)～ (4) ［略］ (1)～ (4) ［略］ 

２  班長の選任については、別の定め

により局長が選任する。 

 

第３条 職長は、次の職務を行わなけ

ればならない。 

第３条 職長及び班長は、次の職務を

行わなければならない。 

(1)～ (3) ［略］ (1)～ (3) ［略］ 

２  班長は、別の定めによる職務を行

わなければならない。 

 

３  ［略］  ２  ［略］  

（交通局職員の職長並びに班及び班長設置規程の一部改正） 

第 13条  交通局職員の職長並びに班及び班長設置規程（昭和28年７月交規程第17

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

892



については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改 

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第１条 ［略］  第１条 ［略］  

 ２  職長及び班長を総括させるため、

総括班長を置くことができる。 

 第４条 総括班長の選任については、

第２条の規定を準用する。 

 第５条 総括班長は、第３条に準ずる

職務を行うほか、職長及び班長を総

括する。 

第４条 ［略］  第６条 ［略］  

（神戸市交通局分課規程の一部改正） 

第 14条  神戸市交通局分課規程（昭和27年 10月１日交規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及  

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（分課） （分課） 

第２条  交通局に次の部、課及び係を

設ける。 

第２条  交通局に次の部、課及び係を

設ける。 
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経営企画課 経営企画課 

営業推進課 ［略］  営業推進課 ［略］  

自動車部 ［略］  自動車部 ［略］  

高速鉄道部 高速鉄道部 

地下鉄運輸サービス課 地下鉄運輸サービス課 

管理係  管理係  

 計画係  

安全推進係 安全推進係 

運輸課  運輸課  

運輸係  運輸係  

企画係   

施設課 ［略］  施設課 ［略］  

電気システム課 ［略］  電気システム課 ［略］  

地下鉄車両課 ［略］ 地下鉄車両課 ［略］ 

２～３ ［略］  ２～３ ［略］  

（施設課の分掌事務） （施設課の分掌事務） 

第９条の３  施設課においては、次の

事務を分掌する。 

第９条の３  施設課においては、次の

事務を分掌する。 

施設課  施設課  

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］ 

(3) (2)を除く建築施設、建築付帯設

備 及 び 土 木 工 事 の 設 計 及 び 工 事 に

関すること。 

(3) (2)を除く建築施設、建築付帯設

備 の 営 繕 工 事 及 び 土 木 工 事 に 関 す

ること。 

附  則  

（施行期日等） 

第１条 この規程は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、第13条の規定による改正後の交通局職員の職長並びに班及び班長

設置規程の規定は令和９年４月１日から施行する。 

２  第７条の規定による改正後の企業職員の職務分類の基準に関する規程別表第
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１、第８条の規定による改正後の交通局職員職名規程別表第１及び第11条の規

定による改正後の神戸市高速鉄道運輸係員規程第７条の規定は、令和６年４月

１日から適用する。 

（令和８年３月31日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

第２条 施行日から令和８年３月31日までの間における第１条の規定による改正

後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程（以下、「改

正後給与規程」第９条の規定の適用については、同条第１項中「(5) 重度心身

障害者」とあるのは、「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」とし、改正後給与規程第10条

の規定の適用については、同条第１項中「14,500円」とあるのは「13,500円」

と、「とする」とあるのは、「、前項第６号に該当する扶養親族については3,000

円とする」とする。 

（号給の切替え） 

第３条 施行日の前日において神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例施行規程第５条第１項第１号の給料表の適用を受けていた職員のうち、そ

の職務の級が７級又は８級である職員の施行日における号給は、施行日の前日

においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に応じて附

則別表に定める号給とする。 

（施行細目の委任） 

第４条 前条に定めるもののほか、第１条の規定の施行に関し必要な事項は、管

理者が定める。 

附則別表（附則第３条関係） 

職務の級 

旧号給  

７級  ８級  

１  １  １  

２  ２  １  

３  ３  １  

４  ４  １  

５  ５  １  

６  ６  １  
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７ ７  １  

８  ８  １  

９  ９  １  

10 10 １  

11 11 １  

12 12 １  

13 13 １  

14 14 １  

15 15 １  

16 16 １  

17 17 １  

18 18 ２  

19 19 ２  

20 20 ２  

21 21 ３  

22 22 ３  

23 23 ３  

24 24 ４  

25 25 ４  

26 26 ４  

27 27 ５  

28 28 ５  

29 29 ５  

30 30 ６  

31 31 ６  

32 32 ６  

33 33 ６  

34 34 ７  

35 35 ７  

36 36 ７  
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37 37 ７  

38 38 ８  

39 39 ８  

40 40 ８  

41 41 ８  

42 42 ８  

43 43 ８  

44 44 ９  

45 45 ９  

46 46 ９  

47 47 ９  

48 48 ９  

49 49 ９  

50 50 ９  

51 51 10 

52 52 10 

53 53 10 

54 54 10 

55 55 10 

56 56 10 

57 57 10 

58 58 11 

59 59 11 

60 60 11 

61 61 11 

62 62  

63 63  

64 64  

65 65  

66 66  
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67 67  

68 68  

69 69  

70 70  

71 71  

72 72  

73 73  

74 74  

75 75  

76 76  

77 77  

78 77  

79 77  

80 77  

81 77  
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 神戸市交通局契約規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市交通事業管理者  城  南  雅  一   

神戸市交通管理規程第 20号  

神戸市交通局契約規程の一部を改正する規程  

 神戸市交通局契約規程（昭和 51 年８月５日交規程第 15 号）の一部を次のよう

に改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太

線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）について

は、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（契約書又は請書の省略）  （契約書又は請書の省略）  

第 22 条  次の各号に掲げる場合にお

いては、契約書の提出を省略し、請書

を提出させることができる。  

（１）第 26 条の表の左欄に掲げる契約

の種類に応じ、同表右欄に定める金

額以下の契約をするとき。  

第 22 条  次の各号に掲げる場合にお

いては、契約書の提出を省略し、請書

を提出させることができる。  

(１ ) 契約金額が 100 万円以下の契約

をするとき。  

(２ )～ (５ ) [略 ] (２ )～ (５ ) [略 ] 

２  [略 ] ２  [略 ] 

（随意契約）  （随意契約）  

第 26 条  地方公営企業法施行令（昭和

27 年政令第 403 号。以下「令」とい

第 26 条  地方公営企業法施行令（昭和

27 年政令第 403 号。以下「令」とい
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う。）第 21 条の 13 第１項第１号の規

定に基づき、随意契約により契約を締

結することができる場合は、次の表の

左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表

右 欄 に 掲 げ る 予 定 価 格 の 額 を 超 え な

いものとする。  

う。）第 21 条の 13 第１項第１号の規

定に基づき、随意契約により契約を締

結することができる場合は、次の表の

左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表

右 欄 に 掲 げ る 予 定 価 格 の 額 を 超 え な

いものとする。  

契約の種類  額  

(1) 工事又は製造の請負  400 万円  

(2) 財産の買入れ  300 万円  

(3) 物件の借入れ  150 万円  

(4) 財産の売払い  100 万円  

(5) 物件の貸付け  50 万円  

(6) 前各号に掲げるもの

以外のもの  

200 万円  

 

契約の種類  額  

(1) 工事又は製造の請負  250 万円  

(2) 財産の買入れ  160 万円  

(3) 物件の借入れ  80 万円  

(4) 財産の売払い  50 万円  

(5) 物件の貸付け  30 万円  

(6) 前各号に掲げるもの

以外のもの  

100 万円  

 

２～６  ［略］  ２～６  ［略］  

（一般競争入札に係る公告の特例）  （一般競争入札に係る公告の特例）  

第 27条の５  特定調達契約に係る一般

競争入札の公告に限り、第４条の規

定の適用については、同条中「 10日

（急施を要する場合は、５日」とある

のは、「 40日（急施を要する場合は  

10日」とする。  

 

第 27条の５  特定調達契約に係る一般

競争入札の公告に限り、第４条の規

定の適用については、同条中「 10日

（急施を要する場合は、５日」とある

のは、「 40日（一連の調達契約のうち

最初の契約以外の契約に係る一般競

争入札による場合であつて、最初の

契約に係る公告において最初の契約

以外の契約に係る公告を少なくとも

2 4日 前 に 行 う 旨 を 定 め た と き は 2 4

日、急施を要する場合は 10日」とす
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る。  

２  [略 ] ２  [略 ] 

附  則  

（施行期日）  

１  この規程は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（経過措置）  

２  この規程による改正後の神戸市交通局契約規程の規定は、施行日以後に公告

その他の契約の申込みの誘引（一連の調達契約にあたっては、その最初の契約

の申込みの誘引。以下同じ。）が開始される契約について適用し、施行日前に

公告その他の契約の申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前

の例による。  
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 神戸市高速鉄道乗車規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程をこ

こに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市交通事業管理者  城  南  雅  一  

神戸市交通管理規程第 21号  

神戸市高速鉄道乗車規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程  

 神戸市高速鉄道乗車規程（昭和 52年２月交規程第 44号）の一部を改正す

る規程の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表  別表  

危険品  危険品  

品目 
番号 

大
分
類 

中
分
類 

小
分
類 

危険
品の
品目 

適用除外の物
品 

物品 

重
量、
数量
等 

５ 

酸
化
性
の
物 

次
亜
塩
素
酸 
塩
類 

― 

晒粉
（次
亜塩
素酸
カル
シウ
ム） 

― 

― 

その
他の
次亜
塩素
酸塩
類 

漂白
剤＊ 

密閉

した

容器

に収

納

し、

且

つ、

品目 
番号 

大
分
類 

中
分
類 

小
分
類 

危険
品の
品目 

適用除外の物
品 

物品 

重
量、
数量
等 

５ 

酸
化
性
の
物 

次
亜
塩
素
酸 
塩
類 

― 

晒粉
（次
亜塩
素酸
カル
シウ
ム） 

― 

― 

その
他の
次亜
塩素
酸塩
類 

 
 
 
 
― 
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破損

する

おそ

れの

ない

よう

荷造

して

いる

もの

で、

液体

は 1

リッ

トル

以

内、

固体

は重

量が

0.5

キロ

グラ

ム以

内の

もの  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

品目 
番号 

大
分
類 

中
分
類 

小
分
類 

危険
品の
品目 

適用除外の物
品 

物品 
重量、
数量等 

７ 

そ
の
他
危
険
物 

毒
物
・
劇
物 
毒
物
・
劇
物 

― 硫酸 

バッ
テリ
ー液
＊ 

密閉し
た容器
に収納
し、且
つ、破
損する
おそれ
のない
よう荷
造した
0.5リ
ットル
以内の
もの 

― 塩酸 

トイ
レ用
強力
洗浄
剤＊ 

― 硝酸 ― 

― 

塩化
スル
ホン
酸
（塩
化ス

― 

品目 
番号 

大
分
類 

中
分
類 

小
分
類 

危険
品の
品目 

適用除外の物
品 

物品 
重量、
数量等 

７ 

そ
の
他
危
険
物 

毒
物
・
劇
物 
毒
物
・
劇
物 

― 硫酸 

バッ
テリ
ー液
＊ 

密閉し
た容器
に収納
し、且
つ、破
損する
おそれ
のない
よう荷
造した
0.5リ
ットル
以内の
もの 

― 塩酸 

トイ
レ用
強力
洗浄
剤＊ 

― 硝酸 ― 

― 

塩化
スル
ホン
酸
（塩
化ス
ルフ

― 
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ルフ
リル
を含
む。
） 

― 
沸化
水素
酸 

― 

― 

硫酸
ジメ
チル
（ジ
メチ
ル硫
酸） 

― 

― 

フェ
ロシ
リコ
ン 

― 

― 
塩化
硫黄 

― 

― 

クロ
ルピ
クリ
ン 

― 

― 
四エ
チル
鉛 

― 

― 
クロ
ロホ
ルム 

― 

― 

臭素
（ブ
ロ
ム） 

― 

― 
ホル
マリ
ン 

― 

― 

その
他、
毒物
及び
劇物
取締
法
（昭
和25
年法
律第
303
号）
で指

― 

リル
を含
む。
） 

― 
沸化
水素
酸 

― 

― 

硫酸
ジメ
チル
（ジ
メチ
ル硫
酸） 

― 

― 

フェ
ロシ
リコ
ン 

― 

― 
塩化
硫黄 

― 

― 

クロ
ルピ
クリ
ン 

― 

― 
四エ
チル
鉛 

― 

― 
クロ
ロホ
ルム 

― 

― 

臭素
（ブ
ロ
ム） 

― 

― 
ホル
マリ
ン 

― 

― 

その
他、
毒物
及び
劇物
取締
法
（昭
和25
年法
律第
303
号）
で指
定さ

― 
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定さ
れて
いる
毒物
及び
劇物 

― 

その
他、
毒物
及び
劇物
取締
法で
指定
され
てい
る毒
物及
び劇
物を
使用
した
製品
(薬
液を
入れ
た鉛
蓄電
池な
ど） 

バッ
テリ
ー＊ 

薬液を
入れた
鉛蓄電
池で、
堅固な
木箱に
入れ、
且つ、
端子が
外部に
露出し
ないよ
うに荷
造した
もの 

 

 

れて
いる
毒物
及び
劇物 

― 

その
他、
毒物
及び
劇物
取締
法で
指定
され
てい
る毒
物及
び劇
物を
使用
した
製品
(薬
液を
入れ
た鉛
蓄電
池な
ど） 

バッ
テリ
ー＊ 

薬液を
入れた
鉛蓄電
池で、
堅固な
木箱に
入れ、
且つ、
端子が
外部に
露出し
ないよ
うに荷
造した
もの 

 

  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市教育委員会公告式に関する規則を廃止する規則をここに公布する。 

令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育委員会規則第５号 

神戸市教育委員会公告式に関する規則を廃止する規則 

 神戸市教育委員会公告式に関する規則（昭和23年 11月教育委員会規則第４号）

は、廃止する。 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市教育委員会公示令達取扱規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育委員会規則第６号 

   神戸市教育委員会公示令達取扱規則 

 神戸市教育委員会公示令達取扱規則（昭和 25 年８月教育委員会規則第 39 号）

の全部を改正する。 

 教育委員会の公示及び令達については、神戸市公示令達規則(昭和 25年８月市

規則第346号 )を準用する。 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育委員会規則第７号 

神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則 

（教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 神戸市教育委員会事務局組織規則（昭和33年４月教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第１条  地方教育行政の組織及び運営

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31年 法 律 第 162

号。以下「法」という。）第17条第２

項の規定に基づき、神戸市教育委員

会事務局（以下「事務局」という。）

の組織は、次のとおりとする。 

第１条  地方教育行政の組織及び運営

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31年 法 律 第 162

号。以下「法」という。）第17条第２

項の規定に基づき、神戸市教育委員

会事務局（以下「事務局」という。）

の組織は、次のとおりとする。 

課及び課

に相当す

る室 

係  

監理室  ［略］  

総務課  ［略］  

部  課及び課

に相当す

る室 

係  

 監理室  ［略］  

総務部  総務課  ［略］  
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教 職 員 人

事課 

［略］  

教 職 員 給

与課 

［略］  

学 校 経 営

支援課 

［略］  

学 校 環 境

整備課 

［略］  

健 康 教 育

課 

［略］  

学 び の 推

進課 

 

 

 

 

児 童 生 徒

課 

［略］  

特 別 支 援

教育課 

［略］  

 

教 職 員 人

事課 

［略］  

教 職 員 給

与課 

［略］  

学校支

援部 

学 校 経 営

支援課 

［略］  

学 校 環 境

整備課 

［略］  

健 康 教 育

課 

［略］  

学校教

育部 

学 校 教 育

課 

管 理 係  人 権 ・ 教

育振興係 

教 科 指 導

課 

初 等 教 育 係  中 等

教 育 係  学 校 図 書

係 

児 童 生 徒

課 

［略］  

特 別 支 援

教育課 

［略］  

 

第２条 事務局に事務局長、教育次長、

副局長及び地区統括官を、部に部長

を、課に課長を、課に相当する室に

課に相当する室長を、係に係長を置

く。 

第２条  事務局に事務局長、教育次長

及び地区統括官を、部に部長を、課

に課長を、課に相当する室に課に相

当する室長を、係に係長を置く。 

２～５ ［略］  ２～５ ［略］  

６  副局長は、上司の命を受け、事務

局及び教育委員会の所管に属する学

校その他の教育機関に属する事務を
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総括し、当該所掌事務に従事する職

員を指揮監督する。 

７～12 ［略］  ６～11 ［略］  

13 局長、副局長、部長、課長、係長及

び総括班長の所掌事務は、教育長が

定める。 

12 局長、部長、課長、係長及び総括班

長の所掌事務は、教育長が定める。 

第６条  事務局長及び教育次長に事故

あるときは、所管の局長、副局長又

は部長が、その事務を、代理又は代

決し、事務局長及び教育次長が欠け

たときは、副局長又は教育委員会が

あらかじめ指定する職員が、その事

務を代理する。 

第６条  事務局長及び教育次長に事故

あるときは、所管の局長又は部長が、

その事務を、代理又は代決し、事務

局長及び教育次長が欠けたときは、

総務部長又は教育委員会があらかじ

め指定する職員が、その事務を代理

する。 

２  局長、副局長又は部長に事故があ

るときは、所管の副局長、部長又は

課長がその事務を代決する。 

２  局 長 又 は 部 長 に 事 故 が あ る と き

は、所管の部長又は課長がその事務

を代決する。 

３  ［略］  ３  ［略］  

第 14条  学びの推進課は、次の事務を

分掌する。 

第 14条  学校教育課は、次の事務を分

掌する。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校及び高等学校の教育課程

等に関すること。 

(2) 幼稚園及び高等学校の教育課程

等に関すること。 

(3) 幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校及び高等学校の教育の専

門的事項の指導に関すること。 

(3) 幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校及び高等学校の教育の専

門的事項の指導に関すること（教

科指導課の所管に属するものを除

く。）。 

(4) ［略］  (4) ［略］  
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(5) 小学校、中学校、義務教育学校

及び高等学校の教科書の採択その

他教材の取り扱いに関すること。 

(5) 高等学校の教科書の採択その他

教材の取り扱いに関すること。 

(6) 学校教員の指導力向上に関する

こと。 

 

(7) 幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校及び高等学校の国際教育

に関すること。 

 

(8) 学校における読書指導及び学校

図書館の運営に関すること。 

 

(9) 教育に関する専門的及び技術的

事項の研究並びに研究成果の普及

に関すること。 

 

(10) 情報教育の推進に関すること。  

(11)～ (15) ［略］  (6)～ (10) ［略］  

(16) こども日 本語 サポートセン タ

ーに関すること。 

(11)  こ ど も 日 本 語 サ ポ ー ト ひ ろ ば

に関すること。 

第 15条  削除  第 15条  教科指導課は、次の事務を分

掌する。 

 (1) 小学校、中学校及び義務教育学

校の教育課程等に関すること。 

(2) 幼稚園、小学校、中学校、義務教

育 学 校 及 び 高 等 学 校 の 教 育 の 専 門

的事項の指導に関すること。（学校

教 育 課 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。） 

(3) 小学校、中学校及び義務教育学

校 の 教 科 書 の 採 択 そ の 他 教 材 の 取

り扱いに関すること。 

(4) 学校教員の指導力向上に関する
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こと。 

(5) 幼稚園、小学校、中学校、義務教

育 学 校 及 び 高 等 学 校 の 国 際 教 育 に

関すること。 

(6) 学校における読書指導及び学校

図書館の運営に関すること。 

(7) 教育に関する専門的及び技術的

事 項 の 研 究 並 び に 研 究 成 果 の 普 及

に関すること。 

(8) 情報教育の推進に関すること。 

（教育委員会職員職名規則の一部改正） 

第２条 神戸市教育委員会職員職名規則（昭和27年５月教育委員会規則第14号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

別表第１（第４条第１項関係） 別表第１（第４条第１項関係） 

補職名  職名  

事務局長、教育次長、局

長、副局長、地区統括

官、部長、所長、課長、

室長、学校法務専門官、

係長、総括班長、調査

［略］ 

補職名  職名  

事務局長、教育次長、局

長、地区統括官、部長、

所長、課長、室長、学校

法務専門官、係長、総括

班長、調査役、専門役、

［略］ 
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役、専門役、統括官、専

門官、総括主幹教諭 

［略］  ［略］  
 

統括官、専門官、総括主

幹教諭 

［略］  ［略］  
 

（教育委員会公印規則の一部改正） 

第３条 神戸市教育委員会公印規則（昭和42年７月教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（電子計算機による公印） （電子計算機による公印） 

第 13条  ［略］  第 13条  ［略］  

２  前項の規定により、公印の押印に

代えて、電子印を使用する場合は、次

に掲げる手続きによる。 

２  前項の規定により、公印の押印に

代えて、電子印を使用する場合は、次

に掲げる手続きによる。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 総務課長は、前号の申請を承認

するときは、学校経営支援課課長

（情報監理担当）と協議の上、電子

印影の不当な使用、更新、破壊等を

防止するシステム機能等を措置し

た上で、第６号様式による電子印

使用承認書を交付する。 

(2) 総務課長は、前号の申請を承認

するときは、学校支援部学校経営

支援課課長（情報監理担当）と協議

の上、電子印影の不当な使用、更

新、破壊等を防止するシステム機

能等を措置した上で、第６号様式

による電子印使用承認書を交付す

る。 
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（大学奨学金基金条例施行規則の一部改正） 

第４条 神戸市大学奨学金基金条例施行規則（昭和62年３月教育委員会規則第５

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号中「神戸市教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課」を「神

戸市教育委員会事務局学校経営支援課」に改める。 

（教育委員会職員分限懲戒審査会規則の一部改正） 

第５条 神戸市教育委員会職員分限懲戒審査会規則（平成25年３月教育委員会規

則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（庶務） （庶務） 

第 10条  審査会の庶務は、教育委員会

事務局教職員人事 課において処理す

る。 

第 10条  審査会の庶務は、教育委員会

事務局総務部教職 員人事課において

処理する。 

（指導力向上審査委員会規則の一部改正） 

第６条 神戸市指導力向上審査委員会規則（平成25年３月教育委員会規則第10号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 
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(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（庶務） （庶務） 

第 10条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局教職員人事 課において処理す

る。 

第 10条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局総務部教職 員人事課において

処理する。 

（いじめ問題審議委員会規則の一部改正） 

第７条 神戸市いじめ問題審議委員会規則（平成26年３月教育委員会規則第14号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（庶務） （庶務） 

第 10条  審議委員会の庶務は、教育委

員会事務局児童生 徒課において処理

する。 

第 10条  審議委員会の庶務は、教育委

員会事務局学校教 育部児童生徒課に

おいて処理する。 

（令和元年度に発生の神戸市立中学校いじめ問題追加調査委員会設置規則の一

 部改正） 

第８条 令和元年度に発生の神戸市立中学校いじめ問題追加調査委員会設置規則

（令和５年６月教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又
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は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（庶務） （庶務） 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事 務 局 児 童 生 徒 課 に お い て 処 理 す

る。 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局学校教育部 児童生徒課におい

て処理する。 

（令和５年度神戸市立中学校生徒自死事案に関するいじめ等調査委員会設置規

 則の一部改正） 

第９条 令和５年度神戸市立中学校生徒自死事案に関するいじめ等調査委員会設

置規則（令和６年１月教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（庶務） （庶務） 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局児童生徒課において処理す

る。  

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局学校教育部 児童生徒課におい

て処理する。 

（令和５年度に発生の神戸市立中学校いじめ問題調査委員会設置規則の一部改

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

916



 

 

 

 正）  

第 10条  令和５年度に発生の神戸市立中学校いじめ問題調査委員会設置規則（令

和６年２月教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（庶務） （庶務） 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事 務 局 児 童 生 徒 課 に お い て 処 理 す

る。 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局学校教育部 児童生徒課におい

て処理する。 

（令和３年度に発生の神戸市立小学校児童不登校事案に関するいじめ問題調査

 委員会設置規則の一部改正） 

第 11条  令和３年度に発生の神戸市立小学校児童不登校事案に関するいじめ問題

調査委員会設置規則（令和６年３月教育委員会規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又

は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前  

（庶務） （庶務） 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事 務 局 児 童 生 徒 課 に お い て 処 理 す

る。 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局学校教育部 児童生徒課におい

て処理する。 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本 靖   

神戸市教育委員会規則第８号 

   神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則（平成10年４月教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ 

いては、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正 

  部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（教育委員会職員特殊勤務手当） （教育委員会職員特殊勤務手当） 

第２条 ［略］  第２条 ［略］  

２  ［略］  

３  幼稚園、小学校、中学校、義務教育

学校、高等学校又 は特別支援学校の

職員（事務職員、技術職員及び地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22

条の２第１項に規 定する会計年度任

用職員を除く。）が次の各号に掲げる

職務のいずれかに 従事した場合にお

いて、その職務が 心身に著しい負担

２ ［略］  

３  幼稚園、小学校、中学校、義務教育

学校、高等学校又 は特別支援学校の

職員（事務職員、技術職員及び地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22

条の２第１項に規 定する会計年度任

用職員を除く。)が次の各号に掲げる

職務のいずれかに 従事した場合にお

いて、その職務が 心身に著しい負担
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を与えると教育委 員会が認めるとき

に、当該各号に定める額を条例第 37

条第３号に規定す る教育委員会規則

で定める額として支給する。 

(1)～ (5) ［略］ 

を与えると教育委 員会が認めるとき

に、当該各号に定める額を条例第 37

条第３号に規定す る教育委員会規則

で定める額として支給する。 

(1)～ (5) ［略］ 

(6) 被害が特に甚大な非常災害が発

生 し た 本 市 の 区 域 外 の 地 域 に お い

て行う災害応急対応、災害復旧対応

又 は 学 校 等 運 営 支 援 の 職 務  勤 務

１回につき10,160円以内で、当該業

務 に 従 事 し た 時 間 数 等 に 応 じ て 別

に定める額 

(6) 被害が特に甚大な非常災害が発

生 し た 本 市 の 区 域 外 の 地 域 に お い

て行う災害応急対応、災害復旧対応

又 は 学 校 等 運 営 支 援 の 職 務  勤 務

１回につき10,000円以内で、当該業

務 に 従 事 し た 時 間 数 等 に 応 じ て 別

に定める額 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市置塩こども育成基金条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。  

令和７年３月 31日  

神戸市教育委員会   

教育長  福本  靖   

神戸市教育委員会規則第９号  

神戸市置塩こども育成基金条例施行規則を廃止する規則  

 神戸市置塩こども育成基金条例施行規則（平成 23年３月教育委員会規則第７

号）は、廃止する。  

   附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市立幼稚園園則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市教育委員会   

教育長  福本  靖   

神戸市教育委員会規則第 10号  

   神戸市立幼稚園園則の一部を改正する規則  

 神戸市立幼稚園園則（昭和 23年 12月教育委員会規則第９号）の一部を次のよう

に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表（第５条関係）  

区  小学校又は義務教育

学校  

幼稚園  

［略］  ［略］  ［略］  

灘区  ［略］  

六甲（神前町、篠原南

町１―４・５（１―７

番）、日尾町２・３、

八幡町２―４、将 軍

通）  

六甲山  

［略］  

別表（第５条関係）  

区  小学校又は義務教育

学校  

幼稚園  

［略］  ［略］  ［略］  

灘区  ［略］  

六甲（神前町、篠原南

町１―４・５（１―７

番）、日尾町２・３、

八幡町２―４、将 軍

通）  

 

［略］  
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［略］  ［略］  

［略］  

灘の浜  

［略］  

  

中央区  ［略］  ［略］  

湊  

神戸祇園（楠町、橘通

１・２、多聞通１・２、

元町高架通（２番 314

― 321号、３番１・ 16

― 18号））  

神戸、兵

庫 く す

のき  

［略］  ［略］  

兵庫区  神戸祇園（五宮町、梅

元町、矢部町、神 田

町、馬場町、上三 条

町、下三条町、上祇園

町、下祇園町、平 野

町、湊山町、雪御 所

町、山王町１・２、天

王町、千鳥町、大同町

１―３、石井町、都由

乃町、烏原町、荒田町

１（１― 19番）・２―

４）  

夢野の丘（北山町、菊

水町、熊野町、大同町

４・５、氷室町、湊川

町、夢野町、小山町、

兵 庫 く

すのき  

［略］  ［略］  

［略］  

灘の浜  

［略］  

 六甲山  六甲山  

中央区  ［略］  ［略］  

湊  神戸、兵

庫 く す

のき  

［略］  ［略］  

兵庫区  神戸祇園（五宮町、梅

元町、矢部町、神 田

町、馬場町、上三 条

町、下三条町、上祇園

町、下祇園町、平 野

町、湊山町、雪御 所

町、山王町１・２、天

王町、千鳥町、大同町

１―３、石井町、都由

乃町、烏原町、荒田町

１（１― 19番）・２―

４）  

夢野の丘（北山町、菊

水町、熊野町、大同町

４・５、氷室町、湊川

町、夢野町、小山町、

兵 庫 く

すのき  
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鵯越筋、清水町、鵯越

町、滝山町、東山町） 

会下山  

兵庫大開  

水木（中道通９、水木

通８― 1 0、大開通８

― 10、塚本通８、駅前

通、駅南通５（３番１

― 22号、４番））  

明親  

浜山  

和田岬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

北区  ［略］  ［略］  

鵯越筋、清水町、鵯越

町、滝山町、東山町） 

会下山（松本通、荒田

町１（20― 22番）、上

沢通、会下山町、大井

通、新開地１（４番 64

号））  

明親  

浜山  

和田岬  

 神戸祇園〔中央区 〕

（楠町、橘通１・２、

多聞通１・２、元町高

架通（２番 314― 32 1

号、３番１・ 1 6― 1 8

号））  

神戸、兵

庫 く す

のき  

 会下山（下沢 通２ ―

８、中道通２―８）  

兵庫大開  

水木（中道通９、水木

通８― 1 0、大開通８

― 10、塚本通８、駅前

通、駅南通５（３番１

― 22号、４番））  

兵 庫 く

すのき、

西野  

 夢野の丘〔長 田区 〕

（房王寺町６・７、長

田天神町３、滝谷町） 

西野  

北区  ［略］  ［略］  
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八多学園  有野、か

らと、道

場 、 大

沢 、 長

尾、淡河

好徳  

［略］  ［略］  

長田区  夢野の丘（房王寺 町

６・７、長田天神 町

３、滝谷町）  

水木（一番町１、二番

町１、三番町１―３） 

丸山ひばり  

名倉  

室内  

宮川  

池田  

蓮池  

長田  

五位の池  

御蔵  

真野  

長田南  

真陽  

駒ヶ林  

だいち（戸崎通３、西

代通４、御屋敷通６） 

 

兵 庫 く

すのき、

名 谷 き

ぼ う の

丘  

八多学園  八多  

［略］  ［略］  

長田区  

 

水木（一番町１、二番

町１、三番町１―３） 

丸山ひばり  

名倉  

室内  

宮川  

池田  

蓮池（戸崎通１・２、

庄山町１（３番）、山

下通１―３、大谷 町

１・２（１―８番））

西代通１―３、大谷  

町３（ 18・19番９― 16 

号 ・ 2 0 ― 2 4 番 を 除

く。）  

長田  

五位ノ池  

御蔵  

長田南  

真陽（若松町３・４、

大橋町３・４）  

西野  
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須磨区  だいち（大池町、千歳

町、常磐町、平田町１

（１番）・２（１・２

番）・３（１―３番）・

４（１番）・５（山陽

電鉄以南）、大黒町、

戎町１―５、寺田 町

１―３、太田町１ ―

６）  

若宮  

西須磨  

北須磨  

東須磨（大田町７ ・

８、戎町６、権現町１

―３、戸政町、堀池町

１・２、中島町、東町） 

兵 庫 く

すのき、

名 谷 き

ぼ う の

丘  

 板宿  

東須磨（大手町１ ―

６・７（５番１―７号

名 谷 き

ぼ う の

丘  

 蓮池（御屋敷通１ ―

５、水笠通、松野通） 

駒ヶ林  

真野  

真陽（西尻池町３ ―

５、腕塚町１―４、庄

田町、久保町１―４、

二葉町１―４、駒 栄

町、南駒栄町）  

兵 庫 く

すのき、

西野  

須磨区  板宿  

東須磨（大手町１ ―

６・７（５番１―７号

を除く。）・８・９、大

手、上細沢町、奥山畑

町、若木町、板宿町３

（１番 15― 26号）、東

須磨（青山・月見山・

月見山下・新池を 除

く。））  

西野、名

谷 き ぼ

うの丘  

 だいち（大池町、千歳

町、常磐町、平田町１

（１番）・２（１・２

番）・３（１―３番）・

４（１番）・５（山陽

電鉄以南）、大黒町、

戎町１―５、寺田 町

１―３、太田町１ ―

６）  

兵 庫 く

すのき、

西野、名

谷 き ぼ

うの丘  
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を除く。）・８・９、大

手、上細沢町、奥山畑

町、若木町、板宿町３

（１番 15― 26号）、東

須磨（青山・月見山・

月見山下・新池を 除

く。））  

高倉台  

妙法寺  

横尾  

多井畑  

南落合  

東落合  

花谷  

白川  

松尾  

神の谷  

西落合  

竜が台  

菅の台  

若草  

 

 

 

 

 

［略］  ［略］  ［略］  

西区  ［略］  ［略］  

東須磨（大田町７ ・

８、戎町６、権現町１

―３、戸政町、堀池町

１・２、中島町、東町） 

 だいち〔長田区〕（戸

崎通３、西代通４、御

屋敷通６）  

兵 庫 く

すのき、

西野  

 

 

 

若宮  

西須磨  

北須磨  

兵 庫 く

すのき、

名 谷 き

ぼ う の

丘  

 高倉台  

妙法寺  

横尾  

多井畑  

南落合  

東落合  

花谷  

白川  

松尾  

神の谷  

西落合  

竜が台  

菅の台  

若草  

名 谷 き

ぼ う の

丘  

 

［略］  ［略］  ［略］  

西区  ［略］  ［略］  
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 神出  太山寺、

いかわ、

櫨谷、お

しんべ、

たまつ、

玉 津 第

二 、 平

野、岩岡  

 ［略］  ［略］  

 

 神出（神出町五百 蔵

を除く。）  

神出  

 神出（神出町五百 蔵

に限る。）  

 

 

 

 

お し ん

べ、神出  

 ［略］  ［略］  

 

  備考  ［略］  備考  ［略］  

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市立学校事務職員の任免、叙級、給与等に関する規程等を廃止する訓令を

次のように定める。 

令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育委員会訓令甲第２号 

神戸市立学校事務職員の任免、叙級、給与等に関する規程等を廃止する訓

令 

 次に掲げる訓令は、廃止する。 

(1) 神 戸 市立 学 校事 務 職 員 の任 免 、叙 級 、 給 与等 に 関す る 規 程 （昭 和 24年３

月教育委員会訓令甲第３号） 

(2) 神 戸 市 立 学 校 教 職 員 及 び 事 務 職 員 の 服 務 そ の 他 身 分 取 扱 等 に 関 す る 件

（昭和24年教育委員会訓令甲第１号） 

(3) 学童に付き添い旅行する場合の旅費取扱規程 (昭和 30年３月教育委員会訓

令甲第１号) 

(4) 神 戸 市教 育 委員 会 職 員 の旅 費 取扱 規 程 （ 昭和 35年８ 月 教 育 委員 会 訓令甲

第１号） 

(5) 神 戸 市教 育 委員 会 職 員 退職 手 当金 支 給 規 程（ 昭 和 39年 １ 月 教育 委 員 会訓

令甲第２号） 

(6) 係 長 以上 の 職に あ る 者 が欠 け たと き の 事 務取 扱 いに 関 す る 規程 （ 昭和 40

年５月教育委員会訓令甲第１号） 

(7) 神 戸 市教 育 委員 会 職 員 証発 行 規程 （ 昭 和 32年 ２ 月教 育 委 員 会訓 令 甲第４

号） 

(8) 神 戸 市教 育 委員 会 要 望 等の 記 録及 び 報 告 並び に コン プ ラ イ アン ス を推進

する体制の整備に関する規程（平成18年 12月教育委員会訓令甲第１号） 

(9) 神 戸 市 教 育 委 員 会 電 子 署 名 規 程 （ 平 成 29年 ７ 月 教 育 委 員 会 訓 令 甲 第 ５

号） 

(10) 神戸市教育委員会公文書管理規程（令和６年７月教育委員会訓令甲第１

号） 
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   附  則  

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市教育委員会要望等の記録及び報告並びにコンプライアンスを推進する体

制の整備に関する規程を次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第３号 

   神戸市教育委員会要望等の記録及び報告並びにコンプライアンスを推進す

る体制の整備に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関す

る条例（平成 18年９月条例第 13号。以下「条例」という。）第７条第４項及び

第16条第３項の規定に基づき、要望等の記録及び報告並びにコンプライアンス

を推進する体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、条例において使用する用語の例によ

る。 

２  この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 所属  

ア  神戸市教育委員会事務局組織規則（昭和33年４月教委規則第３号。以下

「事務局組織規則」という。）第１条に規定する部（課を置かないものに

限る。）、課及び課に相当する室 

イ  教育機関の組織に関する規則（昭和41年４月教委規則第２号。以下「教

育機関組織規則」という。）第２条に規定する第１類の教育機関における

課及び第２類の教育機関 

ウ  教育委員会が所管する市立学校園（以下「学校園」という。） 

(2) 所属長 

前号に定める所属の長（ただし、課を置かない部又は部に相当する室におい

ては教育長があらかじめ定める課長とする。） 
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（要望等の記録事項） 

第３条 条例第７条第１項前段の規定による記録は、次に掲げる事項の記録とす

る。ただし、法令等の規定により当該要望等を記録するときは、この限りでな

い。 

(1) 要望等を受けた日 

(2) 要望等を受けた方法 

(3) 要望等を受けた場所 

(4) 要望者 の氏 名又 は名 称及 び住所又 は事 務所 若しくは 事業 所の 所在地並 び

に 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 要 望 等 を 行 っ た 者 の 所 属 す る 部 署 の 名 称 、

役職名及び氏名 

(5) 要望等を受けた職員等の所属、補職及び氏名 

(6) 要望等の件名及び内容 

(7) 要望者に対し回答した内容 

(8) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するため必要な事項 

２  職員等は、要望等の内容への対応の結果の記録をするものとする。 

（要望等の報告等） 

第４条 職員等は、記録等により教育長（要望等の内容が次の各号に掲げるもの

である場合は、当該各号に掲げる者）に報告をし、及びその場で対応が終了し

た場合又は改めて対応する必要がない場合を除くほか、要望等への対応の方針

について決裁を受けるものとする。 

(1) 特に重要なものであると教育長が判断するもの 教育委員会及び市長 

(2) 所属長 の直 近上 位の 上司 まで報告 する もの として教 育長 があ らかじめ 定

めるもの 当該上司 

(3) 日常的 、定 例的 又は 簡易 なもので ある と所 属長が判 断す るも の  当該 所

属長 

２  教 育 長 は 、 記 録 等 （ 前 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る も の に 係 る も の を 除

く。）の写しを行財政局長へ送付するものとする。 

３  前２項の規定は、条例第９条第２項に規定する処理を行った場合について準

用する。 
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（事案の移送） 

第５条 職員等は、職員等以外のものから当該職員等以外の職員等の職務に関す

る要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類するものを受

けたときは、当該事案を所管する所属に属する職員等に適切に移送するものと

する。 

２  前項の規定により移送を受けた職員等は、条例及びこの訓令の規定に基づき、

当該移送を受けた事案を適切に処理するものとする。 

（コンプライアンス推進責任者等） 

第６条 コンプライアンスを推進するための責任者として次の各号に掲げる者を

置き、当該各号に定める者をもって充てる。 

(1) コンプライアンス推進責任者（以下「推進責任者」という。） 所属長 

(2) コンプライアンス推進副責任者（以下「推進副責任者」という。）  課長

（所属長を除く。）、高等学校事務長、教頭及び第３類の教育機関の長 

(3) コンプライアンス総括推進責任者（以下「総括責任者」という。）  推進

責 任 者 の 直 近 上 位 の 上 司 （ 学 校 園 に お い て は 教 育 長 が あ ら か じ め 定 め る 者

とする。） 

(4) コンプライアンス統括監督者（以下「統括監督者」という。） 教育長 

（推進責任者の責務） 

第７条  推進責任者は、コンプライアンスを推進し、及び不当要求行為に  毅然

とした態度で対応することによって不当要求行為による被害を防止するため、

次に掲げる責務を有する。 

(1) 当該所属に属する職員等（以下「所属職員」という。）に対し研修を実施

すること。 

(2) 所属 職員 間で不 当要求 行為に 関す る情報 の伝達 が図 れるよ う努め るこ と。 

(3) 不当要求行為への対応に関し、所属職員へ適切な指示を行うこと。 

(4) 不当要 求行 為に より 所属 職員その 他の 者に 危害が及 び、 若し くは明ら か

に 公 正 で 公 平 な 職 務 の 執 行 を 阻 害 し 、 又 は こ れ ら の お そ れ が あ る と 認 め る

場 合 に お い て 、 当 該 不 当 要 求 行 為 を 行 っ た 者 又 は 不 当 要 求 行 為 を 行 う お そ

れのある者（以下「行為者」という。）に対して警告、退去の要請、警察官
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への通報その他必要な措置を講ずること。 

(5) 所属職 員が 不当 要求 行為 により一 定の 行為 をし、又 はし ない ことを同 意

さ せ ら れ た 場 合 に お い て 行 為 者 に 対 す る 当 該 同 意 の 撤 回 に 関 し 必 要 な 措 置

を講ずること。 

(6) コンプ ライ アン スの 意識 を鼓舞し 、及 び自 由闊達な 職場 の風 土の醸成 を

図るため積極的に所属職員と対話するよう努めること。 

２  推進責任者は、前項第１号に規定する研修を実施したときは、速やかに統括

監督者に実施結果を報告するものとする。 

３  統括監督者は、前項の報告に係る書面又は電磁的記録の写しを行財政局長へ

送付するものとする。 

（推進副責任者の責務） 

第８条 推進副責任者は、推進責任者を補佐する。 

（総括責任者の責務） 

第９条 総括責任者は、コンプライアンスに関する取組を推進し、推進責任者及

び推進副責任者を指揮し、所属職員の服務義務違反を未然に防ぎ、並びに率先

垂範してコンプライアンスの実践に努めるものとする。 

２  総括責任者は、不当要求行為への組織的な対応を行うために、所属職員から

不当要求行為の報告を受けたときは、行為者への対応について必要な指示を行

い、及び必要に応じ関係部局へ情報の提供又は協力の要請を行うほか、必要と

認めるときは、自ら行為者への対応を行い、第７条第１項第４号又は第５号に

規定する措置を講ずるものとする。 

（統括監督者の責務） 

第 10条  統括監督者は、コンプライアンスに関する取組を統括し、総括責任者、

推進責任者及び推進副責任者（以下「総括責任者等」という。）の取組につい

て絶えず検証し、改善を図り、並びに率先垂範してコンプライアンスの実践に

努めるものとする。 

２  統括監督者は、総括責任者等が第７条第１項第４号又は第５号に規定する措

置を講じた場合において、その後も行為者が不当要求行為を繰り返し行うとき

は、告発、行為者の氏名又は名称及び不当要求行為の内容その他必要があると
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認める事項の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（コンプライアンス推進委員会） 

第 11条  コンプライアンスの推進に関する取組を推進するため、教育委員会に、

コンプライアンス推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置くものとす

る。 

２  推進委員会は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

(1) 次に掲 げる 事項 を教 育委 員会に属 する 職員 等に確実 に周 知す るための 方

法 及 び 体 制 を 確 立 す る こ と 並 び に そ の 周 知 が 実 際 に な さ れ て い る か ど う か

を確認すること。 

ア  神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例施行規

則（平成 18年 12月規則第 43号。以下「規則」という。）第７条第２項に規

定するコンプライアンスの推進に関する重要な情報の伝達に係る事項 

イ  次号に規定する取組方針 

(2) 教育委 員会 にお ける コン プライア ンス の推 進に関す る取 組方 針を策定 す

ること及び当該取組方針に係る次に掲げる事項を行うこと。 

ア  教育委員会に属する職員等が策定した取組方針に基づき着実に行動して

いるかどうかを確認すること。 

イ  アに掲げるもののほか、策定した取組方針について実施した後の評価を

行うこと。 

(3) 教育委 員会 で発 生し た次 に掲げる 案件 につ いて、状 況を 確認 し、及び 情

報 を 共 有 す る こ と （ コ ン プ ラ イ ア ン ス の 推 進 の た め に 特 に 必 要 が あ る 場 合

に あ っ て は 、 状 況 を 確 認 し 、 情 報 を 共 有 し 、 及 び 対 処 方 針 を 決 定 す る こ

と。）。 

ア  不当要求行為に係る案件 

イ  法令等又は条例第５条に規定する基本原則に違反する行為に係る案件 

(4) 前３号 に掲 げる もの のほ か、教育 委員 会に おける条 例の 運用 状況を確 認

し、及び評価を行うこと。 

３  推進委員会の長は、委員長とし、統括監督者をもって充てるものとする。 

４  推進委員会に委員を置き、次に掲げる者をもって充てるものとする。 
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(1) 総括責任者 

(2) 推進責任者 

(3) 推進副責任者 

(4) 前３号 に掲 げる 者の ほか 、委員長 が教 育委 員会に属 する 職員 等のうち か

ら任命する者 

５  推進委員会に副委員長を置き、前項の委員のうちから、委員長が指名するも

のとする。 

６  委員長は、推進委員会を主宰するものとする。 

７  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

するものとする。 

８  推進委員会は、その活動の内容を、必要に応じて、規則第７条第１項に規定

するコンプライアンス対策会議に報告するものとする。 

（施行細目） 

第 12条  この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月1日から施行する。 
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 神戸市教育委員会電子署名規程を次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第４号 

   神戸市教育委員会電子署名規程 

（趣旨） 

第１条  この訓令は、神戸市教育委員会公文書管理規程 (令和７年４月教育長訓

令甲第５号 )第 12条の規定により、電子署名に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 電子署名  電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12年法律第 102号。

以下「電子署名法」という。）第２条第１項に規定する電子署名をいう。 

(2) 組 織 認証 局  地 方 公 共 団体 組 織認 証 基 盤 （地 方 公共 団 体 が 国又 は 他の地

方 公 共 団 体 と の 間 で 交 換 す る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 署 名 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

する電磁的記録をいう。以下同じ。）が真正なものであることを認証するた

めの基盤をいう。）における認証の機関をいう。 

(3) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。 

(4) 電 子 署名 カ ード  半 導 体集 積 回路 を 一 体 とし て 組み 込 ん だ カー ド であっ

て、個人識別番号を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。 

(5) カ ー ド型 電 子署 名 管 理 者  電 子署 名 カ ー ドの 保 管及 び 使 用 の管 理 を行う

者であって、電子署名カードによる電子署名を行うものをいう。 

(6) 非 カ ー ド 型 電 子 署 名 管 理 者  神 戸 市 会 計 規 則 （ 昭 和 39年 ３ 月 規 則 第 81

号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 支 出 担 当 者 で あ っ て 、 そ の 所 管 に 係 る

次 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 他 の 方 法 （ 電 子 署 名 カ ー ド に よ り 行 う も の

を除く。）による電子署名を行うものをいう。 

（電子署名） 
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第３条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとす

る 。 た だ し 、 特 別の 用 途 に 用 い る 場合 で あ っ て 、 教 育委 員 会 事 務 局 総 務課 長

（以下「総務課長」という。）の合議を得たものについては、他の方法により

電子署名を行うことができる。 

２  総務課長は、前項ただし書に規定する合議を得た電子署名について、当該電

子署名を行うシステムの名称、所管課その他必要な事項を管理台帳に登録しな

ければならない。 

（電子署名カード） 

第４条 電子署名カードにより行う電子署名に用いる職名等及び当該電子署名カ

ードに係るカード型電子署名管理者は、別表のとおりとする。ただし、教育委

員会事務局長（以下「事務局長」という。）の承認を得たものは、この限りで

ない。 

２  別 表 左 欄 に 掲 げ る 職 （ 教 育 長 を 除 く 。） に あ る 職 員 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「被代行職員」という。）に事故があるためその事務を代行する職員及び被代

行職員が欠けたためその事務を取り扱う職員は、被代行職員の電子署名を使用

することができる。 

（電子署名カードの交付等） 

第５条 電子署名カードの交付は、総務課長が行う。 

２  別表右欄に掲げる者は、電子署名カードの交付を受けようとするときは、組

織認証局が指定する様式により、総務課長に申請しなければならない。電子署

名カードを更新しようとするときも、同様とする。 

３  総務課長は、電子署名カードを交付するときは、当該電子署名カードを管理

台帳に登録の上、カード型電子署名管理者に交付しなければならない。 

４  カード型電子署名管理者は、毎年７月１日時点において保管している電子署

名カードの名称、数量等を総務課長に報告しなければならない。 

（電子署名カードの管理） 

第６条 電子署名カードは、保管場所外に持ち出してはならない。 

２  カード型電子署名管理者は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子

署名カードを堅固な容器に入れて鍵をかけなければならない。 
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３  カード型電子署名管理者は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理

し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じ

なければならない。 

（非カード型電子署名管理者） 

第７条 第３条第１項ただし書に規定する他の方法による電子署名（電子署名カ

ードにより行うものを除く。）は、事務局長が特に認める場合は、第２条第６

号の規定にかかわらず、非カード型電子署名管理者以外の者が行うことができ

る。 

２  非カード型電子署名管理者に事故があるとき、又は非カード型電子署名管理

者が欠けたときは、その所管の係長がその事務を代行することができる。 

３  前項の場合において、所管課長は、非カード型電子署名管理者の事務を代行

させようとするときは、あらかじめ代行させようとする者の職及び氏名を総務

課長に届け出なければならない。 

（電子署名使用簿等） 

第８条 カード型電子署名管理者及び非カード型電子署名管理者は、電子署名を

行うときは、当該電子署名を行う電磁的記録に係る決裁文書の起案者に電子署

名使用簿に所要事項を記録させなければならない。 

２  カード型電子署名管理者及び非カード型電子署名管理者は、電子署名を行う

ときは、当該電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違な

いことを確認しなければならない。 

（電子署名に係る事故報告） 

第９条 カード型電子署名管理者及び非カード型電子署名管理者は、個人識別番

号を亡失したとき、電子署名カードの紛失又は盗難があったとき、電子署名が

不正に行われ、又は不正に行われる可能性がある状態になったときその他電子

署名に係る事故があったときは、直ちに、総務課長に報告しなければならない。 

（電子署名の廃止） 

第 10条  カード型電子署名管理者は、電子署名カードの使用を廃止する場合は、

総務課長に届け出なければならない。 

２  第３条第２項の規定により管理台帳に登録されたシステムの所管課長は、当
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該電子署名の方法を廃止する場合は、総務課長に届け出なければならない。 

（施行細目） 

第 11条  この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表 (第４条、第５条関係) 

電 子 署 名 カ ー ド に よ り 行 う 電

子署名に用いる職名等 

当 該 電 子 署 名 に 係 る カ ー ド 型 電 子 署 名 管

理者 

教育長 総務課長 

教育長職務代理者 

教育長（各事務専用） 各 事 務 主 管 課 の 長 （ 当 該 事 務 を 掌 理 す る

課長を含む。） 

事務局長又は教育次長 総務課長 

副 局 長 、 部 長 又 は 課 若 し く は

課に相当する室の長 

各 事 務 主 管 課 の 長 （ 当 該 事 務 を 掌 理 す る

課長を含む。） 

教 職 員 研 修 所 の 所 長 又 は 副 所

長 

副所長 
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 神戸市教育委員会公文書管理規程を次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第５号 

   神戸市教育委員会公文書管理規程 

（趣旨） 

第１条  この訓令は、神戸市教育委員会（以下「委員会」という。）における公

文書の管理について必要な事項を定めるものとする。 

（公文書の管理に関する原則） 

第２条 公文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよ

うにしなければならない。 

２  公文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷その他の事故を防止するとともに、

重要なものについては、非常災害時の保護にも支障がないよう準備しておかな

ければならない。 

３  公文書は、原則として、文書管理システムにより公文書の収受、起案、決裁、

保 存 、 廃 棄 そ の 他公 文 書 の 管 理 に 関す る 事 務 の 処 理 （以 下 「 公 文 書 の 事務 処

理」という。）を行うこと等により、適正に管理し、かつ利用しなければなら

ない。 

（定義） 

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 公文書  神戸市 情報公開 条例（平 成 13年７月 条例第 29号。以下 「情報 公

開条例」という。）第２条第３号に規定する実施機関である教育委員会に係

る同条第１号に規定する公文書をいう。 

(2) 簿冊等  相 互に 密接 な関 連を有す る公 文書 （保存期 間を 同じ くするこ と

が適当であるものに限る。）を一の集合物にまとめたもの及び単独で管理し

ている公文書をいう。 

(3) 所管課  別表第１の左欄に掲げる組織をいう。 
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(4) 所管課長 別表第１の中欄に掲げる職にある者をいう。 

(5) 文書管 理シ ステ ム  公文 書の事務 処理 を行 うための 情報 処理 システム で

あって、次に掲げるものをいう。 

ア  委員会事務局（以下「事務局」という。）及び教育機関の組織に関する

規則（昭和41年４月教育委員会規則第２号）第２条第１項に規定する教育

機関（以下「教育機関」という。）にあって、市長が管理するもの。 

イ  事務局、教育機関及び学校にあって、教育長が管理するもの。 

(6) 電磁的記録 情報公開条例第２条第１号に規定する電磁的記録をいう。 

（総務課長の職務） 

第４条  事務局総務課長（以下「総務課長」という。）は、委員会における公文

書に関する事務（以下「公文書事務」という。）を統括し、委員会に到達する

文書の収受及び配布の事務を処理するとともに、公文書事務の適正化及び迅速

化を図るため、所管課長及び公文書主任に対し必要な指示をすることができる。 

（所管課長の職務） 

第５条 所管課長は、当該所管課における公文書事務を管理し、常にその円滑適

正な処理の促進に努めなければならない。 

（公文書主任） 

第６条 所管課に公文書主任を置き、別表第１の右欄に掲げる職にある者をもっ

て充てる。 

（公文書主任の職務） 

第６条の２ 公文書主任は、所管課長の命を受け、当該所管課における次に掲げ

る事務を処理する。 

(1) 文書の収受及び配布に関すること。 

(2) 文書の発送に関すること。 

(3) 公文書の整理及び保存に関すること。 

(4) 公文書事務の処理の促進に関すること。 

(5) 公文書事務の改善及び指導に関すること。 

(6) 情報公開条例第８条の規定による公開の請求に係る調整に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、公文書事務の処理に関し必要なこと。 
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（公文書担当者） 

第６条の３ 公文書主任の職務を補佐するため、係（係のない所管課にあっては、

所管課）に公文書担当者を置き、当該所管課に所属する職員のうちから所管課

長が指名する。 

（帳簿の作成） 

第７条 総務課長は、文書収配簿（事務局に到達する文書のうち、到達の事実を

記録する必要があると認めるもの（以下「要記録文書」という。）について、

所要事項を記録する帳簿をいう。以下同じ。）を作成するものとする。 

２  総務課長は、公示令達番号簿（規則及び告示の公示並びに訓令及び内訓の令

達をする場合に記録する帳簿をいう。以下同じ。）を作成するものとする。 

第８条 所管課長は、公文書の事務処理を文書管理システムにより行うことがで

きない場合は、次に掲げる帳簿を作成するものとする。 

(1) 文書収 発簿 （文 書を 収受 し、及び 発送 する 場合に記 録す る帳 簿をいう 。

以下同じ。） 

(2) 公文書管理台帳（完結した公文書（保存期間が１年以上のものに限る。）

の名称その他の必要な事項を記録した台帳をいう。） 

２  所管課長が必要があると認めるときは、前項各号に掲げる帳簿のほか、必要

な帳簿を作成することができる。 

（記号及び番号） 

第９条 文書に付する記号及び番号は、次に掲げるところによる。ただし、特に

定めのあるものについては、この限りではない。また、学校で発する文書には、

文書番号を記載しない。 

(1) 記号は 、次 の例 示に よる こと。た だし 、こ れにより 難い とき は、総務 課

長に合議の上、別に定めることができる。 

ア  庁内文書 

所管課 所管課を表示する字数 記載例 

事務局の室課 １字 教委総第 号  

学校以外の教育機関 １字又は２字 教委研第 号  

教委青育第 号  

イ  庁外文書 庁内文書の記号に「神」を冠用すること。 
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(2) 番号は 、次 に掲 げる とこ ろにより 、文 書管 理システ ムで 取得 すること 。

た だ し 、 公 文 書 の 事 務 処 理 を 文 書 管 理 シ ス テ ム に よ り 行 う こ と が で き な い

場合は、この限りでない。 

ア  毎年４月１日に更新すること。 

イ  文書の収受又は起案ごとに取得し、１つの事件については、原則として、

同一番号とすること。 

ウ  １つの事件について、複数の文書の収受、起案又は施行を行うときは、

原則として、完結するまで同一番号の枝番号を用いること。 

（到達した文書の取扱い） 

第 10条  総務課長は、到達した文書を次に掲げるところにより処理し、所管課の

公文書主任に配布する。 

(1) 所管課 が不 明な もの その 他総務課 長が 必要 と認める もの は、 開封をす る

ことができる。 

(2) 要記録 文書 につ いて は、 文書収配 簿に 所要 事項を記 録し 、当 該文書の 余

白、封筒その他の適当な箇所に収受印を押すこと。 

(3) ２以上 の所 管課 に関 連す る文書は 、そ の最 も関係の 深い 所管 課に配布 す

ること。 

第 11条  公文書主任は、前条の規定により配布された文書のほか、総務課長を経

由しないで所管課に到達した文書を次に掲げるところにより処理する。 

(1) 要記録 文書 につ いて は、 文書の余 白、 封筒 その他の 適当 な箇 所に収受 印

を 押 し 、 文 書 管 理 シ ス テ ム 又 は 文 書 収 発 簿 若 し く は こ れ に 代 わ る 帳 簿 に 所

要 事 項 を 記 録 す る こ と 。 た だ し 、 前 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 収 受 印 が 押 さ

れたものは、収受印を省略することができる。 

(2) 所管課 に到 達し た文 書の うち、到 達の 日時 がその法 律効 果に 影響を及 ぼ

す よ う な 文 書 で 前 号 の 規 定 に よ り 収 受 印 を 押 し た も の は 、 収 受 印 の 下 に 収

受時刻を記入するとともに、取扱者が記名し、又は印を押すこと。 

(3) 前条の 規定 によ り配 布さ れた文書 でそ の所 管に属し ない もの は、総務 課

長に返付すること。 

(4) 紙の公文書（以下「紙文書」という。）は、その原本を整理して保存しな
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ければならない。 

(5) 紙文書 と同 一性 を有 する 電磁的記 録（ 電子 計算機の 利用 によ り、電磁 的

記 録 か ら 当 該 紙 文 書 と 同 一 性 を 有 す る と 認 め ら れ る 文 書 が 出 力 で き る も の

に限る。）を収受した場合は、当該紙文書を原本として保存することが適当

と 認 め ら れ る 場 合を 除 き 、 電 磁 的 記録 を 正 本 と し て 保存 す る こ と が で きる 。 

(6) 公文書 を適 切に 管理 する ために所 管課 長が 必要と認 める とき は、紙文 書

をスキャナ（これに類する画像読取装置を含む。）により読み取り作成した

電 磁 的 記 録 を 正 本 と し て 保 存 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 紙 文 書 を 原

本として保存することが適当と認められる場合を除く。 

（電磁的記録の取扱い） 

第 12条  電磁的記録の送付については、電子情報処理組織（委員会の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と送付を受ける者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）により行

うことができる。 

２  電磁的記録の送付に当たっては、電子署名及び認証業務に関する法律（平成

12年法律第 102号）第２条第１項に規定する電子署名（以下単に「電子署名」

という。）を行うことができる。 

３  電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。 

（文書による公示及び令達の取扱い） 

第 13条  文書による公示及び令達は、総務課長が公示令達番号簿により番号を付

し、直ちに所定の手続をしなければならない。 

（公文書管理規程の例） 

第 14条  この訓令に定めるもののほか、公文書の作成、処理、整理及び保存に関

しては、公文書管理規程（昭和35年４月神戸市長訓令甲第８号）の例による。 

（施行の細目） 

第 15条  この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

所管課 所管課長 公文書主任 

神 戸 市 教 育 委 員 会 事 務

局 組 織 規 則 （ 昭 和 33年

４ 月 教 育 委 員 会 規 則 第

３ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す

る 課 、 課 に 相 当 す る

室、課内室 

課長又は室長 庶 務 を 担 当 す る 係

長 （ 所 管 課 長 の 指

定 に よ り 、 庶 務 を

担 当 す る 係 長 以 外

の 係 長 を 公 文 書 主

任 に 充 て る こ と が

できる。） 

学

校  

高等学校 学校長 事 務 長 （ 所 管 課 長

の 指 定 に よ り 、 事

務 担 当 者 を 公 文 書

主 任 に 充 て る こ と

ができる。） 

小 学 校 、 中 学 校 、

義 務 教 育 学 校 及 び

特別支援学校 

学校長、副校長又は准校

長 

教 頭 （ 所 管 課 長 の

指 定 に よ り 、 事 務

担 当 者 を 公 文 書 主

任 に 充 て る こ と が

できる。） 

幼稚園 園長 所 管 課 長 が 指 定 す

る 者 （ 所 管 課 長 が

公 文 書 主 任 を 兼 ね

ることができる。） 

第１類の教育機関 庶務担当課の長 所 管 課 長 が 指 定 す

る者 

第２類の教育機関 第２類の教育機関の長 所 管 課 長 が 指 定 す

る者 

第３類の教育機関 その属する課、第１類の

教育機関の庶務担当課又

は第２類の教育機関の長 

所 管 課 長 が 指 定 す

る者 

第４類の教育機関 その属する課、第１類の

教育機関の庶務担当課又

は第２類の教育機関の長 

所 管 課 長 が 指 定 す

る者 
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 神戸市教育委員会職員証発行規程を次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第６号 

   神戸市教育委員会職員証発行規程 

第１条 教育委員会に属する本市職員に対して、その身分を明らかにするため、

この規程の定めるところにより神戸市職員証（以下「職員証」という。）を交

付する。 

第２条 前条の「職員」とは、次に掲げる者（ただし、地方公務員法（昭和25年

法律第 261号）第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員、第 22条の４第

１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同法附則（令和３年６月11日

法 律 第 63号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職 員 を 除

く。）をいう。 

(1) 神 戸 市職 員 の給 与 等 に 関す る 条例 （ 昭 和 26年 ３ 月条 例 第 ８ 号） 第 ３条第

１項第１号及び第３号に規定する給料表の適用を受ける職員 

(2) 労 務 職員 の 給与 等 に 関 する 規 則（ 昭 和 31年７ 月 規則 第 40号 ）第 ３ 条第１

項に規定する労務職給料表の適用を受ける職員 

(3) その他教育長が定める者 

第３条 神戸市職員証発行規程（昭和31年 11月訓令甲第12号）第２条から第６条

までの規定は、教育委員会に属する職員の職員証に準用する。この場合におい

て、同規程第６条中「行財政局人事課長」とあるのは「教職員人事課長を経て、

教育長」と読み替えるものとする。 

第４条 この規程の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市教育委員会職員の旅費取扱規程を次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第７号 

神戸市教育委員会職員の旅費取扱規程 

（趣旨） 

第１条 旅費条例（昭和27年７月条例第45号）及び特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年 10月条例第 25号）の規定に基づき、

教育委員会職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の取扱については、別

に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 

（教育職給料表の適用を受ける者の旅費） 

第２条 旅費条例第２条第２項の規定に基づき、神戸市職員の給与等に関する条

例 （ 昭 和 26年 ３ 月条 例 第 ８ 号 ） 第 ３条 第 １ 項 第 ３ 号 に規 定 す る 教 育 職 給料 表

(2)、教育職給料表 (3)及び教育職給料表 (5)の適用を受ける者の行政職給料表

の職務の級に相当する職務の級は次のとおりとする。 

行政職給料表 教育職給料表(2) 教育職給料表(3) 教育職給料表(5) 

７級     

６級以下 ５級以下 ３級以下 ５級以下 

（旅費の調整） 

第 ３ 条  旅 費 条 例第 26条 の 規 定 に 基づ き 、 職 員 等 が 園児 、 児 童 又 は 生 徒（ 以下

「生徒等」という。）の校外学習、修学旅行等において、生徒等を引率して行

う指導の業務に係る旅行の際は、この規程に定めるもののほか、次の基準によ

り旅費を支給する。 

(1) 鉄 道 賃及 び 船賃 は 、 等 級の 区 分を 設 け る 場合 は 生徒 等 が 利 用す る 等級の

運 賃 を 、 等 級 の 区 分 を 設 け な い 場 合 は そ の 乗 車 又 は 乗 船 に 要 す る 運 賃 を 支

給する。 

(2) 車賃は、実費を支給する。 

（旅行命令書等の様式） 

第４条 教育委員会の所管に属する学校に勤務する職員の旅行命令書は、旅費条
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例施行細則（昭和27年７月規則第76号）第６条によるほか、本規程の定める様

式による。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（社会教育委員の旅費） 

第５条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第３条の

規定に基づき、社会教育委員に支給する旅費は、旅費条例別表４級の者に支給

する額相当額とする。 

（職員等の旅費） 

第６条 第２条及び第５条に定める者のほか、教育委員会の任命する職員及び職

員以外の者に支給する旅費の取扱いに関しては、市長の事務部局職員の例によ

る。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式（第４条関係） 
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 神戸市教育委員会職員退職手当金支給規程を次のように定める。 

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第８号 

   神戸市教育委員会職員退職手当金支給規程  

（趣旨） 

第１条  この規程は、神戸市職員退職手当金条例（昭和 24年９月条例第 147号。

以下「条例」という。）第 21条の規定に基づき、教育委員会に属する職員に対

する退職手当金の支給に関する細目を定めるものとする。 

（職員） 

第２条 この規程で職員とは、常時勤務に服することを要する者であって、教育

委 員 会 事 務 局 職 員及 び 教 育 委 員 会 所管 に 属 す る 学 校 その 他 の 教 育 機 関 の職 員

（以下「職員」という。）をいう。 

２  条例第２条第２項に規定する「職員に準ずるものとして規則で定めるもの」

とは、神戸市職員の給与等に関する条例（昭和26年３月条例第８号）第20条に

規定する者で勤務形態が条例第２条第１項に規定する職員に準ずる者として市

長が別に定めるものをいう。 

（条例第９条関係） 

第３条 条例第９条第２項に規定する「休職期間の満了により退職」には教育公

務員特例法（昭和24年法律第１号）第14条の規定による休職の期間の満了の日

の退職を含むものとする。 

（手当の支給） 

第４条 一般の退職手当は、受給者の請求をまって支給する。 

２  一般の退職手当を請求するときは、退職手当金支給請求書をもとの所属の長

を通じ、教職員給与課長を経て教育長に提出しなければならない。 

３  退職手当の支給を請求しようとするときは、退職手当金支給請求書に履歴書

を添付しなければならない。本人死亡の場合において条例第３条に規定する遺

族が退職手当の支給を請求するときは、退職手当金支給請求書に次の各号に掲
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げる書類を添付しなければならない。 

(1) 履歴書 

(2) 死亡診断書又はこれに代わるべきもの 

(3) 請求者の戸籍謄本 

(4) 請 求 者が 職 員の 死 亡 当 時こ れ によ り 生 計 を維 持 し、 又 は こ れと 生 計をと

もにしていたことを証するに足る書類 

４  条例第３条第３項の規定により総代者が一般の退職手当を請求するときは、

前項に定める書類のほか、一般の退職手当を受けようとする者全員連署の総代

者選任届を添付しなければならない。 

５  もとの所属の長は、請求書に添付の書類の事実の確認を記載しなければなら

ない。 

第５条 この規程に定めがあるものを除くほか、退職手当の支給に関しては、市

長の事務部局の職員の例による。 

（施行細目） 

第６条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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 係長以上の職にある者が欠けたときの事務取扱いに関する規程を次のように定め

る。  

  令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第９号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、教育委員会事務部局の係長以上の職にある者が欠けたとき

の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 部長  部長、第１類教育機関の長その他これらに準ずる者 

(2) 課長  課長、第２類教育機関の長その他これらに準ずる者 

(3) 係長  係長、第３類教育機関等の長その他これらに準ずる者 

（事務取扱い） 

第３条 部長、課長又は係長が欠けた場合において、特に発令しないときは、そ

れぞれ所管の直近上位の職員が、その事務を取り扱うものとする。 

（例外） 

第４条 前条に該当する者以外の者にその事務取扱いをさせる場合は、別途事務

取扱いの発令をするものとする。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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教育長公示令達取扱規程を次のように定める。 

 令和７年３月31日  

神戸市教育委員会 

教育長 福本 靖  

神戸市教育長訓令甲第10号  

教育長公示令達取扱規程 

教育長公示令達取扱規程（昭和49年９月教育長訓令甲第３号）の全部を改正す

る。 

 教育長の公示及び令達については、神戸市教育委員会公示令達取扱規則(令和

７年３月教育委員会規則第６号)を準用する。 

   附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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教育委員会職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本 靖   

神戸市教育長訓令甲第11号  

教育委員会職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

神戸市教育委員会職員安全衛生管理規程（昭和51年６月教育長訓令甲第３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正 

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（総括安全衛生管理者） （総括安全衛生管理者） 

第２条 ［略］  第２条 ［略］  

２  総括安全衛生管理者は、副局長の

職にあるものを充てる。 

２  総括安全衛生管理者は、総務部長

の職にあるものを充てる。 

附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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神戸市教育委員会公用自動車管理規程を廃止する訓令を次のように定める。 

令和７年３月31日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第12号  

神戸市教育委員会公用自動車管理規程を廃止する訓令 

神戸市教育委員会公用自動車管理規程（昭和 48年５月 教育長訓令甲第２号）

は、廃止する。 

   附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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教育委員会事務局等専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

令和７年３月 31日  

神戸市教育委員会   

教育長  福本  靖   

神戸市教育長訓令甲第 13号  

教育委員会事務局等専決規程の一部を改正する訓令  

教育委員会事務局等専決規程（平成 29年４月教育長訓令甲第１号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  この訓令は、別に定めるもの

を除くほか、事務局長、教育次長、副

局長、部長、課長及び課に相当する室

長並びに学校その他の教育機関の長

及びその他職員が所掌する教育委員

会に属する事務及び市長に属する事

務の補助執行についての専決につい

て定めるとともに、これに関する教

育長又は市長及び市長の補助職員の

専決区分について表示することを目

第１条  この訓令は、別に定めるもの

を除くほか、事務局長、教育次長、部

長、課長及び課に相当する室長並び

に学校その他の教育機関の長及びそ

の他職員が所掌する教育委員会に属

する事務及び市長に属する事務の補

助執行についての専決について定め

るとともに、これに関する教育長又

は市長及び市長の補助職員の専決区

分について表示することを目的とす
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的とする。  る。  

（ 事 務 局 長 及 び 教 育 次 長 の 専 決 事

項）  

（ 事 務 局 長 及 び 教 育 次 長 の 専 決 事

項）  

第２条  事務局長及び教育次長の専決

事項は、次のとおりとする。  

第２条  事務局長及び教育次長の専決

事項は、次のとおりとする。  

 (1) 別表第１に定める局長の決裁区

分及び別表第２に定める事務局長の

決 裁 区 分 に 属 す る 事 項 に 関 す る こ

と。  

 (1) 別表第１及び別表第２に定める

局長の決裁区分に属する事項に関す

ること。  

(2) 重要でない照会、回答、通知、届

出、申請、申告、報告、進達、副申、

通達等（副局長、部長及び所長専決

事項に係るものを除く。第３号に

おいて同じ。）に関すること。  

(2) 重要でない照会、回答、通知、届

出、申請、申告、報告、進達、副申、

通達等（部長及び所長専決事項に

係るものを除く。第３号において

同じ。）に関すること。  

 (3)～ (5) ［略］   (3)～ (5) ［略］  

（副局長の専決事項）   

第３条  副局長の専決事項は、次のと

おりとする。この場合において、副局

長は、自らの所掌事務に属すること

及び当該所掌事務に従事する職員に

関することについて、副局長共通専

決事項の項に規定する事項を専決す

るものとする。  

 

副局長共通専決事項   

(1) 別表第１に定める部長の決裁区

分及び別表第２に定める副局長及

び部長の決裁区分に属する事項に

関すること。  
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(2) 重要でない照会、回答、通知、届

出、申請、申告、報告、進達、副申、

通達等に関すること。  

 

(3) 軽易定例なもの以外の諸証明に

関すること。  

 

(4) 学校医、学校歯科医その他の衛

生職員の委嘱に関すること。  

 

(5) その他前４号に準ずる事項に関

すること。  

 

（部長及び所長の専決事項）  （部長及び所長の専決事項）  

第４条  部長及び所長の専決事項は、

次のとおりとする。この場合におい

て、組織の事務を主管しない部長は、

自らの所掌事務に属すること及び当

該所掌事務に従事する職員に関する

ことについて、部長及び所長専決事

項の項に規定する事項を専決するも

のとする。  

第３条  部長及び所長の専決事項は、

次のとおりとする。この場合におい

て、組織の事務を主管しない部長は、

自らの所掌事務に属すること及び当

該所掌事務に従事する職員に関する

ことについて、部長及び所長専決事

項の項に規定する事項を専決するも

のとする。  

部長及び所長専決事項  部長及び所長専決事項  

 (1)～ (4) ［略］   (1)～ (4) ［略］  

 総務部長専決事項  

 (1) 別表第１及び別表第２に定める

総務部長の決裁区分に属する事項

に関すること。  

 学校支援部長専決事項  

 学校医、学校歯科医その他の衛生職

員の委嘱に関すること。  
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  教職員研修所長専決事項    教職員研修所長専決事項  

 (1) 神戸市総合教育センター管理運

営規則（平成２年６月教委規則第

３号。以下「センター管理運営規

則」という。）第２条第２項に規定

する休館日に関すること。  

(2)、 (3) ［略］  

 (1) 神戸市総合教育センター管理運

営規則（令和６年３月 29日教委規

則第  号。以下「センター管理運営

規則」という。）第２条第２項に規

定する休館日に関すること。  

(2)、 (3) ［略］  

（課長、課に相当する室長及び第２

類教育機関の長の専決事項）  

（課長、課に相当する室長及び第２

類教育機関の長の専決事項）  

第５条  課長、課に相当する室長及び

第２類教育機関の長の専決事項は、

次のとおりとする。この場合におい

て、組織の事務を主管しない課長は、

自らの所掌事務に属すること及び当

該所掌事務に従事する職員に関する

ことについて、課長及び第２類教育

機関の長専決事項の項に規定する事

項を専決するものとする。  

第４条  課長、課に相当する室長及び

第２類教育機関の長の専決事項は、

次のとおりとする。この場合におい

て、組織の事務を主管しない課長は、

自らの所掌事務に属すること及び当

該所掌事務に従事する職員に関する

ことについて、課長及び第２類教育

機関の長専決事項の項に規定する事

項を専決するものとする。  

課長、課に相当する室長及び第２

類教育機関の長専決事項  

課長、課に相当する室長及び第２

類教育機関の長専決事項  

(1) 別表第１に定める課長（２類の

長を除く。）の決裁区分に属する事

項（第２類教育機関の長は、別表第

１の規定にかかわらず、自らの勤

務命令に関する事項並びに１日以

内の休暇、欠勤、職務専念義務の免

除及び施行命令に関する事項）に

関すること。  

(1) 別表第１に定める課長及び課に

相当する室長の決裁区分（第２類

教育機関の長は２類の長の区分）

に属する事項（第２類教育機関の

長は、別表第１の規定にかかわら

ず、自らの勤務命令に関する事項

並びに１日以内の休暇、欠勤、職務

専念義務の免除及び施行命令に関
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(2)～ (11) ［略］  する事項）に関すること。  

(2)～ (11) ［略］  

監理室長専決事項  監理室長専決事項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

総務課長専決事項  総務部総務課長専決事項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

総務課課長（政策調整担当）専決事

 項  

総務部総務課課長（政策調整担当）

専決事項  

(1)～ (2) ［略］   (1)～ (2) ［略］  

教職員人事課長専決事項  総務部教職員人事課長専決事項  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

教職員給与課長専決事項  総務部教職員給与課長専決事項  

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

学校経営支援課長専決事項  学校支援部学校経営支援課長専決

事項  

 (1)～ (3) ［略］   (1)～ (3) ［略］  

学校環境整備課長専決事項  学校支援部学校環境整備課長専決

事項  

 (1)～ (3) ［略］   (1)～ (3) ［略］  

健康教育課長専決事項  学校支援部健康教育課長専決事項  

(1) ［略］  (1) ［略］  

学びの推進課長専決事項  学校教育部学校教育課長専決事項  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

第６条～第９条  ［略］  

 

第 10条  ［略］  

第５条～第８条  ［略］  

第９条  削除  

第 10条  ［略］  

 （事故代決）   （事故代決）  
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第 11条  事務局長、教育次長、局長、副

局長、部長、所長、課長又は課に相当

する室長（以下この条において「事務

局長及び教育次長等」という。）に事

故があるときは、神戸市教育委員会

事務局組織規則（昭和 33年４月神戸

市教育委員会規則第３号）第７条の

規定により、事故ある者の事務を代

理又は代決する者が、その専決事項

を代決する。  

第 11条  事務局長、教育次長、局長、部

長、所長、事務室長、課長又は課に相

当する室長（以下この条において「事

務局長及び教育次長等」という。）に

事故があるときは、神戸市教育委員

会事務局組織規則（昭和 33年４月神

戸市教育委員会規則第３号）第７条

の規定により、事故ある者の事務を

代理又は代決する者が、その専決事

項を代決する。  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  
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改正後  改正前  

別表第１（第２条―第 10条関係）  

人事関係事務  

別表第１（第２条―第 10条関係）  

人事関係事務  

決裁  

区分  

 

 

 

決裁  

事項  

教育

長  

局長  部長（※

は当該業

務を所管

する副局

長のみ）  

課長（２

類の長を

除く。）  

教職員

人事課

長  

教職員

給与課

長  

教育機関の長  副校

長、

准校

長  

備考  

２類

の長  

３類

の長  

学校

長  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

休業

の承

認  

育児  

休業  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

 部分  

休業  

―  部 長

以上  

課長  係長以下

（３類に

所属の職

員 を 除

く。）  

―  ―  所 属

職員  

所 属

職員  

所 属

職員  

所属

職員  

 

 [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ]  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

  (注 ) この表における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1)、 (2) [略 ] 

(3) 部長  副局長、部長、所長  

(4)～ (7) [略 ] 
 

決裁  

区分  

 

 

 

決裁  

事項  

教育

長  

局長  部長 (※

は総務部

長のみ ) 

課長及び

課に相当

する室長  

教職員

人事課

長  

教職員

給与課

長  

教育機関の長  副校

長、

准校

長  

備考  

２類  

の長  

３類  

の長  

学校  

長  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

休 業

の 承

認  

育 児

休業  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

  

 

 

 

 

           

 [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ]  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

  (注 ) この表における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1)、 (2) [略 ] 

(3) 部長  部長、所長  

(4)～ (7) [略 ] 
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改正後 改正前 

別表第２（第２条―第10条関係） 

財務関係事務 

２―１支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定） 

別表第２（第２条―第10条関係） 

財務関係事務 

２―１支出決定（支出を伴う施行決議・実施決定） 

 決裁事項 節 節名称 細節名称

等 

専決範

囲 

決裁区分 合議 備考 

副市

長 

事務

局長 

副局

長及

び部

長 

課長

及び

課に

相当

する

室長 

学校

長、

副校

長及

び准

校長 

特定

職 

  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

10 調達 10 需用費 消耗品費、

燃料費、印

刷製本費、

医 薬 材 料

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超

えるものにつ

いては経理契

約（行財政局

契約監理課に

要求して行う

契約をいう。

以下同じ。）

を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消耗品費、

燃料費、印

刷製本費、

医 薬 材 料

費（市長が

指 定 す る

ものＡ） 

400万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

    400万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    300万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 決裁事項 節 節名称 細節名称

等 

専決範

囲 

決裁区分 合議 備考 

副市

長 

局長 部長 課長

及び

課に

相当

する

室長 

学校

長、

副校

長及

び准

校長 

特定

職 

  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

10 調達 10 需用費 消耗品費、

燃料費、印

刷製本費、

医 薬 材 料

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超

えるものにつ

いては経理契

約（行財政局

契約監理課に

要求して行う

契約をいう。

以下同じ。）

を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消耗品費、

燃料費、印

刷製本費、

医 薬 材 料

費（市長が

指 定 す る

ものＡ） 

200万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

    200万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    160万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   
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    消 耗 品 費

（ 図 書 資

料（教科用

指導書）） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  300万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消耗品費

（各種施

設におけ

る給与品） 

全て    ○    300万円を超

えるものに

ついては経

理契約を要

する。 

 

 

 

    電気料金 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

    200万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 請負（そ

の他） 

10 需用費 修繕料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 200万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 
 

  修繕料（市

長 が 指 定

す る も の

Ｂ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
 

  4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    消 耗 品 費

（ 図 書 資

料（教科用

指導書）） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  200万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消耗品費

（各種施

設におけ

る給与品） 

8,000

万円超 

     行財

政局

長 

 160万円を超

えるものに

ついては経

理契約を要

する。 

    8,000

万円以

下 

     契約

監理

課長 

 

    1 6 0万

円以下 

   ○    

    電気料金 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

    100 万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 請負（そ

の他） 

10 需用費 修繕料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 100万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 
 

  修繕料（市

長 が 指 定

す る も の

Ｂ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
 

  2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   
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  2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  修繕料（建

物、設備又

は 構 築 物

の 保 繕 又

は 小 改 修

に 係 る も

の） 

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  1 5 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

11 請負（製

造） 

11 役務費 一 般 役 務

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 400万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 謝金その

他これら

に類する

もの 

11 役務費 一 般 役 務

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
  

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

一 般 役 務

費（定例的

な報償） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  修繕料（建

物、設備又

は 構 築 物

の 保 繕 又

は 小 改 修

に 係 る も

の） 

2 5 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  1 5 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

  1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

11 請負（製

造） 

11 役務費 一 般 役 務

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 250万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 謝金その

他これら

に類する

もの 

11 役務費 一 般 役 務

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
  

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

一 般 役 務

費（定例的

な報償） 

1 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

50万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   
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20万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 請負（そ

の他） 

11 役務費 一 般 役 務

費、その他

通 信 運 搬

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  200万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    保険料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

一 般 役 務

費、その他

通 信 運 搬

費（市長が

指 定 す る

も の Ａ 、

Ｂ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

40万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 

   

一 般 役 務

費(事業系

ご み 指 定

袋等)、そ

の 他 通 信

運搬費(郵

便料金等) 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

12 指定管理 12 委託料 指 定 管 理 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

10万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 請負（そ

の他） 

11 役務費 一 般 役 務

費、その他

通 信 運 搬

費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  100万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    保険料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

一 般 役 務

費、その他

通 信 運 搬

費（市長が

指 定 す る

も の Ａ 、

Ｂ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

20万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 

   

一 般 役 務

費(事業系

ご み 袋

等)、その

他 通 信 運

搬費(郵便

料金等) 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

12 指定管理 12 委託料 施 設 管 理 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
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者に公の

施設の管

理を行わ

せる場合

の協定 

委託料 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

13 調達 13 使用料

及び貸

借料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

   一 般 使 用

料等（電子

計 算 機 上

で 使 用 す

る ソ フ ト

ウ ェ ア に

係るもの） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   
[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 物品の借

入れ 

13 使用料

及び貸

借料 

一 般 使 用

料等 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 150万円

を超える

ものにつ

いては経

理契約を

要する。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

一 般 使 用

料等（市長

が 指 定 す

るものＣ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

1 5 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

者に公の

施設の管

理を行わ

せる場合

の協定 

委託料 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

13 調達 13 使用料

及び貸

借料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

   一 般 使 用

料等（電子

計 算 機 上

で 使 用 す

る ソ フ ト

ウ ェ ア に

係るもの） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 100万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   
[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 物品の借

入れ 

13 使用料

及び貸

借料 

一 般 使 用

料等 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 80万円を

超えるも

のについ

ては経理

契約を要

する。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

一 般 使 用

料等（市長

が 指 定 す

るものＣ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

968



13 

 

    自 動 車 借

上料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 150万円

を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他） 

13 使用料

及び貸

借料 

自 動 車 借

上料（運転

手付） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 200万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他）、物

品の借入

れ 

13 使用料

及び貸

借料 

自 動 車 借

上料（市長

が 指 定 す

るものＢ、

Ｃ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

1 5 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 不動産の

借入れ 

13 使用料

及び貸

借料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
  土 地 借 上

料、家屋借

上料（市長

が 指 定 す

るものＤ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
  

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
  

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

14 請負（工

事） 

14 工事請

負費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 400万円

    自 動 車 借

上料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 80万円を

超えるもの

については

経理契約を

要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他） 

13 使用料

及び貸

借料 

自 動 車 借

上料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 100万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他）、物

品の借入

れ 

13 使用料

及び貸

借料 

自 動 車 借

上料（市長

が 指 定 す

るものＢ、

Ｃ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
 

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 不動産の

借入れ 

13 使用料

及び貸

借料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
  土 地 借 上

料、家屋借

上料（市長

が 指 定 す

るものＤ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
  

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
  

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

14 請負（工

事） 

14 工事請

負費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 250万円
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    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

15 調達 15 原材料

費 

原材料費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

原 材 料 費

（ 市 長 が

指 定 す る

ものＡ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
   

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

3 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

17 調達 17 備品購

入費 

一 般 備 品

費、重要備

品費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

一 般 備 品

費、重要備

品費（市長

が 指 定 す

るものＡ） 

4 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
   

4 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    3 0 0万 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] を超えるも

のについて

は経理契約

を要する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

15 調達 15 原材料

費 

原材料費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

原 材 料 費

（ 市 長 が

指 定 す る

ものＡ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
   

1 6 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

17 調達 17 備品購

入費 

一 般 備 品

費、重要備

品費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 
   

一 般 備 品

費、重要備

品費（市長

が 指 定 す

るものＡ） 

2 0 0万

円超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
   

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    1 6 0万 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   
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円以下 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

18 負担金、

補助金、

交付金、

奨励金そ

の他これ

らに類す

るもの 

18 負担金

補助金

及び交

付金 

負担金、補

助交付金、

分担金等 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 

 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
  

負担金、分

担金等 

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

19 負担金、

補助金、

交付金、

奨励金そ

の他これ

らに類す

るもの 

19 扶助費 扶助費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
  

2 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 

  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

21 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 損害賠償

金、示談

金又はこ

れらに類

するもの 

21 補償補

填及び

賠償金 

損 害 賠 償

金 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 自動車事故に

よるものにつ

いては、自動

車損害賠償保

障法による保

険金額の最高

円以下 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

18 負担金、

補助金、

交付金、

奨励金そ

の他これ

らに類す

るもの 

18 負担金

補助金

及び交

付金 

負担金、補

助交付金、

分担金等 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 

 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 
  

負担金、分

担金等 

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

19 負担金、

補助金、

交付金、

奨励金そ

の他これ

らに類す

るもの 

19 扶助費 扶助費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
  

1 0 0万

円以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 

  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

21 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 損害賠償

金、示談

金又はこ

れらに類

するもの 

21 補償補

填及び

賠償金 

損 害 賠 償

金 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 副市長の専決

範囲(500万以

下)に関して、

自動車事故に

よるものにつ

いては、自動
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[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  限度額を上限

とし、200万円

を超え最高限

度額以下のも

のは、副市長

の専決とす

る。 

22 使用料、

手数料そ

の他の収

入に係る

過誤納整

理 

22 償還金

利子及

び割引

料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

（注） 

１～11  [略] 

12 本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則（平成31

年３月規則第67号）第55条の２第１項第８号イに規定するその他請負契約をいう。 

 

 

13、14 [略] 

 

  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  車損害賠償保

障法による保

険金額の最高

限度額を上限

とする。 

 

 

22 市税等に

係る過誤

納整理 

 

 

 

22 償還金

利子及

び割引

料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 （注） 

１ [略] 

12 本表における「請負（その他）」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の

第１項第８号イに該当するものをいう。 

13 本表における「市税等」とは、市税(県民税及び森林環境税を含む)、使用料、手数料その他の収入

をいう。 

14、15 [略] 

２―２収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定） ２―２収入決定（収入を伴う施行決議・実施決定） 

 決裁事項 専決範囲 決裁区分 合議 備考 

副市長 事務局

長 

副局長

及び部

長 

課長及

び課に

相当す

る室長 

学校

長、副

校長及

び准校

長 

特定職 

 決裁事項 専決範囲 決裁区分 合議 備考 

副市長 局長 部長 課長及

び課に

相当す

る室長 

学校

長、副

校長及

び准校

長 

特定職 
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[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

02 売却（物品そ

の他） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 100万円を超える

ものについては経

理契約を要する。 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

04 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 不動産の貸付

（市長が指定

するものＤ） 

400万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 400万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

02 売却（物品そ

の他） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 50万円を超える

ものについては経

理契約を要する。 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

04 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 不動産の貸付

（市長が指定

するものＤ） 

200万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 100万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

（注） 

１～10 [略] 

（注） 

１～10 [略] 

２－３その他 ２－３その他 

 決裁事項 専決範囲 決裁区分 合議 備考 

副市

長 

事務

局長 

副局

長及

び部

長 

課長

及び

課に

相当

する

室長 

学校

長、

副校

長及

び准

校長 

特定

職 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

08 物品の借入れ

（支出を伴わな

いもの） 

150万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 150万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 決裁事項 専決範囲 決裁区分 合議 備考 

副市

長 

局長 部長 課長

及び

課に

相当

する

室長 

学校

長、

副校

長及

び准

校長 

特定

職 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

08 物品の借入れ

（支出を伴わな

いもの） 

80万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 80万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   
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 物品の借入れ

（支出を伴わな

いもの）（市長

が指定するもの

Ｃ） 

400万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 400万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 150万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 100万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

09 物品の貸付（収

入を伴わないも

の） 

400万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 400万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

10 不動産の借入れ

（支出を伴わな

いもの） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 不動産の借入れ

（市長が指定す

るものＤ） 

400万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 400万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

 物品の借入れ

（支出を伴わな

いもの）（市長

が指定するもの

Ｃ） 

200万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 100万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 50万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

09 物品の貸付（収

入を伴わないも

の） 

200万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 100万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

10 不動産の借入れ

（支出を伴わな

いもの） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 100万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 不動産の借入れ

（市長が指定す

るものＤ） 

200万円超 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 200万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 100万円以下 [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

（注） 

１～９ [略] 

（注） 

１～９ [略] 

２－４契約 ２－４契約 

 決裁事

項 

節 節名称 細節名称 専決範

囲 

決裁区分 合議 備考 

副市

長 

事務

局長 

副局

長及

び部

長 

課長

及び

課に

相当

する

室長 

学校

長、

副校

長及

び准

校長 

特定

職 

01 調達 10 需用費 消耗品費、 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超え

 決裁事

項 

節 節名称 細節名称 専決範

囲 

決裁区分 合議 備考 

副市

長 

局長 部長 課長

及び

課に

相当

する

室長 

学校

長、

副校

長及

び准

校長 

特定

職 

01 調達 10 需用費 消耗品費、 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超え
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    燃料費刷製

本費、医薬

材料費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  るものについて

は経理契約を要

する。 

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消耗品費、

燃料費、印

刷製本費、

医薬材料費

（市長が指

定するもの

Ａ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    消 耗 品 費

（図書資料

（教科用指

導書）） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消 耗 品 費

（各種施設

における給

与品） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他） 

10 需用費 修繕料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 200万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    燃料費、印

刷製本費、

医薬材料費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  るものについて

は経理契約を要

する。 

    160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消耗品費、

燃料費、印

刷製本費、

医薬材料費

（市長が指

定するもの

Ａ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    消 耗 品 費

（図書資料

（教科用指

導書）） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 200万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    消 耗 品 費

（各種施設

における給

与品） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の 他 請

負） 

10 需用費 修繕料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 100万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  
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    修繕料（市

長が指定す

るものＢ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    修繕料（建

物、設備又

は構築物の

保繕又は小

改修に係る

もの） 

400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

02 請負（製

造） 

11 役務費 一般役務費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 400万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 謝 金 そ

の 他 こ

れ ら に

類 す る

もの 

11 役務費 一般役務費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   一般役務費

（定例的な

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    修繕料（市

長が指定す

るものＢ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    修繕料（建

物、設備又

は構築物の

保繕又は小

改修に係る

もの） 

250万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

02 請負（製

造） 

11 役務費 一般役務費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 250万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    250万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 謝 金 そ

の 他 こ

れ ら に

類 す る

もの 

11 役務費 一般役務費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

   一般役務費

（定例的な

100万円

超 

[略]  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
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    報償） 200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 請負（そ

の他） 

11 役務費 一 般 役 務

費、その他

通信運搬費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 200万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    一 般 役 務

費、その他

通信運搬費

（市長が指

定するもの

Ａ、Ｂ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    一般役務費

（事業系ご

み 指 定 袋

等）、その他

通信運搬費

（郵便料金

等） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

04 調達 13 使用料

及び賃

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

   一般使用料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超え

    報償） 100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 請負（そ

の他） 

11 役務費 一 般 役 務

費、その他

通信運搬費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 100万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    一 般 役 務

費、その他

通信運搬費

（市長が指

定するもの

Ａ、Ｂ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    一般役務費

（事業系ご

み袋等）、そ

の他通信運

搬費（郵便

料金等） 

 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

04 調達 13 使用料

及び賃

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

   一般使用料 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超え
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   借料 等（電子計

算機上で使

用するソフ

トウェアに

係るもの） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  るものについて

は経理契約を要

する。 

   300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 物 品 の

借入れ 

13 使用料

及び賃

借料 

一般使用料

等 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 150万円を

超えるものに

ついては経理

契約を要す

る。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    一般使用料

等（市長が

指定するも

のＣ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    自動車借上

料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 150万円を

超えるものに

ついては経理

契約を要す

る。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他） 

13 使用料

及び賃

借料 

自動車借上

料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 200万円を超え

るものについて

は経理契約を要

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  200万円 [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   借料 等（電子計

算機上で使

用するソフ

トウェアに

係るもの） 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  るものについて

は経理契約を要

する。 

   160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 物 品 の

借入れ 

13 使用料

及び賃

借料 

一般使用料

等 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 80万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  80 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    一般使用料

等（市長が

指定するも

のＣ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    自動車借上

料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 80万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    80 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他） 

13 使用料

及び賃

借料 

自動車借上

料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 100万円を超え

るものについて

は経理契約を要

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  100万円 [略] [略] [略] [略] [略] [略]  
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以下 する。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他）、

物 品 の

借入れ 

13 使用料

及び賃

借料 

自動車借上

料（市長が

指定するも

のＢ、Ｃ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

  400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

  150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 不 動 産

の 借 入

れ 

13 使用料

及び賃

借料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

  土 地 借 上

料、家屋借

上料（市長

が指定する

ものＤ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

  200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

05 請負（工

事） 

14 工事請

負費 

工事請負費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 400万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

06 調達 15 原材料

費 

原材料費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    原 材 料 費400万円 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

以下 する。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 請負（そ

の他）、

物 品 の

借入れ 

13 使用料

及び賃

借料 

自動車借上

料（市長が

指定するも

のＢ、Ｃ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

  200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

  100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 不 動 産

の 借 入

れ 

13 使用料

及び賃

借料 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

  土 地 借 上

料、家屋借

上料（市長

が指定する

ものＤ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

  100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

05 請負（工

事） 

14 工事請

負費 

工事請負費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 250万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  250万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

06 調達 15 原材料

費 

原材料費 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    原 材 料 費200万円 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
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（市長が指

定するもの

Ａ） 

超 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

08 調達 17 備品購

入費 

一 般 備 品

費、重要備

品費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 300万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    一 般 備 品

費、重要備

品費（市長

が指定する

ものＡ） 

400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    300万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

10 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 損 害 賠

償金、示

談 金 又

は こ れ

ら に 類

す る も

の 

21 補償補

填及び

賠償金 

損害賠償金 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 自動車事故によ

るものについて

は、自動車損害

賠償保障法によ

る保険金額の最

高限度額を上限

とし、200万円を
  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

（市長が指

定するもの

Ａ） 

超 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

08 調達 17 備品購

入費 

一 般 備 品

費、重要備

品費 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 160万円を超え

るものについて

は経理契約を要

する。 

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

   [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    一 般 備 品

費、重要備

品費（市長

が指定する

ものＡ） 

200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    160万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

10 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 損 害 賠

償金、示

談 金 又

は こ れ

ら に 類

す る も

の 

21 補償補

填及び

賠償金 

損害賠償金 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 副市長の専決範

囲(500万以下)

に関して、自動

車事故によるも

のについては、

自動車損害賠償

保障法による保
  [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  
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超え最高限度額

以下のものは、

副市長の専決と

する。 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

12 売却（物

品 そ の

他） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 100万円を

超えるものに

ついては経理

契約を要す

る。 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    20 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 売却（物

品 そ の

他）（法

令 等 に

よ り 金

額 が 定

ま っ て

い る も

の） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    20 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 売却（物

品 そ の

他）（生

産品） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    20 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

14 物 品 の

借 入 れ

― ― ― 150万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

険金額の最高限

度額を上限とす

る。 

 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

12 売却（物

品 そ の

他） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] １ [略] 

２ 50万円を超

えるものにつ

いては経理契

約を要する。 

 

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    50万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    10 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 売却（物

品 そ の

他）（法

令 等 に

よ り 金

額 が 定

ま っ て

い る も

の） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    10 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 売却（物

品 そ の

他）（生

産品） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

    10 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]  

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

14 物 品 の

借 入 れ

― ― ― 80 万 円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
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 （ 支 出

を 伴 わ

な い も

の） 

   150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 物 品 の

借 入 れ

（ 支 出

を 伴 わ

な い も

の）（市

長 が 指

定 す る

ものＣ） 

― ― ― 400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    150万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

15 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 物 品 の

貸付（収

入 を 伴

わ な い

もの） 

― ― ― 400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

16 不 動 産

の 借 入

れ（支出

を 伴 わ

な い も

の） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 （ 支 出

を 伴 わ

な い も

の） 

   80 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

 物 品 の

借 入 れ

（ 支 出

を 伴 わ

な い も

の）（市

長 が 指

定 す る

ものＣ） 

― ― ― 200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    50 万 円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

15 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 物 品 の

貸付（収

入 を 伴

わ な い

もの） 

― ― ― 200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]   

16 不 動 産

の 借 入

れ（支出

を 伴 わ

な い も

の） 

― ― ― [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   
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 不 動 産

の 借 入

れ（支出

を 伴 わ

な い も

の）（市

長 が 指

定 す る

ものＤ） 

― ― ― 400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

17 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 不 動 産

の 貸 付

（ 市 長

が 指 定

す る も

のＤ） 

― ― ― 400万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    400万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

 不 動 産

の 借 入

れ（支出

を 伴 わ

な い も

の）（市

長 が 指

定 す る

ものＤ） 

― ― ― 200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

17 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 不動産

の貸付

（市長

が指定

するも

のＤ） 

― ― ― 200万円

超 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

    200万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

    100万円

以下 

[略] [略] [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

（注） 

１～11 [略]  

12 本表における「請負(その他)」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２

第１項第８号イに規定するその他請負契約をいう。 

13～14 [略] 

（注） 

１～11 [略] 

12 本表における「請負(その他)」とは、神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第55条の２

第１項第８号イに該当するものをいう。 

13～14 [略] 
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附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行規則及び神戸市会計年度任

用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。  

令和７年３月 31日  

  神戸市人事委員会                

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 11号  

   神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行規則及び神戸市会計年

度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則  

（神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行規則（平成６年 12月

人委規則第７号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（１週間の勤務時間）  （１週間の勤務時間）  

第２条  職員（短時間勤務職員（定年

前再任用短時間勤務職員（地方公務

員法（昭和 25年法律第 261号）第 22

条の４第１項の規定により採用され

た職員をいう。以下同じ。）、育児

短時間勤務職員（地方公務員の育児

休業等に関する法律（平成３年法律

第 110号。以下「育児休業法」とい

第２条  職員（短時間勤務職員（定年

前再任用短時間勤務職員（地方公務

員法（昭和 25年法律第 261号）第 22

条の４第１項の規定により採用され

た職員をいう。以下同じ。）、育児

短時間勤務職員（地方公務員の育児

休業等に関する法律（平成３年法律

第 110号）第 10条第３項の規定によ
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う。）第 10条第３項の規定により同

条第１項に規定する育児短時間勤務

の承認を受けた職員（同法第 17条の

規定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。）をいう。以下

同じ。）及び任期付短時間勤務職員

（地方公共団体の一般職の任期付職

員の採用に関する法律（平成 14年法

律第 48号）第５条の規定により採用

された職員をいう。以下同じ。）を

いう。以下同じ。）を除く。）の勤

務時間は、１週間について、 38時間

45分とする。ただし、特別の形態に

よって勤務する必要のある職員（短

時間勤務職員を除く。）の勤務時間

は、１週間当たり 38時間 45分とす

る。  

り同条第１項に規定する育児短時間

勤務の承認を受けた職員（同法第 17

条の規定による短時間勤務をするこ

ととなった職員を含む。）をいう。

以下同じ。）及び任期付短時間勤務

職員（地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成 14

年法律第 48号）第５条の規定により

採用された職員をいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）を除

く。）の勤務時間は、１週間につい

て、 38時間 45分とする。ただし、特

別の形態によって勤務する必要のあ

る職員（短時間勤務職員を除く。）

の勤務時間は、１週間当たり 38時間

45分とする。  

２  任期付短時間勤務職員の勤務時間

は、１週間について、 15時間 30分か

ら 31時間までの範囲内で、任命権者

が定める。ただし、特別の形態によ

って勤務する必要のある任期付短時

間勤務職員の勤務時間は、１週間当

たり 15時間 30分から 31時間までの範

囲内で、任命権者が定める。  

２  任期付短時間勤務職員の勤務時間

は、１週間について、 30時間とす

る。ただし、特別の形態によって勤

務する必要のある任期付短時間勤務

職員の勤務時間は、１週間当たり 30

時間とする。  

３、４  ［略］  ３、４  ［略］  

（休暇の単位）  （休暇の単位）  

第８条  条例に定めるところの休暇の

単位は、１日を単位として与える。た

だし、次に掲げる休暇については、そ

第８条  条例に定めるところの休暇の

単位は、１日を単位として与える。た

だし、次に掲げる休暇については、そ
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れぞれ当該各号に定める日、時間又

は分を単位として与えることができ

る。  

れぞれ当該各号に定める日、時間又

は分を単位として与えることができ

る。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 年次有給休暇、特別休暇のうち

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子の

看 護 等 休 暇 及 び 短 期 の 介 護 休 暇  

１日、半日、１時間  

(2) 年次有給休暇、特別休暇のうち

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子の

看護休暇及び短期の介護休暇  １

日、半日、１時間  

(3) [略 ] (3) [略 ] 

(4) 特 別 休 暇 の う ち 育 児 部 分 休 暇  

15分  

(4) 介護時間  15分  

(5) 介護時間  15分   

２  前項の規定にかかわらず、短時間

勤務職員のうち、１日の勤務時間が

７時間 45分未満の者については、休

暇の単位は、介護休暇については１

日、１時間又は 45分（１日の勤務時間

が４時間 45分未満の者については、

１日又は１時間）、年次有給休暇、特

別休暇のうち健康支援休暇、出生サ

ポート休暇、出産補助休暇、育児参加

休暇、子の看護等休暇及び短期の介

護休暇については１日、１時間、特別

休暇のうち健康支援休暇、出生サポ

ート休暇、出産補助休暇、育児参加休

暇、子の看護等休暇及び短期の介護

休暇を除いたものについては１日、

特別休暇のうち育児部分休暇につい

ては 15分、介護時間については 15分

２  前項の規定にかかわらず、短時間

勤務職員のうち、１日の勤務時間が

７時間 45分未満の者については、休

暇の単位は、介護休暇については１

日、１時間又は 45分（１日の勤務時間

が４時間 45分未満の者については、

１日又は１時間）、年次有給休暇、特

別休暇のうち健康支援休暇、出生サ

ポート休暇、出産補助休暇、育児参加

休暇、子の看護休暇及び短期の介護

休暇については１日、１時間、特別休

暇のうち健康支援休暇、出生サポー

ト休暇、出産補助休暇、育児参加休

暇、子の看護休暇及び短期の介護休

暇を除いたものについては１日、介

護時間については 15分を単位として

与える。  
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を単位として与える。  

３、４  ［略］  ３、４  ［略］  

（特別休暇）  （特別休暇）  

第 10条  条例第 12条の人事委員会規則

で定める特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、年

次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献活動

休暇、子の看護等休暇、短期の介護休

暇及び育児部分休暇とする。  

第 10条  条例第 12条の人事委員会規則

で定める特別休暇は、健康支援休暇、

出生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、年

次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献活動

休暇、子の看護休暇及び短期の介護

休暇とする。  

２  ［略］  

（社会貢献活動休暇）  

第 21条  職員が自発的に、かつ、報酬を

得ないで、国内において、原則として

次 に 掲 げ る 社 会 に 貢 献 す る 活 動 (専

ら親族に対する支援となる活動を除

く。)を行う場合で、その勤務しない

ことが相当であると認められる場合

は、願い出により一の年度につき５

日 以 内 の 社 会 貢 献 活 動 休 暇 を 与 え

る。ただし、半日を単位に社会貢献活

動休暇を与えた場合についても、日

数の計算においては１日の社会貢献

活動休暇を与えたものとみなす。  

(1)～ (3) ［略］  

(4) 民生委員・児童委員（民生委員支

援員等の民生委員・児童委員を補佐

する活動を含む）の活動  

(5) 保護司の活動  

２  ［略］  

 （社会貢献活動休暇）  

第 21条  職員が自発的に、かつ、報酬を

得ないで、国内において、原則として

次 に 掲 げ る 社 会 に 貢 献 す る 活 動 (専

ら親族に対する支援となる活動を除

く。)を行う場合で、その勤務しない

ことが相当であると認められる場合

は、願い出により一の年度につき５

日 以 内 の 社 会 貢 献 活 動 休 暇 を 与 え

る。ただし、半日を単位に社会貢献活

動休暇を与えた場合についても、日

数の計算においては１日の社会貢献

活動休暇を与えたものとみなす。  

(1)～ (3) ［略］  
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２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

（子の看護等休暇）  （子の看護休暇）  

第 22条  中学校就学の始期に達するま

での子（配偶者の子を含む。）を養育

する職員が、その子の看護等（負傷

し、若しくは疾病にかかったその子

の世話、疾病の予防を図るために必

要なその子の世話、感染症に伴う学

級閉鎖等によりその子の世話を行う

こと、又はその子の教育若しくは保

育に係る行事（入園、卒園、入学又は

卒 業 の 式 典 そ の 他 こ れ に 準 ず る 式

典）への参加をいう。）のため勤務し

ないことが相当であると認められる

場合、願い出により一の年度につき

５日（対象となる子が２人以上の場

合にあっては、10日）の子の看護等休

暇を与える。  

第 22条  中学校就学の始期に達するま

での子（配偶者の子を含む。）を養育

する職員が、その子の看護等（負傷

し、若しくは疾病にかかったその子

の世話、疾病の予防を図るために必

要なその子の世話又は感染症に伴う

学級閉鎖等によりその子の世話を行

うことをいう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合、

願 い 出 に よ り 一 の 年 度 に つ き ５ 日

（対象となる子が２人以上の場合に

あっては、10日）の子の看護休暇を与

える。  

（育児部分休暇）   

第 23条  職員（育児短時間勤務職員、神

戸市職員の育児休業等に関する条例

（平成４年３月条例第 71号。以下「育

休条例」という。）第 15条で定める職

員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除

く。以下この条において同じ。）が請

求した場合において、公務の運営に

支障がないと認めるときは、当該職

員が満６歳に達する日後の最初の４

月１日から満９歳に達する日以後の

最 初 の ３ 月 31日 ま で の 間 に あ る 子

 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

989



（ 育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 1項 に 規 定 す

る 子 及 び 職 員 の 配 偶 者 (届 出 を し な

いが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。 )の子をいう。）を養

育するため、１日の勤務時間の一部

(２時間 (育休条例第 16条の規定によ

る部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間がある日については、当該２

時間から当該部分休業の承認を受け

て 勤 務 し な い 時 間 を 減 じ た 時 間 )を

超えない範囲内の時間に限る。)につ

き勤務しないことが相当であると認

められる場合、育児部分休暇を与え

る。  

２  育児部分休暇は、正規の勤務時間

の始め又は終わりにおいて、 15分を

単位として与える。  

３  その他、育児部分休暇の承認等に

関しては育休条例第 16条から第 17条

の規定を準用する。  

第 24条  ［略］  第 23条  ［略］  

（介護時間）  （介護時間）  

第 24条の２  介護時間は、１日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の

時刻まで連続した２時間（育休条例

第 16条の規定による部分休業又は第

23条の規定による育児部分休暇の承

認を受けて勤務しない時間がある日

については、当該２時間から当該部

分休業又は当該育児部分休暇の承認

第 23条の２  介護時間は、１日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の

時刻まで連続した２時間（神戸市職

員の育児休業等に関する条例（平成

４年３月条例第 71号）第 16条の規定

による部分休業の承認を受けて勤務

しない時間がある日については、当

該２時間から当該部分休業の承認を
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を受けて勤務しない時間を減じた時

間）を超えない範囲内の時間とする。 

受 け て 勤 務 し な い 時 間 を 減 じ た 時

間）を超えない範囲内の時間とする。 

第 25条～第 28条  ［略］  第 24条～第 27条  ［略］  

附  則  附  則  

 (旧県費負担教職員に係る経過措置 ) 

 ６  平成 29年３月 31日において公立学

校 教 育 職 員 等 の 給 与 に 関 す る 条 例

(昭 和 35年 兵 庫 県 条 例 第 45号 。 以 下

「教育職員条例」という。)又は市町

村立学校県費負担事務職員等の給与

に 関 す る 条 例 (昭 和 35年 兵 庫 県 条 例

第 46号。以下「事務職員条例」とい

う。)の適用を受けていた神戸市立の

学校の職員で、引き続き神戸市職員

の給与に関する条例等の一部を改正

する条例 (平成 29年３月条例第 35号 )

による改正後の神戸市職員の給与に

関 す る 条 例 (昭 和 26年 ３ 月 条 例 第 ８

号 )の適用を受けるもの (以下「旧県

費負担教職員」という。)については、

職員の勤務時間、休暇等に関する規

則 (平 成 ７ 年 兵 庫 県 人 事 委 員 会 規 則

第４号。以下「県職員勤務規則」とい

う。)第 17条第１項第６号の規定に基

づく特別休暇の期間が、平成 29年３

月 31日以前から平成 29年４月１日以

後に引き続く場合は、第 12条の規定

に基づき与える産前休暇とみなし、

平成 29年３月 31日以前の引き続く期

間を同条の期間に通算する。  
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 ７  旧県費負担教職員については、県

職員勤務規則第 17条第１項第７号の

規定に基づく特別休暇の期間が、平

成 29年３月 31日以前から平成 29年４

月１日以後に引き続く場合は、第 13

条の規定に基づき与える産後休暇と

みなし、平成 29年３月 31日以前の引

き 続 く 期 間 を 同 条 の 期 間 に 通 算 す

る。  

 ８  旧県費負担教職員が、平成 29年４

月１日以前に県職員勤務規則第 22条

の規定に基づき承認を受けた介護休

暇については、第 23条第３項中「介護

休暇を取得し、」とあるのは「職員の

勤務時間、休暇等に関する条例（平成

６年兵庫県条例第 43号）第 18条の規

定に基づく介護休暇（以下「県介護休

暇」という。）を取得し、」とし、同

条同項第１号中「当初取得したとき

から継続しており、介護休暇の取得

を始めた日から起算して６月の範囲

内である場合であって、当該取得し

ようとする介護休暇の期間が、当初

の介護休暇の」とあるのは「当初県介

護休暇を取得したときから継続して

おり、県介護休暇の取得を始めた日

から起算して６月の範囲内である場

合であって、当該取得しようとする

介護休暇の期間が、県介護休暇の」と

し、同条同項第２号中「当初取得した
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とき」とあるのは「県介護休暇を取得

したとき」とする。  

 ９  旧県費負担教職員について、県職

員勤務規則第 17条第１項第 18号の規

定に基づく特別休暇を、平成 29年３

月 31日までに神戸市教育委員会が与

えなかった場合は、第 10条から第 22

条の２までの規定にかかわらず、平

成 29年４月１日から平成 30年３月 31

日までの間に連続する３日の範囲内

の期間を特別休暇として与えること

ができるものとする。ただし、神戸市

教育委員会が必要と認めたものに限

る。  

（神戸市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）  

第２条  神戸市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年 10

月人委規則第６号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（休暇の単位）  （休暇の単位）  

第９条  休暇の単位は、１日を単位と

して与える。ただし、次に掲げる休暇

については、それぞれ当該各号に定

第９条  休暇の単位は、１日を単位と

して与える。ただし、次に掲げる休暇

については、それぞれ当該各号に定
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める日、時間又は分を単位として与

えることができる。  

める日、時間又は分を単位として与

えることができる。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分の会計年度任用職員の

年次有給休暇、特別休暇のうち健康

支援休暇、出生サポート休暇、出産

補助休暇、育児参加休暇、子の看護

等休暇及び短期の介護休暇  １日、

半日、１時間  

(2) 勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分の会計年度任用職員の

年次有給休暇、特別休暇のうち健康

支援休暇、出生サポート休暇、出産

補助休暇、育児参加休暇、子の看護

休暇及び短期の介護休暇  １日、半

日、１時間  

(3) ［略］  (3) ［略］  

(4) 勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分以外の会計年度任用職

員の年次有給休暇、特別休暇のうち

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子の

看 護 等 休 暇 及 び 短 期 の 介 護 休 暇  

１日、１時間  

(4) 勤務日１日あたりの勤務時間が

７時間 45分以外の会計年度任用職

員の年次有給休暇、特別休暇のうち

健康支援休暇、出生サポート休暇、

出産補助休暇、育児参加休暇、子の

看護休暇及び短期の介護休暇  １

日、１時間  

(5) ［略］  (5) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

（特別休暇）  （特別休暇）  

第 12条  特別休暇は、健康支援休暇、出

生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、夏

季休暇、子の看護等休暇及び短期の

介護休暇とする。  

第 12条  特別休暇は、健康支援休暇、出

生サポート休暇、産前休暇、産後休

暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、夏

季休暇、子の看護休暇及び短期の介

護休暇とする。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（出生サポート休暇）  （出生サポート休暇）  
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第 13条の２  施行規則第 11条の２の規

定は、会計年度任用職員（１週間の勤

務日が３日以上とされている者又は

週以外の期間によって勤務日が定め

ら れ て い る 者 で １ 年 間 の 勤 務 日 が

121日以上であるものに限る。第 16条

の２、第 16条の３、第 20条及び第 21条

において同じ。）の出生サポート休暇

について準用する。  

第 13条の２  施行規則第 11条の２の規

定は、会計年度任用職員（１週間の勤

務日が３日以上とされている者又は

週以外の期間によって勤務日が定め

ら れ て い る 者 で １ 年 間 の 勤 務 日 が

121日以上であるものであって、６月

以上の任期が定められているもの又

は継続勤務期間が６月以上あるもの

に限る。第 16条の２、第 16条の３、第

20条及び第 21条において同じ。）の出

生サポート休暇について準用する。  

（子の看護等休暇）  （子の看護休暇）  

第 20条  施行規則第 22条の規定は、会

計年度任用職員の子の看護等休暇に

ついて準用する。  

第 20条  施行規則第 22条の規定は、会

計年度任用職員の子の看護休暇につ

いて準用する。  

（介護休暇）  （介護休暇）  

第 22条  条例第 13条及び施行規則第 24

条の規定は、会計年度任用職員（条例

第 13条第１項に規定する申出の時点

において、１週間の勤務日が３日以

上とされている者又は週以外の期間

によって勤務日が定められている者

で １ 年 間 の 勤 務 日 が 121日 以 上 で あ

るものであって、かつ、当該申出にお

いて、施行規則第 24条第３項の規定

により指定期間の指定を希望する期

間の初日から起算して 93日を経過す

る日から６月を経過する日までに、

その任期（任期が更新される場合に

あっては、更新後のもの）が満了する

第 22条  条例第 13条及び施行規則第 23

条の規定は、会計年度任用職員（条例

第 13条第１項に規定する申出の時点

において、１週間の勤務日が３日以

上とされている者又は週以外の期間

によって勤務日が定められている者

で １ 年 間 の 勤 務 日 が 121日 以 上 で あ

るものであって、かつ、当該申出にお

いて、施行規則第 23条第３項の規定

により指定期間の指定を希望する期

間の初日から起算して 93日を経過す

る日から６月を経過する日までに、

その任期（任期が更新される場合に

あっては、更新後のもの）が満了する
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こと及び特定職に引き続き採用され

な い こ と が 明 ら か で な い も の に 限

る。）の介護休暇について準用する。

この場合において、条例第 13条第１

項及び施行規則第 24条第９項中「６

月」とあるのは「 93日」と読み替える

ものとする。  

こと及び特定職に引き続き採用され

な い こ と が 明 ら か で な い も の に 限

る。）の介護休暇について準用する。

この場合において、条例第 13条第１

項及び施行規則第 23条第９項中「６

月」とあるのは「 93日」と読み替える

ものとする。  

（介護時間）  （介護時間）  

第 23条  条例第 13条の２及び施行規則

第 24条の２の規定は、会計年度任用

職員（初めて条例第 13条の２の休暇

の承認を請求する時点において、１

週間の勤務日が３日以上とされてい

る者又は週以外の期間によって勤務

日が定められている者で１年間の勤

務日が 121日以上であるものであり、

かつ、１日につき定められた勤務時

間が６時間以上である勤務日がある  

第 23条  条例第 13条の２及び施行規則

第 23条の２の規定は、会計年度任用

職員（初めて条例第 13条の２の休暇

の承認を請求する時点において、１

週間の勤務日が３日以上とされてい

る者又は週以外の期間によって勤務

日が定められている者で１年間の勤

務日が 121日以上であるものであり、

かつ、１日につき定められた勤務時

間が６時間以上である勤務日がある  

ものに限る。）の介護時間について準

用する。この場合において、条例第 13

条の２第２項及び施行規則第 24条の

２中「２時間」とあるのは「２時間（当

該会計年度任用職員について１日に

つき定められた勤務時間から５時間

45分を減じた時間が２時間を下回る

場合は、当該減じた時間）」と読み替

えるものとする。  

ものに限る。）の介護時間について準

用する。この場合において、条例第 13

条の２第２項及び施行規則第 23条の

２中「２時間」とあるのは「２時間（当

該会計年度任用職員について１日に

つき定められた勤務時間から５時間

45分を減じた時間が２時間を下回る

場合は、当該減じた時間）」と読み替

えるものとする。  

   附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。  

令和７年３月 31日  

神戸市人事委員会     

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 12号  

   神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則  

（神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則（昭和 32年 12月人委規則第

11号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（特定任期付職員の号給の決定）   

第２条  条例第３条第３項に規定する

特定任期付職員の同条第１項の給料

表の号給は、その者の専門的な知識

経験又は識見の度並びにその者が従

事する業務の困難及び重要の度に応

じて決定するものとし、その決定の

基準となるべき標準的な場合は次の

各号に定めるとおりとする。  

第２条  削除  

(1) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して業

務に従事する場合  １号給  
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(2) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して困

難な業務に従事する場合  ２号給  

 

(3) 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して特

に困難な業務に従事する場合  ３

号給  

 

(4) 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用し

て特に困難な業務に従事する場合   

 ４号給  

 

(5) 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用し

て特に困難な業務で重要なものに

従事する場合  ５号給  

 

(6) 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がその

知識経験等を活用して特に困難な

業務で重要なものに従事する場合   

 ６号給  

 

(7) 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がその

知識経験等を活用して特に困難な

業務で特に重要なものに従事する

場合  ７号給  

 

（扶養手当の支給）  （扶養手当の支給）  

第４条  条例第７条第２項に該当する

扶養親族であつても、次の各号に掲

げる者は、扶養親族として認定しな

い。  

第４条  条例第７条第２項に該当する

扶養親族であつても、次の各号に掲

げる者は、扶養親族として認定しな

い。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

998



(1) 職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）、兄弟姉妹等が受け

る扶養手当又は民間事業所その他

のこれに相当する手当の支給の基

礎となつている者  

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受

ける扶養手当又は民間事業所その

他のこれに相当する手当の支給の

基礎となつている者  

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

２～３  ［略］  ２～３  ［略］  

第５条  新たに職員となつた者に扶養

親族がある場合又は職員に次の各号

のいずれかに該当する事実が生じた

場合においては、その職員は、速やか

にその旨を任命権者に届け出なけれ

ばならない。  

第５条   

(1) 新たに扶養親族としての要件を

具備するに至つた者がある場合  

 

(2) 扶養親族としての要件を欠くに

至つた者がある場合（条例第７条

第２項第１号、第２号又は第４号

に該当する扶養親族が、 22歳に達

した日以後の最初の３月 31日の経

過により、扶養親族としての要件

を欠くに至つた場合を除く。）  

 

２  扶養手当の支給は、新たに職員と

なつた者に扶養親族がある場合にお

いてはその者が職員となつた日、扶

養親族がない職員に前項第１号に掲

げる事実が生じた場合においてはそ

の事実が生じた日の属する月の翌月

（これらの日が月の初日であるとき
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は、その日の属する月）から開始し、

扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 が 退 職

し、又は死亡した場合においてはそ

れぞれその者の退職又は死亡の日、

扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るも

ののすべてが扶養親族としての要件

を欠くに至つた場合においてはその

事実が生じた日の属する月（これら

の日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）をもつて終わ

る。ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、同項の規定による届出が、

これに係る事実の生じた日から 15日

を経過した後にされたときは、その

届出を受理した日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものと

する。  

３  扶養手当は、これを受けている職

員に更に第１項第１号に掲げる事実

が生じた場合、扶養手当を受けてい

る職員の扶養親族で同項の規定によ

る届出に係るものの一部が扶養親族

としての要件を欠くに至つた場合又

は職員の扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るもののうち特定

期間（満 15歳に達する日後の最初の

４月１日から満 22歳に達する日以後

の最初の３月 31日までの間をいう。

以下この項において同じ。）にある子

 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1000



でなかつた者が特定期間にある子と

なつた場合においては、これらの事

実が生じた日の属する月の翌月（こ

れらの日が月の初日であるときは、

その日の属する月）からその支給額

を改定する。前項ただし書の規定は、

扶養手当を受けている職員に更に第

１項第１号に掲げる事実が生じた場

合における扶養手当の支給額の改定

について準用する。  

４  第１項に規定する届出は、新たに

扶養手当の支給を受けようとする場

合又は従前扶養手当の支給を受けて

いた職員に同項各号のいずれかに該

当する事実が生じた場合には、人事

委員会が定める様式の扶養親族届又

は 扶 養 親 族 異 動 届 に よ る も の と す

る。  

１  条例第８条第１項に規定する届出

は、新たに扶養手当の支給を受けよ

うとする場合又は従前扶養手当の支

給を受けていた職員に同項各号のい

ずれかに該当する事実が生じた場合

には、人事委員会が定める様式の扶

養親族届又は扶養親族異動届による

ものとする。  

５  ［略］  ２  ［略］  

６  任命権者は、第４項に規定する届

出があつたときは、その届出に係る

事実を確認し、職員の扶養親族が条

例第７条第２項の扶養親族たる要件

を具備していると認定する場合は、

扶養手当の月額を決定しなければな

らない。  

３  任命権者は、第１項に規定する届

出があつたときは、その届出に係る

事実を確認し、職員の扶養親族が条

例第７条第２項の扶養親族たる要件

を具備していると認定する場合は、

扶養手当の月額を決定しなければな

らない。  

７  任命権者は、現に扶養手当の支給

を受けている職員の扶養親族が条例

第７条第２項の扶養親族たる要件を

具備しているかどうか及び扶養手当

４  任命権者は、現に扶養手当の支給

を受けている職員の扶養親族が条例

第７条第２項の扶養親族たる要件を

具備しているかどうか及び扶養手当
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の月額が適正であるかどうかを随時

確認するものとする。この場合にお

いては、第５項の規定を準用する。  

の月額が適正であるかどうかを随時

確認するものとする。この場合にお

いては、第２項の規定を準用する。  

８  扶養手当の支給を受けている職員

が離職後引き続いて職員となつた場

合（任命権者が認める場合に限る。）

においては、第１項に規定する届出

を省略し、引き続いて扶養手当を支

給することができるものとする。  

５  扶養手当の支給を受けている職員

が離職後引き続いて職員となつた場

合（任命権者が認める場合に限る。）

においては、条例第８条第１項に規

定する届出を省略し、引き続いて扶

養手当を支給することができるもの

とする。  

 （地域手当）  （地域手当）  

第５条の２  ［略］  第５条の２  ［略］  

２  条例第８条の２第３項の「人事委

員会規則で定めるもの」とは、条例第

３条第１項第１号に規定する行政職

給料表、同項第５号に規定する指定

職給料表及び同項第６号に規定する

特定任期付職員給料表の適用を受け

る職員で、医師又は歯科医師である

ものとする。  

２  条例第８条の２第３項の「人事委

員会規則で定めるもの」とは、条例第

３条第１項第１号に規定する行政職

給料表及び同項第５号に規定する指

定職給料表の適用を受ける職員で、

医 師 又 は 歯 科 医 師 で あ る も の と す

る。  

（給与の減額）  （給与の減額）  

第７条  ［略］  第７条  ［略］  

２  条例第 12条第４項の「勤務時間条

例第 16条に基づく人事委員会規則で

定める休日である場合、休暇による

場合その他その勤務しないことにつ

き任命権者の承認があつた場合」と

は、会計年度任用職員勤務時間規則

第７条に規定する会計年度任用職員

の休日（以下「会計年度任用職員の休

２  条例第 12条第４項の「勤務時間条

例第 16条に基づく人事委員会規則で

定める休日である場合、休暇による

場合その他その勤務しないことにつ

き任命権者の承認があつた場合」と

は、会計年度任用職員勤務時間規則

第７条に規定する会計年度任用職員

の休日（以下「会計年度任用職員の休
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日」という。）である場合、同規則第

10条に規定する年次有給休暇、同規

則第 11条に規定する病気休暇、同規

則第 13条の２から第 15条及び第 16条

の２から第 19条までに規定する休暇

である場合並びに特例条例第２条第

１項第１号から第３号まで（同条例

第２条第１項第３号の規定に基づく

場合にあつては、職員団体のための

職員の行為の制限の特例に関する条

例（昭和 41年 10月条例第 25号）第２条

第１号に規定する場合に限る。）並び

に特例規則第２条第１号から第７号

まで、第 13号から第 17号まで、第 19号

から第 22号まで及び第 24号の規定に

基 づ き そ の 義 務 を 免 除 さ れ た 場 合

（そのつど必要と認める時間又は日

（ただし、特例規則第２条第３号に

あつては、１週間をこえない範囲内

で そ の つ ど 必 要 と 認 め る 日 ） に 限

る。）をいう。  

 

 

日」という。）である場合、同規則第

10条に規定する年次有給休暇、同規

則第 11条に規定する病気休暇（ただ

し、職務の特殊性等により任命権者

が定めるものに限る。）、同規則第 13

条の２から第 15条及び第 16条の２か

ら第 19条までに規定する休暇である

場合並びに特例条例第２条第１項第

１号から第３号まで（同条例第２条

第１項第３号の規定に基づく場合に

あつては、職員団体のための職員の

行為の制限の特例に関する条例（昭

和 41年 10月条例第 25号）第２条第１

号に規定する場合に限る。）並びに特

例 規 則 第 ２ 条 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま

で、第 13号から第 17号まで、第 19号か

ら第 22号まで及び第 24号の規定に基

づきその義務を免除された場合（そ

のつど必要と認める時間又は日（た

だし、特例規則第２条第３号にあつ

ては、１週間をこえない範囲内でそ

のつど必要と認める日）に限る。）を

いう。  

３  条例第 12条第 1項の「人事委員会規

則で定める特別休暇」とは、勤務時間

条例施行規則第 23条に規定する育児

部分休暇とする。  

 

第８条  前条（第３項を除く）に規定す

る場合、勤務時間条例第８条第１項

に規定する職員の休日である場合及

び 休 暇 (勤 務 時 間 条 例 第 13条 に 規 定

第８条  前条に規定する場合、勤務時

間条例第８条第１項に規定する職員

の 休 日 で あ る 場 合 及 び 休 暇 (勤 務 時

間条例第 13条に規定する介護休暇及
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する介護休暇及び同条例第 13条の２

に規定する介護時間並びに勤務時間

条例施行規則第 23条に規定する育児

部 分 休 暇 を 除 く 。 )に よ る 場 合 の ほ

か、勤務を要するときにおいて勤務

し な い と き (神 戸 市 職 員 の 育 児 休 業

等 に 関 す る 条 例 (平 成 ４ 年 ３ 月 条 例

第 71号 )第 16条 に 規 定 す る 部 分 休 業

(以下「部分休業」という。)の承認、

神戸市職員の高齢者部分休業に関す

る条例 (平成 29年９月条例第５号 )第

２条第１項に規定する高齢者部分休

業 (以下「高齢者部分休業」という。)

の承認、勤務時間条例第 14条に規定

す る 介 護 休 暇 及 び 介 護 時 間 の 承 認

(以 下 「 介 護 休 暇 及 び 介 護 時 間 の 承

認」という。 ) 並びに勤務時間条例

施行規則第 23条に規定する育児部分

休暇の承認（以下「育児部分休暇の承

認」という。）を受けたときを含む。)

は、すべて給与を減額する。  

び同条例第 13条の２に規定する介護

時間を除く。)による場合のほか、勤

務を要するときにおいて勤務しない

と き (神 戸 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関

する条例 (平成４年３月条例第 71号 )

第 16条に規定する部分休業 (以下「部

分休業」という。)の承認、神戸市職

員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例

(平成 29年９月条例第５号 )第２条第

１ 項 に 規 定 す る 高 齢 者 部 分 休 業 (以

下「高齢者部分休業」という。)の承

認並びに、勤務時間条例第 14条に規

定する介護休暇及び介護時間の承認

(以 下 「 介 護 休 暇 及 び 介 護 時 間 の 承

認」という。)を受けたときを含む。)

は、すべて給与を減額する。  

２  職員が、承認がなくて勤務しない

と き (フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員

(地 方 公 務 員 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 第

２ 号 に 掲 げ る 職 員 を い う 。 以 下 同

じ。)においては、前条第２項に規定

する場合を除き、勤務を要するとき

において勤務しないときとする。 )、

部分休業の承認を受けて勤務しない

とき、介護休暇及び介護時間の承認

を受けて勤務しないとき並びに育児

２  職員が、承認がなくて勤務しない

と き (フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員

(地 方 公 務 員 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 第

２ 号 に 掲 げ る 職 員 を い う 。 以 下 同

じ。)においては、前条第２項に規定

する場合を除き、勤務を要するとき

において勤務しないときとする。 )、

部分休業の承認を受けて勤務しない

とき並びに介護休暇及び介護時間の

承認を受けて勤務しないときに減額
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部分休暇の承認を受けて勤務しない

ときに減額すべき給与額は、給料、地

域手当、初任給調整手当及び特殊勤

務手当のそれぞれに対応する額に分

け、次期以降の計算期間において支

給する当該給与から減ずるものとす

る。  

すべき給与額は、給料、地域手当、初

任給調整手当及び特殊勤務手当のそ

れぞれに対応する額に分け、次期以

降の計算期間において支給する当該

給与から減ずるものとする。  

３～４  ［略］  ３～４  ［略］  

５  職員が、承認がなくて勤務しなか

つ た 時 間 数 (フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任

用職員においては、前条第２項に規

定する場合を除き、勤務を要すると

きにおいて勤務しなかつた時間数と

する。)、部分休業の承認を受けて勤

務しなかつた時間数、高齢者部分休

業の承認を受けて勤務しなかつた時

間数、介護休暇及び介護時間の承認

を受けて勤務しなかつた時間数並び

に育児部分休暇の承認を受けて勤務

しなかった時間数は、その計算期間

ごとに通算し、その時間数に１時間

未満の端数が生じた場合は、時間外

勤務手当の計算の例により処理する

ものとする。  

５  職員が、承認がなくて勤務しなか

つ た 時 間 数 (フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任

用職員においては、前条第２項に規

定する場合を除き、勤務を要すると

きにおいて勤務しなかつた時間数と

する。)、部分休業の承認を受けて勤

務しなかつた時間数、高齢者部分休

業の承認を受けて勤務しなかつた時

間数並びに介護休暇及び介護時間の

承認を受けて勤務しなかつた時間数

は、その計算期間ごとに通算し、その

時間数に１時間未満の端数が生じた

場合は、時間外勤務手当の計算の例

により処理するものとする。  

 （特定任期付職員業績手当）  

第 16条  削除  第 16条  条例第 19条の２の特に顕著な

業績を挙げたかどうかは、特定任期

付職員（条例第３条の３に規定する

特定任期付職員をいう。以下同じ。）

が採用された際に、期待された業績
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に照らして判断するものとする。  

第 16条の２  削除  第 16条の２  特定任期付職員業績手当

は、12月１日（以下「基準日」という。）

に在職する特定任期付職員のうち、

採用された日から当該基準日までの

間（特定任期付職員業績手当の支給

を受けたことのある者にあつては、

支給を受けた直近の当該手当に係る

基準日の翌日から直近の基準日まで

の間）にその者の特定任期付職員と

しての業務に関し特に顕著な業績を

挙げたと認められるものに対し、当

該基準日の属する月の神戸市職員に

対する期末手当等の支給に関する条

例（昭和 28年６月条例第 23号）第２条

の２第１号に規定する支給日に支給

することができる。  

   附  則     附  則  

（令和７年３月条例第 29号附則第２

条の規定が適用される間の読替え）  

（平成 29年 12月条例第９号附則第３

条の規定が適用される間の読替え）  

３  令和７年４月１日から令和８年３             

月 31日までの間は、第４条第１項、第

５条第６項及び第７項中「条例第７

条第２項」とあるのは、「神戸市職員

の給与等に関する条例等の一部を改

正する条例（令和７年３月条例第 29

号）附則第２条の規定により読み替

えられた条例第７条第２項」とする。 

３  平成 30年４月１日から平成 32年３

月 31日までの間は、第５条第１項中

「条例８条第１項」とあるのは、「神

戸市職員の給与に関する条例等の一

部 を 改 正 す る 条 例 (平 成 29年 12月 条

例 第 ９ 号 )附 則 第 ３ 条 の 規 定 に よ り

読み替えられた条例第８条第１項」

とする。  

附  則  

（施行期日）  
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第１条  この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

（職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

第２条  神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年３

月条例第 29号）第１条の規定による改正後の神戸市職員の給与等に関する条例

（昭和 26年３月条例第８号）第 12条の規定については、当分の間、神戸市営企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和 28年３月条例第５号）の適用

を受ける職員について準用する。  
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職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 令和７年３月 31日  

  神戸市人事委員会                

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 13号  

   職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則  

（職員の通勤手当に関する規則の一部改正）  

第１条  職員の通勤手当に関する規則（昭和 34年３月人委規則第 16号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（届出）  （届出）  

第５条  職員は、新たに条例第９条第

１項の職員たる要件を具備するに至

つた場合（離職後引き続いて同項の

職員たる要件を具備するに至つた者

（以下「継続職員」という。）で任命

権者が認める場合を除く。）には、人

事委員会が定める様式の通勤届によ

り、その通勤の実情を速やかに任命

権者（その委任を受けた者を含む。以

下同じ。）に届け出なければならな

い。条例同条同項の職員が次の各号

第５条  職員は、新たに条例第９条第

１項の職員たる要件を具備するに至

つた場合（離職後引き続いて同項の

職員たる要件を具備するに至つた者

（以下「継続職員」という。）で任命

権者が認める場合を除く。）には、人

事委員会が定める様式の通勤届によ

り、その通勤の実情をすみやかに任

命権者（その委任を受けた者を含む。

以下同じ。）に届け出なければならな

い。条例同条同項の職員が次の各号
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のいずれかに該当する場合について

も、同様とする。  

のいずれかに該当する場合について

も、同様とする。  

 (1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

（支給日等）  （支給日等）  

第 11条の２  通勤手当は、支給単位期

間（第４項に規定する通勤手当に係

るものを除く。）又は同項に定める期

間（以下「支給単位期間等」という。）

に係る最初の月の神戸市職員の給与

等に関する条例の施行規則（昭和 32

年 12月人委規則第 11号）第３条に規

定する給料の支給日（以下この条に

おいて「支給日」という。）に支給す

る。ただし、支給日までに第５条の規

定による届出に係る事実が確認でき

ない等のため、支給日に支給するこ

とができないときは、支給日後に支

給することができる。  

第 11条の２  通勤手当は、支給単位期

間（第４項各号に掲げる通勤手当に

係るものを除く。）又は当該各号に定

める期間（以下「支給単位期間等」と

いう。）に係る最初の月の神戸市職員

の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則

（昭和 32年 12月人委規則第 11号）第

３条に規定する給料の支給日（以下

この条において「支給日」という。）

に支給する。ただし、支給日までに第

５条の規定による届出に係る事実が

確認できない等のため、支給日に支

給することができないときは、支給

日後に支給することができる。  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  条例第９条第７項の人事委員会規

則で定める通勤手当は、運賃等相当

額を支給単位期間の月数で除して得

た額（以下「１箇月当たりの運賃等相

当額」という。）、条例９条第３項、

第４項及び第５項の合計額（第 12条

の２第２項において「１箇月当たり

の通勤手当算出基礎額」という。）が

150,000円 を 超 え る と き に お け る 通

勤手当とし、条例第９条第７項の人

事委員会規則で定める期間は、その

４  条例第９条第７項の人事委員会規

則で定める通勤手当は、次の各号に

掲げる通勤手当とし、同項の人事委

員会規則で定める期間は、当該通勤

手当の区分に応じ、当該各号で定め

る期間とする。  
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者の当該通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間とす

る。  

 (1) 職員が２以上の交通機関等を利

用するものとして条例第９条第２

項に定める額の通勤手当を支給さ

れる場合（次号に該当する場合を除

く。）において、運賃等相当額を支

給単位期間の月数で除して得た額

（以下「１箇月当たりの運賃等相当

額」という。）の合計額（以下「１

箇月当たりの運賃等相当額等」とい

う。）が 55,000円を超えるときにお

ける当該通勤手当  その者の当該

通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間  

 (2) 職員が条例第９条第２項及び第

３項、又は第２項及び第４項に定め

る額の通勤手当を支給される場合

において、１箇月当たりの運賃等相

当額及び同項に定める額の合計額

が 55,000円を 超え るとき にお ける

当該通勤手当  その者の当該通勤

手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間  

（返納の事由及び額等）  （返納の事由及び額等）  

第 12条の２  ［略］  第 12条の２  ［略］  

２  交通機関等に係る通勤手当に係る

条例第９条第８項の人事委員会規則

で定める額は、次の各号に掲げる場

２  交通機関等に係る通勤手当に係る

条例第９条第８項の人事委員会規則

で定める額は、次の各号に掲げる場

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1010



合の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。  

合の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。  

(1) １箇月当たりの通勤手当算出基

礎額が 150,000円以下であつた場合  

前項第２号に掲げる事由が生じた

場合にあつては当該事由に係る交

通機関等（同号の改定後に１箇月当

た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が

150,000円を超えることとなるとき

は、その者の利用するすべての交通

機関等）、同項第１号、第３号、第

４号、第５号又は第６号に掲げる事

由が生じた場合にあつてはその者

の利用するすべての交通機関等に

つき、前項に掲げる事由が生じたと

きに使用されるべき通用期間の定

期券の運賃等の払戻しを、人事委員

会の定める月（以下この条において

「事由発生月」という。）の末日に

したものとして得られる額及び当

該支給単位期間等において使用さ

れるべき交通機関等に係る定期券

のうちその通用期間の始期が事由

発生月の翌月以降であるものの価

額を加えた額（次号において「払戻

金相当額」という。）  

(1) １箇月当たりの運賃等相当額等

（条例第９条第２項及び第３項、又

は第２項及び第４項に定める額の

通勤手当が支給される職員にあつ

ては、１箇月当たりの運賃等相当額

及び同項に定める額の合計額。以下

この項において同じ。）が 55,000円

以下であつた場合  前項第２号に

掲げる事由が生じた場合にあつて

は当該事由に係る交通機関等（同号

の改定後に１箇月当たりの運賃等

相当額 等が 55,000円を超 える こと

となるときは、その者の利用するす

べての交通機関等）、同項第１号、

第３号、第４号、第５号又は第６号

に掲げる事由が生じた場合にあつ

てはその者の利用するすべての交

通機関等につき、前項に掲げる事由

が生じたときに使用されるべき通

用期間の定期券の運賃等の払戻し

を、人事委員会の定める月（以下こ

の条において「事由発生月」とい

う。）の末日にしたものとして得ら

れる額及び当該支給単位期間等に

おいて使用されるべき交通機関等

に係る定期券のうちその通用期間

の始期が事由発生月の翌月以降で

あるものの価額を加えた額（次号に
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おいて「払戻金相当額」という。） 

(2) １箇月当たりの通勤手当算出基

礎額が 150,000円を超えていた場合  

150,000円に事由発生月の翌月から

支給単位期間等に係る最後の月ま

での月数を乗じて得た額又はその

者の利用する全ての交通機関等に

ついての払戻金相当額及び人事委

員会の定める額のいずれか低い額

（事由発生月が支給単位期間に係

る最後の月である場合にあつては、

零）  

(2) １箇月当たりの運賃等相当額等

が 55,000円を 超え ていた 場合  次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額  

 イ  ロ に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合  

55,000円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か

ら 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月

ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は

前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 係 る 交

通 機 関 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当

額のいずれか低い額（事由発生月

が 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月

である場合にあつては、零）  

 ロ  第 11条の２第４項各号に掲げる

通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合  

55,000円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か

ら 同 項 各 号 に 定 め る 期 間 に 係 る

最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得

た 額 又 は そ の 者 の 利 用 す る す べ

て の 交 通 機 関 等 に つ い て の 払 戻

金 相 当 額 及 び 人 事 委 員 会 の 定 め

る 額 の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 額
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（ 事 由 発 生 月 が 当 該 期 間 に 係 る

最後の月である場合にあつては、

零）  

３  ［略］  ３  ［略］  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この規則は令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置）  

第２条  神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年３

月条例第 29号。以下「改正条例」という。）第１条の規定による改正前の神戸

市職員の給与等に関する条例（昭和 26年３月条例第８号）第９条第２項ただし

書きの規定による通勤手当の額を支給されている職員は、施行日から改正条例

第１条の規定による改正後の神戸市職員の給与等に関する条例第９条第２項に

より支給額を改定するものとする。この場合、支給単位期間は施行日の属する

月から開始し、改正前の規則第 12条の２第２項に準じて算出した額を返納の額

とする。  

２  前項の規定により算出した額を職員に返納させる場合において、規則第 12条

の２第３項を準用する。  

（返納の事由及び額等に関する経過措置）  

第３条  規則第 12条の２第１項に掲げる事由の生じた日が施行日以前となる場合

は、改正前の規則第 12条の２第２項の規定を適用する。  

（細則）  

第４条  この規則の施行に関し必要な事項は、別に人事委員会が定める。  
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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 令和７年３月 31日  

神戸市人事委員会     

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 14号  

   住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則  

（住居手当の支給に関する規則の一部改正）  

第１条  住居手当の支給に関する規則（昭和 46年３人委規則第 17号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（借家に係る住居手当の対象者）  （借家に係る住居手当の対象者）  

第２条の３  ［略］  第２条の３  ［略］  

２  次の各号に定める住居に居住して

いる職員は、借家に係る住居手当の

対象者から除く。  

２  次の各号に定める住居に居住して

いる職員は、借家に係る住居手当の

対象者から除く。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 職員又は職員の扶養親族たる者

（職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下この項において

同じ。）で他に生計の途がなく主と

して当該職員の扶養を受けている

(2) 職員又は職員の扶養親族たる者

（条例第７条に規定する扶養親族

で条例第８条第１項の規定による

届出がされている者に限る。以下

この号において同じ。）が所有する

住居  
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もの及び条例第７条第２項に規定

する扶養親族をいう。以下この項

において同じ。）が所有する住居  

(3)～ (5) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

３  ［略］  ３  ［略］  

附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。  

 令和７年３月 31日  

  神戸市人事委員会                

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 15号  

   神戸市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則  

（神戸市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正）  

第１条  神戸市職員の単身赴任手当の支給に関する規則（平成 19年３月人委規則

第 26号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（やむを得ない事情）  （やむを得ない事情）  

第２条  条例第９条の２第１項の人事

委員会規則で定めるやむを得ない事

情は、次に掲げる事情とする。  

第２条  条例第９条の２第１項の人事

委員会規則で定めるやむを得ない事

情は、次に掲げる事情とする。  

(1) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）が疾病等により

介護を必要とする状態にある職員

若しくは配偶者の父母又は同居の

親族を介護すること。  

(1) 配偶者が疾病等により介護を必

要とする状態にある職員若しくは

配偶者の父母又は同居の親族を介

護すること。  

(2)～ (5）  [略 ] (2)～ (5）  [略 ] 

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1016



附  則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。  

 令和７年３月 31日  

神戸市人事委員会     

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 16号  

   管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則  

（管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正）  

第１条  管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成４年３月人委規則第６

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（手当の額等）  （手当の額等）  

第３条  条例第 16条の２第３項第１号

の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

第３条  条例第 16条の２第３項第１号

の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 条例第３条第１項第５号に規定

する指定職給料表の適用を受ける

職員（以下単に「指定職給料表の適

用を受ける職員」という。）にあっ

ては 12,000円  

(3) 条例第３条第１項第５号に規定

する指定職給料表の適用を受ける

職員にあっては 12,000円  
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(4) 条例第３条第３項に規定する特

定任期付職員（以下単に「特定任期

付職員」という。）にあってはその

者が受ける条例第３条第１項第６

号に規定する特定任期付職員給料

表（以下単に「特定任期付職員給料

表」という。）の号給又は条例第３

条の３第２項の規定による給料月

額に応じ次に掲げる額  

(4) 条例第３条の３に規定する特定

任 期 付 職 員 に あ っ て は 第 １ 号 の

ア、イ又はウのうち、その者の職務

の複雑、困難及び責任の度に応じ

任命権者が決定する額  

ア  ６号 給 若し く は７ 号 給 又は 条

例第３条の３第２項の規定によ

る給料月額  10,000円  

 

イ  ５号給  8,500円   

ウ  １号給から４号給まで  7,000

円  

 

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

第４条  条例第 16条の２第３項第２号

の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

第４条  条例第 16条の２第３項第２号

の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 指定職給料表の適用を受ける職

員にあっては 6,000円  

 

(4) 特定任期付職員にあってはその

者が受ける特定任期付職員給料表

の号給又は条例第３条の３第２項

の規定による給料月額に応じ次に

掲げる額  

 

ア  ６号 給 若し く は７ 号 給 又は 条

例第３条の３第２項の規定によ
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る給料月額  5,000円  

イ  ５号給  4,300円   

ウ  １号給から４号給まで  3,500

円  

 

２  次に掲げる場合には、条例第 16条

の２第２項の規定による管理職員特

別勤務手当を支給しない。この場合

において、職員がした同条第２項の

勤務は、同条第１項の勤務とみなす。 

２  条例第 16条の２第１項の勤務をし

た後、引き続いて同条第２項の勤務

をした場合は、その引き続く勤務に

係る同項の規定による管理職員特別

勤務手当を支給しない。  

(1) 条 例 第 16条 の ２ 第 １ 項 の 勤 務

をした後、引き続いて同条第２項

の勤務をした場合  

 

(2) 条 例 第 16条 の ２ 第 ２ 項 の 勤 務

をした後、引き続いて同条第１項

の勤務をした場合  

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

（職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

第２条  神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年３

月条例第 29号）第１条の規定による改正後の神戸市職員の給与等に関する条例

（昭和 26年３月条例第８号）第 16条の２の規定については、当分の間、神戸市

営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和 28年３月条例第５号）の

適用を受ける職員について準用する。  
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神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

 令和７年３月 31日  

神戸市人事委員会     

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 17号  

   神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則  

（神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部改正）  

第１条  神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則（平成 13年３月人委規

則第８号。以下「初任給昇給規則」という。）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（初任給）  （初任給）  

第３条  ［略］  第３条  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  削除  ４  神戸市一般職の任期付職員の採用

に関する条例（平成 22年３月条例第

27号）第４条の規定により採用され

た職員のうち行政職給料表の適用を

受けるものの初任給は、前３項の規

定にかかわらず次の表の左欄に掲げ
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る職務の内容等の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる級及び号給

とする。  

職務の内容等  級及び号給  

心理判定員（採

用の選考に関す

る規則（昭和 31

年３月人委規則

第５号）別表

（その２）番号

６に対応する資

格要件に定める

短期大学卒業者

を除く）  

１級 32 号給  

上記以外  １級 12 号給  

備考  

あらかじめ人事委員会の承認を得て

任命権者が定めるものについては、

この表に定める初任給の級及び号給

に１号を加算したものを初任給の級

及び号給とすることができる。  

５～７  ［略］  ５～７  ［略］  

（学歴免許等の資格による給料月額

の調整）  

（学歴免許等の資格による給料月額

の調整）  

第 ５ 条  新 た に 職 員 と な っ た 者 の う

ち、その者に適用される初任給基準

表の学歴免許等欄の学歴免許等の区

分に対して別表第２に定める修学年

第 ５ 条  新 た に 職 員 と な っ た 者 の う

ち、その者に適用される初任給基準

表の学歴免許等欄の学歴免許等の区

分に対して別表第２に定める修学年
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数調整表に加える年数が定められて

い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者

で、当該学歴免許等の資格を取得す

るに際しその者の職務に直接有用な

知識又は技術を修得したと認めるも

のに対する初任給基準表の適用につ

いては、その者に適用される同表の

初任給欄に定める号給の号数にその

加える年数（１年未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた年数）に４

を乗じて得た数（学歴免許等の区分

が博士課程修了、修士課程修了、医大

卒、新大６卒の場合、基準学歴区分が

大学卒の欄に定められている加える

年数については６を乗じて得た数）

を加えて得た数を号数とする号給を

もって、同欄の号給とすることがで

きる。  

数調整表に加える年数が定められて

い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者

で、当該学歴免許等の資格を取得す

るに際しその者の職務に直接有用な

知識又は技術を修得したと認めるも

のに対する初任給基準表の適用につ

いては、その者に適用される同表の

初任給欄に定める号給の号数にその

加える年数（１年未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた年数）に４

を乗じて得た数（学歴免許等の区分

が博士課程修了、修士課程修了、医大

卒、新大６卒の場合、基準学歴区分が

大学卒の欄に定められている加える

年数については５を乗じて得た数）

を加えて得た数を号数とする号給を

もって、同欄の号給とすることがで

きる。  

（経験年数を有する者の給料月額）  （経験年数を有する者の給料月額）  

第 ６ 条  新 た に 職 員 と な っ た 者 の う

ち、その者の学歴免許等の資格を取

得した以後の期間の中で別表第３に

定める経験年数換算表（以下「経験年

数換算表」という。）の適用を受ける

期間を有する者の号給は、第３条第

１項の規定による号給（前条の規定

の適用を受ける者にあっては、同条

の規定による号給）の号数に、経験年

第 ６ 条  新 た に 職 員 と な っ た 者 の う

ち、その者の学歴免許等の資格を取

得した以後の期間の中で別表第３に

定める経験年数換算表（以下「経験年

数換算表」という。）の適用を受ける

期間を有する者の号給は、第３条第

１項の規定による号給（前条の規定

の適用を受ける者にあっては、同条

の規定による号給）の号数に、経験年
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数換算表に定めるところにより当該

期間を換算した経験年数の月数を 12

月（その者の経験年数のうち５年を

超える経験年数（別表第３において

換算率が 150／ 100及び 100／ 100と規

定されている期間による経験年数を

除く。）の月数にあつては、18月）で

除した数に４を乗じて得た数を加え

て得た数を号数とする号給とするこ

とができる。  

数換算表に定めるところにより当該

期間を換算した経験年数の月数を 12

月（その者の経験年数のうち５年を

超える経験年数（別表第３において

換算率が 125／ 100及び 100／ 100と規

定されている期間による経験年数を

除く。）の月数にあつては、18月）で

除した数に４を乗じて得た数を加え

て得た数を号数とする号給とするこ

とができる。  

２～５  ［略］  ２～５  ［略］  

（初任給基準を異にする異動）  （初任給基準を異にする異動）  

第 11条  職員を一の職から給料表の適

用を異にすることなく、初任給基準

表に定める表に異なる初任給の定め

がある他の職に異動させる場合にお

けるその者の給料月額は、人事委員

会 の 承 認 を 得 て 定 め る と こ ろ に よ

り、又はあらかじめ人事委員会の承

認を得て決定するものとする。  

第 11条  職員を一の職から給料表の適

用を異にすることなく、初任給基準

表又は第３条第４項に定める表に異

なる初任給の定めがある他の職に異

動させる場合におけるその者の給料

月額は、人事委員会の承認を得て定

めるところにより、又はあらかじめ

人事委員会の承認を得て決定するも

のとする。  

（一定年齢を超える職員等の昇給）  （一定年齢を超える職員の昇給）  

第 17条  給与条例第４条第８項第１号

に規定する人事委員会規則で定める

職員および年齢は、神戸市職員の定

年等に関する条例等の一部を改正す

る等の条例（令和４年 10月条例第 10

号）第１条の規定による改正前の神

第 17条  給与条例第４条第８項に規定

する人事委員会規則で定める職員お

よび年齢は、神戸市職員の定年等に

関する条例等の一部を改正する等の

条例（令和４年 10月条例第 10号）第１

条の規定による改正前の神戸市職員
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戸市職員の定年等に関する条例（昭

和 59年３月条例第 59号）第３条第２

号に定める職員については 58歳並び

に同条第１号に定める職員について

は 60歳とする。  

２  給与条例第４条第８項第２号に規

定する人事委員会規則で定める職員

は、医療職給料表 (1)の適用を受ける

職員でその職務の級が５級であるも

のとする。  

の定年等に関する条例（昭和 59年３

月条例第 59号）第３条第２号に定め

る職員については 58歳並びに同条第

１号に定める職員については 60歳と

する。  

（昇給区分及び昇給の号給数）  （昇給区分及び昇給の号給数）  

第 18条  ［略］  第 18条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  給与条例第４条第６項及び第８項

の規定による昇給の号給数は、昇給

区分に応じて別表第５の１に定める

昇 給 号 給 数 表 に 定 め る 号 給 数 と す

る。ただし、次に掲げる行政職給料表

６ 級 及 び ７ 級 相 当 の 職 員 (次 の 表 の

左欄に掲げる給料表の種類に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる職務の

級に該当する職員をいう。)について

は、別表第５の２に定める昇給号給

数表に定める号給数とし、行政職給

料 表 ８ 級 及 び 医 療 職 給 料 表 (1)５ 級

の職員については、別表第５の３に

定める昇給号給数表に定める号給数

とする。  

３  給与条例第４条第６項及び第８項

の規定による昇給の号給数は、昇給

区分に応じて別表第５の１に定める

昇 給 号 給 数 表 に 定 め る 号 給 数 と す

る。ただし、次に掲げる行政職給料表

６ 級 相 当 以 上 の 職 員 (次 の 表 の 左 欄

に掲げる給料表の種類に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる職務の級に

該当する職員をいう。 )については、

別表第５の２に定める昇給号給数表

に定める号給数とする。  
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給料表の種類  職務の級  

行政職給料表  ６級及び７級  

［略］  ［略］  
 

給料表の種類  職務の級  

行政職給料表  ６級から８級まで  

［略］  ［略］  
 

４～９  ［略］  ４～９  ［略］  

第 23条の２  職員の分限及び懲戒に関

する条例（昭和 27年２月条例第８号）

第２条の３第２項の規定により職員

を降号させる場合におけるその者の

号給は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める号給と

する。  

第 23条の２  職員の分限及び懲戒に関

する条例（昭和 27年２月条例第８号）

第２条の３第２項の規定により職員

を降号させる場合におけるその者の

号給は、降号した日の前日に受けて

いた号給より２号給下位の号給（当

該受けていた号給が職員の属する職

務の級の最低の号給の直近上位の号

給である場合にあっては、当該最低

の号給）とする。  

 (1) 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  

降号した日の前日に受けていた号

給より２号給下位の号給（当該受

けていた号給が職員の属する職務

の級の最低の号給の直近上位の号

給である場合にあっては、当該最

低の号給）  

 

 (2) 行政職給料表８級及び医療職給

料 表 (1)５ 級 の 職 員  降 号 し た 日

の前日に受けていた号給より１号

給下位の号給  

 

別表第１  初任給基準表（第３条関係） 別表第１  初任給基準表（第３条関係） 

ア～エ  ［略］  ア～エ  ［略］  

オ  教育職給料表 (2)初任給基準表  オ  教育職給料表 (2)初任給基準表  
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職種  学歴免許等  初任給  

教諭  

養護教諭  

大学卒  ２級 17号給  

 短大卒  １級 21号給  

助教諭  

養護助教

諭  

大学卒  １級 33号給  

［略］  ［略］  ［略］  
 

職種  学歴免許等  初任給  

教諭  

養護教諭  

修 士 課 程 修

了  

２級 25号給  

大学卒  ２級 17号給  

 短大卒  １級 21号給  

助教諭  

養 護 助 教

諭  

修 士 課 程 修

了  

１級 45号給  

 大学卒  １級 33号給  

［略］  ［略］  ［略］  
 

カ、キ  ［略］  カ、キ  ［略］  

ク  教育職給料表 (5)初任給基準表  ク  教育職給料表 (5)初任給基準表  

職種  学歴免許等  初任給  

教諭  

養護教諭  

栄養教諭  

講師（任期

の 定 め が

な い も の

に限る。） 

大学卒  ［略］  

短大卒  ２級７号給  

［略］  ［略］  ［略］  
 

職種  学歴免許等  初任給  

教諭  

養護教諭  

栄養教諭  

講師（任期

の 定 め が

な い も の

に限る。） 

博 士 課 程 修

了  

２級 45号給  

修 士 課 程 修

了  

２級 29号給  

 大学卒  ２級 17号給  

短大卒  ２級７号給  

［略］  ［略］  ［略］  
 

 ケ～サ  ［略］   ケ～サ  ［略］  

備考  ［略］  備考  ［略］  

別表第３  経験年数換算表（第６条関

係）  

別表第３  経験年数換算表（第６条関

係）  
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経歴  換算率  

［略］  ［略］  ［略］  

学校又は

学校に準

ずる教育

機関にお

ける在学

期間  

［略］  150／ 100 

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  
 

経歴  換算率  

［略］  ［略］  ［略］  

学校又は

学校に準

ずる教育

機関にお

ける在学

期間  

［略］  125／ 100 

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  
 

備考  ［略］  備考  ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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ア　行政職給料表昇格時号給対応表 ア　行政職給料表昇格時号給対応表

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

１ ［ ［ ［ ［ ［ ［ １ １ ［ ［ ［ ［ ［ ［ １

２ 略 略 略 略 略 略 １ ２ 略 略 略 略 略 略 １

３ ］ ］ ］ ］ ］ ］ １ ３ ］ ］ ］ ］ ］ ］ １

４ １ ４ １

５ １ ５ １

６ １ ６ １

７ １ ７ １

８ １ ８ １

９ １ ９ １

10 １ 10 １

11 １ 11 １

12 １ 12 １

13 １ 13 １

14 １ 14 １

15 １ 15 １

16 １ 16 １

17 １ 17 １

18 １ 18 １

19 １ 19 １

20 １ 20 １

21 １ 21 １

22 １ 22 １

23 １ 23 １

24 １ 24 １

25 １ 25 １

26 １ 26 １

27 １ 27 １

28 １ 28 １

29 １ 29 １

30 １ 30 ２

31 １ 31 ３

改正後 改正前

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給 昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給

別表第４　昇格時号給対応表（第９条関係） 別表第４　昇格時号給対応表（第９条関係）
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32 １ 32 ４

33 １ 33 ５

34 １ 34 ６

35 １ 35 ７

36 １ 36 ８

37 １ 37 ９

38 １ 38 10

39 １ 39 11

40 １ 40 12

41 １ 41 13

42 １ 42 14

43 １ 43 15

44 １ 44 16

45 １ 45 17

46 ２ 46 18

47 ２ 47 19

48 ２ 48 20

49 ３ 49 21

50 ３ 50 21

51 ３ 51 21

52 ３ 52 21

53 ３ 53 22

54 ３ 54 22

55 ３ 55 22

56 ３ 56 22

57 ３ 57 23

58 ３ 58 23

59 ３ 59 23

60 ３ 60 23

61 ４ 61 24

62 ４ 62 24

63 ４ 63 24

64 ４ 64 24

65 ４ 65 25

66 ４ 66 25
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67 ４ 67 25

68 ４ 68 25

69 ４ 69 26

70 ４ 70 26

71 ４ 71 26

72 ４ 72 26

73 ５ 73 27

74 ５ 74 27

75 ５ 75 27

76 ５ 76 27

77 ５ 77 28

78 78 28

79 79 28

80 80 28

81 81 29

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101
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102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

イ～キ　[略] イ～キ　[略]
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ク　医療職給料表(1)昇格時号給対応表 ク　医療職給料表(1)昇格時号給対応表

２
級

３
級

４
級

５
級

２
級

３
級

４
級

１ ［略］ ［略］ ［略］ １ １ ［略］ ［略］ ［略］

２ １ ２

３ １ ３

４ １ ４

５ １ ５

６ １ ６

７ １ ７

８ １ ８

９ １ ９

10 １ 10

11 １ 11

12 １ 12

13 １ 13

14 １ 14

15 １ 15

16 １ 16

17 １ 17

18 １ 18

19 １ 19

20 １ 20

21 １ 21

22 １ 22

23 １ 23

24 １ 24

25 １ 25

26 １ 26

27 １ 27

28 １ 28

29 １ 29

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給 昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給
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30 １ 30

31 １ 31

32 １ 32

33 １ 33

34 １ 34

35 １ 35

36 １ 36

37 １ 37

38 １ 38

39 １ 39

40 １ 40

41 １ 41

42 １ 42

43 １ 43

44 １ 44

45 １ 45

46 １ 46

47 １ 47

48 １ 48

49 １ 49

50 １ 50

51 １ 51

52 １ 52

53 １ 53

54 １ 54

55 １ 55

56 １ 56

57 １ 57

58 １ 58

59 １ 59

60 １ 60

61 １ 61

62 １ 62

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1034



63 １ 63

64 １ 64

65 １ 65

66 １ 66

67 １ 67

68 ２ 68

69 ２ 69

70 ２ 70

71 ２ 71

72 ２ 72

73 ２ 73

74 ２ 74

75 ２ 75

76 ２ 76

77 ３ 77

78 ３ 78

79 ３ 79

80 ３ 80

81 ３ 81

82 ３ 82

83 ３ 83

84 ３ 84

85 ３ 85

86 86

87 87

88 88

89 89

ケ　[略] ケ　[略]
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表第５の１  昇給号給数表（第 18条

関係）  

別表第５の１  昇給号給数表（第 18条

関係）  

［略］  
 

［略］  
 

備考  備考  

１  この表に定める上段の号給数は

給与条例第４条第８項第１号の規

定の適用を受ける職員以外の職員

に、下段の号給数は同項の規定を

受ける職員に適用する。  

１  この表に定める上段の号給数は

給与条例第４条第８項の規定の適

用を受ける職員以外の職員に、下

段の号給数は同項の規定を受ける

職員に適用する。  

２  ［略］  ２  ［略］  

別表第５の２  昇給号給数表（行政職

給料表６級及び７級相当の職員）（第

18条関係）  

別表第５の２  昇給号給数表（行政職

給料表６級相当以上の職員）（第 18条

関係）  

［略］  
 

［略］  
 

備考  

１  この表に定める上段の号給数は

給与条例第４条第８項第１号の規

定の適用を受ける職員以外の職員

に、下段の号給数は同項の規定を

備考  

１  この表に定める上段の号給数は

給与条例第４条第８項の規定の適

用を受ける職員以外の職員に、下

段の号給数は同項の規定を受ける
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受ける職員に適用する。  職員に適用する。  

別表第５の３  昇給号給数表（行政職

給 料 表 ８ 級 及 び 医 療 職 給 料 表 (1)５

級の職員）（第 18条関係）  

 

昇 給 区

分  

Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

昇 給 の

号給数  

２以上  １  ０  ０  ０  

 

 

第２条  初任給昇給規則の一部を次のように改正する。  

次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示 部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

（昇給区分及び昇給の号給数）  （昇給区分及び昇給の号給数）  

第 18条  ［略］  第 18条  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  給与条例第４条第６項及び第８項

の規定による昇給の号給数は、昇給

区分に応じて別表第５の１に定める

昇 給 号 給 数 表 に 定 め る 号 給 数 と す

る。ただし、次に掲げる行政職給料表

５ 級 か ら ７ 級 相 当 の 職 員 (次 の 表 の

左欄に掲げる給料表の種類に応じ、

３  給与条例第４条第６項及び第８項

の規定による昇給の号給数は、昇給

区分に応じて別表第５の１に定める

昇 給 号 給 数 表 に 定 め る 号 給 数 と す

る。ただし、次に掲げる行政職給料表

６ 級 及 び ７ 級 相 当 の 職 員 (次 の 表 の

左欄に掲げる給料表の種類に応じ、
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それぞれ同表の右欄に掲げる職務の

級に該当する職員をいう。)について

は、別表第５の２に定める昇給号給

数表に定める号給数とし、行政職給

料 表 ８ 級 及 び 医 療 職 給 料 表 (1)５ 級

の職員については、別表第５の３に

定める昇給号給数表に定める号給数

とする。  

それぞれ同表の右欄に掲げる職務の

級に該当する職員をいう。)について

は、別表第５の２に定める昇給号給

数表に定める号給数とし、行政職給

料 表 ８ 級 及 び 医 療 職 給 料 表 (1)５ 級

の職員については、別表第５の３に

定める昇給号給数表に定める号給数

とする。  

給料表の種類  職務の級  

行政職給料表  ５級から７級まで  

消防職給料表  ５級から７級まで  

教育職給料表 (2) ４級及び５級  

教育職給料表 (3) ３級  

教育職給料表 (5) ４級及び５級  

医療職給料表 (1) ２級から４級まで  

医療職給料表 (2) ５級及び６級  
 

給料表の種類  職務の級  

行政職給料表  ６級及び７級  

消防職給料表  ６級及び７級  

教育職給料表 (2) ５級  

教育職給料表 (5) ５級  

医療職給料表 (1) ３級及び４級  

医療職給料表 (2) ６級  
 

４  前年度中に新たに職員となった者

の昇給の号給数は、前項の規定にか

かわらず、前項の規定による号給数

及びその者の新たに職員となった日

から昇給日の属する年度の前の年度

の３月 31日までの期間の月数を考慮

して定める。  

４  前年度中に新たに職員となった者

の昇給の号給数は、前項の規定にか

かわらず、前項の規定による号給数

及びその者の新たに職員となった日

から昇給日の前日までの期間の月数

を考慮して定める。  

５～９  ［略］  ５～９  ［略］  

次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1038



  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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ア　行政職給料表昇格時号給対応表 ア　行政職給料表昇格時号給対応表

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

１ ［ ３ ３ ２ ［ ［ ［ １ ［ １ １ １ ［ ［ ［

２ 略 ３ ３ ３ 略 略 略 ２ 略 １ １ ２ 略 略 略

３ ］ ３ ３ ４ ］ ］ ］ ３ ］ １ １ ３ ］ ］ ］

４ ３ ３ ５ ４ １ １ ４

５ ３ ３ ６ ５ １ １ ５

６ ３ ３ ７ ６ １ １ ６

７ ３ ３ ８ ７ １ １ ７

８ ３ ３ ９ ８ １ １ ８

９ ３ ３ 10 ９ １ １ ９

10 ３ ３ 11 10 １ １ 10

11 ３ ３ 12 11 １ １ 11

12 ３ ３ 13 12 １ １ 12

13 ３ ３ 14 13 １ １ 13

14 ３ ３ 15 14 １ １ 14

15 ３ ３ 16 15 １ １ 15

16 ３ ３ 17 16 １ １ 16

17 ３ ３ 18 17 １ １ 17

18 ４ ４ 19 18 ２ ２ 18

19 ５ ５ 20 19 ３ ３ 19

20 ６ ６ 21 20 ４ ４ 20

21 ７ ７ 22 21 ５ ５ 21

22 ８ ８ 23 22 ６ ６ 22

23 ９ ９ 24 23 ７ ７ 23

24 10 10 25 24 ８ ８ 24

25 11 11 26 25 ９ ９ 25

26 12 12 27 26 10 10 26

27 13 13 28 27 11 11 27

28 14 14 29 28 12 12 28

29 15 15 30 29 13 13 29

30 16 16 31 30 14 14 30

31 17 17 32 31 15 15 31

第２条による改正後 第２条による改正前

別表第４　昇格時号給対応表（第９条関係） 別表第４　昇格時号給対応表（第９条関係）

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給 昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給
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32 18 18 33 32 16 16 32

33 19 19 34 33 17 17 33

34 20 19 35 34 18 17 34

35 21 20 36 35 19 18 35

36 22 20 37 36 20 18 36

37 23 21 38 37 21 19 37

38 24 21 39 38 22 19 38

39 25 22 40 39 23 20 39

40 26 22 41 40 24 20 40

41 27 23 42 41 25 21 41

42 28 24 43 42 26 22 42

43 29 25 44 43 27 23 43

44 30 26 45 44 28 24 44

45 31 27 46 45 29 25 45

46 32 28 47 46 30 26 46

47 33 29 48 47 31 27 47

48 34 30 49 48 32 28 48

49 35 31 50 49 33 29 49

50 36 32 51 50 34 30 50

51 37 33 52 51 35 31 51

52 38 34 53 52 36 32 52

53 39 35 54 53 37 33 53

54 40 36 55 54 38 34 54

55 41 37 56 55 39 35 55

56 42 38 57 56 40 36 56

57 43 39 58 57 41 37 57

58 44 40 59 58 42 38 58

59 45 41 60 59 43 39 59

60 46 42 61 60 44 40 60

61 47 43 62 61 45 41 61

62 48 44 63 62 46 42 62

63 49 45 64 63 47 43 63

64 50 46 65 64 48 44 64

65 51 47 66 65 49 45 65

66 52 48 67 66 50 46 66
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67 53 49 68 67 51 47 67

68 54 50 69 68 52 48 68

69 55 51 70 69 53 49 69

70 56 51 71 70 54 49 70

71 57 52 72 71 55 50 71

72 58 52 73 72 56 50 72

73 59 53 74 73 57 51 73

74 59 53 75 74 57 51 74

75 60 54 76 75 58 52 75

76 60 54 77 76 58 52 76

77 61 55 78 77 59 53 77

78 61 55 78 78 59 53 77

79 62 56 79 79 60 54 78

80 62 56 79 80 60 54 78

81 63 57 80 81 61 55 79

82 64 57 80 82 62 55 79

83 65 58 81 83 63 56 80

84 66 58 81 84 64 56 80

85 67 59 82 85 65 57 81

86 67 59 83 86 65 57 82

87 67 59 84 87 65 57 83

88 68 60 85 88 66 58 84

89 68 60 86 89 66 58 85

90 68 60 86 90 66 58 85

91 69 61 87 91 67 59 86

92 69 61 87 92 67 59 86

93 69 61 88 93 67 59 87

94 70 62 88 94 68 60 87

95 70 62 89 95 68 60 88

96 70 62 89 96 68 60 88

97 71 63 90 97 69 61 89

98 71 63 90 98 69 61 89

99 72 63 91 99 70 61 90

100 72 63 91 100 70 61 90

101 73 63 92 101 71 61 91
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102 64 92 102 62 91

103 64 93 103 62 92

104 64 93 104 62 92

105 64 94 105 62 93

106 64 94 106 62 93

107 65 95 107 63 94

108 65 95 108 63 94

109 65 96 109 63 95

110 65 96 110 63 95

111 65 97 111 63 96

112 66 97 112 64 96

113 66 98 113 64 97

114 66 98 114 64 97

115 66 98 115 64 97

116 66 99 116 64 98

117 67 99 117 65 98

118 67 99 118 65 98

119 67 100 119 65 99

120 67 100 120 65 99

121 68 100 121 66 99

122 68 122 66

123 68 123 66

124 68 124 66

125 69 125 67

126 69 126 67

127 69 127 67

128 69 128 67

129 70 129 68

130 70 130 68

131 70 131 68

132 70 132 68

133 71 133 69

134 71 134 69

135 72 135 70

136 72 136 70

137 73 137 71
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イ　消防職給料表昇格時号給対応表 イ　消防職給料表昇格時号給対応表

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

１ ［ ３ ３ ２ ［ ［ １ ［ １ １ １ ［ ［

２ 略 ３ ３ ３ 略 略 ２ 略 １ １ ２ 略 略

３ ］ ３ ３ ４ ］ ］ ３ ］ １ １ ３ ］ ］

４ ３ ３ ５ ４ １ １ ４

５ ３ ３ ６ ５ １ １ ５

６ ３ ３ ７ ６ １ １ ６

７ ３ ３ ８ ７ １ １ ７

８ ３ ３ ９ ８ １ １ ８

９ ３ ３ 10 ９ １ １ ９

10 ３ ３ 11 10 １ １ 10

11 ３ ３ 12 11 １ １ 11

12 ３ ３ 13 12 １ １ 12

13 ３ ３ 14 13 １ １ 13

14 ４ ３ 15 14 ２ １ 14

15 ５ ３ 16 15 ３ １ 15

16 ６ ３ 17 16 ４ １ 16

17 ７ ３ 18 17 ５ １ 17

18 ８ ４ 19 18 ６ ２ 18

19 ９ ５ 20 19 ７ ３ 19

20 10 ６ 21 20 ８ ４ 20

21 11 ７ 22 21 ９ ５ 21

22 12 ８ 23 22 10 ６ 22

23 13 ９ 24 23 11 ７ 23

24 14 10 25 24 12 ８ 24

25 15 11 26 25 13 ９ 25

26 16 12 27 26 14 10 26

27 17 13 28 27 15 11 27

28 18 14 29 28 16 12 28

29 19 15 30 29 17 13 29

30 20 16 31 30 18 14 30

31 21 17 32 31 19 15 31

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給 昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1044



32 22 18 33 32 20 16 32

33 23 19 34 33 21 17 33

34 24 19 35 34 22 17 34

35 25 20 36 35 23 18 35

36 26 20 37 36 24 18 36

37 27 21 38 37 25 19 37

38 28 21 39 38 26 19 38

39 29 22 40 39 27 20 39

40 30 22 41 40 28 20 40

41 31 23 42 41 29 21 41

42 32 24 43 42 30 22 42

43 33 25 44 43 31 23 43

44 34 26 45 44 32 24 44

45 35 27 46 45 33 25 45

46 36 28 47 46 34 26 46

47 37 29 48 47 35 27 47

48 38 30 49 48 36 28 48

49 39 31 50 49 37 29 49

50 40 32 51 50 38 30 50

51 41 33 52 51 39 31 51

52 42 34 53 52 40 32 52

53 43 35 54 53 41 33 53

54 44 36 55 54 42 34 54

55 45 37 56 55 43 35 55

56 46 38 57 56 44 36 56

57 47 39 58 57 45 37 57

58 48 40 59 58 46 38 58

59 49 41 60 59 47 39 59

60 50 42 61 60 48 40 60

61 51 43 62 61 49 41 61

62 51 44 63 62 49 42 62

63 52 45 64 63 50 43 63

64 52 46 65 64 50 44 64

65 53 47 66 65 51 45 65

66 53 48 67 66 51 46 66
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67 54 49 68 67 52 47 67

68 54 50 69 68 52 48 68

69 55 51 70 69 53 49 69

70 55 51 71 70 53 49 70

71 56 52 72 71 54 50 71

72 56 52 73 72 54 50 72

73 57 53 74 73 55 51 73

74 57 53 75 74 55 51 74

75 58 54 76 75 56 52 75

76 58 54 77 76 56 52 76

77 59 55 78 77 57 53 77

78 59 55 78 78 57 53 77

79 60 56 79 79 58 54 78

80 60 56 79 80 58 54 78

81 61 57 80 81 59 55 79

82 61 57 80 82 59 55 79

83 62 58 81 83 60 56 80

84 62 58 81 84 60 56 80

85 63 59 82 85 61 57 81

86 63 59 83 86 61 57 82

87 63 59 84 87 61 57 83

88 64 60 85 88 62 58 84

89 64 60 86 89 62 58 85

90 64 60 86 90 62 58 85

91 65 61 87 91 63 59 86

92 65 61 87 92 63 59 86

93 65 61 88 93 63 59 87

94 62 88 94 60 87

95 62 89 95 60 88

96 62 89 96 60 88

97 63 90 97 61 89

98 63 90 98 61 89

99 63 91 99 61 90

100 63 91 100 61 90

101 63 92 101 61 91
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102 64 92 102 62 91

103 64 93 103 62 92

104 64 93 104 62 92

105 64 94 105 62 93

106 64 94 106 62 93

107 65 95 107 63 94

108 65 95 108 63 94

109 65 96 109 63 95

110 65 96 110 63 95

111 65 97 111 63 96

112 66 97 112 64 96

113 66 98 113 64 97

114 66 98 114 64 97

115 66 98 115 64 97

116 66 99 116 64 98

117 67 99 117 65 98

118 67 99 118 65 98

119 67 100 119 65 99

120 67 100 120 65 99

121 68 100 121 66 99

122 68 122 66

123 68 123 66

124 68 124 66

125 69 125 67

126 69 126 67

127 69 127 67

128 69 128 67

129 70 129 68

130 70 130 68

131 70 131 68

132 70 132 68

133 71 133 69

134 71 134 69

135 72 135 70

136 72 136 70

137 73 137 71

ウ～ク　[略] ウ～ク　[略]
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ケ　医療職給料表(2)昇格時号給対応表 ケ　医療職給料表(2)昇格時号給対応表

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

１ ［ ３ ３ ２ ［ １ ［ １ １ １ ［

２ 略 ３ ３ ３ 略 ２ 略 １ １ ２ 略

３ ］ ３ ３ ４ ］ ３ ］ １ １ ３ ］

４ ３ ３ ５ ４ １ １ ４

５ ３ ３ ６ ５ １ １ ５

６ ３ ３ ７ ６ １ １ ６

７ ３ ３ ８ ７ １ １ ７

８ ３ ３ ９ ８ １ １ ８

９ ３ ３ 10 ９ １ １ ９

10 ３ ３ 11 10 １ １ 10

11 ３ ３ 12 11 １ １ 11

12 ３ ３ 13 12 １ １ 12

13 ３ ３ 14 13 １ １ 13

14 ３ ３ 15 14 １ １ 14

15 ３ ３ 16 15 １ １ 15

16 ３ ３ 17 16 １ １ 16

17 ３ ３ 18 17 １ １ 17

18 ４ ４ 19 18 ２ ２ 18

19 ５ ５ 20 19 ３ ３ 19

20 ６ ６ 21 20 ４ ４ 20

21 ７ ７ 22 21 ５ ５ 21

22 ８ ８ 23 22 ６ ６ 22

23 ９ ９ 24 23 ７ ７ 23

24 10 10 25 24 ８ ８ 24

25 11 11 26 25 ９ ９ 25

26 12 12 27 26 10 10 26

27 13 13 28 27 11 11 27

28 14 14 29 28 12 12 28

29 15 15 30 29 13 13 29

30 16 16 31 30 14 14 30

31 17 17 32 31 15 15 31

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給 昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給
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32 18 18 33 32 16 16 32

33 19 19 34 33 17 17 33

34 20 19 35 34 18 17 34

35 21 20 36 35 19 18 35

36 22 20 37 36 20 18 36

37 23 21 38 37 21 19 37

38 24 21 39 38 22 19 38

39 25 22 40 39 23 20 39

40 26 22 41 40 24 20 40

41 27 23 42 41 25 21 41

42 28 24 43 42 26 22 42

43 29 25 44 43 27 23 43

44 30 26 45 44 28 24 44

45 31 27 46 45 29 25 45

46 32 28 47 46 30 26 46

47 33 29 48 47 31 27 47

48 34 30 49 48 32 28 48

49 35 31 50 49 33 29 49

50 36 32 51 50 34 30 50

51 37 33 52 51 35 31 51

52 38 34 53 52 36 32 52

53 39 35 54 53 37 33 53

54 40 36 55 54 38 34 54

55 41 37 56 55 39 35 55

56 42 38 57 56 40 36 56

57 43 39 58 57 41 37 57

58 44 40 59 58 42 38 58

59 45 41 60 59 43 39 59

60 46 42 61 60 44 40 60

61 47 43 62 61 45 41 61

62 48 44 63 62 46 42 62

63 49 45 64 63 47 43 63

64 50 46 65 64 48 44 64

65 51 47 66 65 49 45 65

66 52 48 67 66 50 46 66
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67 53 49 68 67 51 47 67

68 54 50 69 68 52 48 68

69 55 51 70 69 53 49 69

70 56 51 71 70 54 49 70

71 57 52 72 71 55 50 71

72 58 52 73 72 56 50 72

73 59 53 74 73 57 51 73

74 59 53 75 74 57 51 74

75 60 54 76 75 58 52 75

76 60 54 77 76 58 52 76

77 61 55 78 77 59 53 77

78 61 55 78 78 59 53 77

79 62 56 79 79 60 54 78

80 62 56 79 80 60 54 78

81 63 57 80 81 61 55 79

82 64 57 80 82 62 55 79

83 65 58 81 83 63 56 80

84 66 58 81 84 64 56 80

85 67 59 82 85 65 57 81

86 67 59 83 86 65 57 82

87 67 59 84 87 65 57 83

88 68 60 85 88 66 58 84

89 68 60 86 89 66 58 85

90 68 60 86 90 66 58 85

91 69 61 87 91 67 59 86

92 69 61 87 92 67 59 86

93 69 61 88 93 67 59 87

94 70 62 88 94 68 60 87

95 70 62 89 95 68 60 88

96 70 62 89 96 68 60 88

97 71 63 90 97 69 61 89

98 71 63 90 98 69 61 89

99 72 63 91 99 70 61 90

100 72 63 91 100 70 61 90

101 73 63 92 101 71 61 91
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102 64 92 102 62 91

103 64 93 103 62 92

104 64 93 104 62 92

105 64 94 105 62 93

106 64 94 106 62 93

107 65 95 107 63 94

108 65 95 108 63 94

109 65 96 109 63 95

110 65 96 110 63 95

111 65 97 111 63 96

112 66 97 112 64 96

113 66 98 113 64 97

114 66 98 114 64 97

115 66 98 115 64 97

116 66 99 116 64 98

117 67 99 117 65 98

118 67 99 118 65 98

119 67 100 119 65 99

120 67 100 120 65 99

121 68 100 121 66 99

122 68 122 66

123 68 123 66

124 68 124 66

125 69 125 67

126 69 126 67

127 69 127 67

128 69 128 67

129 70 129 68

130 70 130 68

131 70 131 68

132 70 132 68

133 71 133 69

134 71 134 69

135 72 135 70

136 72 136 70

137 73 137 71
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次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

別表第５の２  昇給号給数表（行政職

給料表５級から７級相当の職員）（第

18条関係）  

別表第５の２  昇給号給数表（行政職

給料表６級及び７級相当の職員）（第

18条関係）  

［略］  
 

［略］  
 

備考  ［略］  備考  ［略］  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この規則は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、第２条の規定は令和８年４月１日から施行する。  

（施行日における昇格又は降格の特例）  

第２条  施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないも

のとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受け

ていたものとみなして第１条の規定による改正後の初任給昇給規則（以下「令

和７年改正後規則」という。）第９条又は第 10条の規定を適用する。  

（令和８年４月１日前に昇格した者の号給の調整）  

第３条  令和８年４月１日において神戸市職員の給与等に関する条例（昭和 26年

３月条例第８号。以下「給与条例」という。）第３条に規定する行政職給料表、

消防職給料表及び医療職給料表 (2)の適用を受ける職員であって、第２条の規定

による改正前の初任給昇給規則の適用により昇格後の号給が決定された職員に

令和７年４月１日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1052



ついて、第２条の規定による改正後の初任給昇給規則別表第４の規定により昇

格後の号給が決定された職員との均衡上必要があると認められる限度において、

必要な調整を行うことができる。  

 (在職者調整 ) 

第４条  施行日において給与条例第３条に規定する行政職給料表、教育職給料表

(2)、教育職給料表 (3)及び医療職給料表 (2)の適用を受ける職員であって、第１

条の規定による改正前の初任給昇給規則の適用により初任給が決定された職員

について、令和７年改正後規則第５条第１項、第６条第１項及び別表第３の規

定により初任給が決定された職員との均衡上必要があると認められる限度にお

いて、必要な調整を行うことができる。  

(適用期間 ) 

第５条  神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

(令和３年３月人委規則第 20号 )附則第２項の規定により、令和３年４月１日前

の期間については従前の例によることとされた経験年数及び号給の換算 (別表

第３のうち、学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間の項に係る換算

は除く。 )に関しては、この規則の施行後も、なお従前の例による。  
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管理職員等の範囲を定める規則等の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

                         神戸市人事委員会                

委員長  芝  原  貴  文  

神戸市人事委員会規則第 18号  

管理職員等の範囲を定める規則等の一部を改正する規則  

（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正）  

第 １ 条  管理職員等の範囲を定める規則（昭和 41年９月人委規則第５号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表（第２条、第４条関係）  別表（第２条、第４条関係）  

任命権者の

組織  

職  

[略 ] [略 ] 

市長部局  [略 ] 

   

 危 機 管 理

局  

防災専門官  

 

 

 

任命権者の

組織  

職  

[略 ] [略 ] 

市長部局  [略 ] 

  

 市長室  室 長  国 際 渉 外 秘 書 官

 国 際 経 済 連 携 専 門 官

 ホ ー ム ペ ー ジ 監 理 官

 カ ス タ マ ー D Xマ ネ ー
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[略 ] [略 ] 

企 画 調 整

局  

秘 書 室 長  国 際 渉 外 秘

書 官  ホ ー ム ペ ー ジ 監

理 官  カ ス タ マ ー D Xマ

ネ ー ジ ャ ー  秘 書 課 係

長  上 席 デ ジ タ ル 化 専

門官  

  

 [略 ] [略 ] 

地 域 協 働

局  

地 域 お こ し 隊 チ ー フ  

企 業 連 携 調 整 官  企 業

連 携 コ ー デ ィ ネ ー タ ー

 区役所課係長  

  

 [略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] 

文 化 ス ポ

ーツ局  

 

  

 [略 ] [略 ] 

福祉局  [略 ] 

  

 障 害 者

更 生 相

談所  

所長  

健康局   

ジャー  秘書課係長  

 危 機 管 理

室  

室長  防災専門官  

[略 ] [略 ] 

企 画 調 整

局  

企 業 連 携 調 整 官  企 業

連 携 コ ー デ ィ ネ ー タ ー

 上 席 デ ジ タ ル 化 専 門

官  

 

  

 [略 ] [略 ] 

地 域 協 働

局  

区役所課係長  

 

 

 

  

 [略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] 

文 化 ス ポ

ーツ局  

室長  

  

 [略 ] [略 ] 

福祉局  [略 ] 

  

 和光園  園長  

 障 害 者

更 生 相

談所  

所長  

健康局   
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 [略 ] [略 ] 

 健康科学

研究所  

所 長  第１ 衛生 研 究部

長  第２衛生研究部長  

 [略 ] [略 ] 

こ ど も 家

庭局  

 

 [略 ] [略 ] 

こども家

庭センタ

ー  

所長  副所長  

[略 ] [略 ] 

経 済 観 光

局  

本 部 長  国 際 経 済 統 括

官  国 際 経 済 連 携 専 門

官  イ ノ ベ ー シ ョ ン 専

門官（級別基準職務表の

適 用 範 囲 に 関 す る 規 則

（ 平 成 2 8年 ４ 月 人 委 規

則第６号）別表第１にお

い て 職 務 の 級 が ６ 級 と

定 め ら れ て い る 者 に 限

る。）   

  

 [略 ] [略 ] 

建設局  [略 ] 

  

 [略 ] [略 ] 

森林課  [略 ] 

[略 ] [略 ] 

   

 [略 ] [略 ] 

 健康科学

研究所  

所長  副所長  

 [略 ] [略 ] 

こ ど も 家

庭局  

 

 [略 ] [略 ] 

 こども家

庭センタ

ー  

所 長  副 所 長  児 童 福

祉法務専門官  

[略 ] [略 ] 

経 済 観 光

局  

本 部 長  国 際 経 済 統 括

官  イ ノ ベ ー シ ョ ン 専

門官（級別基準職務表の

適 用 範 囲 に 関 す る 規 則

（ 平 成 2 8年 ４ 月 人 委 規

則第６号）別表第１にお

い て 職 務 の 級 が ６ 級 と

定 め ら れ て い る 者 に 限

る。）  

 

  

 [略 ] [略 ] 

建設局  [略 ] 

  

 [略 ] [略 ] 

防災課  [略 ] 

[略 ] [略 ] 
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都市局  [略 ] 

 

 

 

  

 

[略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] 
 

 

都市局  [略 ] 

  

 西 神 整

備 事 務

所  

所長  

[略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] 
   

（級別基準職務表の適用範囲に関する規則の一部改正）  

第 ２ 条  級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成 28年４月人委規則第６

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表第１  行政職給料表  別表第１  行政職給料表  

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

５

級  

所長の

職務  

[略 ] [略 ] 

こども家

庭局  

[略 ] 

 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

５

級  

所長の

職務  

[略 ] [略 ] 

こども家

庭局  

[略 ] 
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 [略 ] [略 ] 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

副 所 長

の職務  

[略 ] [略 ] 

 健康局  [略 ] 

  こども家

庭局  

保育所  

  [略 ] [略 ] 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

相談員

の職務  

企画調整

局  

[略 ] 

 オープ

ンイノ

ベーシ

ョン専

門官の

職務  

経済観光

局  

新産業創造課  

場長の

職務  

 

[略 ] [略 ] 

 地域日

本語教

育総括

地域協働

局  

地域協働課  

 

 垂水区役

所  

明舞サービスコー

ナー  

 [略 ] [略 ] 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 副所長

の職務  

[略 ] [略 ] 

 健康局  [略 ] 

 [略 ] [略 ] 

 副園長

の職務  

福祉局  和光園  

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 相談員

の職務  

市長室  [略 ] 

 オープ

ンイノ

ベーシ

ョン専

門官の

職務  

経済観光

局  

経済政策課  

 場長の

職務  

 

 

 

 

[略 ] [略 ] 
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プロデ

ューサ

ーの職

務  

 クリエ

イティ

ブディ

レクタ

ーの職

務  

企画調整

局  

広報戦略部  

 企画専

門官の

職務  

建築住宅

局  

政策課  

館長代

理の職

務  

文化スポ

ーツ局  

神 戸 ゆ か り の 美

術館  

６

級  

所長の

職務  

[略 ] [略 ] 

健康局  西部衛生監視事務

所、食品衛生検査

所、食肉衛生検査

所  

[略 ] [略 ] 

 建設局  [略 ] 

 

 [略 ] [略 ] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６

級  

所 長 の

職務  

[略 ] [略 ] 

健康局  西部衛生監視事務

所、健康科学研究

所、食品衛生検査

所、食肉衛生検査

所  

 [略 ] [略 ] 

 建設局  [略 ] 

  都市局  西神整備事務所  

  [略 ] 

 

[略 ] 
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 室長の

職務  

教育委員

会事務局  

監理室  

 

 

 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

国際渉

外秘書

官の職

務  

企画調整

局  

[略 ] 

国際経

済連携

専門官

の職務  

経済観光

局  

[略 ] 

 ホーム

ページ

監理官

の職務  

企画調整

局  

[略 ] 

カスタ

マー DX

マネー

ジャー

の職務  

企画調整

局  

 

 

 

[略 ] 

[略 ] [略 ] [略 ] 

 防災専

門官の

職務  

危機管理

局  

 

 室長の

職務  

文化スポ

ーツ局  

国際スポーツ室  

 教育委員

会事務局  

監理室  

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 国際渉

外秘書

官の職

務  

市長室  [略 ] 

 国際経

済連携

専門官

の職務  

市長室  [略 ] 

ホーム

ページ

監理官

の職務  

市長室  [略 ] 

カスタ

マー DX

マネー

ジャー

の職務  

市長室  [略 ] 

[略 ] [略 ] [略 ] 

防災専

門官の

職務  

危機管理

室  
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企業連

携調整

官  

地域協働

局  

[略 ] 

企業連

携コー

ディネ

ーター  

地域協働

局  

[略 ] 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 森林官

の職務  

建設局  森林課  

 地域お

こし隊

チーフ

の職務  

地域協働

局  

地域協働課  

７

級  

[略 ] [略 ] [略 ] 

室長の

役割  

企画調整

局  

秘書室  

所長の

職務  

[略 ] [略 ] 

健康局  東部衛生監視事務

所、健康科学研究

所  

[略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] [略 ] 

 園長の

職務  

建設局  王子動物園  

 [略 ] [略 ] [略 ] 
   

  

企業連

携調整

官  

企画調整

局  

[略 ] 

企業連

携コー

ディネ

ーター  

企画調整

局  

[略 ] 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 森林官

の職務  

建設局  防災課  

７

級  

[略 ] [略 ] [略 ] 

室長の

職務  

危機管理

室  

 

所長の

職務  

[略 ] [略 ] 

健康局  東部衛生監視事務

所  

[略 ] [略 ] 

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 園長の

職務  

福祉局  和光園  

建設局  王子動物園  

 [略 ] [略 ] [略 ] 
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広報官

の職務  

企画調整

局  

広報戦略部  

[略 ] [略 ] [略 ] 

８

級  

[略 ] [略 ] [略 ] 

危機管

理監の

職務  

危機管理

局  

 

 室長の

職務  

会計室   

 [略 ] [略 ] [略 ] 

[略 ]  

広報官

の職務  

市長室  広報戦略部  

[略 ] [略 ] [略 ] 

８

級  

[略 ] [略 ] [略 ] 

危機管

理監の

職務  

危機管理

室  

 

 室長の

職務  

市長室   

会計室   

 [略 ] [略 ] [略 ] 

[略 ]  

別表第３  教育職給料表 (2) 別表第３  教育職給料表 (2) 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

係長の

職務  

教育委員

会事務局  

学びの推進課、児

童生徒課  

５

級  

[略 ] [略 ] [略 ] 

所長の

職務  

教育委員

会事務局  

教職員研修所  

部長の

職務  

教育委員

会事務局  

 

課長の

職務  

教育委員

会事務局  

教職員人事課、学

びの推進課  
 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

係長の

職務  

教育委員

会事務局  

学校教育課、教科

指導課、児童生徒

課  

５

級  

[略 ] [略 ] [略 ] 

所長の

職務  

教育委員

会事務局  

総合教育センター  

部長の

職務  

教育委員

会事務局  

総務部、学校教育

部  

課長の

職務  

教育委員

会事務局  

教職員課、学校教

育課  
 

別表第４  教育職給料表 (3) 別表第４  教育職給料表 (3) 
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職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区

役所の

名称  

事業所等の名称  

３

級  

係 長 の

職務  

教 育 委

員 会 事

務局  

学びの推進課  

 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区

役所の

名称  

事業所等の名称  

３

級  

係 長 の

職務  

教 育 委

員 会 事

務局  

学校教育課  

 

別表第５  教育職給料表 (5) 別表第５  教育職給料表 (5) 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

係長の

職務  

教育委員

会事務局  

総務課、教職員人

事課、学校経営支

援課、健康教育課、

学びの推進課、児

童生徒課、特別支

援教育課、教職員

研修所  

５

級  

課長の

職務  

教育委員

会事務局  

教職員人事課、学

校環境整備課、学

びの推進課、児童

生徒課、特別支援

教育課、教職員研

修所  
 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

係長の

職務  

教育委員

会事務局  

総務課、教職員人

事課、学校経営支

援課、健康教育課、

学校教育課、教科

指導課、児童生徒

課、特別支援教育

課、教職員研修所  

５

級  

課長の

職務  

教育委員

会事務局  

教職員人事課、学

校環境整備課、学

校教育課、教科指

導課、児童生徒課、

特別支援教育課、

教職員研修所  
 

 

[略 ] 

 

[略 ] 
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（管理職手当の支給に関する規則の一部改正）  

第 ３ 条  管理職手当の支給に関する規則（昭和 37年７月人委規則第 11号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

第 ５ 条  前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら

ず、地方公務員法 (昭和 25年法律第 26

1号 )第 22条の 4第 1項の規定により採

用された職員 (以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。)については、

管理職手当を支給しない。ただし、別

表第２の職欄に掲げる高等学校長、

幼稚園長又は小学校、中学校、義務教

育学校若しくは特別支援学校の校長

の職にある職員については、この限

りではない。  

２  [略 ] 

第 ５ 条  前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら

ず、地方公務員法 (昭和 25年法律第 26

1号 )第 22条の 4第 1項の規定により採

用された職員 (以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。)については、

管理職手当を支給しない。ただし、別

表第２の職欄に掲げる地区統括官、

高等学校長、幼稚園長又は小学校、中

学校、義務教育学校若しくは特別支

援学校の校長の職にある職員につい

ては、この限りではない。  

２  [略 ] 

別表第１  別表第１  

任命権者

の組織  

職  支

給

額  

支

給

区

任命権者

の組織  

職  支

給

額  

支

給

区
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分  

各 任 命 権

者共通  

理事  甲  １

種  

 局長（市長が定める

ものに限る。）  

甲  ２

種  

 局長（１種から３種

のものを除く。）  

[

略

] 

４

種  

 [略 ] [

略

] 

[

略

] 

市長  危機管理監  [

略

] 

２

種  

  

 

 

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

 危 機 管

理局  

防災専門官  丙  １

種  

分  

各 任 命 権

者共通  

局長（市長が定める

ものに限る。）  

 

 

甲  １

種  

 局長（１種のものを

除く。）  

[

略

] 

２

種  

 [略 ] [

略

] 

[

略

] 

市長  危機管理監  [

略

] 

１

種  

  [略 ] [

略

] 

[

略

] 

 市長室  室長  甲  １

種  

国際渉外秘書官、国

際経済連携専門官、

ホ ー ム ペ ー ジ 監 理

官、カスタマー DXマ

ネージャー  

丙  １

種  

危 機 管

理室  

室長  乙  ２

種  

防災専門官  丙  １

種  
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 会計室  室長  [

略

] 

３

種  

 企 画 調

整局  

秘書室長  乙  ２

種  

  東京事務所長  乙  ３

種  

  国際渉外秘書官、ホ

ームページ監理官、

カ ス タ マ ー D Xマ ネ

ージャー、上席デジ

タル化専門官  

[

略

] 

[

略

] 

 地 域 協

働局  

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

  地 域 お こ し 隊 チ ー

フ 、 企 業 連 携 調 整

官、企業連携コーデ

ィネーター、消費生

活センター所長  

[

略

] 

[

略

] 

 [略 ] [略 ] [

略

] 

[

略

] 

 文 化 ス

ポ ー ツ

局  

中央図書館長  [

略

] 

 

 

４

種  

 会計室  室長  [

略

] 

１

種  

 企 画 調

整局  

東京事務所長  乙  ３

種  

  企業連携調整官、企

業 連 携 コ ー デ ィ ネ

ーター、上席デジタ

ル化専門官  

[

略

] 

[

略

] 

 地 域 協

働局  

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

  消 費 生 活 セ ン タ ー

所長  

[

略

] 

[

略

] 

 [略 ] [略 ] [

略

] 

[

略

] 

 文 化 ス

ポ ー ツ

局  

中央図書館長  [

略

] 

 

 

２

種  
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[略 ] [

略

] 

[

略

] 

小 磯 記 念 美 術 館 事

務室長  

 

[

略

] 

[

略

] 

 福祉局  障 害 者 更 生 相 談 所

長、特別指導監査専

門官、再犯防止コー

ディネーター  

丙  １

種  

 健康局  保健所長、健康科学

研究所長  

[

略

] 

[

略

] 

 [略 ] [

略

] 

[

略

] 

 墓 園 管 理 セ ン タ ー

長、斎場管理センタ

ー長、口腔保健支援

センター長、西部衛

生監視事務所長、第

１衛生研究部長、第

２衛生研究部長、食

品衛生検査所長、食

肉衛生検査所長、精

神 保 健 福 祉 セ ン タ

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

国際スポーツ室長、

小 磯 記 念 美 術 館 事

務室長  

[

略

] 

[

略

] 

 福祉局  和光園長  乙  ３

種  

 障 害 者 更 生 相 談 所

長、特別指導監査専

門官、再犯防止コー

ディネーター  

丙  １

種  

 健康局  保健所長  [

略

] 

[

略

] 

 [略 ] [

略

] 

[

略

] 

 墓園管理センター

長、斎場管理セン

ター長、口腔保健

支援センター長、

西部衛生監視事務

所長、健康科学研

究所長、健康科学

研究所部長、健康

科学研究所副所

長、食品衛生検査

[

略

] 

[

略

] 
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ー所長、保健センタ

ー長  

 

 

 

 [略 ] [略 ] [

略

]  

[

略

]  

 経 済 観

光局  

中 央 卸 売 市 場 運 営

本部長  

[

略

] 

４

種  

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

国 際 経 済 連 携 専 門

官、イノベーション

専門官（級別基準職

務 表 の 適 用 範 囲 に

関する規則（平成 28

年 ４ 月 人 委 規 則 第

６号）別表第１にお

い て 職 務 の 級 が ６

級 と 定 め ら れ て い

る者に限る。）、農

業 振 興 セ ン タ ー 所

長  

[

略

] 

[

略

] 

 建設局  湾岸・広域幹線道路

本部長  

[

略

４

種  

所長、食肉衛生検

査所長、精神保健

福祉センター所

長、保健センター

長  

 [略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

 経 済 観

光局  

中 央 卸 売 市 場 運 営

本部長  

[

略

] 

２

種  

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

イ ノ ベ ー シ ョ ン 専

門官（級別基準職務

表 の 適 用 範 囲 に 関

する規則（平成 28年

４ 月 人 委 規 則 第 ６

号）別表第１におい

て 職 務 の 級 が ６ 級

と 定 め ら れ て い る

者に限る。）、農業

振興センター所長  

 

 

[

略

] 

[

略

] 

 建設局  湾岸・広域幹線道路

本部長  

[

略

２

種  
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] 

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

 都市局  都心再整備本部長  

 

 

 

[

略

] 

２

種  

 [略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

 区役所、

須 磨 区

役 所 北

須 磨 支

所 及 び

西 区 役

所 玉 津

支所  

区長、北神担当区長  [

略

] 

３

種  

 [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

[略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

教 育 委 員

会  

事務局長、教育次長  [

略

] 

２

種  

[略 ]  [

略

[

略

] 

[略 ] [

略

] 

[

略

] 

 都市局  都心再整備本部長  [

略

] 

１

種  

  西神整備事務所長  丙  １

種  

 [略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

 区役所、

須 磨 区

役 所 北

須 磨 支

所 及 び

西 区 役

所 玉 津

支所  

区長、北神担当区長  [

略

] 

１

種  

 [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

[略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

教 育 委 員

会  

事務局長、教育次長  [

略

] 

１

種  

[略 ]  [

略

[

略
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]  ] 

 

選 挙 管 理

委員会  

[略 ] [

略

] 

３

種  

人 事 委 員

会  

[略 ] [

略

] 

３

種  

代 表 監 査

委員  

[略 ] [

略

] 

３

種  

[略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

市会議長  [略 ] [

略

] 

３

種  

 

]  ] 

 

選 挙 管 理

委員会  

[略 ] [

略

] 

１

種  

人 事 委 員

会  

[略 ] [

略

] 

１

種  

代 表 監 査

委員  

[略 ] [

略

] 

１

種  

[略 ]  [略 ]  [

略

]  

[

略

]  

市会議長  [略 ] [

略

] 

１

種  

 

備考  備考  

１  本表の支給額の欄中「甲」、「乙」

及び「丙」は、支給区分に応じ、

下表に定める月額を表す。  

１  本表の支給額の欄中「甲」、「乙」

及び「丙」は、支給区分に応じ、

下 表 に 定 め る 月 額 を 表 す 。 た だ

し、支給額「甲」を受ける職員の

う ち 、 理 事 で あ る も の に つ い て

は、月額 10,000円を加算した額と

することができる。  

支給額  支給区分  月額  

甲  １種  

 

150,000円  

支給額  支給区分  月額  

甲  １種  

 

139,000円  
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２種  145,000円  

３種  135,000円  

４種  130,000円  

［略］  ［略］  ［略］  
 

２種  131,000円  

［略］  ［略］  ［略］  
 

２  [略 ]  ２  [略 ] 

 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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神戸市農業委員会事務局長等専決規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和７年３月 31 日 

神戸市農業委員会会長 前 中 悠 一 

神戸市農業委員会規程第１号 

   神戸市農業委員会事務局長等専決規程の一部を改正する規程 

神戸市農業委員会事務局長等専決規程（平成18年９月農委規程第５号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第

２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の

表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については、次

のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（事務局長の専決事項） 

第２条 ［略］ 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 農業経営基盤強化促進法（昭和

55年法律第65号）第19条第６項の規

定 に よ る 地 域 計 画 の 変 更 に 係 る 意

見に関すること。 

(5)～(11) ［略］ 

２ 事務局長は、前項第２号から第５号

までに掲げる事項の専決処分を行っ

た場合は、速やかに月例総会にその内

容を報告しなければならない。 

（事務局長の専決事項） 

第２条 ［略］ 

(1)～(3) ［略］ 

 

 

 

 

(4)～(10) ［略］ 

２ 事務局長は、前項第２号、第３号及

び第４号に係る事項の専決処分を行

った場合は、速やかに月例総会にその

内容を報告しなければならない。 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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 神戸市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和７年３月 31日  

神戸市固定資産評価審査委員会  委員長  有馬  隆之  

神戸市固定資産評価審査委員会規程第１号  

   神戸市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程  

 神戸市固定資産評価審査委員会規程（昭和 26年９月固定資産評価審査委員会規

程第１号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（書面審理）  （書面審理）  

第 10条  委員会は、相当の期間を定め

て、神戸市市税事務所長 (以下「市税

事務所長」という。 )に対し、審査の

申出の趣旨及び理由に対する答弁そ

の他必要な事項を記載した弁明書正

副２通の提出を求めるものとする。  

第 10条  委員会は、相当の期間を定め

て、市長に対し、審査の申出の趣旨

及び理由に対する答弁その他必要な

事項を記載した弁明書正副２通の提

出を求めるものとする。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（口頭審理）  （口頭審理）  

第 11条  ［略］  第 11条  ［略］  

２  口頭審理の期日は、委員会が定め、 ２  口頭審理の期日は、委員会が定め、
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文書又はその他の方法で口頭審理の

日時及び場所を審査申出人及び市税

事 務 所 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い。  

文書又はその他の方法で口頭審理の

日時及び場所を審査申出人及び市長

に通知しなければならない。  

３～６  ［略］  ３～６  ［略］  

（審査申出人又は市税事務所長への

質問）  

（審査申出人又は市長への質問）  

第 13条の２  ［略］  第 13条の２  ［略］  

２  前項の場合において、委員会は、

審査申出人に対する質問の場合にあ

つては市税事務所長に、市税事務所

長に対する質問の場合にあつては審

査申出人に、それぞれ当該質問に係

る文書の写しを送付しなければなら

ない。当該質問に対する回答に係る

文書についても、また同様とする。  

２  前項の場合において、委員会は、

審査申出人に対する質問の場合にあ

つては市長に、市長に対する質問の

場合にあつては審査申出人に、それ

ぞれ当該質問に係る文書の写しを送

付しなければならない。当該質問に

対する回答に係る文書についても、

また同様とする。  

   附  則  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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